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第3章 リサイクル材料の利用の考え方（関係法令、品質、加工・改良技術） 

3.1 建設発生土 

3.1.1 搬出・利用の状況 

建設発生土は、有用な土木資材として港湾・空港等工事に利用されている。 

（解説） 

建設発生土は、建設工事から搬出される土砂であり、(1)土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂

に準ずるもの、(2)港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂（浚渫土砂）、その他これに類するもの

がある。（本ガイドラインでは、浚渫土砂については建設発生土と区別し、「3.2 浚渫土砂」に記載

している） 

建設発生土の搬出量の推移は図 3.1.1 に示すとおりであり、平成 30 年度には、年間約 1 億 3 千

万 m3 の建設発生土が搬出されており、うち、内陸受入地への搬出は 71％（9,396 万 m3）、工事間利

用は 26％（3,484万 m3）、土質改良プラントへの搬出は 3％（383万 m3）であった。 
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出典）平成 30 年度建設副産物実態調査結果参考資料（国土交通省）より作成 

図 3.1.1 搬出量の推移（建設発生土） 

3.1.2 品質 

建設発生土は、土質性状に応じて、適切な方法で利用する。 

利用に際しては、コンクリート塊等の異物混入を防止するとともに、セメント系改良材により安定

処理を行う場合には、溶出水の pHや有害物質の溶出に留意することとする。 

（解説） 

(1) 物理・力学的性質 

1) 土質区分 1) 

建設発生土の発生側及び利用側の品質に関する認識を統一する目的で、「建設発生土利用技術マ

ニュアル（第 4 版）」（平成 25 年 12 月、編著：(独)土木研究所、出版：（一財）土木研究センタ

ー）において、表 3.1.1 に示す土質区分が定められている。また、土質区分判定のための調査・試

験方法を表 3.1.2に示す。 

発生土の土質区分は、原則として、コーン指数と土質材料の工学的分類体系（（公社）地盤工学

会）を指標とし、土質改良を行った場合には、改良後の性状で判定する。 
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一般に港湾・空港等工事の盛土や陸上部の埋立用材として、同表の第 1～3 種建設発生土に相当す

る発生土が用いられ、水面埋立には第 4 種発生土以下のものを用いることもあるが、埋立後の地盤

の挙動や性状並びに予定される地盤改良等の施工や土地利用等を勘案して、適用土質を検討して用

いることが重要である。 

 

表 3.1.1 土質区分基準 

 

出典）建設発生土利用技術マニュアル（第 4 版）（平成 25 年 12 月、編著：(独)土木研究所、出版：（一財）土木研究セ

ンター） 
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表 3.1.2 土質区分判定のための調査試験方法 

 

 
出典）建設発生土利用技術マニュアル（第 4 版）（平成 25 年 12 月、編著：(独)土木研究所、出版：（一財）土木研究セ

ンター） 

 

【参考文献】 

1) 通達「発生土利用基準について」（国官技第 112 号、国官総第 309 号、国営計第 59 号）、平成

18年 8月 

 

(2) 化学的性質 

1) pH 

改良材を添加した建設発生土（改良土）については、「建設発生土利用技術マニュアル（第 4

版）」（平成 25 年 12 月、編著：(独)土木研究所、出版：（一財）土木研究センター）において、

「セメント系及び石灰系の固化材による改良土については pH が高くなる場合があり、初期には pH

の高い溶出液が発生することもある」とされている。また、産業副産物を改良材として利用する場

合、pH が高い材料もある。したがって、改良材を添加する場合は、適用先の基準類を満足できるよ

う留意することとする。 
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2) 有害物質の溶出量・含有量 

建設発生土の有害物質の溶出量・含有量は、建設発生土の発生箇所の条件に依存するため、利用

しようとする建設発生土の有害物質の溶出量・含有量について、適切な方法で確認を行うことが必

要である。「浚渫土砂等の海洋投入及び有効利用に関する技術指針（改訂案）」（平成 25 年 7 月、

国土交通省港湾局）において、有効利用する建設発生土については、「海洋汚染防止法における水

底土砂基準と同様の基準を満たす土砂に限定する。それについて、信頼のおける機関により的確に

確認をされたものに限定する」としている。 

また、改良材を添加した建設発生土（改良土）については、「建設発生土利用技術マニュアル

（第 4 版）」（平成 25 年 12 月、編著：(独)土木研究所、出版：（一財）土木研究センター）より、

「セメントおよびセメント系の固化材と土との組合せによっては、環境基準を超えた六価クロムが

溶出する場合があるが、土やセメントの種類、土の状態など様々な条件が要因になる」と考えられ

る。セメント系改良材等による安定処理を行う場合には六価クロムの溶出に留意する必要がある。

なお、近年、港湾工事においては改良材として六価クロムの溶出が少ない高炉セメントＢ種がよく

利用されている。 

 

 

3.1.3 加工・改良技術 

低品位な建設発生土については、安定処理、脱水処理または施工上の工夫を行うことにより、利用

用途を拡大することができる。 

（解説） 

要求される品質に達しない低品位な建設発生土を安定処理、脱水処理や施工上の工夫を行う場合

は、建設発生土の土質性状や対象用途の要求品質、地盤条件、施工条件、経済性等を勘案して適切

な方法を選定することが重要である。 

土質改良や施工上の工夫による効果（付加機能）には以下に示すもの等がある。 

 

①安定処理 

建設発生土にセメント系や石灰系の改良材等を混合し、土の性状を化学的に改良することを「安

定処理」といい、安定処理された土を「改良土」という。 

掘削前の適用工法として、原地盤で原位置安定処理をした後に掘削を行う「改良材混合掘削」、

掘削した発生土への適用工法として、定置式の混合プラントを用いる「プラント安定処理」、利用

時における適用工法として、建設発生土に水、軽量化材（気泡、発泡ビーズ）、固化材などを混合

する「軽量混合処理（ＳＧＭ軽量土）」等がある 1)。 

処理前は泥状、スラリー状（流動状態）である高含水な発生土でも安定処理を行えば、反応後は

強度と耐変形性が生じる。なお、土中に用いたセメント改良土については、劣化速度が遅いことが

知られている 2)。 

改良材の種類や添加量は、土の含水量や有機物含有量等に影響される。同質の土に関する資料が

あれば、ある程度の想定が可能であるが、一般的には室内試験によって決定される。 
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②脱水処理 

脱水処理は、高含水比の建設発生土から水を絞り出す、あるいは乾燥させることによって含水比

を低減し土の力学的性質を高める技術である。 

掘削した発生土への適用工法として、自然重力による脱水を図る「水切り」、天日にさらして乾

燥を待つ「天日乾燥」、加圧式または遠心力式等の脱水機を用いる「強制脱水」、利用時における

適用工法として、含水比の高い砂質土や粘性土と粗粒分の多い砂やジオテキスタイルをサンドイッ

チ状に盛りたてて圧密脱水を図る「サンドイッチ工法」、透水性の袋に泥土を充填して土の分散や

流れ出しを防止しながら脱水を促進し、袋の張力を利用して土工材料として有効利用する「袋詰脱

水処理工法」等がある 1)
。 

 

③機能付加・補強 

利用時における適用工法として、盛土体に補強材（ジオテキスタイル等）を配置することにより、

斜面の安定性増加、支持力の増加等、土塊の安定性を向上させる「補強土工法」、土または安定処

理土に繊維を混合してじん性（ねばり強さ）、強度増進、浸食防止効果の向上を図った「繊維混合

土工法」等がある 1)
。 

 

 

【参考文献】 

1) 編著(独)土木研究所、出版（一財）土木研究センター：建設発生土利用技術マニュアル（第 4

版）、平成 25年 12月 

2) 北詰昌樹、菊池喜昭：固化処理土の長期耐久性、月刊基礎工、Vol.39、No.5、pp.55-59、平成 23

年 
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3.1.4 適用用途 

(1) 概要 

建設発生土をリサイクル材として利用する場合は、関係する基準類に準拠し、必要に応じて土質改

良を行う等、用途において定まる要求性能を満たす材料を用いるものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、建設発生土を各用途に利用する場合の評価を行った結果を表 

3.1.3 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性等）がある場合、

評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 

 

表 3.1.3(1) 建設発生土の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材
△

(砂質系)
A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)土質区分基準を設定し、区分の判定指標
(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・2)敷砂、改良杭材に関する砂の品質管理基
準(外観、種類、品質及び粒度、ｼﾙﾄ以下の細
粒分含有率)を規定。

-

●利用実績なし

1)
2)

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材
◎

(砂質系)
A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)土質区分基準を設定し、区分の判定指標
(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・2)改良杭材に関する砂の品質管理基準 (外
観、種類、品質及び粒度、ｼﾙﾄ以下の細粒分含
有率)を規定。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・岸壁築造工事（国交省）
・現場実証実験（その他機関）

1)
2)

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑦ 捨石 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で、用途の検討
が行われたことは確認できないが、公共工事
において利用実績があり、かつ利用面で汎用
性が高いと考えられる。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・防波堤基礎工事（国交省）
・ケーソン仮置き場整備工事（国交省）

⑧ 中詰材
◎

(砂質系)
A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)土質区分基準を設定し、区分の判定指標
(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・2)中詰砂に関する砂の品質管理基準(外観、
種類、最大粒径、単位体積重量)を規定。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・防波堤ブロック製作工事等（国交省）
・物揚場改良工事（国交省）
・岸壁築造工事（国交省）

1)
2)

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

4)事前混合処理工法技術ﾏﾆｭｱﾙ(改訂版)((一財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、令和元年12月)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

出典)
1)通達「発生土利用基準について」(国官技第112号、国官総第309号、国営計第59号、平成18年8月)
2)港湾工事共通仕様書(国土交通省港湾局、令和5年3月)

5)「回転式破砕混合工法 技術・積算資料」（回転式破砕混合工法研究会、令和元年6月版）

3)建設発生土利用技術ﾏﾆｭｱﾙ（第4版）(編著：(独)土木研究所、出版：（一財）土木研究センター、平成25年12月)

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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表 3.1.3(2) 建設発生土の適用用途 

◎
(砂質系)

A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)土質区分基準を設定し、区分の判定指標
(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・土木構造物の裏込めへの適用を規定。建設
発生土をそのままで使用あるいは適切な土質
改良により使用が可能であり、3)では第1種及
び第2種に分類される条件の発生土が望まし
い。
・4)砂質系の土砂を改良し、新規の埋立地盤
や既設岸壁の補強、係船岸や護岸の裏込め、ｾ
ﾙ等の中詰め、床堀後の置換及び埋め戻しなど
へ適用が可能。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・岸壁改良工事（国交省）
・港湾改修（耐震岸壁）工事（管理者）
・護岸建設及びその他工事（管理者）

1)
3)
4)

○
(粘性土系)

C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・5)建設発生土（粘性土）における、土木構
造物の裏込土としての用途について記載
・配合設計、品質管理を規定

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・漁港用地造成工事（国交省） 5)

⑪ 裏埋材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)土質区分基準を設定し、区分の判定指標
(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・2)裏埋材に関する土の品質管理基準(種類・
品質)を規定。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・避難港整備事業（国交省）
・国際物流ターミナル整備事業（国交
省）
・道路整備事業（国交省）

1)
2)

⑫
盛土材、覆土材、載荷盛土
材

◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)3)土質区分基準を設定し、区分の判定指
標(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・道路用盛土、河川築堤、土地造成などへの
適用を規定。
・2)盛土材に関する土の品質管理基準(種類・
品質)を規定。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・エプロン等整備（国交省）
・道路盛土工事（国交省）

1)
2)
3)

⑬ 埋立材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)3)土質区分基準を設定し、区分の判定指
標(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・水面埋立への適用を規定。(泥土については
土質改良を規定。また、水面上へ土砂等が出
た後については、利用目的別の留意点（地盤
改良、締固め等）を別途考慮するものとする
とされている。)
・3)土質改良工法について記載。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・滑走路延長事業（国交省）
・外港建設工事（国交省）
・防波堤その他工事（国交省）
・岸壁本体工事（国交省）　等

1)
3)

⑭ 路床盛土材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)3)土質区分基準を設定し、区分の判定指
標(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・道路用盛土(路床)への適用が規定。
・材料規定(強度)・施工管理基準(施工含水
比・締固め度など)を満足する良質な盛土材料
の使用を規定。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・エプロン等整備（国交省）
・道路整備事業（国交省）
・飛行場用地造成工事（国交省）

1)
3)

⑮ 路盤材 - -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆
砂材、人工砂浜等

○
(浅場・干
潟,覆砂,人
工砂浜,養

浜)

C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・1)3)土質区分基準を設定し、区分の判定指
標(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・干潟等の整備に関する既往知見(施工事例・
ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ等)において、標準材料として砂や浚
渫土砂等を利用。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・海岸高潮対策工事・海岸環境整備工事
（管理者）
・浅場造成工事（国交省）

1)
3)

⑱ その他 - -
●用途対象外

b
●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・補強材（国交省）

4)事前混合処理工法技術ﾏﾆｭｱﾙ(改訂版)((一財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、令和元年12月)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

出典)
1)通達「発生土利用基準について」(国官技第112号、国官総第309号、国営計第59号、平成18年8月)
2)港湾工事共通仕様書(国土交通省港湾局、令和5年3月)

⑩ 裏込材

5)「回転式破砕混合工法 技術・積算資料」（回転式破砕混合工法研究会、令和元年6月版）

3)建設発生土利用技術ﾏﾆｭｱﾙ（第4版）(編著：(独)土木研究所、出版：（一財）土木研究センター、平成25年12月)

 
注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(2) サンドコンパクションパイル材 

建設発生土をサンドコンパクションパイル材として用いる場合、利用場所に応じて「港湾工事共

通仕様書」または「空港土木工事共通仕様書」に示される品質基準を満足する砂質系の材料を利用

する。「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に示される方法に準拠して適切に行うこととする。 

適用箇所が砂質土地盤であるか、粘性土地盤であるかによって要求品質及び性能が異なることに

留意が必要である。 

 

 

(3) 中詰材 

建設発生土を中詰材として利用できる構造物としては、ケーソン、セル、二重矢板等がある。リ

サイクル材料を中詰材に利用する場合は、「港湾工事共通仕様書」に示される港湾工事品質管理基

準を満足するものを利用するとともに、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に示される方法に

準拠して適切に行うこととする。 

ケーソン中詰材に利用する場合、重量の大きな材料が有利となる場合が多い。また、セル、二重

矢板式構造物の中詰材に利用する場合は、重量及びせん断抵抗角の大きな材料が有利となる場合が

多い。 

 

 

(4) 裏込材 

「港湾の施設の技術上の基準・同解説」において、裏込材は、せん断抵抗角及び単位体積重量等

の材料特性を考慮して選定するものとされている。また、一般に裏込材には割石（JIS A 5006 にお

ける割ぐり石に相当する性能を有するもの）、切込砂利(選別されていない砂利で、砂と砂利が半々

ぐらいに混じっているもの)、玉石、鉄鋼スラグ等が用いられるとされている。 

また、通達「発生土利用基準について」において、表 3.1.1 に示した土質区分に基づき、土木構

造物の裏込めへ適用する場合の土質区分の標準（適用用途標準）が示されており、目安とすること

ができる。 

建設発生土を裏込材として用いる場合、これらの品質に係る基準類を参考とし、必要に応じて土

質改良を行い、個々の工事において定まる要求性能を満たす材料を用いることとする。 

土質改良工法については、「事前混合処理工法技術マニュアル（改訂版）」（（一財）沿岸技術

研究センター、令和元年）が発行されており、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の補足資料

として参考にすることができる。なお、これらの安定処理工法では、原料となる建設発生土の物性

に応じて固化後の強度を設定するための配合設計を行う必要があるため、利用に際しては、原料土

及び処理土の基本的特性を把握しておくことが肝要である。 
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(5) 裏埋材 

通達「発生土利用基準について」において、表 3.1.1 に示した土質区分に基づき、土木構造物の

裏込めへ適用する場合の土質区分の標準（適用用途標準）が示されており、目安とすることができ

る。 

建設発生土を裏埋材として用いる場合、これらの品質に係る基準類を参考とし、必要に応じて土

質改良を行い、個々の工事において定まる要求性能を満たす材料を用いることとする。 

 

 

(6) 盛土材、覆土材、載荷盛土材 

通達「発生土利用基準について」において、表 3.1.1 に示した土質区分に基づき、道路用盛土、

河川築堤、土地造成などへ適用する場合の土質区分の標準（適用用途標準）が示されている。また、

空港土工における流用土以外の盛土材については、「空港土木工事共通仕様書」において粒径、塑

性指数(PI)、修正 CBRが規定されている。 

建設発生土を盛土材、覆土材、載荷盛土材として用いる場合、これらの適用用途標準を参考とし、

必要に応じて土質改良を行い、個々の工事において定まる要求性能を満たす材料を用いることとす

る。 

 

 

(7) 埋立材 

通達「発生土利用基準について」において、表 3.1.1 に示した土質区分に基づき、水面埋立へ適

用する場合の土質区分の標準（適用用途標準）が示されている。これらの適用用途標準を目安とし、

必要に応じて土質改良を行い、個々の工事において定まる要求性能を満たす材料を用いることとす

る。 

 

 

(8) 路床盛土材 

通達「発生土利用基準について」において、表 3.1.1に示した土質区分に基づき、道路用盛土

（路床）へ適用する場合の土質区分の標準（適用用途標準）が示されており、目安とすることがで

きる。また、空港土工における流用土以外の盛土材については、「空港土木工事共通仕様書」にお

いて粒径、塑性指数(PI)、修正 CBRが規定されている。 

建設発生土を路床盛土材として用いる場合、これらの適用用途標準を目安とし、必要に応じて土

質改良を行い、個々の工事において定まる要求性能を満たす材料を用いることとする。 
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(9) 浅場・干潟造成、覆砂材、人工砂浜、養浜 

建設発生土は浅場・干潟造成工事への利用実績があり、浅場・干潟造成材としての利用は可能と

考えられる。ただし、利用に当たってのマニュアル類は整備されていないことから、建設発生土や

浚渫土砂の利用実績等を参照し、利用可能性について十分検討することが望ましい。設計にあたっ

ては、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に示される海浜の設計方法によって行うこととする。

また、「海の自然再生ハンドブック」及び巻末に示す参考文献 8)～10)を参考にすることができる。 

「浚渫土砂等の海洋投入及び有効利用に関する技術指針（改訂案）」（平成 25 年 7 月、国土交

通省港湾局）において、有効利用する建設発生土については、「海洋汚染防止法における水底土砂

基準と同様の基準を満たす土砂に限定する。それについて、信頼のおける機関により的確に確認を

されたものに限定することとする」とされている。 

 

(10) 今後の検討を要する用途 

1) バーチカルドレーン及びサンドマット材 

一般に、バーチカルドレーン及びサンドマットに用いる砂は透水性がよく、粘土粒子による目詰

まりが生じないようなものが使用される。利用実績はないため、砂質系の建設発生土について、バ

ーチカルドレーン及びサンドマット材として適切であることを確認した上で利用することとする。 

 

2) 捨石 

構造物の基礎捨石には、寸法の大きさやせん断強さ、長期的な耐久性が要求されるため、安定処

理土を用いる場合には、適用性について十分検討することが必要である。 

 

 

3.1.5 関連法令 

建設発生土は、一般的には廃棄物処理法における廃棄物に該当しない。 

関係法規の規定を超える有害物質が含まれている建設発生土については、本ガイドラインの適用外

である。 

（解説） 

廃棄物処理法においては「土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの」については廃

棄物から除外されている。建設発生土を改良することなくそのままの状態で利用する場合、ならびに品

質が管理された改良材により改良して利用する場合、廃棄物が混入したもの（廃棄物混じり土）及び有

害物質に汚染されたもの（汚染土）を除き、廃棄物処理法上の廃棄物に該当しない。 

建設発生土に他の廃棄物が混入した廃棄物混じり土は、物理的に利用が困難になるだけでなく、廃棄

物ではない建設発生土と廃棄物が分離されない状態で存在する場合、廃棄物処理法上その全体が廃棄物

と判断されることがあるため留意が必要である。「建設発生土利用技術マニュアル（第 4 版）」では、

建設発生土にコンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊等のガラが混入した「ガラ混じり土」に

ついて、「ガラの最大粒径 30 ㎝以下かつ混入率（重量比）30％以下のものについては、土質工学的に

礫混じり土と同様に扱える」ものの、「ガラ混じり土は土砂としてではなく全体を産業廃棄物として判

断される可能性が高いため、『建設工事で遭遇する廃棄物混じり土対応マニュアル』を参考とし、都道

府県等の環境部局等に相談して有効利用することが望ましい」とされている。 
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関係法規の規定を越える有害物質が含まれている建設発生土（汚染土）については、本ガイドライン

の適用外であり、関係法規の定めに従い処理する必要がある。一般に汚染に係る判定基準としては、

「水底土砂の判定基準（総理府令第 6 号）」があり、一部の自治体では、「土壌の汚染に係わる環境基

準（環境庁告示第 26 号別表）」を適用している。その他、陸上工事に利用する場合または施工後に陸

地化する場合に関連する基準として、土壌汚染対策法に係る基準（土壌溶出量基準、土壌含有量基準）

がある。 

なお、改良土を海域において利用する場合には、海域に改良土から高 pH の溶出水が流出する恐れや

濁りが生じる恐れがあるため、工事区域の海域の利用特性を考慮して工事中の監視目標値を定め、その

目標値を満足できるように配慮が必要である。pH については「水質汚濁に係る環境基準（環境基本

法）」、濁り（SS）については「水産用水基準（公益社団法人日本水産資源保護協会）」でそれぞれ基

準が定められており、監視目標値を設定する際に参照することができる。また、セメント及びセメント

系の固化材で安定処理した改良土は、通達「『セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び

改良土の再利用に関する当面の措置について』とその運用について」（平成 12 年 3 月 24 日付け、平成

13 年 4 月 20 日一部変更、建設省（現国土交通省））に基づき、六価クロムの溶出に関して調査を実施

する必要がある。 

法令上の取り扱いの詳細については、「1.4.2 環境安全の考え方」を参照のこと。 

 

 

3.1.6 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

建設発生土を材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサイクル材料と

して利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当箇所を参照し、

検討を行う。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.2 浚渫土砂 

3.2.1 搬出・利用の状況 

港湾関係工事における航路、泊地等の浚渫工事に伴い発生する浚渫土砂は、埠頭用地や産業用地の

土地造成（主に埋立造成）等に利用されている。 

（解説） 

浚渫土砂は、港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂であり、従来から埋立の材料として利用さ

れているが、浚渫時に造成中の埋立地がない場合は港湾地域内の廃棄物処分場に埋立処分されてい

る。 

浚渫土砂の搬出量の推移は図 3.2.1 に示すとおりであり、平成 25 年度には、年間約 1,600 万 m3

の浚渫土砂が搬出されており、うち、港湾埋立等への搬出は 59％（約 940 万 m3）、養浜・覆砂等は

25％（約 390万 m3）、海洋投入処分は 5％（約 70万 m3）等であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1 搬出量の推移（浚渫土砂） 
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3.2.2 品質 

浚渫土砂はその粒度組成により砂質土系、粘性土系に分類され、利用用途も大きく異なる。 

改良材を添加した浚渫土砂（改良土）については、pHや有害物質の溶出に留意することとする。 

（解説） 

(1) 物理・力学的性質 

1) 土質 

浚渫土砂はその粒度組成により砂質土、粘性土及びこれらの中間土的なものに大別され、その性

状によって利用用途も大きく異なる。良質な砂質土は海砂として各用途に標準的な材料として使わ

れているが、粘性土や中間土的なものは含水比が高く軟弱なものが多く、改良して利用される場合

が多い。 

 

 

(2) 化学的性質 

1) pH 

改良材を添加した浚渫土砂（改良土）については、「建設発生土利用技術マニュアル（第 4

版）」（平成 25 年 12 月、編著：(独)土木研究所、出版：（一財）土木研究センター）において、

「セメント系及び石灰系の固化材による改良土については pH が高くなる場合があり、初期には pH

の高い溶出液が発生することもある。」とされている。また、産業副産物を改良材として利用する

場合、pH が高い材料もある。したがって、改良材を添加する場合は、適用先の基準類を満足できる

よう留意することとする。また、海域に適用する場合は、適用先の海域の濁り、pH について適切に

管理することとする。 

 

2) 有害物質の溶出量・含有量 

浚渫土砂の有害物質の溶出量・含有量は、浚渫土砂の発生箇所の条件に依存するため、利用しよ

うとする浚渫土砂の有害物質の溶出量・含有量について、適切な方法で確認を行うことが必要であ

る。 

浚渫土砂を単味で利用する場合は、「浚渫土砂等の海洋投入及び有効利用に関する技術指針（改

訂案）」（平成 25 年 7 月、国土交通省港湾局）において、「有効利用する浚渫土砂については、既

に実施しているとおり、海洋汚染防止法における水底土砂基準を満たす土砂に限定する」としてい

る。 

また、改良材を添加した浚渫土砂（改良土）については、「建設発生土利用技術マニュアル（第 4

版）」（平成 25 年 12 月、編著：(独)土木研究所、出版：（一財）土木研究センター）より、「セ

メントおよびセメント系の固化材と土との組合せによっては、環境基準を超えた六価クロムが溶出

する場合があるが、土やセメントの種類、土の状態など様々な条件が要因になる」と考えられる。

セメント系改良材等による安定処理を行う場合には六価クロムの溶出に留意する必要がある。なお、

近年、港湾工事においては改良材として六価クロムの溶出が少ない高炉セメントＢ種がよく利用さ

れている。 
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3) 有機物、栄養塩類 

有機汚濁や富栄養化のみられる海域の浚渫土砂については、有機物（COD、強熱減量など）や栄養

塩類（窒素、リンなど）を多く含むことがある。 

 

 

3.2.3 加工・改良技術 

粘性土系の浚渫土砂については、安定処理、脱水処理または分級処理を行うことにより、利用用途

を拡大することができる。 

（解説） 

軟質な粘性土系の浚渫土砂の改良技術は図 3.2.2 に示すとおり、1) 安定処理技術、2) 脱水処理

技術、3) 分級処理技術に大別され、これらはさらに細分化される。なお、ここで検討する処理技術

は事前（埋立前）に適用する技術と事後（埋立後）に適用する技術に分けて考えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.2 浚渫土砂（粘性土系）改良技術の分類 
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各処理技術・処理工法の概要を以下に示す。 

 

①安定処理 

浚渫土砂にセメント系や石灰系の改良材等を混合し、土の性状を化学的に改良することを「安

定処理」といい、安定処理された土を「改良土」という。処理前は泥状、スラリー状（流動状

態）である高含水な浚渫土砂でも安定処理を行えば、反応後は強度と耐変形性が生じる。なお、

土中に用いたセメント改良土については、劣化速度が遅いことが知られている 1)。 

改良材の種類や添加量は、土の含水量や有機物含有量等に影響される。同質の土に関する資料

があれば、ある程度の想定が可能であるが、一般的には室内試験によって決定される。 

浚渫土改質材としては、セメント、石灰等のほか、製鋼スラグ等のリサイクル材料等も用いら

れる。なお、製鋼スラグによる改質については、「3.10 製鋼スラグ二次製品（固化体・その

他）」の「3.10.2 品質 (3)浚渫土改質材」を参照されたい。 

 

安定処理技術は、プラント処理設備等を用いて行うプラント安定処理、埋立地または仮置き場

に投入された軟弱な浚渫土の表層にセメントや石灰等の改良材を添加混合する原位置安定処理、

及び安定処理を行うに際してプレスやオートクレイブ養生等の補助手段を併用して高強度の固化

物を製造する高度安定処理に大別される。 

プラント安定処理の分類と概要は、以下のとおりである。 

・プラント混合固化処理：専用のプラント船または陸上に設置したプラントで混合固化を行

う技術 

・管中混合固化処理：グラブ浚渫船等で浚渫した土砂を空気圧送船にて揚土する際に固化材

を添加し、圧送管で発生するプラグ流による乱流効果を利用して浚渫土砂と固化材を撹拌

混合する技術 

・軽量混合処理（SGM軽量土）：軽量地盤の造成を図るため、液性限界以上に加水してスラ

リー化させた浚渫土砂や建設発生土を原料土とし、これに固化材と軽量化材（気泡あるい

は発泡ビーズ）を添加・混合する技術 

・造粒固化処理：浚渫土砂等の泥土に水溶性ポリマーとセメント等の固化材を添加し、造粒

ミキサで数分間の混合攪拌を行うことにより粒状に改良する技術 

各改良技術の詳細については、以下のマニュアル類を参照されたい。また、巻末に示す参考文

献 35)～160)を参考とすることができる。 

 

【プラント混合固化処理】 

・事前混合処理工法技術マニュアル（改訂版）（令和元年 12月、（一財）沿岸技術研究

センター） 

【管中混合固化処理】 

・管中混合固化処理工法技術マニュアル（改訂版）（平成 20年 7月、（財）沿岸技術研

究センター） 
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【軽量混合処理】 

・港湾・空港における軽量混合処理土工法技術マニュアル（改訂版）（平成 20年 7月、

（財）沿岸技術研究センター） 

【深層混合処理】 

・港湾・空港における深層混合処理工法技術マニュアル（改訂版）（平成 30年 12月、

（一財）沿岸技術研究センター） 

・陸上工事における深層混合処理工法設計・施工マニュアル【増補版】（令和 4年 4月、

（一財）土木研究センター） 

・FGC深層混合処理工法技術マニュアル-フライアッシュを用いた軟弱地盤改良工法-（平

成 14年 12月、（財）沿岸開発技術研究センター） 



3-2-6 

②脱水処理 

脱水処理技術は、高含水比の浚渫土砂から水を絞り出す、あるいは乾燥させることによって含

水比を低減し土の力学的性質を高める技術であり、重力などを利用した自然式排水･乾燥、地盤

を盛土載荷等により脱水する圧密促進、機械力を利用した機械式脱水処理に大別される。自然式

排水・乾燥と圧密促進は主として事後（埋立後）処理技術に、機械式脱水処理は事前（埋立前）

処理技術に位置付けられる。 

各処理技術の概要は表 3.2.1に示すとおりである。 

 

表 3.2.1 脱水処理技術の概要 

分類 自然式排水･乾燥 圧密促進 機械式脱水処理 

工法
等 

水切り、天日乾燥、
底面脱水、トレンチ
工法等 

先行載荷圧密、
加圧圧密、地下
水位低下等 

機械脱水（加圧脱水、真空
脱水、遠心脱水） 

高度機械脱水（高圧型ドラムプレ
ス、高圧型フィルタープレス、高圧
型薄層フィルタープレス） 

適用
時期 

主として事後（埋立後）処理 事前（埋立前）処理 

技術
概要 

強制乾燥や自重圧密
による含水比低下を
促す 

粘性土地盤中の
圧密を促進する
ことにより、水
分を脱水する 

プラント内の機械を用いて脱水する。ほとんどの機種で高分子凝集
剤等の添加剤を用いる。 

適用
土質 

・水切り：礫、砂
礫、砂等の粗土 

・天日乾燥：砂質
土、粘性土も可能
（攪拌がないと効
果が低い） 

－ 

・加圧脱水系 
フィルタープレス工法： 
75μm 以下（砂分は事前
に除去する必要がある） 
ベルトプレス工法： 5mm 
以下程度 

・真空脱水系：5mm 以下程
度 

・遠心脱水系：5mm 以下程
度 

・高圧型ドラムプレス：砂分の分離
除去は不要（粒径 5mm 以下）、
原泥の含水比が 100％程度以上で
は、加水処理が不要。 

・高圧型フィルタープレス、高圧型
薄層フィルタープレス：砂分は事
前に除去（粒径 75μm 以下）、
原泥の含水比が 200％程度以下の
場合では、加水処理が必要。 

改良
土の
品質 

トラフィカビリティ
を得られるコーン指
数が目標 

－ 
第 4 種改良土（コーン指数
200kN/ｍ2）程度 

第 3 種改良土（コーン指数 400kN/
ｍ2）として利用可能 

留意
事項 

・工期的に十分な余
裕が必要である。 

・広いヤードを確保
する必要がある。 

・脱水時あるいは乾
燥時の飛散に留意
する。 

－ 

・凝集剤の選定にあたって
は生活環境に影響が生じ
ないよう安全性の確認を
行う等の配慮が必要であ
る。 

・無機系の凝集剤（PAC、硫
酸バンド等）の使用では
分離水が酸性になり、中
和処理が必要になる場合
がある。 

・処理後の脱水ケーキの中にはブル
ドーザ等の転圧では十分に砕けな
い場合があり、事前の解砕機によ
る解きほぐしやタンピングローラ
による砕きながらの転圧が可能な
施工法を選定する必要がある。 

・施工後乾燥等により含水比が低下
するとクラックが発生する恐れが
あるので、過度の乾燥を避けるよ
うな対策（覆土等）にも考慮する
必要がある。 
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③分級処理 

分級処理技術は、砂質土系と粘性土系が混合している浚渫土砂を、ふるい分け等によって粗粒

度と細粒度の土性に分級させる技術である。沈殿ピット等を利用し、沈降分離を促す自然的方式

とふるい分け、遠心分離、濾過等の機械を利用し強制的に分級させる機械的方式に分類される。 

分級処理技術の概要は表 3.2.2に示すとおりである。 

 

表 3.2.2 分級処理技術の概要 

分類 自然的方式 機械的方式 

適用時期 事前（埋立前）処理 

技術概要 

沈殿ピット等を利用し、沈降分離を

促す。 

大量の土砂に適し比較的簡易な設備

で施工可能。 

ふるい分け、遠心分離、濾過等の機

械を利用し強制的に分級させる。 

自然的方式に比べ狭い作業ヤードで

施工可能。 

適用土質 砂分を含む浚渫土砂 

改良土の

品質 

砂質土相当のものを得ることが可能。 

分離可能な粒子の径は 0.02mm～0.3mm 以上。 

留意事項 広い作業ヤードが必要である。 

施工機械の機種によっては 2 次処理

が必要であったり、施工能力が限ら

れるため複数の機械が必要となる場

合がある。 

 

【参考文献】 

1) 北詰昌樹、菊池喜昭：固化処理土の長期耐久性、月刊基礎工、Vol.39、No.5、pp.55-59、平成 23

年 

 

 

3.2.4 適用用途 

(1) 概要 

浚渫土砂をリサイクル材として利用する場合は、関係する基準類に準拠し、必要に応じて土質改良

を行う等、用途において定まる要求性能を満たす材料を用いるものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、浚渫土砂（砂質系、粘性土系）を各用途に利用する場合の評

価を行った結果をそれぞれ表 3.2.3、表 3.2.4 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料

特性、加工・改良の必要性等）がある場合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 
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表 3.2.3 (1) 浚渫土砂（砂質系）の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 △ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)土質区分基準を設定し、区分の判定指標
(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・2)敷砂、改良杭材に関する砂の品質管理基
準(外観、種類、品質及び粒度、ｼﾙﾄ以下の細
粒分含有率)を規定。

-

●利用実績なし

1)
2)

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 △ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)土質区分基準を設定し、区分の判定指標
(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・2)改良杭材に関する砂の品質管理基準 (外
観、種類、品質及び粒度、ｼﾙﾄ以下の細粒分含
有率)を規定。

-

●利用実績なし

1)
2)

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)土質区分基準を設定し、区分の判定指標
(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・2)中詰砂に関する砂の品質管理基準(種類、
外観、最大粒径、単位体積重量)を規定。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・岸壁・防波堤工事（国交省）
・防波堤築造工事（国交省）

1)
2)

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑩ 裏込材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)3)土質区分基準を設定し、区分の判定指
標(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・土木構造物の裏込めへの適用が規定され、
第1種及び第2種に分類される条件の発生土が
望ましい。
・4)砂質系の土砂を改良し、新規の埋立地盤
や既設岸壁の補強、係船岸や護岸の裏込め、ｾ
ﾙ等の中詰め、床堀後の置換及び埋め戻しなど
へ適用が可能。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・岸壁工事（国交省）
・漁港工事（国交省）

1)
3)
4)

⑪ 裏埋材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)土質区分基準を設定し、区分の判定指標
(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・2)裏埋材に関する土の品質管理基準(種類、
品質)を規定、特記仕様書において管理方法及
び品質規格を定めることとされている。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・岸壁工事（国交省）
・国際物流ターミナル整備事業（国交
省）

1)
2)

出典)

4)事前混合処理工法技術ﾏﾆｭｱﾙ(改訂版)((一財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、令和元年12月)

5)浚渫土砂の海洋投入及び有効利用に関する技術指針(国土交通省港湾局、平成25年7月(改訂案))

6)平成25年度　浚渫土の物理特性等による製鋼スラグ混合土の性状に関する調査研究報告書（港湾空港技術研究所、平成26年3月）

2)港湾工事共通仕様書(国土交通省港湾局、令和5年3月)
3)建設発生土利用技術ﾏﾆｭｱﾙ（第4版）(編著：(独)土木研究所、出版：（一財）土木研究センター、平成25年12月)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

1)通達「発生土利用基準について」(国官技第112号、国官総第309号、国営計第59号、平成18年8月)

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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表 3.2.3 (2) 浚渫土砂（砂質系）の適用用途 

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)3)土質区分基準を設定し、区分の判定指
標(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・盛土材用途として、道路用盛土、河川築
堤、土地造成などへの適用を規定。
・2)盛土材に関する土の品質管理基準(種類・
品質)を規定。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・防波堤工事（国交省）
・航路浚渫工事（国交省）
・空港浚渫埋立工事（国交省）

1)
2)
3)

⑬ 埋立材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)3)土質区分基準を設定し、区分の判定指
標(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・水面埋立への適用を規定。(水面上へ土砂等
が出た後については、利用目的別の留意点
（地盤改良、締固め等）を別途考慮するもの
とするとされている。)
・3)土質改良工法について記載。砂質土を用
いる場合は、液状化の検討が必要とされてい
る。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・土砂処分場事業（国交省）
・港湾岸壁床掘工事（国交省）
・港湾泊地浚渫工事等（国交省）

1)
3)

⑭ 路床盛土材 △ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)3)土質区分基準を設定し、区分の判定指
標(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・道路用盛土(路床)への適用を規定し、留意
事項及び用途ごとの要求品質に示された材料
規定(強度)・施工管理基準を満足する良質な
盛土材料を使用することを記載。

-

●利用実績なし

1)
3)

⑮ 路盤材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

◎
(浅場・干
潟,覆砂,人
工砂浜)

B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)3)土質区分基準を設定し、区分の判定指
標(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・藻場、浅場・干潟、覆砂材等の用途への適
用について、利用を想定したﾏﾆｭｱﾙ等は整備さ
れていない。
・干潟等の整備に関する既存の知見による
と、標準材料として砂や浚渫土砂等が利用さ
れている。
・5)浚渫土砂の海洋投入にあたっての品質基
準等を規定。
・6)浚渫土と製鋼スラグの混合土について、
固化が期待できる砂分含有率の限界値につい
て調査研究が実施されている。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・海域環境整備事業（国交省）
・航路開発保全航路整備事業（国交省）
・海岸保全施設整備事業（国交省）

1)
3)
5)
6)

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
出典)

4)事前混合処理工法技術ﾏﾆｭｱﾙ(改訂版)((一財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、令和元年12月)

5)浚渫土砂の海洋投入及び有効利用に関する技術指針(国土交通省港湾局、平成25年7月(改訂案))

6)平成25年度　浚渫土の物理特性等による製鋼スラグ混合土の性状に関する調査研究報告書（港湾空港技術研究所、平成26年3月）

2)港湾工事共通仕様書(国土交通省港湾局、令和5年3月)
3)建設発生土利用技術ﾏﾆｭｱﾙ（第4版）(編著：(独)土木研究所、出版：（一財）土木研究センター、平成25年12月)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

1)通達「発生土利用基準について」(国官技第112号、国官総第309号、国営計第59号、平成18年8月)

 

 注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 



3-2-10 

表 3.2.4(1) 浚渫土砂（粘性土系）の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で、用途の検討
が行われたことは確認できないが、公共工事
において利用実績があり、かつ利用面で汎用
性が高いと考えられる。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・土砂処分場脱水処理土製作工事（国交
省）

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材 - -

●用途対象外

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・岸壁建設工事（国土交通省）
・防波堤築造工事（国土交通省）

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - -

●用途対象外
【主な内容】
・1)浚渫土砂を活用した高強度構造体の技術
開発が行われており、小型モールドレベルに
よる基礎検討の結果、大型構造体の開発が可
能となったが、実用段階までには至っていな
い状況である。

-

●利用実績なし

1)

⑩ 裏込材
◎

(改良土)
A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・2)3)土質区分基準を設定し、区分の判定指
標(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・土木構造物の裏込めへの適用が規定され、
第1種及び第2種に分類される条件の発生土が
望ましい。
・4)5)粘性土を処理し、埋立材や護岸・岸壁
の裏込材、裏埋材、盛土の用途として適用す
ることが可能。
・処理土に関する調査・試験や設計、施工に
おける品質管理などの方法を記載。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・岸壁工事（国交省）
・岸壁改良工事（管理者）

2)
3)
4)
5)

⑪ 裏埋材
◎

(改良土)
A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・2)土質区分基準を設定し、区分の判定指標
(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・3)土木構造物の裏込めへの適用を規定、第1
種及び第2種に分類される条件の発生土が望ま
しい。
・4)5)粘性土を処理し、埋立材や護岸・岸壁
の裏込材、裏埋材、盛土の用途として適用す
ることが可能。
・処理土に関する調査・試験や設計、施工に
おける品質管理などの方法を記載。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・岸壁改良工事（国交省）
・岸壁床掘工事（国交省）

2)
3)
4)
5)

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材
◎

(改良土)
A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・2)3)土質区分基準を設定し、区分の判定指
標(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・盛土材用途として、道路用盛土、河川築
堤、土地造成などへの適用を規定。
・6)盛土材に関する土の品質管理基準(種類・
品質)を規定。
・5)粘性土を処理し、新設岸壁、護岸背後の
裏込、埋立や盛土の用途として適用すること
が可能。
・処理土に関する調査・試験や設計、施工に
おける品質管理などの方法を記載。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・岸壁改良工事（管理者）
・港湾環境整備（埋立護岸）工事（管理
者）
・土砂処分場事業（国交省）
・築堤造成工事（国交省）
・泊地浚渫工事（国交省）

2)
3)
5)
6)

出典)

1)浚渫土砂を活用した高強度構造体の開発（国土交通省　九州地方整備局）

4)管中混合固化処理工法技術ﾏﾆｭｱﾙ(改訂版)((財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、平成20年7月)

5)港湾・空港における軽量混合処理土工法技術ﾏﾆｭｱﾙ(改訂版)((財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、平成20年7月)

7)浚渫土砂の海洋投入及び有効利用に関する技術指針(国土交通省港湾局、平成25年7月(改訂案))

3)建設発生土利用技術ﾏﾆｭｱﾙ（第4版）(編著：(独)土木研究所、出版：（一財）土木研究センター、平成25年12月)

6)港湾工事共通仕様書(国土交通省港湾局、令和5年3月)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

1)通達「発生土利用基準について」(国官技第112号、国官総第309号、国営計第59号、平成18年8月)

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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表 3.2.4(2) 浚渫土砂（粘性土系）の適用用途 

⑬ 埋立材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・2)3)土質区分基準を設定し、区分の判定指
標(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・水面埋立への適用を規定。(泥土については
土質改良を規定。また、水面上へ土砂等が出
た後については、利用目的別の留意点（地盤
改良、締固め等）を別途考慮するものとする
とされている。)
・3)土質改良工法について記載。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・土砂処分場事業（国交省）
・港湾岸壁床掘工事（国交省）
・港湾泊地浚渫工事等（国交省）
・滑走路建設工事（国交省）

2)
3)

⑭ 路床盛土材
◎

(改良土)
A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・2)3)土質区分基準を設定し、区分の判定指
標(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・道路用盛土(路床)への適用を規定し、留意
事項及び用途ごとの要求品質に示された材料
規定(強度)・施工管理基準を満足する良質な
盛土材料を使用することを記載。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・岸壁主部建設工事（国交省）

2)
3)

⑮ 路盤材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

◎
(浅場・干
潟,覆砂)

B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・2)3)土質区分基準を設定し、区分の判定指
標(ｺｰﾝ指数、含水比など)ごとに調査試験方法
(JISなど)を規定。
・藻場、浅場・干潟、覆砂材等の用途への適
用について、利用を想定したﾏﾆｭｱﾙ等は整備さ
れていない。
・干潟等の整備に関する既存の知見による
と、標準材料として砂や浚渫土砂等が利用さ
れている
・7)浚渫土砂の海洋投入にあたっての品質基
準等を規定。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・航路泊地浚渫工事（国交省）
・環境改善試験（国交省）

2)
3)
7)

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
出典)

1)浚渫土砂を活用した高強度構造体の開発（国土交通省　九州地方整備局）

4)管中混合固化処理工法技術ﾏﾆｭｱﾙ(改訂版)((財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、平成20年7月)

5)港湾・空港における軽量混合処理土工法技術ﾏﾆｭｱﾙ(改訂版)((財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、平成20年7月)

7)浚渫土砂の海洋投入及び有効利用に関する技術指針(国土交通省港湾局、平成25年7月(改訂案))

3)建設発生土利用技術ﾏﾆｭｱﾙ（第4版）(編著：(独)土木研究所、出版：（一財）土木研究センター、平成25年12月)

6)港湾工事共通仕様書(国土交通省港湾局、令和5年3月)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

1)通達「発生土利用基準について」(国官技第112号、国官総第309号、国営計第59号、平成18年8月)

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(2) 中詰材 

1) 砂質系浚渫土砂 

浚渫土砂を中詰材として利用できる構造物としては、ケーソン、セル、二重矢板等がある。リサ

イクル材料を中詰材に利用する場合は、「港湾工事共通仕様書」に示される品質基準を満足するも

のを利用するとともに、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に示される天然の砂や砂利を対象

とした方法に準拠して適切に行う必要がある。 

ケーソン中詰材に利用する場合、重量の大きな材料が有利となる場合が多い。また、セル、二重

矢板式構造物の中詰材に利用する場合は、重量及びせん断抵抗角の大きな材料が有利となる場合が

多い。 

 

 

(3) 裏込材 

「港湾の施設の技術上の基準・同解説」において、裏込材は、せん断抵抗角及び単位体積重量等

の材料特性を考慮して選定するものとされている。また、一般に裏込材には割石（JIS A 5006 にお

ける割ぐり石に相当する性能を有するもの）、切込砂利（選別されていない砂利で、砂と砂利が

半々ぐらいに混じっているもの）、玉石、鉄鋼スラグ等が用いられるとされている。なお、固化す

る材料については、利用方法によって土圧を大きく低減することができる。また、通達「発生土利

用基準について」において、表 3.1.1 に示した土質区分に基づき、土木構造物の裏込めへ適用する

場合の土質区分の標準（適用用途標準）が示されており、目安とすることができる。浚渫土砂を裏

込材として用いる場合、これらの品質に係る基準類を参考とし、必要に応じて土質改良を行い、

個々の工事において定まる要求性能を満たす材料を用いることとする。 

なお、浚渫土を原料とする脱水固化材について令和 3 年 9 月に「（一財）沿岸技術研究センタ

ー：港湾関連民間技術の確認審査・評価報告書 第 21002 号」にて、審査・評価されており、参

考とすることができる。 

脱水固化石材について、以下の性能が確認されている。 

・人工石材の個体の一軸圧縮強さが、JIS A 5003「石材」に定める準硬石の圧縮強さの規格値

を満足する 

・人工石材のすりへり減量が、砕石のすりへり減量の規格値を満足する 

・人工石材のスレーキング率が、ドレーン材のスレーキング率の規格値を満足する 

・人工石材の個体の形状が、JIS A 5006「割ぐり石」に定める厚さ／幅、長さ／幅の規格値を

満足する 

土質改良工法については、「港湾・空港における軽量混合処理土工法技術マニュアル（改訂

版）」、「管中混合固化処理工法技術マニュアル（改訂版）」（（財）沿岸技術研究センター、平

成 20 年）、「事前混合処理工法技術マニュアル（改訂版）」（（一財）沿岸技術研究センター、

令和元年）が発行されており、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の補足資料として参考にす

ることができる。なお、これらの安定処理工法では、原料となる浚渫土砂の物性に応じて固化後の

強度を設定するための配合設計を行う必要があるため、利用に際しては、原料土及び処理土の基本

的特性を把握しておくことが肝要である。 



3-2-13 

(4) 裏埋材 

通達「発生土利用基準について」において、表 3.1.1 に示した土質区分に基づき、土木構造物の

裏込めへ適用する場合の土質区分の標準（適用用途標準）が示されており、目安とすることができ

る。 

浚渫土砂を裏埋材として用いる場合、これらの品質に係る基準類を参考とし、必要に応じて土質

改良を行い、個々の工事において定まる要求性能を満たす材料を用いることとする。 

砂質系浚渫土砂を利用する場合、静的には安定であるが地震動による作用に対して極めて液状化

しやすい地盤が造成されるため、何らかの液状化対策が必要となる。 

粘性土系浚渫土砂を安定処理して利用する場合、処理土としての性質のみならず、原料土として

の浚渫土砂の性質もその配合設計や固結後の特性評価の指標となるため、よく把握しておくことが

重要である。 

 

 

(5) 盛土材、覆土材、載荷盛土材 

通達「発生土利用基準について」において、表 3.1.1 に示した土質区分に基づき、道路用盛土、

河川築堤、土地造成などへ適用する場合の土質区分の標準（適用用途標準）が示されており、目安

とすることができる。また、空港土工における流用土以外の盛土材については、「空港土木工事共

通仕様書」において粒径、塑性指数(PI)、修正 CBR が規定されている。 

浚渫土砂を盛土材、覆土材、載荷盛土材として用いる場合、これらの適用用途標準を参考とし、

必要に応じて土質改良を行い、個々の工事において定まる要求性能を満たす材料を用いることとす

る。 

利用方法としては、その性状と利用用途に応じて、「利用側で性状を改良して利用する」、「プ

ラントやストックヤードを経由して利用する」などがある。泥土に相当する浚渫土砂の利用に際し

ては、土質改良を前提として、改良土の用途、改良土の品質、改良工法等の検討を原則とする。 

 

 

(6) 埋立材 

通達「発生土利用基準について」において、表 3.1.1 に示した土質区分に基づき、水面埋立へ適

用する場合の土質区分の標準（適用用途標準）が示されている。これらの適用用途標準を目安とし、

必要に応じて土質改良を行い、個々の工事において定まる要求性能を満たす材料を用いることとす

る。 

砂質系浚渫土砂を利用する場合、静的には安定であるが地震動による作用に対して極めて液状化

しやすい地盤が造成されるため、何らかの液状化対策が必要となる。 

粘性土系浚渫土砂を利用する場合、埋立後に地盤改良を行う場合と、埋立前に安定処理して利用

する場合がある。安定処理して利用する場合、処理土としての性質のみならず、原料土としての浚

渫土砂の性質もその配合設計や固結後の特性評価の指標となるため、よく把握しておくことが重要

である。 
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(7) 路床盛土材 

1) 粘性土系浚渫土砂（改良土） 

通達「発生土利用基準について」において、表 3.1.1 に示した土質区分に基づき、道路用盛土

（路床）へ適用する場合の土質区分の標準（適用用途標準）が示されている。これらの適用用途標

準を目安とし、必要に応じて土質改良を行い、個々の工事において定まる要求性能を満たす材料を

用いることとする。 

【既存工事における検討事項】 

・要求性能を満たしていることを確認するため、物理試験・力学試験を実施した。（岸壁築造工事） 

・浚渫土の材質によっては、セメント系固化処理を実施する。（道路盛土工事） 

・浚渫個所において、海洋汚染防止法に基づく水底土砂基準に関する分析試験を実施した。（作業基

地築造工事） 

 

 

(8) 浅場・干潟造成、覆砂材、人工砂浜 

浚渫土砂を活用した浅場・干潟造成、覆砂材、人工砂浜等への利用は広く実施されている。 

設計にあたっては、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に示される海浜の設計方法によって

行うこととする。また、「海の自然再生ハンドブック」及び巻末に示す参考文献 161)～179)を参考

とすることができる。 

「浚渫土砂等の海洋投入及び有効利用に関する技術指針（改訂案）」（平成 25 年 7 月、国土交

通省港湾局）において、「有効利用する浚渫土砂については、既に実施しているとおり、海洋汚染

防止法における水底土砂基準を満たす土砂に限定する」とされている。 

【既存工事における検討事項】 

・関係者との調整において、使用材料と工事計画の説明を行った。また、魚礁としての環境改善効果

を調査するため、藻場調査、魚介類調査等を実施した。（航路浚渫工事） 

 

 

(9) 今後の検討を要する用途 

1) バーチカルドレーン及びサンドマット材 

① 砂質系浚渫土砂 

一般に、バーチカルドレーン及びサンドマットに用いる砂は透水性がよく、粘土粒子による目詰

まりが生じないようなものが使用される。利用実績はないため、バーチカルドレーン及びサンドマ

ット材として適切であることを確認した上で利用することとする。 

 

2) サンドコンパクションパイル材 

砂質系浚渫土砂については利用実績がなく、粘性土浚渫土砂についても利用実績が限定されるた

め、サンドコンパクションパイル材として適切であることを確認した上で利用することとする。な

お、適用箇所が砂質土地盤であるか、粘性土地盤であるかによって要求品質及び性能が異なること

に留意が必要である。 
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3) 路床盛土材 

① 砂質系浚渫土砂 

通達「発生土利用基準について」において、表 3.1.1 に示した土質区分に基づき、道路用盛土

（路床）へ適用する場合の土質区分の標準（適用用途標準）が示されている。これらの適用用途標

準を目安とし、必要に応じて土質改良を行い、個々の工事において定まる要求性能を満たす材料を

用いることとする。 

 

 

3.2.5 関連法令 

浚渫土砂は、一般的には廃棄物処理法における廃棄物に該当しない。陸上工事に利用する場合や施

工後に陸地化する場合は、土壌汚染対策法が適用される可能性があるため留意する必要がある。 

関係法規の規定を超える有害物質が含まれている浚渫土砂については、本ガイドラインの適用外で

ある。 

（解説） 

廃棄物処理法においては「港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂その他これに類するもの」につい

ては廃棄物から除外されている。浚渫土砂を改良することなくそのままの状態で利用する場合、ならび

に品質が管理された改良材により改良して利用する場合、廃棄物が混入したもの（廃棄物混じり土）及

び有害物質に汚染されたもの（汚染土）を除き、廃棄物処理法上の廃棄物に該当しない。ただし、浚渫

土砂を陸上工事に利用する場合または施工後に陸地化する場合、土壌汚染対策法が適用される可能性が

生じるため、留意する必要がある。 

浚渫土砂に他の廃棄物が混入した廃棄物混じり土は、物理的に利用が困難になるだけでなく、廃棄物

ではない浚渫土砂と廃棄物が分離されない状態で存在する場合、廃棄物処理法上その全体が廃棄物と判

断されることがあるため、留意が必要である。 

関係法規の規定を超える有害物質が含まれている浚渫土砂（汚染土）については、本ガイドラインの

適用外であり、関係法規の定めに従い処理する必要がある。一般に汚染に係る判定基準としては、「水

底土砂の判定基準（総理府令第 6 号）」があり、一部の自治体では、「土壌の汚染に係わる環境基準

（環境庁告示第 26 号別表）」を適用している。その他、陸上工事に利用する場合または施工後に陸地

化する場合に関連する基準として、土壌汚染対策法に係る基準（土壌溶出量基準、土壌含有量基準）が

ある。 

なお、改良土を海域において利用する場合には、海域に改良土から高 pH の溶出水が流出する恐れや

濁りが生じる恐れがあるため、工事区域の海域の利用特性を考慮して工事中の監視目標値を定め、その

目標値を満足できるように配慮が必要である。pH については「水質汚濁に係る環境基準」、濁り（SS）

については「水産用水基準（公益社団法人日本水産資源保護協会）」でそれぞれ基準が定められており、

監視目標値を設定する際に参照することができる。また、セメント及びセメント系の固化材で安定処理

した改良土は、通達「『セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関す

る当面の措置について』とその運用について」（平成 12 年 3 月 24 日付け、平成 13 年 4 月 20 日一部変

更、建設省（現国土交通省））に基づき、六価クロムの溶出に関して調査を実施する必要がある。 

法令上の取り扱いの詳細については、「1.4.2 環境安全の考え方」を参照のこと。 
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3.2.6 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

浚渫土砂を材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサイクル材料とし

て利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当箇所を参照し、検

討を行う。 

浚渫土砂は基本的に土工材料としての利用となるため、再利用または廃棄を行う場合は建設発生土と

して検討を行うこととなる。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.3 アスファルト・コンクリート塊 

3.3.1 搬出・利用の状況 

アスファルト・コンクリート塊は、再生クラッシャラン、再生粒度調整砕石及び再生加熱アスファ

ルト混合物等として再資源化されている。 

（解説） 

アスファルト・コンクリート塊は、舗装の剥ぎ取りあるいは削り取りによって生じるアスファル

トがらである。アスファルト・コンクリート塊の再利用については、道路分野で 1970 年代から本格

的な技術開発が進められて再利用技術の標準化が図られており、再資源化された再生クラッシャラ

ン、再生粒度調整砕石及び再生加熱アスファルト混合物等の市場が形成され、一般に流通するまでに

至っている。 

アスファルト・コンクリート塊の排出量の推移は図 3.3.1、平成 30 年度の地域別再資源化率は図 

3.3.2 に示すとおりである。平成 30 年度には年間 2,068 万 t のアスファルト・コンクリート塊が排

出されており、全国における再資源化率は 99.5%であった。 
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出典）平成 30 年度建設副産物実態調査結果参考資料（国土交通省）より作成 

図 3.3.1 排出量の推移（アスファルト・コンクリート塊） 
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再資源化率＝（再使用量＋再生利用量）／排出量 

出典）平成 30 年度建設副産物実態調査結果参考資料（国土交通省）より作成 

図 3.3.2 地域別再資源化率（平成 30年度、アスファルト・コンクリート塊） 
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3.3.2 品質 

アスファルト・コンクリート塊を再利用する場合は、コンクリート塊、掘削された路盤材料を主と

する他の材料とともに破砕・粒度調整を行い、再生クラッシャラン、再生粒度調整砕石として路盤に

利用する場合と、破砕後再加熱してアスファルトを熔解し、再びアスファルト混合物として、表層・

基層に利用する場合とに大別される。 

（解説） 

以下に、再資源化施設で製造される各材料の品質の概要を示す。 

 

(1) 再生路盤材 

アスファルト・コンクリート塊の路盤材への利用に関しては、「舗装の構造に関する技術基準」

を適用した品質等が「舗装再生便覧；日本道路協会」に示されており、同便覧を参考にすることが

できる。表 3.3.1 に再生路盤材（再生クラッシャランと再生粒度調整砕石）の品質規定を示し、表 

3.3.2に再生路盤材の望ましい粒度範囲を示す。 
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表 3.3.1(1) 再生路盤材の品質規定（下層路盤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）舗装再生便覧（平成 22 年版）（（社）日本道路協会） 
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表 3.3.1(2) 再生路盤材の品質規定（上層路盤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔注１〕舗装計画交通量（台／方向・日）T＜100、信頼性 50%の舗装は、交通量が少ない道路であり、舗装設計施工指針に示す N3交

通以下の道路に相当する。 

〔注２〕アスファルト・コンクリート再生骨材を含む再生粒度調整砕石は、修正 CBR の基準値に［ ］内の数値を適用する。ただし、

40℃で修正 CBR試験を行う場合は通常の値を満足すればよい。 

〔注３〕再生粒度調整砕石の素材として路盤再生骨材もしくは再生路盤材料を用いる場合のみ PI の規定を適用する。 

〔注４〕セメントコンクリート舗装に再生粒度調整砕石を用いた場合は、上表の規格を満足するものを用いることが望ましいが、そ

れ以外の材料であっても試験施工などにより路盤の支持力が確認されている場合は、425μm ふるい通過分の PIを 6 以下と

してもよい。また、この場合で 425μm ふるい通過量が 10%以下の材料では PIが 10のものまで用いることができる。 

出典）舗装再生便覧（平成 22年版）（（社）日本道路協会） 
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表 3.3.2(1) 再生路盤材の望ましい粒度範囲（下層路盤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典）舗装再生便覧（平成 22年版）（（社）日本道路協会） 

 

表 3.3.2(2) 再生路盤材の望ましい粒度範囲（上層路盤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典）舗装再生便覧（平成 22年版）（（社）日本道路協会） 
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(2) 再生加熱アスファルト混合物 

道路舗装を対象とした再生加熱アスファルト混合物に関しては、「舗装の構造に関する技術基

準」を適用した品質等が「舗装再生便覧；日本道路協会」に示されており、同便覧を参考にする

ことができる。再生加熱アスファルト混合物等に用いるアスファルト・コンクリート再生骨材の

品質を表 3.3.3に示す。再生加熱アスファルト混合物の基準値を表 3.3.4に、その粒度範囲を

表 3.3.5に示す。 

 

表 3.3.3 アスファルト・コンクリート再生骨材の品質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）舗装再生便覧（平成 22年版）（（社）日本道路協会） 
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表 3.3.4 再生加熱アスファルト混合物のマーシャル安定度試験に対する基準値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）舗装再生便覧（平成 22年版）（（社）日本道路協会） 



3-3-8 

表 3.3.5 再生加熱アスファルト混合物の種類と粒度範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）舗装再生便覧（平成 22年版）（（社）日本道路協会） 
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3.3.3 加工・改良技術 

現場内で破砕、粒度調整等を行い、道路用材等として利用する場合においても、「3.3.2 品質」で

示した、再資源化施設で製造される再生資材の品質と同等の品質を満足することにより利用すること

ができる。 

 

 

3.3.4 適用用途 

(1) 概要 

アスファルト・コンクリート塊をリサイクル材として利用する場合は、関係する基準類に準拠し、

用途において定まる要求性能を満たす材料を用いるものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、アスファルト・コンクリート塊を各用途に利用する場合の評

価を行った結果を表 3.3.6 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の

必要性等）がある場合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 
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表 3.3.6 アスファルト・コンクリート塊の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 × E -

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 × E -

③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑩ 裏込材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で用途として利
用可能であるが、課題等も挙げられている。
(p.3-3-11)

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・滑走路舗装工事（国交省）

⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑭ 路床盛土材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で用途として利
用可能であるが、課題等も挙げられている。
(p.3-3-11)

-

●利用実績なし

⑮ 路盤材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・2)路盤材料へ適用するｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨
材の品質や施工管理を規定。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・誘導路改良工事（国交省）
・滑走路外周護岸・遮水舗装等（国交
省）
・道路構築工事（国交省）
・道路改良工事（国交省）
・防波堤付帯施設改良工事（国交省）
・物揚場築造工事（国交省）
・土砂処分場護岸築造工事（国交省）

2)

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材
◎

（As舗装
骨材）

A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・2)再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物等に用いるｱｽﾌｧﾙﾄｺ
ﾝｸﾘｰﾄ再生骨材の品質や施工管理を規定。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・滑走路、エプロン改良、用地造成等工
事（国交省）
・誘導路拡幅、改良、護岸工事（国交
省）
・道路排水及び舗装工事（他多数）（国
交省）
・護岸（改良）築造工事（他多数）（国
交省）
・岸壁築造工事（国交省）
・航路泊地浚渫工事（国交省）

2)

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

- -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

1)JISA5021「ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H」(平成30年5月改正)

2)舗装再生便覧((社)日本道路協会、平成22年版)

●現段階では利用が難しいと考えられる。
【主な内容】
・1)品質基準について、ｺﾝｸﾘｰﾄの品質に悪影
響を及ぼす不純物を含んでいてはならない。
・不純物量の内容としては次に示すものであ
り、それぞれの含有量の上限値に適合するも
のでなければならない。
[不純物：ﾀｲﾙ、れんが、陶磁器類、ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸ
ﾘｰﾄ塊、ｶﾞﾗｽ片、石こう及び石膏ﾎﾞｰﾄﾞ片、そ
の他無機系ﾎﾞｰﾄﾞ片、ﾌﾟﾗ ｽﾁ ｯｸ片、木片、竹
片、布きれ、紙くず、ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、ｱﾙﾐﾆｳﾑ・亜
鉛以外の金属片]

●利用実績なし

1)

出典)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

 

 

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(2) 路盤材 

「舗装再生便覧」において、路盤材へ適用するアスファルト・コンクリート再生骨材の品質や施

工管理が規定されている。アスファルト・コンクリート塊を路盤材に用いる場合は、アスファル

ト・コンクリート再生骨材を利用することとし、これらの関連する基準類に示される方法によって、

要求性能を満足するように設計を行う必要がある。 

品質規定の詳細については「舗装再生便覧」を参照のこと。 

 

 

(3) アスファルト舗装骨材 

「舗装再生便覧」は、舗装設計施工指針に記述された計画、設計、及び施工技術のうち、舗装の

再生利用に関する事項を取りまとめたもので、一般的な舗装再生の施工に必要となる、材料、配合

設計、施工機械、施工法に係る具体的な内容を網羅しており、アスファルト・コンクリート再生骨

材の品質や施工管理が規定されている。アスファルト・コンクリート塊をアスファルト舗装骨材に

用いる場合は、これらの関連する基準類に示される方法によって、要求性能を満足するように設計

を行う必要がある。 

このほか、「舗装の構造に関する技術基準･同解説」、「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、

「道路維持修繕要綱」、「アスファルト混合所便覧」、「アスファルト舗装工事共通仕様書および

解説」等を必要に応じて参照されたい。 

品質規定の詳細については「舗装再生便覧」を参照のこと。 

 

 

(4) 今後の検討を要する用途 

1) 盛土材、覆土材、載荷盛土材 

盛土材としての利用実績はあるが、適用技術に係る情報が十分集積されていないことから、必要

に応じて室内試験や試験施工等により要求性能を満足することを確認することが望ましい。 

 

2) 路床盛土材 

用途としての利用可能性はあるが、適用技術に係る情報が十分集積されていないことから、必要

に応じて室内試験や試験施工等により要求性能を満足することを確認することが望ましい。 
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3.3.5 関連法令 

アスファルト・コンクリート塊は、「廃棄物処理法」に規定する産業廃棄物に該当する。また、

「建設リサイクル法」における特定建設資材が廃棄物となったものであり、再資源化等に努めるべき

である。 

（解説） 

工事現場で発生するアスファルト・コンクリート塊は、「建設リサイクル法」における特定建設資材

が廃棄物となったものであり、対象建設工事（建設リサイクル法に基づき定められる一定規模以上の工

事）においては再資源化等を行うことが必要である。また、対象建設工事以外の土木工事であっても、

再資源化等に努めるべきである。なお、「廃棄物処理法」に規定する産業廃棄物に該当することから、

当該工事における現場内利用及び工事間利用にあたっては注意する必要がある。 

これらの当該工事における現場内利用及び工事間利用について疑義が生じた場合は、「廃棄物処理

法」の行政指導を行っている都道府県または市町村の廃棄物担当部局、または、「海洋汚染防止法」の

行政指導を行っている海上保安部に確認を取る必要がある。 

 

建設リサイクル法 

第十六条（再資源化等実施義務）  

対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしな

ければならない。ただし、特定建設資材廃棄物でその再資源化について一定の施設を必要とするもの

のうち政令で定めるもの（以下この条において「指定建設資材廃棄物」という。）に該当する特定建

設資材廃棄物については、主務省令で定める距離に関する基準の範囲内に当該指定建設資材廃棄物の

再資源化をするための施設が存しない場所で工事を施工する場合その他地理的条件、交通事情その他

の事情により再資源化をすることには相当程度に経済性の面での制約があるものとして主務省令で定

める場合には、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。 

建設リサイクル法基本方針 

三 特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標の設定その他特定建設資材廃棄物の再資源化等の促

進のための方策に関する事項  

1.特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標の設定に関する事項（抜粋） 

資源化施設の立地状況が地域によって異なることを勘案しつつ、すべての関係者が再生資源の十分

な利用及び廃棄物の減量をできるだけ速やかに、かつ、着実に実施することが重要であることから、

今後十年を目途に特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に重点的に取り組むこととし、平成二十二

年度における再資源化等率（工事現場から排出された特定建設資材廃棄物の重量に対する再資源化等

されたものの重量の百分率をいう。）は、アスファルト・コンクリート塊（アスファルト・コンクリ

ートが廃棄物となったものをいう。以下同じ。）について 95％とする。 

特に、国の直轄事業においては、再資源化等を先導する観点から、平成十七年度までに最終処分す

る量をゼロにすることを目指すこととする。 

 

2.特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進のための方策に関する事項 

（2）特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進のための具体的方策等 

③アスファルト・コンクリート塊 

アスファルト・コンクリート塊については、破砕、選別、混合物除去、粒度調整等を行うことによ

り、再生加熱アスファルト安定処理混合物及び表層基層用再生加熱アスファルト混合物（以下「再生

加熱アスファルト混合物」という。）として、道路等の舗装の上層路盤材、基層用材料または表層用

材料に利用することを促進する。また、再生骨材として、道路等の舗装の路盤材、建築物等の埋め戻

し材または基礎材等に利用することを促進する。 

加えて、アスファルト・コンクリート塊に係る再資源化施設については、新たな施設整備と併せて

既存施設の効率的な稼動を推進するための措置を講ずるよう努める必要がある。 
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なお、近年、道路等の舗装の表層用材料として、ガラス、ゴム、樹脂等が混入した加熱アスファル

ト混合物を用いる場合もあるが、再資源化の可能性が実証されていない材料または再資源化が困難な

材料があることから、その再資源化のための技術開発等を行う必要がある。 

 

 

3.3.6 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

アスファルト・コンクリート塊を材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再

びリサイクル材料として利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの

該当箇所を参照し、検討を行う。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.4 コンクリート塊 

3.4.1 搬出・利用の状況 

コンクリート塊は、有用な再生資材として港湾・空港等工事に利用されている。 

（解説） 

コンクリート塊は、工作物の除去に伴って生じるコンクリートの破片である。コンクリート塊の

排出量の推移は図 3.4.1、平成 30 年度の地域別再資源化率は図 3.4.2 に示すとおりである。平成

30 年度には年間 3,690 万 t のコンクリート塊が排出されており、全国における再資源化率は 99.3%

であった。 
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出典）平成 30 年度建設副産物実態調査結果参考資料（国土交通省）より作成 

図 3.4.1 排出量の推移（コンクリート塊） 
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再資源化率＝（再使用量＋再生利用量）／排出量 

出典）平成 30 年度建設副産物実態調査結果参考資料（国土交通省）より作成 

図 3.4.2 地域別再資源化率（平成 30年度、コンクリート塊） 
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3.4.2 品質 

コンクリート塊は、破砕・粒度調整等の加工を施すことにより、天然材料と同様に取り扱える。 

コンクリート塊を破砕して用いる場合は、溶出水の pHに留意することとする。 

（解説） 

コンクリート塊は、工作物の除去に伴って生じるコンクリートの破片であり、再生利用を行う場

合の品質は、天然石・砕石に比べ若干比重が軽いことや強度が低い点を考慮すれば、利用用途に見

合う破砕・粒度調整等の加工を施すことにより、天然材料と同様に取り扱える。 

一方、港湾・空港等工事で発生するコンクリート塊を、現場内で処理し、道路用材以外の裏込や

地盤改良材等の砂・石材として利用するために、コンクリート破砕物の基本的な諸物性の研究が進

められ、空港舗装への適用についても検討されている。 

 

(1) コンクリート塊全般 

コンクリート塊を利用する場合の環境上配慮すべき事項として、溶出水の高 pHが挙げられる。 

溶出水の pH は、コンクリート塊の細粒分含有率によって影響を受けるため、利用に際してはコン

クリート塊の粒度等を確認しておく必要がある。 

なお、コンクリート塊を自然状態で放置しておくだけでも、中性化が進行し、溶出水の pH は低下

するため、コンクリート塊を破砕した後に放置期間を置く等の対策も必要である。 

 

(2) コンクリート用再生骨材 

コンクリート用再生骨材の品質については、表 3.4.1 に示すとおり、品質ごとに JIS で規定され

ている。コンクリート用再生骨材は原コンクリートのモルタルが付着しているため、その度合いによ

り、吸水率や安定性が大きくなる傾向にあり、骨材の品質によってコンクリートの性状に影響する。 

 

表 3.4.1 リサイクル材料による骨材の品質に係る品質規格 

骨材の名称 
品質規格の名称 

細骨材 粗骨材 

再生骨材 H（高品質） JISA5021「コンクリート用再生骨材 H」 

再生骨材 M（中品質） JISA5022「再生骨材 Mを用いたコンクリート」 

再生骨材 L（低品質） JISA5023「再生骨材 Lを用いたコンクリート」 

 

 

3.4.3 加工・改良技術 

現場内で破砕、粒度調整等を行い、コンクリート骨材や路盤材等として利用する場合においても、

「3.4.2 品質」で示した、再資源化施設で製造される再生資材の品質と同等の品質を満足することに

より利用することができる。 

（解説） 

コンクリート塊の現場での一般的な処理フローを図 3.4.3 に示す。現場での処理方法には、仮設

プラントを設置して処理する方法と自走式のクラッシャーで処理する方法がある。 

コンクリート塊を破砕するにあたっては、コンクリート解体現場で破砕装置の供給最大寸法

（200mm～450mm 程度）以下に粗割する必要がある。 
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破砕は、コンクリート骨材や路盤材等の適当な粒度分布を必要とする用途では、1 次破砕と 2 次破

砕の 2 段階で行われることが多く、１次破砕はジョークラッシャーなどの粗粉砕用破砕機で粉砕した

後、目視選別による木片等の異物を選別し、40mm 以下と以上の粒径（用途によっては 20mm）に選別

する。40mm 以上のコンクリート塊は 2 次破砕（インパクトクラッシャー；衝撃破砕）によって 40mm 

以下の破砕物に加工される。 

この 1 次破砕後の破砕物と 2 次破砕物後の破砕物では品質が違うものとして取り扱われることが多

い。これは、1 次破砕物には目視選別で除去できない細かな異物が多く含まれているためであり、コ

ンクリート骨材等の高品位の用途では後者の破砕物を利用することになる。 

破砕回数が多くなると、骨材の周りに付着しているモルタル分が除去されるため、高品位の破砕物

を製造することができるが、モルタル微粒分が多く発生し、その利用方法を検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）建設副産物･再資源の取扱いに関するｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ（運輸省第四港湾建設局（現国土交通省九州地方整備局）ﾘｻｲｸﾙﾜ

ｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

図 3.4.3 コンクリート塊の破砕処理（例） 
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3.4.4 適用用途 

(1) 概要 

JIS が規定されているコンクリート塊をリサイクル材として利用する場合は、当該 JIS に適合した

ものを利用するものとする。 

JIS が規定されていないコンクリート塊をリサイクル材として利用する場合は、用途において必要

となる要求性能を満たす材料を利用するものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、コンクリート塊を各用途に利用する場合の評価を行った結果

を表 3.4.2 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性等）があ

る場合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 
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表 3.4.2(1) コンクリート塊の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材
◎

(再生骨材)
A a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・ふ頭岸壁外（災害復旧）工事（国交
省）
・係留施設築造工事（国交省）

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材
◎

(再生骨材)
A a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・漁港建設工事（国交省）
・ふ頭地区道路工事（国交省）
・堤防（改良）本体工事（国交省）

③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で用途として利
用可能であるが、課題等も挙げられている。
(p.3-4-8)
【主な内容】
・5)ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材、路盤材、捨石、裏込材、中
詰材、埋立材、置換工、敷砂、ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及
びSCPへの用途を記載。
・ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝへの適用については、利用可能
性はあるが用途が限定されるもの、または今
後の実証試験等の検討が必要とするものとさ
れている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・岸壁(耐震）地盤改良工事（国交省）

5)

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 ○＋ C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・5)ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材、路盤材、石材(捨石、裏込
材、中詰材、埋立材)、置換工、敷砂、ﾊﾞｰﾁｶﾙ
ﾄﾞﾚｰﾝ及びSCPへの用途を記載。
・SCPへの適用については、液状化対策として
材料試験、現場試験、試験施工が行われてお
り、材料試験に係る設計定数(単位体積重量、
内部摩擦角、透水係数 )にﾊﾞﾗﾂ ｷはあるもの
の、改良効果や施工性について標準材料と同
等の効果等が得られている。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・ふ頭岸壁外（災害復旧）工事（国交
省）
・物揚場建設その他工事（国交省） 5)

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑦ 捨石 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で用途として利
用可能であるが、課題等も挙げられている。
(p.3-4-9)
【主な内容】
・5)ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材、路盤材、石材(捨石、裏込
材、中詰材、埋立材)、置換工、敷砂、ﾊﾞｰﾁｶﾙ
ﾄﾞﾚｰﾝ及びSCPへの用途を記載。
・捨石への適用については、利用可能性はあ
るが用途が限定されるもの、または今後の実
証試験等の検討を必要とするものとされてい
る。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・岸壁保安設備工事（国交省）
・検潮所基礎工事（国交省）
・港湾施設設置工事（国交省）
・岸壁改良工事（国交省） 5)

⑧ 中詰材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で用途として利
用可能であるが、課題等も挙げられている。
(p.3-4-9)
【主な内容】
・5)ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材、路盤材、石材(捨石、裏込
材、中詰材、埋立材)、置換工、敷砂、ﾊﾞｰﾁｶﾙ
ﾄﾞﾚｰﾝ及びSCPへの用途を記載。
・中詰材への適用については、利用可能性は
あるが用途が限定されるもの、または今後の
実証試験等の検討を必要とするものとされて
いる。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・防波堤建設工事（国交省）
・防波堤（災害復旧）築造工事（国交
省）等

5)

1)JISA5021「ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H」(平成30年5月改正)

2)JISA5022「再生骨材Mを用いたｺﾝｸﾘｰﾄ」(平成30年5月改正)

3)JISA5023「再生骨材Lを用いたｺﾝｸﾘｰﾄ」(平成30年5月改正)

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ副産物の再生利用に関する用途別品質基準(国土交通省通知、平成28年3月)

5)平成8年度ﾘｻｲｸﾙ材の利用法のとりまとめ((財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、平成9年3月)

6)舗装再生便覧((社)日本道路協会、平成22年度版)

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)2)3)ｺﾝｸﾘｰﾄ塊のｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材への利
用に関して、適用範囲や品質、配合、材料、
製造・試験・検査方法等の品質基準を規定。

1)
2)
3)

出典)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 



3-4-6 

表 3.4.2(2) コンクリート塊の適用用途 

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ
△

(被覆・根
固工)

D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で用途として利
用可能であるが、課題等も挙げられている。
(p.3-4-9)
【主な内容】
・5)ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材、路盤材、石材(捨石、裏込
材、中詰材、埋立材)、置換工、敷砂、ﾊﾞｰﾁｶﾙ
ﾄﾞﾚｰﾝ及びSCPへの用途を記載。
・石材への適用については、利用可能性はあ
るが用途が限定されるもの、または今後の実
証試験等の検討を必要とするものとされてい
る。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・防波堤（沖）築造工事（国交省）
・防波堤築造工事（災害復旧）（国交
省）

5)

⑩ 裏込材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で用途として利
用可能であるが、課題等も挙げられている。
(p.3-4-10)
【主な内容】
・5)ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材、路盤材、石材(捨石、裏込
材、中詰材、埋立材)、置換工、敷砂、ﾊﾞｰﾁｶﾙ
ﾄﾞﾚｰﾝ及びSCPへの用途を記載。
・裏込材への適用については、利用可能性は
あるが用途が限定されるもの、または今後の
実証試験等の検討を必要とするものとされて
いる。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・岸壁改良工事（国交省）
・臨港道路用地造成工事（国交省）
・臨港道路擁壁工事(国交省）
・堤防（改良）本体工事（国交省） 5)

⑪ 裏埋材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で、用途の検討
が行われたことは確認できないが、公共工事
において利用実績があり、かつ利用面で汎用
性が高いと考えられる。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・国際物流ターミナル整備事業（国交
省）
・港湾建設工事（国交省）

⑫
盛土材、覆土材、載荷盛土
材

△ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で、用途の検討
が行われたことは確認できないが、公共工事
において利用実績があり、かつ利用面で汎用
性が高いと考えられる。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・護岸（改良）築造工事（国交省）
・海岸保全施設整備事業（浸食）（国交
省）等

⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑭ 路床盛土材 ○＋ C

●標準材料に準ずる性能を有する。
・標準材料と同等、または利用実績や実証実
験などで確認され利用可能性が高い。

a

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・国際物流ターミナル整備事業（国交
省）
・防護矢板工事（国交省）
・土砂処分場管理用施設整備工事（国交
省）

⑮ 路盤材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・4)「舗装再生便覧」に規定されている品質
基準をｺﾝｸ ﾘｰ ﾄ副産物の路盤材への使用にあ
たっての品質基準としている。
・6)路盤材料へ適用するｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材の品
質(すり減り減量)や施工管理を規定。
・ｺﾝｸﾘｰﾄ副産物の破砕物も舗装要綱のｸﾗｯｼｬﾗﾝ
または粒度調整砕石の規格を満たせば使用で
きる。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・空港整備事業（国交省）
・空港誘導路改良工事、護岸工事岸壁改
良工事（国交省）
・道路排水及び舗装工事（国交省）
・橋梁（改良）耐震補強工事（国交省）
・護岸（改良）築造工事（国交省）
・海岸保全施設整備事業（国交省）
・航路泊地浚渫工事（国交省）

4)
6)

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 × E

●現段階では利用が難しいと考えられる。
【主な内容】
・6)ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ発生材を表・基層用材料(再生
密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ、再生ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合
物)への利用は、適用が困難とされている。

-

●利用実績なし

6)

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆
砂材、人工砂浜等

- -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑱ その他 - -

●用途対象外

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・ブロック製作場所の不陸整正（国交
省）
・防波堤本体及び根固め工事のケーソン
函体（国交省）

1)JISA5021「ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H」(平成30年5月改正)

2)JISA5022「再生骨材Mを用いたｺﾝｸﾘｰﾄ」(平成30年5月改正)

3)JISA5023「再生骨材Lを用いたｺﾝｸﾘｰﾄ」(平成30年5月改正)

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ副産物の再生利用に関する用途別品質基準(国土交通省通知、平成28年3月)

5)平成8年度ﾘｻｲｸﾙ材の利用法のとりまとめ((財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、平成9年3月)

6)舗装再生便覧((社)日本道路協会、平成22年度版)

出典)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 
注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(2) コンクリート用細骨材・粗骨材 

コンクリート塊を破砕・粒度調整等を行うことによりコンクリート用の再生骨材を製造する技術

が進められており、有効利用の促進を一つの目的として、平成 17～19 年にかけて、以下のとおり、

コンクリート用再生骨材の規格が JIS化されている。 

・再生骨材 H（高品質）：JIS A 5021 

・再生骨材 M（中品質）：JIS A 5022 

・再生骨材 L（低品質）：JIS A 5023 

利用用途の要求性能に応じて、適切な品質の再生骨材を利用する必要がある。 

再生骨材は原コンクリートのモルタルが付着しているため、その度合いにより、吸水率や安定性

が大きくなる傾向にあり、骨材の品質によってコンクリートの性状に影響する。 

【既存工事における検討事項】 

・コンクリート再生骨材の室内試験一式を実施して、規格の適合を確認した。（漁港建設工事） 

 

 

(3) サンドコンパクションパイル材 

コンクリート塊は、粒状材料として、砂地盤の締固め及び粘性土地盤の改良のいずれの目的にも

利用が考えられる。 

一般に、砂質土地盤の締固めを目的としたサンドコンパクションパイル工法では、せん断強度や

単位体積重量等の材料特性に関する要請は小さい。この用途へのコンクリート塊の利用については、

平成 8 年に神戸港六甲アイランドにおいて試験施工が実施されており、砂と同等の締固め効果及び

施工性が確認されている 1)。 

一方、粘性土地盤の改良を目的としたサンドコンパクションパイル工法では、材料の強度定数や

重量等が設計に大きな影響を及ぼす。それに対してコンクリート塊は骨材とモルタルからなり、粒

子内の強度が不均一であるため強度の評価が難しい。また、粒度調整の程度によって影響を受ける

ため、品質にばらつきが大きい 2)。従って、粘性土地盤の改良のためのサンドコンパクションパイル

工法にコンクリート塊を利用する場合は、利用するコンクリート塊のせん断特性、単位体積重量等

をよく把握して適切に利用する必要がある。 

溶出水は高 pH を示すので、溶出特性をよく把握したうえで、利用に際しては周辺環境に十分配慮

する必要がある。 

【既存工事における検討事項】 

・材料搬入時に、ふるい分け試験成績表等により品質確認を行った。（エプロン地盤改良工事） 

 

【参考文献】 

1) (財)沿岸開発技術研究センター：平成 8年度リサイクル材の利用法のとりまとめ、平成 9年 3 

2) 水上純一、菊池喜昭、吉野博之：リサイクル材料としてのコンクリート塊の諸特性、港湾技研資

料 No.906、平成 10年 6月 
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(4) 路床盛土材 

コンクリート塊を路床盛土材に利用するための参考となる資料等は整備されていない。この用途

にコンクリート塊の利用を検討する場合は、利用実績の確認、試験施工、実証試験の実施等により、

要求性能を満足できることを十分検討する必要がある。 

溶出水は高 pH を示すので、溶出特性をよく把握したうえで、利用に際しては周辺環境に十分配慮

する必要がある。 

【既存工事における検討事項】 

・すり減り試験、密度試験等により仕様規格を満たしているか確認した。（港湾建設工事） 

 

 

(5) 路盤材 

コンクリート塊を路盤材として利用するにあたっては、基準類に示される品質を満足する必要が

ある。基準類としては、「コンクリート副産物の再生利用に関する用途別品質基準」(国土交通省通

知、平成 28 年 3 月)において、コンクリート塊を下層路盤材ならびに上層路盤材として利用する場

合の品質基準として、「舗装再生便覧」（日本道路協会）に規定された品質基準が示されている。 

また、港湾のエプロンや空港の基本施設への適用に際しては、道路舗装における要求品質の基準

値より上位の値が設定されている場合があるので適用用途の要求品質を満たすよう注意する必要が

ある。 

「舗装再生便覧」（日本道路協会）は、舗装設計施工指針に記述された計画、設計、及び施工技

術のうち、舗装の再生利用に関する事項を取りまとめたもので、一般的な舗装再生の施工に必要と

なる、材料、配合設計、施工機械、施工法に係る具体的な内容を網羅しており、利用検討に当たっ

て参照されたい。このほか、「舗装の構造に関する技術基準･同解説」、「舗装設計施工指針」、

「舗装施工便覧」、「道路維持修繕要綱」、「アスファルト混合所便覧」、「アスファルト舗装工

事共通仕様書および解説」等を必要に応じて参照されたい。 

溶出水は高 pH を示すので、溶出特性をよく把握したうえで、利用に際しては周辺環境に十分配慮

する必要がある。 

 

 

(6) 今後の検討を要する用途 

1) バーチカルドレーン及びサンドマット材 

コンクリート塊は、材料特性等の技術的検討を行うことで、粒状材料としてバーチカルドレーン

及びサンドマットへの利用が考えられる。利用する場合には、コンクリート塊の強度特性が問題に

なることは少なく、むしろ透水性がドレーン効果に影響することから、適用性は、個々のコンクリ

ート塊粒子の物性よりも破砕時の粒度分布によるところが大きい。 

この用途にコンクリート塊の利用を検討する場合は、粒度分布、透水性、溶出特性等の性質をよ

く把握する必要がある。また、溶出水は高 pH を示すので、溶出特性をよく把握したうえで、利用に

際しては周辺環境に十分配慮する必要がある。 
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2) 捨石 

構造物の基礎捨石等は、波力の影響に対して安定している必要があるため、比較的寸法の大きな

石材が材料として用いられる。コンクリート塊は、根固め石として利用された実績はあるものの、

構造物の基礎捨石のように、せん断強さが要求される用途への適用技術開発はあまり進んでいない。

粗割りによる強度低下、長期的な耐久性の低下等の確認等、今後の技術的検討が必要である。 

この用途にコンクリート塊の利用を検討する場合は、利用実績の確認、試験施工、実証試験の実

施等により、要求性能を満足できることを十分検討する必要がある。また、溶出水は高 pH を示すの

で、溶出特性をよく把握したうえで、利用に際しては周辺環境に十分配慮する必要がある。 

 

3) 中詰材 

コンクリート塊は、粒状材料として中詰材への利用が考えられる。コンクリート塊の粒子は、粒

子内の強度が均一に近い天然の石材とは違い、骨材とモルタルという物性の異なる２種類のものか

ら構成されている。そのため、コンクリート塊を破砕・粒度調整する際、その度合いによってモル

タル分の付着量が違い、結果として破砕時の粒度によって品質に差が生じる。従って、中詰材にコ

ンクリート塊の利用を検討する場合は、実際に使用するコンクリートについて、その粒度調整の程

度等を把握した上で、単位体積重量、せん断特性、溶出特性等の性質を確認する必要がある。また、

溶出水は高 pH を示すので、溶出特性をよく把握したうえで、利用に際しては周辺環境に十分配慮す

る必要がある。 

【既存工事における検討事項】 

・コンクリート塊の比重試験結果が仕様を満たしていることを確認した。（防波堤築造工事） 

・コンクリート塊の単位体積重量が仕様を満足しないため、購入砂との混合比を設定した。（防

波堤建設工事、ケーソン撤去外工事） 

・コンクリート塊中詰め投入時の汚濁・粉塵については、バケット位置に配慮した施工を行った。

（岸壁築造等工事） 

 

4) 被覆・根固工 

被覆石、根固石は、波力の影響に対して安定している必要があるため、比較的寸法の大きな石材

が材料として用いられる。 

コンクリート塊は、被覆石及び根固石としての利用実績はあるものの、せん断強さが要求される

用途への適用技術開発はあまり進んでいない。粗割りによる強度低下、長期的な耐久性の低下等の

確認等、今後の技術的検討が必要である。 

この用途にコンクリート塊の利用を検討する場合は、利用実績の確認、試験施工、実証試験の実

施等により、要求性能を満足できることを十分検討する必要がある。また、溶出水は高 pH を示すの

で、溶出特性をよく把握したうえで、利用に際しては周辺環境に十分配慮する必要がある。 

【既存工事における検討事項】 

・コンクリート塊を根固石として流用する場合、使用可能な形状が得られることを確認した。

（防波堤築造工事） 
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5) 裏込材 

コンクリート塊は、粒状材料として、裏込材への利用が考えられる。コンクリート塊の粒子は、

粒子内の強度が均一に近い天然の石材とは違い、骨材とモルタルという物性の異なる２種類のもの

から構成されている。そのため、コンクリート塊を破砕・粒度調整する際、その度合いによってモ

ルタルの付着分が違い、結果として破砕時の粒度によって品質に差が生じる。従って、裏込材にコ

ンクリート塊の利用を検討する場合は、実際に使用するコンクリートについて、その粒度調整の程

度等を把握した上で、単位体積重量、せん断特性、溶出特性等の性質を確認する必要がある。また、

溶出水は高 pH を示すので、溶出特性をよく把握したうえで、利用に際しては周辺環境に十分配慮す

る必要がある。 

 

6) 裏埋材 

コンクリート塊を裏埋材として利用する場合のマニュアル類は整備されていないが、裏込材への

利用可能性があることから、裏込材の要求品質を目安とすることにより、裏埋材への利用も可能と

考えられる。裏埋材として利用する場合は、個々の工事において定まる要求性能を満たすことを十

分確認した上で利用する必要がある。また、溶出水は高 pH を示すので、溶出特性をよく把握したう

えで、利用に際しては周辺環境に十分配慮する必要がある。 

【既存工事における検討事項】 

・単位体積重量、粒度分布等を確認して使用した。（護岸付帯工事、岸壁整備工事） 

 

7) 盛土材、覆土材、載荷盛土材 

コンクリート塊を盛土材、覆土材、載荷盛土材に利用するための参考となる資料等は整備されて

いない。 

この用途にコンクリート塊の利用を検討する場合は、利用実績の確認、試験施工、実証試験の実

施等により、要求性能を満足できることを十分検討する必要がある。 

溶出水は高 pH を示すので、溶出特性をよく把握したうえで、利用に際しては周辺環境に十分配慮

する必要がある。 

 

 

3.4.5 関連法令 

工事現場で発生するコンクリート塊は、「建設リサイクル法」における特定建設資材が廃棄物となっ

たものであり、対象建設工事（建設リサイクル法に基づき定められる一定規模以上の工事）においては

再資源化等を行うことが必要である。また、対象建設工事以外の土木工事であっても、再資源化等に努

めるべきである。なお、「廃棄物処理法」に規定する産業廃棄物に該当することから、当該工事におけ

る現場内利用及び工事間利用にあたっては注意する必要がある。 

これらの当該工事における現場内利用及び工事間利用について疑義が生じた場合は、「廃棄物処理

法」の行政指導を行っている都道府県または市町村の廃棄物担当部局、または、「海洋汚染防止法」の

行政指導を行っている海上保安部に確認を取る必要がある。 
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建設リサイクル法 

第十六条（再資源化等実施義務）  

対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしな

ければならない。ただし、特定建設資材廃棄物でその再資源化について一定の施設を必要とするもの

のうち政令で定めるもの（以下この条において「指定建設資材廃棄物」という。）に該当する特定建

設資材廃棄物については、主務省令で定める距離に関する基準の範囲内に当該指定建設資材廃棄物の

再資源化をするための施設が存しない場所で工事を施工する場合その他地理的条件、交通事情その他

の事情により再資源化をすることには相当程度に経済性の面での制約があるものとして主務省令で定

める場合には、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。 

建設リサイクル法基本方針 

三 特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標の設定その他特定建設資材廃棄物の再資源化等の促

進のための方策に関する事項  

1.特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標の設定に関する事項（抜粋） 

資源化施設の立地状況が地域によって異なることを勘案しつつ、すべての関係者が再生資源の十分

な利用及び廃棄物の減量をできるだけ速やかに、かつ、着実に実施することが重要であることから、

今後十年を目途に特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に重点的に取り組むこととし、平成二十二

年度における再資源化等率（工事現場から排出された特定建設資材廃棄物の重量に対する再資源化等

されたものの重量の百分率をいう。）は、コンクリート塊（コンクリートが廃棄物となったもの並び

にコンクリート及び鉄から成る建設資材に含まれるコンクリートが廃棄物となったものをいう。以下

同じ。）について 95％とする。 特に、国の直轄事業においては、再資源化等を先導する観点から、

平成十七年度までに最終処分する量をゼロにすることを目指すこととする。 

 

2.特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進のための方策に関する事項 

（2）特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進のための具体的方策等 

①コンクリート塊 

コンクリート塊については、破砕、選別、混合物除去、粒度調整等を行うことにより、再生クラッ

シャーラン、再生コンクリート砂、再生粒度調整砕石等（以下「再生骨材等」という。）として、道

路、港湾、空港、駐車場及び建築物等の敷地内の舗装（以下「道路等の舗装」という。）の路盤材、

建築物等の埋め戻し材または基礎材、コンクリート用骨材等に利用することを促進する。 

また、コンクリート塊の再資源化施設については、新たな施設整備と併せて既存施設の効率的な稼

動を推進するための措置を講ずるよう努める必要がある。 

なお、現状においては、コンクリート塊をコンクリート用骨材として再資源化する費用は、コンク

リート用骨材以外のものとして再資源化する費用に比較して高いことから、その費用の低減のための

技術の開発等を行う必要がある。 

 

 

3.4.6 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

コンクリート塊を材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサイクル材

料として利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当箇所を参照

し、検討を行う。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.5 建設発生木材 

3.5.1 搬出・利用の状況 

建設発生木材は、排出量の 9割以上が再資源化・縮減されている。 

（解説） 

建設発生木材は、木造建築物の解体等によって発生する木材である。 

建設発生木材の排出量の推移は図 3.5.1、平成 30 年度の地域別再資源化率は図 3.5.2 に示すとお

りである。平成 30 年度には、年間 553 万 t が排出されており、全国における再資源化・縮減（脱水

等による減量化）率は、96.2%であった。 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

排
出

量
（

万
t
)

 

出典）平成 30 年度建設副産物実態調査結果参考資料（国土交通省）より作成 

図 3.5.1 排出量の推移（建設発生木材） 
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再資源化・縮減率＝（再使用量＋再生利用量＋熱回収量＋縮減量(焼却による減量化量))／排出量 

出典）平成 30 年度建設副産物実態調査結果参考資料（国土交通省）より作成 

図 3.5.2 地域別再資源化・縮減率（平成 30年度、建設発生木材） 
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3.5.2 品質 

建設発生木材は、強度性能、耐久性、環境性等の面から特色を持つ材料である。 

（解説） 

「港湾の施設の技術上の基準・同解説」において、木材は、他の建設材料と比較して以下のよう

な特色があり、港湾の施設に木材を利用する際にはこれらの性質に配慮する必要があるとされてい

る。 

 

①強度性能 

質量当たりの強度が大きい。繊維直交方向の強度に比べて、繊維方向の強度が大きい。引張り強

度が圧縮強度よりも大きく、曲げ破壊は圧縮側の座屈から始まる。せん断強さが小さい。含水率に

よる強度、寸法、比重等の変化が無視できない。持続荷重によるクリープ変形が大きい。 

 

②耐久性 

生物（菌類、昆虫類、海虫類など）、気象因子（紫外線、降雨、温度など）等によって、変色、

表面汚染、形態変化、強度低下等の劣化を生じる。木材の使用環境と含水状態により、主な劣化要

因は大きく異なる。 

 

③環境性 

木は太陽エネルギーを利用し大気中の二酸化炭素を固定して生育するので、生産に伴う二酸化炭

素排出の少ない材料である。間伐材の利用は人工林の保全に資する。天然林材の使用は森林破壊を

招くおそれ等があるので留意するべきである。 

 

④その他 

可燃性がある。適度に不規則な木目模様や色の濃淡により景観性にすぐれる。香りが心身に良い

影響を与える。適度な弾力性があり転倒した場合のけがが少ない。熱伝導率が小さいので触れたと

きに暖かみがある。摩擦係数が適度に大きく、静摩擦係数と動摩擦係数の差がほとんどないので歩

きやすく感じられる。 

 

 

3.5.3 加工・改良技術 

現場内で破砕等を行い再利用する場合においても、再資源化施設で製造される再生資材の品質と同

等の品質を満足することにより利用することができる。 
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3.5.4 適用用途 

(1) 概要 

建設発生木材をリサイクル材として利用する場合は、関係する基準類に準拠し、用途において定ま

る要求性能を満たす材料を用いるものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、建設発生木材を各用途に利用する場合の評価を行った結果を

表 3.5.1 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性等）がある

場合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 

 

表 3.5.1 建設発生木材の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑩ 裏込材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑭ 路床盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑮ 路盤材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

- -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑱ その他
◎

（ﾎﾞｰﾄﾞ材
料等）

B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)建設発生木材の品質区分と適用用途、ﾘｻｲ
ｸﾙの方法、施工方法、施工事例等について記
載。
・2)木くずについての利用用途、適用範囲、
試験評価方法(品質基準等)を記載。
・利用用途としては、ﾎﾞｰﾄﾞ材のほか、現場内
利用としてﾏﾙﾁﾝｸﾞ材、生育基盤材、堆肥化、
炭化、丸太材などへの利用が考えられる。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・建設発生木材を再生木質ボード型枠と
して活用
・解体発生木材を新築構造物に再利用
・伐採材をチップ化し、緑化基盤材とし
て活用
・伐採材をチップ化・堆肥化して法面吹
付資材として活用

1)
2)

1)建設発生木材ﾘｻｲｸﾙの手引き(案)(土木研究所、平成17年12月)

2)建設工事における他産業ﾘｻｲｸﾙ利用技術ﾏﾆｭｱﾙ(土木研究所、平成18年4月)

出典)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

 
注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(2) ボード材料等 

港湾・空港工事への建設発生木材の利用用途については、ボード材のほか、現場内利用としてマ

ルチング材、生育基盤材、堆肥化、炭化、丸太材などが考えられる。 

「建設発生木材リサイクルの手引き(案)」(編著：(独)土木研究所、出版：(株)大成出版社、平成

17 年 12 月)、「建設工事における他産業リサイクル利用技術マニュアル」(編著：(独)土木研究所、

出版：(株)大成出版社、平成 18 年 4 月)等の関連マニュアル類を参考とし、要求性能に応じた材料

を利用する必要がある。 

利用用途に見合う品質が確保されたものについて、調達の可能性、経済性等を勘案して利用する

必要がある。 

 

3.5.5 関連法令 

建設発生木材は、「廃棄物処理法」に規定する産業廃棄物に該当する。また、「建設リサイクル

法」における特定建設資材が廃棄物となったものであり、再資源化等に努めるべきである。 

（解説） 

工事現場で発生する建設発生木材は、「建設リサイクル法」における特定建設資材が廃棄物となった

ものであり、対象建設工事（建設リサイクル法に基づき定められる一定規模以上の工事）においては再

資源化等を行うことが必要である。また、対象建設工事以外の土木工事であっても、再資源化等に努め

るべきである。なお、「廃棄物処理法」に規定する産業廃棄物に該当することから、当該工事における

現場内利用及び工事間利用にあたっては注意する必要がある。 

これらの当該工事における現場内利用及び工事間利用について疑義が生じた場合は、「廃棄物処理

法」の行政指導を行っている都道府県または市町村の廃棄物担当部局、または、「海洋汚染防止法」の

行政指導を行っている海上保安部に確認を取る必要がある。 

 

建設リサイクル法 

第十六条（再資源化等実施義務）  

対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしな

ければならない。ただし、特定建設資材廃棄物でその再資源化について一定の施設を必要とするもの

のうち政令で定めるもの（以下この条において「指定建設資材廃棄物」という。）に該当する特定建

設資材廃棄物については、主務省令で定める距離に関する基準の範囲内に当該指定建設資材廃棄物の

再資源化をするための施設が存しない場所で工事を施工する場合その他地理的条件、交通事情その他

の事情により再資源化をすることには相当程度に経済性の面での制約があるものとして主務省令で定

める場合には、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。 

建設リサイクル法基本方針 

三 特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標の設定その他特定建設資材廃棄物の再資源化等の促

進のための方策に関する事項  

1.特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標の設定に関する事項（抜粋） 

資源化施設の立地状況が地域によって異なることを勘案しつつ、すべての関係者が再生資源の十分

な利用及び廃棄物の減量をできるだけ速やかに、かつ、着実に実施することが重要であることから、

今後十年を目途に特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に重点的に取り組むこととし、平成二十二

年度における再資源化等率（工事現場から排出された特定建設資材廃棄物の重量に対する再資源化等

されたものの重量の百分率をいう。）は、建設発生木材（木材が廃棄物となったものをいう。以下同

じ。）について 95％とする。特に、国の直轄事業においては、再資源化等を先導する観点から、平成

十七年度までに最終処分する量をゼロにすることを目指すこととする。 
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2.特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進のための方策に関する事項 

（2）特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進のための具体的方策等 

②建設発生木材 

建設発生木材については、チップ化し、木質ボード、堆肥等の原材料として利用することを促進す

る。これらの利用が技術的な困難性、環境への負荷の程度等の観点から適切でない場合には燃料とし

て利用することを促進する。 

 なお、建設発生木材の再資源化を更に促進するためには、再生木質ボード（建設発生木材を破砕し

たものを用いて製造した木質ボードをいう。以下同じ。）、再生木質マルチング材（雑草防止材及び

植物の生育を保護・促進する材料等として建設発生木材を再資源化したものをいう。以下同じ。）等

について、更なる技術開発及び用途開発を行う必要がある。具体的には、住宅構造用建材、コンクリ

ート型枠等として利用することのできる高性能・高機能の再生木質ボードの製造技術の開発、再生木

質マルチング材の利用を促進するための用途開発、燃料用チップの発電燃料としての利用等新たな利

用を促進するための技術開発等を行う必要がある。 

 また、このような技術開発等の動向を踏まえつつ、建設発生木材については、建設発生木材の再資

源化施設等の必要な施設の整備について必要な措置を講ずるよう努める必要がある。 

 

 

3.5.6 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

建設発生木材を材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサイクル材料

として利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当箇所を参照し、

検討を行う。 

建設発生木材は基本的に木材としての利用となるため、再利用または廃棄を行う場合は、再び建設発

生木材として検討を行うこととなる。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.6 建設汚泥 

3.6.1 搬出・利用の状況 

建設汚泥は、排出量の 8割以上が再資源化・縮減されている。 

（解説） 

建設汚泥は、泥水式シールド工法、連続地中壁工法、場所打杭工法等、地下掘削面の崩壊防止ま

たは掘削土の流動化排土のために泥水を用いる工法などから生じる泥土である。 

建設汚泥の排出量の推移は図 3.6.1、平成 30 年度の地域別再資源化・縮減（脱水等による減量

化）率は図 3.6.2 に示すとおりである。平成 30 年度には年間 623 万 t の建設汚泥が排出されており、

全国における再資源化・縮減率は 94.6%であった。 
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出典）平成 30 年度建設副産物実態調査結果参考資料（国土交通省）より作成 

図 3.6.1 排出量の推移（建設汚泥） 

0

20

40

60

80

100

北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 全国

再
資
源
化
・

縮
減
率
（
％
）

 

再資源化・縮減率＝（再使用量＋再生利用量＋縮減量(脱水等による減量化量))／排出量 

出典）平成 30 年度建設副産物実態調査結果参考資料（国土交通省）より作成 

図 3.6.2 地域別再資源化・縮減率（平成 30 年度、建設汚泥） 
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3.6.2 品質 

建設汚泥の性状は、工法により自硬性汚泥と非自硬性汚泥に分類できる。 

（解説） 

(1) 物理・力学的性質 

建設汚泥は「浚渫以外の建設工事等に係わる掘削工事に伴って排出されるもののうち、標準ダン

プトラックに山積みができず、またその上を人が歩けない状態のもの（コーン指数がおおむね

200kN/m2 以下または一軸圧縮強さがおおむね 50kN/m2 以下）」と定義され、土質区分上では泥土に

相当する。 

建設汚泥の性状は、工法により自硬性汚泥と非自硬性汚泥に分類できる。それぞれの性状及び主

な発生工法は表 3.6.1に示すとおりである。 

 
 

表 3.6.1 建設汚泥の性状 
 

分 類 性 状 主な発生工法 

非自硬性汚泥 

泥水状汚泥 含水比が高く、泥水状 
（余剰泥水・安定液） 

・泥水式シールド工法 
・連続地中壁工法 
・アースドリル工法 

泥土状汚泥 
含水量が少ない 

機械的脱水が難しい 

・泥土圧シールド工法 
・アースドリル工法 

自硬性汚泥 
放置すれば固結する（セ
メント等を多量に含む） 

・高圧噴射撹拌工法 
・ソイルセメント壁工法 

 

 

(2) 化学的性質 

1) pH 

セメント系及び石灰系の改良材を添加した建設汚泥（改良土）については、pH が高くなる場合が

ある。また、産業副産物を改良材として利用する場合、pH が高い材料もある。したがって、改良材

を添加する場合は、適用先の基準類を満足できるよう留意することとする。 

 

2) 有害物質の溶出量・含有量 

建設汚泥には、処理の過程で添加材等（作泥材、凝集剤、脱水助剤等）が用いられる場合がある。

一般に安全性が確認されたものが使用されているが、利用に当たっては発生工事において使用された

添加材等の安全性に関する資料を入手し、使用状況が適正であることを確認することが望ましい。 

また、セメント系改良材等による安定処理を行う場合、固化材と土の組み合わせによっては六価

クロムが環境基準を超えて溶出する場合があるため、留意する必要がある。 

 

 



3-6-3 

3.6.3 加工・改良技術 

建設汚泥の改良に当たっては、「建設汚泥再生利用マニュアル」を参照することができる。 

（解説） 

建設汚泥は、「建設汚泥再生利用マニュアル」（編著：(独)土木研究所、出版：(株)大成出版社、

平成 20年 12月）で表 3.6.2に示す改良技術が示されている。 

脱水や乾燥処理を行う場合、コーン指数が 200～400kN/m2程度（建設汚泥処理土利用技術基準にお

ける第４種処理土程度）までの強度を得ることができる。 

安定処理を行う場合、建設汚泥は、セメント等の安定処理材の添加により任意の強度を得ること

ができるので、利用用途に見合った配合をして用いることができる。また、土中に用いたセメント

改良土については、劣化速度が遅いことが知られている 1)。 

高度安定処理や焼成処理を行う場合は、処理後は粒状、礫状を呈し（建設汚泥処理土利用技術基

準における第１種処理土程度）、破砕して砂や砕石の代替として利用することが可能である。 

なお、建設汚泥の改良に際し、改良時に添加される凝集剤やセメント及びセメント系固化材等によ

って環境保全上の問題が生じる場合があり、凝集剤の品質確認及びセメント、セメント系固化材によ

る六価クロムの溶出について配慮が必要である。 
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表 3.6.2 建設汚泥の主な改良技術と品質 
 

処理技術 概 要 処理後の品質 

製

品

化

処

理

技

術 
※１ 

焼成処理 
・建設汚泥を利用目的に応じて成形したものを、1,000℃程度の温度

で焼成固結する処理技術。 
・粒状、礫状を呈する。 

高度安定処理 

・安定処理にプレス技術等を併用し強度の高い固化物を製造する処

理技術。セメント等の固化材の添加量の増加によっても可能であ

る。固化物を解砕することにより礫・砂状となる。 

・粒状、礫状を呈する。 

スラリー化安定 

処理 

・土砂に泥水（または水）とセメント等の固化材を混練して流動性

を有する処理土（流動化処理土等）を製造する処理技術。まだ固ま

らないコンクリートのようにポンプやアジテータ車等から流し込ん

で施工する。泥水として建設汚泥の利用が可能である。スラリー化

安定処理には、流動化処理土、気泡混合土等がある。 

・スラリー状→固化 

・ 一軸圧縮 強さ で 100 ～

500kN/m2 程度。（固化材の

添加量によってはさらに高

強度も可能） 

土

質

材

料

と

し

て

の

処

理

技

術 
※２ 

高度脱水処理 

・脱水処理土がそのまま土質材料として利用できる脱水処理技術を

いう。適用可能な脱水機として、打込み圧が 1.5MPa 以上のフィル

タープレスや真空圧を併用しセメント等の固化材を凝集剤として使

用できるフィルタープレス等が開発されている。 

・脱水ケーキ 

・コーン指数で 400kN/m2 以

上。 

脱水処理 

・含水比の高い建設汚泥から水を絞り出す技術。機械力を利用した

機械式脱水処理と、重カなどを利用した自然式脱水処理に大別され

る。通常、減量化や安定処理などの前処理に用いられるが、土質や

利用用途によっては、脱水処理土が直接利用できる場合もある。袋

詰脱水処理工法は自然式脱水処理工法に分類される。 

・脱水ケーキ 

・コーン指数で 200kN/m2程度

まで。（土質によっては

200kN/m2以上） 

安定処理等 

・建設汚泥にセメントや石灰等の固化材により化学的に土質を改良

する安定処理と無機系や高分子系の改良材により主に吸水作用によ

る強度発現を期待する土質改良がある。両者とも施工性を改善する

と同時に、強度の発現・増加を図る方法。固化材や改良材の添加量

によって強度の制御が可能である。 

・コーン指数で 200kN/m2以上

から礫・砂状を呈するもの

まで。 

乾燥処理 

・建設汚泥から水を蒸発させることにより含水比を低下させ、強度

を高める技術。天日乾燥などの自然式乾燥や、熱風などによる機械

式乾燥がある。 

・乾燥の程度によっては固結

状態まで可能であるが、通

常はコーン指数 200kN/m2程

度まで。 

粒度調整 

・細粒分の多い建設汚泥に粒度構成の異なる砂等を混合して粒度分

布を変え、含水比を低下させることにより締固め特性を改善する方

法。混合の方法としては、ミキサー等によるプラント混合と油圧シ

ョベル等を利用した現場混合がある。 

・砂状を呈する。 

・不適正処分とならぬよう、

適用用途に見合った改良を

行うこと。 

注）廃棄物処理法上では乾燥も脱水に位置づけられている。 

※１ 建設汚泥に高い付加価値をつけ、一般利用者（建設工事も含まれる）を対象に販売できる製品を製造するための処理技術 

※２ 建設汚泥を盛土や埋め戻しなどの用途に適合する土質材料にまで有用性を高め利用するための処理技術 

出典）建設汚泥再生利用マニュアル（編著：(独)土木研究所、出版：(株)大成出版社、平成 20年 12月） 

 

【参考文献】 

1) 北詰昌樹、菊池喜昭：固化処理土の長期耐久性、月刊基礎工、Vol.39、No.5、pp.55-59、平成 23

年 
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3.6.4 適用用途 

(1) 概要 

建設汚泥をリサイクル材として利用する場合は、関係する基準類に準拠し、必要に応じて土質改良

を行う等、用途において定まる要求性能を満たす材料を用いるものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、建設汚泥を各用途に利用する場合の評価を行った結果を表 

3.6.3 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性等）がある場合、

評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 
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表 3.6.3 建設汚泥の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で用途として利
用可能であるが、課題等も挙げられている。
(p.3-6-7)

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・岸壁築造工事（サンドドレーン）（国
交省）

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で用途として利
用可能であるが、課題等も挙げられている。
(p.3-6-7)

-

●利用実績なし

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材 × E

●現段階では利用が難しいと考えられるも
の。
【主な内容】
・1)港湾工事おけるﾘｻｲｸﾙ材の利用可能性とし
て、中詰材への利用は不可能と考えられると
判定されている。

-

●利用実績なし

1)

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑩ 裏込材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・2)土質材料として利用する場合の品質区分
とその指標(ｺｰﾝ指数)と調査試験方法を規定。
・盛土材用途として、道路用盛土、河川築
堤、土地造成などへの適用を規定。
・建設汚泥処理土をそのままで使用あるいは
適切な土質改良により使用が可能とされてい
る。
・3)盛土として利用する際の調査・設計、施
工、施工管理(品質管理)、品質確認に係る留
意事項等が定められている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・岸壁築造工事（国交省）

2)
3)

⑬ 埋立材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・2)土質材料として利用する場合の品質区分
とその指標(ｺｰﾝ指数)と調査試験方法を規定。
・水面埋立への適用を規定。(泥土については
土質改良を規定。また、水面上へ土砂等が出
た後については、利用目的別の留意点（地盤
改良、締固め等）を別途考慮するものとされ
ている。)
・3)主な利用用途として水面埋立を記載。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・貯木場埋立造成事業（管理者）

2)
3)

⑭ 路床盛土材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・2)土質材料として利用する場合の品質区分
とその指標(ｺｰﾝ指数)と調査試験方法を規定。
・盛土材用途として、道路用盛土(路床)への
適用を規定。
・建設汚泥処理土をそのままで使用あるいは
適切な土質改良により使用が可能とされてい
る。
・3)盛土として利用する際の調査・設計、施
工、施工管理(品質管理)、品質確認に係る留
意事項等が定められている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・岸壁築造工事（国交省）

2)
3)

⑮ 路盤材 △ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・2)土質材料として利用する場合の品質区分
とその指標(ｺｰﾝ指数)と調査試験方法を規定。
・3)建設汚泥を高度安定処理などの処理を行
い、砕石状に加工したものなどが路盤材とし
て利用可能とされている。
・路盤材の利用用途(上層路盤材、下層路盤
材)ごとの要求品質規格が定められている。

-

●利用実績なし

2)
3)

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

- -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

1)ﾘｻｲｸﾙ材料の港湾工事への活用に関する検討(港湾技研資料、平成8年3月)

2)通達「建設汚泥処理土利用技術基準について」(国官技第50号、国官総第137号、国営計第41号、平成18年6月)

3)建設汚泥再生利用ﾏﾆｭｱﾙ(土木研究所、平成20年12月)

出典)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 
注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(2) 盛土材、覆土材、載荷盛土材 

建設汚泥を盛土、覆土、載荷盛土に利用する場合においては、その性状と利用用途に応じて、

「発生側や利用側で性状を改良して利用する」、「プラントやストックヤードを経由して利用す

る」などの利用方法がある。有効利用にあたっては、改良処理を前提として、処理土の用途、処理

土の品質、改良処理工法等について検討する必要がある。 

通達「建設汚泥処理土利用基準について」において、表 3.1.1 に示した土質区分に基づき、盛

土材に関する用途として、道路用盛土、河川築堤、土地造成等への適用に当たっての土質区分の標

準（適用用途標準）が規定されており、目安とすることができる。建設汚泥は、適切な土質改良

（含水比低下、粒度調整、機能付加・補強、安定処理等）を行えば使用可能とされている。 

また、「港湾工事共通仕様書」では、盛土材の「港湾工事品質管理基準」が示されているため、

港湾工事に利用する場合、品質管理方法について準拠する必要がある。 

 

 

(3) 埋立材 

通達「建設汚泥処理土利用基準について」において、表 3.1.1 に示した土質区分に基づき、水

面埋立への適用に当たっての土質区分の標準（適用用途標準）が規定されており、目安とすること

ができる。建設汚泥は、適切な土質改良（含水比低下、粒度調整、機能付加・補強、安定処理等）

を行えば使用可能とされている。 

建設汚泥を安定処理して利用する場合、処理土としての性質のみならず、原料土としての建設汚

泥の性質もその配合設計や固結後の特性評価の指標となるため、よく把握しておくことが重要であ

る。 

 

 

(4) 路床盛土材 

通達「建設汚泥処理土利用基準について」において、表 3.1.1 に示した土質区分に基づき、道路

用盛土（路床）への適用に当たっての土質区分の標準（適用用途標準）が規定されており、目安と

することができる。 

 

 

(5) 今後の検討を要する用途 

1) バーチカルドレーン及びサンドマット材 

砂質系で標準材料と同等以上の品質の材料について利用可能であることから、建設汚泥について

も土質改良による利用可能性があるものの、今後の検討を要する。したがって、利用を検討する場

合には、利用可能性について十分検討する必要がある。 

一般に、バーチカルドレーン及びサンドマットに用いる砂は透水性がよく、粘土粒子による目詰

まりが生じないようなものが使用されるため、使用する建設汚泥の粒度及び透水性に留意が必要で

ある。 
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2) サンドコンパクションパイル材 

砂質系で標準材料と同等以上の品質の材料について利用可能であることから、建設汚泥について

も土質改良による利用可能性があるものの、今後の検討を要する。したがって、利用を検討する場

合には、利用可能性について十分検討する必要がある。 

適用箇所が砂質土地盤であるか、粘性土地盤であるかによって要求品質及び性能が異なることに

留意が必要である。 

 

3) 路盤材 

「建設汚泥再生利用マニュアル」（編著：(独)土木研究所、出版：(株)大成出版社、平成 20 年 12

月）において、セメントや石灰を混合し、高強度の固化物を製造する処理技術である高度安定処理

を行った建設汚泥について、路盤材へ利用可能とされている。路盤材へ利用する場合は、「舗装再

生便覧」に規定されている要求品質規格を満たす材料を用いることとする。 

 

 

3.6.5 関連法令 

建設汚泥は、「廃棄物処理法」に規定する産業廃棄物に該当する。 

（解説） 

建設汚泥は「廃棄物処理法」に規定する産業廃棄物に該当することから、当該工事における現場内利

用及び工事間利用にあたっては注意する必要がある。 

これらの当該工事における現場内利用及び工事間利用について疑義が生じた場合は、「廃棄物処理

法」の行政指導を行っている都道府県または市町村の廃棄物担当部局、または、「海洋汚染防止法」の

行政指導を行っている海上保安部に確認を取る必要がある。 

 

建設リサイクル法基本方針 

三 特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標の設定その他特定建設資材廃棄物の再資源化等の促

進のための方策に関する事項  

2.特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進のための方策に関する事項 

（2）特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進のための具体的方策等 

④その他 

特定建設資材以外の建設資材についても、それが廃棄物となった場合に再資源化等が可能なもの

についてはできる限り分別解体等を実施し、その再資源化等を実施することが望ましい。また、そ

の再資源化等についての経済性の面における制約が小さくなるよう、分別解体等の実施、技術開発

の推進、収集運搬方法の検討、効率的な収集運搬の実施、必要な施設の整備等について関係者によ

る積極的な取組が行われることが必要である。 

 

改良土を海域において利用する場合には、海域に改良土から高 pH の溶出水が流出する恐れや濁り

が生じる恐れがあるため、工事区域の海域の利用特性を考慮して工事中の監視目標値を定め、その目標

値を満足できるように配慮が必要である。pH については「水質汚濁に係る環境基準（環境基本法）」、

濁り（SS）については「水産用水基準（公益社団法人日本水産資源保護協会）」でそれぞれ基準が定め

られており、監視目標値を設定する際に参照することができる。 
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また、セメント及びセメント系の固化材で安定処理した改良土は、通達「『セメント及びセメント系

固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について』とその運用について」

（平成 12 年 3 月 24 日付け、平成 13 年 4 月 20 日一部変更、建設省（現国土交通省））に基づき、六価

クロムの溶出に関して調査を実施する必要がある。 

 

 

3.6.6 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

建設汚泥を材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサイクル材料とし

て利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当箇所を参照し、検

討を行う。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.7 高炉スラグ 

3.7.1 製造・供給 

（解説） 

(1) 製造方法 

1) 高炉スラグの生成 

高炉スラグは銑鉄製造工程で発生する。高炉内に鉄鉱石、コークス、石灰石などの原料を装入し

熱風を送ると、鉄鉱石は還元されて、溶銑及び溶融スラグとなっていずれも炉底に溜まる。これを

比重差（溶銑：7、溶融スラグ：2.6～2.7）によって分離、回収したものが高炉スラグであり、溶銑

1ｔに対し約 300㎏のスラグが発生する。 

高炉スラグは、冷却方法によって、高炉徐冷スラグ、高炉水砕スラグの 2種類に分類される。 

製造フローを図 3.7.1に、組成例を表 3.7.1に示す。 

 

 

出典）環境資材 鉄鋼スラグ（鐵鋼スラグ協会） 

図 3.7.1 鉄鋼スラグ製品の製造フロー 

 

高炉スラグは、冷却方法の違いにより、高炉徐冷スラグ、高炉水砕スラグに分類される。また、用

途に応じコンクリート用細骨材、コンクリート用粗骨材、高炉スラグ微粉末、土工用水砕スラグ、道

路用鉄鋼スラグが製品として製造されている。 
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表 3.7.1 鉄鋼スラグの組成例 

 

出典）環境資材 鉄鋼スラグ（鐵鋼スラグ協会） 

 

2) 高炉スラグ製品の製造 

① 高炉徐冷スラグ 

高炉で生成された溶融スラグをドライピットあるいは畑と呼ばれる冷却ヤードに流し込み、自然

放冷と適度の散水によって冷却すると、結晶質の岩石状のスラグとなる。 

これを、破砕・ふるい分けをすることによって、コンクリート用や路盤用等の製品として利用さ

れる。図 3.7.2に高炉徐冷スラグの製造工程例を示す。 

 

      
出典）環境資材 鉄鋼スラグ（鐵鋼スラグ協会） 

図 3.7.2 高炉徐冷スラグの製造工程 
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② 高炉水砕スラグ 

高炉水砕スラグの製造は、通常、図 3.7.3 に示すように溶融スラグの流下時点で吹製装置から高

圧水を噴射させると、スラグが急冷され砂状になる。水と混ざってスラリー化した高炉水砕スラグを

ポンプで脱水槽に送り、固液分離を行い、分離されたスラグが搬出される。 

        

出典）港湾・空港等における水砕スラグ利用技術マニュアル（（財）沿岸技術研究センター、平成 19年 12 月） 

図 3.7.3 高炉水砕スラグの製造工程 

 

③ 高炉スラグ微粉末 

高炉スラグ微粉末は、図 3.7.4 に示すように高炉水砕スラグを竪型ローラーミルまたはボール

ミルによる粉砕により製造される。図 3.7.4 に示す工程で製造された高炉水砕スラグは約 10％の

水分を含んでおり、高炉スラグ微粉末をボールミルで製造する場合は、粉砕機の前工程で乾燥工

程が必要となる。一方、竪型ローラーミルは熱風発生機が組み合わされており、乾燥と粉砕は同

時に行われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7.4 高炉スラグ微粉末の製造工程 

高炉スラグ微粉末

高炉水砕スラグ

乾燥機

乾燥スラグ

粉砕機
（ボールミル）

　乾燥粉砕機
　　（竪型
　　ローラミル）
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(2) 供給・利用の状況 

1) 供給地域 

陸上輸送：製造所（製鉄所）周辺 

海上輸送：全国 

海上輸送＋陸上輸送：全国の港周辺 

 

2) 製造所（製鉄所）の立地場所 

① 土工用水砕スラグ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事推奨用リサイクル製品便覧（令和 3 年度版）（リサイクルポート推進協議会）より作成 

図 3.7.5 土工用水砕スラグ製造所（製鉄所）の立地場所 

 

② コンクリート用細骨材  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事推奨用リサイクル製品便覧（令和 3 年度版）（リサイクルポート推進協議会）より作成 

図 3.7.6 コンクリート用細骨材製造所（製鉄所）の立地場所 
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③ コンクリート用粗骨材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事推奨用リサイクル製品便覧（令和 3 年度版）（リサイクルポート推進協議会）より作成 

図 3.7.7 コンクリート用粗骨材製造所（製鉄所）の立地場所 

 

④ 高炉スラグ微粉末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7.8 高炉スラグ微粉末工場の立地場所 
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3) 生産量 

①土工用水砕スラグ：0.2～12千 m3/月（平成 29～令和元年度出荷実績） 

②コンクリート用細骨材：1,081千ｔ/月（令和 2年度出荷実績） 

③コンクリート用粗骨材：115千ｔ/月（令和 2年度出荷実績） 

④高炉スラグ微粉末：3,787 千 t/月（令和 2年度出荷実績）  

※生産量：乾重量または湿重量ベース（事業所が用途毎に選択） 

 

4) 生産量の推移 
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量
（

万
t
）

 

出典）鉄鋼スラグ統計年報（2021 年度版）（令和 4 年 7 月、鐵鋼スラグ協会）より作成 

※生成量：乾重量ベース。土工用水砕スラグ、コンクリート用細・粗骨材、高炉スラグ微粉末以外の用途を含む。 

図 3.7.9 生成量の推移（高炉スラグ） 
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合計：1,102万t

 

出典）鉄鋼スラグ統計年報（2021 年度版）（令和 4 年 7 月、鐵鋼スラグ協会）より作成 

※生成量：乾重量ベース。土工用水砕スラグ、コンクリート用細・粗骨材、高炉スラグ微粉末以外の用途を含む。 

図 3.7.10 地域別利用量（令和 2年度実績、高炉スラグ） 
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5) 用途別使用量 
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合計：2,191万t

 

出典）鉄鋼スラグ統計年報（2021 年度版）（令和 4 年 7 月、鐵鋼スラグ協会）より作成 

図 3.7.11 用途別利用量（令和 3年度実績、高炉スラグ） 

 

3.7.2 品質 

（解説） 

(1) コンクリート用スラグ骨材 

コンクリート用高炉スラグ骨材には、高炉スラグ粗骨材と高炉スラグ細骨材がある。前者が溶融

状態の高炉スラグを徐冷することにより製造される高炉徐冷スラグを、後者は溶融状態の高炉スラグ

を急冷することにより製造される高炉水砕スラグを原料としている。 

両者ともコンクリートに有害となる塩化物、ごみ、どろ、粘土塊、有機不純物を含んでおらず、

化学的に安定しアルカリシリカ反応を生ずる恐れのない骨材である。 

 

1) 物理・力学的性質 

高炉水砕スラグは溶融状態の高炉スラグを高圧の水で急冷して製造されるため、ガラス質の砂状

であり、形状も凹凸が大きく角張った形状をしている。このため、高炉スラグ細骨材は、高炉水砕

スラグを原料として軽破砕により粒形を整え、更に粒度調整などの加工を施し製造される。 

高炉スラグ粗骨材は高炉徐冷スラグを破砕して粒度を調整し製造される。 

外観は、表面は粗面、気孔があり、角張っている。粒子密度は天然砕石よりもやや小さく（絶乾

密度：2.2～2.6g/cm3）、空隙を多く含み吸水率はやや高い。高炉徐冷スラグは、化学成分について

は事業所間で大きな違いはないが、溶融状態のスラグを冷却ヤードなどに放流する際の層厚や散水

などによる冷却方法が異なるため、事業所間で密度や吸水率などの物理特性はやや異なる。 

コンクリート用高炉スラグ骨材 JIS A 5011-1 では、高炉スラグ粗骨材・細骨材の種類・品質を次

のように規定している。 

コンクリート用スラグ骨材（高炉スラグ粗骨材、高炉スラグ細骨材）、高炉スラグ微粉末は、JIS

が規定されている。 

土工用水砕スラグは、「港湾・空港等における水砕スラグ利用技術マニュアル（平成 19 年 2 月、

沿岸技術研究センター）に品質が記載されている。 
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① 粒度による区分  

高炉スラグ粗骨材は粒度により、表 3.7.2 に示す 6 種類に区分される。これらのうち一般的に流

通しているのは、高炉スラグ粗骨材 2005である。 

 

表 3.7.2 粒度による区分 

区分 
粒の大きさの範囲 

mm 
記号 

高炉スラグ粗骨材 4005 

高炉スラグ粗骨材 4020 

高炉スラグ粗骨材 2505 

高炉スラグ粗骨材 2005 

高炉スラグ粗骨材 2015 

高炉スラグ粗骨材 1505 

40～ 5 

40～20 

25～ 5 

20～ 5 

20～15 

15～ 5 

BFG40-5 

BFG40-20 

BFG25-5 

BFG20-5 

BFG20-15 

BFG15-5 

                出典）JIS A 5011-1「コンクリート用スラグ骨材－第１部：高炉スラグ骨材」 

 

高炉スラグ細骨材は粒度により、表 3.7.3に示す 4種類に区分される。 

 

表 3.7.3 粒度による区分 

区分 
粒の大きさの範囲 

mm 
記号 

 5  mm高炉スラグ細骨材 

 2.5mm高炉スラグ細骨材 

 1.2mm高炉スラグ細骨材 

5～0.3mm高炉スラグ細骨材 

5  以下 

2.5以下 

1.2以下 

5～0.3 

BFS5 

BFS2.5 

BFS1.2 

BFS5-0.3 

                出典）JIS A 5011-1「コンクリート用スラグ骨材－第１部：高炉スラグ骨材」 

 

② 化学成分及び物理的性質 

高炉スラグ粗骨材の化学成分及び物理的性質の規格を表 3.7.4に示す。 

 

表 3.7.4 化学成分及び物理的性質の規格 

項目 
高炉スラグ粗骨材 

Ｌ Ｎ 

化学成分 酸化カルシウム（CaO として） ％ 45.0 以下 

全硫黄（S として）      ％ 2.0 以下 

三酸化硫黄（SO３として）   ％ 0.5 以下 

全鉄（FeO として）      ％ 3.0 以下 

絶乾密度               g/cm3 2.2 以上 2.4 以上 

吸水率                     ％ 6.0 以下 4.0 以下 

単位容積質量              kg/L 1.25 以上 1.35 以上 

                出典）JIS A 5011-1「コンクリート用スラグ骨材－第１部：高炉スラグ骨材」 
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高炉スラグ細骨材の化学成分及び物理的性質の規格を表 3.7.5に示す。 

 

表 3.7.5 化学成分及び物理的性質の規格 

項目 高炉スラグ細骨材 

化学成分 酸化カルシウム（CaO として） ％ 45.0 以下 

全硫黄（S として）      ％ 2.0 以下 

三酸化硫黄（SO３として）   ％ 0.5 以下 

全鉄（FeO として）      ％ 3.0 以下 

絶乾密度               g/cm3 2.5 以上 

吸水率                     ％ 3.0 以下 

単位容積質量              kg/L 1.45 以上 

                出典）JIS A 5011-1「コンクリート用スラグ骨材－第１部：高炉スラグ骨材」 

 

③ 粒度 

高炉スラグ粗骨材の粒度を表 3.7.6に示す。 

 

表 3.7.6 高炉スラグ粗骨材の粒度 

単位 ％ 

区分 

ふるいを通るものの質量分率 

ふるいの呼び寸法 a) mm 

50 40 25 20 15 10 5 

高炉スラグ粗骨材 4005 

高炉スラグ粗骨材 4020 

高炉スラグ粗骨材 2505 

高炉スラグ粗骨材 2005 

高炉スラグ粗骨材 2015 

高炉スラグ粗骨材 1505 

100 

100 

－ 

－ 

－ 

－ 

95～100 

90～100 

100 

－ 

－ 

－ 

－ 

20～  55 

95～100 

100 

100 

－ 

35～  70 

 0～  15 

－ 

90～100 

90～100 

100 

－ 

－ 

30～  70 

－ 

－ 

90～100 

10～30 

0～  5 

－ 

20～55 

0～10 

40～70 

0～  5 

－ 

0～10 

0～10 

0～  5 

0～15 

注 a) ふるいの呼び寸法は，それぞれ JIS Z 8801-1 に規定するふるいの公称目開き 53 mm，37.5 mm，26.5 

mm，19 mm，16 mm，9.5 mm 及び 4.75 mm である。 

出典）JIS A 5011-1「コンクリート用スラグ骨材－第１部：高炉スラグ骨材」 

 

また、粗粒率1と微粒分量については、次のように規定されている。 

粗粒率 ：製造業者と購入者が協議によって定めた粗粒率に対して±0.30の範囲のものでなけ 

     ればならない。 

微粒分量：1)微粒分量は、2)に定める許容差の範囲内でばらつきが生じても 5.0%を超えない 

ように、製造業者と購入者が協議によって定める。 

      2)微粒分量の許容差は、1)で定めた協議値に対して±1.0%とする。 

 
1粗粒率：80 mm，40 mm，20 mm，10 mm，5 mm，2.5 mm，1.2 mm，0.6 mm，0.3 mm，及び 0.15 mm の網ふるいの一組を用

いて、ふるい分けを行った場合，各ふるいを通らない全部の試料の百分率の和を 100 で除した値であり、無次元で表さ

れる 
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高炉スラグ細骨材の粒度を表 3.7.7に示す。 

 

表 3.7.7 高炉スラグ細骨材の粒度 

                             単位 ％ 

区分 

ふるいを通るものの質量分率 

ふるいの呼び寸法 a)  mm 

10 5 2.5 1.2 0.6 0.3 0.15 

 5  mm 高炉スラグ細骨材 

 2.5 mm 高炉スラグ細骨材 

 1.2 mm 高炉スラグ細骨材 

5～0.3 mm 高炉スラグ細骨材 

 100 

 100 

－ 

 100 

90～100 

95～100 

100 

95～100 

80～100 

85～100 

95～100 

65～100 

50～  90 

60～  95 

80～100 

10～  70 

25～65 

30～70 

35～80 

 0～40 

10～35 

10～45 

15～50 

 0～15 

 2～15 

 2～20 

 2～20 

 0～10 

注 a) ふるいの呼び寸法は，それぞれ JIS Z 8801-1 に規定するふるいの公称目開き 9.5 mm，4.75 

mm，2.36 mm，1.18 mm，600μm，300μm 及び 150μm である。 

  出典）JIS A 5011-1「コンクリート用スラグ骨材－第１部：高炉スラグ骨材」 

 

また粗粒率と微粒分量については、次のように規定されている。 

粗粒率 ：製造業者と購入者が協議によって定めた粗粒率に対して、±0.20 の範囲のものでな

ければならない。 

微粒分量：1)微粒分量は、2)に定める許容差の範囲内でばらつきが生じても 7.0%を超えない 

ように、製造業者と購入者が協議によって定める。 

      2)微粒分量の許容差は、1)で定めた協議値に対して±2.0%とする。 

 

④ 高気温時における貯蔵の安定性 

高炉スラグ細骨材の原料である高炉水砕スラグには水硬性があり、高気温時に貯蔵中に固結する

場合がある。このため、高気温時の貯蔵による安定性は、受渡当事者間の協定によって確認すると

定められている。最近では、優れた固結防止剤が開発され、貯蔵中の固結トラブルは軽減されてい

る。 

 

2) 化学的性質 

① 環境安全品質基準 

JIS A 5011-1 では、高炉スラグ骨材の環境安全品質基準として、骨材を用いるコンクリート構造

物などの用途に応じて、次の 2 種類の基準を規定している。これら環境安全品質に係る分析試験の

結果は、製造事業者が発行する試験成績表により確認することができる。 

 

環境安全品質基準（一般用途）を表 3.7.8 に示す。基準値には土壌汚染対策法の溶出量基準（土

壌環境基準と同じ）、含有量基準と同じ数値が適用されている。 
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表 3.7.8 環境安全品質基準（一般用途） 

項目 
溶出量 

mg/L 

含有量 a) 

mg/kg 

カドミウム 0.01 以下 150 以下 

鉛 0.01 以下 150 以下 

六価クロム 0.05 以下 250 以下 

ひ素 0.01 以下 150 以下 

水銀 0.0005 以下 15  以下 

セレン 0.01 以下 150 以下 

ふっ素 0.8  以下 4000 以下 

ほう素 1  以下 4000 以下 

注 a) ここでいう含有量とは，同語が一般的に意味する

“全含有量”とは異なることに注意を要する。 

出典）JIS A 5011-1「コンクリート用スラグ骨材－第１部：高炉スラグ骨材」 

※カドミウム：土壌の汚染に係る環境基準（溶出量基準）が 0.003mg/L 以下に見直され、令和 3 年 4 月に施行され

たため、留意が必要である。 

 六価クロム：令和 3 年 10 月より地下水の水質汚濁に係る環境基準が 0.02mg/L 以下に見直され、令和 4 年 4 月に

施行されたため、留意が必要である。 

 

 

環境安全品質基準（港湾用途）を表 3.7.9 に示す。なお、港湾用途に使用される場合であっても

再利用を予定する場合は、一般用途として取り扱うこととされている。 

 

表 3.7.9 環境安全品質基準（港湾用途） 

項目 
溶出量 

mg/L 

カドミウム 0.03 以下 

鉛 0.03 以下 

六価クロム 0.15 以下 

ひ素 0.03 以下 

水銀 0.0015 以下 

セレン 0.03 以下 

ふっ素 15  以下 

ほう素 20  以下 

出典）JIS A 5011-1「コンクリート用スラグ骨材－第１部：高炉スラグ骨材」 

※カドミウム：土壌の汚染に係る環境基準（溶出量基準）が 0.003mg/L 以下に見直され、令和 3 年 4 月に施行され

たため、留意が必要である。 

 六価クロム：令和 3 年 10 月より地下水の水質汚濁に係る環境基準が 0.02mg/L 以下に見直され、令和 4 年 4 月に

施行されたため、留意が必要である。 
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表 3.7.10 に国内各社の高炉スラグ細骨材の化学物質の溶出量及び含有量の測定実績を示す。すべ

ての項目が一般用途に適用される基準を満足しており、有害物質による環境への影響はないものと

考えて良い。 

 

表 3.7.10 高炉スラグ細骨材の化学物質の溶出量及び含有量 

（平成 25年 3月～平成 26年 2月の鐵鋼スラグ協会会員会社試験結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 高炉スラグ微粉末 

高炉スラグ微粉末は、前項の高炉水砕スラグを、乾燥及び粉砕して製造される。従来、わが国で

は、高炉スラグ微粉末は、高炉セメントの混合材に用いられてきたが、アメリカ・カナダ・イギリ

ス・南アフリカ・台湾・韓国・シンガポール等では、コンクリート工場でコンクリート用混和材とし

ての利用が多い。 

わが国においても高炉スラグ微粉末の使用については、土木学会では、昭和 61 年に土木学会基準

「コンクリート用高炉スラグ微粉末規格（案）」を制定し、昭和 63 年には「高炉スラグ微粉末を用

いたコンクリートの設計施工指針（案）」を定め、JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）、

学協会・官公庁等の仕様書に混和材料として規定されている。 

高炉スラグ微粉末の品質は、JIS A 6206（コンクリート用高炉スラグ微粉末）に規定されている。 

表 3.7.11に品質規格値を示す。 

項目 

溶出量（mg/L） 含有量（mg/kg） 

基準値 
（一般用途） 

試験結果の例 基準値 
（一般用途） 

試験結果の例 

試料数 範囲 a) 試料数 範囲 a) 

カドミウム 0.01 以下 24 ＜0.001 150 以下 23 ＜15 

鉛 0.01 以下 49 ＜0.005 150 以下 48 ＜15 

六価クロム 0.05 以下 49 ＜0.02 250 以下 48 ＜25 

ひ素 0.01 以下 24 ＜0.005 150 以下 23 ＜15 

水銀 0.0005 以下 24 ＜0.0005 15 以下 23 ＜1 

セレン 0.01 以下 488 ～0.002 150 以下 487 ＜15 

ふっ素 0.8 以下 488 ～0.8 4 , 000 以下 487 ～1 , 400 

ほう素 1 以下 488 ＜0.2 4 , 000 以下 487 ＜400 

注 a) ＜は不検出（定量限界未満）、～は不検出のものがあることを示す。溶出量の分析
方法は JIS K 0058-1 に、含有量の分析方法は、JIS K 0058-2 による。 
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表 3.7.11 コンクリート用高炉スラグ微粉末の品質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）JIS A 6206「コンクリート用高炉スラグ微粉末」 

 

注 1)  塩基度：1.60 以上 塩基度は原料の高炉水砕スラグの化学成分から算出する。 

塩基度＝（CaO+MgO+Al2O3）／ SiO2  

2)  活性度指数の高炉スラグ微粉末置換率は 50％である。 

種類 

 

品質 

品質規格 

高炉スラグ 

微粉末 3000 

高炉スラグ 

微粉末 4000 

高炉スラグ 

微粉末 6000 

高炉スラグ 

微粉末 8000 

密度   g/cm3 2.80 以上 2.80 以上 2.80 以上 2.80 以上 

比表面積 cm2/g 
2,750 以上 

3,500 未満 

3,500 以上 

5,000 未満 

5,000 以上 

7,000 未満 

7,000 以上 

10,000 未満 

活性度 

指数 % 

材齢 7 日 － 55 以上 75 以上 95 以上 

材齢 28 日 60 以上 75 以上 95 以上 105 以上 

材齢 91 日 80 以上 95 以上 － － 

フロー値比 % 95 以上 95 以上 90 以上 85 以上 

酸化マグネシウム % 10.0 以下 10.0 以下 10.0 以下 10.0 以下 

三酸化硫黄    % 4.0 以下 4.0 以下 4.0 以下 4.0 以下 

強熱減量     % 3.0 以下 3.0 以下 3.0 以下 3.0 以下 

塩化物イオン   % 0.02 以下 0.02 以下 0.02 以下 0.02 以下 
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(3) 土工用水砕スラグ 

表 3.7.12 に土工用水砕スラグの品質特性を示す。水砕スラグは、水硬性など一部の性質を除けば

一般の砂と同じ性状であるため、港湾や空港の工事に使用する場合、運搬、貯蔵、投入、敷均し、締

固めなどにおいて、天然砂と同様に取扱える。ただし、水砕スラグは針状のものも含まれているため、

取扱い時には手袋・防護メガネなどの着用が好ましい。 

 

表 3.7.12 土工用水砕スラグの性質と品質特性 1),2) 

出典）港湾・空港等における水砕スラグ利用技術マニュアル（（財)沿岸技術研究センター、平成 19年 12 月） 

項目 品質の範囲 特性値/標準値 

物理的性質 粒度分布 4.75㎜以下 

細粒分(0.075mm以下)1～2％程度 

土粒子密度(g/cm3) 2.6～2.9 2.81 

単位体積 

重量 

(kN/m3) 

乾燥状態 9～14 － 

湿潤状態 － 14.5 

飽和 

状態 

裏込め、埋立て等 16～19 17.5 

ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ 18.5 

力学的性質 締固め特性 含水比にほとんど影響されない 

透水性 

(cm/s) 

未固結の場合 1×100～1×10‐2 

固結の 

場合 

裏込め、埋立て等 1×10-2～1×10‐3 

ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ 1×10-6～1×10‐7 

沈下特性 経時的沈下は無視できる 

せん断 

特性 

 

未固結 

の場合 

φ0(°) 

裏込め、埋立て等 37～38 38 

（埋立深さ 20m以下想定） 

ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ 38以上 35 

固結の 

場合 

φ0(°) 

裏込め、埋立て等 未固結の場合（37～38）＋5程度 

ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ 45以上 35 

固結の場合の粘着力 cd(kN/m2) 25以上 原則未考慮 

液状化特性 固結した場合は液状化しない 

環境安全品

質 

溶出水の pH アルカリ性を呈するが、水砕ｽﾗｸﾞ投入時

における周辺海域の pH 上昇はほとんど

ない 

有害物質の溶出 水底土砂判定基準値以下 
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1) 物理・力学的性質 

① 粒度 

水砕スラグの粒度は、図 3.7.12の範囲内にある。 

水砕スラグの標準的な粒径は 4.75mm 以下であり、細粒分(0.075mm 以下)は 1～2％程度である。ま

た、均等係数 Uc は概ね 2～4 であり、“分級された砂"または“分級された礫まじり砂"に分類され

る。 

 

出典）港湾・空港等における水砕スラグ利用技術マニュアル（（財)沿岸技術研究センター、平成 19年 12 月） 

図 3.7.12 土工用水砕スラグの粒度範囲 

 

② 土粒子密度 

水砕スラグの土粒子密度は 2.6～2.9g/cm3である。 

水砕スラグの土粒子密度は、製鉄所における溶銑温度の変化などにより、平成元年度当時と比べ

てやや増加している。全国の 14 製鉄所で製造された水砕スラグについて、JIS A 1202:2009「土粒

子の密度試験方法」によって土粒子密度を測定した結果、最小値は 2.63g/cm3、最大値は 2.82g/cm3、

平均値は 2.73g/cm3であった。 

また、現地で採取した水砕スラグでは最小値は 2.65g/cm3、最大値は 2.88g/cm3、平均値は

2.81g/cm3 であった。水砕スラグの土粒子密度のばらつきは、主に製造条件(溶融スラグ温度、水温

及び水圧等)に起因しているため、同じ製鉄所内で製造された水砕スラグでのばらつきはこれよりも

小さく、最大値と最小値の差は 0.1g/cm3以内であった。 

 

表 3.7.13 土工用水砕スラグの土粒子密度 

 

出典）港湾・空港等における水砕スラグ利用技術マニュアル（（財)沿岸技術研究センター、平成 19年 12 月） 
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③ 単位体積重量 

裏込め、裏埋め、埋立て、覆土などに使用された水砕スラグの単位体積重量は、乾燥状態で 9～

14kN/m3であり、飽和状態で 16～19kN/m3である。 

図 3.7.13 に実施工現場より採取した水砕スラグの飽和単位体積重量を示す。裏込め、埋立てと覆

土とでは単位体積重量は同程度であるが、サンドコンパクションパイルに使用した場合は少し単位

体積重量が大きくなることが確認されている。 

 
出典）港湾・空港等における水砕スラグ利用技術マニュアル（（財)沿岸技術研究センター、平成 19年 12 月） 

図 3.7.13 土工用水砕スラグの飽和単位体積重量のヒストグラム(用途別) 

 

④ 水硬性 

水砕スラグは水硬性を有し、時間の経過に伴い水和反応が進み固結する。その固結速度及び固結

強度は、粒子の細粒化やアルカリ刺激剤の添加などにより変化させることが可能である。1)-5) 

 

・ガラス構造の化学的性質 

水砕スラグは多量の水によって急冷されることで、結晶を生成する時間的余裕がないまま

固化するためガラス構造となる。結晶体では原子が規則正しく配列しているが、ガラス構造

では不規則な網目構造となり、結晶状態のような対照性及び周期性を有していない。そのた

め、ガラス構造は反応性が高く、水和反応によって経時的に固結する性質を有する。水砕ス

ラグはセメントよりも固結強度(一軸圧縮強さ、粘着力)や固結速度が緩やかであるが、粒子

の細粒化やアルカリ刺激剤の添加などにより固結の促進及び固結強度の増加が可能である。 

・固結のメカニズム 1) 

水砕スラグの固結は,以下の段階で進行する。 

Ⅰ.水と反応して、Ca、Si02、Al などがイオンとして間隙水中に溶出し、OH－(水酸基イ

オン)が生成する。 

Ⅱ.間隙水中のイオン濃度が上昇して水和物の飽和濃度に達し C-S-H(珪酸カルシウム水

和物)や C-A-H(カルシウム－アルミネート水和物)などの水和物が粒子表面に析出す

る。 

Ⅲ.粒子表面に析出した水和物が、粒子の接触点で粒子同士を結合して固結する。 
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⑤ 締固め特性 

水砕スラグの締固め度は、締固め時の含水比にほとんど影響されないことが確認されている。 

図 3.7.14 は、全国の 10 製鉄所で製造された水砕スラグについて、JIS A 1210「突固めによる上

の締固め試験」（ランマー質量 2.5kg、モールド内径 10cm、突固め回数 3、1 層当りの突固め回数

25/層、試料の準備及び使用方法:湿潤法及び非繰返し法）によって求められた含水比と乾燥密度との

関係を示している。水砕スラグの違いによって乾燥密度には幅があるが、いずれの水砕スラグも最適

含水比を見いだすことは困難であり、乾燥密度は含水比の影響を受けずほぼ一定値を示している。 

 

出典）港湾・空港等における水砕スラグ利用技術マニュアル（（財)沿岸技術研究センター、平成 19年 12 月） 

図 3.7.14 水砕スラグの突固めによる締固め試験結果 

 

⑥ せん断強度特性 

水砕スラグのせん断強度は、締固め状況と養生期間にて異なることが確認されている。 

水砕スラグは、セメント改良上のように数日間で固結するわけではないが、長期間経過すると水

和して固結する。固結に至るまでの期間にはばらつきがあるが、通常は施工後 2～3 年以上経過する

と全体的に固結する。 

また、サンドコンパクションパイルに適用された水砕スラグは、施工時に強く締固めるため固結

し易く、非常に強固なものになる。図 3.7.15 に博多港での測定結果を示すが、せん断抵抗角φ0 は

打設直後では 200kN/m2の拘束圧の条件で 38°であるが、経時的に増加し打設 3 ヶ月後以降では拘束

圧が 100kN/m2の条件で 60°、400kN/m2の拘束圧の条件でも 45°以上を示している。なお、ここでの

せん断抵抗角φ0 は、最大強度時のφ0 を求めたものであり、残留強度時のせん断抵抗角φd0res とは異

なることに注意する必要がある。 

しかし、固結強度についての調査結果は少なく、また、沈下制御の観点からは固結の効果を無視

することは安全側の仮定であるので、サンドコンパクションパイルに用いられた水砕スラグに関して

は、現時点では従来通りφ材として扱うものとしている。ただし、この場合沈下量が予測より小さく

なることも考えられるので注意が必要である。6)7) 

各用途のせん断抵抗角φ、粘着力ｃは表 3.7.12に示す。 
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出典）港湾・空港等における水砕スラグ利用技術マニュアル（（財)沿岸技術研究センター、平成 19年 12 月） 

図 3.7.15 サンドコンパクションパイルに用いた水砕スラグのφOの経時変化 

 

⑦ 透水性 

水砕スラグの透水係数は、概ね表 3.7.14の範囲である。 

水砕スラグは細粒分が少ないため未固結状態では高い透水性を有するが、固結に伴い透水性は低

下する傾向があるため、未固結状態と固結状態とで透水係数は区別されている。 

特にサンドコンパクションパイルに適用された水砕スラグの場合、裏込め等に用いた場合よりも

固結に伴う透水性の低下が大きく、博多港で行われた試験施工結果によると、打設直後には 10-2～

10-3cm/sであった透水係数が、打設 6ヶ月後には 10-6～10-7cm/sにまで低下していた。 

 

表 3.7.14 水砕スラグの透水係数 

 

出典）港湾・空港等における水砕スラグ利用技術マニュアル（（財)沿岸技術研究センター、平成 19年 12 月） 
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2) 化学的性質 

① pH 

水砕スラグの溶出水はアルカリ性を呈するが、アルカリ成分の初期溶出速度が小さいことと、海

水成分による中和作用、緩衝作用及び海水による希釈効果により pH が低下するため、水砕スラグ投

入時における周辺海域の pH の上昇はほとんどない。 

 

水砕スラグの固結特性あるいは長期の固結に伴うせん断強度特性、透水性に関する研究調査事例

を巻末の参考文献 17)～42)に示す。 

 

② 環境安全品質 

浚渫土砂については、海洋汚染防止法において、港湾・空港等の埋立工事に利用する場合の有害

物質の基準として水底土砂判定基準が規定されている。この基準による水砕スラグの溶出試験結果を

表 3.7.15に示すが、溶出量はすべて基準値以下または定量限界以下である。 

なお、利用の際には、実際に利用する材料が利用先に適用される基準を満足することを確認する

必要がある。環境安全性の確保の考え方については、「1.4.2環境安全の考え方」を参照のこと。 
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表 3.7.15 水砕スラグの溶出試験結果(海洋汚染防止法 水底土砂判定基準) 

 

出典）港湾・空港等における水砕スラグ利用技術マニュアル（（財)沿岸技術研究センター、平成 19年 12 月） 
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石膏と石灰、No.176、pp.3-8、昭和 57年 
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No.181、pp.22-28、昭和 57 年 
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6) (社)地盤工学会：高炉水砕スラグ地盤工学的利用促進に関する調査研究委員会報告書、pp.61-96、
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7) 水野健太、土田孝：高炉水砕スラグを用いた低置換率 SCP 改良地盤の強度・変形特性、地盤工学ジ

ャーナル、Vol.3、No.3、pp.187-202、平成 20年 

 

 

3.7.3 適用用途 

(1) 概要 

JIS が規定されている高炉スラグをリサイクル材として利用する場合は、当該 JIS に適合したもの

を利用するものとする。 

JIS が規定されていない高炉スラグをリサイクル材として利用する場合は、用途において必要とな

る要求性能を満たす材料を利用するものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、高炉スラグ（コンクリート用高炉スラグ骨材、高炉スラグ微

粉末、土工用水砕スラグ）を各用途に利用する場合の評価を行った結果をそれぞれ表 3.7.16～表 

3.7.18 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性等）がある場

合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 
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表 3.7.16 高炉スラグ（コンクリート用高炉スラグ骨材）の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材
◎

（水砕）
A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材として使用する高炉ｽﾗｸﾞの
適用範囲や品質、試験方法、検査方法、表
示、報告等の品質基準を規定。
・2)高炉ｽﾗｸﾞをｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材として使用する
際の施工指針を規定。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・道路橋梁下部工事（国交省）
・防波堤本体工事（国交省）
・護岸（改良）築造工事（国交省）
・その他、一般的な骨材として大量に利
用されている。

1)
2)

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材
◎

（徐冷）
A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材として使用する高炉ｽﾗｸﾞの
適用範囲や品質、試験方法、検査方法、表
示、報告等の品質基準を規定。
・2)高炉ｽﾗｸﾞをｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材として使用する
際の施工指針を規定。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・消波ブロックケーソン上部工その他
（国交省） 1)

2)

③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑩ 裏込材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑫
盛土材、覆土材、載荷盛土
材

- -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑭ 路床盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑮ 路盤材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆
砂材、人工砂浜等

- -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

出典）

1)JISA5011-1「ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第1部：高炉ｽﾗｸﾞ骨材」（平成30年1月改正)

2)高炉ｽﾗｸﾞ骨材ｺﾝｸﾘｰﾄ施工指針（土木学会、平成5年7月）

評価の根拠 出
典品質性能 利用実績

用　途 総合評価

 

 

表 3.7.17 高炉スラグ（高炉スラグ微粉末）の適用用途

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

③ 混和材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)コンクリート又はモルタルに混和材料と
して用いる高炉水砕スラグ微粉末の適用範囲
や品質、試験方法、検査方法、表示、報告等
の品質基準を規定。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・防波堤被覆工事（国交省）
・その他、セメント用、コンクリート用
として一般的に利用されている

1)

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑥ 深層混合処理固化材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で、用途の検討
が行われたことは確認できないが、公共工事
において利用実績があり、かつ利用面で汎用
性が高いと考えられる。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・岸壁（耐震）地盤改良工事（国交省）

⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑩ 裏込材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑫
盛土材、覆土材、載荷盛土
材

- -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑭ 路床盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑮ 路盤材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆
砂材、人工砂浜等

- -

●用途対象外

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・潜堤試験工事 （国交省）

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

出典）

1)JISA6206「コンクリート用高炉スラグ微粉末」（平成25年3月改正)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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表 3.7.18 高炉スラグ（土工用水砕スラグ）の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材
◎

（ｻﾝﾄﾞﾏｯ
ﾄ）

B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)土工用水砕ｽﾗｸﾞについての物理的・力学
的特性、動的特性、設計法、施工（品質管理
など）に関する事項を記載。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・地盤改良工事（国交省、管理者）

1)

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材

○＋

（粘性土で
あれば高置

換）

B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)土工用水砕ｽﾗｸﾞについての物理的・力学
的特性、動的特性、設計法、施工（品質管理
など）に関する事項を記載。水硬性を有する
材料は高置換のSCPにのみ適用が可能であるた
め、当該材料は高置換のSCPに適用が可能。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・油槽所建設工事（その他機関）
・軽油タンク新設地盤改良工事（その他
機関）
・学校移転工事（その他機関）

1)

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で、用途の検討
が行われたことは確認できないが、公共工事
において利用実績があり、かつ利用面で汎用
性が高いと考えられる。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・土砂処分場内護岸築造工事（国交省）
・ケーソン中詰（国交省）
・防波堤築造工事（国交省）

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑩ 裏込材 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)土工用水砕ｽﾗｸﾞについての物理的・力学
的特性、動的特性、設計法、施工（品質管理
など）に関する事項を記載。
・利用用途として護岸岸壁などの裏込めなど
が挙げられている。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・岸壁工事（国交省）
・裏込工事（国交省、管理者、その他）

1)

⑪ 裏埋材 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)土工用水砕ｽﾗｸﾞについての物理的・力学
的特性、動的特性、設計法、施工（品質管理
など）に関する事項を記載。
・利用用途として裏埋めなどが挙げられてい
る。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・岸壁工事（国交省）
・国際ターミナル整備事業（国交省）
・岸壁耐震等工事（国交省）

1)

⑫
盛土材、覆土材、載荷盛土
材

◎
（盛土材、
覆土材）

B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)土工用水砕ｽﾗｸﾞについての物理的・力学
的特性、動的特性、設計法、施工（品質管理
など）に関する事項を記載。
・利用用途として軟弱地盤の覆土、軽量盛土
などが挙げられている。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・土工工事（国交省）
・海岸高潮対策工事（管理者）
・空港用地土工工事（国交省）
・臨港道路護岸工事（国交省）

1)

⑬ 埋立材 ○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)土工用水砕ｽﾗｸﾞについての物理的・力学
的特性、動的特性、設計法、施工（品質管理
など）に関する事項を記載。
・利用用途として埋立てなどが挙げられてい
る。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・海上埋立工事（管理者）
・埋立工事（国交省、管理者） 1)

⑭ 路床盛土材 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)土工用水砕ｽﾗｸﾞについての物理的・力学
的特性、動的特性、設計法、施工（品質管理
など）に関する事項を記載。
・利用用途として軽量盛土などが挙げられて
いる。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・舗装工事（管理者）
・空港エプロン舗装工事（国交省）
・岸壁耐震等工事（国交省）

1)

⑮ 路盤材 - -
●用途対象外

b
●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・臨港道路取付部改良工事（国交省）

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆
砂材、人工砂浜等

○＋

（藻場、浅
場、覆砂）

B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)土工用水砕ｽﾗｸﾞについての物理的・力学
的特性、動的特性、設計法、施工（品質管理
など）に関する事項を記載。
・港湾工事へ適用した事例として、水砕ｽﾗｸﾞ
を用いた浅場や干潟造成試験や、覆砂への適
用について記述。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・干潟造成試験（国交省）

1)

⑱ その他 - -
●用途対象外

b
●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・増殖礁整備工事（管理者）

出典）

1)港湾・空港における水砕ｽﾗｸﾞ利用技術ﾏﾆｭｱﾙ（(財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、平成19年12月）

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 
注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(2) コンクリート用細骨材 

高炉水砕スラグをコンクリート用細骨材として用いる場合は、JIS A 5011-1 に適合したものを利

用する。その他、「高炉スラグ骨材コンクリート施工指針」（土木学会）、「高炉スラグ細骨材を

使用するコンクリートの調合設計・施工指針・同解説」（日本建築学会）で高炉スラグ細骨材を用

いるコンクリート構造物の施工についての標準が示されている。 

高炉スラグ細骨材は、コンクリート用細骨材としてこれを単独で用いることもできるが、実際の

使用では、山砂などの粒度調整や海砂の塩化物含有量の低減などを目的に、これらの天然産の普通

細骨材に高炉スラグ細骨材を混合（以下「高炉スラグ混合細骨材」）して使用されている場合が多

い。また、普通細骨材と混合して使用することにより、高炉スラグ細骨材を単独で用いる場合に生

じる単位水量の増大や、ブリーディング量の増加を避けることができる。 

高炉スラグ混合細骨材における高炉スラグ細骨材の混合率は、普通細骨材の粒度分布または塩化

物含有量によって変化するが、20～60%の範囲で混合するのが一般的である。 

高炉スラグ細骨材の混合率がこの範囲内にある高炉スラグ混合細骨材を使用したコンクリートは、

普通骨材を使用したコンクリートとほぼ同等の性質を有していると見なすことができる。高炉スラ

グ細骨材の混合率が 60%を超える場合は、あらかじめ試験を行って、所要の品質を有するコンクリー

トが得られることを確かめる必要がある。 

高炉スラグ細骨材は、ガラス質で潜在水硬性を有するので、気温が高い時期の貯蔵中に粒子間の

固結を生じて塊状になる場合がある。現在は固結防止性能の高い薬剤が開発され、この固結による

トラブルは軽減されている。 

高炉スラグ細骨材を使用したコンクリートの特長としては次が挙げられる。 

・高炉スラグ細骨材自体がセメントのアルカリ刺激により水和反応を生じる性質を持っており、

長期にわたり水和反応が継続するため、コンクリートの強度も長期にわたって増加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7.16 圧縮強度の経時変化 

 

・高炉スラグ細骨材を用いたコンクリートでは、高炉スラグ細骨材の混合率が大きいほど乾燥収

縮率が小さくなり、コンクリートの乾燥収縮ひび割れ発生の低減に効果がある。 

 

 

 

高炉スラグ細骨材コンクリート 

川砂コンクリート 



3-7-25 

 

 

 

 

 

 

 

      W/C=55%の場合            W/C=30%の場合 

※凡例の説明 

 ・冒頭の 2 桁の数字は W/C(%)を示す。（55%または 30%） 

 ・続く記号は骨材の種類を示す。（N：陸砂、H：高炉スラグ微粉末） 

 ・末尾の 3 桁の数字は高炉スラグ微粉末の混合率(%)を示す。（50%または 100%） 

出典）高炉スラグ細骨材を使用するコンクリートの調合設計・施工指針（（一社）日本建築学会、平成 25年 2 月） 

図 3.7.17 高炉スラグ細骨材を使用したコンクリートの乾燥収縮試験結果の一例 

 

・高炉スラグ細骨材は化学的に安定な骨材であり、試験によってアルカリシリカ反応性を確認す

ることなく“無害”な骨材とみなして取り扱うことができる。 

 

出典）鐵鋼スラグ協会実験データ 

図 3.7.18アルカリシリカ反応の有害判定区分 

 

一方で、高炉スラグ細骨材はガラス質であることから、天然砂や砕砂に比べて保水性が低く、混

合率を増加させるとブリーディングが増える傾向にある。これを考慮し、細骨材中の高炉スラグ細

骨材の混合率は 20～60%とすることが望ましい。高炉スラグ細骨材の混合率が 50%程度までであれ

ば、スランプ及び圧縮強度は一般のコンクリートとほぼ同様である。 
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また、「高炉スラグ細骨材を用いたプレキャストコンクリート製品の設計・製造・施工指針

（案）」（土木学会）で高炉スラグ細骨材を用いたプレキャストコンクリート製品の設計、製造、

施工についての標準が示されている。 

同指針では、プレキャスト製品に用いる標準仕様の BFS（高炉スラグ細骨材）コンクリートの目

標値について、表 3.7.19 の養生方法と表 3.7.20 の配合条件を満足し製造されるものについては、

表 3.7.21に示すとおりの目標値としている。 

 

表 3.7.19 標準仕様における養生 

蒸気養生の前置き時間 最高温度 蒸気養生後の養生方法 湿潤（水中）養生期間 

2 時間以上 40℃以下 水中（湿潤）養生 7 日以上 

出典）高炉スラグ細骨材を用いたプレキャストコンクリート製品の設計・製造・施工指針（案）（土木学会、平成 31 年

3 月） 

表 3.7.20 標準仕様における配合 

空気量 単位水量 水結合材比 GGBS 混合率 BFS 混合率 化学混和剤※ 

4.5±1.5% 160kg/m3以下 35%以下 20%以上 100% 増粘剤一液型高性能 AE 減水剤 

※増粘剤一液型高性能減水剤と AE 剤の併用および（高性能）AE 減水剤と増粘剤の併用も可 

 GGBS：高炉スラグ微粉末、BFS ：高炉スラグ細骨材 

出典）高炉スラグ細骨材を用いたプレキャストコンクリート製品の設計・製造・施工指針（案）（土木学会、平成 31 年

3 月） 

表 3.7.21 標準仕様の BFSコンクリートの目標値 

乾燥収縮ひずみ 見掛けの拡散係数 中性化速度係数 耐久性指数 スケーリング量 

400×10-6 0.2cm2/年 0.1mm/√年 95 100g/m2 

出典）高炉スラグ細骨材を用いたプレキャストコンクリート製品の設計・製造・施工指針（案）（土木学会、平成 31 年

3 月） 

参考として、全国 6 工場のプレキャスト製品工場で用いられている高炉スラグ細骨材の品質を表 

3.7.22に示す。 

 

表 3.7.22 プレキャスト製品工場で用いられている BFSの品質（全国 6工場）  

 
出典）高炉スラグ細骨材を用いたプレキャストコンクリート製品の設計・製造・施工指針（案）（土木学会、平成 31 年

3 月） 
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瀬戸内海での港湾工事で施工されたプレキャスト RC 床版を用いたジャケット式桟橋の施工例を

以下に示す。 

桟橋は、海上部に位置する過酷な塩害環境となるため、プレキャスト床板には BFS コンクリート

が用いられた。 

 

 
出典）高炉スラグ細骨材を用いたプレキャストコンクリート製品の設計・製造・施工指針（案）（土木学会、平成 31 年

3 月） 

図 3.7.19 BFSコンクリートを用いたプレキャスト RC床板の施工例 
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(3) コンクリート用粗骨材 

高炉徐冷スラグをコンクリート用の粗骨材として用いる場合は、JIS A 5011-1 に適合したもの利

用する。その他、「高炉スラグ骨材コンクリート施工指針」（土木学会）で高炉スラグを用いるコ

ンクリート構造物の施工についての標準が示されている。 

ここでは、高炉徐冷スラグ粗骨材の基本的な品質とこれを用いたコンクリートの特記すべき事項

を示し、詳細な事項については、同施工指針等を参考にされたい。 

高炉スラグ粗骨材について、JIS A 5011-1「コンクリート用スラグ骨材－第 1 部：高炉スラグ骨

材」では、表 3.7.23 に示すように、絶乾密度、吸水率及び単位容積質量の大きさにより L 及び N に

区分している。区分 N の高炉スラグ粗骨材を用いたコンクリートは、強度発現が良好で耐久的なコ

ンクリートをつくることができる。区分Ｌの高炉スラグ粗骨材は、耐久性を考慮する必要が無い場

合や、設計基準強度が 21N/mm2 未満のコンクリートに使用することができる。高炉スラグ粗骨材を使

用する場合は、所要のコンクリートが得られる区分のものが確保できるか確認することが大切であ

る。 

 

表 3.7.23 高炉スラグ粗骨材の区分 

区分 
絶乾密度 

g/cm3 

吸水率 

％ 

単位容積質量 

kg/L 

Ｌ 

Ｎ 

2.2以上 

2.4以上 

6.0以下 

4.0以下 

1.25以上 

1.35以上 

        出典）JISA5011-1「コンクリート用スラグ骨材－第１部：高炉スラグ骨材」 

 

 

高炉スラグ粗骨材を使用したコンクリートの特長としては次が挙げられる。 

・高炉スラグ粗骨材を使用したコンクリートの乾燥収縮は、砕石等の普通粗骨材を使用したもの

と比較して低減される。 

 

出典）高炉スラグ砕石コンクリート施工指針案・同解説（日本建築学会、昭和 53年 2 月） 

図 3.7.20コンクリートの乾燥収縮 
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・高炉スラグ粗骨材は溶解シリカ量が少なく、それ自体はアルカリシリカ反応を起こさない。 

 

出典）鐵鋼スラグ協会実験データ 

図 3.7.21アルカリシリカ反応の有害判定区分 

 

一方で、高炉スラグ粗骨材は通常の砂利や砕石に比べて吸水率が大きい。したがって、高炉スラ

グ粗骨材を乾燥した状態で使用すると、コンクリートの練混ぜ、運搬あるいは打設中に高炉スラグ

粗骨材が吸水することによって、コンクリートの品質が変化することも考えられるので、プレウェ

ッティングによって吸水させておくことが重要である。 

このため、貯蔵設備には排水設備の他、スプリンクラーなどの散水設備を設けることが望ましい。 

 

 

(4) 混和材 

高炉スラグ微粉末をコンクリート用混和材に用いる場合は、JIS A 6206 に適合したものを利用す

る。その他、「高炉スラグ微粉末を用いたコンクリートの設計・施工指針」（土木学会）にコンク

リート構造物の施工についての標準が示されている。 

ここでは、高炉スラグ微粉末の基本的な品質とこれを用いたコンクリートの特記すべき事項を示

し、詳細な事項については、同施工指針等を参考にされたい。 

高炉スラグ微粉末を混和材として用いたコンクリートは、使用する高炉スラグ微粉末の種類と置

換率に応じて、練混ぜ性状、フレッシュコンクリートの性状、水和・発熱性状、強度発現特性など

が異なり、使用方法によって多様な性能を発揮することができる。JIS A 6206「コンクリート用高

炉スラグ微粉末」では、表 3.7.11 に示すように、比表面積により 4 種類の種別がある。種別毎の主

な用途を表 3.7.24に、また使用実績例を表 3.7.25 に示す。 

次項で述べるように、高炉スラグ微粉末を使用したコンクリートは塩化物イオンや酸素の浸透に

対する抵抗性に優れる。表 3.7.25 に示す使用実績は、この長所を生かした海洋構造物が多い。表記

のとおり、港湾・空港分野における高炉スラグ微粉末を使用したコンクリートの施工実績としては、

中部国際空港がある 1）。 
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表 3.7.24 コンクリート用高炉スラグ微粉末の主な用途 

種  別 主な用途 

高炉スラグ微粉末 3000 低発熱用混和材 

高炉スラグ微粉末 4000 最も多く使用される汎用品 

高炉スラグ微粉末 6000 高強度・高流動性用混和材・耐酸性 

高炉スラグ微粉末 8000 高強度用混和材・耐酸性、グラウト用混和材 

 

表 3.7.25 高炉スラグ微粉末の使用実績例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高炉スラグ微粉末を使用することによる主な利点は次のとおりである。 

①水和熱による温度上昇の抑制 

②アルカリシリカ反応の抑制 

③硫酸塩や海水に対する化学抵抗性の向上 

④塩化物イオンや酸素の浸透に対する抵抗性に優れているため、海洋雰囲気等の条件下におけ

る鉄筋を保護する性能の向上等の効果が期待される。 

⑤二酸化炭素負荷の低減が図れる。 

 

以上の“①～④”は、高炉スラグ微粉末を使用したコンクリートの物性上の利点である。一方、

“⑤”は、高炉スラグ微粉末を使用したコンクリートが温室効果ガス低減となる環境上の利点である。 

高炉スラグ微粉末製造時に発生する CO2量は約 27kg/t で、ポルトランドセメントの約 760kg/t に

比べ著しく小さい 2）。 

 

高炉スラグ微粉末の適用に当たって留意することは、初期養生を十分に行うことと、使用する目

的に応じて高炉スラグ微粉末の種類とその置換率を選定することである。 

構造物／製品
高炉スラグ

微粉末の種類
セメント種類

スラグ
置換率

使用実績

RCセグメント 4000 普通セメント 50％

　東京湾横断道路
　江戸川外郭放水路
　首都高速中央環状新宿線
　東京電力東京湾海底ガス管・他

ダム堤体 4000 中庸熱セメント 55％ 　関西電力長谷ダム

普　　　通
コンクリート

4000 普通セメント 40％
　中部国際空港（エプロン舗装・
　建築基礎・連絡橋・他）

高　流　動
コンクリート

6000 普通セメント 70％ 　神戸港沈埋函

PSコンクリート
橋 梁 桁 　等

6000 早強セメント 50％
　国土交通省、NEXCO、他
　約250橋梁

各　　　種
コンクリート
製　　　品

4000
6000

普通セメント
早強セメント

20～
50％

　ボックスカルバート、アーチカル
　バート、L型擁壁、コンクリート矢
　板、パイル・ポール、ILB、空洞ブ
　ロック、C･C･BOX、道路用製品、
　各種側溝、ます類・他

PC 
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高炉スラグ微粉末を使用したコンクリートは、ポルトランドセメント単味の場合に比べて湿潤養

生期間を長くとる必要があり、これが十分でないと、高炉スラグ微粉末の使用により期待される効

果が得られない。必要とされる湿潤養生日数の目安が「高炉スラグ微粉末を用いたコンクリートの

設計・施工指針」（土木学会）に示されている。また、コンクリート標準示方書には、高炉セメン

ト B 種を使用する場合の施工の基本事項が示されている。これらの基本事項をコンクリート施工現

場で遵守する取組が山口県で行われており、その結果、初期欠陥の少ないコンクリート構造物が建

設されているという成果をあげていることが報告されているので、参照されたい。3)4)5） 

 

高炉スラグ微粉末の種類と置換率の選定については、「高炉スラグ微粉末を用いたコンクリート

の設計・施工指針」（土木学会）に使用目的に応じた高炉スラグ微粉末の種類と望ましい置換率の

範囲が示されおり、過去の実績と併せてコンクリート配合設計の参考とし、試験練りによって適切

に定められたい。 

 

混和材を大量に使用したコンクリートを用いた構造物の設計・施工については、「混和材を大量

に使用したコンクリート構造物の設計・施工指針（案）」（土木学会）にコンクリート特性、製造

及び施工の標準が示されている。 

一般的に用いられているセメントよりも混和材の置換率を高めたコンクリートの配合例を表 

3.7.26、CO2排出量の一例を表 3.7.27に示す 6）7）。 

 

表 3.7.26  混和材を大量に使用したコンクリートの配合例 

配合名 
W/B 
(%) 

単位量（kg/m3） 

W 

粉体：P 

S G 結合材：B 
L 

N H BS FA SF A E C 

C-1 55.0 165 300         810 1018 

C-2 40.5 165  102 183 122      747 940 

C-3 42.1 165  98 176 98 20     754 948 

C-4 43.4 165  95 171 95  19    761 957 

C-5 42.5 165  39 330  19     764 960 

E-1 55.0 165 300         810 1018 

E-2 39.2 155   333    30 32 37 736 930 

E-3 39.2 155  17 333    30 15 37 717 961 

E-4 40.8 155  17 333    30  37 725 972 

※配合シリーズ C：ポルトランドセメントの 75%あるいは 90%を 2～3 種の混和材で置換したコンクリート 

 配合シリーズ E：ポルトランドセメントの 70～90%を高炉スラグ微粉末で置換したコンクリート 

※W：水、N：普通ポルトランドセメント、H：早強ポルトランドセメント、BS：高炉スラグ微粉末、FA：フライアッシュ、

SF：シリカフューム、A：無水せっこう、E：膨張材、C：消石灰、L：石灰石微粉末、S：細骨材、G：粗骨材 

出典）「混和材を大量に使用したコンクリート構造物の設計・施工指針（案）」（土木学会、平成 30年 9 月）より作成 
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表 3.7.27 混和材を大量に使用したコンクリートの CO2排出量の低減効果の例  

配合シリーズ C 配合シリーズ E 

配合名 
CO2排出量 

（kg-CO2/m3） 
CO2排出量の
削減率(%) 

配合名 
CO2排出量 

（kg-CO2/m3） 
CO2排出量の 
削減率(%) 

C-1 235 基準 E-1 235 基準 

C-2 91 ▲61 E-2 66 ▲72 

C-3 44 ▲81 E-3 64 ▲73 

C-4 87 ▲63 E-4 51 ▲78 

C-5 85 ▲64    

※配合シリーズ C：ポルトランドセメントの 75%あるいは 90%を 2～3 種の混和材で置換したコンクリート 

 配合シリーズ E：ポルトランドセメントの 70～90%を高炉スラグ微粉末で置換したコンクリート 

※配合条件は表 3.7.26 に示すとおり 

出典）「混和材を大量に使用したコンクリート構造物の設計・施工指針（案）」（土木学会、平成 30年 9 月） 
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(5) バーチカルドレーン材及びサンドマット材 

水砕スラグは、粒状材料としてバーチカルドレーン及びサンドマットへの利用ができる。姫路港

で採用されたサンドマットの一例を図 3.7.21に示す。1)2) 

サンドマットの場合、水砕スラグは天然砂に比べ軽量のため、載荷重の軽減が期待できる。 

一方で、天然の材料には見られない潜在水硬性を有し、アルカリ刺激のもとで経時的に固結する

材料であるため、固結した状態が構造物に対して危険側になるような場合については、個々の条件

を判断し十分な検討を行うことが必要である。特に、固結に伴う透水性の低下 3)や、応力集中の影

響には十分配慮する必要がある。また、ドレーン排水がアルカリ性を示すため、周辺環境への影響

が懸念される場合には排水処理等も考慮する必要がある。 

また、水砕スラグを土工事用材料に適用するに当たっては、以下の留意事項が挙げられる。 

①水硬性 

水砕スラグを使用した地盤で掘削、杭や矢板の打設、バーチカルドレーンやサンドコンパ

クションパイルの打設などを行う場合、水砕スラグの固結に伴い掘削や杭打設の作業能率が

低下することがある。したがって、このような場合には事前調査によって水砕スラグの固結

状況を確認し、必要に応じて補助工法などの対策を施すことが望ましい。 

②保管 

大規模工事などで水砕スラグを一度に大量に搬入し野外で長期間保管しておくと使用前に

固結する可能性があるため、現場での使用計画を踏まえ適切な量を順次搬入して使用するこ

とが望ましい。 

 

 

出典）港湾・空港等における水砕スラグ利用技術マニュアル（（財)沿岸技術研究センター、平成19年12月）及び文献 2） 

図 3.7.22 姫路港須賀地区埋立地内サンドマット工 
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2) 山本利繁、福原大輔、山崎友二、北森一郎、南部光広：埋立地における水砕スラグの地盤特性、

第 18回土質工学研究発表会、D-10、pp.1585-1588、昭和 58年 
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(6) サンドコンパクションパイル材 

1) 軟弱粘性土地盤改良用 

原則として高置換率（置換率 70％以上）に用いるものとして、天然砂を用いたサンドコンパクシ

ョンパイルと同様の方法で設計することができる。 

博多港で採用されたサンドコンパクションの一例を図 3.7.22 に示す。博多港では、高置換

（as=80%）および低置換（as=30%）が採用されている。1)2) 

 

2) 軟弱砂質土地盤液状化対策用 

天然砂を用いたサンドコンパクションパイルと同等の締固め効果が確認されており、天然砂と同

様の方法で設計することができる。水砕スラグの水硬性による改良地盤のせん断強さの増加が期待

できる。3)  

 

 

 

出典）港湾・空港等における水砕スラグ利用技術マニュアル（（財)沿岸技術研究センター、平成 19年 12 月） 

図 3.7.23 博多港サンドコンパクション工事  

【参考文献】 
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2) 篠崎晴彦、松田博、坂井悦郎、小野幸一郎、鈴木操、中川雅夫：高炉水砕スラグの硬化特性と地

盤改良工法への適用、土木学会論文集 C、Vol.62、No.4、pp.858-869、平成 18年 

3) 久我昂、三代賢、河本敬之、奥村博昭、長谷川元信、永瀬敏郎、竹田重三：地盤改良材としての

鉄鋼スラグの利用、 製鉄研究、第 302号、pp.36-63、昭和 55年 

 

(7) 裏込材、裏埋材 

土工用水砕スラグを裏込材、裏埋材に用いる場合の設計は、天然砂と同様の方法を用いることが

できる。横須賀で採用された裏込材の一例を図 3.7.23 に、木更津港で採用された裏埋材の一例を

図 3.7.24に示す。 

水砕スラグは水硬性を有しているため、完全に固結した水砕スラグは液状化しない。1)これまで

の事例によると、水砕スラグは間隙水の移流の大きな箇所を除いて施工１年後には全体的に固結し

ている事例が多い。固結に至るまでの期間を短くするには固結促進処理を行う必要がある。2)～10) 

また、水砕スラグは天然砂に比べ軽量のため、土圧の軽減が期待できる。11)～14) 
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一方で、水砕スラグは工場製品であるため、同じ工場で製造された水砕スラグの性質のばらつき

は小さいが、異なる工場で製造された水砕スラグ間には、性質にばらつきが見られる。特に重要な

構造物への利用においては、事前に試験等を行って必要な材料特性等を確認することが望ましい。 

また、アルカリ水の溶出が懸念される場合は、過去の対策例を参考にして対応策を検討する必要

がある。 

 

 

出典）港湾・空港等における水砕スラグ利用技術マニュアル（（財)沿岸技術研究センター、平成 19年 12 月） 

図 3.7.24 横須賀久里浜岸壁裏込工 

 

 

出典）港湾・空港等における水砕スラグ利用技術マニュアル（（財)沿岸技術研究センター、平成 19年 12 月） 

図 3.7.25 木更津港Ⅰ期工事（L型ブロック式護岸の裏埋め） 
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(8) 盛土材、覆土材、埋立材 

土工用水砕スラグを盛土材、覆土材、埋立材に用いる場合の設計は、天然砂と同様の方法を用い

ることができる。苅田港で採用された盛土材の一例を図 3.7.25 に、神戸港で採用された路床材の

一例を図 3.7.26に示す。 

水砕スラグは水硬性を有しているため、完全に固結した水砕スラグは液状化しない。また、水砕

スラグは天然砂に比べ軽量のため、載荷重の軽減が期待できる。1)-3) 

一方で、水砕スラグは工場製品であるため、同じ工場で製造された水砕スラグの性質のばらつき

は小さいが、異なる工場で製造された水砕スラグ間には、性質にばらつきが見られる。特に重要な

構造物への利用においては、事前に試験等を行って必要な材料特性等を確認することが望ましい。 

また、アルカリ水の溶出が懸念される場合は、過去の対策例を参考にして対応策を検討する必要

がある。 
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      出典）港湾・空港等における水砕スラグ利用技術マニュアル（（財)沿岸技術研究センター、平成 19年 12 月） 

図 3.7.26 苅田港埋立地盛土 

 

   出典）港湾・空港等における水砕スラグ利用技術マニュアル（（財)沿岸技術研究センター、平成 19年 12 月） 

図 3.7.27 神戸港六甲アイランド RF-3岸壁裏込工（岸壁後背地の路床材） 
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(9) 路床盛土材 

土工用水砕スラグは路床盛土材に利用することができる。 

例えば、図 3.7.27 に示すように、浚渫土で埋め立てた軟弱地盤の覆土を高炉水砕スラグを用い

て行い、水硬性の利用により、短期に強固な路床を造成した例がある。 

 

出典）港湾・空港等整備におけるリサイクル技術指針 参考資料(港湾・空港等リサイクル推進協議会、平成 16年 3 月) 

図 3.7.28 和歌山下津港（南港）路床盛土材 

 

 

(10) 浅場・干潟造成、覆砂材 

土工用水砕スラグを浅場・干潟造成、覆砂材に利用する場合は、水砕スラグが固結することに留

意し使用する必要がある。固結した場合、貝類等が生息できない場合があるため、天然砂にて覆土

することが望ましい。 

水質については、水砕スラグの設置初期のごく一時期において砂層内の pH、硫化物イオン濃度が

若干高くなる傾向があったが、それ以降は天然材と同程度であった試験結果がある。 

【既存工事における検討事項】 

・物理・力学試験（圧縮強度、比重、吸水率、膨張）及び水質（pH）について、室内試験により

確認を行った。（浅場潜堤築造工事） 

 

 

(11) 今後の検討を要する用途 

1) 深層混合処理固化材 

高炉スラグ微粉末は、六価クロム低減や環境負荷低減を目的に、深層混合処理固化材への利用が

検討されているが、高炉スラグ微粉末を深層混合処理固化材に利用する場合は、工法や地盤に適し

た材料・配合の選定が必要となる。 
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2) 中詰材 

土工用水砕スラグを中詰材に利用する場合は、天然砂より軽く、また長期的に固結する特徴を有

していることに留意し利用する必要がある。 

【既存工事における検討事項】 

・湿潤時の単位体積重量が規定以上であることを確認した。（防波堤築造工事、岸壁築造工事） 

 

 

3.7.4 関連法令 

廃棄物処理法や海洋汚染防止法等の法的な規制を受ける場合があるので留意する。 

（解説） 

高炉スラグは産業副産物等に該当する。産業副産物等の法令上の取り扱いについては、「1.4.2 環

境安全の考え方」を参照のこと。 

 

 

3.7.5 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

高炉スラグを材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサイクル材料と

して利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当箇所を参照し、

検討を行う。 

なお、高炉スラグ骨材については、JIS A 5011-1「コンクリート用スラグ骨材－第 1 部：高炉スラグ

骨材」において、再利用・廃棄を含めライフサイクルの合理的に想定しうる範囲において、高炉スラグ

骨材から影響を受ける土壌、地下水、海水などの環境媒体が、各々の環境基準などを満足できるように、

高炉スラグ骨材が確保すべき品質（環境安全品質）を満足するための検査の実施が規定されている。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 

 

 



3-8-1 

3.8 製鋼スラグ 

3.8.1 製造・供給 

（解説） 

(1) 製造方法 

1) 製鋼スラグの生成 

製鋼スラグは製鋼工程において発生し、その製鋼方法（炉）の種類により、転炉系スラグと電気

炉系スラグに分類される。製造フローを図 3.8.1に、組成例を表 3.8.1に示す。 

 

   

図 3.8.1 鉄鋼スラグの製造フロー 

 

 

 

製鋼スラグは、製鋼方法（炉）の種類により、転炉系スラグと電気炉系スラグに分類される。ま

た、用途に応じ、コンクリート用電気炉酸化スラグ骨材、土工用・地盤改良用製鋼スラグが製品とし

て製造されている。 
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表 3.8.1 製鋼スラグの組成例 

 

 

① 転炉系スラグ 

転炉系スラグは、主原料の銑鉄などを転炉などで鋼にする際に生成するスラグであり、転炉スラ

グ、予備処理スラグなどがある。 

転炉スラグは、主原料の溶銑、鉄スクラップ及び副原料の生石灰（CaO）などを転炉に装入し、

高圧の酸素を吹き込み、激しい酸化反応によって溶銑中のけい素（Si）、りん（P）、鉄（Fe）の

一部などが酸化され、生石灰（CaO）と結合した酸化物である。溶鋼と溶融スラグは比重差によっ

て分離され、転炉から排出される。転炉スラグが通常の天然砕石より重く硬質なのは、精錬過程で

鉄（Fe）の一部が酸化されスラグ中で化学的に結合しているためである。 

予備処理スラグは、転炉精錬を効率的に行なうために転炉または別容器内の溶銑に生石灰（CaO）

などを投入し、けい素（Si）、りん（P）、硫黄（S）などを除去する予備処理工程で生成する生石

灰（CaO）と結合した酸化物である。 

 

② 電気炉系スラグ 

電気炉系スラグは、主原料の鉄スクラップなどを電気炉などで鋼にする際に生成するスラグであ

り、酸化スラグと還元スラグとがある。酸化スラグは、装入原料（鉄スクラップなど）をアーク熱

を熱源として溶融し、溶鋼中に酸素を吹き込み、鋼として不要な成分を酸化し、副原料として装入

した生石灰（CaO）と結合して生成する。その際酸化スラグは、鉄（Fe）の一部が酸化されてスラ

グ中に入るために通常の天然砕石より重く、かつ、硬質になる。還元スラグは、酸化スラグの排出

後に生石灰（CaO）などを投入し、酸化物などの不要な成分と結合させる還元精錬によって生成す

る。その際発生する還元スラグには、塊状のものと粉状のものがある。 
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2) 製鋼スラグ製品の製造 

① 冷却・固化工程 

  1,500℃以上の溶融状態にある製鋼スラグは、一般にスラグ運搬車で冷却ヤードに運搬され、空冷

あるいは散水との組み合わせによって冷却・固化される。 

  

② 粉砕・ふるい分け工程 

  冷却ヤードで冷却・固化された製鋼スラグは、ブルドーザなどで掘り起こされ、破砕・粉砕工程

を経て所定の粒度に整粒される。また、製鋼スラグに含まれる金属鉄のうち、破砕・ふるい分け工

程で分離したものは、磁選機により除去される。 

 

図 3.8.2に転炉スラグの破砕・ふるい分け工程例を示す。 

     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.8.2 転炉スラグの破砕・ふるい分け工程例 

 

③ エージング工程 

 製鋼スラグには膨張性があり、利用前に安定化する必要があることから、エージングと呼ばれる

処理を行う。エージング処理には、屋外で数か月間養生をする大気エージング方式、高温蒸気を用

いて短期間に安定化させる蒸気エージング方式、上記に加え耐圧容器を用いて高温・高圧状態でよ

り短期間で安定化する加圧蒸気エージング方式があり、生成する製鋼スラグの特性や、使用される

用途の要求性能に応じて使い分けられている。 
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(2) 供給・利用の状況 

1) 供給地域 

陸上輸送：製鉄所・製造所周辺 

海上輸送：制限なし 

海上輸送＋陸上輸送：全国の港周辺 

 

2) 事業所の立地場所 

① コンクリート用電気炉酸化スラグ骨材  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事推奨用リサイクル製品便覧（令和 3 年度版）（リサイクルポート推進協議会）より作成 

図 3.8.3 コンクリート用電気炉酸化スラグ骨材製造所（JIS認定工場）の立地場所 

 

② 土工用・地盤改良用製鋼スラグ 

高炉スラグ・転炉スラグ製造事業所、電気炉スラグ製造事業所が全国にある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ※本図では高炉スラグ・転炉スラグ製造事業所のみを示す 
出典）鉄鋼スラグ統計年報（2021 年度版）（鐵鋼スラグ協会）より作成 

図 3.8.4 土工用・地盤改良用製鋼スラグ製造所（高炉スラグ・転炉スラグ製造事業所）の立地場所 
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3) 生産量 

①コンクリート用電気炉酸化スラグ骨材：8,500t/月 

②地盤改良用製鋼スラグ：1～22千 m3/月（平成 29～令和元年度出荷実績） 

③土工用製鋼スラグ：25～115千 m3/月（平成 29～令和元年度出荷実績）  

※生産量：乾重量または湿重量ベース（事業所が用途毎に選択） 

 

4) 生産量の推移 
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出典）鉄鋼スラグ統計年報（2021 年度版）（令和 4 年 7 月、鐵鋼スラグ協会）より作成 

※生成量：乾重量ベース。電気炉酸化スラグ骨材、地盤改良用製鋼スラグ、土工用製鋼スラグ以外の用途を含む。 

図 3.8.5 生成量の推移（製鋼スラグ） 

 

5) 用途別使用量 
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出典）鉄鋼スラグ統計年報（2021 年度版）（令和 4 年 7 月、鐵鋼スラグ協会）より作成 

図 3.8.6 用途別使用量（令和 3年度実績、製鋼スラグ） 
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3.8.2 品質 

（解説） 

(1) コンクリート用電気炉酸化スラグ骨材 

コンクリート用電気炉酸化スラグ骨材には、電気炉酸化スラグ粗骨材と電気炉酸化スラグ細骨材が

ある。 

コンクリート用電気炉酸化スラグ骨材は、電気炉スラグのうち酸化スラグのみを取り出し、破砕・

分級して製造される。溶融した酸化スラグを水や空気で急冷した細骨材も作られている。電気炉酸化

スラグは膨張性がなく、物理的・化学的に安定しているため、コンクリート用骨材として適している。 

 

表 3.8.2 電気炉酸化スラグ骨材の種類 

種類 記号 摘要 

電気炉酸化スラグ粗骨材 EFG 
電気炉で溶鋼と同時に生成する溶融した酸化スラグを徐冷し、鉄分

を除去 a)して粒度調整したもの 

電気炉酸化スラグ細骨材 EFS 
電気炉で溶鋼と同時に生成する溶融した酸化スラグを徐冷、または

水や空気などによって急冷し、鉄分を除去 a)して粒度調整したもの 

注 a) 徐冷したスラグから製造する粗骨材及び細骨材は、最終破砕工程の後、搬送用ベルトコンベアー面で、

磁場強さ 600 ガウス以上によって、金属鉄粒を含むスラグを除去する。 

出典）JIS A 5011-4「コンクリート用スラグ骨材－第 4 部：電気炉酸化スラグ骨材」 

 

  電気炉酸化スラグ骨材は、以下のような特性がある。 

・密度が高く、すり減り抵抗性が大きい。 

・コンクリートに有害となる粘土、有機物を含んでいない。 

・溶融シリカ量が少ないため、アルカリシリカ反応性は認められない。 

・製造工程で海水を用いないため、塩化物量(NaCl)として 0.001～0.002%と極めて微量である。 

・粗骨材・細骨材のいずれも供給できる。 

 

1) 物理・力学的性質 

コンクリート用電気炉酸化スラグ骨材 JIS A 5011-4 では、電気炉酸化スラグ粗骨材・細骨材の種

類・品質を次のように規定している。 

 

① 粒度による区分 

電気炉酸化スラグ粗骨材は粒度により、表 3.8.3に示す 4種類に区分される。 

コンクリート用電気炉酸化スラグ骨材は、JISが規定されている。 

土工用製鋼スラグ及び地盤改良用製鋼スラグは、「港湾・空港・海岸等における製鋼スラグ利用技

術マニュアル（平成 27年 2 月、沿岸技術研究センター）に品質が記載されている。 
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表 3.8.3 粒度による区分 

区分 
粒の大きさの範囲 

mm 
記号 

電気炉酸化スラグ粗骨材 4020 

電気炉酸化スラグ粗骨材 2005 

電気炉酸化スラグ粗骨材 2015 

電気炉酸化スラグ粗骨材 1505 

40～20 

20～ 5 

20～15 

15～ 5 

EFG40-20 

EFG20-05 

EFG20-15 

EFG15-05 

出典）JIS A 5011-4「コンクリート用スラグ骨材－第 4 部：電気炉酸化スラグ骨材」 

 

 電気炉酸化スラグ細骨材は粒度により、表 3.8.4に示す 4種類に区分される。 

 

表 3.8.4 粒度による区分 

区分 
粒の大きさの範囲 

mm 
記号 

5  mm 電気炉酸化スラグ細骨材 

2.5 mm 電気炉酸化スラグ細骨材 

1.2 mm 電気炉酸化スラグ細骨材 

5～0.3 mm 電気炉酸化スラグ細骨材 

5  以下 

2.5 以下 

1.2 以下 

5～0.3 

EFS5 

EFS2.5 

EFS1.2 

EFS5-0.3 

出典）JIS A 5011-4「コンクリート用スラグ骨材－第 4 部：電気炉酸化スラグ骨材」 

 

② 化学成分及び物理的性質 

  電気炉酸化スラグ粗骨材の化学成分及び物理的性質の規格を表 3.8.5、表 3.8.6に示す。 

 

表 3.8.5 絶乾密度による区分 

区分 
絶乾密度 

g/cm3 

N 

H 

3.1 以上 4.0 未満 

4.0 以上 4.5 未満 

                                    *絶乾密度試験は JIS A 1110 による。 

出典）JIS A 5011-4「コンクリート用スラグ骨材－第 4 部：電気炉酸化スラグ骨材」 

 

表 3.8.6 化学成分及び物理的性質の規格 

項目 

電気炉酸化スラグ 

粗骨材 

N H 

化学成分 

 酸化カルシウム（CaO として）% 40.0 以下 

 酸化マグネシウム（MgO）   % 10.0 以下 

 全鉄（FeO として）      % 50.0 以下 

 塩基度（CaO／SiO2として） 2.0 以下 

絶乾密度                g/cm3 
3.1 以上 

4.0 未満 

4.0 以上 

4.5 未満 

吸水率                  % 2.0 以下 

単位容積質量             kg/L 1.6 以上 2.0 以上 

出典）JIS A 5011-4「コンクリート用スラグ骨材－第 4 部：電気炉酸化スラグ骨材」 
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電気炉酸化スラグ細骨材の化学成分及び物理的性質の規格を表 3.8.7、表 3.8.8に示す。 

 

表 3.8.7 絶乾密度による区分 

区分 
絶乾密度 

g/cm3 

N 

H 

3.1 以上 4.0 未満 

4.0 以上 4.5 未満 

*絶乾密度試験は JIS A 1110による。 

出典）JIS A 5011-4「コンクリート用スラグ骨材－第 4 部：電気炉酸化スラグ骨材」 

 

表 3.8.8 化学成分及び物理的性質の規格 

項目 

電気炉酸化スラグ 

細骨材 

N H 

化学成分 

 酸化カルシウム（CaO として）% 40.0 以下 

 酸化マグネシウム（MgO）   % 10.0 以下 

 全鉄（FeO として）      % 50.0 以下 

 塩基度（CaO／SiO2として） 2.0 以下 

絶乾密度                g/cm3 
3.1 以上 

4.0 未満 

4.0 以上 

4.5 未満 

吸水率                  % 2.0 以下 

単位容積質量             kg/L 1.8 以上 2.2 以上 

出典）JIS A 5011-4「コンクリート用スラグ骨材－第 4 部：電気炉酸化スラグ骨材」 

 

③ 粒度 

  電気炉酸化スラグ粗骨材の粒度を表 3.8.9に示す。 

 

表 3.8.9 電気炉酸化スラグ粗骨材の粒度 

単位：% 

区分 

ふるいを通るものの質量分率  

ふるいの呼び寸法 a) mm 

50 40 25 20 15 10 5 

電気炉酸化スラグ粗骨材 4020 

電気炉酸化スラグ粗骨材 2005 

電気炉酸化スラグ粗骨材 2015 

電気炉酸化スラグ粗骨材 1505 

100 

－ 

－ 

－ 

90～100 

－ 

－ 

－ 

20～55 

100 

100 

－ 

0～15 

90～100 

90～100 

100 

－ 

－ 

－ 

90～100 

0～5 

20～55 

0～10 

40～70 

－ 

0～10 

0～5 

0～15 

注 a)  ふるいの呼び寸法は、それぞれ JIS Z 8801-1 に規定するふるいの公称目開き 53 mm、37.5 mm、26.5 

mm、19 mm、16 mm、9.5 mm 及び 4.75 mm である。 

出典）JIS A 5011-4「コンクリート用スラグ骨材－第 4 部：電気炉酸化スラグ骨材」 
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また、粗粒率2と微粒分量については、次のように規定されている。 

・粗粒率：製造業者と購入者が協議によって定めた粗粒率に対して±0.30 の範囲である必要があ

る。 

・微粒分量：1）微粒分量は 2）に定める許容差の範囲内でばらつきが生じても 5.0%を超えない 

ように、製造業者と購入者が協議によって定める。 

2）微粒分量の許容差は、1）で定めた協議値に対して±1.0%とする。 

 

電気炉酸化スラグ細骨材の粒度を表 3.8.10に示す。 

 

表 3.8.10 電気炉酸化スラグ細骨材の粒度 

単位：% 

区分 

ふるいを通るものの質量分率 

ふるいの呼び寸法 a) ｍｍ 

10 5 2.5 1.2 0.6 0.3 0.15 

     5 mm 電気炉酸化スラグ細骨材 

    2.5 mm 電気炉酸化スラグ細骨材 

    1.2 mm 電気炉酸化スラグ細骨材 

 5～0.3 mm 電気炉酸化スラグ細骨材 

100 

100 

－ 

100 

90～100 

95～100 

100 

95～100 

80～100 

85～100 

95～100 

45～100 

50～90 

60～95 

80～100 

10～70 

25～65 

30～70 

35～80 

0～40 

10～35 

10～45 

15～50 

0～15 

2～15 

5～20 

10～30 

0～10 

注 a)  ふるいの呼び寸法は、それぞれ JIS Z 8801-1 に規定するふるいの公称目開き 9.5 mm、4.75 mm、2.36 

mm、1.18 mm、600 μm、300 μm 及び 150 μm である。 

出典）JIS A 5011-4「コンクリート用スラグ骨材－第 4 部：電気炉酸化スラグ骨材」 

 

また粗粒率と微粒分量については、次のように規定されている。 

・粗粒率：電気炉酸化スラグ細骨材の粗粒率は、製造業者と購入者が協議によって定めた粗粒率

に対して±0.20の範囲である必要がある。 

・微粒分量：1）微粒分量は 2）に定める許容差の範囲内でばらつきが生じても 7.0%を超えない 

ように、製造業者と購入者が協議によって定める。 

2）微粒分量の許容差は、1）で定めた協議値に対して±2.0%とする。 

           ＊微粒分量の試験は、JISA1103 に従う 

 

2) 化学的性質 

① 環境安全品質規準 

JIS A 5011-4 では、電気炉酸化スラグ骨材の環境安全品質規準として、骨材を用いるコンクリー

ト構造物などの用途に応じて、次の 2 種類の規準を規定している。これら環境安全品質に係る分析試

験の結果は、製造事業者が発行する試験成績表により確認することができる。 

 

環境安全品質基準（一般用途）を表 3.8.11に示す。基準値には土壌汚染対策法の溶出量基準（土

壌環境基準と同じ）、含有量基準と同じ数値が適用されている。

 
2粗粒率：80 mm，40 mm，20 mm，10 mm，5 mm，2.5 mm，1.2 mm，0.6 mm，0.3 mm，及び 0.15 mm の網ふるいの一組を用

いて、ふるい分けを行った場合，各ふるいを通らない全部の試料の百分率の和を 100 で除した値であり、無次元で表さ

れる 
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表 3.8.11 環境安全品質基準（一般用途） 

項目 
溶出量 

mg/L 

含有量 a) 

mg/kg 

カドミウム 0.01 以下 150 以下 

鉛 0.01 以下 150 以下 

六価クロム 0.05 以下 250 以下 

ひ素 0.01 以下 150 以下 

水銀 0.0005 以下 15  以下 

セレン 0.01 以下 150 以下 

ふっ素 0.8  以下 4000 以下 

ほう素 1  以下 4000 以下 

注 a) ここでいう含有量とは，同語が一般的に意味する

“全含有量”とは異なることに注意を要する。 

出典）JIS A 5011-4「コンクリート用スラグ骨材－第 4 部：電気炉酸化スラグ骨材」 

※カドミウム：土壌の汚染に係る環境基準（溶出量基準）が 0.003mg/L 以下に見直され、令和 3 年 4 月に施行され

たため、留意が必要である。 

 六価クロム：令和 3 年 10 月より地下水の水質汚濁に係る環境基準が 0.02mg/L 以下に見直され、令和 4 年 4 月に

施行されたため、留意が必要である。 

 

環境安全品質基準（港湾用途）を表 3.8.12 に示す。なお、港湾用途に使用される場合であっても

再利用を予定する場合は、一般用途として取り扱うこととされている。 

 

表 3.8.12 環境安全品質基準（港湾用途） 

項目 
溶出量 

mg/L 

カドミウム 0.03 以下 

鉛 0.03 以下 

六価クロム 0.15 以下 

ひ素 0.03 以下 

水銀 0.0015 以下 

セレン 0.03 以下 

ふっ素 15  以下 

ほう素 20  以下 

出典）JIS A 5011-4「コンクリート用スラグ骨材－第 4 部：電気炉酸化スラグ骨材」 

※カドミウム：土壌の汚染に係る環境基準（溶出量基準）が 0.003mg/L 以下に見直され、令和 3 年 4 月に施行され

たため、留意が必要である。 

 六価クロム：令和 3 年 10 月より地下水の水質汚濁に係る環境基準が 0.02mg/L 以下に見直され、令和 4 年 4 月に

施行されたため、留意が必要である。 
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    表 3.8.13 及び表 3.8.14 に電気炉酸化スラグ骨材の化学物質の溶出量及び含有量の測定実績

を示す。すべての項目が一般用途に適用される基準を満足しており、有害物質による環境への影

響はないものと考えて良い。 

 

表 3.8.13 コンクリート用電気炉酸化スラグ骨材の化学物質の溶出量（平成 20年） 

No. 
溶出量（mg/L） 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 鉛 六価ｸﾛﾑ ひ素 水銀 ｾﾚﾝ ふっ素 ほう素 

基準値 ≦0.01 ≦0.01 ≦0.05 ≦0.01 ≦0.0005 ≦0.01 ≦0.8 ≦1 

1 ＜0.001 ＜0.005 ＜0.02 ＜0.001 ＜0.0005 ＜0.001 ＜0.1 ＜0.1 

2 ＜0.001 ＜0.005 ＜0.02 ＜0.001 ＜0.0005 ＜0.001 ＜0.1 ＜0.1 

3 ＜0.001 ＜0.005 ＜0.02 ＜0.001 ＜0.0005 ＜0.001 ＜0.1 ＜0.1 

4 ＜0.001 ＜0.005 ＜0.02 ＜0.001 ＜0.0005 ＜0.001 ＜0.1 ＜0.1 

5 ＜0.001 ＜0.005 ＜0.02 ＜0.001 ＜0.0005 ＜0.001 ＜0.1 0.1 

6 ＜0.001 ＜0.005 ＜0.02 ＜0.001 ＜0.0005 ＜0.001 0.2 ＜0.1 

7 ＜0.001 ＜0.005 ＜0.01 ＜0.005 ＜0.0005 ＜0.002 ＜0.1 ＜0.1 

8 ＜0.001 ＜0.005 ＜0.01 ＜0.005 ＜0.0005 ＜0.002 ＜0.1 ＜0.1 

9 ＜0.001 ＜0.005 ＜0.01 ＜0.005 ＜0.0005 ＜0.002 ＜0.1 ＜0.1 

10 ＜0.001 ＜0.005 ＜0.01 ＜0.005 ＜0.0005 ＜0.002 ＜0.1 ＜0.1 

11 ＜0.001 ＜0.005 ＜0.01 ＜0.005 ＜0.0005 ＜0.002 ＜0.1 0.2 

12 ＜0.001 ＜0.005 ＜0.01 ＜0.005 ＜0.0005 ＜0.002 0.2 ＜0.1 

13 ＜0.001 ＜0.005 ＜0.01 ＜0.005 ＜0.0005 ＜0.002 ＜0.1 ＜0.1 

注記 No.1～6 までと 7～12 までは分析機関が異なるので、一部の元素の定量下限が異なっている。 

      分析方法：JIS K 0058-1 の 5（利用有姿） 

 

表 3.8.14 コンクリート用電気炉酸化スラグ骨材の化学物質の含有量（平成 20年） 

No. 
含有量(mg/kg) 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 鉛 六価ｸﾛﾑ ひ素 水銀 ｾﾚﾝ ふっ素 ほう素 

基準値 ≦150 ≦150 ≦250 ≦150 ≦15 ≦150 ≦4,000 ≦4,000 

1 ＜10 ＜10 ＜20 ＜10 ＜1 ＜10 160 ＜400 

2 ＜10 ＜10 ＜20 ＜10 ＜1 ＜10 220 ＜400 

3 ＜10 ＜10 ＜20 ＜10 ＜1 ＜10 220 ＜400 

4 ＜10 ＜10 ＜20 ＜10 ＜1 ＜10 110 ＜400 

5 ＜10 ＜10 ＜20 ＜10 ＜1 ＜10 290 ＜400 

6 ＜10 ＜10 ＜20 ＜10 ＜1 ＜10 850 ＜400 

7 ＜10 ＜10 ＜20 ＜10 ＜1 ＜10 100 ＜400 

8 ＜10 ＜10 ＜20 ＜10 ＜1 ＜10 180 ＜400 

9 ＜10 ＜10 ＜20 ＜10 ＜1 ＜10 170 ＜400 

10 ＜10 ＜10 ＜20 ＜10 ＜1 ＜10 98 ＜400 

11 ＜10 ＜10 ＜20 ＜10 ＜1 ＜10 180 ＜400 

12 ＜10 ＜10 ＜20 ＜10 ＜1 ＜10 440 ＜400 

13 ＜10 ＜10 ＜20 ＜10 ＜1 ＜10 510 ＜400 

注記 分析方法：JIS K 0058-2 
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(2) 土工用・地盤改良用製鋼スラグ 

1) 物理・力学的性質 

① 粒度 

製鋼スラグの粒度は、概ね表 3.8.15に示す範囲である。 

 

表 3.8.15 製鋼スラグの粒度 

粒径(mm) 37.5 26.5 19.0 4.75 2.00 0.425 0.075 

通過質量分率(%) 90～100 70～100 55～100 15～65 5～50 0～30 0～10 

 

図 3.8.7に全国 15製造所の製鋼スラグの粒度の範囲を示す。 

粒度試験結果では、均等係数 Uc は概ね 10.3～44.4、曲率係数 Uc’は 1.3～4.8、細粒分含有率

（粒径 0.075mm未満）は 10％以下の範囲にあり、粒度分布は良い。 

このように、製鋼スラグは粒度分布が良く、締固めしやすい材料であるため、サンドコンパクシ

ョンパイルや盛土等に適した材料である。 
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出典）港湾・空港・海岸等における製鋼スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 2 月） 

図 3.8.7 製鋼スラグの粒度の範囲 

 

② 土粒子密度 

全国 15 製造所の製鋼スラグの、JIS A 1202 「土粒子の密度試験方法」（粒径 9.5mm 以上のもの

は JIS A 1110「粗骨材の密度及び吸水率試験方法」）による試験結果を表 3.8.16 及び図 3.8.8 に

示す。製鋼スラグ粒子の密度は製造所や製造ロット等によって差があるが、概ねここで示した範囲

の値を示している。 
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表 3.8.16 製鋼スラグ粒子の密度 

粒径 
密度(g/cm3) 

試験方法 
最大値 最小値 平均 標準偏差 

9.5mm以上 3.604 3.098 3.289 0.152 JIS A 1110 

9.5mm未満 3.831 3.261 3.473 0.143 JIS A 1202 

有姿（合成） 3.716 3.184 3.395 0.136 － 

有姿（合成）：粒径9.5mm以上及び9.5mm未満の加重平均 （平成11年鐵鋼スラグ協会調査） 

出典）港湾・空港・海岸等における製鋼スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 2 月） 
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 （平成11年鐵鋼スラグ協会調査） 

出典）港湾・空港・海岸等における製鋼スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 2 月） 

図 3.8.8 製鋼スラグ粒子の密度[有姿（合成）] 

 

③ 単位体積重量 

製鋼スラグのような粒状材料では、締固めの程度によって密度が異なる。例えばサンドコンパク

ションパイルに用いる場合では、極めて密な状態となり密度は大きくなる。 

「港湾・空港・海岸等における製鋼スラグ利用技術マニュアル」では、製鋼スラグの単位体積重

量は、状態により異なり、概ね表 3.8.17の範囲としている。 

 

表 3.8.17 製鋼スラグの単位体積重量 

 単位容積質量試験 
最小密度・最大密度試験 

ゆるい状態 密な状態 

単位体積重量 

(kN/m3) 

湿潤 

(含水比 5%) 
19～26 19～24 22～28 
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④ 水硬性 

製鋼スラグは、化学成分がセメントと類似しており、エージングの有無にかかわらず水硬性があ

るが、その発現は一様ではない。 

 

⑤ せん断強度特性 

製鋼スラグ粒子は稜角に富むものが多く、粒度分布が良いため、大きなせん断抵抗角が得られる。

「港湾・空港・海岸等における製鋼スラグ利用技術マニュアル」では、せん断抵抗角φDは 40°以上

としている。 

図 3.8.9 は、全国の 15 製造所で生成した製鋼スラグ(最大粒径 40mm)の、土の圧密排水（CD）三

軸圧縮試験結果である。一般の粒状材料と同様に、相対密度が小さいとせん断抵抗角φD は小さくな

る傾向を示しているが、最小値でもほぼφD＝40°（φD：三軸圧縮試験結果（CD）によるせん断抵抗

角）を示している。 

 

出典）港湾・空港・海岸等における製鋼スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 2 月）  

図 3.8.9 相対密度とせん断抵抗角の関係 

 

⑥ 膨張性 

製鋼スラグは、遊離石灰を数パーセント含むため、水と反応し膨張する性質がある。 

精錬時に加えられた石灰の一部が、未反応のままで製鋼スラグ中に存在する。この石灰は遊離石

灰(Free-CaO)と呼ばれ、下記の化学式で示される水和反応により膨張し、安定化する。 

CaO（遊離石灰）＋H2O  →  Ca(OH)2（消石灰） 

 

製鋼スラグの膨張量は、遊離石灰の量、大きさ、存在状態によって異なるが、一般に遊離石灰量

が多いものほど大きくなる。 

生成直後の製鋼スラグは遊離石灰を数パーセント含むが、屋外で養生すると雨水等により水和反

応が生じて CaO（遊離石灰）が Ca(OH)2（消石灰）に変化して安定するため、その後の膨張量は減少

する。このように水との反応により膨張を安定化させることをエージングといい、屋外で数ヶ月養

生する方法を大気エージング、高温蒸気を用いて短期間に安定化させる方法を蒸気エージングとい

う。上記に加え、耐圧容器を用いて高温、高圧状態で水和させ、より短期間で水和を完了させる方

法（加圧蒸気エージング）も実施されている。 
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⑦ 透水性 

製鋼スラグの透水係数は経時的に低下する傾向がある。 

透水係数 k の室内試験結果例を図 3.8.10 に示す。締固めた製鋼スラグの間隙中の水が交換できる

状態で、水槽（海水及び上水）で養生（水槽内の海水及び上水は、1 カ月毎に交換）し、透水係数 k

を測定した。当初 k=10-1～10-3cm/s であったものが、6 ヶ月の水中養生後に k=10-5～10-6cm/s にまで

低下している。 

その後、サンドコンパクションパイルの状況を再現するために実施された締固め製鋼スラグの間

隙中の海水交換を制限した実験でも、当初 k=10-1～10-2cm/s であったものが、6 ヶ月(180 日)で 10-2

～10-3cm/s、10 ヶ月(300 日)で 10-4 cm/s 付近まで低下した結果が示されている。海水交換を制限し

た場合、10 ヶ月(300 日)程度までは、透水係数が 10-4 cm/s 以上で、圧密促進に必要な透水性は確保

できるものと考えられる 1)。 
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出典）港湾・空港・海岸等における製鋼スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 2 月） 

図 3.8.10 製鋼スラグの透水係数の変化（海水養生及び上水養生） 

 

【参考文献】 

1) (一財)沿岸技術研究センター：港湾・空港・海岸等における製鋼スラグ利用技術マニュアル、平成

27 年 2月 

 

2) 化学的性質 

① pH 

製鋼スラグの溶出水の pH は、通常高い値を示すが、海域で利用した場合には、海水成分による緩

衝作用及び希釈等により、周辺海域の pHの上昇はほとんどない。 

製鋼スラグの溶出水は、消石灰（Ca(OH)2）により、エージングの有無にかかわらず破砕コンクリ

ート塊と同程度のアルカリ性を示す。製鋼スラグを海域で利用する場合には、海水に含まれるマグ

ネシウムイオン、炭酸水素イオン等の緩衝作用により、溶出水の pH 上昇が抑制される 1)。また、大

量の海水によっても希釈されるため、溶出水による周辺環境への影響はほとんどない。 
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一方、陸上における pH の挙動については、含有する石灰の影響で降雨等による水と反応すると溶

出水の pH が高くなり、アルカリ性を示す。そのため、周辺に影響を与えないよう注意する必要があ

る。なお、消石灰による pH の高い水は、炭酸ガスにより容易に中和され、また周辺の土壌中を 30cm

程度通過することで土に吸着され、周辺に影響を与えることはほとんどないとされている 2)。 

 

② 環境安全品質 

各用途の製鋼スラグの試験方法と環境安全品質基準を表 3.8.18、表 3.8.19 に示す。 

製鋼スラグの環境安全品質については、「コンクリート用骨材または道路用等のスラグ類に化学

物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書」の第 2 章「循環資材に共通の基本的考え

方」、第 4 章「建設分野のあらゆる循環資材に共通の環境安全品質及びその検査方法の導入にむけ

て」の考え方に基づき設定している。 

環境安全品質基準設定項目については、第 2 章「循環資材に共通の基本的考え方」に従い、製鋼

スラグは、製造工程において、1,300℃～1,600℃の高温で溶融されることから、VOC や農薬・PCB 等

は本来混入されることがないが万が一混入されたとしてもスラグの製造工程で熱分解し、重金属等

のうちのシアンは分解・揮発してガス側に移行するため基準設定項目としないこととし、重金属等

のうちのカドミウム、鉛、六価クロム、ひ素、水銀、セレン、ふっ素、ほう素の 8 項目を設定して

いる。なお、平成 25 年 3 月に改訂された JIS A 5015：2013「道路用鉄鋼スラグ」の環境安全品質基

準においても、同じ考え方が採用されている。 

環境安全品質基準値については、「コンクリート用骨材または道路用等のスラグ類に化学物質評

価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書」の第 4 章「建設分野のあらゆる循環資材に共通

の環境安全品質及びその検査方法の導入にむけて」に従い、製鋼スラグが使用される周辺環境に応

じて用途毎に溶出量基準・含有量基準を設定している。 

 

表 3.8.18 製鋼スラグの環境安全品質基準と試験方法 

用途 場所 試験項目 試験方法 環境安全品質基準

海域 溶出 JISK0058-1※2 港湾用途溶出量基準

溶出 環境省告示第18号 一般用途溶出量基準

含有 環境省告示第19号 含有量基準

海域 溶出 JISK0058-1※2 港湾用途溶出量基準

溶出 環境省告示第18号 一般用途溶出量基準

載荷盛土工 含有 環境省告示第19号 含有量基準

※1：杭頭部のドレーン部が、基礎工事等により掘削される可能性があることを想定

※2：JIS K 0058-1 5.利用有姿による試験

サンドコンパクション
パイル工

陸域※1

置換工
覆土工

陸域
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表 3.8.19 環境安全品質基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾・空港・海岸等における製鋼スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 2 月） 

 

3) 海洋生物への影響 

製鋼スラグが海洋生物に与える影響については、これまでに様々な安全性確認試験が行われてい

るが、海洋生物に与える影響は見られていない。 

 

【参考文献】 

1) (一財)沿岸技術研究センター：港湾・空港・海岸等における製鋼スラグ利用技術マニュアル、平成

27年 1月 

2) 編著(独)土木研究所、出版(一財)土木研究センター：建設発生土利用技術マニュアル（第 4 版）、

平成 25年 

 
項目

港湾用途溶出量基準
(mg/L)

一般用途溶出量基準
(mg/L)

含有量基準
(mg/kg)

カドミウム 0.009以下 0.003以下 150以下

鉛 0.03以下 0.01以下 150以下

六価クロム 0.15以下 0.05以下 250以下

ひ素 0.03以下 0.01以下 150以下

水銀 0.0015以下 0.0005以下 15以下

セレン 0.03以下 0.01以下 150以下

ふっ素 15以下 0.8以下 4000以下

ほう素 20以下 1以下 4000以下
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3.8.3 適用用途 

(1) 概要 

JIS が規定されている製鋼スラグをリサイクル材として利用する場合は、当該 JIS に適合したもの

を利用するものとする。 

JIS が規定されていない製鋼スラグをリサイクル材として利用する場合は、用途において必要とな

る要求性能を満たす材料を利用するものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、製鋼スラグ（コンクリート用電気炉酸化スラグ骨材、土工

用・地盤改良用製鋼スラグ）を各用途に利用する場合の評価を行った結果をそれぞれ表 3.8.20、表 

3.8.21 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性等）がある場

合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 

 

表 3.8.20 製鋼スラグ（コンクリート用電気炉酸化スラグ骨材）の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 ◎ A a

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 ◎ A a

③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑩ 裏込材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑫
盛土材、覆土材、載荷盛土
材

- -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑭ 路床盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑮ 路盤材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆
砂材、人工砂浜等

- -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
出典）

1)JISA5011-4「ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第4部：電気炉酸化ｽﾗｸﾞ骨材」（平成30年1月改正)

2)電気炉酸化ｽﾗｸﾞ骨材を用いたｺﾝｸﾘｰﾄの設計・施工指針（案）（土木学会、平成15年3月）

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材として用いるための適用範
囲や品質、試験方法、検査方法、表示、報告
等について、品質基準を規定。
・2)ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材として使用する際の施工指
針が記載。

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・消波ﾌﾞﾛｯｸ製作（管理者）
・杭及びフーチング工事（その他機関）
・道路躯体浮上り防止（その他機関）

1)
2)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

 

 

 

 

 

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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表 3.8.21 製鋼スラグ（土工用・地盤改良用製鋼スラグ）の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材

◎
(粘性土で
あれば高置

換）

B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)物理的特性、力学的特性、化学的特性、
設計施工指針、満たすべき品質及び性能など
に関する事項を記載。砂質土地盤の締固めを
目的とするものと粘性土地盤を改良するため
のもののいずれにも製鋼スラグを用いて良い
とされている。また、粘性土地盤を対象とす
る場合、原則として高置換率に用いるものと
されている。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・岸壁築造工事（国交省）
・岸壁改築工事（国交省）
・地盤改良工事（国交省）
・ふ頭耐震工事（管理者）

1)

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材
△

(安定化
材）

D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で用途として利
用可能であるが、課題等も挙げられている。
(p.3-8-27)
【主な内容】
・2)転炉系製鋼ｽﾗｸﾞの化学的・物理的特性、
用途、満たすべき品質、性能、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査な
どに関する事項を記載。適用用途として、ｹｰｿ
ﾝ中詰材の用途への適用を記載。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・岸壁ケーソン製作その他工事（国交
省）
・岸壁建設工事（国交省）
・防波堤建設工事（国交省）

2)

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑩ 裏込材 △ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・2)転炉系製鋼ｽﾗｸﾞの化学的・物理的特性、
用途、満たすべき品質・性能、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査な
どに関する事項を記載。
・適用用途として、岸壁裏込め材の用途への
適用を記載。

-

●利用実績なし

2)

⑪ 裏埋材 ○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
・裏込材の利用マニュアル及び実績を基に、
利用検討が可能と考えられる。 b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・航路整備事業（国交省）

⑫
盛土材、覆土材、載荷盛土
材

○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)物理的特性、力学的特性、化学的特性、
設計施工指針、満たすべき品質及び性能など
に関する事項を記載。天然の砂や砂利と同様
の粒状材料として、置換工、覆土工、載荷盛
土工に用いることができるとされている。
・2)転炉系製鋼ｽﾗｸﾞの化学的・物理的特性、
用途、満たすべき品質・性能、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査な
どに関する事項を記載。
・適用用途として、盛土材の用途への適用を
記載。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・航路整備事業（国交省）
・ふ頭整備工事（管理者、その他機関）
・空港整備事業（その他機関）

1)
2)

⑬ 埋立材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で、用途の検討
が行われたことは確認できないが、公共工事
において利用実績があり、かつ利用面で汎用
性が高いと考えられる。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・埋立工事（管理者）

⑭ 路床盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑮ 路盤材
◎

（未舗装道
路）

A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・2)転炉系製鋼ｽﾗｸﾞの化学的・物理的特性、
用途、満たすべき品質・性能、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査な
どに関する事項を記載。製鋼ｽﾗｸﾞの適用用途
として、路盤材の用途への適用を記載。
・3)未舗装道路及び整地に用いるための適用
範囲や品質、試験方法、検査方法、表示、報
告等について、品質基準を規定。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・滑走路建設工事（国交省）
・岸壁築造等工事（国交省）

2)
3)

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆
砂材、人工砂浜等

○＋

(浅場・干
潟,覆砂)

B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・2)4)実証試験等において、藻場造成材、浅
場造成（蒿上げ）材、覆砂材などへの適用を
記載。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・築堤嵩上工事等（国交省）
・藻場造成実証実験（その他機関）

2)
4)

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
出典）

1)港湾・空港・海岸等における製鋼ｽﾗｸﾞ利用技術ﾏﾆｭｱﾙ（(一財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、平成27年2月）

2)転炉系製鋼ｽﾗｸﾞ海域利用の手引き（(社)日本鉄鋼連盟、平成20年9月）

3)JSTMH8001「土工用製鋼ｽﾗｸﾞ砕石」((一財)建材試験ｾﾝﾀｰ、平成28年3月)

4)製鋼ｽﾗｸﾞを用いた藻場造成・水質改善技術（JFEｽﾁｰﾙ(株)、JFEﾐﾈﾗﾙ(株)：環境省ETV事業、平成21年5月）

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(2) コンクリート用細骨材・粗骨材 

電気炉スラグは、コンクリート用の骨材として JIS 化され、「電気炉酸化スラグ骨材を用いたコ

ンクリートの設計・施工指針（案）（土木学会）」、「電気炉酸化スラグ細骨材を用いるコンクリ

ートの設計・施工指針（案）（日本建築学会）」で電気炉酸化スラグ骨材を用いるコンクリート構

造物の施工についての標準が示されている。 

電気炉酸化スラグは、溶融酸化工程で生成される酸化スラグを徐冷あるいは急冷したものである。

破砕工程や、磁力選別により鉄分を除去し、粒度調整したものが電気炉酸化スラグ骨材である。電

気炉酸化スラグは、安定な鉱物組成からなり、含有シリカ分は少なく、組織の崩壊を発生させる恐

れのある化学成分の含有は微量である。これを骨材として用いたコンクリートは、有害な化学反応

やひび割れの発生はなく、コンクリート用骨材として利用することができる。 

電気炉酸化スラグをコンクリート用骨材として使用する研究は、鐵鋼スラグ協会において平成 8

年から開始され、規格化が審議され、平成 15 年に JIS A 5011-4「コンクリート用スラグ骨材－第

4 部：電気炉酸化スラグ骨材」が制定された。製造工場の工程と管理状態が検査され、「JIS マー

ク表示認定工場」として認定された工場で製造されたものだけが、コンクリート用骨材として使用

できる。 

電気炉酸化スラグ骨材は副産資源の有効利用や環境負荷の低減の観点から、コンクリート用骨材

として積極的な利用が望まれる。また、粒度分布が適当でない砂などの粒度調整用骨材として、天

然骨材を補完する骨材資源として利用することができる。また、電気炉酸化スラグ骨材の製造工程

で海水を使用しておらず塩化物含有量は極めて少ないので、塩化物量や粒度が基準から単独で使用

できない海砂や山砂、砕砂などに、電気炉酸化スラグ細骨材を適当な割合で混合使用することによ

り、細骨材の品質を改善することができる。 

粗骨材に砂利や砕石を用い、砂や砕砂の容積の 30%程度までの範囲で電気炉酸化スラグ細骨材を

混合使用したコンクリートの単位容積質量の増加は、100kg/m3 以下であり、ブリーディングや凝結

性状などフレッシュコンクリートの品質や硬化コンクリートの品質も、通常のコンクリートと大差

ないものとなる。したがって、この範囲の混合率では一般土木構造物に特別の配慮を必要とせずに

普通コンクリートとして用いることができる。 

電気炉酸化スラグ骨材の密度が大きいことを活かして、重量コンクリートを製造することができ

る。重量コンクリートの製造例を表 3.8.22に示す。 

粗骨材または細骨材の全量に電気炉酸化スラグ骨材を用いた場合、コンクリートの重量は約

2,650kg/m3 になる。このコンクリートは普通コンクリートに比較して単位容積質量が 15%程大きい

ため、消波ブロック・重力式擁壁・地下水の浮力対策等重量を要するコンクリートに使用すること

により経済的効果が期待できる。 
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表 3.8.22 重量コンクリートの製造例 

 
スラグ骨材混合率 

スランプ 
（cm） 

Ｗ／Ｃ 
（％） 

単位容積 
質量 

（kg/m3） 

圧縮強度 
（28日） 
（N/mm2） 

細骨材 
（％） 

粗骨材 
（％） 

重量コンクリートⅠ 0 100 8 54.5 2650 30 
重量コンクリートⅡ 42 0 8 47.0 2500 40 
重量コンクリートⅢ 100 100 8 40.4 3000 45 

 

コンクリート用電気炉酸化スラグ骨材をコンクリート用細骨材・粗骨材に利用する場合、以下の

利点がある。 

①電気炉酸化スラグ骨材は、溶融シリカ量が少なく、それ自体はアルカリシリカ反応を起こさな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）電気炉酸化スラグ利用研究準備委員会 実験データ 

図 3.8.11 アルカリ骨材反応の有害判定区分 

 

②乾燥収縮は、天然砂を使用したものと比較して同等か、もしくはやや小さい傾向にある。 

普通粗骨材を用いたコンクリートで、電気炉酸化スラグ細骨材混合率を変化させたときの乾燥

収縮試験結果を図 3.8.12 に示す。混合率を大きくするほど、乾燥による長さ変化率が小さく

なる傾向が認められる。電気炉酸化スラグ骨材の使用量を大きくするほど乾燥収縮量の減少傾

向が現れるのは電気炉酸化スラグ骨材のヤング係数が大きいことによる収縮の拘束効果による

ものと考えられる。 

 



3-8-22 

 

出典）電気炉酸化スラグ骨材を用いた建築用コンクリートに関する委託調査研究報告書（（一社）日本建築学会） 

図 3.8.12 乾燥収縮試験結果の例 

 

③普通ポルトランドセメントと天然砂を使用したコンクリートの促進中性化試験結果をグラフに

示す。天然砂 100％のものと比較して電気炉酸化スラグ細骨材を 30％混合したものは、中性化

速度係数がほぼ同じ値を示している。 

 

 

出典）電気炉酸化スラグ骨材を用いた建築用コンクリートに関する委託調査研究報告書（（一社）日本建築学会） 

図 3.8.13 促進中性化試験結果の例 

 

④電気炉酸化スラグ細骨材が 30％の範囲では、凍結融解 300 サイクルでも相対動弾性係数が

90％以上を示しており、良質の砂を用いた場合とほぼ同等とみなすことができる。 
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出典）電気炉酸化スラグ骨材を用いた建築用コンクリートに関する委託調査研究報告書（（一社）日本建築学会） 

図 3.8.14 凍結融解サイクル回数と相対動弾性係数の測定例 

 

電気炉酸化スラグ骨材の密度の大きいことを活かして重量コンクリートを製造する場合、次のよ

うな留意が必要である。 

・粗骨材の全量に電気炉酸化スラグ骨材を使用する場合は、標準的な AE 減水剤を用いて通常の

コンクリートと大差なく製造することができる。 

・細骨材に電気炉酸化スラグ細骨材を使用しその混合率が例えば 40％と大きい場合は減水率の大

きい AE減水剤が必要になる。 

・粗骨材・細骨材の全量に電気炉酸化スラグ骨材を使用する場合、単位容積質量を 3,000kg/m3の

コンクリートの製造が可能になるが、単位水量やブリーディングの増加が生じ、ワーカビリテ

ィが低下するため、微粒分の増加や特殊な減水剤の使用等、適切な対策が必要である。 

 

 

(3) サンドコンパクションパイル材 

製鋼スラグのサンドコンパクションパイル材への利用については、平成 27 年に（一財）沿岸技術

研究センターから「港湾・空港・海岸等における製鋼スラグ利用技術マニュアル」が発行されてお

り、各基準類の補足資料として参考にすることができる。 

製鋼スラグは、粒状材料として砂地盤の締固め及び粘性土地盤の改良どちらの目的にも利用する

ことができる。粒度分布が良く、締固めしやすい材料であり、砂よりせん断抵抗角と単位体積重量

が大きいため、地盤改良の施工量を低減することができる。ただし、製鋼スラグには水硬性及び膨

張性といった、天然の砂や砂利にはない特性を持つ材料であるため、これらについての長期的な変

化を確認する必要がある。経時的に硬化すると透水係数が低下するため、粘性土地盤の改良を目的

として利用する場合には、原則として高置換率改良での利用となる。 

製鋼スラグの膨張性については、エージング処理等により抑えることが可能である。エージング

以外の膨張量抑制方法としては、事例は少ないが、粒度調整（細粒分を除くなど）や、ゆる詰め状

態にするなどの方法が取られた事例がある 1)。 
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また、製鋼スラグの性状は、製造所間で差が見られるため、実際に使用するスラグの性質を把握

しておくことが肝要である。特に重要な構造物に使用する場合には、事前に試験等を行い実際に使

用する製鋼スラグについて必要な数値を確認しておくことが望ましい。 

陸上施工、海上施工いずれの場合にも天然砂と同等の施工性を有することが確認されているが、

製鋼スラグは重いことから、バケット、ベルトコンベア等の搬送設備の能力には注意する必要があ

る。 

サンドコンパクションパイルを陸上重機にて施工する場合、海上重機に比べてケーシングが細く

詰まり易い 3)ので、事前に粒度試験を行い、細粒分含有率を確認することが望ましい。 

サンドコンパクションパイルの造成に伴う周辺影響(地中変位、振動、騒音)と、近年多用される

振動・騒音を抑えた静的締固め杭工法の施工性については、類似材料で実施された試験施工結果 2)よ

り、天然砂を用いた場合と同等であると推定できる。 

粘性土地盤をサンドコンパクションパイル工法にて改良した場合の試設計例を示す。製鋼スラグ

を利用することにより、天然砂を利用した場合と比較して、改良幅が 4.0m縮めることができる。 

 

 

図 3.8.15 係船岸断面図 
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表 3.8.23 使用材料による必要改良幅の違い(改良率 78.5%,応力分担比=1) 

  

              SCP材料 

  項  目 

 

天然砂 

γt=18kN/m3 

γ’=10kN/m3 

製鋼スラグ 

γt=23kN/m3 

γ’=16kN/m3 

φ=35° φ=40° 

偏心傾斜荷重 

に対する検討 

 

(ﾋﾞｼｮｯﾌﾟ法) 

SCP部の評価 
φ=45°の 

一様な砂地盤 

φ=45°の 

一様な砂地盤 

耐力作用比 

永続 

状態 
1.378 1.375 

L1地震 

変動 

状態 

1.030 1.005 

円弧すべり 

の検討 

 

(修正ﾌｪﾚﾆｳｽ法) 

SCP部の評価 
SCPと粘性土 

の複合地盤 

SCPと粘性土 

の複合地盤 

計算に用いる 

φ及び n 

φ=35° 

n=1 

φ=40° 

n=1 

耐力作用比 
永続 

状態 
1.005 1.127 

必要改良幅 (m) 24.5 20.5 

 

【参考文献】 

1) (一財)沿岸技術研究センター：港湾・空港・海岸等における製鋼スラグ利用技術マニュアル、平

成 27年 2月 

2) (一財)沿岸技術研究センター：港湾関連民間技術の確認審査・評価報告書 第 10001 号 鉄鋼ス

ラグを原料として固結制御可能なサンドコンパクションパイル工法中詰材料 エコガイアストン、

令和 3年 3月更新 

3) 土質工学会：軟弱地盤対策工法、pp.121、1988 

 

(4) 裏埋材 

土工用・地盤改良用製鋼スラグを裏埋材に利用する場合は、天然材より単位体積重量が大きく、

土圧が増加するため、安定計算上留意する必要がある。 

また、水硬性も有しているため、硬化前と硬化後の地震時の挙動について検討する必要がある。 

製鋼スラグの溶出水は、一般に pHが高いため、環境への影響を留意する必要がある。 

 

(5) 盛土材、覆土材、載荷盛土材、路盤材（未舗装道路） 

製鋼スラグの利用については、平成 27 年に（一財）沿岸技術研究センターから「港湾・空港・海

岸等における製鋼スラグ利用技術マニュアル」が発行されているため、同マニュアルを各基準類の

補足資料として参考にすることができる。 

製鋼スラグの性状は、製造所間で差が見られるため、実際に使用するスラグの性質を把握してお

くことが肝要である。そのために、必要であれば事前に試験等を行うことが望ましい。また、製鋼

スラグの溶出水は、一般に pH が高いことから雨水等の排水に際して場合によっては中和処理等が必

要となる。 
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製鋼スラグは、粒状材料として砂や砂利と同様に扱うことができ、天然の砂と比較して単位体積

重量、せん断抵抗角が大きいという優れた特性がある。また、載荷盛土に利用した場合、その重さ

と締め固め特性を活用することによって、効果的な圧密促進が期待でき、盛土工事数量を低減させ

ることができる。載荷盛土としては、横浜港南本牧埠頭で高炉徐冷スラグと混合に利用した実績も

ある。 

一方で、載荷盛土材として利用する場合、その重量、施工時の斜面の安定が問題となるので、製

鋼スラグの単位体積重量、せん断特性等について十分理解する必要がある。また、製鋼スラグの溶

出水は高 pHとなるため、利用に際しては周辺環境に十分配慮する必要がある。 

路盤材への適用については、「JSTM H 8001：土工用製鋼スラグ砕石」（（一財）建材試験センタ

ー）において、仮設道路を含む未舗装道路に使用する際の品質、試験方法、検査等について規定さ

れている。「3.9.1 道路用鉄鋼スラグ」についても併せて参照されたい。 

 

 

(6) 藻場・浅場造成材、覆砂材 

製鋼スラグの藻場・浅場造成材、覆砂材としての利用については、平成 20 年に（社）日本鉄鋼連

盟から「転炉系製鋼スラグ 海域利用の手引き」が発行されているため、参考にすることができる。 

製鋼スラグは、粒度分布がよく、せん断抵抗角が大きいなどの物理特性や、富栄養化物質の吸着

による底質浄化作用を有することから、経済性や環境面から天然土砂を利用するよりもメリットが

生じる場合がある。 

しかし、一般に、水と接触することで高 pH 水を溶出することが多いことから、その利用にあたっ

ては、周辺の環境に悪影響を与えることのないように十分留意することが必要である。使用環境を

見極めた上で、アルカリ溶出を低減するための加工や工事施工における工夫、周辺地盤によるアル

カリ吸着能の活用等の対策を講じることが必要となる。 

藻場造成材は、海藻の付着基盤として海藻藻場の生育を促すことを目的として使用される。製鋼

スラグは、一般的に藻類の生育に必要な二価鉄（FeO）を多く含み、藻場造成材に利用することによ

り、藻類の生育を促進できる場合がある 1)。 

浅場造成材は、海底の水深を浅くする土台を造成して、干潟や浅場を作ることを目的に使用され

る。製鋼スラグは、一般的にせん断抵抗角が大きい 2)ことから、嵩上げ材としての十分な地形安定性

が期待できる。 

覆砂材は、富栄養化等により汚濁した底質表層を覆うことにより、底質からの栄養塩や硫化水素

の溶出を抑制し、生物の生息環境を改善することを目的として使用するものである。製鋼スラグは

底質間隙水中のリンや硫化物の濃度を減少させる性質を有していることから、富栄養化海域の底質

に利用することにより、底質からの水質汚濁を抑制することが期待できる 1)。 

一方で、製鋼スラグは、水と接触することで高 pH 水を溶出することから、周辺海水に影響を与え

るような pH 上昇や白濁等が生じないように対策を講じる必要がある。製鋼スラグを物理的、化学的

に加工し安定化処理を行うことにより、高 pH 水の溶出性を低下させることができる。安定化処理の

方法としては、以下のような事例がある。 

 



3-8-27 

a)粒度調整による方法 

粒度を調整して、製鋼スラグの細粒分を取り除くことで pH の上昇を抑えることができる。海水と

の接触面積が小さくなり海水中での石灰の溶解が少なくなり、同時に海水中の OH-の増加も少なくな

るためである。 

 

b)炭酸化による方法 

製鋼スラグをミキサにより攪拌しながら、CO2 ガスを吸収させることにより、高 pH 溶出の原因と

なる f-CaO を安定的な CaCO3（炭酸カルシウム）に変化させることができる。炭酸固化体と異なり、

処理後も粒状体である。 

 

【参考文献】 

1) (一財)沿岸技術研究センター：港湾・空港・海岸等における製鋼スラグ利用技術マニュアル、平

成 27年 1月 

2) (社)日本鉄鋼連盟：転炉系製鋼スラグ海域利用の手引き、平成 20年 9月 

 

 

(7) 今後の検討を要する用途 

1) 中詰材（安定化材料） 

製鋼スラグは、粒状材料として、ケーソン、セル、二重矢板式構造物などの中詰材としても利用

が考えられる。これらの用途に利用した場合、単位体積重量が大きいため安定計算上有利となる場

合が多い。ただし、製鋼スラグには水と反応して膨張する性質があるため、スラグの膨張が外壁等

に影響を与えないよう注意する必要がある。 

製鋼スラグを中詰材として利用した場合、膨張による内部土圧の増加によって、構造物に二次応

力が働く可能性がある。四日市港での鋼板セル中詰材としての実証試験では、影響は観察されなか

ったが、数十年といった期間での影響までは保証されていない。従って、今後は、製鋼スラグの持

つ膨張性及び水硬性について、長期的な影響を把握することが重要である。 

【既存工事における検討事項】 

・浚渫土とスラグを混合して、単位体積重量を調整して中詰材とする場合、単位体積重量試験で

確認した。（ケーソン製作その他工事） 
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2) 裏込材 

製鋼スラグは、粒状材料として砂や砂利と同様に扱うことができ、天然の砂と比較して単位体積

重量、せん断抵抗角が大きいという優れた特性がある。その特性を利用して、裏込材へ適用が可能

である。一方で、その重量、施工時の斜面の安定が問題となるので、製鋼スラグの単位体積重量、

せん断特性等について十分理解する必要がある。また、製鋼スラグの溶出水は高 pH となるため、利

用に際しては周辺環境に十分配慮する必要がある。 

 

 

3) 埋立材 

土工用・地盤改良用製鋼スラグを埋立材に利用する場合は、天然材より単位体積重量が大きい点

を留意する必要がある。また、製鋼スラグの溶出水は、一般に pH が高いため、環境への影響を留意

する必要がある。 

 

 

3.8.4 関連法令 

製鋼スラグは産業副産物等に該当する。産業副産物等の法令上の取り扱いについては、「1.4.2 環

境安全の考え方」を参照のこと。 

 

 

3.8.5 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

製鋼スラグを材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサイクル材料と

して利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当箇所を参照し、

検討を行う。 

なお、コンクリート用電気炉酸化スラグ骨材については、JIS A 5011-4「コンクリート用スラグ骨材

－第 4 部：電気炉酸化スラグ骨材」において、再利用・廃棄を含めライフサイクルの合理的に想定しう

る範囲において、電気炉酸化スラグ骨材から影響を受ける土壌、地下水、海水などの環境媒体が、各々

の環境基準などを満足できるように、電気炉酸化スラグ骨材が確保すべき品質（環境安全品質）を満足

するための検査の実施が規定されている。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.9 鉄鋼スラグ混合製品（道路用鉄鋼スラグ・水硬性スラグコンパクション材） 

3.9.1 製造・供給 

（解説） 

(1) 製造方法 

1) 道路用鉄鋼スラグ 

冷却した高炉徐冷スラグや製鋼スラグは、ブルドーザで掘り起し、破砕プラントへ運搬する。破

砕プラントでは、所定の粒度に破砕すると同時に磁力による金属鉄除去を行う。 

破砕した鉄鋼スラグはヤードに運び、高炉徐冷スラグは黄色水防止のため、製鋼スラグは f-CaO

による膨張防止のためにエージングを行う。製鋼スラグの大気エージングの場合、転炉系スラグは 6

ヶ月以上、電気炉系スラグは 3 ヶ月以上のエージングを行う。現在、製鋼スラグのエージング期間

を短縮するために、蒸気や加圧蒸気を使用する促進させエージング期間を短時間で行う方法が一般

的である。 

エージングにより安定化した高炉徐冷スラグや製鋼スラグ単味で、必要に応じて高炉徐冷スラグ、

転炉系スラグ、高炉水砕スラグを所定の割合で混合したり、粒度調整を行い路盤用鉄鋼スラグとな

る。電気炉スラグの場合は、一般に電気炉スラグ単味で鉄鋼スラグ路盤材が製造されている。製造

法の例を図 3.9.1に示す。 

 

道路用鉄鋼スラグは、高炉スラグ及び製鋼スラグを素材とし、これらの単独または組み合わせて製

造されている。 

水硬性スラグコンパクション材は、軟弱粘性土地盤改良用の固結タイプと、軟弱砂質土地盤液状化

対策用の摩擦タイプが製造されている。 
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図 3.9.1 鉄鋼スラグ路盤材製造の例 

鉄鋼スラグ路盤材製造の一例
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2) 水硬性スラグコンパクション材 

水硬性スラグコンパクション材は、平成 22 年に「港湾関連民間技術の確認審査・評価報告書 第

10001 号 鉄鋼スラグを原料として固結制御可能なサイドコンパクションパイル工法中詰材料エコガ

イアストン（令和 3 年 3 月更新、（一財）沿岸技術研究センター）」にて審査・評価されており、

実績もある材料である。 

 

① 固結タイプ（軟弱粘性土地盤改良用） 

製鋼スラグに、高炉徐冷スラグまたは水砕スラグを質量混合比で 15％～50％の範囲で混合して製

造される材料で、一軸圧縮強さ（材令 28日）60kN/m2以上の固結性能を有する材料である。 

固結に伴う粘着力成分の効果によりせん断抵抗の向上が期待できるため、設計用せん断抵抗角

42°以上（粘着力成分を加味した見掛けのせん断抵抗角）とすることができる。 

 

② 摩擦タイプ（軟弱砂質土地盤液状化対策用） 

製鋼スラグ単味または、製鋼スラグに高炉徐冷スラグもしくは水砕スラグを質量混合比で 50％以

下の範囲で混合して製造される材料で、せん断抵抗角 35°以上の材料である。 

 

 

(2) 供給・利用の状況 

1) 供給地域 

陸上輸送：製造所（製鉄所）周辺 

海上輸送：全国 

海上輸送＋陸上輸送：全国の港周辺 
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2) 製造所（製鉄所）の立地場所 

① 道路用鉄鋼スラグ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事推奨用リサイクル製品便覧（令和 3 年度版）（リサイクルポート推進協議会）より作成 

図 3.9.2 道路用鉄鋼スラグ製造所（製鉄所）の立地場所 

 

② 水硬性スラグコンパクション材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事推奨用リサイクル製品便覧（令和 3 年度版）（リサイクルポート推進協議会）より作成 

図 3.9.3 水硬性スラグコンパクション材製造所（製鉄所）の立地場所 
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3) 生産量 

①道路用鉄鋼スラグ：24万～29万 m3/月（平成 28～令和 2年度の出荷実績ベース） 

②水硬性スラグコンパクション材：8～25千 m3/月（平成 28～30年度の出荷実績ベース） 

 

 

3.9.2 品質 

（解説） 

(1) 道路用鉄鋼スラグ 

1) 鉄鋼スラグ路盤材に使用される材料 

道路用鉄鋼スラグは、道路の路盤材に使用され、JIS A 5015 に規格が定められており、これに適

合するものを使用する。 

 

2) JIS A 5015で規定されている規格 

① 種類及び呼び名 

道路用鉄鋼スラグの種類、呼び名、及び用途を表 3.9.1に示す。 

 

表 3.9.1 種類と呼び名 

種類 呼び名 用途（参考） 

水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS－25 上層路盤材 

粒度調整鉄鋼スラグ MS－25 上層路盤材 

クラッシャラン鉄鋼スラグ 

CS－40 

下層路盤材 CS－30 

CS－20 

単粒度製鋼スラグ 

SS－20 

加熱アスファルト混合物用 SS－13 

SS－5 

クラッシャラン製鋼スラグ CSS－30 瀝青安定処理（加熱混合）用 

    出典）JIS A 5015「道路用鉄鋼スラグ」 

道路用鉄鋼スラグは、JIS が規定されている。 

水硬性スラグコンパクション材は、港湾関連民間技術の確認審査・評価報告書 第 10001 号 鉄鋼

スラグを原料として固結制御可能なサイドコンパクションパイル工法中詰材料エコガイアストン（令

和 3年 3月更新、（一財）沿岸技術研究センター）にて品質が規定されている。 
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② HMS、MS、CSの品質規格 

表 3.9.2 に物理・化学的性質の規格を、表 3.9.3 に粒度の規格を示す。徐冷スラグから黄濁

水が発生しないことを確認するための黄色判定や、製鋼スラグの膨張安定性を判定する水浸膨張

比が規格に織り込まれている。 

 

表 3.9.2 HMS、MS、CSの物理・化学的性質 

項目 
呼び名 

備考 
HMS－25 MS－25 CS－40 CS－30 CS－20 

呈色判定 呈色なし 
高炉徐冷スラグを用いた道路用鉄

鋼スラグに適用する。 

水浸膨張比 % 1.0 以下 
製鋼スラグを用いた道路用鉄鋼ス

ラグに適用する。 

単位容積質量 kg/L 1.50 以上 － － －  

一軸圧縮強さ MPa 1.2 以上 － － － －  

修正 CBR % 80 以上 80 以上 30 以上 30 以上 30 以上 舗装設計施工指針付表－8.1.38 

注：修正ＣＢＲは、受渡当事者間の協議によって品質を規定することができる。 

 出典）JIS A 5015「道路用鉄鋼スラグ」 

 

表 3.9.3 HMS、MS、CSの粒度 

呼び名 

粒度 

範囲 

mm 

ふるいを通るものの質量分率 （%） 

JIS Z 8801-1 に規定する金属製網ふるいの公称目開き 

53 mm 37.5 mm 31.5 mm 26.5 mm 19 mm 13.2 mm 4.75 mm 2.36 mm 425 μm 75 μm 

HMS－25 25～0 － － 100 95～100 － 60～80 35～60 25～45 10～25 3～10 

MS－25 25～0 － － 100 95～100 － 55～85 30～65 20～50 10～30 2～10 

CS－40 40～0 100 95～100 － － 50～80 － 15～40 5～25 － － 

CS－30 30～0 － 100 95～100 － 55～85 － 15～45 5～30 － － 

CS－20 20～0 － － － 100 95～100 60～90 20～50 10～35 － － 

出典）JIS A 5015「道路用鉄鋼スラグ」 

 

③ SS、CSSの品質規格 

表 3.9.4に物理・化学的性質の規格を、表 3.9.5に粒度の規格を示す。 

表 3.9.4 SS、CSSの物理・化学的性質 

項目 
呼び名 

SS－20 SS－13 SS－5 CSS-30 CSS-20 

水浸膨張比 %  2.0 以下 2.0 以下 

表乾密度 g/cm3  2.45 以上 － 

吸水率 %  3.0 以下 － 

すりへり減量 % 30 以下 50 以下 

    出典）JIS A 5015「道路用鉄鋼スラグ」 
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表 3.9.5 SS、CSSの粒度 

呼び名 

ふるいを通るものの質量分率  

JIS Z 8801-1 に規定する金属製網ふるいの公称目開き 

37.5 mm 31.5 mm 26.5 mm 19 mm 13.2 mm 4.75 mm 2.36 mm 1.18 mm 

SS－20 － － 100 85～100 0～15 － － － 

SS－13 － － － 100 85～100 0～15 － － 

SS－5 － － － － 100 85～100 0～25 0～5 

CSS－30 100 95～100 － 55～85 － 15～45 5～30 － 

CSS－20 － － 100 95～100 60～90 20～50 10～35 － 

  出典）JIS A 5015「道路用鉄鋼スラグ」 

 

3) 環境安全品質 

平成 25年、JIS A 5015に道路用鉄鋼スラグの環境安全品質基準が規定された。 

表 3.9.6に環境安全品質基準を、表 3.9.7に調査結果を示すが、全数基準値以下である。 

製造業者は、購入者から要求があった場合には、試験成績表を提出する必要があると定められて

いる。 

 

表 3.9.6 環境安全品質基準 

項目 溶出量（mg/L） 含有量 a)（mg/kg） 

カドミウム 0.01  以下 150 以下 

鉛 0.01  以下 150 以下 

六価クロム 0.05  以下 250 以下 

ひ素 0.01  以下 150 以下 

水銀 0.000 5 以下 15 以下 

セレン 0.01 以下 150 以下 

ふっ素 0.8 以下 4 000 以下 

ほう素      1 以下 4 000 以下 

注 a) ここでいう含有量とは、同語が一般的に意味する“全含有量”とは異なることに注意を要する。 

出典）JIS A 5015「道路用鉄鋼スラグ」 

※カドミウム：土壌の汚染に係る環境基準（溶出量基準）が 0.003mg/L 以下に見直され、令和 3 年 4 月に施行され

ため、留意が必要である。 

六価クロム：令和 3 年 10 月より地下水の水質汚濁に係る環境基準が 0.02mg/L 以下に見直され、令和 4 年 4 月に

施行されたため、留意が必要である。 
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表 3.9.7 道路用鉄鋼スラグの環境安全品質調査結果 

化学物質 溶出量試験 含有量試験 

カドミウム 全数基準値以下（234/234） 全数基準値以下（234/234） 

鉛 全数基準値以下（376/376） 全数基準値以下（330/330） 

六価クロム 全数基準値以下（357/357） 全数基準値以下（311/311） 

ひ素 全数基準値以下（234/234） 全数基準値以下（234/234） 

水銀 全数基準値以下（234/234） 全数基準値以下（200/200） 

セレン 全数基準値以下（376/376） 全数基準値以下（330/330） 

ふっ素 全数基準値以下（382/382） 全数基準値以下（330/330） 

ほう素 全数基準値以下（382/382） 全数基準値以下（330/330） 

注記 （ ）内は、基準値以下の試験体数/試験体全数 

 

(2) 水硬性スラグコンパクション材 

表 3.9.8に水硬性スラグコンパクション材の品質特性を示す。 

 

表 3.9.8 水硬性スラグコンパクション材の性質と品質特性 

項目 品質の範囲 

物理的性質 

粒度範囲 40 ㎜以下 

土粒子密度(g/cm3) 3.2～3.55 

湿潤単位体積重量(kN/m3) 22～26 

力学的性質 
固結ﾀｲﾌﾟ：見掛けのせん断抵抗角 42°以上 

摩擦ﾀｲﾌﾟ：せん断抵抗角 35°以上 

膨張 80℃水浸膨張比 1.5％以下 

呈色 呈色判定試験 合格 

環境安全品質 土工用・地盤改良用製鋼スラグと同じ（3．8 参照） 

出典）港湾関連民間技術の確認審査・評価報告書 第 10001 号 鉄鋼スラグを原料として固結制御可能なサンドコン

パクションパイル工法中詰材料 エコガイアストン（令和 3 年 3 月更新、(一財)沿岸技術研究センター） 

 

以下に、品質の概要について記述する。 

 

1) 物理・力学的性質 

① 粒度 

水硬性スラグコンパクション材の粒度は、図 3.9.4の範囲内にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾関連民間技術の確認審査・評価報告書 第 10001 号 鉄鋼スラグを原料として固結制御可能なサンドコン

パクションパイル工法中詰材料 エコガイアストン（令和 3 年 3 月更新、(一財)沿岸技術研究センター） 

図 3.9.4 水硬性スラグコンパクション材の粒度範囲と測定例 

水硬性スラグコンパク 

ション材の粒度測定例 
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② 土粒子密度 

固結タイプの土粒子密度は、3.2～3.55g/cm3 である。なお、固結タイプの土粒子密度は、製造所

が限定できる場合には、成績表により値を決めることができる。 

摩擦タイプについては、3.2～3.65g/cm3である。 

 

③ 単位体積重量 

水硬性スラグコンパクション材の単位体積重量は、土粒子密度の場合と同様に製造所が限定でき

る場合には、成績表により値を決めることができる。なお、固結タイプについては、24.0± 

2.OkN/m3を標準としている。 

 

④ せん断強度特性 

固結タイプのせん断強度は摩擦成分(φ)と粘着力成分(c)の両方を併せ持つ c‐φ材としての特性

を有する。なお、円弧すべり計算により安定性を評価する場合に用いるせん断強度定数は、粘着力 c

の効果を考慮したみかけのせん断抵抗角φを用いることができ、φ=42°を標準としている。 

 

⑤ 動的せん断強度特性 

固結タイプの動的せん断強度特性を調べるために実施した土の繰返し非排水三軸試験結果より、

従来の砂よりも高い動的せん断強度を有することが確認されている。 

また、繰返しせん断に伴い、過剰間隙水圧が発生しゆるやかに上昇するが、液状化破壊しないこ

とが確認されている。 

 

⑥ 静的変形特性 

固結タイプの変形特性を調べるために陸上打設した実杭の頭部で実施した平板載荷試験結果より、

従来の砂杭よりも大きな剛性を有することが確認されている。 

表 3.9.9 に示す試験結果より、固結タイプの沈下量は固結特性により砂杭に比べ約半分となり、

剛性は地盤反力係数 KVE、弾性係数 Eともに約 2倍になることが確認されている。 

 

表 3.9.9 平板載荷試験結果（実杭の杭頭で実施） 

 試験最大載荷圧力 
（kN/m2） 

沈下量 
（mm） 

KVE 
（MN/m3） 

E 
（MN/m2） 

砂杭 990.8 5.68 176.6 38.1 
水硬性スラグコンパクション杭 

（固結タイプ） 
990.8 2.53 388.6 83.8 

出典）港湾関連民間技術の確認審査・評価報告書 第 10001 号鉄鋼スラグを原料として固結制御可能なサンドコンパ

クションパイル工法中詰材料 エコガイアストン（令和 3年 3 月更新、(一財)沿岸技術研究センター） 

 

⑦ せん断剛性 

固結タイプの変形特性を求めるために実施した、繰返し三軸試験による等価せん断剛性率 Gcq 及び

履歴減衰率 hとせん断ひずみ振幅の関係を図 3.9.5 に示す。 

一方、Dr=80％と相対密度が比較的大きい砂の等価せん断剛性率の試験結果例を図 3.9.6に示す。 
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両者を比較して、固結タイプの初期せん断剛性率としては GO=174MN/m2 の値が得られており、砂の

G0=115MN/m2に対し大きな値を有することが確認されている。 

図 3.9.7 は固結タイプの一軸圧縮強さと初期せん断剛性率 G0 の関係を示したものである。これよ

り一軸圧縮強さと初期せん断剛性率とは相関関係が認められている。 

 

 

出典）港湾関連民間技術の確認審査・評価報告書 第 10001 号 鉄鋼スラグを原料として固結制御可能なサンドコン

パクションパイル工法中詰材料 エコガイアストン（令和 3 年 3 月更新、(一財)沿岸技術研究センター） 

図 3.9.5 等価せん断剛性率 Geq とせん断ひずみ振幅の関係 

 

 
出典）JGS 0543 土の変形特性を求めるための中空円筒供試体による繰返しねじりせん断試験方法 

図 3.9.6 砂の繰返し三軸試験及び繰返しねじりせん断試験結果の例 
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出典）港湾関連民間技術の確認審査・評価報告書 第 10001 号鉄鋼スラグを原料として固結制御可能なサンドコンパ

クションパイル工法中詰材料 エコガイアストン（令和 3年 3 月更新、(一財)沿岸技術研究センター） 

図 3.9.7 固結タイプの一軸圧縮強さと初期せん断剛性率の関係 

 

⑧ 透水性 

固結タイプは、水硬性の発現により経時的に透水性が低下するため、長期的な杭の透水性による

ドレーン効果を期待する改良仕様には適用しないことが望ましい。 

 

⑨ 膨張 

水硬性スラグコンパクション材は膨張するが、水硬性スラグコンパクション材は 80℃水浸膨張比

（道路用鉄鋼スラグ：JIS A 5015）1.5%以下で規定されている。また、陸上打設した実杭の頭部で

レベル変化を測定した結果（図 3.9.8）より、測定値は測定誤差範囲であり膨張影響は無いことが

確認されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾関連民間技術の確認審査・評価報告書 第 10001 号 鉄鋼スラグを原料として固結制御可能なサンドコン

パクションパイル工法中詰材料 エコガイアストン（令和 3 年 3 月更新、(一財)沿岸技術研究センター） 

図 3.9.8 実杭の杭頭変位測定結果 
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2) 化学的性質 

① pH 

水硬性スラグコンパクション材にて打設されたコンパクションからの溶出水は、破砕コンクリー

トやセメント安定処理土と同様にアルカリ性を示すが、海域及び陸域で利用する場合のいずれにお

いても、周辺への影響はほとんどないことが確認されている。 

海域では、海水による緩衝作用と希釈等により、pH の上昇がほとんどないことが pH 測定結果及び

施工実績より確認されている。 

また陸域では、土壌のアルカリ吸着作用により、pH 上昇は施工杭近傍のみに限定されることが試

験杭での pH 測定結果（図 3.9.9）にて確認されており、また、実施工でも東京都品川地区にて実施

した pH測定にて同様の結果が得られている。1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾関連民間技術の確認審査・評価報告書 第 10001 号鉄鋼スラグを原料として固結制御可能なサンドコンパ

クションパイル工法中詰材料 エコガイアストン（令和 3年 3 月更新(一財)、沿岸技術研究センター） 

図 3.9.9 陸上試験杭での pH測定結果（平面配置図、pH経時変化） 
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② 環境安全品質 

水硬性スラグコンパクション材は、全て基準値以下であることが確認されている。 

 

表 3.9.10 海洋汚染防止法水底上砂基準による溶出試験結果(環境庁告示第 14号) 

 

出典）港湾関連民間技術の確認審査・評価報告書 第 10001 号 鉄鋼スラグを原料として固結制御可能なサンドコン

パクションパイル工法中詰材料 エコガイアストン（令和 3 年 3 月更新、(一財)沿岸技術研究センター） 
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表 3.9.11 土壊環境基準による溶出/土壌汚染対策法含有量試験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾関連民間技術の確認審査・評価報告書 第 10001 号 鉄鋼スラグを原料として固結制御可能なサンドコン

パクションパイル工法中詰材料 エコガイアストン（令和 3 年 3 月更新、(一財)沿岸技術研究センター） 

 

【参考文献】 

1) (一財)沿岸技術研究センター：港湾関連民間技術の確認審査・評価報告書 第 10001 号 鉄鋼ス

ラグを原料として固結制御可能なサンドコンパクションパイル工法中詰材料 エコガイアストン、

令和 3年 3月更新 
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3.9.3 適用用途 

(1) 概要 

JIS が規定されている用途に道路用鉄鋼スラグを利用する場合は、当該 JIS に適合したものを利用

するものとする。JIS が規定されていない用途に道路用鉄鋼スラグを利用する場合は、用途において

必要となる要求性能を満たす材料を利用するものとする。 

水硬性スラグコンパクション材を利用する場合は、関係する基準類に準拠し、用途において定まる

要求性能を満たす材料を用いるものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、鉄鋼スラグ混合製品（道路用鉄鋼スラグ及び水硬性スラグコ

ンパクション材）を各用途に利用する場合の評価を行った結果を、それぞれ表 3.9.12、表 3.9.13

に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性等）がある場合、評

価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 
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表 3.9.12 鉄鋼スラグ混合製品（道路用鉄鋼スラグ）の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材 - -

●用途対象外

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・防波堤築造工事（国交省）
・岸壁建設その他工事（国交省）

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑩ 裏込材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑫
盛土材、覆土材、載荷盛土
材

- -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑭ 路床盛土材 - -
●用途対象外

b
●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・岸壁等改良工事（国交省）

⑮ 路盤材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)道路の路盤に使用する鉄鋼ｽﾗｸﾞ(高炉徐冷
ｽﾗｸﾞ)に関して、適用範囲や品質、試験方法、
検査、表示、報告等の品質基準を規定。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・岸壁築造工事（国交省）
・ケーソンヤード補修工事（国交省）
・緑地用造成工事（国交省）
・エプロン等改良工事（国交省）

1)

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材
◎

（As舗装骨
材）

A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物に使用する鉄鋼ｽﾗｸﾞに
関して、適用範囲や品質、試験方法等の品質
基準を規定。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。（リサイクルポート推進協議会集計
実績）

1)

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆
砂材、人工砂浜等

- -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
出典）

1)JISA5015「道路用鉄鋼ｽﾗｸﾞ」（平成30年12月改正)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

 

表 3.9.13 鉄鋼スラグ混合製品（水硬性スラグコンパクション材）の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材

◎
(粘性土で
あれば高置

換）

B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)砂地盤の締固め効果は従来の砂杭の場合
と同等であること、周辺環境への影響は従来
の砂材と同等であること及び施工後の膨脹に
よる地中変動は殆どないことなど評価要件を
満足するものであることを確認。当該材料は
水硬性を有するため、高置換のSCPにのみ適用
が可能。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・液状化対策工事（国交省）
・岸壁改良整備工事（管理者）
・漁港整備工事（管理者）

1)

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑩ 裏込材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑫
盛土材、覆土材、載荷盛土
材

- -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑭ 路床盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑮ 路盤材 - -

●用途対象外

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・岸壁（耐震改良）等改良工事（国交
省）
・岸壁舗装補修工事（国交省）
・地盤改良工事（国交省）

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆
砂材、人工砂浜等

- -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
出典）

1)港湾関連民間技術の確認審査・評価報告書　第100001号鉄鋼ｽﾗｸﾞを原料として固結制御可能なｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工法中詰材料　ｴｺｶﾞｲｱｽﾄﾝ((一財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、
平成22年12月内容変更、令和3年3月更新)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(2) サンドコンパクションパイル材 

サンドコンパクションパイル材には水硬性スラグコンパクション材を利用することができ、軟弱粘

性土地盤改良用の固結タイプ及び軟弱砂質土地盤液状化対策用の摩擦タイプに分類される。 

杭間粘土の設計上の考え方や、複合地盤の沈下量の考え方については、港湾・空港・海岸等におけ

る製鋼スラグ利用技術マニュアル（平成 27 年 2 月：一般財団法人 沿岸技術研究センター）を参照

できる。 

 

1) 固結タイプ（軟弱粘性土地盤改良用） 

固結タイプは、原則として高置換率（置換率 70％以上）に用いる。 

水硬性スラグコンパクション材は、天然砂よりせん断抵抗角が大きい（35°⇒42°以上）ため、

地盤改良の施工量を低減することができる。また、水硬性スラグコンパクション材は天然砂より動

的な剛性が大きいため、地震時の残留変形抑制効果が期待できる。尚、常時の安定計算法は、天然

砂を用いたサンドコンパクションパイルと同様の方法で設計することが可能である。具体的な安定

計算法ならびに地震時の変形照査法については巻末に示す参考文献 3)に示されており、これらの根

拠となる基礎データは、巻末に示す文献 6)～16)に示されている。 

 

図 3.9.10 に水硬性スラグコンパクション材の固結タイプを使用した場合の地盤改良の施工量低

減イメージ図を示す。水硬性スラグコンパクション材を使用することで、天然砂を用いたサンドコ

ンパクションパイルに比べ改良幅を 2～4割低減することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.9.10 地盤改良の施工量低減イメージ図 

 

2) 摩擦タイプ（軟弱砂質土地盤液状化対策用） 

摩擦タイプは、天然砂を用いたサンドコンパクションパイルと同等の締固め効果が確認されてお

り、天然砂と同様の方法で設計することができる。1) 

 

 

基礎捨石 

裏込石 

ケーソン 

裏埋土 

軟弱粘性土地盤 

地盤改良範囲 

2～4割 

低減 

 

水硬性ｽﾗｸﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ材 

天然砂ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ材 
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陸域にて使用する場合は、土壌のアルカリ吸着作用により、pH 上昇は施工杭近傍のみに限定され

ることが pH 測定（図 3.9.9）にて確認されており、多くの施工実績の中でも問題が生じていないが、

地下水の流速が早い現場では、影響範囲が大きくなる可能性があるため、実地盤のアルカリ吸着能

を考慮した適切なモデルにより長期的な影響範囲を把握するとともに、モニタリング等による確認

を行うことが望ましい。 

 

【参考文献】 

1) (一財)沿岸技術研究センター：港湾関連民間技術の確認審査・評価報告書 第 10001 号 鉄鋼ス

ラグを原料として固結制御可能なサンドコンパクションパイル工法中詰材料 エコガイアストン、

令和 3年 3月更新 

 

 

(3) 路盤材 

下層路盤や上層路盤に使用される材料（路盤用鉄鋼スラグ）は、JIS A 5015 道路用鉄鋼スラグとして

規格に定められているので、これに適合するものを使用することができる。 

路盤用鉄鋼スラグは、経済的でしかも力学的につり合いのとれた形にするために、下層路盤と上層路

盤に分けられる。道路用鉄鋼スラグには、下層路盤にクラッシャラン鉄鋼スラグ(CS)、上層路盤に粒度

調整鉄鋼スラグ（MS）、水硬性粒度調整鉄鋼スラグ（HMS）がある。 

下層路盤や上層路盤を設計、施工等を行う場合、「鉄鋼スラグ路盤設計施工指針」等に示される方法

と手順に準じて行う。これらの指針に記述していない一般事項については「舗装設計施工指針」、「舗

装施工便覧」等の最新版を参照する。 

 

路盤用鉄鋼スラグを適用する場合は、次の利点があげられる。 

①スラグの水硬性について 

路盤用鉄鋼スラグの水硬性は、スラグが水と接触すると微量の石灰やシリカが溶け出し、スラ

グ表面に緻密な水和生成物を形成し、さらにアルカリ性の雰囲気のもとでは、水和物を形成し、こ

れがスラグの粒子をつなぐ結合材となって、凝結硬化することによって起きる性質である。鉄鋼ス

ラグを用いた路盤はこの性質があるため、施工後長期間に亘って路盤の支持力が増大する。 

②水硬性を生かしたスラグ路盤材の経済性 

代表的なスラグ路盤材である水硬性粒度調整スラグ（HMS-25）の等値換算係数は 0.55と、粒度

調整砕石の 0.35に比べて高く評価されており、少ない材料で施工できる。 

さらに、施工後も長期にわたって水硬性を発現するため、耐久性にも優れ、メンテナンスコス

トが低減する。 
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出典）鉄鋼スラグ道路用材への利用（鐵鋼スラグ協会） 

図 3.9.11 HMSで施工した時の舗装厚削減の例(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）鉄鋼スラグ道路用材への利用（鐵鋼スラグ協会） 

図 3.9.12 HMSで施工した時の舗装厚削減の例(2) 

 

③その他の特性 

・締め固め性状が良好で、施工直後の交通開放が可能 

・含水比に対する鋭敏性がいので、作業中雨が降り出した場合にも、締め固め作業の続行が可能 

・成分や粒度分布等、品質が均一な工業製品 

・砕石等の路盤と同様な施工方法 

 

 

交通量区分Ｎ4、信頼度 90%、設計期間 10年の例（目標とするＴA  19cm） 

5 5

TA'＝

　19.5㎝ TA'＝

　19.5㎝

路床(設計CBR＝3）

路床(設計CBR＝3）

　

粒度調整
修正CBR≧80

クラッシャラン
(修正CBR≧30）

水硬性粒度調整鉄鋼スラグ(HMS）
一軸圧縮強さ≧1.2MPa

修正CBR≧80

　

クラッシャラン鉄鋼スラグ(CS）
(修正CBR≧30）

表層 表層

15

25

20

30

45

5555

 

交通量区分Ｎ６、信頼度 90%、設計期間 10年の例（目標とするＴA  35cm） 

TA'＝ TA'＝

35.0㎝ 　35.9㎝

路床(設計CBR＝3）

路床(設計CBR＝3）

水硬性粒度調整鉄鋼スラグ(HMS）
一軸圧縮強さ≧1.2MPa

修正CBR≧80

クラッシャラン鉄鋼スラグ(CS）
(修正CBR≧30）

クラッシャラン
(修正CBR≧30）

瀝青安定処理
（安定度≧3.43kN）

粒度調整
（修正CBR≧80）

基層
基層

表層
15

25

25

65

10

12

25

表層

77

30
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また、適用に際して以下の点に留意する必要がある。 

①使用にあたっては、あらかじめ品質を確認しておくことが重要である。 

・高炉徐冷スラグを用いた路盤用鉄鋼スラグは、呈色判定試験を行い無色であることを確認する。 

・製鋼スラグを用いた路盤用鉄鋼スラグには水浸膨張試験を行ない、JIS A 5015 の規格値以下で

あることを確認する。 

・道路の出荷から、道路の施工時及び利用時だけでなく、その利用が終了し解体後の再利用また

は最終処分場を含めたライフサイクルにおいて環境安全品質を保証する環境安全品質基準を満

足するかを確認する。 

②路盤用鉄鋼スラグは、雨水や地下水が透過すると、カルシウム分によって透過水がアルカリ性を示

すことがある。アルカリ性を有した透過水は、道路周辺の地下水、河川、及び農地などの水質や土

壌に影響を与えることが懸念されるが、わが国のほとんどの土壌は酸性土壌であり、これらのアル

カリ成分を吸着、中和する能力を有しているので、通常の場合は、問題となることは少ない。しか

し、道路に近接して、農地、飲料用井戸、養魚池など特に水質が重視されるような施設がある場合

は、その区間に十分な排水設備を設けるなど適切な処置を講じ、アルカリ性透過水に起因する問題

が生じないようにする必要がある。 

 

 

(4) アスファルト舗装骨材（加熱アスファルト混合物及び瀝青安定処理） 

加熱アスファルト混合物に用いる製鋼スラグ（加熱アスファルト混合物用鉄鋼スラグ）は、JIS A 

5015 道路用鉄鋼スラグとして規格に定められているので、これに適合するものを使用することができる。 

加熱アスファルト混合物に用いる鉄鋼スラグには製鋼スラグが使用され、単粒度製鋼スラグ（SS-20、

SS-13、SS-5）や瀝青安定処理用にクラッシャラン製鋼スラグ（CSS-30、CSS-20）がある。 

製鋼スラグを用いた加熱アスファルト混合物で設計、施工等を行う場合、「製鋼スラグを用いたアス

ファルト舗装設計施工指針」に示される方法と手順に準じて行う。これら指針に記述していない一般事

項については「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」等の最新版に従うものとする。 

加熱アスファルト混合物用鉄鋼スラグを適用する場合は、天然骨材に比べて、硬質かつ耐摩耗性に優

れている利点がある。 

使用にあたっては、道路の出荷から、道路の施工時及び利用時だけでなく、その利用が終了し解体後

の再利用または最終処分場を含めたライフサイクルにおいて、環境安全品質を保証する環境安全品質基

準を満足するかをあらかじめ確認することが重要である。 

 

 

3.9.4 関連法令 

道路用鉄鋼スラグ及び水硬性スラグコンパクション材は産業副産物等に該当する。産業副産物等の法

令上の取り扱いについては、「1.4.2 環境安全の考え方」を参照のこと。 
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3.9.5 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

道路用鉄鋼スラグ及び水硬性スラグコンパクション材を材料として用いた箇所の改修・撤去等によ

り生じた建設副産物を再びリサイクル材料として利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に

応じて、本ガイドラインの該当箇所を参照し、検討を行う。 

なお、道路用鉄鋼スラグについては、JIS A 5015「道路用鉄鋼スラグ」において、再利用・廃棄を

含めライフサイクルの合理的に想定しうる範囲において、道路用鉄鋼スラグから影響を受ける土壌、

地下水、海水などの環境媒体が、各々の環境基準などを満足できるように、道路用鉄鋼スラグが確保

すべき品質（環境安全品質）を満足するための検査の実施が規定されている。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要

となるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.10 鉄鋼スラグ二次製品（固化体・その他） 

3.10.1 製造・供給 

（解説） 

(1) 製造方法 

1) 鉄鋼スラグ水和固化体 

鉄鋼スラグ水和固化体は、製鋼スラグ、高炉スラグ微粉末及び水を必須材料とし、これらを練混

ぜ、水和反応により固化（硬化）させたものである。必要に応じて、アルカリ刺激材（消石灰、各

種セメント等）、フライアッシュ（微粉炭燃焼ボイラで発生する微粉灰）、細骨材相当の高炉水砕

スラグ等を構成材料に加える。 

鉄鋼スラグ水和固化体の製造方法を図 3.10.1に示す。 

鉄鋼スラグ水和固化体は、副産物を材料として利用し、コンクリートと同等な強度を得ることが

できる。 

鉄鋼スラグ水和固化体の型枠への打込みまたはヤードへの流し込み後に、養生を経て、ブロック

状としたり、コンクリート破砕機などにより粗破砕して製造する。これらを鉄鋼スラグ水和固化体

製人工石材という。破砕方法によって、粒径 300mm 程度以下に調整した砂礫状の石材と粒径 100～

1,000mm程度に調整した割ぐり石状の石材の製造が可能である。 

 

 

図 3.10.1 鉄鋼スラグ水和固化体の製造方法 

 

 

 

鉄鋼スラグ水和固化体は、製鋼スラグ、高炉スラグ微粉末等を混練、固化し製造される。 

鉄鋼スラグ炭酸固化体は、粒状の製鋼スラグに強制的に二酸化炭素を吹込み、スラグ中の酸化カル

シウムと反応させて炭酸カルシウムを生成させることにより製造される。 

浚渫土改質材として、転炉にて鋼を製造する工程で生成する転炉系製鋼スラグを成分管理と粒度調

整した材料が製造されている。 

生物共生材として、「藻場造成用鉄分供給ユニット」が製造されている。 
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2) 鉄鋼スラグ炭酸固化体 

鉄鋼スラグ炭酸固化体は、粒状の製鋼スラグに強制的に二酸化炭素を吹込み、スラグ中の酸化カ

ルシウムと反応させて炭酸カルシウムを生成させることにより製造される。スラグ粒子同士がこの

炭酸カルシウムでネットワーク状に強固に結合して固化体を形成し、ブロック表面が炭酸カルシウ

ムとなる。また、二酸化炭素が通じた開気孔が固化体の中に残るため、多孔質となる。 

図 3.10.2 に鉄鋼スラグ炭酸固化体の製造装置を示す。気密性のある型枠の中に適量の水分を加え

た原料の製鋼スラグを充填し、内部まで CO2 が均一に拡散するように圧力を調整しながら成形体を作

る。型枠の下部より CO2 を含んだガスを吹込み、成形体全体を炭酸固化させる。その後、型枠を外し

て固化体を取出し、鉄鋼スラグ炭酸固化体が完成する。 

製鋼スラグ中の CaO は二酸化炭素（CO2）と反応して、化学的に安定な炭酸カルシウム（CaCO3）を

生成する。反応式は、CaO＋CO2→CaCO3 である。コンクリートは、セメントの水和反応で固化するが、

鉄鋼スラグ水和固化体の固化は炭酸化反応である。 

鉄鋼スラグ炭酸固化体の製造時の原料である製鋼スラグは、型枠への自己充填が困難であるため、

自己充填の必要性が少ない直方体形が製造上有利であり、品質も安定する。このため、鉄鋼スラグ

炭酸固化体の形状は、直方体形のブロックまたはプレートを標準とする。 

 

 

図 3.10.2 鉄鋼スラグ炭酸固化体製造概念図 

 

3) 浚渫土改質材 

浚渫土改質材の一つとして、転炉系製鋼スラグを成分管理と粒度調整した「カルシア改質材」が

製造されている。カルシア改質材の製造方法については、その原料である転炉系製鋼スラグの製造

方法を記した 3.8 製鋼スラグ 3.8.1 製造・供給を参照のこと。ただし、カルシア改質材では硬化特

性を利用するためにエージング処理は行われていない。また、粒度は、図 3.10.4 のように調整され

ている。 
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4) 生物共生材 

藻場造成用鉄分供給ユニットの各工程は、以下のとおりである。 

 

① 炭酸化処理工程 

スラグヤードから転炉系製鋼スラグを運び炭酸化安定処理を施し、アルカリを低減させる。 

 

② 配合工程 

炭酸化安定処理を施した転炉系製鋼スラグと、人工腐植土を容積比で転炉系製鋼スラグ 50％以上、

人工腐植土 40％以上で混ぜ合わせる。 

製造工程の詳細は図 3.10.3に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.10.3 藻場造成用鉄分供給ユニットの製造工程 

 

 

(2) 供給・利用の状況 

1) 鉄鋼スラグ水和固化体、鉄鋼スラグ炭酸固化体 

陸上輸送：製造所（製鉄所）周辺 

海上輸送：制限なし 

海上輸送＋陸上輸送：全国の港周辺 

 

2) 浚渫土改質材 

浚渫土改質材の一つであるカルシア改質材の供給地域については、その原料である転炉系製鋼ス

ラグの供給・利用の状況を記した 3.8製鋼スラグ 3.8.1製造・供給を参照のこと。 

 

 

藻場造成用 
鉄分供給ユニット 
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3.10.2 品質 

（解説） 

(1) 鉄鋼スラグ水和固化体 

1) 適用範囲 

鉄鋼スラグ水和固化体を破砕して製造した鉄鋼スラグ水和固化体製人工石材は、準硬石相当の天

然石材（砂岩ずり及び割ぐり石）及びセメントコンクリートの代替材として適用される。適用範囲

を表 3.10.1に示す。 

 

表 3.10.1 鉄鋼スラグ水和固化体製人工石材の適用範囲 

人工石材の種類 砂礫状 割ぐり石状 ブロック状 
粒径の範囲 300mm程度以下 100～1,000mm程度 適宜 

用途 
非液状化埋立材 
（中仕切堤含む） 

裏込石及び 
傾斜護岸材 

藻場材 被覆石*1 消波ブロック 

適用条件 砂岩ずり代替 
準硬石相当
の割ぐり石
代替 

－ 

主として内湾
の波浪が小さ
いところに使
用する割ぐり
石代替 

セメントコン
クリート代替 

*1：必要に応じて耐凍結融解性を確認 

 

鉄鋼スラグ水和固化体には、以下の有用性がある。 

・鉄鋼副産物を用いて製造されるため、天然資源の保護につながる。 

・破砕方法を変えることにより種々の形状や粒度を有する石材製造が可能なため、幅広い利用

が期待できる。 

鉄鋼スラグ水和固化体の硬化メカニズムは、製鋼スラグに含まれている Ca2+が溶出し、高炉スラグ

微粉末やフライアッシュに含まれている非晶質層の Si、Al などの元素との水和反応により、水和ゲ

ルを生じて硬化するものであり、この反応を促進するために、消石灰などのアルカリ刺激材を添加

する。 

 

2) 材料の品質 

鉄鋼スラグ水和固化体を構成する材料は、表 3.10.2に示す品質を満足する。 

鉄鋼スラグ水和固化体は、破砕し、準硬石相当の天然石材（砂岩ずり及び割ぐり石）及びセメント

コンクリートの代替材として適用される。 

鉄鋼スラグ炭酸固化体は、単位体積重量、圧縮強度ともに標準的なコンクリートと同等である。 

浚渫土改質材の一つであるカルシア改質材の品質は、改質土を使用する用途に応じて、化学成分

等、粒度、環境安全品質について適切に設定される。 

生物共生材（藻場造成用鉄分供給ユニット）は、配合、溶出安全性、pH、鉄分溶出性の 4 項目の品

質確認を行うことを規定している。また、生物安全性及び食品安全性についても確認がなされてい

る。 
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表 3.10.2 鉄鋼スラグ水和固化体に用いる材料の品質 

 材料名 品質基準 

必須材料 

製鋼スラグ 人工石材として必要な膨張安定性を満足すること。 

高炉スラグ微粉末 JIS A 6206 に適合したものを標準とする。 

水 
上水道水、JSCE-B101 または JIS A 5308 付属書 9 に適合

したものを標準とする。 

必要に応じ 

て使用する 

材料 

高炉水砕スラグ 

（細骨材相当品） 

JIS A 6206 の原材料に用いるもの、または JIS A 5011-1

に適合したものを標準とする。 

フェロマンガンスラグ 付属資料 D-8に適合したものを標準とする※ 

フライアッシュ 
JIS A 6201 に適合したもの、または相当品を標準とす

る。 

アルカリ刺激材 

「鉄鋼スラグ水和固化体技術マニュアル改訂版、4.2.6 

アルカリ刺激材」による。 

（消石灰系：Ca(OH)2 または CaO を含んだ品質の確かめら

れたもの、セメント系：JIS R 5210、JIS R 5211 に適合

したものを標準とする） 

混和剤 JIS A 6204 に適合した減水剤等を標準とする。 

※付属資料 D-8 は依頼者提出資料（別冊）D 参考資料、D-8 鉄鋼スラグ水和固化体用フェロマンガンスラグを示す。 

出典）港湾関連民間技術の確認審査・評価報告書第 22002 号 鉄鋼スラグ水和固化体製人工石材（令和 4 年 9 月部分変更、

（一財）沿岸技術研究センター） 

 

 

3) 人工石材の品質範囲 

鉄鋼スラグ水和固化体製人工石の品質は、表 3.10.3に示す品質範囲で提供される。 
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表 3.10.3 鉄鋼スラグ水和固化体製人工石材の品質の範囲 

品質項目 指標 品質の範囲 

物理的性質 

粒度 

D10(mm) フロンティアストーン 2.0 以上 

均等係数 

Uc=(D60/D10) 

フロンティアストーン 5～45 

フロンティアロック 1.3～3  

粒径・質量範囲 

フロンティアストーン 0～300mm 

フロンティアロック 
5～2,000kg/個※１ 

(寸法の目安 100～1000mm) 

絶乾密度(g/cm3)      JIS A 1110 2.1～2.9 

吸水率(%)            JIS A 1110 20 以下 

母材の圧縮強度(N/mm2)    

JIS A 1108 28 日強度 (標準養生円柱供試体) 
9.8 以上 

力学的性質 

せん断抵抗角φ0 

(JGS0525 D300×H600) 
フロンティアストーン 

30°以上（拘束圧 100kPa 以上 400kPa 未満） 

40°以上（拘束圧 100kPa 未満） 

フロンティアロック 35°以上（拘束圧 100kPa 未満） 

2 次圧縮係数(%) フロンティアストーン 準硬石の天然石材と同等以下 

スレーキング率(%) フロンティアストーン 準硬石の天然石材と同等以下 

環境適合性 

pH(JGS0211 海水溶媒) 9.0 以下 

生物付着性（付着藻類・

ベントスの種類数・付着

質量） 

フロンティアロック 天然石材と同等 

有害物質の溶出・含有 
港湾用途溶出量基準又は一般用途溶出量基準

および含有量基準の基準値以下※2 

膨張 

膨張 JIS A 5015 

（水中落下法） 
フロンティアストーン 

膨張しないこと 

（JIS A 5015 80℃水浸膨張試験 10 日で 0.2%

以下） 

鉄鋼スラグ水和固化体技

術マニュアル付属書 2 
フロンティアロック 有害なひび割れなし 

※1 フロンティアロックの製造寸法については、別途製鉄所に確認要 
※2 鉄鋼スラグ水和固化体製人工石材の環境安全品質基準の考え方及び基準値は、「コンクリート用骨材又は道路用等の

スラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書」の第 2 章、第 4 章の考え方に基づく。 

出典）港湾関連民間技術の確認審査・評価報告書第 22002 号 鉄鋼スラグ水和固化体製人工石材（令和 4 年 9 月部分変更、

（一財）沿岸技術研究センター） 
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4) pH 

鉄鋼スラグ水和固化体は、製鋼スラグが高炉スラグ微粉末ペーストに覆われるとともに、高 pH 溶

出の原因となる f-CaO が高炉スラグ微粉末より溶出される SiO2（シリカ）や Al2O3（アルミナ）成分

と反応し、C-S-H 水和物や C-A-H 水和物を生成して固化する過程で消費されるため、pH 溶出が低減

される。 

 

 

(2) 鉄鋼スラグ炭酸固化体 

1) 基本物性 

鉄鋼スラグ炭酸固化体の基本物性を表 3.10.4 に示す。単位体積重量、圧縮強度ともに標準的なコ

ンクリートと同等である。 

 

表 3.10.4 鉄鋼スラグ炭酸固化体とコンクリートの基本物性例 

項目 鉄鋼スラグ炭酸固化体 コンクリート 

気中単位体積重量(g/cm3) 2.0～2.4* 2.3 

水中単位体積重量(g/cm3) 1.4～1.7 1.3 

連続気孔率(%) 25～42 - 

平均気孔径(mm) 0.05～0.5 - 

比表面積(m2/g) 4.5程度 - 

圧縮強度(N/mm2) 10～19 18～24以上 

＊連続気孔に水がない状態 

 

2) 強度特性 

鉄鋼スラグ炭酸固化体の圧縮強度は、一般的なポーラスコンクリートと同等である。また、圧縮

強度、引張強度、曲げ強度の関係は、（引張強度）／（圧縮強度）は約 1/12、（曲げ強度）／（圧

縮強度）は約 1/8と標準的なコンクリートとほぼ同等である。 

 

3) 耐久性 

鉄鋼スラグ炭酸固化体は、コンクリートブロックと同様な耐久性を有する。実海域における沈設

試験調査（6 年程度経過）において、膨張による亀裂発生や脆化現象などの材料的な劣化は見られな

い。 

 

4) 溶出 

鉄鋼スラグ炭酸固化体から重金属などの有害物質は溶出しない。また、海水へのアルカリ影響は

ない。 
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(3) 浚渫土改質材 

ここでは、改質材としてカルシア改質材について述べる。 

 

1) カルシア改質材の品質 

① 物理・力学的性質 

a.粒度 

カルシア改質材の粒度範囲を図 3.10.4に示す。 

 

 

 

 

 

図 3.10.4 カルシア改質材の粒度範囲 

 

 土構造物としての強度を要求される用途にカルシア改質材による改質土を適用する場合には、過去の

適用事例で所要の強度を満たしたカルシア改質材の粒度分布の範囲である表 3.10.5 の JIS A 5015「道

路用鉄鋼スラグ」の粒度範囲を満たすこととする。 

 なお、製造所によって、製造可能な最大粒径が異なるため、事前に確認が必要である。 

 

表 3.10.5 カルシア改質材の標準的な粒度範囲 

粒径 mm 37.5 56.5 19.0 4.75 2.00 0.425 0.075 

通過質量百分率

（％） 
95～100 70～100 55～100 0～100 0～80 0～45 0～10 

 

b.密度 

 高炉メーカー4 社よりサンプリングしたカルシア改質材の粒子密度は、製造所や製造ロットにより異

なるが、鉄分を多く含むため天然砂（約 2.6g/cm3）よりも大きく概ね 2.9～3.4 g/cm3の範囲である。製

造所によって、これらの物性値には違いがあるため、使用に当たっては事前に製造所に確認しておくの

がよい。 
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② 化学的性質 

a.化学成分 

カルシア改質材の主成分は、石灰(CaO)、二酸化珪素（SiO2）、酸化鉄（Fe2O3）であり、化学成分がセ

メントと類似しておりアルカリ性を呈する。 

固化材または安定材としての役割は、カルシア改質材に含まれるカルシウム分、特に遊離石灰（f-

CaO）が果たしていると考えられるため、強度を期待する用途にカルシア改質材による改質土を適用す

る場合には、これらの含有量に留意する必要がある。 

カルシア改質材に含まれる遊離石灰（f-CaO）と改質土の一軸圧縮強さの関係に関する知見として、

以下が得られている。 

 ・遊離石灰（f-CaO）量が１％以下では、強度発現がほとんどみられない。 

 ・カルシア改質材による改質土の強度発現は、浚渫土の土質特性の影響を大きく受けるが、少なく

とも qu=20kN/m2程度（≒qc=200kN/m2：建設発生土の強度指標である第 4 種処理土相当）を確保す

るためには、遊離石灰（f-CaO）量が１％以上必要と考えられる。 

 

 カルシア改質材の原材料である転炉系製鋼スラグにおいて、硫化物含有量（T-S）の規定値は設定し

ていない。 

 

b.環境安全品質 

「港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル」では、カルシア改質材の環境安

全品質基準として、カルシア改質土の使用環境（人の立入りの可能性、再利用の可能性）に応じて、有

害物質の溶出量及び含有量の基準を規定している。これら環境安全品質に係る分析試験の結果は、製造

事業者が発行する試験成績書により確認することができる。 
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2) カルシア改質土の品質 

① 物理・力学的性質 

a.せん断強度（浚渫土の強度増進効果） 

カルシア改質土の強度は、カルシア改質材の混合量、時間経過、含水量等に応じて変化する。カルシ

ア改質土の一軸圧縮強さの一般値は、qu28＝50～400(kN/m2)であり、他の工法により製造された混合土

（軽量混合処理土、管中混合固化処理土）と同程度である。また、一軸圧縮強さは時間の経過とともに

増加する傾向がある。 

一般的には、カルシア改質材の容積混合率は 10～40%であり、この混合範囲においては、基本的に粘

性土地盤（ｃ材）として取り扱うことができる。 

図 3.10.5、図 3.10.6 に大阪湾にて採取された浚渫土にカルシア改質材を混合して作製したカルシア

改質土の強度発現特性を示す。 

 図 3.10.5 は、採取した浚渫土（液性限界 WL=105%）に加水調整を行い、浚渫土の含水比 W/WL=1.6、

1.8、2.0 に対して、カルシア改質材 30％を混合したカルシア改質土の養生日数と一軸圧縮強さの関係

を示したものである。その結果、養生日数の経過とともに一軸圧縮強さが増加すること、浚渫土の含水

比が高くなると、一軸圧縮強さは低下傾向を示すことがわかる。 

図 3.10.6 は、カルシア改質材の混合割合とカルシア改質土の一軸圧縮強さの関係を示したものであ

る（養生 28 日、図 3.10.5）とは異なる改質材の試験結果）。その結果、改質材の混合割合が多いほど、

改良土の一軸圧縮強さが増加することがわかる。 
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b.単位体積重量 

カルシア改質土の単位体積重量は、浚渫土の含水比、カルシア改質材の容積混合率等、配合によって

変化する。カルシア改質土の単位体積重量の実測値は、図 3.10.7 に示すとおりである。浚渫土の単位

体積重量に対し、カルシア改質材の粒子密度が概ね 25～34kN/m3 と大きいことから、カルシア改質材の

混合率が大きいほど単位体積重量は大きくなる。単位体積重量は、カルシア改質材の容積混合率 10％の

場合 14～18（中央値 16）kN/m3、30％の場合 17～21（中央値 19）kN/m3の範囲にある。 

 カルシア改質材 4 サンプルの平均表乾密度（31.9kN/m3）と浚渫土 7 サンプルの平均湿潤密度

（13.7kN/m3）を用いて計算したカルシア改質材による改質土の単位体積重量の推定値を、図 3.10.7 に

合わせて示した。 
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図 3.10.5 養生日数とカルシア改質土の一軸圧縮強さの関係の例 
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図 3.10.6 カルシア改質材の混合割合とカルシア改質土の一軸圧縮強さの関係の例 

 

 

 

 

(b)カルシア改質材混合量と一軸圧縮強さの関係 

図-● 改良土の強度発現特性 
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図 3.10.7 カルシア改質土の単位体積重量の例 

 

c.透水係数 

同じ港湾区域で採取された 6 種類の浚渫土を用いた圧密試験より得られたカルシア改質土の透水係数

の例を図 3.10.8 に示す。カルシア改質土の透水係数は、10-7～10-6cm/s にあり、粘土～シルトの透水係

数と同程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成29年2月） 

図 3.10.8 カルシア改質土の透水係数の例 

 

 

 

 

実線は、カルシア改質材による改質

土の単位体積重量の推定値 
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d.変形係数 

カルシア改質土の一軸圧縮強さと変形係数 E50の関係の例は、図 3.10.9 に示すとおりである。同図よ

り、概ね E50=(100～300)qu の関係がみられ、他の工法により製造された混合土（軽量混合処理土、管中

混合固化処理土）と同程度であることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成29年2月） 

図 3.10.9 カルシア改質土の一軸圧縮強さと変形係数の関係の例 

 

e.圧密降伏応力 

カルシア改質土の一軸圧縮強さと圧密降伏応力の関係の例は、図 3.10.10 に示すとおりである。同図

より、pc=(1.1～2.0)qu の関係がみられ、他の工法により製造された混合土（軽量混合処理土、管中混合

固化処理土）と同程度であることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成29年2月） 

図 3.10.10 カルシア改質土の一軸圧縮強さと圧密降伏応力の関係の例 
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f.液状化特性 

カルシア改質材の容積混合率 25%、一軸圧縮強さ 40kN/m2 のカルシア改質土の繰返し三軸試験の結果

は、図 3.10.11 に示すとおりである。カルシア改質土は、液状化しない薬液注入による安定処理土と同

様の動的挙動を示していることから、カルシア改質土は液状化しない材料とみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 29年2月） 

図 3.10.11 カルシア改質土の繰返し三軸試験結果の例 

 

g.水浸膨張性 

カルシア改質材は、水と反応して体積膨張する性質を有している。一方、カルシア改質土は、カルシ

ア改質材単味と比較して、膨張量が大きく抑制される。 

一般的なｃ材（カルシア改質材の容積混合率 30%以内）として利用する場合は、膨張性しない材料と

みなすことができる。ただし、カルシア改質土が膨張することを特にさけなければいけない場合やカル

シア改質材の混合率を 30％超とする場合は、カルシア改質土に膨張が生じないことを確認することが望

ましい。 
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h.濁りの抑制効果 

軟弱な浚渫土はカルシア改質材を混合した直後に、カルシア改質材による吸水作用により強度（粘

性）が増大する。これより、改良土は、混合直後の水中投入時においても、濁り発生が生じにくい。 

図 3.10.12 に、カルシア改質土の水中落下時の汚濁抑制効果の確認試験結果を示す。実験は、内径

170mm、深さ 1m の円筒型水槽に海水を満たし、その水面上から、混合直後のカルシア改質土と浚渫土

（比較材）をそれぞれ約 100cm3 投入し、落下過程での濁りの発生状況を観察することにより行った。こ

れより、カルシア改質土の汚濁抑制効果が確認できる。なお、本実験では、使用したカルシア改質土と

浚渫土の投入時の流動性は、ほぼ同じシリンダーフロー値 13～14cmに調整した。 

 

出典）港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 29年2月） 

図 3.10.12 カルシア改質土の水中落下時の汚濁抑制効果の確認試験 

 

また、実海域での底開バージ投入実験において、浚渫土と比べた濁り発生量原単位が 3 割程度まで抑

制されることが確認されている。 

施工後の濁り発生の抑制効果については、造波が可能な海域環境シミュレータを用いた実験で、浚渫

土単味に比べて濁りが抑制されることが確認されている。 

 

② 化学的性質 

a.pH 

カルシア改質材を単独で海に投入した場合には、成分であるカルシウムの含有率によっては海水の pH

を上昇させ、さらには海水中のマグネシウムと水酸基が反応して生成した水酸化マグネシウムが析出し、

白濁を生じさせる場合がある。これに対して、カルシア改質土では、カルシア改質材単味に比べて pH

が低減されること、白濁発生が抑制されることが確認されている。 

カルシア改質土の pH、白濁試験結果の例を表 3.10.6 に示す。いずれのカルシア改質土においても、

水質汚濁防止法の排水基準である pH9.0を下回っていた。 

(a)浚渫土 (b)ｶﾙｼｱ改質土(a)浚渫土 (b)カルシア改質土 
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表 3.10.6 pH・白濁試験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 29年2月） 

 

 

b.環境安全品質 

「港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル」では、カルシア改質土の使用環

境（人の立入りの可能性、再利用の想定等）に応じて、「水底土砂に係る判定基準」、「土壌汚染対策

法溶出量基準」、「土壌汚染対策法含有量基準」のうち、使用環境で求められる基準を環境への安全性

に対する照査基準として規定している。表 3.10.7 は、カルシア改質土の溶出試験結果の例である。試

験に用いたいずれのカルシア改質土についても、海洋汚染防止法の水底土砂に係る判定基準を下回る。

また、浚渫土とカルシア改質材を混合することで溶出量が増大することも特に見られない。 
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表 3.10.7 改質土における有害物質溶出試験結果 

測定の対象及び単位 
測定結果 

基準値 
改質土 A 改質土 B 改質土 C 改質土 D 

アルキル水銀化合物 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 未検出 

水銀またはその化合物 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.005 

カドミウムまたはその化合物 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.1 

鉛またはその化合物 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.1 

有機りん化合物 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <1 

六価クロム化合物 mg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.5 

ひ素またはその化合物 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.1 

シアン化合物 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <1 

PCB(ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.003 

有機塩素化合物 mg/kg <4 <4 <4 <4 <40 

銅またはその化合物 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 <3 

亜鉛またはその化合物 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <5 

ふつ化物 mg/L 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <15 

トリクロロエチレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.3 

テトラクロロエチレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.1 

ﾍﾞﾘﾘｳﾑまたはその化合物 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <2.5 

クロムまたはその化合物 mg/L <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <2 

ニッケルまたはその化合物 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <1.2 

ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑまたはその化合物 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <1.5 

ジクロロメタン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.2 

四塩化炭素 mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.02 

1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.04 

1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.2 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.4 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <3 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.06 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.02 

チウラム mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.06 

シマジン mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.03 

チオベンカルブ mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.2 

ベンセン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.1 

セレンまたはその化合物 mg/L <0.002 0.003 <0.002 <0.002 <0.1 

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.0017 0.0020 0.0017 0.0071 <10 

※改質土 A,B,C,D は、大阪湾にて採取した浚渫土に、高炉メーカー各社のカルシア改質材を混合したものである。 

 

c.生物安全性 

カルシア改質土を用いた海産生物の急性毒性試験について、魚類（ヒラメ、マダイ）、甲殻類（ヨシ

エビ、クルマエビ）、貝類（クロアワビ）を対象として、主として「魚介類水質環境基準検討調査総合

報告書〔海産生物毒性試験指針〕」（水産庁、平成 12 年 3 月）及び「海産生物毒性試験指針」（水産

庁、平成 22 年 3 月）に準拠して実施されている。この結果、いずれの生物種についても毒性は認めら

れなかった。 

また、海産生物の生体内への有害物質の蓄積量を把握するための蓄積性試験について、魚類（ヒラ

メ）、甲殻類（ヨシエビ）、貝類（クロアワビ）を対象として実施されている。この結果、いずれの生

物種についても有害物質の特異的な蓄積は認められなかった。 
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表 3.10.8 生物試験結果の例 

【急性毒性試験】 

生物分類 生物種 試験時間 試験結果 出典 

①魚類 
ヒラメ 96 時間 試験終了後にも死亡はみられない 1） 

マダイ 96 時間 試験終了後にも死亡はみられない 2） 

②甲殻類 
ヨシエビ 96 時間 試験終了後にも死亡はみられない 1） 

クルマエビ 96 時間 試験終了後にも死亡はみられない 2） 

③貝類 
クロアワビ 96 時間 試験終了後にも死亡はみられない 1） 

クロアワビ 96 時間 試験終了後にも死亡はみられない 2） 

④藻類 スサビノリ※ 16 日間以上 試験区と対照区で生長及び金属元素組成に差は認められない 3） 

⑤その他 
魚類、貝類、 

ヒトデ等※ 
28 日間 

試験区と対照区で全ての魚介類に死亡はみられず、差は認め

られない 

3） 

 

【蓄積性試験】 

生物分類 生物種 試験時間 試験結果 出典 

①魚類 
ヒラメ 60 日間 特異的な蓄積は認められない 1） 

ヒラメ※ 4 か月 代謝蓄積の影響は非常に小さいと考えられる 3） 

②甲殻類 ヨシエビ 60 日間 特異的な蓄積は認められない 1） 

③貝類 

クロアワビ 60 日間 特異的な蓄積は認められない 1） 

タカニシ※ 不明 特異的な蓄積は認められない 3） 

アワビ※ 10 週間 
鉄がアワビに取り込まれる可能性が考えられる 

その他の金属は特異的な蓄積は認められない 

3） 

マガキ※ 不明 特異的な蓄積は認められない 3） 

④藻類 ― ― （既存結果なし）  

⑤その他 
キタムラサキ

ウニ※ 
不明 特異的な蓄積は認められない 

3） 

※ 転炉系製鋼スラグ単味での試験事例 

出典 1)中国地方整備局による生物試験結果 

2)カルシア改質土研究会資料 

3)転炉系製鋼スラグ 海域利用の手引き（平成 20年 9 月、社団法人 日本鉄鋼連盟） 

 

d.栄養塩等（リン、硫化物）の溶出抑制効果 

カルシア改質材には、鋼の製造過程において不要な成分であるリンや硫化物を除去するために投入し

た石灰が鉱物化せず、一部未反応の状態（遊離石灰）で存在している。この遊離石灰や固化作用により、

浚渫土に含有されたリンや溶存硫化物等の富栄養化物質の溶出が抑制され、赤潮や青潮のもとになる富

栄養化底質を改質・浄化する効果が期待できる。1) 

このリンや溶存硫化物の溶出抑制試験結果を図 3.10.13 及び図 3.10.14 に示す。実験は、浚渫土に

カルシア改質材を容積混合率 50％で製造したカルシア改質土 100g をガラス瓶(容量１Ｌ)に入れた後に、

人工海水 0.9Ｌを入れて溶出実験用の試料とした。同様に浚渫土のみのケースも行なった。これらの溶

出実験用の試料は、密閉、光遮断、室温下の条件で放置した。その後、所定の日数でそれぞれの上澄み

液を採水し、リン酸態リンと溶存態硫化物を測定した。これらの試験結果より、カルシア改質材を混合

したことによる硫化物やリンの溶出抑制効果が確認できる。 
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出典）港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 29年2月） 

図 3.10.13 リン酸態リンの溶出抑制試験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成29年2月） 

図 3.10.14 溶存硫化物の溶出抑制試験結果 

 

【参考文献】 

1) 鉄鋼スラグ等の実海域適用に関する研究会：浚渫土と転炉系製鋼スラグの混合材の海域利用のた

めの技術マニュアル(案)、平成 29年 3月 

2) （一財）沿岸技術研究センター：港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュア

ル、平成 29年 2月 
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(4) 生物共生材 

1) 物理・力学的性質 

① 配合 

全国各地での使用事例で得られた溶存鉄濃度計測結果より、転炉系製鋼スラグと人工腐植土の配

合比は、転炉系製鋼スラグが 50%以上、人工腐植土が 40%以上とされている。 

② 単位容積質量 

上記の配合における単位容積質量は、概ね 2.1t/m3程度である。 

 

2) 化学的性質 

① pH 

生物共生材の pH（海水溶媒、固液比 1:10）は、原料として用いる転炉系製鋼スラグの pH を炭酸

化安定処理によって抑制していることから、水質汚濁防止法の排水基準で規定されている海域にお

ける水素イオン濃度である pH9.0以下であり、海域への設置時にも海水の白濁が生じない。 

② 鉄分溶出性 

   藻場造成効果である鉄分溶出について溶出ポテンシャルを確保するため、これまでの全国各地の

実験において実績のある製品の計測結果より、全重量に対して 0.3%以上の可溶性鉄分の含有がある

ことが品質として定められている。 

 

3) その他の性質 

① 環境安全性 

   海域へ設置されるものであり、かつ、原料となる転炉系製鋼スラグは高温で処理をされるという

観点から、海洋汚染防止法における水底土砂基準のうち、カドミウム、鉛、六価クロム、ひ素、水

銀、セレン、ふっ素の 7項目に対して安全性の確認が行われている。 

原料として使用する転炉系製鋼スラグは、JIS A 5032 で規定される「道路用溶融スラグ」以上の

高温で処理されることから、有機物やダイオキシン類は「道路用溶融スラグ」と同様に分解され、

成分中に含有することはない。「道路用溶融スラグ」は「溶融固化物」とも呼ばれ、1,200℃以上

の高温条件において焼却灰が過熱・溶融され、冷却固化したもので、有機物は熱分解、ガス化、燃

焼し、無機物がスラグ化したものである。したがって、転炉系製鋼スラグの重金属の溶出について

は、「道路用溶融スラグ」と同様にカドミウム、鉛、六価クロム、ひ素、水銀、セレン、ふっ素、

ホウ素の 8 種類を確認すればよいこととなる。このうち、海水中に豊富に存在するホウ素は「水底

土砂に係る判定基準」では規定されないことから、ホウ素を除く 7 項目について安全性を確認する

こととしている。 

溶出試験結果の例を、表 3.10.9に示す。 
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表 3.10.9 溶出試験結果の例 

分析対象 単位 計量値結果 定量下限値 基準値 

水銀またはその化合物 mg/L 不検出 0.0005 0.005 

カドミウムまたはその化合物 mg/L 不検出 0.001 0.1 

鉛またはその化合物 mg/L 不検出 0.005 0.1 

六価クロム化合物 mg/L 不検出 0.02 0.5 

ひ素またはその化合物 mg/L 不検出 0.005 0.1 

ふっ化物 mg/L 0.4 0.1 15 

セレンまたはその化合物 mg/L 不検出 0.002 0.1 

 

② 生物安全性及び食品安全性 

   以下に、生物安全性に関する試験結果の例（急性毒性試験結果の例）、及び食品安全性に関する

試験結果の例を示す。 

 

「魚介類水質環境基準検討調査総合報告書 〔海産生物毒性試験指針〕 水産庁 平成 12 年 3

月」に準拠し実施した。 

試験原液は、JIS K 0058-1 スラグ類の化学物質試験方法－第 1 部：溶出試験方法に準じ、試験溶

媒は濾過海水を使用し、試料と溶媒の重量体積比 1：10 とした。試験区は 1 試験区あたり 10 個体

（クルマエビは 20 個体）の供試体を入れたものを試験原液濃度 0％区、25％区、50％区、75％区、

100％区の 5 つ設置し、24 時間毎に試験液を入れ替えた。試験開始後は 1 時間後、3 時間後、6 時間

後、24 時間後、48 時間後、72 時間後、96 時間後に累積斃死数と累積斃死率及び試験個体の観察を

行った。試験結果を表 3.10.10に示す。 
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表 3.10.10 生物安全性に関する試験結果の例 

a) マダイの各試験時間における累積斃死数と累積斃死率 

試験水濃度（%） 開始時 1 時間後 3 時間後 6 時間後 24 時間後 48 時間後 72 時間後 96 時間後 

0（対照区） 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 

25 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 

50 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 1/10(  10) 

75 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 

100 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 

注）1．左側の分母は供試体個数、分子は累積斃死数、右側の（）内には累積斃死率（%）を各々示した。 

     2．50%区における 96 時間後の斃死個体は両眼球欠損、腹部下面損傷のため個体間の闘争によると判断した。 

 

b) クロアワビの各試験時間における累積斃死数と累積斃死率 

試験水濃度（%） 開始時 1 時間後 3 時間後 6 時間後 24 時間後 48 時間後 72 時間後 96 時間後 

0（対照区） 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 

25 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 

50 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 

75 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 

100 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 

注）左側の分母は供試体個数、分子は累積斃死数、右側の（）内には累積斃死率（%）を各々示した。 

 

c) クルマエビの各試験時間における累積斃死数と累積斃死率 

試験水濃度（%） 開始時 1 時間後 3 時間後 6 時間後 24 時間後 48 時間後 72 時間後 96 時間後 

0（対照区） 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 

25 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 

50 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10(  0) 

75 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 

100 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 0/10( 0) 

注）左側の分母は供試体個数、分子は累積斃死数、右側の（）内には累積斃死率（%）を各々示した 

 

d) ノリ芽の各試験時間における枚数 

試験水濃度（％） 
ノリ芽枚数 

24 時間後 48 時間後 72 時間後 96 時間後 

0 対照区 753 407 504 796 

25 588 297 415 756 

50 682 432 511 588 

100 560 926 625 771 

注）1.表中のノリ芽枚数は試験糸 10cm あたりの値を示す。 

      2.付着ノリ芽枚数のばらつきは、観察に供した試験糸をその後の観察に用いず毎回別の試験糸を観察したためであ

り、試験物質の影響によるものではない。 
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藻場造成用鉄分供給ユニット(6t)を設置した海域（北海道増毛町）に生息している海藻・生物に

対して、食品としての安全性に問題が無いかを確認した事例を表 3.10.11に示す。 

 

表 3.10.11 食品安全性に関する試験結果の例 

    分析値  

分析項目  

コンブ ウニ 
公的基準 

実験海域 対照海域 実験海域 対照海域 

鉄 31.9  163  5.2  9.6  － 

ひ素（有機） 15  17  3.6  3.9  － 
鉛 0.06  0.09  <0.05  <0.05  0.3mg/kg コーディックス委員会の基準値  

カドミウム 0.04  0.06  <0.01  0.04  1.0mg/kg コーディックス委員会の基準値  

総水銀 <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  
0.4ppm（うち、メチル水銀＜0.3ppm のこと） 旧厚生省

の「魚介類の水銀の暫定規制値」  
セレン
（μg/100g） 

<5  <5  19  14  － 

総クロム <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  － 

 

 

3.10.3 加工・改良技術 

 

（解説） 

(1)について 

軟弱な浚渫土の改良は、カルシア改質材を混合することにより行われ、改良により形状安定性及び安

全性が向上した浚渫土は、「環境省環境技術実証事業（ETV）」にて、環境負荷に配慮した干潟・浅場

造成に適用可能な材料であると評価されている。 

カルシア改質土の製造方法を図 3.10.16 に、改良土を構成する主な材料とその役割を表 3.10.12 に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.10.15 カルシア改質土のイメージ  

 

(1)軟弱な浚渫土にカルシア改質材を混合し物理的、化学的性状を改質することによりカルシア改

質土が製造される。 

(2)カルシア改質土は、連続式ミキサー混合、管中混合、バックホウ混合等の現在実用化されてい

る工法を用いて製造することができる。 

浚渫土     カルシア改質材  改良土 

（カルシア改質土） 
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図 3.10.16 カルシア改質土の製造方法 

 

表 3.10.12 主な材料の役割 

材料の種類 作用 ／ 役割 

カ ル シ ア 改 質 材 浚渫土のシリカ分とカルシア改質材からの遊離石灰（f-CaO）が水和固化
して、カルシウムシリケート系水和物（C-S-H）やカルシウムアルミネー
ト系水和物（AFm）が形成されて固化する。 浚 渫 土 

高炉スラグ微粉末 強度増進材として必要に応じて使用する。 

 

 なお、改良土の強度特性は、使用する材料や混合率、フロー値、材齢などにより大きく異なる。その

ためカルシア改質土を用いて施工を行う場合は、必ず配合試験を実施して強度特性を把握する必要があ

る。 

 

(2)について 

カルシア改質土は、浚渫土とカルシア改質材の混合材料であり、混合プロセスにより製造される。 

混合工法の選定にあたっては、施工規模や投入水深などの地理的条件、要求品質の他、浚渫土の状態

（解泥や加水の必要性）や受入サイクルに対応する施工能力により、コストを考慮した最適な工法を選

定する必要がある。 

最も重要なことは、施工対象ごとに設定される要求品質を満足する改質土を製造することが可能な工

法を選択することである。各工法の特徴と適用範囲を以下に示す。 

 

 a)連続式ミキサー混合工法 

連続式ミキサー混合工法とは、作業台船上で連続式ミキサーにて、浚渫土とカルシア改質材を混

合する工法である。 

専用船でなく台船上にプラントを艤装することができるため、各設備を調整することで小規模か

ら大規模まで施工を行うことができる。 

適用場所については、埋立や埋め戻しなどの他、潜堤や護岸の裏込めなど要求品質が高い場所に

おいても適用することができる。 

練り混ぜ 改良土 

（カルシア改質

土） 

カルシア改質材 

浚渫土（含水比調整） 

必要に応じ 高炉スラグ微粉末 
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出典）港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成29年2月） 

図 3.10.17 連続式ミキサー工法 

 

 b)管中混合工法 

管中混合工法は、空気圧送管内で発生するプラグ流による乱流効果を利用して、浚渫土とカルシ

ア改質材を、圧送中に混合する工法である。 

空気圧送船を用いることで、大規模施工に適した方法である。なお、浚渫土の含水比が低い場合

には管の閉塞が生じるため、必要に応じて浚渫土の含水比調整を行う。カルシア改質材はベルトコ

ンベアなどでの添加となり、空気圧送船にカルシア改質材供給用のベルコンを別途艤装するか、リ

クレーマ船や艤装台船などを使用する。 

適用場所については、埋立や埋め戻しなどの他、潜堤や護岸の裏込めなど要求品質が高い場所に

おいても適用することができる。 

 

 

                                 

一般的なセメントを用いた管

中混合工法では、セメントを

固化材供給船からスラリー添

加を行えるが、カルシア改質

材の場合は、別途ベルトコン

ベアなどでの添加となり、リ

クレーマ船の使用や艤装台船

などが必要となる。 

 

出典）港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 29年2月） 

図 3.10.18 管中混合工法 

 

スラグ浚渫土

連続式ミキサー 

カルシア改質材 
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c)バックホウ混合工法 

バックホウ混合工法は、土運船内の浚渫土にカルシア改質材を投入して、バックホウにより混合

する工法である。 

土運船内における混合は、岸壁からバックホウにより行う場合と、バックホウを艤装した台船の

舷側に着けて行う場合があるが、バックホウのバケットが泥倉底面まで届くように、施工条件や施

工コストに配慮したバックホウを選定する。また、バックホウの規格によっては、撹拌用アタッチ

メントの装着により、混合精度を上げることができる。 

適用場所については、深掘れ箇所埋め戻しや浅場・干潟、潜堤築造などに適用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成29年2月） 

図 3.10.19 バックホウ混合工法 

 

d)落下混合工法 

落下混合工法は、リクレーマ船のベルトコンベアの乗継ぎやスプレッダからの落下時の衝撃によ

り、浚渫土とカルシア改質材を混合する工法である。 

落下時の衝撃で混合するため、混合精度は、浚渫土の性状（硬軟など）に応じて落下高さや落下

場所の工夫（斜板設置など）で調整する。落下混合工法では護岸の裏埋め部などに直接に落下させ

て法肩流下で打設する方法や、護岸背面部に落下させてダンプなどで運搬・打設する方法がある。 

適用場所については、埋立や埋め戻しなどの大規模施工に適用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 29年2月） 

図 3.10.20 落下混合工法 

バックホウ 

 

 

浚渫土 

 

 

カルシア改質材 
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3.10.4 適用用途 

(1) 概要 

鉄鋼スラグ水和固化体、鉄鋼スラグ炭酸固化体、浚渫土改質材及び生物共生材を利用する場合は、

関係する基準類に準拠し、用途において定まる要求性能を満たす材料を用いるものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、鉄鋼スラグ二次製品（鉄鋼スラグ水和固化体、鉄鋼スラグ炭

酸固化体、浚渫土改質材及び生物共生材）を各用途に利用する場合の評価を行った結果を、それぞ

れ表 3.10.13～表 3.10.16に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の

必要性等）がある場合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 
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表 3.10.13 鉄鋼スラグ二次製品（鉄鋼スラグ水和固化体）の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑦ 捨石 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)鉄鋼ｽﾗｸﾞ水和固化体に要求される性能の
照査や、材料と配合、製造、検査、維持管理
などに関する事項を記載。
・利用用途として、異形ﾌﾞﾛｯｸ、根固方塊、捨
ﾌﾞﾛｯｸ、上部工などの無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ代替材および
捨石などの石材代替材が挙げられている。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・泊地等潜堤築造等工事（国交省）
・航路護岸他付帯等工事（試験施工）
（国交省）
・航路付帯工事（国交省）
・基礎工事（管理者、国交省）

1)

⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)鉄鋼ｽﾗｸﾞ水和固化体に要求される性能の
照査や、材料と配合、製造、検査、維持管理
などに関する事項を記載。
・利用用途として、異形ﾌﾞﾛｯｸ、根固方塊、捨
ﾌﾞﾛｯｸ、上部工などの無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ代替材および
捨石などの石材代替材が挙げられている。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・航路護岸他付帯等工事（国交省）
・護岸工事（管理者）
・根固工事（その他機関）
・被覆工事（国交省、その他機関）
・消波工事（その他機関）

1)

⑩ 裏込材 ○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・2)100～1,000mm程度（割ぐり石状）の鉄鋼
スラグ水和固化体製人工石材について、準硬
石相当の割ぐり石の代替として裏込石及び傾
斜護岸材への使用が記載されている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・護岸工事（管理者）

2)

⑪ 裏埋材 ○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
・裏込材の利用マニュアル及び実績を基に、
利用検討が可能と考えられる。 b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・護岸工事（国交省）

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 △ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・2)天然石と同等の品質を有し、非液状化材
料であること、海域で使用する場合におい
て、周辺環境のpHへの影響がない、藻場・緩
傾斜護岸に適用する場合において、天然石材
と同等の生物付着性を有することを確認。準
硬石相当の天然石材の代替材として盛土材
（中仕切り堤含む）への適用が可能。

-

●利用実績なし

2)

⑬ 埋立材 ○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・2)300mm程度以下（砂礫状）の鉄鋼スラグ水
和固化体製人工石材について、砂岩ずりの代
替として非液状化埋立材（中仕切堤含む）へ
の使用が記載されている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・滑走路建設工事（国交省）

2)

⑭ 路床盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑮ 路盤材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

◎
(浅場,
藻場)

B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)鉄鋼ｽﾗｸﾞ水和固化体に要求される性能の
照査や、材料と配合、製造、検査、維持管理
などに関する事項を記載。
・海洋環境下における生物付着性に関する調
査・評価を記載。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・藻場ブロック工事（国交省、管理者）
・空港の浅場造成工事（国交省）
・浅場潜堤築造工事（国交省）
・藻場造成工事（管理者）

1)

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
出典)

1)鉄鋼ｽﾗｸﾞ水和固化体技術ﾏﾆｭｱﾙ(改訂版)((財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、平成20年2月)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

2)港湾関連民間技術の確認審査・評価報告書　第07001号鉄鋼スラグ水和固化体製人工石材（(一財)沿岸技術研究センター、平成19年1月、平成29年11月更新）  

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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表 3.10.14 鉄鋼スラグ二次製品（鉄鋼スラグ炭酸固化体）の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑩ 裏込材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑭ 路床盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑮ 路盤材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

○＋

(藻場)
B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)鉄鋼ｽﾗｸﾞ炭酸固化体の材料、水理特性、
施工上の取り扱いについて記載。
・海藻、ｻﾝｺﾞ着生基盤としての鉄鋼ｽﾗｸﾞ炭酸
固化体の特性について、他の材料比較や生物
着生機能に係わる特性が解説されている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・藻場造成（管理者、その他機関）
・サンゴ造成（その他機関） 1)

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
出典)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

1)鉄鋼ｽﾗｸﾞ炭酸固化体利用ﾏﾆｭｱﾙ-藻場・ｻﾝｺﾞ礁の再生に向けて-((財)港湾空間高度化環境研究センター 藻場着生基盤技術研究会委員会、2004年3月)  

 

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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表 3.10.15 鉄鋼スラグ二次製品（浚渫土改質材）の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - -
●用途対象外

b
●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・泊地浚渫工事試験施工（国交省）

⑩ 裏込材
△

（改質土）
C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・2)港湾・空港工事等における土工用材（埋
立材等）として活用可能とされ、材料の品
質、土質特性、試験、性能照査、環境への安
全性に対する照査、配合設計・配合試験、施
工等について記載。
・5)岸壁裏込材への適用の可能性が示されて
いる。

-

●利用実績なし

2)
5)

⑪ 裏埋材
△

（改質土）
B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・ 2)適用用途として腹付け裏埋材が挙げら
れ、材料の品質、土質特性、試験、性能照
査、環境への安全性に対する照査、配合設
計・配合試験、施工等について記載。

-

●利用実績なし

2)

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材
△

（改質土）
C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・2)港湾・空港工事等における土工用材（埋
立材等）として活用可能とされ、材料の品
質、土質特性、試験、性能照査、環境への安
全性に対する照査、配合設計・配合試験、施
工等について記載。
・ 5)盛土材への適用の可能性が示されてい
る。

-

●利用実績なし

2)
5)

⑬ 埋立材
○＋

（改質土）
B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・2)適用用途として埋立材が挙げられ、材料
の品質、土質特性、試験、性能照査、環境へ
の安全性に対する照査、配合設計・配合試
験、施工等について記載。
・3)管中混合工法による海面埋立工事を実施
し、セメント固化処理土同様の手法で配合設
計が可能であること、静的コーン貫入試験や
表面波探査により造成地盤全体が目標強度を
達成していること等が確認された。【査読有
り】

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・ふ頭航路泊地浚渫工事（国交省）
・埋立工事（国交省、その他機関）

2)
3)

⑭ 路床盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑮ 路盤材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

○＋

(藻場,浅
場・干潟,

覆砂)

B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)適用用途として浅場・干潟基盤材、土留
め潜堤材、腹付材、覆砂材、窪地埋戻し材が
挙げられ、品質管理と要求性能、試験施工・
本施工、留意事項等について記載。
・2)適用用途として浅場・干潟基盤材、土留
め潜堤材、底質改善用覆砂材、浚渫窪地埋戻
し材が挙げられ、材料の品質、土質特性、試
験、性能照査、環境への安全性に対する照
査、配合設計・配合試験、施工等について記
載。
・4)製鋼ｽﾗｸﾞと改質土の混合材を用いた藻場
造成・水質改善技術に係る実証実験が行われ
ている。
・5)6)藻場造成材、浅場造成(蒿上げ)材、覆
砂材などへの適用が記載し、混合材に要求さ
れる性能とその照査方法を規定。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・海洋環境整備事業（国交省）
・藻場造成（その他機関）
・浅場造成（その他機関）

1)
2)
4)
5)
6)

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
出典)

1)浚渫土と転炉系製鋼スラグの混合材の海域利用のための技術マニュアル(案)（鉄鋼スラグ等の実海域適用に関する研究会、平成29年3月）

2)港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成29年2月）

3)カルシア改質土の管中混合工法による海面埋立（土木学会論文集B3,Vol.69,No.2,p.Ⅰ_952-Ⅰ_957,2013）

4)製鋼ｽﾗｸﾞを用いた藻場造成・水質改善技術(JFEｽﾁｰﾙ(株)、JFEﾐﾈﾗﾙ(株)：環境省ETV事業(平成21年5月))

5)転炉系製鋼ｽﾗｸﾞ海域利用の手引き((社)日本鉄鋼連盟、平成20年9月)

6)同上別冊：転炉系製鋼ｽﾗｸﾞと浚渫土との混合改良工法技術資料((社)日本鉄鋼連盟、平成20年9月)

品質性能 利用実績
出
典

用　途 総合評価
評価の根拠

 
注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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表 3.10.16 鉄鋼スラグ二次製品（生物共生材）の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑩ 裏込材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑭ 路床盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑮ 路盤材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

○
(藻場)

C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・1)製造方法、使用方法、規格（配合、溶出
安全性、ｐＨ、鉄分溶出性）及び検査方法等
について記載。
・2)磯焼け対策（栄養塩の供給）の事例とし
て、効果（海藻の現存量の推移、海水中の溶
存酸鉄の濃度の推移等）について記載。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・海洋環境整備事業（国交省）
・防波堤整備事業（国交省）
・藻場造成工事（国交省）

1)
2)

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
出典)

1)漁場造成・再生用資器材の技術審査・評価報告書　第22001号（ビバリーユニット）（平成22年7月、（社）全国水産技術者協会）

2)改訂　磯焼け対策ガイドライン（平成27年3月、水産庁）

出
典品質性能 利用実績

用　途 総合評価
評価の根拠

 

 

 

 

(2) 捨石、被覆石・根固・消波ブロック、裏込材、埋立材（鉄鋼スラグ水和固化体） 

鉄鋼スラグ水和固化体を破砕して製造した鉄鋼スラグ水和固化体製人工石は、港湾・空港用埋立

材として粒径を 300mm 程度以下に調整した砂礫状のものや、捨石・被覆石・根固・消波ブロック、

裏込材への利用として粒径を 100mm～1,000mm 以上とした割ぐり石状またはブロック状のものがある。 

捨石、被覆石、裏込材、埋立材は、準硬石相当の天然石材代替材として利用できる。また、根

固・消波ブロックは、セメントコンクリート代替材として利用できる。 

適用に当たっては、以下の利点がある。 

・準硬石相当の天然石材と同等の品質を有する。また、品質管理された工業製品のため、品質

のばらつきが少ない。使用目的に応じて、大きさを任意に変えることもできる。 

・高い密度を有するため、波浪安定性に優れる。 

・10%通過粒径が大きいことで透水性が大きく、非液状化材料である。 

・周辺海域の pHへの影響がない。 

・施工性に関しては、従来の石材、コンクリートブロックと同等であり、製造後の運搬や保管

等も従来材と同等に扱うことができる。 

利用に当たっては、利用者は、供給側と協議の上、使用目的に応じて必要な品質管理を行うこと

とする。また供給量について、事前に確認することとする。 

 

 

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(3) 裏埋材（鉄鋼スラグ水和固化体） 

鉄鋼スラグ水和固化体製人工石を裏埋材に使用する場合は、天然材の代替として利用することが

できる。ただし、加工費用がかかるため、一般的には製鋼スラグ単味で利用するほうが有利である。 

 

 

(4) 埋立材（浚渫土改質材） 

「港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル」において、カルシア改質土の

適用用途として、埋立材が挙げられている。 

カルシア改質土を埋立材に使用した場合の特長を以下に示す。 

・浚渫土のみの場合に比べて強度発現が早く圧密沈下も小さくなるため、ドレーン工や載荷盛土

工が不要で埋立工期の短縮が可能である。 

・特に早期に強度発現が必要となる護岸背面の裏埋部や非液状化層に部分的に適用することが効

果的である。 

 

 詳細な事項については、「港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル」を参照するこ

とができる。また、巻末に示す参考文献 19)～25)を参考とすることができる。 

 



3-10-33 

(5) 藻場、浅場・干潟造成、覆砂材 

1) 鉄鋼スラグ水和固化体 

鉄鋼スラグ水和固化体を破砕して製造した鉄鋼スラグ水和固化体製人工石の藻場、浅場への適用

は、「鉄鋼スラグ水和固化体技術マニュアル」を参考とすることができる。 

「鉄鋼スラグ水和固化体技術マニュアル」では、鉄鋼スラグ水和固化体製人工石を海洋環境下に

暴露した際の付着生物は、質量、種類ともにコンクリートよりも多いとしている。また、試料表面

の海水 pH は、鉄鋼スラグ水和固化体では暴露初期から対照区の海水と同じであるが、コンクリート

では暴露初期に高い結果が得られている。 

付着生物が多い理由として、鉄鋼スラグ水和固化体は、主な材料である製鋼スラグ中に生物の生

育に必須の元素である Fe、Si などを含むこと、また、アルカリ成分の溶出が小さいために生物育成

を阻害しないことが挙げられる。よって、鉄鋼スラグ水和固化体製人工石は、藻場、浅場造成に優

れた材料といえる。 

適用に当たっては、以下の利点がある。 

・炭酸カルシウムで被覆され、さらに多孔質であるため、生物付着性に優れる。 

・施工性に関しては、従来の石材、コンクリートブロックと同等であり、製造後の運搬や保管等

も従来材と同等に扱うことができる。 

鉄鋼スラグ水和固化体の藻場、浅場への活用の優位性は示されているが、海域環境により実績と

異なる可能性もあるため、長期的なモニタリング等で状況を把握することが望ましい。 

 

2) 鉄鋼スラグ炭酸固化体 

鉄鋼スラグ炭酸固化体の藻場造成への利用は、「鉄鋼スラグ炭酸固化体 利用マニュアル」を参

考とすることができる。 

「鉄鋼スラグ炭酸固化体 利用マニュアル」では、鉄鋼スラグ炭酸固化体の生物着生効果がコン

クリートや天然岩礁に比べてどのような特性を持つかを検証するため、実海域での評価試験を実施

している。これによれば、鉄鋼スラグ炭酸固化体はコンクリートと比較して同等以上の海藻・サン

ゴ着生が認められている。 

鉄鋼スラグ炭酸固化体は、ブロック表面だけでなく、気孔内部まで海中で安定な炭酸カルシウム

に被覆されている。この炭酸カルシウムは、貝殻やサンゴと同じ成分であるため、生物親和性が高

い。さらに多孔質であるため、生物の付着に好ましい特性を有している。 

適用に当たっての利点としては、以下が挙げられる。 

・炭酸カルシウムで被覆され、さらに多孔質であるため、生物付着性に優れる。 

・施工性に関しては、従来の石材、コンクリートブロックと同等であり、製造後の運搬や保管等

も従来材と同等に扱うことができる。 

鉄鋼スラグ炭酸固化体の藻場活用への優位性は示されているが、海域環境により実績と異なる可

能性もあるため、長期的なモニタリング等で状況を把握することが望ましい。 
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3) 浚渫土改質材 

「港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル」において、カルシア改質土の

適用用途として、浅場・干潟基盤材、土留め潜堤材、覆砂材及び深掘れ箇所埋め戻し材が挙げられて

いる。 

カルシア改質土をこれらの用途に使用した場合の特長及び留意点を以下に示す。詳細な事項につい

ては、「港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル」を参照することができる。 

 

【浅場・干潟基盤材】 

・経時的に硬化するため、波浪や沈下に対して安定なマウンド基盤の構築が可能である。 

・打設時に法勾配を保持させることが可能なため、海中で傾斜地盤の造成が可能である（勾配は配

合により異なる）。 

【土留め潜堤材】 

・配合と施工法によっては、カルシア改質土を土留め潜堤として活用することが可能であり、その

場合は吸出し防止工の省略や地盤沈下の低減が可能である（波あたりの強い場所では、補助工と

して被覆石などが必要となる場合がある）。 

【覆砂材】 

・カルシア改質土は、富栄養化した底質を封じ込める目的の覆砂代替材としての活用が可能である。 

・ただし、硬化するため海底生物がカルシア改質土内に潜ることはできないので生物生息場とする

場合は、天然砂での覆砂の検討が必要である。 

【深掘れ箇所埋め戻し材】 

・青潮の発生箇所となっているような窪地の埋め戻し材として最適である（硫化物溶出抑制効果あ

り）。 

・既に深掘れ箇所内へ浚渫土単独で埋め戻しを実施している場所においても、覆砂材と同様に表層

の蓋材（埋めた浚渫土の封じ込め材）としてカルシア改質土を活用可能である。 

 

【既存工事における検討事項】 

・浚渫土とスラグを管中混合処理により混合投入する場合は、物理試験、有害物質等の試験の実施

により材料の確認を行うとともに、環境改善効果のモニタリングとして、水質調査、底生生物調

査を実施した。（環境改善試験工事） 

 

4) 生物共生材 

藻場造成用鉄分供給ユニットは、汽水域、海水域における使用を前提に開発されたものである。使

用方法は海水中で散逸せず、かつ海水へ鉄分が的確に供給されるように、透水性を有する袋または容

器に藻場造成用鉄分供給ユニットを入れ、海に沈設あるいは埋設する。 

具体的には原料を混合したものをヤシ繊維製の袋に入れ、海域との通水が有る汀線部地盤に埋設す

る方法や、藻場造成用鉄分供給ユニットを透水性の袋に入れて拡散を防止した上で、波浪に対する安

定性を考慮して開口部を有する鋼製箱に充填して海水中に沈設する方法等がある。 
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また、使用する場合には、藻場造成用鉄分供給ユニットの周辺に海藻の着生基質となる岩礁やコン

クリートブロックまたは鉄鋼スラグ水和固化体製ブロック・人工石が存在することが必須であり、そ

の際には基質と藻場造成用鉄分供給ユニットの距離をできるだけ近くする必要がある。 

 

藻場造成用鉄分供給ユニットの特性について、現在得られている知見を示す。なお、詳細な事項に

ついては「漁場造成・再生用資器材の技術審査・評価報告書 第 22001 号 鉄分供給ユニット」を参

考とすることができる。 

 

① 期待される効果 

  藻場造成用鉄分供給ユニットは、従来森林の落ち葉等が発酵してできた腐植土中の腐植酸（フルボ

酸、フミン酸等）が、土中の鉄分と結びついて腐植酸鉄（二価鉄イオン）となり、河川を通じて海へ

供給されるという自然のサイクルを人工的に再現すること目的としている。 

鉄分の含有量が豊富で、かつ持続的、安定的に鉄分を供給することができる転炉系製鋼スラグと、

自然の草木を原料とし、安定的な腐植酸含有量を持つ人工腐植土を混合することで、転炉系製鋼スラ

グ中の鉄分を、人工腐植土中の腐植酸（フルボ酸、フミン酸）がキレート化して人工的に腐植酸鉄を

作り出し、それを海域に設置することにより、安定的に溶存鉄を海中に供給することが可能となる。 

 

② 腐植酸鉄供給能力について 

藻場造成用鉄分供給ユニットからの腐植酸鉄溶出能力は、室内実験により明らかになっている。 

実験は、転炉系製鋼スラグ、人工腐植土、または転炉系製鋼スラグと人工腐植土の混合品から人工

海水に溶出した鉄分濃度の測定を行ったものである。鉄分溶出量の累積曲線を図 3.10.21 に示す。転

炉系製鋼スラグのみでは溶出液量比 100 程度までの初期の鉄分溶出量が少なく、溶出液量比 300 で

38mg-Fe/kg に留まった。人工腐植土のみでは初期より鉄分溶出が生じ、溶出液量比 300 で転炉系製鋼

スラグのみの場合の 2 倍以上に相当する 82mg-Fe/kg の鉄分溶出が観察された。これに対し、転炉系

製鋼スラグと人工腐植土を混合した藻場造成用鉄分供給ユニットの場合は初期の鉄分溶出も人工腐植

土単独なみに高く、溶出液量比 150 で 130mg-Fe/kg となり、混合により鉄分溶出が高まる結果が得ら

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.10.21 各材料の二価鉄溶出特性 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 100 200 300 400

溶出液量比（w/w）[-]

F
e
溶

出
量

(累
積

)
[m

g-
F
e
/
kg

-
施

肥
材

]

スラグのみ

腐植土のみ

スラグ＋腐植土



3-10-36 

③ コンブ藻場の復元効果について（実海域試験による確認） 

藻場造成用鉄分供給ユニットにより、磯焼けした北海道日本海側の海域におけるコンブ藻場の復元

が確認されている。 

平成 16 年 10 月に、北海道増毛町舎熊海域の汀線部に藻場造成用鉄分供給ユニットを埋設した実験

区Ａ、転炉系製鋼スラグのみを埋設した実験区Ｂ、及び対照区が設置された。実験区設置から 8 ヵ月

後の平成 17 年 6 月には、対照区の約 220 倍にのぼるコンブ生育が確認された。また、1 本あたりの湿

重量も対照区の 7.5 倍となっていた。更に翌年の平成 18 年 6 月になると図 3.10.22 のような海藻着

生分布となり、図 3.10.23 にあるように単位面積当たりのコンブの湿重量も 1 年目と比較して実験区

A で 30倍以上となり、その影響は対照区にも及んだ。 

 

         対照区        実験区 A       実験区 B 

図－４ ベルトトランセクト法による調査結果（平成 18 年 6

   

 

 

    

 

 

   対照区   実験区 A   実験区 B 

    図 3.10.22 1年 8ヶ月経過後の各実験区の海藻着生状況 図 3.10.23 コドラート調査結果 
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(6) 今後の検討を要する用途 

1) 裏込材（浚渫土改質材） 

「転炉系製鋼スラグ 海域利用の手引き」において、岸壁裏込材等への適用の可能性が示されてい

る。 

岸壁の裏込材として製鋼スラグを適用する場合には、スラグの膨張による悪影響が生じることのな

いように、対策を講じる必要があるが、浚渫土と混合してカルシア改質土として使用することにより、

製鋼スラグの膨張が圧密特性を有する浚渫土により吸収されて緩和することがわかっている。一般的

なｃ材（カルシア改質材の容積混合率 30%以内）として利用する場合は、膨張しない材料とみなすこ

とができる。ただし、性状の確認できていない転炉系製鋼スラグをカルシア改質材に適用する場合や、

カルシア改質材の混合率を 30％超とする場合は、カルシア改質土に膨張が生じないことを確認するこ

とが望ましい。 

 

2) 裏埋材（浚渫土改質材） 

「港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル」において、カルシア改質土の

適用用途として、腹付け裏埋材が挙げられている。特に、早期に強度発現が必要となる護岸背面への

適用が効果的であり、適用により吸出し防止工の省略が可能となる。また、中仕切り堤の腹付材につ

いても、適用用途として挙げられている。 

 

3) 盛土材、覆土材、載荷盛土材 

① 鉄鋼スラグ水和固化体 

鉄鋼スラグ水和固化体製人工石は、天然材の代替として利用することができる。重量も配合に応

じて製造することができるため、載荷盛土材など用途に対応した材料を準備することができる。 

 

【既存工事における検討事項】 

・室内試験により、基本材料である岩ズリの受入基準及び海洋汚染防止法の水底土砂判定基準を

満足することを確認した。（滑走路建設外工事） 

・製造先毎でリサイクル材料の品質が異なるため、材料搬入前の品質検査と施工中の品質管理に

より基準値を満足することを確認した。（滑走路建設外工事） 

 

② 浚渫土改質材 

「転炉系製鋼スラグ 海域利用の手引き」において、盛土材等への適用の可能性が示されている。

カルシア改質土を適用した箇所に構造物等を施工する場合は、カルシア改質土の長期強度に留意する

必要がある。 

また、「港湾・空港・海岸等におけるカルシア改質土利用技術マニュアル」において、カルシア改

質土の適用用途として、堤防上部材（仮設道路材）が挙げられている。 
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3.10.5 関連法令 

鉄鋼スラグ水和固化体、鉄鋼スラグ炭酸固化体、浚渫土改質材及び生物共生材は産業副産物等に該当

する。産業副産物等の法令上の取り扱いについては、「1.4.2 環境安全の考え方」を参照のこと。 

 

 

3.10.6 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

鉄鋼スラグ水和固化体、鉄鋼スラグ炭酸固化体、浚渫土改質材及び生物共生材を材料として用いた箇

所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサイクル材料として利用または廃棄する場合は、発

生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当箇所を参照し、検討を行う。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.11 フライアッシュ 

3.11.1 製造・供給 

（解説） 

(1) 製造方法 

石炭火力発電所では、微粉砕した石炭を微粉炭燃焼ボイラ内で燃焼させ、そのエネルギーを電気

に変えているが、この燃焼により溶融状態になった灰の粒子は、高温の燃焼ガス中を浮遊し、ボイ

ラ出口で温度が低下することにともない、球形微細粒子となって電気集じん器に捕集される。これ

を一般にフライアッシュと呼ぶ。 

このフライアッシュは、サイロに乾燥状態で貯蔵され、用途に応じて更に調合または分級器で粒

度調整等を行い、製品別サイロに貯蔵される。 

製造フローを図 3.11.1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）日本フライアッシュ協会 HP より作成 

図 3.11.1 フライアッシュ製造フロー 

フライアッシュは、石炭の燃焼によって得られるが、石炭の種類やボイラでの燃焼状態等によって

JIS フライアッシュ（以下、JIS 灰という）と JIS 外フライアッシュ（以下、非 JIS 灰という）が製

造される。 
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(2) 供給・利用の状況 

1) 供給地域 

① コンクリート用フライアッシュ 

陸上輸送：全国の石炭火力発電所及び中継サイロ周辺 

海上輸送：制限なし 

 

2) 石炭火力発電所の立地場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）日本フライアッシュ協会 HP より作成 

図 3.11.2 石炭火力発電所の立地場所（日本フライアッシュ協会関係） 

 

3) 生産量 

① JIS灰:約 30万ｔ/年（Ⅰ種～Ⅳ種合計）（令和 2年度利用実績） 

② 非 JIS灰:約 770万ｔ/年 （令和 2年度利用実績） 

（セメント原料用：約 520万ｔ/年、各種用途用：約 250万ｔ/年） 
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4) 発生量の推移 
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出典）石炭灰全国実態調査報告書（令和 2 年度実績）（令和 4 年 3 月、（一財）石炭フロンティア機構）より作成 

図 3.11.3 発生量の推移（石炭灰） 

 

 

5) 用途別使用量 
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出典）石炭灰全国実態調査報告書（令和 2 年度実績）（令和 4 年 3 月、（一財）石炭フロンティア機構）より作成 

図 3.11.4 用途別使用量（令和 2年度実績 石炭灰） 
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3.11.2 品質 

（解説） 

(1) JIS灰 

JIS 灰は、利用目的に応じ、表 3.11.1 に示すとおり、フライアッシュⅠ種からⅣ種に等級化され

ている。その品質区分は表 3.11.3に示すとおり、JIS A 6201に規定されている。 

フライアッシュは球形の微細粒子である。その大部分は灰白色であるが、未燃炭素が増えるにし

たがって黒味を帯び、鉄分が多いと赤味を帯びる傾向がある。また、石炭火力発電所の設備によっ

て燃焼状態が異なることや、石炭の種類によってフライアッシュの品質が変化するが、分級器やブ

レンディングサイロ等を活用することで品質の安定化を図っており、一般には受渡当事者間によっ

て確認された品質範囲内で製造される。 

JIS 灰は、発電所毎にフライアッシュ品質に対応して、JIS A 6201 に基づき、一定の性能となる

よう品質管理を実施し品質保持されている。 

 

表 3.11.1 コンクリート用フライアッシュ(JIS A 6201)の用途・性能等 

種 別 用 途 ・ 性 能 等 

フライアッシュⅠ種 

混入することにより、特にコンクリートの高強度、流動性付与、アルカリシ

リカ反応抑制に効果があるもの。 

また、初期強度発現性も無混入の場合と遜色ないもの。 

フライアッシュⅡ種 

標準的なフライアッシュで、混入することにより、特にコンクリートの水和

発熱抑制、長期強度の改善効果があるもの。また、コンクリートへの流動性

付与、アルカリシリカ反応抑制について、無混入の場合と比較して十分に効

果が発揮されるもの。 

フライアッシュⅢ種 

混入することにより、特にコンクリートの水和発熱抑制、アルカリシリカ反

応抑制、長期強度の改善に、Ⅱ種と同等の効果があるもの。ただし、練混ぜ

時に、コンクリートの流動性、空気連行性に関して配慮が必要。 

フライアッシュⅣ種 

水和発熱抑制に対しⅡ種と同等の効果があり、アルカリシリカ反応抑制も期

待できるもの。強度発現の点で低強度コンクリート、工場製品等に使用可能

なもので、鉄筋コンクリート用の普通コンクリートに適用する場合には、事

前に強度の発現を確認して使用するもの。 

 

コンクリート混和材として広く利用されているのは、Ⅱ種の規定を満足するフライアッシュであ

る。Ⅱ種品を製造する全国 16 発電所の平成 23 年度から 25 年度における各品質項目の 3 ヵ年平均値

は以下のような範囲にあった。 

JIS 灰については、JIS A 6201 に基づき、品質管理を実施し、品質保持されている。非 JIS 灰につ

いては、JISに基づく品質管理は実施されておらず、材料毎に性状が異なる。 
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表 3.11.2 ＪＩＳフライアッシュ（Ⅱ種）の品質状況 

項目 発電所間の品質平均値の範囲 

二酸化けい素含有量       ％ 56～65 

湿分              ％ 0.05～0.19 

強熱減量            ％ 1.3～3.9 

密度            g/cm3 2.17～2.38 

粉末度 
45μmふるい残分 ％ 1～14 

比表面積    cm2/g   3,400～5,000 

フロー値比           ％ 101～113 

活性度指数 
材齢 28日     ％ 83～95 

材齢 91日     ％ 96～107 

 出典）日本フライアッシュ協会調査データより 

 

表 3.11.3 コンクリート用フライアッシュ(JIS A 6201：2015) 

項目 
フライアッシュ フライアッシュ フライアッシュ フライアッシュ 

I 種 II 種 III 種 IV 種 

二酸化けい素含有量 a) % 45.0 以上 

湿分 % 1.0 以下 

強熱減量 b) % 3.0 以下 5.0 以下 8.0 以下 5.0 以下 

密度 g/cm3 1.95 以上 

粉末度 c) 

網ふるい方法   
10 以下 40 以下 40 以下 70 以下 

（45 m ふるい残分） % 

ブレーン方法（比表面積） 
5 000 以上 2 500 以上 2 500 以上 1 500 以上 

cm2/g 

フロー値比 % 105 以上 95 以上 85 以上 75 以上 

活性度指数 % 
材齢 28 日 90 以上 80 以上 80 以上 60 以上 

材齢 91 日 100 以上 90 以上 90 以上 70 以上 

注 a) 二酸化けい素含有量は，溶解質量分析方法又は蛍光 X 線分析方法による。 
b) 強熱減量に代えて，未燃炭素含有率の測定を JIS M 8819 又は JIS R 1603 に規定する方法で行い，その結果に対し，

強熱減量の規定値を適用してもよい。 

c) 粉末度は，網ふるい方法又はブレーン方法による。ただし，網ふるい方法による場合は，ブレーン方法による比表

面積の試験結果を参考値として併記する。 

出典）JIS A 6201「コンクリート用フライアッシュ」 

 



3-11-6 

1) 物理・力学的性質 

① 密度 

フライアッシュの密度は、前述の測定例では概ね 2.2～2.4 (g/cm3)の範囲である。JIS A 6201 で

は 1.95(g/cm3)以上と規定されている。また、細かい粒子ほど密度が大きくなる傾向がある。 

 

② 粉末度 

JIS 灰は主にコンクリート混和材として利用されるが、粉末度は製品強度を支配する一つの重要

な指標となる。JIS A 6201 では、45μm ふるい残分（網ふるい方法）と比表面積（ブレーン法）が

規定されている。 

 

③ 粒度 

フライアッシュは微細粒子であるが、一般的な JIS 灰の粒度分布は細粒分（0.075mm）以下の粒

経が 5～9割を占める。 

粒度試験結果の例を、図 3.11.5に示す。 

 
出典）石炭灰ハンドブック 平成 27 年度版（日本フライアッシュ協会、平成 27年 11 月） 

図 3.11.5 フライアッシュ粒度分布例 

 

④ フロー値比 

フロー値比はフライアッシュの流動性付与効果を示す指標で、基準モルタル（※1）のフロー値

に対する試験モルタル（※2）のフロー値の割合によって得られる。 

フロー値比は粉末度と強熱減量の影響を強く受けるとされ、強熱減量が小さく粉末度が高いほど

フロー値比が大きくなる傾向にあり、JIS A 6201では種類毎に規定されている。 

（※1）基準モルタル JIS A 6201 において、普通ポルトランドセメントを用いて作成したモルタ

ルのこと。モルタルの配合は（普通ポルトランドセメント 450g＋標準砂

1,350g＋水 225ml）である。 

（※2）試験モルタル JIS A 6201 において、試験モルタルで用いる普通ポルトランドセメント重

量の 25％をフライアッシュに置換して作成したモルタルのこと。基準モルタ

ルと対比することでフライアッシュ品質の指標となる。モルタルの配合は

（普通ポルトランドセメント 337.5g＋フライアッシュ 112.5g＋標準砂

1,350g＋水 225ml）である。 
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⑤ 活性度指数 

活性度指数はフライアッシュのポゾラン反応を評価する指標として JIS A 6201 に規定されてお

り、基準モルタルの圧縮強度に対する試験モルタルの圧縮強度の割合によって得られる。 

活性度指数は粉末度の影響を強く受けるとされ、粉末度が高いほど活性度指数が大きくなる傾向

にあり、JIS A 6201では種類毎に、材齢 28日、91 日において規定されている。 

 

2) 化学的性質 

① 化学組成 

表 3.11.4にフライアッシュの化学成分分析結果の一例を示す。 

フライアッシュの化学組成は一般に、二酸化けい素（SiO2）と酸化アルミニウム（Al2O3）が主成

分である。その他は、酸化鉄（Fe2O3）、酸化マグネシウム（MgO）、酸化カルシウム（CaO）等の酸

化物が含まれる。 

JIS A 6201 では二酸化けい素が 45.0％以上と規定されている。また、湿分も規定されており、フ

ライアッシュはそれ自体が水分ゼロの乾燥状態であるが、機械的に付着する水分について 1.0％以下

とされている。 

表 3.11.4 フライアッシュの化学組成例（％） 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO 

フライアッシュ 40～75 15～35 2～20 1～3 1～10 

出典）石炭灰ハンドブック 令和 3 年度版（日本フライアッシュ協会） 

 

② ポゾラン反応 

フライアッシュは人工ポゾランの代表的なもので、コンクリート用混和材として、防水性付与、

化学抵抗性の増大、水和熱の低減、長期強度の向上などに寄与している。 

ポゾランとは、天然または人工のけい酸質の微粉末混和材のことで、シリカ質あるいはシリカ

（SiO2）とアルミナ（Al2O3）を主成分とし、一般にフライアッシュ自体は水で練っても硬化する性

質はない。しかし、水の存在下でセメントの水和の際に生成する水酸化カルシウム（Ca(OH)2）と常

温で反応して不溶性の物質を生成し、徐々に硬化する性質を示す。これをポゾラン反応というが、

高炉水砕スラグの性質である潜在水硬性とは似て非なるものである。 

なお、ポゾラン反応は、次のように表される。 

 

 

Ca(OH)2+[SiO2, Al2O3]             nCa(OH)・SiO2・mH2O 

                                (けい酸カルシウム水和物) 

3CaO・Al2O3・6H2O 

                (アルミン酸カルシウム水和物) 

                3CaO・Al2O3・3CaSO4・32H2O 

                                (エトリンガイト) 
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③ 強熱減量 

 フライアッシュは微粉炭の燃焼灰であるため、未燃炭素を含有した粒子である。強熱減量はこの

未燃炭素量の比率を示す指標として JIS A 6201 に規定されている。一般に、フライアッシュを用

いたフレッシュコンクリートにおいて、所要の空気量を得るための化学混和剤（AE 剤や高性能 AE

減水剤など）量は、フライアッシュの強熱減量が大きいほど多くなる傾向が示されている。 

 また、化学混和剤の調整の目安を与える指標として、メチレンブルー吸着量が知られている。 

 ※セメント JIS（JIS R 5201）規格の強熱減量は、セメントの風化の程度を示す指標として規定

されているが、上記のとおり、フライアッシュの強熱減量とは意味合いが異なる。 

 

④ pH 

フライアッシュの pH は一般に高く、環境庁告示の方法で得た検液の pH は 10～12 であるが、発

電所によっては一部に中性から酸性の場合もある。 

 

⑤ 微量成分の溶出 

フライアッシュ中の微量成分含有量及び溶出濃度の測定例を表 3.11.5、表 3.11.6 に示す。フラ

イアッシュに含まれる微量成分含有量は、ほう素、鉛、ひ素及びセレンが比較的多い。また、溶出

濃度はほう素、六価クロム、ヒ素及びセレンが比較的高い値となり、一方で六価クロムは普通ポル

トランドセメントに比べて低い溶出濃度となっている。 

 

表 3.11.5 フライアッシュ中の微量成分含有量（単位:mg/kg）  

 
※文献 17 は細田信道：微粉炭燃焼灰の基礎特性の分類とその評価，石炭灰有効利用シンポジウム講演集，㈶石

炭利用総合センター・㈶エネルギー総合工学研究所，1998年 
出典）コンクリートライブラリー132 号 循環型社会に適合したフライアッシュコンクリートの最新利用技術、 

p.17（土木学会編） 

 

表 3.11.6 フライアッシュの環告 46号法溶出濃度（単位:mg/l） 
 

 
※文献 17 は細田信道：微粉炭燃焼灰の基礎特性の分類とその評価，石炭灰有効利用シンポジウム講演集，㈶石

炭利用総合センター・㈶エネルギー総合工学研究所，1998年 
出典）コンクリートライブラリー132 号 循環型社会に適合したフライアッシュコンクリートの最新利用技術、 

p.17（土木学会編） 
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(2) 非 JIS灰 

石炭火力発電所は発電することが目的であることから、石炭灰の品質を考慮した燃焼は一般的に

行なわれず、燃焼効率や環境保全、設備保全を重点とした燃焼となる。 

フライアッシュの品質は、石炭銘柄の選択や混合方法、微粉炭の粒度管理、ボイラでの燃焼管理

等によって大きく変化する。非 JIS灰については、JISに基づく品質管理は行われていない。 

 

 

3.11.3 加工・改良技術 

フライアッシュの加工・改良技術として、以下のものが挙げられる。 

・ FA サンド 

細骨材とフライアッシュを事前に混合したコンクリート用材料で、通常の細骨材と同様の

要領でコンクリート製造設備に供給、貯蔵、計量することができ、通常の細骨材と同様の取

り扱いでコンクリートを製造できる。 

・ CfFA（Carbon-free Fly Ash 高品質フライアッシュ） 

フライアッシュ原粉を再焼成し、強熱減量を 1%以下に低減した後、粉砕分級したフライアッ

シュである。これによりコンクリートの空気量を安定的に確保しやすくなるとされている。 

・FAスラリー（フライアッシュスラリー） 

  コンクリート製造時に、フライアッシュ粒子の分散性をより高めるため、事前にフライア

ッシュと一部の練り混ぜ水と混合するものである。これを具体化する技術として、安定化処

理石炭灰スラリー（CCAS）技術が開発されている。CCAS は、浮遊選鉱によりフライアッシュ

の未燃分を除去し、強熱減量値を低下させるとともにスラリー化を実現する技術である。 

 

 

3.11.4 適用用途 

(1) 概要 

JIS が規定されているフライアッシュをリサイクル材として利用する場合は、当該 JIS に適合した

ものを利用するものとする。 

JIS が規定されていないフライアッシュをリサイクル材として利用する場合は、用途において必要

となる要求性能を満たす材料を利用するものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、フライアッシュ（JIS 灰、非 JIS 灰）を各用途に利用する場合

の評価を行った結果をそれぞれ表 3.11.7、表 3.11.8 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、

材料特性、加工・改良の必要性等）がある場合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 
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表 3.11.7 フライアッシュ（JIS灰）の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)2)四国地区においてフライアッシュをコ
ンクリート細骨材の一部（細骨材補充混和材
として容積置換率10～15%を推奨）として使用
されており、土木学会四国支部において現場
で用いる場合の標準となる「フライアッシュ
を細骨材補充混和材として用いたコンクリー
トの施工指針（案）」が作成されている。
・3)「九州地区における土木コンクリート構
造物設計･施工指針（案）」において、JIS A
6201のⅠ種からⅣ種のいずれかに適合するフ
ライアッシュを用い、細骨材置換率の上限を
20%とし、コンクリートに要求される性能を満
足するように試験によって定めなければなら
ないとされている。
・8)細骨材の一部に石炭灰原粉を代替利用す
る新素材コンクリートの二次製品（消波ブ
ロック、方塊、被覆ブロック等）への適用に
ついて記載。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・道路工事（国交省）
・トンネル工事（国交省）

1)
2)
3)
8)

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

③ 混和材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・4)混和材料として用いるﾌﾗｲｱｯｼｭについて、
適用範囲や品質、原材料、試験方法、検査、
表示、報告等の品質基準を規定。
・5)混和材として使用する際の施工指針(案)
として、材料特性、品質、製造、打込み、養
生、品質管理、施工等に関して記載。
・6)分級フライアッシュを混和材として転圧
コンクリートに用いることにより、35cmの版
厚が一層により施工可能となる。【査読無
し】

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・道路橋梁下部工事(国交省)
・荷場施設工事（管理者）
・護岸補強工事（管理者）
・廃棄物処分場建設工事（管理者）
・防波堤築造工事（国交省）
・トンネル工事（国交省）

4)
5)
6)

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑥ 深層混合処理固化材 ○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・7)安定材であるｾﾒﾝﾄに、新たにﾌﾗｲｱｯｼｭと石
こうを適当な配合比率で加えることによる固
結工法と改良土の物理的・力学的性質、設
計、施工、環境影響等について記載。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・地盤改良工事（管理者）

7)

⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑩ 裏込材 - -

●用途対象外

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・汚水管充填工事（管理者）
・排水路閉塞工事（管理者）

⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑭ 路床盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑮ 路盤材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材
◎

（Asフィ
ラー材）

A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・ 1)利用用途としてﾌｨﾗｰ材が記載されてお
り、ﾌｨﾗｰ材として最も多く使用されている石
灰石粉と品質はほぼ同等とされている。
・9)ﾌｨﾗｰ材としてフライアッシュの利用が認
められている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・発電所構内道路付替工事（実施機関不
明） 1)

9)

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

- -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
出典)

1)石炭灰ハンドブック　平成27年度版（日本フライアッシュ協会、平成27年11月）

2)フライアッシュを細骨材補充混和材として用いたコンクリートの施工指針（案）（土木学会四国支部、平成15年度）

3)九州地区における土木コンクリート構造物設計･施工指針（案）（国土交通省九州地方整備局、令和元年9月）

4)JISA6201｢ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾌﾗｲｱｯｼｭ｣(平成27年3月改正)

5)ﾌﾗｲｱｯｼｭを用いたｺﾝｸﾘｰﾄの施工指針(案)(土木学会、平成11年4月)

6)転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の性能向上に及ぼす分級ﾌﾗｲｱｯｼｭの混入効果(港湾技術研究所報告、平成6年12月)

7)FGC深層混合処理工法技術ﾏﾆｭｱﾙ-ﾌﾗｲｱｯｼｭを用いた軟弱地盤改良工法-((財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、平成14年12月)

8)石炭灰混合材料有効利用ガイドライン（統合改訂版）((一財)石炭ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ、平成30年2月)

9)舗装施工便覧（日本道路協会、平成18年）

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

 注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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表 3.11.8（1） フライアッシュ（非 JIS灰）の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)ﾌﾗｲｱｯｼｭ粗粉（ﾌﾗｲｱｯｼｭ原粉を一度だけ分
級し、粒度の粗い方のﾌﾗｲｱｯｼｭ）を細骨材とし
て使用することで通常のｺﾝｸﾘｰﾄと同等以上のﾌ
ﾚｯｼｭ性状、硬化性状、および耐久性を得るこ
とができ、低品位なﾌﾗｲｱｯｼｭであってもｺﾝｸﾘｰﾄ
細骨材として大量使用することができる可能
性が見出されたとされている。【査読有り】
・4)細骨材の一部に石炭灰原粉を代替利用す
る新素材コンクリートの二次製品（消波ブ
ロック、方塊、被覆ブロック等）への適用に
ついて記載。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・トンネル工事（国交省）

1)
4)

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

③ 混和材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・査読なしの研究論文等（講演資料等）に限
られている。
【主な内容】
・2)JIS外の石炭灰がｺﾝｸﾘｰﾄ用混和材料並びに
高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体材料として適用可能かど
うかの検討。
・ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度及び乾燥収縮ひずみ、ﾌﾚｯ
ｼｭ性状及び硬化性状はJIS灰を使用したものと
同程度の性能を有することが確認。【査読無
し】

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・火力発電所防波堤工事（その他機関）

2)

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - -
●用途対象外

b
●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・埋立工事（その他機関）

⑥ 深層混合処理固化材 ○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・3)安定材であるｾﾒﾝﾄに、新たにﾌﾗｲｱｯｼｭと石
こうを適当な配合比率で加えることによる固
結工法と改良土の物理的・力学的性質、設
計、施工、環境影響等について記載。
・4)CDM-FGC材を用いた深層混合処理杭の改良
体は、低強度の山留め改良躯体が構築可能。
土留め壁・底盤・低強度基礎地盤改良の目的
で適用されるﾒﾘｯﾄがある。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・ふ頭再整備工事（管理者）
・発電所増設工事、基礎工事（その他機
関） 3)

4)

⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で、用途の検討
が行われたことは確認できないが、公共工事
において利用実績があり、かつ利用面で汎用
性が高いと考えられる。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・防波堤本体工事（国交省）
・二重鋼矢板式岸壁工事（その他機関）

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ ○＋ C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・5)根固・消波ブロックへの適用について記
載。 a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・防波堤根固工事（国交省）
・護岸工事（その他機関）
・漁港改修工事等（管理者）
・大型ブロック製作工事（その他機関）

5)

⑩ 裏込材 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・4)9)石炭灰混合材料（破砕材、造粒材、ス
ラリー）の裏込め材料への適用について記
載。
・構造物の背面に裏込め材料として適用する
石炭灰混合材料は軽量な固化体となるため、
一般土砂による埋立工法に比べ埋立地盤の沈
下抑制に寄与するﾒﾘｯﾄがある。
・6)ﾌﾗｲｱｯｼｭとｾﾒﾝﾄの混合材料を構造物の裏込
めに利用する際の設計、配合、施工、調査・
設計・施工について記載。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・岸壁建設工事（国交省）
・発電所系列増設工事（その他機関）

4)
6)
9)

出典)

1)各種ﾘｻｲｸﾙ材料のｺﾝｸﾘｰﾄへの有効活用に関する研究（ｺﾝｸﾘｰﾄ工学年次論文集、平成21年）

2)非JIS石炭灰のｺﾝｸﾘｰﾄ用材料としての有効利用に関する研究(日本建築学会九州支部研究報告、平成14年3月)

3)FGC深層混合処理工法技術ﾏﾆｭｱﾙ-ﾌﾗｲｱｯｼｭを用いた軟弱地盤改良工法-((財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、平成14年12月)

4)石炭灰混合材料有効利用ガイドライン（統合改訂版）((一財)石炭ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ、平成30年2月)

5)FSｺﾝｸﾘｰﾄ利用手引書（（株）沿岸環境開発資源利用センター、平成10年11月）

6)ﾌﾗｲｱｯｼｭを護岸の裏込めに利用するための手引書(案)((財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、平成8年3月)

7)ﾌﾗｲｱｯｼｭを軟弱地盤の表層処理に利用するための手引書(案)((財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、平成7年3月)

8)ﾌﾗｲｱｯｼｭを路盤・路床に利用するための手引書(案)((財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、平成7年3月)

9)石炭灰混合材料を地盤・土構造物に利用するための技術指針（案）（土木学会、令和3年3月）

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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表 3.11.8（2） フライアッシュ（非 JIS灰）の適用用途 

⑪ 裏埋材 ○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・9)石炭灰混合材料（粒状材、塑性材、スラ
リー材）の裏埋材への適用について記載。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・岸壁建設、改良工事（国交省）

9)

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・4)石炭灰混合材料（破砕材、造粒材、塑性
材）の盛土材料への適用について記載。
・盛土・築堤に適用する材料として石炭灰混
合材料（塑性材）は、盛土・築堤の支持地盤
にかかる荷重を軽減することで沈下量が低減
し、盛土・築堤断面を経済的に設計すること
ができる。また、構造物に近接する盛土工事
も通常土砂を適用した場合に比べ、変位量を
軽減することができる。
・7)ﾌﾗｲｱｯｼｭを軟弱地盤の表層処理に利用する
際の設計、配合、施工、調査・設計・施工に
ついて記載。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・浚渫土砂処分場建設工事（国交省）
・港湾緑化工事（管理者）

4)
7)
9)

⑬ 埋立材 △ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・4)石炭灰混合材料（破砕材、造粒材）の埋
立材料への適用について記載。
・構造物の背面に適用する埋立材料として石
炭灰混合材料は、軽量な固化体であるため、
一般土砂による埋立工法に比べ埋立地盤の沈
下抑制に寄与するとともに、構造物に対し背
面土圧を軽減する。

-

●利用実績なし

4)
9)

⑭ 路床盛土材 ○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・4)石炭灰が硬化する性状を利用し、それを
締め固めて使用することにより下層路盤材、
路床材あるいは盛土材といった土工材料とし
ての強度・支持力を確保する技術を記載。
・8)路盤・路床に利用する際の設計、配合、
施工、調査・設計・施工について記載。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・空港拡張工事（国交省）
・ターミナル埋立工事（その他機関）

4)
8)
9)

⑮ 路盤材 ○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・4)石炭灰が硬化する性状を利用し、それを
締め固めて使用することにより下層路盤材、
路床材あるいは盛土材といった土工材料とし
ての強度・支持力を確保する技術を記載。
・8)ﾌﾗｲｱｯｼｭを路盤・路床に利用する際の設
計、配合、施工、調査・設計・施工について
記載。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・ﾀｰﾐﾅﾙ埋立工事（その他機関）

4)
8)
9)

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

- -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
出典)

1)各種ﾘｻｲｸﾙ材料のｺﾝｸﾘｰﾄへの有効活用に関する研究（ｺﾝｸﾘｰﾄ工学年次論文集、平成21年）

2)非JIS石炭灰のｺﾝｸﾘｰﾄ用材料としての有効利用に関する研究(日本建築学会九州支部研究報告、平成14年3月)

3)FGC深層混合処理工法技術ﾏﾆｭｱﾙ-ﾌﾗｲｱｯｼｭを用いた軟弱地盤改良工法-((財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、平成14年12月)

4)石炭灰混合材料有効利用ガイドライン（統合改訂版）((一財)石炭ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ、平成30年2月)

5)FSｺﾝｸﾘｰﾄ利用手引書（（株）沿岸環境開発資源利用センター、平成10年11月）

6)ﾌﾗｲｱｯｼｭを護岸の裏込めに利用するための手引書(案)((財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、平成8年3月)

7)ﾌﾗｲｱｯｼｭを軟弱地盤の表層処理に利用するための手引書(案)((財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、平成7年3月)

8)ﾌﾗｲｱｯｼｭを路盤・路床に利用するための手引書(案)((財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ、平成7年3月)

9)石炭灰混合材料を地盤・土構造物に利用するための技術指針（案）（土木学会、令和3年3月）

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(2) コンクリート用細骨材 

フライアッシュは粉末状の非常に細かい粒子で構成されるため、細骨材と同様に取り扱うことは

困難である。しかし、砕砂などの細骨材の一部をフライアッシュで置換することによりワーカビリ

ティの改善に効果があることが確認されている。 

土木学会「コンクリート標準示方書」や「フライアッシュを用いたコンクリートの施工指針

（案）」では、細骨材置換利用については記述されていないが、国土交通省九州地方整備局の「九

州地区における土木コンクリート構造物設計･施工指針（案）」では、「JIS A 6201 のⅠ種からⅣ

種のいずれかに適合するフライアッシュを用い、細骨材置換率の上限を 20%とし、コンクリートに

要求される性能を満足するように試験によって定める必要がある。」と規定している。また、土木

学会四国支部の「フライアッシュを細骨材補充混和材として用いたコンクリートの施工指針(案)」

では、JIS A 6201 のⅡ種またはⅣ種のいずれかに適合するフライアッシュを用いることとし、容積

置換率については 10～15%を推奨している。さらに、(一財)石炭エネルギーセンターの「石炭灰混

合材料有効利用ガイドライン（統合改訂版）」では、細骨材の一部に石炭灰原粉を代替利用する

「新素材コンクリート」が消波ブロック、方塊、被覆ブロック等の二次製品に適用されており、適

切な配合調整により、施工性やコンクリートの品質の向上が期待できるとされている。 

利用実績については、JIS 灰については道路工事、トンネルへの吹付コンクリート材料等、非

JIS灰についてはトンネルへの吹付コンクリート材料等がある。 

この利用方法では、結合材はセメントのみと考えるので、強度は水セメント比で管理することと

なる。 

適用に当たっての利点としては、以下が挙げられる。 

・セメントの一部をフライアッシュに置換する場合と同様に、コンクリートの流動性改善に効

果的で単位水量の低減につながる。 

・セメント置換せず、細骨材置換のみ行う場合、初期から長期にわたりコンクリートの強度が

置換をしないコンクリートに対して同等以上を期待できる。 

適用に当たっての留意事項としては、以下が挙げられる。 

・置換率が高すぎるとセメントと合わせた粉体量が多くなり粘性が高くなるため、ポンプ圧送

性など施工性が低下する恐れがあるので、この点を考慮の上置換率を選定する必要がある。 

・フライアッシュ中の未燃炭素の影響で AE 剤が吸着され AE 剤の使用量が増加する場合がある。 

・細骨材置換のみを行う場合、通常、価格は細骨材よりフライアッシュの方が高いため、材料

コストは上昇する。 

 

 

(3) 混和材 

フライアッシュは、コンクリート用の混和材として JIS A 6201 に規定されている。また、「フ

ライアッシュを用いたコンクリートの施工指針（案）」（土木学会）にてフライアッシュを混和材

として用いるコンクリート施工についての一般の標準が示されているので参考とできる。なお、こ

の指針に示されていない事項は、土木学会コンクリート標準示方書による。 
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フライアッシュをコンクリートに用いる場合は、その使用目的が十分に達成されるよう考慮して、

Ⅰ種、Ⅱ種、Ⅲ種、及びⅣ種の中からその種類を選定し、結合材中に占めるフライアッシュの質量

の割合が 10～30％（Ⅰ種では 40％まで）の範囲内で、適切な値を定める。なお、非 JIS 灰を用い

る場合は、品質のばらつきが大きいことを考慮し、必要となる要求性能を満たす材料を利用するも

のとする。 

フライアッシュの種類及び置換率の選定にあたっては、フライアッシュの特性を十分に理解して、

使用するコンクリートの要求性能に応じたフライアッシュの種類及び置換率を定めることが重要で

ある。フライアッシュの種類によってコンクリートの流動性、強度発現性、水和熱による温度上昇

等に及ぼす影響が異なるので、要求性能に応じたフライアッシュの種類を決定する。また、置換率

の決定にあたっては、フライアッシュの種類により、フライアッシュの使用効果を十分に発揮させ

るための置換率の範囲が異なるので、適切な置換率を試験や実験により確認することが大切である。 

フライアッシュは、コンクリートまたはモルタルに混合することで、「流動性の改善及び単位水

量の減少」、「水和熱の減少」、「長期強度の増進」、「乾燥収縮の減少」、「水密性及び耐久性

の向上」、「アルカリ骨材反応の抑制」などの効果を持つことが、多くの調査や研究によって明ら

かにされ、従来からコンクリートの混和材及びフライアッシュセメントの混合材として幅広く利用

されている。 

フライアッシュ利用時は、セメント置換が基本となることから、セメントのみの単価に比べて安

価となる。一方で、新たな貯蔵サイロ等の設備が必要になることや、フライアッシュ製造拠点から

距離が遠くなることによりコスト増となる場合があるが、フライアッシュ製造拠点に近い場合や、

距離が遠い場合でもフライアッシュ使用量が多い工事等ではコストメリットが生じる。 

【既存工事における検討事項】 

・過去の工事及び室内配合試験により、所定の強度を確認した。（ターミナル整備事業） 

 

また、混和材を大量に使用したコンクリートを用いた構造物の設計・施工については、「混和材

を大量に使用したコンクリート構造物の設計・施工指針（案）」（土木学会）にコンクリート特性、

製造及び施工の標準が示されている 1)。 

上記の設計・施工指針（案）については、平成 23 年 6 月から平成 28 年 3 月にかけて、国立環境

研究開発法人土木研究所を中心に各事業者とともに実施された「低炭素型セメント結合材の利用技

術に関する研究報告書（Ⅰ～Ⅶ）」における結果を踏まえたものであり、フライアッシュコンクリ

ートの基本性状については、「共同研究報告書（Ⅶ）」より参照できる 2)。 

 

【参考文献】 

1）土木学会：コンクリートライブラリー152、「混和材を大量に使用したコンクリート構造物の設

計・施工指針（案）」、平成 30年 6月 

2）国立研究開発法人 土木研究所：「低炭素型セメント結合材の利用技術に関する共同研究報告書

（Ⅰ～Ⅶ）」、平成 28年 1月～平成 29年 2月 
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(4) 深層混合処理固化材 

深層混合処理工法とは、フライアッシュ、石膏、セメントの 3 種材料の混合スラリーを用いた地

盤改良工法で、通常のセメント系地盤改良工法では不可能な低強度の地盤改良が可能である。 

適用に当たっての利点としては、以下が挙げられる。 

・安定材としてハイボリュームのフライアッシュをセメントに加えることにより、同一のセメ

ント添加量でも地盤と混合する総スラリー量を増やすことができ、低強度から高強度まで広

範囲の強度の地盤改良が可能である。低強度の均一改良地盤の造成が可能になると、山留鋼

矢板等を直接改良地盤に打設する事が可能となり、仮設工事等を補助工法を併用せずに経済

的に施工できる。 

・目標強度がコンクリートに比べてはるかに低く、混合する土の物性がばらつきをもっている

ことを考慮すると、コンクリート混和材として使用するフライアッシュの品質と比べて、種

類やばらつきに影響されずに広範囲な品質のフライアッシュが使用可能となり有利な配合管

理ができる。 

適用に当たっての留意事項としては、以下が挙げられる。 

・石膏を用いた場合はエトリンガイト（3CaO・Al2O3・3CaSO4・32H2O）を生成する。このエリト

ンガイトは混合後極めて早期に生成されるため、初期強度も高くなるが、多量なエトリンガ

イトの生成は体積膨張により強度を低下させるので、注意を要する。 

 

 

(5) 被覆石、根固・消波ブロック 

被覆石、根固・消波ブロックには、非 JIS灰を用いることができる。 

適用に当たっての利点としては、以下が挙げられる。 

・フライアッシュのポゾラン反応により、緻密な構造体となり、長期強度の増進及び耐摩耗性

に効果があり、ライフサイクルコストの低減が期待できる。 

適用に当たっての留意事項としては、以下が挙げられる。 

・フライアッシュの混和量が多い場合は、粘性が高まるため、表面仕上げが多少し難いことか

ら配合設計で考慮する必要がある。 

・非 JIS 灰を用いることから、JIS 灰に比べ、品質の変動が考えられるため、品質変動を考慮

した配合設計が望まれる。 

・基本的には、セメントと混合した場合は、重金属等の溶出は防止されるが、一定のロット毎

での重金属溶出管理を行う事が必要である。 

 

 

(6) 裏込材 

裏込材には、非 JIS灰を用いることができる。 

フライアッシュ、セメント、水を混合・スラリー化し、裏込材等に用いる場合、流動性などのフ

レッシュ性状や強度特性などに関して必要な品質が得られることを事前に確認の上、配合を決定す

る。 
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天然土砂などに比較して軽量であり、流動性が高いことなどが特徴であるが、コンクリートと同

様に用途ごとの要求品質を満足できることを事前の試験により確認しておく必要がある。 

適用に当たっての利点としては、以下が挙げられる。 

・土砂等に比較して軽量でさらに固化するため構造物に対する土圧（常時）の低減が図れる。 

・流動性に優れ、ポンプ打設が容易である。 

・材料分離抵抗性に優れ水中打設が可能である。 

・材齢 3 日のコーン貫入抵抗値 1,200kN/m2以上が可能であり、早期にダンプ走行も可能なトラ

フィカビリティを確保できる。 

適用に当たっての留意事項としては、以下が挙げられる。 

・環境安全性については、炭種や配合の影響を受けるので事前の確認を要する。 

・品質のばらつきがスラリー性状に及ぼす影響度合いを事前確認しておくことが望ましい。 

適用に当たっては、巻末に示す参考文献 22)～23)を参考とすることができる。 

なお、スラリー化利用の他、一部の固化体破砕の裏込材としての利用実績がある。 

 

 

(7) 裏埋材 

裏埋材には、非 JIS灰を用いることができる。 

基本的に裏込材と同様の利用区分と考えられるので、前項のスラリーのような形態、または後述

するフライアッシュ固化体破砕材の形態で利用される。前者ではポンプ打設、後者ではガット船や

ダンプトラックによる投入となる。 

軽量であることから構造物に対する土圧（常時）の軽減、軟弱地盤の沈下抑制などが期待できる。

一方、複数ある製造技術ごとに環境安全性の確認がなされているが、利用時には安全性を確認する

ことが必要である。 

 

 

(8) 盛土材、覆土材、載荷盛土材（フライアッシュを用いた気泡混合軽量土） 

盛土材、覆土材、載荷盛土材には、非 JIS灰を用いることができる。 

フライアッシュを用いた気泡混合軽量土（以下、FA 気泡混合軽量土という）は、暫定配合を元に

軽量性、強度、流動性などの要求品質を満足するように配合を選定する。 

気泡混合軽量土に関しては、「FCB 工法設計・施工要領」（東日本・中日本・西日本高速道路

㈱）（以下、FCB 要領）が参考となる。標準的な材料である、砂、セメント、起泡剤、水の中で砂

をフライアッシュに置き換え、セメント量を減じることにより、配合によるがコストを低減した上

で、軽量かつ流動性に優れた気泡混合軽量土を製造できる。 

FCB 要領に記載の暫定配合表に準じて暫定配合が準備されているが、物件ごとに試験練で要求品

質を満足する配合を選定する必要がある。 

適用に当たっての利点としては、以下が挙げられる。 

・セメントを減量できる。 

・粒子形状が球形の石炭灰を用いることで、流動性が向上しポンプ圧送を容易にする。 
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適用に当たっての留意事項としては、以下が挙げられる。 

・FA 気泡混合軽量土の場合、プラントには FA 用サイロが必要となることなどから、配合によ

っては通常の気泡混合軽量土に比較してコスト低減にならないケースもある。 

・通常の気泡混合軽量土同様、水浸下での施工や降雨などによる消泡の恐れがある場合、品質

低下を招くので注意を要する。 

 

(9) 路床盛土材 

路床盛土材には、非 JIS灰を用いることができる。 

路床に関しては、現状のままで路床とできない場合、現地盤上に盛土して築造する方法、現状路

床土とセメントなどの安定材を混合して路床を築造する方法、さらに現状路床土を除去し良質材料

に置換える方法が採られる。 

安定処理工法には、セメントにフライアッシュを混合した安定材が使用されることがある。また

盛土や置換え工法の良質土として後述するフライアッシュ固化体破砕材や石炭灰造粒物が用いられ

ることもある。 

天然の材料と同様に扱うことが可能であり、軽量であることから、作業性が高いこと、地盤沈下

抑制などの利点がある。 

 

 

(10) 路盤材 

路盤材には、非 JIS灰を用いることができる。 

道路路盤は下層路盤と上層路盤に区分されるが、フライアッシュを用いた混合材、固化体破砕材

などが適用されるのは主として下層路盤である。 

複数ある材料技術ごとに目安の品質が確認されているが、個別の事案ごとに発注者の要求品質を

満足することを事前に確認する必要がある。 

路床盛土材利用と同様、軽量であることから、路床・路体への荷重が軽減されるとともに作業性

の向上が期待できる。 

 

 

(11) アスファルトフィラー材 

アスファルトフィラー材は、アスファルト混合物の空隙を充填し、アスファルト混合物の安定性

や耐久性を向上させる目的で使用される。アスファルトフィラー材には一般に石灰石粉が広く用い

られているが、フライアッシュもアスファルトフィラー材として認められており、舗装工事で用い

る転圧敷均し法により施工することが可能である。アスファルトフィラー材には、JIS 灰を用いるこ

とを標準とする。 

適用に当たっての利点としては、以下が挙げられる。 

・一般的に使用されている石灰石粉とフライアッシュの品質を比較しても同等の性能である。 

・フライアッシュのフィラー材としての使用については、「舗装施工便覧」（日本道路協会）

では一定の規格に適合すればその使用が認められている。 
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(12) 今後の検討を要する用途 

1) 中詰材 

フライアッシュにセメントなどを添加し、水と混合してスラリー化し、構造物に利用するもので、

河川築堤基礎の止水壁、道路盛土基礎の杭、防波堤ケーソン中詰などが実用化されている。非 JIS

灰を用いることができる。 

適用に当たっての利点としては、以下が挙げられる。 

・フライアッシュを用いる事で流動性が向上し、作業性の向上が図れる。 

・水中部での使用の場合は、充填性に優れている。 

・セメントとフライアッシュ及び水の配合量で強度等の固化条件の選択が可能である。 

・近隣に火力発電所がある場合は、コスト的に安価な資材として活用可能である。 

適用に当たっての留意事項としては、以下が挙げられる。 

・非 JIS 灰を用いるため、JIS 灰に比べ、品質の変動が考えられるため、品質変動を考慮した

配合設計が望まれる。 

・基本的には、セメントと混合した場合は、重金属等の溶出は防止されるが、一定のロット毎

での重金属溶出管理を行う事が必要である。 

 

2) 埋立材 

後述するフライアッシュ固化体破砕材を埋立てに用いる場合、非 JIS 灰を用いることができ、ま

た、天然材料と同様の方法を用いることができる。 

適用の利点としては、以下が挙げられる。 

・粒度範囲は 5～40mm で液状化しない。 

・水中部においても使用可能で、地盤沈下の抑制につながる。 

適用に当たっての留意事項としては、以下が挙げられる。 

・非 JIS灰を用いるため、品質の変動・ばらつきが大きい。 

 

 

3.11.5 関連法令 

フライアッシュは産業副産物等に該当する。産業副産物等の法令上の取り扱いについては、

「1.4.2 環境安全の考え方」を参照のこと。 

 

 

3.11.6 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

フライアッシュを材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサイクル材

料として利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当箇所を参照

し、検討を行う。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.12 クリンカアッシュ 

3.12.1 製造・供給 

（解説） 

(1) 製造方法 

 石炭火力発電所で石炭を微粉炭ボイラで燃焼させ、その燃焼により発生した石炭灰がボイラ炉

内で溶融し、炉壁に付着したものが水張りした炉底に落下し急冷される。この塊をクラッシャー

で粉砕し、粒度を調整して製造されるものをクリンカアッシュと呼ぶ。このクリンカアッシュは、

その後水で貯槽に圧送され、脱水してクリンカヤードに貯蔵される。 

 製造フローを図 3.12.1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）日本フライアッシュ協会 HP より作成 

図 3.12.1 クリンカアッシュ製造フロー 

クリンカアッシュは、ボイラ底部の水槽に落下した塊状石炭灰を、破砕機で破砕し、粒度を調整し

て製造される。 
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(2) 供給・利用の状況 

1) 供給地域 

石炭火力発電所周辺 

 

2) 石炭火力発電所の立地場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）日本フライアッシュ協会 HP より作成 

図 3.12.2 石炭火力発電所の立地場所（日本フライアッシュ協会関係） 

 

3) 生産量 

クリンカアッシュ：約 79万ｔ/年（令和 3年度利用実績） 
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3.12.2 品質 

（解説） 

(1) 物理的特性 

1) 浸水膨張率 

クリンカアッシュの粒度は粗粒砂(FM＝3.5～4.0)程度で、含水量は普通の砂に比べて高く、比重

は 2.1～2.3 と普通の砂より小さい。浸水膨張率（浸水状態で水分の吸収により粒径の膨張する比

率）は、0.012～0.036％で鐵鋼スラグ協会規格 3.0％より極めて小さい。 

 

2) 透水性 

クリンカアッシュの透水係数は砂と同程度であり、真砂土に比べると大きく、しかも真砂土では

締め固めた場合に透水係数が 10 分の 1 以下になるのに対して、クリンカアッシュの場合にはほと

んど変化しない。 

表 3.12.1 クリンカの透水係数試験例 

乾燥密度 

g/cm3 

透水係数 

cm/s 

1.23 3.2×10－2 

1.20 3.4×10－2 

1.14 3.2×10－2 

出典）石炭灰ハンドブック 平成 27 年度版（日本フライアッシュ協会、平成 27年 11 月） 

 

3) 比表面積 

クリンカアッシュを電子顕微鏡で観察すると、その表面に多数の細孔があり、真砂土の比表面積

0.94m2/gに比べてクリンカアッシュの比表面積は 4～5倍程度大きい。 

 

表 3.12.2 クリンカアッシュの比表面積と細孔容積試験例 

土壌の種類 
粒子径 

mm 

比表面積 

m2/g 

細孔容積 

㏄/g 

クリンカアッシュ 
1 3.76 0.158 

2～3 4.54 0.148 

花崗岩 － 0.21 － 

真砂土 － 0.94 － 

出典）石炭灰ハンドブック 平成 27 年度版（日本フライアッシュ協会、平成 27年 11 月） 

 

4) 水分保有特性 

クリンカアッシュは一般土壌と比べて易効水(土壌中の水分うち植物に効率良く利用できる水分)

の水分保有率が高く、耕地の土壌として適しているといえる。 

クリンカアッシュの主成分は、フライアッシュと同様、一般土壌と同じで大半は二酸化けい素と酸

化アルミニウムであり、外見上も砂と類似している。また、大きな比表面積を持つ。 
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表 3.12.3 クリンカと一般土壌の易効水含水量試験例 

 クリンカ 

(密詰め) 

クリンカ 

(粗詰め) 
真砂土 粗砂 

易効水含水量(％) 9.4 5.8 4.0 2.0～3.0 

出典）石炭灰ハンドブック 平成 27 年度版（日本フライアッシュ協会、平成 27年 11 月） 

 

5) 締固め特性 

クリンカアッシュは、砂とは対照的に最適含水比が高く、最大乾燥密度が低くて空隙率の高い締

固め特性を持っている。このため、踏圧に対する抵抗性が強くなり固い土壌になりにくい。 

 

表 3.12.4 クリンカの締固め試験例 

 搬入含水比 

(％) 

最適含水比 

(％) 

最大乾燥密度 

(g/cm3) 

クリンカA 16.2 28.2 1.29 

クリンカB 17.4 27.2 1.29 

クリンカC 18.5 30.4 1.21 

出典）石炭灰ハンドブック 平成 27 年度版（日本フライアッシュ協会、平成 27年 11 月） 

 

 

3.12.3 適用用途 

(1) 概要 

クリンカアッシュをリサイクル材として利用する場合は、関係する基準類に準拠し、用途において

定まる要求性能を満たす材料を用いるものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、クリンカアッシュを各用途に利用する場合の評価を行った結

果を表 3.12.5 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性等）が

ある場合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 
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表 3.12.5(1) クリンカアッシュの適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で用途として利
用可能であるが、課題等も挙げられている。
(p.3-12-9)
【主な内容】
・1)細骨材にｸﾘﾝｶｱｯｼｭを使用した場合の中性
化速度は海砂を使用した場合と同程度であ
り、流動性や強度は若干低下するが、ﾌﾗｲｱｯｼｭ
の併用及び微粉末の除去で改善が可能。【査
読無し】
・2)ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ75μm以下の微粉分は、ﾌﾛｰ値及
び圧縮強度に若干の影響を及ぼすものの僅
少。
・ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ量の増大によってﾌﾛｰ値は低下する
が、圧縮強度は若干の低下傾向を示す程度。
【査読無し】
・3)ｸﾘﾝｶｱｯｼｭを細骨材の一部代替として用い
た場合、軽量ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ等では代替率50%ま
では強度に影響は見られない等の試験結果が
得られているが、今後さらに細骨材代替利用
の試験データを蓄積し、各種の骨材への利用
拡大が望まれるとされている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・防潮堤工事（その他機関）

1)
2)
3)

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・査読なしの研究論文等（講演資料等）に限
られている。
【主な内容】
・4)ｸﾘﾝｶｱｯｼｭは透水性能が砂と同等であり、
改良効果として沈下収束傾向は砂材と同等で
沈下量も砂材と同程度であることが確認。
【査読無し】

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・地盤改良工事（管理者）
・土地造成工事（管理者）
・埠頭整備工事（管理者）
・港湾整備事業（管理者）
・火力発電所建設工事（その他機関）

4)

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 〇＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・5)石炭灰埋立地盤の液状化対策として建設
残土や石炭灰を中詰めに利用したｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲ
ﾙ工法(CP工法)の適用を考え、施工性および改
良効果の確認を目的として試験工事が実施。
・石炭灰埋立地盤の液状化対策としてSCP工法
の適用が可能。
・中詰め材料に砂を用いた場合と同等の改良
効果があることを確認。【査読無し】
・9)ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ単体のｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ用材へ
の適用について記載。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・火力発電所建設工事（その他機関）
・火力発電所ＬＮＧタンク基礎工事（そ
の他機関）
・発電所設備更新工事（その他機関）
・発電所取水口工事（その他機関）

5)
9)

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で用途として利
用可能であるが、課題等も挙げられている。
(p.3-12-11)

-

●利用実績なし

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑩ 裏込材 ○ C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・6)軽量で、静的せん断応力、ｺｰﾝ指数、CBR,
透水係数が大きいことから、盛土材、橋台・
補強土壁の裏込め材、路盤材、ﾄﾞﾚｰﾝ材として
の利用が図られている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・港湾整備事業（管理者）
・飛行場滑走路移設事業（管理者）
・発電所取水口周辺護岸修繕工事（その
他機関）
・護岸修繕工事（管理者）

6)

2)ｸﾘﾝｶｱｯｼｭを細骨材として用いたｺﾝｸﾘｰﾄの基礎的性状(日本建築学会九州支部研究報告、平成11年3月)

3)石炭灰ハンドブック　平成27年度版（日本フライアッシュ協会、平成27年11月）

4)ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工法へのｸﾘﾝｶｱｯｼｭの適用(土木学会第60回年次学術講演会、平成17年9月)

5)石炭灰を中詰め材料に利用したｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工法の試験工事(土木学会第54回年次学術講演会、平成11年9月)

6)ｸﾘﾝｶｱｯｼｭの材料特性と適用性の検討(地盤工学ｼﾞｬｰﾅﾙ、平成19年)

8)平成25年度　浚渫土砂の有効活用による海域環境改善方策検討調査報告書

9)石炭灰混合材料有効利用ガイドライン（統合改訂版）((一財)石炭ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ、平成30年2月)

出典)

1)石炭灰を骨材及び混和材として使用したｺﾝｸﾘｰﾄに関する研究(ｸﾘﾝｶｱｯｼｭを細骨材として使用したｺﾝｸﾘｰﾄの諸性状)(日本建築学会大会学術講演梗概集、平成11年9月)

7)石炭灰(ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ)の道路盛土材への利用技術の開発について～国土交通省東北地方整備局が本格活用の方針～(東北電力資料)
(http://www.tohoku-epco.co.jp/whats/news/2003/30729a.htm、平成15年7月)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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表 3.12.5 (2) クリンカアッシュの適用用途 

⑪ 裏埋材 ○ C
●標準材料に準ずる性能を有する。
・裏込材の技術資料、利用実績等を基に、利
用検討が可能と考えられる。

b
●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・埋立護岸築造工事（管理者）

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・6)軽量で、静的せん断応力、ｺｰﾝ指数、CBR,
透水係数が大きいことから軽量盛土材料、基
礎材料、排水材料、路盤材料などに適用する
ことが可能。
・軟弱地盤上の盛土材料に適用した場合の検
討を行った結果、ｸﾘﾝｶｱｯｼｭの有効性を確認。
・7)ｸﾘﾝｶｱｯｼｭと不良土を混合し、道路の盛土
材として利用することを目的に、道路盛土材
としての利用可能な基準を満たすか確認した
結果、ｸﾘﾝｶｱｯｼｭの混合割合が高いほど短期間
で土質が改良され、道路の盛土材として利用
可能となる結果が得られた。
・9)ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ単体または高含水土との混合物
の盛土材への適用について記載。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・土工工事（国交省、管理者）
・避雷器設置工事（その他機関）

6)
7)
9)

⑬ 埋立材 〇＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・9)ｸﾘﾝｶｱｯｼｭと高含水土の混合物の埋立材へ
の適用について記載。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・埋立工事（管理者、その他機関）
・造成工事（管理者）
・滑走路移設工事（管理者、その他機
関）
・発電所灰捨場関係工事（その他機関）

9)

⑭ 路床盛土材 ○＋ C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・3)路床材の遮断層材及び凍上抑制層材とし
て、砂の代替にｸﾘﾝｶｱｯｼｭの適用が認められて
いる。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・バイパス改良工事（国交省）
・空港道路新設（国交省）
・駐車場整備工事（管理者）
・道路拡幅工事（改良舗装工事）（管理
者）

3)

⑮ 路盤材 ○ C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・ｸﾘﾝｶｱｯｼｭの建設資材としての技術開発は道
路用としてのものが確立されており、下層路
盤材料として舗装設計施工指針、舗装施工便
覧に規定。
・3)下層路盤材料に「砂」の利用を認めてお
り、ｸﾘﾝｶｱｯｼｭも同等の位置づけ。
・ｸﾘﾝｶｱｯｼｭを下層路盤材料として使用する場
合には、修正CBRについて規定の品質を満足す
ることの確認が必要。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・舗装工事（国交省、管理者）
・管理用道路（管理者）
・火力発電所舗装工（その他機関）

3)

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

△
(覆砂)

D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・査読なしの研究論文等（講演資料等）に限
られている。
【主な内容】
・8)室内実験の結果、浚渫土砂（北九州港）
との混合土について、リンの溶出抑制効果が
認められ、アサリの潜砂行動への影響なしと
されている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・実証実験（国交省等）

8)

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

2)ｸﾘﾝｶｱｯｼｭを細骨材として用いたｺﾝｸﾘｰﾄの基礎的性状(日本建築学会九州支部研究報告、平成11年3月)

3)石炭灰ハンドブック　平成27年度版（日本フライアッシュ協会、平成27年11月）

4)ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工法へのｸﾘﾝｶｱｯｼｭの適用(土木学会第60回年次学術講演会、平成17年9月)

5)石炭灰を中詰め材料に利用したｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工法の試験工事(土木学会第54回年次学術講演会、平成11年9月)

6)ｸﾘﾝｶｱｯｼｭの材料特性と適用性の検討(地盤工学ｼﾞｬｰﾅﾙ、平成19年)

8)平成25年度　浚渫土砂の有効活用による海域環境改善方策検討調査報告書

9)石炭灰混合材料有効利用ガイドライン（統合改訂版）((一財)石炭ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ、平成30年2月)

出典)

1)石炭灰を骨材及び混和材として使用したｺﾝｸﾘｰﾄに関する研究(ｸﾘﾝｶｱｯｼｭを細骨材として使用したｺﾝｸﾘｰﾄの諸性状)(日本建築学会大会学術講演梗概集、平成11年9月)

7)石炭灰(ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ)の道路盛土材への利用技術の開発について～国土交通省東北地方整備局が本格活用の方針～(東北電力資料)
(http://www.tohoku-epco.co.jp/whats/news/2003/30729a.htm、平成15年7月)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(2) サンドコンパクションパイル材 

クリンカアッシュをサンドコンパクションパイル材に用いる場合は、砂杭と同様の設計方法を用

いることができる。(一財)石炭エネルギーセンターの「石炭灰混合材料有効利用ガイドライン（統

合改訂版）」において、クリンカアッシュ単味の用途として、サンドコンパクションパイル材が示

されており、参照することができる。 

破砕しやすい特性を持つため、留意が必要である。また、クリンカアッシュは角張った形状のも

のも含まれているため、取扱い時には手袋・防護メガネなどの着用が好ましい。 

 

 

(3) 裏込材、裏埋材、盛土材、覆土材、路床盛土材 

クリンカアッシュを裏込材、裏埋材、盛土材、覆土材、路床盛土材に用いる場合の設計は、天然

砂と同様の方法を用いることができる。(一財)石炭エネルギーセンターの「石炭灰混合材料有効利

用ガイドライン（統合改訂版）」によると、クリンカアッシュは、軽量で高いせん断強度と透水性

を有しており、単独で盛土材としても多数活用されている。また、クリンカアッシュによる改質土

の用途として盛土材が示されており、高含水土とおよそ５対５の割合で混合することで、高い土質

改良効果を発揮するとされている。 

クリンカアッシュは天然砂に比べ軽量で透水性がよいことから、載荷重・土圧（常時）の軽減が

期待できる。 

一方で、クリンカアッシュは発電所内で製造される製品であるため、同じ発電所内で製造された

クリンカアッシュの性質のばらつきは小さいが、発電所が異なる場合はクリンカアッシュ間に品質

のばらつきが見られることがある。特に重要な構造物への利用においては、事前に試験等を行って

必要な材料特性等を確認することが望ましい。 

また、アルカリ水の溶出が懸念される場合は、溶出水の対策を検討する必要がある。 

 

(4) 埋立材 

クリンカアッシュを埋立材に用いる場合は、天然砂と同様の設計方法を用いることができる。 

クリンカアッシュは天然砂に比べ軽量のため、載荷重の軽減が期待できる。(一財)石炭エネルギ

ーセンターの「石炭灰混合材料有効利用ガイドライン（統合改訂版）」では、クリンカアッシュに

よる改質土の用途として埋立材が示されており、高含水土とおよそ５対５の割合で混合することで、

高い土質改良効果を発揮するとされている。 

一方で、クリンカアッシュは発電所内で製造される製品であるため、同じ発電所内で製造された

クリンカアッシュの性質のばらつきは小さいが、発電所が異なる場合はクリンカアッシュ間に品質

のばらつきが見られることがある。特に重要な構造物への利用においては、事前に試験等を行って

必要な材料特性等を確認することが望ましい。 

また、アルカリ水の溶出が懸念される場合は、溶出水の中和等の対策を検討する必要がある。 
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(5) 路盤材（下層路盤材） 

舗装施工便覧は、下層路盤材料に「砂」の利用を認めており、クリンカアッシュも同等の位置付

けとなっている。 

クリンカアッシュを下層路盤材料として使用する場合には表 3.12.6 に示す品質を満足しているこ

とを確認する。 

 

表 3.12.6 路盤材料の品質規格 

材料名 修正ＣＢＲ（％） 

粒度調整砕石 80以上 

クラッシャラン 20以上 

出典）石炭灰ハンドブック 平成 27 年度版（日本フライアッシュ協会、平成 27年 11 月） 

 

1) 材料特性 

クリンカアッシュの粒度は粗粒砂程度であり、原粒度と路盤として載荷後の破砕収束粒度（転圧

後粒度を意味する）の関係を表 3.12.7、図 3.12.3 に示す。 

 

表 3.12.7 原粒度と破砕収束粒度 

項 目 

ふるい目(mm) 

産 地 

粒    度 (％) 

40 30 20 13 5 2.5 1.2 0.6 0.3 0.15 0.074 

№1 発電所 

原 粒 度 100 99.0 89.4 85.0 68.8 58.9 43.5 30.1 22.3 15.9 10.6 

破砕収束粒度   100 99.2 85.3 74.6 65.6 54.3 41.4 30.2 22.1 

№2 発電所 

原 粒 度   100 97.4 75.1 67.1 57.4 44.1 23.3 13.5  7.0 

破砕収束粒度   100 98.8 82.5 76.3 70.4 61.2 46.5 31.8 20.2 

№3 発電所 

原 粒 度   100 99.3 94.9 89.0 76.0 60.5 44.6 27.9 15.9 

破砕収束粒度   100 99.4 96.8 94.6 89.5 79.6 66.5 51.0 35.2 

№4 発電所 

原 粒 度  100 96.5 94.4 84.7 78.0 65.2 50.2 35.0 18.7  8.2 

破砕収束粒度   100 97.6 89.2 83.5 77.0 68.6 57.0 41.5 24.3 

№5 発電所 

原 粒 度 100 99.7 96.2 92.5 67.2 54.6 39.9 27.5 17.2  8.5  4.0 

破砕収束粒度   100 97.3 84.6 72.9 61.0 49.3 37.0 23.8 13.9 

出典）石炭灰ハンドブック 平成 27 年度版（日本フライアッシュ協会、平成 27年 11 月） 
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出典）石炭灰ハンドブック 平成 27 年度版（日本フライアッシュ協会、平成 27年 11 月） 

図 3.12.3 クリンカアッシュの原粒度と破砕収束粒度の関係 

 

原粒度と破砕収束粒度とは、かなり変化するが修正 CBR の値はほとんど変わらない。最適含水比

は細粒化により５～10％減少し、密度はわずかに増大する。 

比重は 2.1～2.3であり普通の砂より軽い。 

クリンカアッシュの浸水膨張率は 0.012～0.036％で、鐵鋼スラグ協会規格 3.0％に較べて極めて

小さく膨張性の少ない材料である。 

 

2) 土質力学的性状 

土質力学的性状のうち最適含水比は 18％～32％であり、最大乾燥密度は 1.15～1.50g/cm3 で全般

的に小さい。 

修正 CBR 値は 39～89 であり、普通の砂より大きい値を示している。これは粒度が粗粒砂程度であ

り、形状が砕石状であるためとみられている。 

クリンカアッシュの突固め曲線の例を図 3.12.4に示す。 
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図 3.12.4(1) クリンカアッシュの       図 3.12.4(2) クリンカアッシュの 

突固め曲線例(1)                  突固め曲線例(2) 

 

 

(6) 今後の検討を要する用途 

1) コンクリート用細骨材 

山砂などの粒度調整や海砂の塩化物含有量の低減などを目的に、これらの天然産の普通細骨材に

クリンカアッシュ細骨材を混合して使用されている場合が多い。 

クリンカアッシュ細骨材を使用したコンクリートの特長としては次が挙げられる。 

・クリンカアッシュ細骨材自体がセメントのアルカリ刺激により水和反応を生じる性質を持って

おり、長期にわたり水和反応が継続するため、コンクリートの強度も長期にわたって増加する。 

・クリンカアッシュ細骨材を用いたコンクリートでは、クリンカアッシュ細骨材の混合率が大き

いほど乾燥収縮率が小さくなり、コンクリートの乾燥収縮ひび割れ発生の低減に効果がある。 

クリンカアッシュを細骨材の一部代替として用いた場合、軽量コンクリートブロック等では代替率

50%までは強度に影響は見られない等の試験結果が得られているが、今後さらに細骨材代替利用の試

験データを蓄積し、各種の骨材への利用拡大が望まれるとされている 1)。 

 

【参考文献】 

1) 日本フライアッシュ協会：石炭灰ハンドブック（平成 27年度版） 

 

2) バーチカルドレーン及びサンドマット材 

クリンカアッシュは、粒状材料としてバーチカルドレーン及びサンドマットへの利用ができる。 

サンドマットの場合、クリンカアッシュは天然砂に比べ軽量のため、載荷重の軽減が期待できる。 

また、ドレーン排水がアルカリ性を示すため、周辺環境への影響が懸念される場合には排水処理

等も考慮する必要がある。 

出典）石炭灰ハンドブック 平成 27 年度版（日

本フライアッシュ協会、平成 27 年 11 月） 
出典）石炭灰ハンドブック 平成 27 年度版（日

本フライアッシュ協会、平成 27 年 11 月） 
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3) 中詰材 

クリンカアッシュを二重鋼管矢板や二重鋼矢板の中詰材に用いる場合は、天然砂と同様の設計方

法を用いることができる。 

クリンカアッシュは天然砂に比べ軽量であり、産地により異なるものの概ね（一般の土質が有す

る）30度以上のせん断抵抗角を有する。 

用途としての利用可能性はあるが、適用技術に係る情報が十分集積されていないことから、必要

に応じて室内試験や試験施工等により要求性能を満足することを確認することが望ましい。 

 

4) 覆砂材 

クリンカアッシュを覆砂材に用いる場合は、天然砂と同様の設計方法を用いることができる。 

クリンカアッシュは天然砂に比べ軽量のため、載荷重の軽減が期待できる。 

一方で、クリンカアッシュは発電所内で製造される製品であるため、同じ発電所内で製造された

クリンカアッシュの性質のばらつきは小さいが、発電所が異なる場合はクリンカアッシュ間に品質

のばらつきが見られることがある。特に重要な構造物への利用においては、事前に試験等を行って

必要な材料特性等を確認することが望ましい。 

また、アルカリ水の溶出が懸念される場合は、溶出水の中和等の対策を検討する必要がある。 

 

 

3.12.4 関連法令 

クリンカアッシュは産業副産物等に該当する。産業副産物等の法令上の取り扱いについては、

「1.4.2 環境安全の考え方」を参照のこと。 

 

 

3.12.5 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

クリンカアッシュを材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサイクル

材料として利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当箇所を参

照し、検討を行う。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.13 石炭灰二次製品 

3.13.1 製造・供給 

フライアッシュ固化体は、改良盛土材等として製造されている。また、砕石の代替材料としてフ

ライアッシュ固化体破砕材が開発されており、主に道路用の砕石として製造されている。 

石炭灰造粒物は、石炭火力発電所で発生するフライアッシュにセメント等を添加して粒状・固化

したものである。 

原料の石炭灰には、石炭火力発電所で発生する新生灰のほか、事業者所有の貯炭場等で湿潤化さ

れたエージング灰も利用される。 

（解説） 

(1) 製造方法 

1) フライアッシュ固化体 

① フライアッシュ固化体（改良盛土材） 

フライアッシュ固化体（改良盛土材）は、石炭灰（原粉）・高炉セメント・水・石膏を専用プラン

ト（ミキサー）で混練りし、ダンプトラックで現場まで運搬、層状に敷き均し、天端面から面的に加

振することにより、層状練混物を一気に流体化させ締め固める工法である。 

 

項  目 仕  様 

敷地面積 8,500m2 

ミキサー形式 2.5m3、2 軸強制練りタイプ 

製造能力 60m3／hr 

フライアッシュサイロ 200t×3 基 

セメントサイロ 50t×1 基 

石膏ヤード 約 25t 

水槽 攪拌水槽、工業用水槽、海水槽 

 

図 3.13.1 プラント全景と設備仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.13.2 施工（締固め）状況 

 

② フライアッシュ固化体破砕材 

フライアッシュ固化体破砕材は、石炭火力発電所から発生した石炭灰にセメント（普通または高炉

セメント）と水を添加混合・固化後に破砕・粒度調整した人工砕石である。岸壁の裏込め材料として

再度粒度調整を行った製品も製造されている。 
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図 3.13.3 プラントの製造フロー（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィールド試験場所（構内、レベル測定）        施工状況 

図 3.13.4 施工状況 

 

2) 石炭灰造粒物 

石炭灰造粒物は、転動造粒方式により製造される。基本配合として、石炭灰に対し、セメント 10

～15％、水量 20～25％を添加している。 

粒径は出荷時に分級・選別により粒度調整するが、製品規格の標準は 40㎜以下のものである。 
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図 3.13.5 石炭灰造粒物仮置場 

 

(2) エージング灰について 

火力発電所から副成された新生灰のうち、湿潤化させ、おおむね１ヶ月以上置かれた石炭灰

を「エージング灰」と呼び、新生灰と同様、石炭灰混合材料（固化体、造粒物等）として利用

することができる。 

エージング灰は、事業所所有の貯炭場（処分場）または事業所敷地内のストックヤードにお

いて、湿潤状態で静置される。品質が安定しており、かつ大量の資材を短期間に必要とするス

ポット需要に対応できる等の特徴を持つ。 

エージング灰を用いた混合材料の利用にあたっては、「石炭灰混合材料有効利用ガイドライ

ン（エージング灰（既成灰）編）」（（一財）石炭エネルギーセンター）を参照することがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）石炭灰混合材料有効利用ガイドライン（エージング灰（既成灰）編）（一財）石炭エネルギーセンター） 

図 3.13.6 エージング灰の利用イメージ 
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(3) 供給・利用の状況 

1) 供給地域 

① フライアッシュ固化体（改良盛土材）（製品名：アッシュクリート Type Ⅱ） 

陸上輸送：熊本県天草市、苓北町周辺 

     運搬時間 1 時間程度の範囲内が目安 

海上輸送：実績なし 

 

② フライアッシュ固化体破砕材 

陸上輸送：山形県酒田市、鶴岡市他周辺町村（製品名：FRC砕石、ドリームストーン） 

秋田県能代市、能代市他周辺町村（製品名：FRC砕石、ドリームストーン） 

苫小牧周辺及び札幌市などの工場周辺 100km圏内（製品名：フライクリーン） 

相馬市周辺（製品名：リグラッシュ） 

  海上輸送：福島県小名浜港、青森県大湊への運搬実績あり（製品名：ドリームストーン） 

実績なし（製品名：フライクリーン） 

 

③ 石炭灰造粒物 

陸上輸送：石炭灰造粒物製造所（発電所）周辺 

海上輸送：実績なし 

 

2) 事業所の立地場所 

石炭灰二次製品の製造所（代表例）の立地場所を図 3.13.7に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.13.7 石炭灰二次製品の製造所（代表例）の立地場所 
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3) 製造量 

①フライアッシュ固化体：約 78,000m3／年（製品名：アッシュクリート TypeⅡ）（平成 25 年度実

績） 

②フライアッシュ固化体破砕材 

約 6.2万ｔ／年（製品名：FRC砕石、ドリームストーン）（製造能力） 

※年度別製造量は表 3.13.1のとおり 

約 10万ｔ／年（製品名：フライクリーン）（石炭灰処理量の平成 25年度実績） 

③石炭灰造粒物：6万 m3／年、200m3／日（製品名：Ｈｉビーズ製造能力） 

 

表 3.13.1 フライアッシュ固化体破砕材の製造量（製品名：FRC砕石、ドリームストーン） 

年度別 製造量(t) 
出荷量(m3) 

合計出荷量(m3) FRC砕石    
(0～40mm) 

ﾄﾞﾘｰﾑｽﾄｰﾝ   
(5～40mm) 

令和元年度 60,238 77,929  622 78,551 

令和 2年度 57,948 51,096  42 51,138 

令和 3年度 54,529 40,572 38 40,610 

令和 4年度 40,010 38,954 4,566 43,520 

合  計 212,725 208,551 5,268 213,819 

※令和 4 年度は 11 月末現在の数量 

 

4) 用途別使用量 

①フライアッシュ固化体破砕材：表 3.13.2のとおり 

②石炭灰造粒物：表 3.13.3のとおり 
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表 3.13.2 フライアッシュ固化体破砕材の用途別使用量（製品名：FRC砕石、ドリームストーン） 

材料名 用    途 使用数量(m3) 全出荷量に対する割合(%) 摘   要 

FRC 砕石 

路盤材 153,390 71.7%   

盛土 10,368 4.8%   

裏込め・裏埋材  44,793 20.9%   

ﾄﾞﾘｰﾑｽﾄｰﾝ 
盛土 4,618 2.2%   

裏込め・裏埋材 650 0.3%  

合  計   213,819 100.0%   

    ※令和元年～令和 4 年度 11 月末現在までの数量 

 

表 3.13.3 石炭灰造粒物の用途別使用量（製品名：Ｈｉビーズ） 

地盤改良材 

No 発注機関 施工時期 施工場所 
概略数量 

(単位:m3) 
備考 

1 国土交通省中国地方整備局 平成 14 年 小野田港 7,000 SCP 

2 山陽小野田市 平成 15 年 刈屋漁港 11,000 SCP 

3 広島県 平成 14～15 年 大竹地区 76,000 SD，SM 

4 山口県 平成 16～18 年 徳山下松港 81,000 SM 

5 国土交通省中国地方整備局 平成 17～18 年 元安川 3,000 SM 

6 中国四国防衛局 平成 19～20 年 岩国基地 43,000 SCP(液状化対策) 

7 中国四国防衛局 平成 20～21 年 岩国基地 60,000 SD 

8 国土交通省中国地方整備局 平成 23 年 尾道市 700 SCP（低置換） 

SCP：ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材，SD：ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ材，SM：ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 

 

 環境修復材 

No 発注機関 施工時期 施工場所 
概略数量 

(単位:m3) 
備考 

1 国土交通省中国地方整備局 

(出雲河川事務所) 
平成 17 年～継続 

中海 

(島根県・鳥取県) 
210,000 環境修復 

2 山口県 平成 18～20 年 埴生沖，小野田沖 37,000 水産事業 

3 島根県 平成 22～23 年 安来港 14,000 環境修復 

4 国土交通省中国地方整備局 

(広島港湾事務所) 
平成 22 年 広島湾(海田) 9,400 環境修復 

5 国土交通省中国地方整備局 

(太田川河川事務所) 
平成 20 年 

広島市内(一級河

川) 
100 河川浄化 

6 広島大学・国土交通省中国

地方整備局・広島県・福山

市・中国電力ｸﾞﾙｰﾌﾟ 共同

研究 

平成 23 年 福山港 5,500 環境修復 

7 広島県 平成 23 年～継続 京橋川(広島市内) 2,700 環境修復 

8 広島高速道路公社 平成 23 年 本川(広島市内) 590 環境修復 

9 国土交通省中国地方整備局 

(太田川河川事務所) 
平成 22～24 年 天満川(広島市内) 435 環境修復 

10 松江市 平成 25 年 松江城 堀川 実証試験 水質浄化 

11 広島県 平成 26 年 福山港 10,000 環境修復 

12 熊本県 平成 26 年 熊本県百貫港 1,200 水産資源回復 
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3.13.2 品質 

（解説） 

(1) フライアッシュ固化体 

1) 物理・力学的性質 

○単位体積重量：約 1.7t/m3  

○透水係数：10-7～10-8cm/s 

○配合によるが、N値 5程度から 28日強度で 5N/mm2以上の強度レベルも可能である。 

 

2) 化学的性質 

表 3.13.4 配合例 

 

 

 

 

 

(2) フライアッシュ固化体破砕材 

1) 物理・力学的性質 

① 製品名：FRC砕石 

○粒度範囲:0～40mm ○最大乾燥密度:1.144g/cm3 ○最適含水比:43.0% 

○修正 CBR: 90.2% ○単位体積重量:13.1ｋN/m3(標準締固め時) ○設計 CBR: 85.3% 

○透水係数:1.4×10-2cm/s 

○一軸圧縮強さ：20～22N/mm2（材齢 28日） 

 

② 製品名：FRC砕石ドリームストーン 

○粒度範囲:5～40mm ○最大乾燥密度:1.066g/cm3 ○最適含水比:37.5% 

○修正 CBR:63.3% ○単位体積重量:11.9ｋN/m3(標準締固め時)  ○設計 CBR:56.9% 

○透水係数:5.5×10-0 cm/s 

○一軸圧縮強さ：20～22N/mm2（材齢 28日） 

 

 

フライアッシュ固化体は、路盤材、コンクリート再生骨材等の品質規格に基づき製造されている。 

石炭灰造粒物の外観は砂粒状であり、粒子密度は天然砂よりもやや小さくばらつきがある。 

単位：kg/m3 

石 炭 灰 セメント 石 膏 水 

1,250 10～100 25 350 
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表 3.13.5 粒度の基準 

骨材のふるい分け試験 JIS A 1102  

粒径(mm) 所要範囲(%)※１ 試験結果(%)※２ 

53 100     100.0  

37.5 95 ～ 100 96.1  

19 50 ～ 80 74.3  

4.75 15 ～ 40 31.9  

2.36 5 ～ 25 17.9  

※１ 国土交通省東北地方整備局土木工事共通仕様書 第 2 編材料編 第 2 章 2－2－3 アスファルト舗装用

骨材 1.砕石･再生砕石及び鉄鋼スラグの粒度 

※２ 令和 4 年度の骨材試験結果 

 

表 3.13.6 フライアッシュ固化体破砕材の再生砕石としての品質規格 

試 験 名 称 試験方法 規格値※１ 試験結果※２ 摘  要 

骨材のスリヘリ減量試験 
舗装調査・試験法

便覧 A005 
50%以下 32.9% 

試料は A003 に従って

ふるいわけ試験を行う 

土の液性・塑性限界試験 
舗装調査・試験法

便覧 F005 
6以下 NP 

0.42mm ﾌ ﾙ ｲ通過分の 

PI 測定 

修正 CBR試験 
舗装調査・試験法

便覧 E001  
30%以上 90.2%   

※１ 国土交通省東北地方整備局土木工事共通仕様書 第 3編土木工事共通編 第 2 章一般施工 8.下層路盤材の材料規格 

※２ 令和 4 年度の骨材試験結果 

 

 

③ 製品名：フライクリーン 

北海道開発局及び北海道におけるコンクリート再生骨材の品質規格に基づき製造されている。 

○粒度：40～0㎜、○粗粒率：6.20、○密度：1.82kg/L、○吸水率：23.43%、 

○最適含水比：22.7%、○最大乾燥密度：1.287g/cm3、 

○修正 CBR：128.3％、（参考）○凍上率：9.1% 

 

2) 化学的性質 

① 製品名：FRC砕石 

溶出試験の結果例を表 3.13.7 に示す。安全環境基準は規定されていないが、道路の路盤材としての

利用が多いことから環境省告示第 46 号を基準値としている。また、生活環境保全に関する環境基準と

して、環境省告示第 59 号付表 6 ふっ素及びほう素についても試験対象としている。いずれの項目につ

いても基準値を下回っている。 
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表 3.13.7 フライアッシュ固化体破砕材の溶出試験結果例 

FRC 砕石 溶出試験結果                     （令和 4年 9月のデータ） 

番号 分析の対象 単位 基準値 試験値 定量下限値 分析方法 

1 ｶﾄﾞﾐｳﾑまたは化合物 mg／L 0.01 以下 0.003 未満 0.003 JIS K 0102-55.2 

2 鉛または化合物 mg／L 0.01 以下 0.005 未満 0.005 JIS K 0102-54.2 

3 六価クロム化合物 mg／L 0.05 以下 0.01 未満 0.01 JIS K 0102-65.2,1 

4 砒素または化合物 mg／L 0.01 以下 0.005 未満 0.005 JIS K 0102-61.2 

5 水銀またはその化合物 mg／L 0.0005 以下 0.0005 未満 0.0005 S46 環告第 59 号付表 2 

6 セレンまたは化合物 mg／L 0.01 以下 0.005 未満 0.005 JIS K 0125-67.2 

7 ふっ素含有量 mg／L 0.8 以下 0.16 0.08 JIS K 0125-34.4 

8 ほう素 mg／L 1 以下 0.1 未満 0.1 JIS K 0102-47.4 

 

 

② 製品名：フライクリーン 

北海道開発局及び北海道におけるコンクリート再生骨材の品質規格に基づき製造されている。 

 

表 3.13.8 配合 

                             単位：kg/m3 

石炭灰 セメント 水 

600～650 150～162 150～200 

 

 

(3) 石炭灰造粒物 

石炭灰造粒物の外観は、砂粒状であり、粒子密度は天然砂よりもやや小さくばらつきがある(2.1

～2.6g/cm3)。これはセメント・水を添加し造粒することにより空隙を多く含むためであり、吸水率

はやや高い。 

 

表 3.13.9 石炭灰造粒物の品質規格 

注）湿潤密度，乾燥密度は最大乾燥密度(最適含水比)の90％密度に突き固めた値である。

（昭和48.2.17 総令６）
基準値以下－

g/cm3

単位

15～35

粒径加積曲線参照

備　考

沖積粘土2.5～2.75，砂質土2.6～2.8，水砕ｽﾗｸﾞ2.6～2.9

沖積粘土0.5～1.4，砂質土1.2～1.8，水砕ｽﾗｸﾞ0.8～1.1

沖積粘土1.2～1.6，砂質土1.6～2.0，水砕ｽﾗｸﾞ0.9～1.3

％ JIS-A-1204

2.1～2.4

0.8～1.1

1.0～1.4

試験方法

含水比

g/cm
3

1.2以上

粒度(ふるい)

陸上利用の場合は「土壌の汚染に係る環境基準」を

満足すること

％

g/cm
3

度

m/s

20～30 (40mm以下)

礫質土35°，砂質土30°，水砕ｽﾗｸﾞ35°

JIS-A-1218

(40mm以下製品対象)

圧潰強度

透水試験

最適含水比

三軸圧縮強度(内部摩擦角)

(40mm以下製品対象)

吸水率

品質項目

土粒子の密度

乾燥密度

湿潤密度

ＭＰａ

海洋汚染基準
重金属の溶出試験

JIS-Z-8841

％ JIS-A-1210

JGS 0524
45以上（6Ec)

40～50 (5mm以下)

35以上（0Ec)

％
JIS-A-1109

15～25 水砕ｽﾗｸﾞ0.5～3.0

JIS-A-1202

JIS-A-1225

JIS-A-1225

JIS-A-1203

規格値

JIS-A-1110

1.04×10
-2

m/s（0Ec)

4.99×10-7m/s(6Ec)
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環境修復材料としては、以下の特徴により、海域での好気条件が創造しやすく、特に閉鎖性環境

で問題となっている貧酸素に対し、高い改善効果が得られる。結果的に底生生物相の改善に繋がっ

ている。 

・砂よりも軽く、ヘドロ上への覆砂においても、減り込み量が少ない。 

・粒そのものは、容積の 40%の微細な空隙を保有している。 

・高い硫化水素吸着能力を有する。 

・覆砂を施した石炭灰造粒物表面は光の届く範囲で、短期間に珪藻被膜される。 

・覆砂間隙中に浮泥が堆積しても弱アルカリ環境下を維持しているため、嫌気状態になりにくく、

ヘドロ化しない。 

・底質から溶出する富栄養化物質（N,P）の吸着・抑制効果がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.13.8 石炭灰造粒物の外観、使用例 

 

1) 物理・力学的性質 

① 単位体積重量 

湿潤単位体積重量は 1.0g/cm3～1.4g/cm3であり、天然砂よりも軽い。 

 

② 粒度 

粒度は出荷時に分級・選別を行い調整して出荷しており、概ね 0～40mmに調整している。 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.13.9 石炭灰造粒物の粒径加積曲線 

石炭灰造粒物覆砂後 

藻類が繁茂 

石炭灰造粒物外観 

環境修復材での粒度範囲
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③ 透水性 

透水性は、砂と同等の性能が得られる。 

 

④ せん断抵抗角 

せん断抵抗角（φ）は、45°以上と天然材料に比べ大きな値であり、海砂と同様な改良効果であ

ることを確認している。 

  

2) 化学的性質 

① 微量成分の溶出 

利用用途（陸上、海域）に応じて、「土壌の汚染に係る環境基準」、「海洋汚染基準」を満足す

ることを確認している。 

 

② 環境安全品質 

石炭灰造粒物は石炭灰を製品加工したものであることから、納入に際しては使用場所の所轄環境

行政（保健所等）と事前に報告・協議を行い、商品として取扱う事の妥当性を確認することとして

いる。 

 

 

(4) エージング灰を用いた石炭灰混合材料 

石炭灰混合材料の原料にエージング灰を用いた場合、新生灰を用いた場合と比較して、製造された

石炭灰混合材料は以下の特徴を持つことが報告されている。 

・乾燥密度は 0.9～1.1g/cm3程度で、新生灰を用いた石炭灰混合材料よりもやや軽い。 

・28 日養生後の一軸圧縮強さは、セメント添加率が低い（2～5%）と新生灰よりも低くなる傾向が

みられるが、15～18%ではほぼ同等。 

・新生灰よりも低いセメント添加率で土壌環境基準に適合させることができる。 

 

 

(5) 補足事項 

フライアッシュ固化体、フライアッシュ固化体破砕材及び石炭灰造粒物の代表例についての状況は、

上述のとおりであるが、実用化している他の二次製品、混合材料等も含めて、基本物性の概要を表 

3.13.10に示す。 
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表 3.13.10(1) 石炭灰二次製品及びその他混合材料の基本物性一覧 

 

出典）石炭灰混合材料有効利用ガイドライン（統合改訂版）（（一財）石炭エネルギーセンター、平成 30年 2 月） 
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表 3.13.10 (2) 石炭灰二次製品及びその他混合材料の基本物性一覧 

 

出典）石炭灰混合材料有効利用ガイドライン（統合改訂版）（（一財）石炭エネルギーセンター、平成 30年 2 月） 
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表 3.13.10(3) 石炭灰二次製品及びその他混合材料の基本物性一覧 

 

出典）石炭灰混合材料有効利用ガイドライン（統合改訂版）（（一財）石炭エネルギーセンター、平成 30年 2 月） 



3-13-15 

表 3.13.10(4) 石炭灰二次製品及びその他混合材料の基本物性一覧 

 

出典）石炭灰混合材料有効利用ガイドライン（統合改訂版）（（一財）石炭エネルギーセンター、平成 30年 2 月） 
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表 3.13.10(5) 石炭灰二次製品及びその他混合材料の基本物性一覧 

 

出典）石炭灰混合材料有効利用ガイドライン（統合改訂版）（（一財）石炭エネルギーセンター、平成 30年 2 月） 
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3.13.3 適用用途 

(1) 概要 

フライアッシュ固化体及び石炭灰造粒物を利用する場合は、関係する基準類に準拠し、用途におい

て定まる要求性能を満たす材料を用いるものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、石炭灰二次製品（フライアッシュ固化体及び石炭灰造粒物）

を各用途に利用する場合の評価を行った結果をそれぞれ表 3.13.11、表 3.13.12 に示す。なお、利

用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性等）がある場合、評価の下に括弧書き

で示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 
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表 3.13.11 石炭灰二次製品（フライアッシュ固化体）の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材 - -
●用途対象外

b
●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・岸壁築造工事（国交省）

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ ○ C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・1)FSG 固化体は、石炭灰および石膏に鉄鋼
業からの高炉ｽﾗｸﾞ微粉末を加水して練り混ぜ

ることで圧縮強度が40～60N/㎜2 のｺﾝｸﾘｰﾄ並の
強度を発現する固化体であり、FSG 固化体は
ﾌﾞﾛｯｸに用いられている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・防波堤根固工事,被覆工事（国交省）

1)

⑩ 裏込材 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・2)3)5)石炭灰混合材料（破砕材）の裏込め
材料への適用について記載。
・構造物の背面に裏込め材料として適用する
石炭灰混合材料は軽量な固化体となるため、
一般土砂による埋立工法に比べ埋立地盤の沈
下抑制に寄与するﾒﾘｯﾄがある。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・ふ頭岸壁外（災害復旧）工事（国交
省）
・ふ頭護岸（災害復旧）築造工事（国交
省）
・護岸整備土木その他工事（その他機
関）

2)
3)
5)

⑪ 裏埋材 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・5)石炭灰混合材料（粒状材）の裏埋材への
適用について記載。 a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・ふ頭岸壁外（災害復旧）工事（国交
省）
・護岸整備土木その他工事（その他機
関）

5)

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 ○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・2)3)5)石炭灰混合材料（破砕材）の盛土材
料への適用について記載。
・4)路床、路体(盛土)、土地造成などに適用
した場合、軽量で強度が大きいことから、盛
土時の沈下量減少や盛土の安定性が高く、基
礎地盤改良の低減が図れるとされている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・道路事業（管理者） 2)

3)
4)
5)

⑬ 埋立材 △ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・2)5)石炭灰混合材料（破砕材）の埋立材料
への適用について記載。
・構造物の背面に適用する埋立材料として石
炭灰混合材料は、軽量な固化体であるため、
一般土砂による埋立工法に比べ埋立地盤の沈
下抑制に寄与するとともに、構造物に対し背
面土圧を軽減する。

-

●利用実績なし

2)
5)

⑭ 路床盛土材 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・2)3)5)石炭灰混合材料（破砕材）の道路路
床盛土材料への適用について記載。
・4)路床、路体(盛土)、土地造成などに適用
した場合、軽量で強度が大きいことから、盛
土時の沈下量減少や盛土の安定性が高く、基
礎地盤改良の低減が図れるとされている。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・臨港連絡橋道路（国交省）
・道路改良舗装工事（国交省）
・県道改良工事（管理者）

2)
3)
4)
5)

⑮ 路盤材 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・2)石炭灰混合材料（破砕材）の下層路盤へ
の適用について記載。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・道路改良舗装工事（国交省）
・船着場舗装修理（管理者）

2)

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

- -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
出典)

1)石炭灰有効利用技術について-循環型社会を目指して-　報告書((社)土木学会、平成15年9月)

2)石炭灰混合材料有効利用ガイドライン（統合改訂版）((一財)石炭ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ、平成30年2月)

3)建設技術審査証明報告書　石炭灰を利用した人工地盤材料「頑丈土破砕材」（財団法人土木研究センター、平成23年2月内容変更）

4)｢頑丈土破砕材(石炭灰を利用した人工地盤材料)｣建設技術審査証明((財)土木研究ｾﾝﾀｰ、平成21年)

5)石炭灰混合材料を地盤・土構造物に利用するための技術指針（案）（土木学会、令和3年3月）

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

 注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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表 3.13.12(1) 石炭灰二次製品（石炭灰造粒物）の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 ○ C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・1)海砂の代替材としてｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝの中詰め砂
材としての利用を記載。
・2)大型土槽を用いた目詰まり試験から、石
炭灰造粒物はﾄﾞﾚｰﾝ材として十分に適用可能で
あることを確認。【査読無し】
・3)ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工法について、設計・施工とも
に天然の材料と同様の粒状材料として扱うこ
とができるとされている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・地盤改良工事（国交省、管理者）

1)
2)
3)

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 〇＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)海砂と同等の締固め効果及び施工性が期
待。
・3)ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工法について、設計・
施工ともに天然の材料と同様の粒状材料とし
て扱うことができるとされている。
・4)護岸工事等へ十分採用できること、SCP専
用船を使用した施工性は海砂と同等以上であ
ることを確認。【査読無し】
・7)11)石炭灰混合材料（造粒材）のｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟ
ｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ用材への適用について記載。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・泊地等潜堤築造等工事（国交省）
・地盤改良工事（国交省、管理者）

1)
3)
4)
7)
11)

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑩ 裏込材 △ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・5)一般の砂質土および礫質土と同等の強度
特性・透水係数・締固め特性を有しており、
軽量で、ｽﾚｰｷﾝｸﾞによる影響は小さいことを確
認。
・裏込め材など、通常の砂質土、礫質土系の
地盤材料と同等の設計・施工を行うことが可
能。
・6)裏込めや埋戻しに利用した場合、通常の
砂質土や礫質土と同等の強度特性を有し、軽
量であることから土圧を低減できる利点があ
る。
・7)11)石炭灰混合材料（造粒材）の裏込め材
料への適用について記載。
・構造物の背面に裏込め材料として適用する
石炭灰混合材料は軽量となるため、一般土砂
による埋立工法に比べ埋立地盤の沈下抑制に
寄与するﾒﾘｯﾄがある。

-

●利用実績なし

5)
6)
7)
11)

⑪ 裏埋材 ○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・11)石炭灰混合材料（粒状材）の裏埋材への
適用について記載。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・護岸（災害復旧）築造工事（国交省）

11)

出典)

1)石炭灰有効利用技術について-循環型社会を目指して-　報告書((社)土木学会、平成15年9月)

2)石炭灰造粒物のＳＤ材料への適用性評価のための目詰まり試験(土木学会第57回年次学術講演会、平成14年9月)

3)港湾工事推奨用ﾘｻｲｸﾙ製品便覧(令和3年度版)(ﾘｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ推進協議会、令和4年4月)

4)石炭灰造粒物の海上SCP打設試験における改良特性(その1,2,3)(土木学会第56回年次学術講演会、平成13年10月)

5)ﾌﾗｲｱｯｼｭを主原料とした粒状材料の開発とその特性(地盤工学ジャーナル、平成19年)

6)｢灰ﾃｯｸﾋﾞｰｽﾞ(石炭灰を利用した粒状地盤材料)｣建設技術審査証明((財)土木研究ｾﾝﾀｰ、平成21年)

7)石炭灰混合材料有効利用ガイドライン（統合改訂版）((一財)石炭ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ、平成30年2月)

8)造粒化した石炭灰の地盤材料への適用性(土木学会第56回年次学術講演会、平成13年10月)

9)｢石炭灰造粒物(Hi ﾋﾞｰｽﾞ)による海域環境の改善技術｣(環境省、平成22年度環境技術実証事業)

10)石炭灰造粒物による底質改善手法の手引き(広島港湾空港技術調査事務所、平成25年3月)

11)石炭灰混合材料を地盤・土構造物に利用するための技術指針（案）（土木学会、令和3年3月）

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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表 3.13.12(2) 石炭灰二次製品（石炭灰造粒物）の適用用途 

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・5)一般の砂質土および礫質土と同等の強度
特性・透水係数・締固め特性を有しており、
軽量であり、ｽﾚｰｷﾝｸﾞによる影響は小さいこと
を確認。盛土材など、通常の砂質土、礫質土
系の地盤材料と同等の設計・施工を行うこと
が可能。
・6)盛土に利用した場合、軽量であることか
ら基礎地盤への影響(特に沈下)が少なくなる
利点がある。
・7)11)石炭灰混合材料（造粒材）の盛土材料
への適用について記載。
・8)盛土材料および凍上抑制層材料として使
用できる材料。【査読無し】

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・高潮堤防工事（国交省）
・ふ頭部擁壁工事（国交省）
・港湾整備工事（管理者） 5)

6)
7)
8)
11)

⑬ 埋立材 △ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・7)11)石炭灰混合材料（造粒材）の埋立材料
への適用について記載。
・構造物の背面に適用する埋立材料として石
炭灰混合材料は、軽量な固化体であるため、
一般土砂による埋立工法に比べ埋立地盤の沈
下抑制に寄与するとともに、構造物に対し背
面土圧を軽減する。

-

●利用実績なし

7)
11)

⑭ 路床盛土材 △ C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・6)土地造成、路床・路体などの適用につい
て、通常の土質材料と同等に利用することが
できる。

-

●利用実績なし

6)

⑮ 路盤材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

◎
(覆砂)

B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・3)砂の代替材として覆砂材へ用いることが
できるとされている。
・ 9)石炭灰造粒物を水質・底質改善材とし
て、従来材料(天然砂)にある物理的効果に加
えて化学的な効果を期待できる技術として、
海底覆土、覆砂の実証実験が行われ、硫化物ｲ
ｵﾝの溶出抑制効果等を確認。
・10)底質改善材として海底に散布する際の事
前調査、施工計画、モニタリング等の手引き
が整備されている。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・覆砂工事（国交省、管理者）
・海域環境創造事業（管理者）
・窪地環境修復事業（その他機関）

3)
9)
10)

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
出典)

1)石炭灰有効利用技術について-循環型社会を目指して-　報告書((社)土木学会、平成15年9月)

2)石炭灰造粒物のＳＤ材料への適用性評価のための目詰まり試験(土木学会第57回年次学術講演会、平成14年9月)

3)港湾工事推奨用ﾘｻｲｸﾙ製品便覧(令和3年度版)(ﾘｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ推進協議会、令和4年4月)

4)石炭灰造粒物の海上SCP打設試験における改良特性(その1,2,3)(土木学会第56回年次学術講演会、平成13年10月)

5)ﾌﾗｲｱｯｼｭを主原料とした粒状材料の開発とその特性(地盤工学ジャーナル、平成19年)

6)｢灰ﾃｯｸﾋﾞｰｽﾞ(石炭灰を利用した粒状地盤材料)｣建設技術審査証明((財)土木研究ｾﾝﾀｰ、平成21年)

7)石炭灰混合材料有効利用ガイドライン（統合改訂版）((一財)石炭ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ、平成30年2月)

8)造粒化した石炭灰の地盤材料への適用性(土木学会第56回年次学術講演会、平成13年10月)

9)｢石炭灰造粒物(Hi ﾋﾞｰｽﾞ)による海域環境の改善技術｣(環境省、平成22年度環境技術実証事業)

10)石炭灰造粒物による底質改善手法の手引き(広島港湾空港技術調査事務所、平成25年3月)

11)石炭灰混合材料を地盤・土構造物に利用するための技術指針（案）（土木学会、令和3年3月）

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(2) バーチカルドレーン及びサンドマット材、サンドコンパクションパイル材（石炭灰造粒物） 

石炭灰造粒物は、サンドコンパクションパイル工法、サンドドレーン工法において、設計・施工

ともに天然の材料と同様の粒状材料として扱うことができる。(一財)石炭エネルギーセンターの

「石炭灰混合材料有効利用ガイドライン（統合改訂版））」、「石炭灰混合材料を地盤・土構造物

に利用するための技術指針（案）」（土木学会、令和 3 年 3 月）において、石炭灰造粒物の用途と

してサンドコンパクションパイル材が示されている。 

なお、サンドドレーン材等のように排水機能を要求される場合には、細粒分含有率を 15%未満に抑

えておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.13.10 SCP 施工状況 

 

(3) 被覆石、根固・消波ブロック（フライアッシュ固化体・固化体破砕材） 

港湾エリアで利用されるブロックについては、既述のフライアッシュ固化体・固化体破砕材と異

なり、通常のコンクリートと同様の硬化体である。 

材料構成の異なる複数の製造方法の取り組みがなされ、いずれもフライアッシュの特徴を活かし

た耐久性の高いブロック製造を可能としている。代表的な方法として、セメントを減らし、普通骨

材に代えて鉄鋼スラグ骨材を用いる方法や、骨材を使用せず、セメントとフライアッシュのみ使用

する場合などがある。 

 

(4) 裏込材（フライアッシュ固化体・固化体破砕材）、裏埋材 

フライアッシュ固化体を裏込材に利用する場合、締め固め後は時間の経過とともに徐々に強固か

つ安定な路盤・地盤へと変化する。そのため、層内の液状化や地盤沈下などによる変状の懸念もな

い。 

フライアッシュ固化体破砕材を裏込材、裏埋材に利用する場合、設計・施工は天然材料（割石、

切込砂利、玉石）と同様の方法を用いることができる。粒度範囲は 5～40mm で液状化しない(港湾の

施設の技術上の基準・同解説:液状化の可能性のある粒度範囲参照)。また、水中部においても施工

可能で天然材料に比較して軽量である。 

石炭灰造粒物は 10N/mm2 程度の供試体強度（石炭灰造粒物円柱テストピースの強度試験）、1.6 

N/mm2 程度の圧潰強度（粒子強度）を有し、護岸・岸壁背面等の裏埋材として、設計・施工とも天

然の材料と同様に扱うことができる。通常の天然材料に比べ単位体積重量が軽いことから、護岸・

岸壁背後等の土圧（常時）軽減策として、活用できる。 
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(5) 盛土材、覆土材、載荷盛土材（フライアッシュ固化体（固化体破砕材）・石炭灰造粒物） 

石炭灰造粒物を盛土材、覆土材、載荷盛土材として、設計・施工とも天然の材料と同様に扱うこ

とができる。 

石炭灰造粒物は、盛土材、覆土材の適用では、通常の天然材料に比べ単位体積重量が小さいこと

から、基礎地盤への影響（沈下）が少なくなり、荷重低減策として活用できる。 

石炭灰造粒物は、載荷盛土材の適用では、通常の天然材料に比べて単位体積重量が小さいことか

ら、載荷荷重が小さくなるため、盛土が高くなる・載荷期間が長くなる等留意が必要である。 

フライアッシュ固化体を盛土材、覆土材として利用する場合、締め固め後は時間の経過とともに

徐々に強固かつ安定な路盤・地盤へと変化する。そのため、層内の液状化や地盤沈下などによる変

状の懸念もない。一方、強度によっては、再掘削に大きな労力を要することから、その可能性のあ

る盛土材、覆土材については、強度面を考慮した十分な検討が必要である。 

フライアッシュ固化体破砕材を盛土材として利用する場合、天然材料及び建設発生土と同様の方

法を用いることができる。下層路盤材料としての品質規格を満足しており、盛土材として利用はで

きるが、覆土材としての利用実績はない。フライアッシュ固化体を載荷盛土材として利用する場合、

強度によっては、再掘削に大きな労力を要することから、強度面を考慮した十分な検討が必要であ

る。なお、フライアッシュ固化体破砕材は軽量なため、載荷盛土材としては適さない。 

 

 

(6) 路床盛土材（フライアッシュ固化体・固化体破砕材） 

フライアッシュ固化体を路床盛土材として利用する場合、締め固め後は時間の経過とともに徐々

に強固かつ安定な路盤・地盤へと変化する。そのため、層内の液状化や地盤沈下などによる変状の

懸念もない。 

フライアッシュ固化体破砕材は、道路用の下層路盤材としての品質規格を満足しており、十分な

強度を持つ材料である。また、天然砂と比較すると液状化しにくく施工性がよく、締め固め密度も

大きい。 

 

 

(7) 路盤材（フライアッシュ固化体・固化体破砕材） 

フライアッシュ固化体を路盤材として利用する場合、締め固め後は時間の経過とともに徐々に強

固かつ安定な路盤・地盤へと変化する。そのため、層内の液状化や地盤沈下などによる変状の懸念

もない。 

フライアッシュ固化体破砕材は、専用プラントで製造されているため、品質にばらつきが少なく

安定した材料であり、下層路盤材としての品質をすべて満足している。 

 

 

(8) 覆砂材（石炭灰造粒物） 

環境修復材として、ヘドロ化した底泥に散布・挿入・混合することで、生物が生息しやすい環境

に改善することができ、水質・底質環境改善を目的とした工事に適用できる。 
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石炭灰造粒物による栄養塩、硫化物イオンの溶出抑制効果を考慮し、覆砂箇所の底質環境に応じ

覆砂厚（設計厚）の設定ができる。また、石炭灰造粒物層の好気的な環境保全効果により造粒物表

層への新生堆積物はヘドロ化しないことから、環境改善効果が継続され、生物相の回復が維持され

る。さらに、従来の砂と比較し 2 割程度軽量であり、機能維持の追加施工をする場合においても、

減り込み量が少なくすむ。 

なお、覆砂後に良好な浸透場を形成するため、石炭灰造粒物の細粒分は極力減らしておく必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.13.11 覆砂工事施工状況 

 

【既存工事における検討事項】 

・施工時において、石炭灰造粒物の散布によって海底泥の巻き上がりや材料分離が生じ、濁度が

一時的に上昇することが懸念されたため、散布口付近に汚濁防止膜を設置し、濁度監視を行っ

た。（護岸安定化等工事） 

・環境改善効果把握のための底質調査において、石炭灰造粒物は砂礫質を呈すため、必要となる

被覆層内のコアを不攪乱状態で採取することが困難であることから、試験施工前に不攪乱試料

採取のためのアクリルコアを設置した。（護岸安定化等工事） 

・環境改善効果把握のための水質調査において、水質は移流等で変動が激しく瞬間値での評価が

困難であることから、海底に連続観測機器を設置し、水質の連続観測を行った。（護岸安定化

等工事） 

 

 

(9) 今後の検討を要する用途 

1) 裏込材（石炭灰造粒物） 

裏込材へ通常の土工材料と同様に利用することができるが、利用実績はない。石炭灰造粒物は海

上運搬での供給が想定されている。 

 

2) 埋立材 

フライアッシュ固化体破砕材を埋立材として利用する場合、天然材料と同様の方法を用いること

ができる。下層路盤材料としての品質規格を満足しており、通常の埋立材と同様に利用できるが利

用実績はない。 
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石炭灰造粒物を埋立材として利用する場合、埋立材へ通常の土工材料と同様に利用することがで

きるが、利用実績はない。 

 

3) 路床盛土材（石炭灰造粒物） 

土地造成、路床・路体などへ通常の土工材料と同等に利用することができるが、利用実績はない。

石炭灰造粒物は海上運搬での供給であり、陸上（山間部など岸壁から離れた場所）で使用する場合

はコスト面から標準材料に劣る。 

 

 

3.13.4 関連法令 

フライアッシュ固化体及び石炭灰造粒物は産業副産物であるフライアッシュを使用しているので、法

令上の取り扱いについては、「1.4.2 環境安全の考え方」を参照のこと。 

 

 

3.13.5 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

フライアッシュ固化体及び石炭灰造粒物を材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副

産物を再びリサイクル材料として利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイド

ラインの該当箇所を参照し、検討を行う。 

なお、フライアッシュ固化体は、再利用時（掘削時）には、強度によっては破砕・小割が必要である。

フライアッシュ固化体破砕材は、バックホウなどの重機による再掘削が可能であり、容易に小礫化・砂

状化できることから再利用しやすい。フライアッシュ固化体及び石炭灰造粒物は、再利用時（掘削時）

には微小粒子の発生があるので、環境安全性について留意が必要である。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.14 銅スラグ 

3.14.1 製造・供給 

銅スラグは、銅製錬において銅精鉱を溶錬炉で処理する際に副生する溶融したスラグを水砕によ

り固化、粒状化させたものである。 

（解説） 

(1) 製造方法 

銅スラグの製造工程を図 3.14.1 に示す。溶錬炉内に銅精鉱などの銅原料と珪石などの副原料を酸素

富化空気とともに炉内に装入すると、銅精鉱は酸化されて銅を主成分とする溶融状態のマットと、鉄

（FeO)、シリカ（SiO2)を主成分とする溶融状態のスラグとなる。これを比重差によって分離し、上層に

ある溶融状態のスラグを水砕により固化、粒状化させ、その後用途に合わせ、破砕・粒度調整を経て製

造されたものが銅スラグである。 

溶錬炉の型式は連続製銅炉、反射炉、自溶炉とあるが、溶錬炉で生成する溶融スラグに大きな違いは

なく、溶融スラグの処理設備も国内 5 製錬所間に大きな違いはないため、銅スラグの品質に差異はない。  

 

　※炉型式
自溶炉
連続製銅炉

銅水砕砂

製錬炉※

銅鉱石

マット スラグ

副原料（珪石等）

水砕設備

破砕設備

粒度調整設備

 

図 3.14.1 銅スラグの製造工程 
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(2) 供給・利用の状況 

1) 供給地域 

東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州 

 

2) 事業所の立地場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27 年 9 月）より

作成 

図 3.14.2 銅スラグ製造所（銅製錬所）の立地場所 

 

3) 生産量 

銅スラグ：約 290,000t/月（2018年～2022年平均、販売実績ベース） 
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出典）日本鉱業協会提供資料より作成 

図 3.14.3 銅スラグの販売実績の推移 

福島県いわき市 

香川県直島町 

岡山県玉野市 

愛媛県西条市・新居浜市 

大分県大分市 
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3.14.2 品質 

(1) 物理的性質 

1) 銅スラグ（水砕品)は単粒度の砂状であり、粒径 0.1mm以下の細粒をほとんど含まない。 

2) 銅スラグの土粒子密度は 3.5～3.6g/cm3であり、一般的な砂（2.7g/cm3)に比べ大きい。 

3) 銅スラグを水中投入した際の堆積後の飽和単位体積重量は、概ね水砕品は 23.5kN/m3 であり、

加工品は 25.0kN/m3である。 

4) 銅スラグの膨張・収縮性は認められない。 

5) 銅スラグの水硬性は認められない。 

（解説） 

1) 粒度 

   国内 5 製錬所の銅スラグの粒度分布の一例を図 3.14.4 に示す。CUS-A～CUS-E は、水砕処理した

後、粒度調整を施していないもので、以後“水砕品”と呼ぶ。CUS-F は、水砕処理した後、粒度調

整を施したもので、以後“加工品”と呼ぶ。水砕品（CUS-A～CUS-E）は、製錬所によるばらつきが

非常に小さい。  

シルト 細砂 中砂 細礫 中礫 粗礫
0.075 0.25 0.85 2 4.75 19 75

粗砂
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出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成27年9月） 

図 3.14.4 国内 5製錬所の銅スラグの粒度分布の一例 

 

代表的な粒径と均等係数の一例を表 3.14.1 に示す。水砕品（CUS-A～CUS-E）は、均等係数が

2.0～2.4 と単粒度である。加工品（CUS-F）の均等係数は、水砕品（CUS-A～CUS-E）より高く 4 以

上となっている。 

表 3.14.1 国内 5製錬所の銅スラグの粒径と均等係数の一例 

名称 スラグ種 
60％粒径 平均粒径 10％粒径 均等係数 

D60(mm) D50(mm) D10(mm) UC 

CUS-A 

水砕品 

CUS5-0.3 

1.21 1.13 0.56 2.16 

CUS-B 1.26 1.11 0.54 2.33 

CUS-C 1.18 1.10 0.56 2.09 

CUS-D 1.15 1.07 0.48 2.40 

CUS-E 1.53 1.33 0.75 2.04 

CUS-F 
加工品 

CUS2.5 
0.91 0.79 0.21 4.36 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 
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2) 土粒子密度 

国内 5 製錬所の銅スラグの土粒子密度、最大・最小密度試験の一例を表 3.14.2 に示す。銅スラグ

の土粒子密度は 3.5～3.6g/cm3 であり、一般的な砂（2.7g/cm3)に比べ 30％程度大きい。また銅スラ

グの最小乾燥密度は 1.6～1.9g/ cm3であり、最大乾燥密度は 1.9～2.5g/ cm3である。 

 

表 3.14.2 銅スラグの土粒子密度、最大・最小密度試験の一例 

    土粒子密度 最少乾燥密度 最大乾燥密度 

名称 スラグ種 (g/cm3) (ρdmin) (ρdmax) 

      (g/cm3) (g/cm3) 

CUS-A 

水砕品 

CUS5-0.3 

3.551 1.68 2.04 

CUS-B 3.606 1.74 2.16 

CUS-C 3.641 1.77 2.15 

CUS-D 3.548 1.72 2.16 

CUS-E 3.539 1.62 1.94 

CUS-F 
加工品 

CUS2.5 
3.626 1.91 2.46 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

3) 単位体積重量 

ケーソン等の本体工への中詰材の投入を模擬した銅スラグを用いた水中落下実験を実施し、相対

密度は 40～87％であり、その時の飽和単位体積重量γsat の試算を行ったところ、飽和単位体積重

量γsat の範囲は、水砕品（CUS- A～E）で 22.6～24.1kN/m3（平均 23.5kN/m3）、加工品（CUS- F）

で 24.6～25.0kN/m3（平均 24.8kN/m3）であった。なお、試算に必要な物性値は表 3.14.2の値を用い

た（水の密度は海水密度 1.03g/cm3とした）。 

なお、現在、中詰材の飽和単位体積重量の品質管理方法としては、水を張った容器に中詰材を投

入し、その際の単位体積重量を測定する方法（軽装法と一般的に呼ばれる）で行われている場合が

多い。 

 

4) 膨張性 

   銅スラグは、鉄（FeO）とシリカ（SiO2）を主成分とする高温で溶融状態のスラグが水砕により急

冷凝固されたものであり、ガラス質から構成されている。そのため、膨張の原因となりやすい CaO

や MgOが単独で存在しないので膨張性が認められない。 

 

5) 水硬性 

   膨張性がない理由と同様に、銅スラグは CaO や MgO が単独で存在しないので、水和反応が起こら

ず水硬性が認められない。 
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(2) 力学的性質 

1)銅スラグの透水係数は Dr60％の状態で 1×10-4 cm/s 以上であり、突き固めにより透水係数は 3 割

程度低下する。突き固めによる粒子破砕の程度は低い。 

2)水砕品のせん断抵抗角φd は 34°程度である。一方、加工品のせん断抵抗角φd は 38°程度であ

る。 

（解説） 

1) 透水性 

   国内 5 製錬所の銅スラグの透水試験結果の一例を表 3.14.3 に示す。透水係数は、水砕品（CUS-A

～CUS-E）が 2～3×10-3cm/s程度であり、加工品（CUS-F）が 1～2×10-4cm/s 程度である。 

 

表 3.14.3 国内 5製錬所の銅スラグの透水試験結果の一例 

名称 スラグ種 
透水係数 10％粒径 試験時のρd(g/cm3) 

k(cm/s) D10(mm) (Dr60％) 

CUS-A 

水砕品 CUS5-0.3 

3.65×10-3 0.56 1.88 

CUS-B 3.49×10-3 0.54 1.97 

CUS-C 3.70×10-3 0.56 1.98 

CUS-D 2.02×10-3 0.48 1.96 

CUS-E 3.31×10-3 0.75 1.80 

CUS-F 加工品 CUS2.5 1.62×10-4 0.21 2.21 
出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

   突固めた銅スラグの透水試験結果及び突固め透水試験前後の粒度変化の一例を表 3.14.4及び図 

3.14.5に示す。突き固めた銅スラグの透水係数は、1～2×10-3cm/s程度であり、突き固めにより透

水係数は3割程度低下する。突き固め前後の粒度分布から、破砕の程度は低いことが分かる。 

 

表 3.14.4 突固めた銅スラグ（CUS-A)の透水試験結果の一例 

名称 
透水係数（cm/s) 透水係数の 

A-c法 C-c法 低下率(%) 

CUS-A 1.57×10-3 1.06×10-3 32.5% 

    ＊透水係数の低下率=(KAc-KCc)/KAc*100  

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

図 3.14.5 突固め透水試験前後の粒度変化（CUS-A) 
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2) せん断抵抗角 

  国内 5 製錬所の銅スラグの三軸圧縮試験（CD 法)のせん断抵抗角φd の一例を表 3.14.5 に示す。

試験結果では、水砕品のせん断抵抗角φd は 33°～35°程度（平均 34.2°)であった。一方、加工

品（CUS-F)のせん断抵抗角φdは 37.7°であった。 

 

表 3.14.5 銅スラグの三軸圧縮試験（CD法)のせん断抵抗角φdの一例 

名称 スラグ種 
Dr=40％ Dr=60％ Dr=80％ 

φd（°) φd（°) φd（°) 

CUS-A 

水砕品 

CUS5-0.3 

33.3 34.9 35.3 

CUS-B   34.0   

CUS-C   34.3   

CUS-D   35.2   

CUS-E   32.6   

CUS-F 
加工品 

CUS2.5 
  37.7   

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

銅スラグ（水砕品)の応力-ひずみの関係を図 3.14.6 に示す。ピークの主応力差の発生位置が明確

でなく、軸ひずみ 15％のときに生じていること、せん断中の体積ひずみがすべて圧縮側であること

の 2点が特徴的である。 
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出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

図 3.14.6 銅スラグの三軸圧縮試験（CD法)の応力ひずみの関係 
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(3) 化学的性質 

銅スラグは鉄（FeO)、シリカ（SiO2)を主成分とし、その他に石灰（CaO)、アルミナ（Al2O3)など

を含有している。 

（解説） 

1) 化学成分 

銅スラグの成分の範囲を表 3.14.6 に示す。また、国内 5 製錬所の銅スラグ成分の平成 22 年度実

績値の一例を表 3.14.7 に示す。銅溶錬炉に装入する銅精鉱及び珪石の混合割合は、製錬条件の維持

のため事前の調合により非常に安定していることから、副生する銅スラグの成分値も、ばらつきが

なく安定している。 

 

表 3.14.6 銅スラグの成分の範囲 

化学成分 範囲 

FeO 41～54％ 

SiO2 29～37％ 

CaO 1～8％ 

Al2O3 2～6％ 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

表 3.14.7 国内 5製錬所の銅スラグ成分の平成 22年度実績値の一例 

製造所区分 測定値 

JIS A 5011-3(コンクリート用スラグ骨材-銅スラグ骨材)規定成分 

JIS 規定化学成分（％） 塩化物量

（mg/L） 酸化ｶﾙｼｳﾑ 全硫黄 三硫化硫黄 全鉄 

(CaO) (S) (SO3) (FeO) (NaCl) 

製造所 A 
(直島製錬所) 

平均値 6.40 0.47 0.14 48.9 0.002 

最大 6.75 0.56 0.25 49.7 0.002 

最小 5.80 0.40 0.10 48.2 0.002 

標準偏差 0.86 0.04 0.04 0.57 0.000 

製造所 B 
(小名浜製錬所) 

平均値 4.93 0.56 - 44.27 0.006 

最大 5.89 0.66 - 47.5 0.013 

最小 3.98 0.50 - 41.8 0.002 

標準偏差 0.46 0.05 - 1.82 0.003 

製造所 C 
(佐賀関製錬所) 

平均値 2.4 0.55 0.11 49.2 ＜0.001 

最大 3.16 0.67 0.23 51.7 ＜0.001 

最小 1.45 0.46 0.04 47.4 ＜0.001 

標準偏差 0.55 0.066 0.054 1.11 - 

製造所 D 
(玉野製錬所) 

平均値 3.30 0.44 0.053 48.9 0.005 

最大 4.00 0.56 0.09 52.1 0.014 

最小 2.90 0.38 0.03 46.6 0.005 

標準偏差 0.31 0.053 0.017 1.3 0.004 

製造所 E 
(東予工場) 

平均値 1.54 0.28 0.003 49.1 0.001 

最大 2.16 0.47 0.16 51.1 0.004 

最小 0.88 0.05 0.003 47.1 ＜0.001 

標準偏差 0.34 0.10 0.02 0.84 0.001 

JIS A 5011-3 規格値 ≦12.0 ≦2.0 ≦0.5 ≦70.0 ≦0.03 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 
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銅スラグは、顕微鏡観察、Ｘ線回折及び示差熱分析の結果から、その大部分がガラス質と判定さ

れている。鉄分は、珪酸塩鉱物（主に 2FeO・SiO2 ファイアライト)が主であり、ほかに磁鉄鉱

（Fe3O4)及びヘマタイト（Fe2O3)が微小な粒子として少量存在している。硫黄分は、輝銅鉱（Cu2S)様

の鉱物やはん銅鉱（Cu5FeS4)様の鉱物として存在するが、その量は少ない。これらの鉄分及び硫黄分

をはじめとする諸成分のほとんどがスラグのガラス中に安定した状態で存在しており、外部への溶

出やセメントペーストとの反応はこれまで認められていない。また、銅スラグの塩基度（CaO/SiO2)

は鉄鋼スラグに比べて著しく低いため、鉄鋼スラグのような水硬性はない。 

 

2) pH 

溶出液の pHに関する、銅スラグのシリアルバッチ試験結果の一例を表 3.14.8に示す。 

pHの値は弱アルカリ性を示し、試験を繰り返したことによる pHの変化は認められなかった。 

 

表 3.14.8 銅スラグの海水でのシリアルバッチ試験結果の一例 

製造所区分 B C E E 

出荷有姿 CUS5-0.3 CUS2.5 CUS2.5 CUS1.2 

溶媒：海水 pH EC(mS/m) pH EC(mS/m) pH EC(mS/m) pH EC(mS/m) 

1回目 8.1 4,880 8.2 4,960 8.1 4,790 8.1 4,940 

2回目 8.1 4,780 8.2 4,820 8.2 4,790 8.1 4,840 

3回目 7.9 4,710 8.0 4,770 8.0 4,850 8.0 4,730 

4回目 8.0 4,800 8.1 4,830 8.0 4,890 8.0 4,770 

5回目 8.0 4,850 8.1 4,850 8.1 4,940 8.1 4,900 

6回目 8.0 4,920 8.1 5,000 8.0 4,940 8.1 5,060 
出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

銅スラグの pH については、岩国港で実施された地盤改良（サンドコンパクションパイル工法）試

験施工において、周辺海域の調査を行っている。その結果は表 3.14.9 に示すとおりであり、一般海

水の pHと同等の値を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.14.9 地盤改良現地調査結果 

測定 No 
pH 

最小 最大 平均 

No.1 7.9 8.2 7.9 

No.2 7.7 8.2 8.0 

No.3 8.0 8.1 8.1 

No.4 8.1 8.3 8.2 

N0.5 8.0 8.3 8.2 
出典）国土交通省中国地方整備局宇部港湾工事事務所における試験施工データ 
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3) 環境安全品質 

① 溶出量 

銅スラグに関して、環境安全品質基準に設定された化学物質について、JIS K 0058-1による溶出

量試験を行った結果の一例を表 3.14.10に示す。全ての項目について、基準値未満または定量限界

未満であった。 

 

表 3.14.10 銅スラグの溶出量試験結果の一例 

単位：mg/L 

製造所区分 A B C D E 基準値 基準値 

骨材種類 CUS5-0.3 CUS5-0.3 CUS5-0.3 CUS5-0.3 CUS5-0.3 (一般用途) (港湾用途) 

カドミウム 0.002 0.001 0.002 0.001 0.002 ≦0.003 ≦0.009 

鉛 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ≦0.01 ≦0.03 

六価クロム ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ≦0.05 ≦0.15 

ひ素 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ≦0.01 ≦0.03 

水銀 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ≦0.0005 ≦0.0015 

セレン ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ≦0.01 ≦0.03 

ほう素 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ≦1.0 ≦20 

ふっ素 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ≦0.8 ≦15 
出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

銅スラグを構成する主成分は、酸化鉄、酸化珪素、酸化カルシウム、酸化アルミニウムであるが、

原料である銅精鉱に由来する重金属類(鉛、カドミウム、ヒ素など)を微量に含有する。一方、有機

化合物の含有は皆無である。 

なお、銅スラグの使用に際しては有害物質の溶出について、使用を予定している事業所に詳細を

確認し、必要に応じて試験を行うことが推奨される。 
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② 含有量 

銅スラグの含有量試験結果の一例を表 3.14.11 に示す。六価クロム、水銀、ほう素、ふっ素は定

量限界未満であった。一方、ひ素と鉛は、一般用途における基準値より高くなっていた。 

以上のことから、一般用途として使用する場合は、他材料との混合利用が前提となる。一方、含

有量に関する基準が適用されない港湾用途においてはそのまま使用することができる。ただし、含

有量に関する基準値の 10倍未満であることを確認されたものを使用する。 

 

表 3.14.11 銅スラグの含有量試験結果の一例 

単位 mg/kg   

製造所区分 A B C D E 基準値 

骨材種類 CUS5-0.3 CUS5-0.3 CUS5-0.3 CUS5-0.3 CUS5-0.3 （一般用) 

カドミウム 34 ＜15 ＜15 ＜15 ＜15 ≦150 

鉛 630 940 230 200 440 ≦150 

六価クロム ＜25 ＜25 ＜25 ＜25 ＜25 ≦250 

ひ素 270 50 390 250 230 ≦150 

水銀 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ≦15 

セレン ＜15 ＜15 ＜15 ＜15 ＜15 ≦150 

ほう素 ＜400 ＜400 ＜400 ＜400 ＜400 ≦4,000 

ふっ素 ＜400 ＜400 ＜400 ＜400 ＜400 ≦4,000 
出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

③ 留意事項 

銅スラグの原料である銅精鉱は、年々、主成分である銅の品位が低下し、一方で、重金属類など

の不純物の品位が上昇傾向にある。 

従って、銅スラグの使用にあたり、有害物質の溶出による周辺環境への影響を、銅スラグの製造

者に適宜確認し、工事施工場所周辺への環境影響を確実に抑えることが必要である。 
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3.14.3 適用用途 

(1) 概要 

JIS が規定されている銅スラグをリサイクル材として利用する場合は、当該 JIS に適合したものを

利用するものとする。 

JIS が規定されていない銅スラグをリサイクル材として利用する場合は、用途において必要となる

要求性能を満たす材料を利用するものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、銅スラグを各用途に利用する場合の評価を行った結果を表 

3.14.12 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性等）がある場

合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 
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表 3.14.12 銅スラグの適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材(細骨材)として用いるため
の適用範囲や品質、試験方法、検査方法、表
示、報告等について、品質基準を規定。
・2)ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材として使用する際の設計
施工指針として、品質、環境安全性、性能照
査、材料の設計値、配合設計、製造、施工、
品質管理および検査などについて記載。
・6)JIS A 5011-3に適合した銅スラグ骨材に
ついて、消波ブロック等の無筋コンクリート
だけでなく、構造用の鉄筋コンクリートにも
適用し、特に、非鉄スラグの密度が大きい特
徴を生かしたケーソン本体等の構造用の重量
コンクリートにも適用することができるとさ
れている。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・道路擁壁部本体築造工事（国交省）
・防波堤消波ﾌﾞﾛｯｸ製作据付工事（国交
省）
・防波堤被覆,根固,根固外工事（国交
省）
・護岸被覆及び根固工事（国交省）

1)
2)
6)

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - -

●用途対象外

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・岸壁等築造工事（国交省）
・埋立護岸工事（管理者）

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 ○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・6)銅スラグの地盤改良工への適用が挙げら
れ、銅スラグの物理的特性値等を踏まえた適
用性が評価されている。
・3)4)5)に示す研究等適用事例に基づき、標
準材料と同等または利用実績や実証実験など
で確認され、利用可能性は高い。【査読無
し】

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・地盤改良工事（国交省）
・岸壁築造工事（国交省）

3)
4)
5)
6)

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・6)銅スラグの本体工中詰材への適用が挙げ
られ、銅スラグの物理的特性値等を踏まえた
適用性が評価されている。
・現行指針においては、研究等適用事例に基
づき、標準材料と同等または利用実績や実証
実験などで確認され、利用可能性は高い。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・国際物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業（国交省）
・岸壁築造工事（国交省）
・防波堤築造工事（国交省）

6)

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ ○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・6)JIS A 5011-3に適合した銅スラグ骨材に
ついて、消波ブロック等の無筋コンクリート
に適用するとされている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・護岸整備工事（管理者）
・消波ブロック工事（その他機関）

6)

⑩ 裏込材 － - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑪ 裏埋材 － - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 － -

●用途対象外

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・埋立築堤工事（その他機関）
・空港土木工事（その他機関）

⑬ 埋立材 － - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑭ 路床盛土材 － -
●用途対象外

b
●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・道路沈埋トンネル工事（国交省）

⑮ 路盤材 － -

●用途対象外

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・ふ頭岸壁外（災害復旧）工事（国交
省）
・舗装工事（その他機関）

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材
○＋

（As舗装
骨材）

B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・6)表・基層用加熱アスファルト混合物用と
して、天然砂との混合物（舗装用銅スラグス
クリーニングス）について、マニュアルに粒
度等が規定されている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・舗装試験（その他機関）
・エコ工法推進モデル事業（管理者） 6)

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

－ -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

1)JISA5011-3「ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第３部：銅ｽﾗｸﾞ骨材」(平成28年4月改正)

2)銅ｽﾗｸﾞ細骨材を用いたｺﾝｸﾘｰﾄの設計施工指針(土木学会、平成28年7月)

3)銅ｽﾗｸﾞ(CUS)の基本物性試験報告書：三菱ﾏﾃﾘｱﾙ(株)

4)銅水砕ｽﾗｸﾞを用いたSCP改良地盤の支持力について(第30回地盤工学発表会,平成7年)

5)銅水砕ｽﾗｸﾞを用いたSCP工法の試験施工(土木学会論文集、No574,1997,9)

6)港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル((一財)沿岸技術研究センター、平成27年9月)

出典)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 
注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(2) コンクリート用細骨材 

  銅スラグ細骨材は、コンクリート用の細骨材としてJIS化され、土木学会「銅スラグ細骨材を用い

たコンクリートの設計施工指針（以下、設計施工指針)」に銅スラグ細骨材を用いるコンクリートの

設計及び施工についての標準が示されている。また、重量コンクリート用細骨材として、平成26年3

月には新技術情報提供システム（NETIS）に登録されている（登録番号：SKK-130002-A)。 

  銅スラグ細骨材の密度は、一般の天然産骨材に比べて大きいが、砂や砕砂の30%程度を銅スラグ細

骨材で置換する場合、コンクリートの性状や品質は通常のコンクリートと大差ない。一方、銅スラグ

細骨材の密度が大きいことを利用した単位容積質量の大きいコンクリートは、港湾構造物では有利に

なる場合が多い。しかし、微粒分の少ない銅スラグ細骨材を使用したコンクリートの場合、ブリーデ

ィング量が増加する傾向にあり、コンクリートのワーカビリティや耐久性の観点から、これを抑制す

る必要がある。 

設計に当たっては、土木学会「コンクリート標準示方書」、「設計施工指針」が参考になる。また、

銅スラグ細骨材及び銅スラグ細骨材を使用したコンクリートの品質、工法等について参考とできる文

献を巻末の参考文献1)～13)に示す。 

 

 

(3) サンドコンパクションパイル材 

 銅スラグをサンドコンパクションパイル工法に適用する際には、必要な性能が得られるかを設計

時に検討する必要がある。この際、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の、施設編 第 2 章 

5.地盤改良工法 5.9 サンドコンパクションパイル工法（砂質土地盤を対象とする場合) 及び 

5.10 サンドコンパクションパイル工法（粘性土地盤を対象とする場合)を参照することができる。 

銅スラグは天然の砂と同程度のせん断強度を有することが確認されている。また、透水性は、い

ずれも 1×10-3cm/s 程度であり、潜在水硬性がないことから固結による透水係数の低下も生じにく

い。 

 

以下、実施工で得られた結果を中心に、材料の特性値について述べる。 

 

a)粒度 

 図 3.14.7 に SCP 材として用いられた粒度分布の既往事例（「港湾の施設の技術上の基準・同解

説」）との比較を示す。銅スラグは、比較的均等な粒径分布を有するものがほとんどである。この

特徴を踏まえて検討を行う必要がある。 

 沖積粘性土地盤における試験施工において、SCP 後で杭部 2 ヶ所の深度から採取した試料の粒度

分布を調査し、施工前との比較を行っている。施工前に比べ、施工後のいずれの深度においても若

干の細粒化が見られた。ただし、この際の改良効果について N 値を調べたところ、十分な改良効果

が得られている。 
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出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

図 3.14.7 SCP材に用いられた粒度分布の既往事例との比較 

 

b)透水性 

銅スラグの透水係数は、粒度によって異なる。図 3.14.7 中に透水係数の値を示しているが、い

ずれも 10-3cm/s 程度であり、透水性が良いと判断される値であった。また、銅スラグには水硬性が

ないため透水性が経時的に低下することもない。 

 

c)せん断強度 

銅スラグは、粒子形状が角張っているため高いせん断抵抗角が得られる。沖積粘性土地盤におけ

る試験施工の結果では、銅スラグは天然の砂と同程度のせん断抵抗角が得られ、粒子破砕が生じた

試料を用いた試験でもせん断特性が大きく変化することはないとされている。また、水硬性を持た

ないため、せん断特性についての経時的な変化もない。 

水砕品でφd＝34°程度（Dr=60%の場合)、加工品でφd＝38°程度（Dr=60%の場合)の値を有して

おり、SCP材として用いるには十分な値を有していると考えられる。 

 

地盤改良工の環境安全品質の評価の際には、溶出経路を考慮した上で検査方法（試験項目、環境、

安全品質基準)を設定する必要がある。 

 

 

(4) 中詰材 

1) 共通事項 

銅スラグの中詰材としての適用については、既に多数の利用実績がある。銅スラグを中詰材に用

いる構造物の設計は、材料の特性をよく把握した上で、天然の材料との違いに注意しながら「港湾

の施設の技術上の基準・同解説」に示される天然の砂や砂利を対象とした方法によって行う。必要

な性能が得られているかを照査する際には、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の、施設編 

第 2 章 2.2 ケーソン 第 5 章 2.7 二重矢板式係船岸 2.9 根入れを有するセル式係船岸、2.10

置きセル式係船岸 などを参照することができる。 
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銅スラグには、天然の砂に比べ単位体積重量が大きく、せん断抵抗角は同程度という特徴がある。

また、水硬性のような特有の性質もないため、中詰材としてその特性を有効に活用するならば、天

然の砂を用いた場合よりも経済的な設計をすることが期待できる。 

以下、材料の特性値について述べる。 

 

a)土粒子密度及び単位体積重量 

銅スラグ粒子は密度が大きいため、天然の砂よりも大きな単位体積重量を示す。水砕品で、概ね

23.5 kN/m3 の値を有している。なお、粒度分布の影響も大きく受ける。粒度が良いと、単位体積重

量が大きくなる。このため、加工品では概ね 25.0 kN/m3となる。 

 利用に際しては、実際に使用する銅スラグの性質をよく把握して適切な値を設定する必要がある。 

 

b)せん断強度 

   水砕品でφd＝34°程度（Dr=60%の場合)、加工品でφd＝38°程度（Dr=60%の場合)を有しており、

本体工中詰材として用いるには十分な値を有していると考えられる。  

 

 本体工中詰材の環境安全品質の評価の際には、試験項目は溶出量、環境安全品質基準は港湾用途

としてよい。 

 

2) ケーソン中詰材として利用する場合の設計 

ケーソンは重力式構造物であるため、中詰材には銅スラグのように重量の大きな材料を用いた方

が、設計上有利になる場合が多い。銅スラグを既設の防波堤に使用することで、作用する水平波力

への耐力となる鉛直荷重の増加が可能となり、新設の防波堤に使用すれば、ケーソン本体の堤体幅

を小さくすることが可能となるケースもある。ただし、重量が大きい分、内部土圧も大きくなる。

この内部土圧の計算は、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に準じて行う。 

 

3) セル及び二重矢板式構造物の中詰材として利用する場合の設計 

銅スラグをセル及び二重矢板式構造物の中詰材として利用する場合には、重量の大きな材料を

用いると、せん断変形に対する安定性と重力式壁体としての安定性が高くなり有利となる場合が多

い。但し、中詰重量が大きい分セルや矢板の張力は大きくなる。 

また、せん断抵抗角の大きな材料を用いた場合にも、せん断変形に対する抵抗モーメントを高

めることになり、経済的な設計を得ることができる場合が多い。 

内部土圧の計算は、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に準じて行う。 

 

 

(5) 根固・消波ブロック 

銅スラグをコンクリート用細骨材として利用する場合、根固・消波ブロックに利用することがで

きる。なお、銅スラグを利用した被覆石の製造は行われていない。 
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(6) アスファルト舗装骨材 

舗装用銅スラグは、表・基層のアスファルト混合物やコンクリートの骨材として使用される。コン

クリート舗装は、「舗装設計施工指針」「舗装設計便覧」「舗装施工便覧」「銅スラグ細骨材を用い

たコンクリートの設計施工指針」「港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル」等を参

考にするとよい。 

  舗装用銅スラグの密度は、一般の天然砂や砕石の値（約2.7g/cm3）に比べて1.3倍程度大きい。この

ことから、アスファルト混合物の配合設計では容積配合を行うものとし、施工では締固め時の基準密

度などに十分留意する必要がある。 

銅スラグは、単味では環境安全基準を満たさない場合があるので、銅スラグ単味での使用を規制し

ている。しかし、通常の天然砂と混合すれば十分に基準を満たすことができる。この場合、表 

3.14.13に示すように表層・基層の加熱アスファルト混合物、及び上層路盤の加熱アスファルト安定

処理材の銅スラグスクリーニングスとして使用する。 

 

表 3.14.13 舗装用銅スラグスクリーニングスの主な用途 

種類 呼び名 主な用途 

銅スラグ 

スクリーニングス 
FC-2.5 表層・基層用加熱アスファルト混合物 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

 

3.14.4 関連法令 

銅スラグは産業副産物等に該当する。産業副産物等の法令上の取り扱いについては、「1.4.2 環境

安全の考え方」を参照のこと。 

 

 

3.14.5 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

銅スラグを材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサイクル材料とし

て利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当箇所を参照し、検

討を行う。 

銅スラグ骨材をコンクリート、アスファルト混合材用の骨材に使用する場合、利用模擬試料で環境安

全性を評価している。再利用に際しても同様の対応が必要である。廃棄する場合は、環境安全性を評価

しての対応が必要である。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 

 



3-15-1 

3.15 フェロニッケルスラグ 

3.15.1 製造・供給 

フェロニッケルスラグは、フェロニッケル製錬の際にロータリーキルンまたは電気炉で発生する

半溶融あるいは溶融したスラグを冷却し、破砕・粒度調整を行ったものであり、現在は、3 製造所で

製造されている。 

（解説） 

(1) 製造方法 

フェロニッケルスラグの製造工程を図 3.15.1に示す。フェロニッケルスラグは、フェロニッケル

製錬法の違いにより、半溶融あるいは溶融状態のスラグを主に3種類の冷却法により冷却することか

ら、スラグ形状は異なり、また、破砕法も各製造所にて異なることから、フェロニッケルスラグの性

質にはそれぞれの特徴がある。 

ロータリーキルンからは、半溶融のスラグを水で急冷したロータリーキルン水砕スラグが製造され

ている。ロータリーキルンで半溶融状態のスラグを水で急冷した後に破砕し、それらの破砕物からフ

ェロニッケルを選別・回収した後のフェロニッケルスラグを沈降分級により粒度調整して製品化され

る。 

電気炉からは、溶融したスラグを加圧空気による急冷、スラグピットにおける徐冷及び水冷の3種

類の冷却工程によりフェロニッケルスラグが製造されている。電気炉で溶融状態のスラグを加圧空気

で急冷したスラグは丸みを帯びた球状、スラグピットで徐冷したスラグは塊状、水砕したスラグは粒

状を呈しており、破砕及び粒度調整して製品化される。 
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出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

図 3.15.1 フェロニッケルスラグ製造工程 
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(2) 供給・利用の状況 

1) 供給地域 

東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州 

 

2) 事業所の立地場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27 年 9 月）より

作成 

図 3.15.2 フェロニッケルスラグ製造所（フェロニッケル製錬所）の立地場所 

 

3) 生産量 

フェロニッケルスラグ：約 150,000t/月（2018年～2022年平均、販売実績ベース） 
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出典）日本鉱業協会提供資料より作成 

図 3.15.3 フェロニッケルスラグの販売実績の推移 
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3.15.2 品質 

(1) 物理的性質 

1) 粒度は、水砕スラグ及び風砕スラグは 5mm 以下で比較的単粒度であるが、破砕した徐冷スラグの粒

度範囲は 10mmから 0.1mmまで広い傾向にある。 

2) 土粒子密度は 3.0～3.2g/cm3であり、一般的な砂（2.7g/cm3）に比べ大きい。 

3) フェロニッケルスラグを水中投入した際の堆積後の飽和単位体積重量は、概ね水砕品で

20.5kN/m3、加工品で 23.5kN/m3である。 

（解説） 

1) 粒度 

フェロニッケルスラグの代表的な粒度試験の一例を図 3.15.4 に示す。粒度は、製造所あるいは冷

却法及び破砕法により異なる。FNS-A（水砕スラグ）、FNS-B（水冷スラグ）及び FNS-C（風砕スラ

グ）は 5mm 以下で比較的単粒度であるが、破砕した FNS-C（徐冷スラグ）の粒度範囲は 10mm から

0.1mmまで広い傾向にある。 
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出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

図 3.15.4 フェロニッケルスラグの粒度試験例 

 

代表的な粒径と均等係数の一例を表 3.15.1に示す。 

 

表 3.15.1 フェロニッケルスラグの粒径と均等係数の一例 

名称 対象スラグ 
60％粒径 

D60(mm) 

平均粒径 

D50(mm) 

10％粒径 

D10(mm) 

均等係数 

UC 

FNS-A FNS5-0.3 1.69 1.39 0.64 2.64 

FNS-B FNS1.2 0.40 0.33 0.11 3.64 

FNS-C 
風砕 FNS5 0.92 0.77 0.20 4.60 

徐冷 FNS5 2.77 1.94 0.042＊ 66以上 

                 ＊推定値 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 
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2) 土粒子密度 

フェロニッケルスラグの土粒子密度、最大・最小密度試験（測定例）を表 3.15.2 に示す。フェロ

ニッケルスラグの土粒子密度は 3.0～3.2g/cm3 であり、一般的な砂（2.7g/cm3）に比べ 14％程度大き

い。またフェロニッケルスラグの最小乾燥密度は水砕品で 1.41～1.49g/cm3、加工品で 1.73g/cm3であ

り、最大乾燥密度は水砕品で 1.71～1.91g/cm3、加工品で 2.32g/cm3である。 

 

表 3.15.2 フェロニッケルスラグの土粒子密度、最大・最小密度試験結果の一例 

名称 対象スラグ 
土粒子密度 

(g/cm3)  

最小密度 

(ρdmin) 

(g/cm3) 

最大密度 

(ρdmax) 

(g/cm3) 

Dr60%乾燥密度 

(ρd) 

(g/cm3) 

FNS-A FNS5-0.3 2.984 1.41 1.71 1.58 

FNS-B FNS1.2 3.107 1.49 1.91 1.72 

FNS-C 
風砕 FNS5 3.128 1.66 2.05 1.87 

徐冷 FNS5 3.193 1.73 2.32 2.04 
出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

3) 飽和単位体積重量 

ケーソン等の本体工への中詰材の投入を模擬したフェロニッケルスラグを用いた水中落下実験を実

施し、相対密度は水砕品で 49～56%、加工品で 53～68%であることが確認されている。この範囲にお

ける飽和単位体積重量γsat の試算の結果、水砕品で 20.2～21.0kN/m3（平均 20.6kN/m3）程度、加工

品で 23.1～23.8kN/m3（平均 23.4kN/m3）程度となった。 

なお、現在、中詰材の飽和単位体積重量の品質管理方法としては、水を張った容器に中詰材を投入

し、その際の単位体積重量を測定する方法（軽装法と一般的に呼ばれる）で行われている場合が多い。 

 

 

(2) 力学的性質 

1) 透水係数は、Dr60％の状態で 2×10-5～5×10-3cm/s 程度である。 

2) 水砕品のせん断抵抗角φd は 32°程度である。一方、加工品のせん断抵抗角φd は 37°程度であ

る。 

3) フェロニッケルスラグの締固め特性は、フェロニッケルスラグの種類（冷却法及び粒度）により異

なる特性を示す。 

4) フェロニッケルスラグの膨張・収縮性は認められていない。 

5) フェロニッケルスラグの水硬性は認められていない。 

（解説） 

1) 透水性 

フェロニッケルスラグの透水試験結果（例)を表 3.15.3 に示す。透水係数は、Dr60％の状態で

2×10-5～5×10-3cm/s であった。この透水係数の差異は粒度分布の範囲及び細粒分量（0.075mm 以下）

の影響による。 
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表 3.15.3 フェロニッケルスラグの透水試験結果の一例 

名称 対象スラグ 
透水係数 

k(cm/s) 

10％粒径 

D10(mm) 

試験時の 

ρd(g/cm3) 

(Dr60％) 

FNS-A FNS5-0.3 5.08×10-3 0.64 1.58 

FNS-B FNS1.2 1.62×10-4 0.11 1.77 

FNS-C 
風砕 FNS5 2.19×10-4 0.20 1.87 

徐冷 FNS5 2.04×10-5 0.042＊ 2.04 

    ＊推定値 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

突固めたフェロニッケルスラグの透水試験結果、突固め透水試験前後の粒度変化を表 3.15.4、図 

3.15.5 に示す。突き固めたフェロニッケルスラグの透水係数は、FNS-A（水砕スラグ)が 1～2×10-

3cm/s、FNS-C（風砕スラグ)が 2～6×10-5cm/s であり、突き固めにより透水係数は 4～6 割程度低下す

る。突き固め前後の粒度分布から、破砕の程度は低いことが分かる。 

 

表 3.15.4 突固めたフェロニッケルスラグの透水試験結果の一例 

名称 対象スラグ 
透水係数(cm/s) 透水係数の 

低下率(%) A-c法 C-c法 

FNS-A FNS5-0.3 1.46×10-3 8.68×10-4 40.5 

FNS-C 風砕 FNS5 5.83×10-5 2.16×10-5 63.0 
出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

図 3.15.5 FNS-A（水砕スラグ)の突固め透水試験前後の粒度変化 

 

2) せん断抵抗角 

フェロニッケルスラグの三軸圧縮試験（CD 法）のせん断抵抗角φd（例）を表 3.15.5 に示す。試験

結果では、水砕処理後、粒度調製加工を施していない FNS-A（水砕スラグ）のせん断抵抗角φd は 30

～33°程度（Dr=60％で 32.2°）であった。一方、水冷、風砕あるいは徐冷処理後、粒度調製加工を

施した FNS-B（水冷スラグ）、FNS-C（風砕・徐冷スラグ）のせん断抵抗角φd は 37°～39°程度

（Dr=60％で平均 37.8°）であった。 
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表 3.15.5 フェロニッケルスラグの三軸圧縮試験（CD法)のせん断抵抗角φdの一例 

名称 対象スラグ 
Dr=40％ 

φd (°) 

Dr=60％ 

φd (°) 

Dr=80％ 

φd (°) 

FNS-A FNS5-0.3 30.4 32.2 32.5 

FNS-B FNS1.2 ― 36.9 ― 

FNS-C 
風砕 FNS5 ― 38.5 39.0 

徐冷 FNS5 ― 38.0 ― 
出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

水砕処理後、粒度調製加工を施していない FNS-A（水砕スラグ）の応力ひずみの関係を図 3.15.6

に示す。ピークの主応力差の発生位置が明確でなく、軸ひずみ 15%のときに生じていること、せん断

中の体積ひずみが全て圧縮側であることの 2 点が特徴的である。次に水冷処理後、粒度調製加工を施

した FNS-B（水冷スラグ）の応力ひずみの関係を図 3.15.7 に示す。主応力差のピーク値が明確であ

り、せん断中に正のダイレイタンシーが生じ、体積ひずみが膨張側に移行している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

図 3.15.6 FNS-A（水砕スラグ)の三軸圧縮試験（CD法)の応力ひずみの関係 
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出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

図 3.15.7 FNS-B（水冷スラグ)の三軸圧縮試験（CD法)の応力ひずみの関係 

 

3) 締固め特性 

フェロニッケルスラグの突固めによる土の締固め試験例及び修正 CBR 試験例を図 3.15.8、図 

3.15.9、図 3.15.10に示す。 

FNS-B（水冷スラグ）の締固め度（A-c）は、含水比の影響をほとんど受けないが、FNS-C（徐冷ス

ラグ）の締固め度（E-c）及び FNS-C（風砕スラグ）の締固め度（A-b）は、含水比の影響を受け、最

適含水比も粒度により異なる。 

試験例に述べた修正 CBR 試験値は比較的高い値を示しており、盛土関連への用途が広くとれる。ま

た、FNS-B（水砕スラグ）の修正 CBR値は 33.8%であった。 
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出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

図 3.15.8 フェロニッケルスラグの突固めによる土の締固め試験例 
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出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

図 3.15.9 フェロニッケルスラグの突固めによる土の締固め試験例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

図 3.15.10 修正 CBR試験例 

 

4) 膨張性 

膨張性がないことは、フェロニッケルスラグがエンスタタイト(MgSiO3)やフォルステライト

(2MgSiO4)などの鉱物やガラス質から構成されており、膨張の原因となりやすい CaO や MgO が単独で存

在しないためと考えられる。 

 

5) 水硬性 

膨張性がない理由と同様に、フェロニッケルスラグは CaO 及び MgO が単独で存在しないため、水和

反応が起こらず水硬性が認められない。 
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(3) 化学的性質 

フェロニッケルスラグの主な成分は、珪砂(SiO2)、マグネシア(MgO)が主成分で、鉄(FeO)、酸化カル

シウム(CaO)を少量含む。 

（解説） 

1) 化学成分 

フェロニッケルスラグは、ニッケル鉱石(酸化鉱)を原料として、フェロニッケル製錬時に副産物と

して製造されるものである。フェロニッケルスラグの成分分析例をスラグ品種毎に示すが、各スラグ

の成分は似通っている。その他、Cr化合物及びAl2O3を含有している。 

なお、徐冷及び急冷のいずれの場合も主な鉱物組成は安定した結晶構造である。 

 

表 3.15.6 国内３製錬所のフェロニッケルスラグ化学成分の平成 22年実績値の一例 

単位：%   

名称 対象スラグ 測定値 CaO MgO S FeO M.Fe SiO2 Ni 

FNS-A FNS5-0.3 

平均値 0.57 32.8 0.03 7.08 0.17 53.0 0.06 

最大 0.79 33.5 0.04 8.45 0.23 53.6 0.07 

最小 0.43 31.4 0.02 6.62 0.14 52.6 0.05 

標準偏差 0.11 0.64 0.00 0.50 0.03 0.26 0.01 

FNS-B FNS1.2 

平均値 4.41 28.3 0.06 6.29 0.83 55.2 0.25 

最大 5.23 29.1 0.07 8.40 0.99 56.8 0.34 

最小 3.44 27.6 0.05 5.41 0.63 54.5 0.22 

標準偏差 0.68 0.44 0.00 0.91 0.11 0.61 0.03 

FNS-C 
風砕 FNS5 

徐冷 FNS5 

平均値 2.18 34.0 0.04 6.70 0.24 52.5 0.05 

最大 2.59 35.1 0.05 7.65 0.34 53.6 0.06 

最小 1.89 33.1 0.03 5.67 0.17 51.9 0.04 

標準偏差 0.24 0.46 0.01 0.54 0.05 0.48 0.01 

JIS A 5011-2規格値 ≦15.0 ≦40.0 ≦0.5 ≦13.0 ≦1.0 － － 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

2) 環境安全品質 

① 溶出量 

フェロニッケルスラグに関して、環境安全品質基準に設定された化学物質について、JIS K 0058-1

による溶出量試験を行った結果の一例を表 3.15.7 に示す。すべて一般用途及び港湾用途の基準値未

満または定量限界未満であった。 
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表 3.15.7 フェロニッケルスラグの溶出量試験結果一例 

単位：mg/L        

名称 FNS-A FNS-B FNS-C 基準値 

(一般用途) 

基準値 

(港湾用途) 対象スラグ FNS-5-0.3 FNS-1.2 風砕 FNS-5 徐冷 FNS-5 

カドミウム ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ≦0.003 ≦0.009 

鉛 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ≦0.01 ≦0.03 

六価クロム ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ≦0.05 ≦0.15 

ひ素 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ≦0.01 ≦0.03 

水銀 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ≦0.0005 ≦0.0015 

セレン ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ≦0.01 ≦0.03 

ほう素 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ≦1.0 ≦20 

ふっ素 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 0.3 ≦0.8 ≦15 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

② 含有量 

フェロニッケルスラグに関して、環境安全品質基準に設定された化学物質について、JIS K 0058-2

に基づく含有量試験値の一例を表 3.15.8に示す。すべて基準値未満、定量限界未満であった。 

 

表 3.15.8 フェロニッケルスラグの含有量試験結果の一例 

単位：mg/kg       

名称 FNS-A FNS-B FNS-C 基準値 

(一般用途) 対象スラグ FNS5-0.3 FNS1.2 風砕 FNS5 徐冷 FNS5 

カドミウム  ＜15  ＜15  ＜15  ＜15 ≦150 

鉛  ＜15  ＜15  ＜15  ＜15 ≦150 

六価クロム  ＜25 ＜25 ＜25  ＜25 ≦250 

ひ素  ＜15  ＜15  ＜15  ＜15 ≦150 

水銀 <1 <1 <1 <1 ≦15 

セレン  ＜15  ＜15  ＜15  ＜15 ≦150 

ほう素  ＜400  ＜400  ＜400  ＜400 ≦4,000 

ふっ素  ＜400  ＜400  ＜400  ＜400 ≦4,000 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

③ 海洋生物への影響 

フェロニッケルスラグ細骨材の細骨材混合率を変化させたコンクリート試料を宮崎県延岡湾赤水町

漁港、京都府宮津湾内の護岸に固定して付着生物の着床を観察した結果、海洋生物への影響は認めら

れないことが確認された。 

京都府宮津湾内での海洋曝露試験結果について以下に示す。試験は、フェロニッケルスラグ（FNS-

B）を骨材に用いてコンクリート付着板を作成し、海水中に浸漬させ、付着生物（動物・植物）の着

床状況の比較から、海洋生物への影響程度を確認した。 

表 3.15.9に付着板の配合比を示す。 
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表 3.15.9 付着板の配合比 

 FNS-B 天然砂 

川砂 42 84 

FNS-B 42 0 

普通セメント 16 16 
付着板の寸法：縦 34 ㎝×幅 21 ㎝×厚み 5 ㎝ 

表面積：表面（粗面）714 ㎝ 2、裏面（滑面）714 ㎝ 2、側面（4 面）550㎝ 2 合計 1,978㎝ 2 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

図 3.15.11に 1ヶ月毎の付着生物の個体数の推移を示す。 
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出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

図 3.15.11 1ヶ月毎の付着生物の個体数の推移 

 

 

3.15.3 加工・改良技術 

(1) 概要 

工事事業者がフェロニッケルスラグを加工・改良（他の材料との混合を含む）し、使用する場合、

その用途において必要な品質を満足するように行い、加工・改良後の材料は、必要な品質が満足され

ていることを試験等により確認する必要がある。また、加工・改良において、フェロニッケルスラグ

と他材料を混合する場合、他材料は、環境安全品質における一般用途あるいは港湾用途の環境安全品

質基準を満足する必要がある。 

 

(2) 加工・改良方法 

工事事業者がフェロニッケルスラグを加工・改良する場合、使用用途における規格あるいは基準等

に従い、定められた品質規格あるいは品質基準等を満足するように行う。 
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3.15.4 適用用途 

(1) 概要 

JIS が規定されているフェロニッケルスラグをリサイクル材として利用する場合は、当該 JIS に適

合したものを利用するものとする。 

JIS が規定されていないフェロニッケルスラグをリサイクル材として利用する場合は、用途におい

て必要となる要求性能を満たす材料を利用するものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、フェロニッケルスラグを各用途に利用する場合の評価を行っ

た結果を表 3.15.10 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性

等）がある場合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 
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表 3.15.10(1) フェロニッケルスラグの適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材(細骨材)として用いるため
の適用範囲や品質、試験方法、検査方法、表
示、報告等について、品質基準を規定。
・2)ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材として使用する際の設計
施工指針として、品質、環境安全性、性能照
査、材料の設計値、配合設計、製造、施工、
品質管理および検査などについて記載。
・3)高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材としての適用性が
検討され、実験結果より高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ用の細
骨材として十分使用が可能である。【査読無
し】
・4)JIS A 5011-2に適合するフェロニッケル
スラグ骨材について、消波ブロック等の無筋
コンクリートだけでなく、構造用の鉄筋コン
クリートにも適用し、特に、非鉄スラグの密
度が大きい特徴を生かしたケーソン本体等の
構造用の重量コンクリートにも適用すること
ができるとされている。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・防波堤消波工事（国交省）
・防波堤外築造工事（国交省）
・消波堤工事（管理者）
・港湾災害復旧事業（管理者）

1)
2)
3)
4)

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材(粗骨材)として用いるため
の適用範囲や品質、試験方法、検査方法、表
示、報告等について、品質基準を規定。
・2)ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材として使用する際の設計
施工指針として、品質、環境安全性、性能照
査、材料の設計値、配合設計、製造、施工、
品質管理および検査などについて記載。
・4)当該用途への利用を想定した技術マニュ
アルが整備されている。
・5)力学的特性は石灰岩砕石および砕砂を用
いたコンクリートと同等以上であることが示
されている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・防油堤嵩上げ工事（その他機関）

1)
2)
4)
5)

③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 ○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・4)サンドドレーン材、サンドマット材への
利用を想定した技術マニュアルが整備されて
いる。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・地盤改良工事（管理者）
・基礎工事（その他機関）
・道路改良工事（その他機関）

4)

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・4)フェロニッケルスラグの地盤改良工への
適用が挙げられ、フェロニッケルスラグの物
理的特性値等を踏まえた適用性が評価されて
いる。
・6)FNS砂と比較対象としてSCP工法による軟
弱地盤改良の現地試験を実施し、杭芯、杭間
の地盤強度及び杭芯の内部摩擦角を調査し、
SCP材としての FNSの適用性について検討し
た。FNS砂を使用した場合においても施工性が
良好であることを確認、更には軟弱地盤の改
良効果も確認。【査読無し】

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・地盤改良工事（その他機関）
・航空支援施設棟新築工事（その他機
関）
・LNGターミナル輸入基地建設工事（そ
の他機関）
・河川築堤工事（国交省）
・飛行場排水機場新設等工事（防衛省）

4)
6)

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・4)フェロニッケルスラグの本体工中詰材へ
の適用が挙げ、フェロニッケルスラグの物理
的特性値等を踏まえた適用性が評価されてい
る。
・現行指針においては、研究等適用事例に基
づき、標準材料と同等または利用実績や実証
実験などで確認され利用可能性の高いものと
評価。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・国際物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業（国交省）
・防波堤築造工事（国交省）
等

4)

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ ○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・4)JIS A 5011-2に適合するフェロニッケル
スラグ骨材について、消波ブロック等の無筋
コンクリートに適用するとされている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・防波堤工事（国交省）
・防波堤(改良)消波工事（国交省）
・消波ブロック工（国交省）

4)

1)JISA5011-2「ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第２部：ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ骨材」(平成28年4月改正)

2)ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ骨材を用いたｺﾝｸﾘｰﾄの設計施工指針(土木学会、平成28年7月)

3)ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ細骨材の高強度ｺﾝｸﾘｰﾄへの適用性に関する基礎的検討(日本建設学会大会学術講演便覧集、平成9年9月)

4)港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル((一財)沿岸技術研究センター、平成27年9月)

5)ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞを粗骨材として用いたコンクリートの基礎的性質（コンクリート工学論文集　第21巻第3号　2010年9月）

6)電気炉産ﾌｪﾛﾆｯｹﾙ水砕ｽﾗｸﾞ砂を用いたSCP現地試験(第39回地盤工学研究発表会、平成16年7月)

出典)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 
注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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表 3.15.10(2) フェロニッケルスラグの適用用途

⑩ 裏込材 △ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・4)当該用途への利用を想定した技術マニュ
アルが整備されている。

-

●利用実績なし

4)

⑪ 裏埋材 ○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・4)当該用途への利用を想定した技術マニュ
アルが整備されている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・ふ頭盛土工事（管理者）
・駐車場整備（管理者）

4)

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 ○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・4)当該用途への利用を想定した技術マニュ
アルが整備されている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・造成工事（管理者、その他機関） 4)

⑬ 埋立材 ○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・4)当該用途への利用を想定した技術マニュ
アルが整備されている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・埋立造成工事（管理者）
・ふ頭埋立造成工事（国交省）

4)

⑭ 路床盛土材 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・4)構築路床に利用するクラッシャランフェ
ロニッケルスラグの粒度等がマニュアルに規
定されている。 a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・国道、バイパス、道路工事（国交省）
・道路、トンネル改良・舗装等工事（国
交省）

4)

⑮ 路盤材 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・4)フェロニッケルスラグの舗装工への適用
が挙げられ、粒度調整フェロニッケルスラグ
及びクラッシャランフェロニッケルスラグと
して、粒度や品質規格、品質管理等が記載さ
れている。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・道路工事（国交省、管理者）
・舗装工事（国交省）

4)

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材
○＋

（As舗装
骨材）

B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・4)フェロニッケルスラグの舗装工への適用
が挙げられ、単粒度フェロニッケルスラグ及
びフェロニッケルスラグスクリーニングスと
して、粒度や品質規格、品質管理等が記載さ
れている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・道路舗装工事（管理者）
・舗装試験施工（その他機関） 4)

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等 ○＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・4)覆砂材・人工砂浜等への利用を想定した
技術マニュアルが整備されている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・環境復元材としての検証事業（その他
機関）

4)

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

1)JISA5011-2「ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第２部：ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ骨材」(平成28年4月改正)

2)ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ骨材を用いたｺﾝｸﾘｰﾄの設計施工指針(土木学会、平成28年7月)

3)ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ細骨材の高強度ｺﾝｸﾘｰﾄへの適用性に関する基礎的検討(日本建設学会大会学術講演便覧集、平成9年9月)

4)港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル((一財)沿岸技術研究センター、平成27年9月)

5)ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞを粗骨材として用いたコンクリートの基礎的性質（コンクリート工学論文集　第21巻第3号　2010年9月）

6)電気炉産ﾌｪﾛﾆｯｹﾙ水砕ｽﾗｸﾞ砂を用いたSCP現地試験(第39回地盤工学研究発表会、平成16年7月)

出典)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(2) コンクリート用細骨材 

フェロニッケルスラグ細骨材は、コンクリート用の細骨材としてJIS化され、土木学会「フェロニ

ッケルスラグ骨材を用いたコンクリートの設計施工指針」にフェロニッケルスラグ細骨材を用いるコ

ンクリートの設計及び施工についての標準が示されている。 

フェロニッケルスラグ細骨材の物理・化学的性質におけるJISの値（JIS A 5011-2）を表 3.15.11

に示す。 

表 3.15.11 フェロニッケルスラグ細骨材の物理・化学的性質（JIS A 5011-2) 

項目 規定値 

化学成分 

酸化カルシウム（CaOとして）   % 15.0以下 

酸化マグネシウム（MgOとして）    % 40.0以下 

全硫黄（Sとして）   % 0.5 以下 

全鉄（FeOとして）   % 13.0以下 

金属鉄（Feとして）   % 1.0以下 

絶乾密度 g/cm3 2.7 以下 

     吸水率   % 3.0 以下 

     単位容積質量 kg/ℓ 1.50以上 

出典）JIS A 5011-2「コンクリート用スラグ骨材－第 2 部：フェロニッケルスラグ骨材」 

 

粗粒率3は、製造業者と購入者が協議によって定めた値と比べ、±0.20以上変化しないようにする必

要がある。 

コンクリートの品質上、フェロニッケルスラグ細骨材の粒度範囲を調整することが望ましい場合、

異種骨材を混合することができる。その場合、砂から供給される0.15mm以下の微粒分は10%以下、砕

砂等から供給される0.15mm以下の微粒分は15％以下である必要がある。なお、微粒分量は購入者の了

解を条件に0.15mm以下を15%まで認めることができる。 

また、フェロニッケルスラグ細骨材は、JIS A 1146 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モル

タルバー法）で区分評価する。 

 

適用に当たっての利点は、以下が挙げられる。  

・フェロニッケルスラグ細骨材の密度は、約 2.9～3.0g/cm3であり、天然の細骨材より重いこと

から、港湾用途における消波ブロック等の重量コンクリートの細骨材に適している。 

・フェロニッケルスラグ細骨材についての JIS A 5011-2と JIS A 5308 附属書 Aと比較すると、

塩化物量の規定が削除されている。フェロニッケルスラグの場合、冷却水として海水を使用し

ないため、塩化物が混入されることはない。そのため、塩化物量が規定より若干高い天然の細

骨材を使用する場合、フェロニッケルスラグ細骨材を塩化物量に関する希釈材として使用する

こともできる。 

・フェロニッケルスラグ細骨材の環境安全品質の評価は、一般用途における環境安全品質基準に

て行い、溶出量及び含有量において、ほぼ、定量未満の結果であり、一般用途における環境安

全品質基準を十分に満足している。 

 
3粗粒率：80 mm，40 mm，20 mm，10 mm，5 mm，2.5 mm，1.2 mm，0.6 mm，0.3 mm，及び 0.15 mm の網ふるいの一組を用

いて、ふるい分けを行った場合，各ふるいを通らない全部の試料の百分率の和を 100 で除した値であり、無次元で表さ

れる 



3-15-16 

 

フェロニッケルスラグ細骨材は、組成や製造時の冷却条件等によって顕著なアルカリシリカ反応性

を示すものがあるが、B区分と評価された細骨材でも、細骨材の混合率の制限及び高炉セメントB種を

使用することでアルカリシリカ反応抑制対策を実施することができることが確認されている。なお、

アルカリシリカ反応抑制対策を行う場合、その効果を試験等で確認することが必要となる。 

 

 

(3) コンクリート用粗骨材 

フェロニッケルスラグ粗骨材は、コンクリート用の粗骨材としてJIS化され、土木学会「フェロニ

ッケルスラグ骨材を用いたコンクリートの設計施工指針」にフェロニッケルスラグ粗骨材を用いるコ

ンクリートの設計及び施工についての標準が示されている。 

フェロニッケルスラグ粗骨材の物理・化学的性質におけるJISの値（JIS A 5011-2）を表 3.15.12

に示す。 

 

表 3.15.12 フェロニッケルスラグ粗骨材の物理・化学的性質（JIS A 5011-2) 

項目 規定値 

化学成分 

酸化カルシウム（CaOとして）   % 15.0以下 

酸化マグネシウム（MgOとして）    % 40.0以下 

全硫黄（Sとして）   % 0.5以下 

全鉄（FeOとして）   % 13.0以下 

金属鉄（Feとして）   % 1.0 以下 

絶乾密度 g/cm3 2.7 以下 

     吸水率   % 3.0 以下 

     単位容積質量 kg/ℓ 1.50以上 

出典）JIS A 5011-2「コンクリート用スラグ骨材－第 2 部：フェロニッケルスラグ骨材」 

 

粗粒率は、製造業者と購入者が協議によって定めた値と比べ、±0.30以上変化しないようにする必

要がある。 

コンクリートの品質上、フェロニッケルスラグ粗骨材の粒度範囲を調整することが望ましい場合、

異種骨材を混合することができるが、フェロニッケルスラグ粗骨材と混合する異種骨材は、JIS A 

5308 附属書 A に準じて、混合前の各骨材の品質が、粒度と塩化物量を除いて、絶乾密度、吸水率等

のそれぞれの規定に適合する必要がある。特に、アルカリシリカ反応性による区分については、混合

前の骨材でアルカリシリカ反応性試験によって、その反応性を確認する必要がある。 

適用に当たっての利点は、以下が挙げられる。 

・フェロニッケルスラグ粗骨材の密度は、約 3.0g/cm3であり、天然の粗骨材より重いことから、

港湾用途における消波ブロック等の重量コンクリートの粗骨材に適している。 

・フェロニッケルスラグ粗骨材の環境安全品質の評価は、一般用途における環境安全品質基準に

て行い、溶出量及び含有量において、ほぼ、定量未満の結果であり、一般用途における環境安

全品質基準を十分に満足している。 
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フェロニッケルスラグ粗骨材は、組成や製造時の冷却条件等によって顕著なアルカリシリカ反応性

を示すものがあるが、B区分と評価された細骨材でも、高炉セメント B種を使用することでアルカリ

シリカ反応抑制対策を実施することができることが確認されている。なお、アルカリシリカ反応抑制

対策を行う場合、その効果を試験等で確認することが必要となる。 

 

 

(4) バーチカルドレーン及びサンドマット材 

サンドドレーン工法を適用する場合、必要な性能が得られているかを照査する際、「港湾の施設

の技術上の基準・同解説」の施設編 第 2 章 5．地盤改良工法 5.4 バーチカルドレーン工法を

参照することができる。 

ドレーンパイル及びサンドマットの特徴については、所要の排水機能を有することが要求される。

ドレーンパイルに用いられる砂は透水性が良く、しかも粘土粒子による目詰まりが生じないような

粒度の良いものとすべきである。 

設計においては実際に利用するフェロニッケルスラグの性質をよく把握して、適切な設計定数を

用いて設計を行うことが肝要である。 

 

サンドドレーンに求められる性能は「透水性が良いこと」「目詰まりが生じないように粒度が良

いこと」である。粒度分布と透水係数の関係については、粒度分布に関して、「港湾の施設の技術

上の基準・同解説」にサンドドレーンの実施工に用いられた多数の粒度分布が示されている。 

フェロニッケルスラグは製造工程、製造後の加工の仕方の違いによって、粒度分布や透水係数が

異なるため、適用の際には事前にどのような性質の材料が決定しておくことが必要である。なお、

フェロニッケルスラグには水硬性がないため透水性が経時的に低下することはない。 

地盤改良工（サンドドレーン材）の環境安全品質の評価の際には、溶出経路を考慮した上で検査

方法（試験項目、環境安全品質基準）を設定する必要がある。これは、ドレーン排水を通過した雨

水等による影響が考えられるためである。サンドドレーンへの適用を検討する際には、実際に使用

する材料の溶出特性を把握した上で、周辺環境に対して十分に配慮する必要がある。 

 

 

(5) サンドコンパクションパイル材 

フェロニッケルスラグをサンドコンパクションパイルに適用する際には、必要な性能が得られる

かを設計時に検討する必要がある。この際、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の、施設編 

第 2 章 5.地盤改良工法 5.9 サンドコンパクションパイル工法（砂質土地盤を対象とする場合)

及び 5.10 サンドコンパクションパイル工法（粘性土地盤を対象とする場合)を参照することができ

る。 

フェロニッケルスラグをサンドコンパクションパイルに使用する場合の設計に用いる特性値につ

いては、既往の調査結果等に基づいて適切に設定する必要がある。以下に、既往の調査結果例を示

す。 
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a)事例①：液状化が懸念される埋立地での事例 1) 

対象地盤の構成は、地上から埋立土（分布：表層～深度 4.6m、土質：礫混じり砂、N 値：5～9、

細粒分含有率 15～34%)、沖積砂・礫質土（分布：深度 4.6～6.4m、土質：玉石及び粘土混じりの砂

礫、N 値：5～10、細粒分含有率：11～42%)、岩盤（分布：深度 6.4m 以深、土質：風化岩、N 値：31

～60以上)からなる。 

本工事の地盤改良は、低振動・低騒音の静的 SCP 工法で、フェロニッケルスラグ杭は、1.8m の正

方配置、杭径 700mm で、改良率は 11.9%となる。SCP 打設１サイクルあたりの時間は、一般的に使用

される改良材と比較しても同程度かそれよりも短時間であった。施工中はバケットホッパー内で砂

の付着が確認されたが、ケーシングパイプからの砂の排出は良好であった。 

改良前後の杭間の N 値を図 3.15.12 に示す。N 値は、表層下 2.5m までは改良前 7 程度に対し、改

良後 10～14 程度となり、表層部においても改良効果が得られた。また、深度方向に対して増加して

いることが分かり、深度 5m 前後の玉石・粘土混じり砂礫層でも改良前 6～10 程度に対し、改良後は

16～41まで N値の増加が確認された。 

 
出典）フェロニッケルスラグを用いた静的締固め工法による液状化対策工事の改良効果、第 43 回地盤工

学会研究発表会論文集、pp.553-554、平成 20 年 

図 3.15.12 地盤構成と改良前後の杭間 N値 

 

b)事例②：河川築堤工事前の地盤改良工事 

対象地は、東日本地震で被災した河川護岸の復旧工事に伴う SCP 工法による地盤改良工である。

施工に使用する SCP 材は、フェロニッケルスラグ（風砕)単味と、フェロニッケルスラグ（徐冷)と

天然砂を 2：1 の割合で混合した砂とされた。SCP 杭径：700mm、ピッチ：1.5m で改良率は 17%となる。

目標液状化安全率（FL)は 1.1 以上、対象地周辺に貴重なトンボの生息地があるため、環境影響の少

ない材料が求められた。施工後の杭間 N 値の増加が確認でき、液状化安全率以上となっており、改

良効果が確認できた。また、環境影響に対しては、使用したフェロニッケルスラグの土壌溶出量・

含有量試験の結果、土壌汚染対策法で定める土壌溶出量基準、含有量基準を満足する結果であった

ことから、環境影響も極めて少ないものとなった。 
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以下に、実施工で得られた結果を中心に述べる。 

 

a)粒度 

フェロニッケルスラグは、製造方法の違いにより粒度分布が異なる。図 3.15.13 に SCP 材に用い

られた粒度分布の既往事例（「港湾の施設の技術上の基準・同解説」)との比較を示す。比較的均等

な粒径分布を有するもの（FNS-B、FNS-A)と、不均等な粒径分布を有し、かつ細粒分を比較的多く含

むもの(FNS-C)がある。この特徴を踏まえて検討を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

図 3.15.13  SCP材に用いられた粒度分布の既往事例との比較 

 

b)透水性 

フェロニッケルスラグの透水係数は、粒度によって異なる。また、フェロニッケルスラグには水

硬性がないため透水性が経時的に低下することもない。 

製造後 5 年、10 年を経過した FNS-B を用いて、突固めエネルギーを変化させたときの透水試験の

結果 2)を図 3.15.14 に示す。エネルギーの増加とともに透水係数は減少する傾向にあるが、何れも

10-2～10-3cm/sの範囲の値であった。かつ経年による変化も見られなかった。 
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c)せん断強度 

表 3.15.13 に 2 深度において不撹乱試料を採取し、三軸 CD 試験を実施した結果を示す。深度方向

に相対密度の増加が確認され、せん断抵抗角φdも 37～39°程度と高い値を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）SCP 材料としてのフェロニッケルスラグの経年変化、第 35 回地盤工学会研究発表会論文集、

pp.753-754、平成 12 年 

図 3.15.14 フェロニッケルスラグの経年変化 

 

表 3.15.13 2深度における砂杭の特性 

深度 1.8m 3.4m 

相対密度 74% 94% 

せん断抵抗角 37.3° 39.2° 
出典）フェロニッケルスラグを用いた静的締固め工法による液状化対策工事の改良効果、第 43 回地盤工

学会研究発表会論文集、pp.553-554、平成 20 年 

 

 

地盤改良工の環境安全品質の評価の際には、溶出経路を考慮した上で検査方法（試験項目、環境

安全品質基準)を設定する必要がある。 
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(6) 中詰材 

1) 共通事項 

本体工に中詰材が用いられる構造物には、ケーソン、鋼板セルなどがある。これらの対象構造物

全体として、所要の性能を確保する必要がある。必要な性能が得られているかを照査する際に、

「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の、施設編 第 2 章 2.2 ケーソン、第 5 章 2.7 二重矢板

式係船岸 2.9根入れを有するセル式係船、2.10置きセル式係船岸などを参照することができる。 

フェロニッケルスラグは、密度が大きく、膨張や水硬性等の性質の変化が無いことから中詰材と

して適しており、これまでにケーソン中詰材として多数の実績がある。 

フェロニッケルスラグを中詰材に用いる構造物の設計は、材料の特性をよく把握した上で、天然

の材料との違いに注意しながら「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に示される天然の砂や砂利

を対象とした方法によって行う。 

以下、材料の特性値について述べる。 

 

a)土粒子密度及び単位体積重量 

フェロニッケルスラグ粒子は密度が大きいため、天然砂よりも大きな単位体積重量を示す。飽和

単位体積重量γsatは水砕品で 21.0kN/m3程度、加工品で 21.0～23.8kN/m3程度の値が得られている。

なお、粒度分布の影響も大きく受ける。粒度が良い FNS-5 の方が、密に詰まるため、単位体積重量

が大きくなる。 

利用に際しては、実際に使用するフェロニッケルスラグの性質をよく把握して適切な値を設定す

る必要がある。 

 

b)せん断強度 

せん断強度は、フェロニッケルスラグ水砕品でφd＝32°程度（Dr=60%の場合)、加工品でφd＝37°

程度（Dr=60%の場合)の値を有している。本体工中詰材として用いるには十分な値を有していると考

えられる。 

本体工中詰材の環境安全品質の評価の際には、試験項目は溶出量、環境安全品質基準は港湾用途

としてよい。 

 

2) ケーソン中詰材として利用する場合の設計 

フェロニッケルスラグをケーソン中詰材として利用する場合、既設の防波堤に使用することで、

作用する水平波力への耐力となる鉛直荷重の増加が可能となり、新設の防波堤に使用すれば、ケー

ソン本体の堤体幅を小さくすることが可能となるケースもある。ただし、重量が大きい分、内部土

圧も大きくなる。この内部土圧の計算は、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に準じて行う。 

 

3) セル及び二重矢板式構造物の中詰材として利用する場合の設計 

フェロニッケルスラグをセル及び二重矢板式構造物の中詰材として利用する場合には、重量の大

きな材料を用いた方が、せん断変形に対する安定性が重力式壁体としての安定性が高くなり有利と

なる場合が多い。但し、中詰重量が大きい分、セルや矢板の張力は大きくなる。 
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また、せん断抵抗角の大きな材料を用いた場合にも、せん断変形に対する抵抗モーメントを高め

ることになり、経済的な設計を得ることができる場合が多い。 

内部土圧の計算は、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に準じて行う。 

 

(7) 根固・消波ブロック 

フェロニッケルスラグをコンクリート用細骨材・粗骨材として利用する場合、根固・消波ブロッ

クに利用することができる。なお、フェロニッケルスラグを利用した被覆石の製造は行われていな

い。 

 

(8) 裏埋材 

要求される事項は、裏込材と同様である。 

裏埋材の再利用は想定されず、溶出経路は海水または地下水の２種類が想定される。また、フェ

ロニッケルスラグ単味または他材料と混合して利用される。上記に基づき、環境安全形式検査は次

による。 

・試験項目及び試験方法：非鉄スラグ試料または他材料と混合したものを試料とし、JIS K 0058-1

の 5.による溶出試験を実施する。 

・環境安全品質基準：溶出経路に基づき港湾用途溶出量基準または一般用途溶出量基準の何れかを

適用する。 

 

(9) 盛土材、覆土材、載荷盛土材 

フェロニッケルスラグは、密度が大きく、膨張や水硬性等の性質の変化が無いという特徴を有す

る。フェロニッケルスラグを盛土・覆土に用いる構造物の設計は、材料の特性をよく把握した上で、

天然の材料との違いに注意しながら「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に示される天然の砂や

砂利を対象とした方法によって行う。 

以下参考として、フェロニッケルスラグが覆土として利用された事例を示す。 

 

・雨水浸透抑制型覆土（キャピラリーバリア)としての利用事例 

主に廃棄物の埋立地内に浸透した水が汚染水となり周辺環境を汚染させる懸念がある。この問題

を防止するためには汚染水の排出量を低減させることが必要である。そのための一つの工法に雨水

浸透抑制型覆土（キャピラリーバリア)と呼ばれる多層覆土構造がある。図 3.15.15に模式図を示す。

多層覆土とは上層に砂層と下層に礫層の多層を形成し、砂層の境界面に生じる毛管現象により保水

されながら流下して集中排水される特徴を持つ。 

多層覆土上表面に形成されるキャピラリーバリア層と呼ばれる微粒層に求められる性質は、細粒

層に対し透水性能が良好であり、かつ保水能力が良好である性質を持つ砂であり、経年変化による

過圧密による間隙詰まりの少ない砂である。 

フェロニッケルスラグ（水砕スラグ)において、粒度分布が通過質量百分率で粒径0.15mmを10～

30％、粒径0.3mmを25～60％、粒径0.6mmを60～90％、粒径1.2mmを85～100％に粒度調整されたもの

がキャピラリーバリア層として利用されている。 



3-15-23 

 

排水長　L＝5～20m

最終覆土　ｔ＝50cm以上

排水層（砂）　ｔ＝30cm

排水層（礫）　ｔ＝20cm

有孔管
雨水を場外へ排出　⇒　廃棄物への浸透水を低減

雨   水

埋立廃棄物

砂層の排水路

 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

図 3.15.15 雨水浸透抑制型覆土（キャピラリーバリア)の多層覆土構造図 

 

利用に際しては、実際に使用するフェロニッケルスラグの性質をよく把握して適切な値を設定す

る必要がある。以下に、盛土・覆土に主に求められる特徴を簡単に述べる。 

 

a)土粒子密度及び単位体積重量 

フェロニッケルスラグ粒子は密度が大きいため、天然の砂よりも大きな単位体積重量を示す。飽

和単位体積重量γsatは概ね水砕品で 20.5kN/m3程度、加工品で 23.5kN/m3程度の値を有している。な

お、粒度分布の影響も大きく受ける。粒度が良い FNS-5 の方が、密に詰まるため、単位体積重量が

大きくなる。 

 

b)せん断強度 

せん断強度は、フェロニッケルスラグ水砕品でφd＝32°程度（Dr=60%の場合)、加工品でφd＝

37°程度（Dr=60%の場合)の値を有している。裏込材として用いるには十分な値を有していると考え

られる。 

盛土・覆土の環境安全品質の評価の際には、試験項目は溶出量及び含有量、環境安全品質基準は

一般用途とする。ただし、盛土が覆土等で十分に覆われる場合は、溶出経路に基づき港湾用途溶出

量基準または一般用途溶出量基準のいずれかを適用する。 

 

 

(10) 埋立材 

埋立材が用いられる構造物には、重力式係船岸、矢板式係船岸などがある。これらの対象構造物

全体として、所要の性能を確保する必要がある。必要な性能が得られているかを照査する際に、

「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の、施設編 第 5 章 2.2 重力式係船岸、2.3 矢板式係船岸

などを参照することができる。 

キャピラリーバリア層 

（フェロニッケルスラグを利用） 
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フェロニッケルスラグは、密度が大きく、膨張や水硬性等の性質の変化が無いという特徴を有す

る。フェロニッケルスラグを裏埋工・埋立材に用いる構造物の設計は、材料の特性をよく把握した

上で、天然の材料との違いに注意しながら「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に示される天然

の砂や砂利を対象とした方法によって行う。 

 

以下、材料の特性値について述べる。 

 

a)土粒子密度及び単位体積重量 

フェロニッケルスラグ粒子は密度が大きいため、天然の砂よりも大きな単位体積重量を示す。飽

和単位体積重量γsatは概ね水砕品で 20.5kN/m3程度、加工品で 23.5kN/m3程度の値を有している。な

お、粒度分布の影響も大きく受ける。粒度が良い FNS-5 の方が、密に詰まるため、単位体積重量が

大きくなる。 

 

b)せん断強度 

フェロニッケルスラグの種類では、水砕品でφd＝32°程度（Dr=60%の場合)、加工品でφd＝37°

程度（Dr=60%の場合)の値を有している。埋立材として用いるには十分な値を有していると考えられ

る。 

 

c)環境安全品質 

埋立材の環境安全品質の評価の際には、試験項目は溶出量及び含有量、環境安全品質基準は一般

用途とする。 

 

i)長期間供用された埋立材における環境安全品質 

以下に参考として、フェロニッケルスラグを使用した埋立地における、環境安全品質に関する調

査結果を紹介する。調査を行った埋立地は、フェロニッケルスラグを約 57,000m3使用し、施工後約

16年経過した場所で、現在、公園として運用されている場所を調査地とした。調査は深さ約 5mのボ

ーリングにより、フェロニッケルの埋立土を採取し、長期間経過した後の環境安全品質（溶出量及

び含有量)に関する分析を行った。また、ボーリング孔から地下水を採取し、土壌からの溶出量を調

査した。埋立土のスラグ 2試料について、溶出量・含有量試験を行った。土壌分析結果の一覧を表 

3.15.14に示す。両試料とも、分析対象項目については定量下限値未満であり、土壌汚染対策法で定

める土壌溶出量基準、含有量基準を満足する結果であった。 
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表 3.15.14 土壌分析結果一覧 

項目 
検体名称 

定量下限値 基準＊ 単位 
深度 1.30m 深度 3.00m 

土
壌
溶
出
量 

カドミウム 0.001未満 0.001未満 0.001 0.003以下 mg/L 
鉛 0.005未満 0.005未満 0.005 0.01以下 mg/L 
六価クロム 0.02未満 0.02未満 0.02 0.05以下 mg/L 
ひ素 0.002未満 0.002未満 0.002 0.01以下 mg/L 
総水銀 0.0005 未満 0.0005未満 0.0005 0.0005 以下 mg/L 
セレン 0.002未満 0.002未満 0.002 0.01以下 mg/L 
ふっ素 0.1未満 0.1未満 0.1 0.8以下 mg/L 
ほう素 0.1未満 0.1未満 0.1 1以下 mg/L 

土
壌
含
有
量 

カドミウム 5未満 5未満 5 150以下 mg/kg 
鉛 5未満 5未満 5 150以下 mg/kg 
六価クロム 5未満 5未満 5 250以下 mg/kg 
ひ素 5未満 5未満 5 150以下 mg/kg 
総水銀 0.02未満 0.02未満 0.02 15以下 mg/kg 
セレン 5未満 5未満 5 150以下 mg/kg 
ふっ素 100未満 100未満 100 4000以下 mg/kg 
ほう素 5未満 5未満 5 4000以下 mg/kg 

＊基準：土壌溶出量基準、土壌含有量基準 

 出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

ⅱ)フェロニッケルスラグを使用した埋立地における地下水の水質 

ボーリング孔から採取した地下水の水質を分析した。なお、比較対象として対象地前面の海域よ

り海水を採取し分析した。地下水分析は地下水環境基準に該当する 8項目（カドミウム、鉛、六価

クロム、ひ素、総水銀、セレン、ふっ素、ほう素)について行った。計量の方法は、環境省告示第 17

号（平成 15年)である。 

 水質分析結果の一覧を表 3.15.15に示す。分析結果の特徴は以下のとおりであり、特段の問題が

ないことが確認された。 

・地下水、海水ともにふっ素とほう素が定量された。 

・地下水で定量されたふっ素とほう素は、地下水基準を満足するものであった。 

・海水のふっ素は地下水と同程度であるが、ほう素は地下水の 8～9倍であった。これは、海水の一

般的な値はふっ素 1.3mg/L、ほう素 4.5mg/L程度であり、海水起因（汽水域）と考えられる。 

  

表 3.15.15 水質分析結果一覧 

分析項目 
検体名称 

定量下限値 基準＊ 単位 埋立地 
地下水 

海水 

カドミウム 0.001未満 0.001未満 0.001 0.003以下 mg/L 
鉛 0.005未満 0.005未満 0.005 0.01以下 mg/L 
六価クロム 0.02未満 0.02未満 0.02 0.05以下 mg/L 
ひ素 0.002未満 0.002未満 0.002 0.01以下 mg/L 
総水銀 0.0005 未満 0.0005未満 0.0005 0.0005以下 mg/L 
セレン 0.002未満 0.002未満 0.002 0.01以下 mg/L 
ふっ素 0.4 0.5 0.1 0.8以下 mg/L 
ほう素 0.3 2.6 0.1 1以下 mg/L 

＊基準：地下水基準 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 
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(11) 路床盛土材 

路床盛土は、それより上部に施工される路盤や表・基層の施工基盤となることから、所定の荷重

支持力と均一で平坦な表面が求められる。路床盛土材としてのフェロニッケルスラグは、クラッシ

ャランフェロニッケルスラグが用いられ、粒度は主に 5mm 以下であり、その要求性能は、道路用砕

石の通常のクラッシャランに準ずる。 

フェロニッケルスラグ路床盛土材は、密度が大きく、膨張や水硬性等の性質の変化が無く、路床

盛土材として加工されることにより、締固め性がよいという特性を有する。フェロニッケルスラグ

はCaO及びMgOが単独で存在しないことから、水和反応が起こらず水硬性が認められない。フェロニ

ッケルスラグ路床盛土材の修正CBR試験値は、締固め度95%において、90%程度と高い値を示す。また、

フェロニッケルスラグの凍上試験において、凍上様式1（道路土工排水工指針）において、凍上率0%

となっている。 

また、フェロニッケルスラグの路床材用途における環境安全品質の評価は、一般用途における環

境安全品質基準にて行い、溶出量及び含有量において、ほぼ、定量未満の結果であり、一般用途に

おける環境安全品質基準を十分に満足している。 

フェロニッケルスラグ路床盛土材は、締固め性がよいという特性を有しているが、天然の砕石と

同様の管理が必要である。なお、最大乾燥密度における最適含水比は、7～9%程度である。 

 

 

(12) 路盤材 

路盤材用フェロニッケルスラグの種類と粒度は、表 3.15.16及び 

表 3.15.17に示すとおりである。これらの品質は、JIS A 5001及び「舗装設計施工指針」の規定

に準じている。 

 

表 3.15.16 路盤材用フェロニッケルスラグの種類と主な用途 

種   類 呼び名 主な用途 

クラッシャラン 
フェロニッケルスラグ 

CN40 
下層路盤用 

CN20 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

表 3.15.17 路盤材用フェロニッケルスラグの粒度 

種類 呼び名 

粒度 ふるいを通すものの質量百分率％ 

範囲 JIS Z 8801-1 に規定する金属製鋼ふるいの公称目開き 

(㎜) 
53 

mm 

37.5 

mm 

31.5 

mm 

26.5 

mm 

19 

mm 

13.2 

mm 

4.75 

mm 

2.36 

mm 

425 

µm 

75 

µm 

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽ

ﾗｸﾞ 

CN40 40～0 100 95～100 ― ― 50～80 ― 15～40 5～25 ― ― 

CN20 20～0 ― ― ― 100 95～100 60～90 20～50 10～35 ― ― 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 
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フェロニッケルスラグ路盤材は、密度が大きく、膨張や水硬性等の性質の変化が無く、路盤材と

して加工されることにより、締固め性がよいという特性を有する。フェロニッケルスラグはCaO及び

MgOが単独で存在しないことから、水和反応が起こらず水硬性が認められない。フェロニッケルスラ

グ路盤材の修正CBR試験値は、締固め度95%において、100%程度と高い値を示す。また、フェロニッ

ケルスラグの最大水浸膨張比は、0.05%程度であり、低い値を示す（参考：土木工事共通仕様書

（案）（国土交通省） 上層路盤の品質規格 水浸膨張比1.5%以下）。 

また、フェロニッケルスラグの路盤材用途における環境安全品質の評価は、一般用途における環

境安全品質基準にて行い、溶出量及び含有量において、ほぼ、定量未満の結果であり、一般用途に

おける環境安全品質基準を十分に満足している。 

フェロニッケルスラグ路盤材は、締固め性がよいという特性を有しているが、天然の砕石と同様

の管理が必要である。なお、最大乾燥密度における最適含水比は、5%程度である。 

 

 

(13) アスファルト舗装骨材 

舗装用フェロニッケルスラグ（表・基層）の種類と粒度は、表 3.15.18及び表 3.15.19に示すと

おりである。 

 

表 3.15.18 舗装用フェロニッケルスラグの種類と主な用途（表・基層） 

種   類 呼び名 主な用途 

単粒度フェロニッケル 

スラグ 
SN5 

表・基層用加熱アスフ

ァルト混合物用 フェロニッケルスラグ 

スクリーニングス 
FN2.5 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

表 3.15.19 舗装用フェロニッケルスラグの粒度（表・基層） 

種類 呼び名 

ふるいを通すものの質量百分率％ 

JIS Z 8801-1 に規定する金属製鋼ふるいの公称目開き 

26.5mm 19mm 13.2mm 4.75mm 2.36mm 1.18mm 75µm 

単粒度フェ
ロニッケル
スラグ 

SN5 ― ― 100 85～100 0～25 0～5 ― 

フェロニッ
ケルスラグ
スクリーニ
ングス 

FN2.5 ― ― ― 100 85～100 ― 
0～20 

(0～10) 

( )内は、望ましい粒度範囲 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 
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表 3.15.20 舗装用フェロニッケルスラグの品質規格（表・基層） 

項目 
単粒度フェロニッケル 

スラグ 
フェロニッケルスラグ 
スクリーニングス 

表乾密度(g/cm3) 2.45以上 2.45以上 

吸水率(％) 3.0以上 3.0以下 

すり減り減量(％) 
（表層・基層） 

30以下注 1) ― 

注 1)：表層、基層用砕石のすり減り試験は、粒径 13.2～4.75mm のものについて実施する。 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

フェロニッケルスラグをアスファルト舗装骨材に適切に用いた場合、わだち掘れ抵抗性が向上す

る効果、及びひび割れ率が低減する効果が得られ、通常配合の舗装と比較して舗装の長寿命化が図

れる事例がある。ただし、これまで実績の無い配合等で使用する場合には、室内試験等によりその

効果（わだち掘れ抵抗性等）を事前に確認することが必要である。 

 

(14) 藻場、浅場・干潟造成材、覆砂材、人工砂浜等 

フェロニッケルスラグを覆砂材・人工砂浜等に用いる構造物の設計は、材料の特性をよく把握し

た上で、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」及び「海岸保全施設の技術上の基準・同解説」に

示される方法によって行うこととする。また、「海の自然再生ハンドブック」を参考とすることが

できる。 

フェロニッケルスラグを覆砂材に利用する場合、天然砂による覆砂と同様に、在来地盤を覆砂す

ることにより、底生生物が増加することが期待される。また、フェロニッケルスラグから溶出する

鉄が、生物に有害な硫化水素と反応することで、硫化水素を不活性化し、通常の覆砂よりも底生生

物の生息環境の改善効果が高くなることが期待される。さらに、鉄がリンと反応・不活性化するこ

とで、通常の覆砂よりも栄養塩の抑制効果が高くなることが期待される。 

 

 

図 3.15.16 フェロニッケルスラグの深場の覆砂材としての活用により期待される効果 
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(15) 今後の検討を要する用途 

1) 裏込材 

フェロニッケルスラグを裏込材に用いる構造物の設計は、材料の特性をよく把握した上で、天然

の材料との違いに注意しながら「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に示される天然の砂や砂利

を対象とした方法によって行う。 

また、フェロニッケルスラグには、細粒分も含まれており、通常の天然の砂や砂利の場合と同様

に、ケーソンの隙間からの流出を防止する対策が求められる。 

裏込工が用いられる構造物には、重力式係船岸、矢板式係船岸などがある。これらの対象構造物

全体として、所要の性能を確保する必要がある。必要な性能が得られているかを照査する際に、

「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の、施設編 第 5 章 2.2 重力式係船岸、2.3 矢板式係船岸

などを参照することができる。 

裏込工に主に求められる特徴のみを簡単に述べる。利用に際しては、実際に使用するフェロニッ

ケルスラグの性質をよく把握して適切な値を設定する必要がある。 

 

a)土粒子密度及び単位体積重量 

フェロニッケルスラグ粒子は密度が大きいため、天然の砂よりも大きな単位体積重量を示す。概

ね水砕品で 20.5kN/m3 程度、加工品で 23.5kN/m3 程度の値を有している。なお、粒度分布の影響も大

きく受ける。粒度が良い FNS-Cの方が、密に詰まるため、単位体積重量が大きくなる。 

 

b)せん断強度 

フェロニッケルスラグの種類では、水砕品でφd＝32°程度（Dr=60%の場合)、加工品でφd＝37°

程度（Dr=60%の場合)の値を有している。裏込材として用いるには十分な値を有していると考えられ

る。 

 

裏込工の再利用は想定されず、溶出経路は海水または地下水の 2種類が想定される。また、フェ

ロニッケルスラグ単味または他材料と混合して利用される。上記に基づき、環境安全形式検査は次

による。 

・試験項目及び試験方法：非鉄スラグ試料または他材料と混合したものを試料とし、JIS K 

0058-1の 5.による溶出試験を実施する。 

・環境安全品質基準：溶出経路に基づき港湾用途溶出量基準または一般用途溶出量基準の何れか

を適用する。 

 

 

3.15.5 関連法令 

フェロニッケルスラグは産業副産物等に該当する。産業副産物等の法令上の取り扱いについては、

「1.4.2 環境安全の考え方」を参照のこと。 
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3.15.6 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

フェロニッケルスラグを材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサイ

クル材料として利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当箇所

を参照し、検討を行う。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.16 亜鉛スラグ 

3.16.1 製造・供給 

（解説） 

(1) 製造方法 

 亜鉛スラグは、乾式の亜鉛製錬設備である亜鉛熔鉱炉（ISP炉）、亜鉛半熔鉱炉（MF炉）によって亜

鉛原料から亜鉛もしくは粗酸化亜鉛を製造する際に生成された溶融スラグを、水急冷により水砕産物と

する方法で生産されている1)2)。工場によっては熔鉱炉、半熔鉱炉から産出した溶融スラグをスラグフュ

ーミング炉へ導入し、還元剤をスラグ中に吹き込むことによってスラグ中の亜鉛などの金属成分を揮

発・回収して、スラグの品質を改善している3)4)。 

  

亜鉛原料
焼結設備
製団設備

熔鉱炉
半熔鉱炉

水砕設備
（水で急冷）

亜鉛スラグ
中詰材

スラグ
フューミング炉

 
出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

図 3.16.1 亜鉛スラグの生成過程 

 

国内では亜鉛熔鉱炉（ISP炉）と亜鉛半熔鉱炉（MF炉）が亜鉛スラグを産出している。表 3.16.1に国

内の２工場を示す。 

 

表 3.16.1 乾式亜鉛製錬所 

  炉の種類 製造所 亜鉛スラグ生産量 

1 
熔鉱炉（ISP 炉) 

＋ 
スラグフューミング炉 

八戸製錬㈱八戸製錬所 
青森県八戸市大字河原木 

85千トン/年 

2 
半熔鉱炉 
（MF炉) 

三池製錬㈱熔錬工場 
福岡県大牟田市新開町 

75千トン/年 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

【参考文献】 

1) 吾妻伸一：八戸製錬所における亜鉛・鉛製錬、Journal of MMIJ Vol.123（No.12)、pp.661-665、

平成 19年 

2) 野田眞治：ＭＦ炉増処理に向けた諸改善、Journal of MMIJ Vol.123(No.12)、pp.730-733、平成

19年 

3) T.Sekiguti and S.Azuma：Slag fuming at Hachinohe Smelter、The Metallurgical Society of 

CIM、pp.299-311、平成 10年 

4) 榎本 潮：八戸製錬所のスラグ処理改善について、Autumn Symposium of MMIJ/D5-4、pp.311-313、

2003 

亜鉛スラグは、亜鉛を製錬する過程の中で原料中の鉄分と硅石分が結合した溶融スラグを、高圧水

により冷却し、砂状に水砕したものである。性状はガラス質で、黒色を呈している。 
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(2) 供給・利用の状況 

1) 供給地域 

東北、九州 

 

2) 事業所の立地場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27 年 9 月）より

作成 

図 3.16.2 亜鉛スラグ製造所（亜鉛製錬所）の立地場所 

 

3) 生産量 

亜鉛スラグ：約 13,600t/月（2018年～2022年平均、販売実績ベース） 
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出典）日本鉱業協会提供資料より作成 

図 3.16.3 亜鉛スラグの販売実績の推移 

 

青森県八戸市 

福岡県大牟田市 
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3.16.2 品質 

(1) 物理的性質 

1) 亜鉛スラグの粒径はほぼ 5mm以下の砂状であり、粒径 0.1mm以下の細粒をほとんど含まない。 

2) 亜鉛スラグの土粒子密度は 3.6g/cm3程度であり、一般的な砂（2.7g/cm3)に比べ大きい。  

3) 亜鉛スラグを水中投入した際の堆積後の飽和単位体積重量は、概ね 23.5kN/m3である。 

（解説） 

1) 粒度 

亜鉛スラグの粒度分布（測定例）を図 3.16.4に示す。 

亜鉛スラグの代表的な粒径と均等係数の一例を表 3.16.2に示す。均等係数が2と単粒度である。 

 

表 3.16.2 亜鉛スラグの粒径と均等係数の一例 

名称 
60％粒径 平均粒径 10％粒径 均等係数 
D60(mm) D50(mm) D10(mm) UC 

ZNS-A 0.77 0.68 0.38 2.08 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 
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分

率
（
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）

シルト 細砂 中砂 粗砂 細礫 中礫 粗礫

0.075 0.25 0.85 2 4.75 19 75

 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

図 3.16.4 亜鉛スラグの粒度分布（測定例) 

 

2) 土粒子密度 

亜鉛スラグの土粒子密度、最大・最小密度試験の一例を表 3.16.3に示す。 

亜鉛スラグの土粒子密度は3.6g/cm3程度であり、一般的な砂（2.7g/cm3）に比べ重い。 
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表 3.16.3 亜鉛スラグの土粒子密度、最大・最小密度試験の一例 

    土粒子密度 最少乾燥密度 最大乾燥密度 
名称 対象スラグ (g/cm3) (ρdmin) (ρdmax) 

      (g/cm3) (g/cm3) 

ZNS-A FNS-5-0.3 3.622 1.77 2.18 
出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

3) 飽和単位体積重量 

 ケーソン等の本体工への中詰材の投入を模擬した亜鉛スラグを用いた水中落下実験を実施し、相対密

度は 48～71％であることが確認されている。この範囲における飽和単位体積重量γsatの試算の結果、

23.1～23.9kN/m3（平均23.5kN/m3）程度となった。 

なお、試算に必要な物性値は表 3.16.3の値を用いた（水の密度は海水密度1.03g/cm3とした）。  

なお、現在、中詰材の飽和単位体積重量の品質管理方法としては、水を張った容器に中詰材を投入し、

その際の単位体積重量を測定する方法（軽装法と一般的に呼ばれる）で行われている場合が多い。 

 

 

(2) 力学的性質 

1) 亜鉛スラグの透水係数は相対密度 Drが 60％の状態で 1×10-3cm/s 程度である。突き固めにより透水

係数は 4割程度低下する。 

2) 突き固めによる破砕の程度は低い。 

3) 亜鉛スラグのせん断抵抗角φdは、32°程度である。 

（解説） 

1) 透水性 

亜鉛スラグの透水試験結果の一例を表 3.16.4に示す。透水係数はDr60％の状態で1×10-3 cm/s程度で

ある。 

表 3.16.4 亜鉛スラグの透水試験結果の一例 

名称 
透水係数 10％粒径 試験時のρd(g/cm3) 
k(cm/s) D10(mm) (Dr60％) 

ZNS-A 1.09×10-3 0.38 1.99 
出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

突固めた亜鉛スラグの透水試験結果を表 3.16.5に示す。突き固めた亜鉛スラグの透水係数は、8×10-

4cm/s程度であり、突き固めにより透水係数は4割程度低下する。 

 

表 3.16.5 突固めた亜鉛スラグの透水試験結果の一例 

名称 k(cm/s) A-c法 k(cm/s) C-c法 
透水係数の 
低下率（％) 

ZNS-A 8.40×10-4 4.85×10-4 42.3% 
出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 
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2) 突き固めによる破砕 

突固め透水試験前後の粒度変化を図 3.16.5に示す。突き固め前後の粒度分布から、破砕の程度は低

いことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

図 3.16.5 突固め透水試験前後の粒度変化（ZNS-A) 

 

3) せん断抵抗角 

亜鉛スラグの三軸圧縮試験（CD法）のせん断抵抗角φdの一例を表 3.16.6に示す。 

亜鉛スラグのせん断抵抗角φdは 32° ～33°程度（Dr=60%で 32.3°）である。 

 

表 3.16.6 亜鉛スラグの三軸圧縮試験（CD法)のせん断抵抗角φdの一例 

  
スラグ種 

Dr=40％ Dr=60％ Dr=80％ 

  φd（°） φd（°） φd（°） 

ZNS-A 水砕品 32.0 32.3 33.4 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

亜鉛スラグの応力ひずみの関係を図 3.16.6に示す。 

ピークの主応力差の発生位置が明確でなく、軸ひずみ 15％のときに生じていること、せん断中の体積

ひずみがすべて圧縮側であることが特徴的である。 
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出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

図 3.16.6 亜鉛スラグの三軸圧縮試験（CD法)の応力ひずみの関係 

 

 

(3) 化学的性質 

亜鉛スラグは、酸化鉄（FeO)、珪酸（SiO2)、酸化カルシウム（CaO)、酸化アルミニウム（Al2O3)が

主成分をなしている。 

（解説） 

1) 化学成分 

亜鉛スラグの化学成分の一例を表 3.16.7に示す。 

 

表 3.16.7 亜鉛スラグの化学成分分析の一例 

化学成分 FeO Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO MgO Zn Cu 

分析値 (%) 31.30 7.20 21.30 10.20 17.90 2.10 3.40 0.75 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

2) 環境安全品質 

① 溶出量 

亜鉛スラグに関して、環境安全品質基準に設定された化学物質について、JIS K 0058-1による溶出量

試験を行った結果の一例を表 3.16.8に示す。全て港湾用途の基準値未満であった。 
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表 3.16.8 亜鉛スラグの溶出量試験結果の一例 

分析対象 カドミウム 鉛 六価クロム ひ素 水銀 セレン ふっ素 ほう素 

溶出量(mg/L) ＜0.001 ＜0.005 ＜0.01 0.02 ＜0.0005 ＜0.005 0.20 ＜0.1 

環境安全品質基準 

(港湾用途)(mg/L) 
≦0.009 ≦0.03 ≦0.15 ≦0.03 ≦0.0015 ≦0.03 ≦15 ≦20 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 

 

② 含有量 

亜鉛スラグに関して、環境安全品質基準に設定された化学物質について、JIS K 0058-2に基づく含有

量試験値の一例を表 3.16.9に示す。カドミウム、六価クロム、水銀、ほう素、ふっ素は定量限界未満

であった。一方、ひ素と鉛は、一般用途における基準値より高くなっていた。 

以上のことから、一般用途として使用する場合は、他材料との混合利用が前提となる。一方、含有量

に関する基準が適用されない港湾用途においてはそのまま使用することができる。ただし、含有量に関

する基準値の10倍未満であることを確認する必要がある。 

 

表 3.16.9 亜鉛スラグの含有量試験結果の一例 

分析対象 カドミウム 鉛 六価クロム ひ素 水銀 セレン ほう素 ふっ素 

含有量(㎎/kg) ＜1 150 ＜1 550 ＜0.1 ＜1 840 360 

基準値(㎎/kg) ≦150 ≦150 ≦250 ≦150 ≦15 ≦150 ≦4000 ≦4000 

出典）港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル（（一財）沿岸技術研究センター、平成 27年 9月） 
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3.16.3 適用用途 

(1) 概要 

亜鉛スラグをリサイクル材として利用する場合は、関係する基準類に準拠し、用途において定まる

要求性能を満たす材料を用いるものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、亜鉛スラグを各用途に利用する場合の評価を行った結果を表 

3.16.10 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性等）がある場

合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 

 

表 3.16.10 亜鉛スラグの適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)亜鉛スラグの本体工中詰材への適用が挙
げられ、亜鉛スラグの物理的特性値等を踏ま
えた適用性が評価されている。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・防波堤整備事業（国交省）
・漁港整備工事（管理者）

1)

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑩ 裏込材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑭ 路床盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑮ 路盤材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

- - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

1)港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技術マニュアル((一財)沿岸技術研究センター、平成27年9月)

出典)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

 

 

 

 

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 



3-16-9 

 

(2) 中詰材 

1) 共通事項 

本体工に中詰材が用いられる構造物には、ケーソン、鋼板セルなどがある。これらの対象構造物全体

として、所要の性能を確保する必要がある。必要な性能が得られているかを照査する際に、「港湾の施

設の技術上の基準・同解説」の施設編 第 2 章 2.2 ケーソン、第 5 章 2.7 二重矢板式係船岸、2.9 根

入れを有するセル式係船岸、2.10置きセル式係船岸などを参照することができる。 

 亜鉛スラグには、天然の砂に比べ単位体積重量が大きく、せん断抵抗角は同程度という特徴がある。

また、水硬性のような特有の性質もないため、中詰材としてその特性を有効に活用するならば、天然の

砂を用いた場合よりも経済的な設計をすることが期待できる。 

 上述のように、亜鉛スラグは中詰材として適しており、ケーソン中詰材として、既に多数の利用実績

がある。 

 亜鉛スラグを中詰材に用いる構造物の設計は、材料の特性をよく把握した上で、天然の材料との違い

に注意しながら「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に示される天然の砂や砂利を対象とした方法に

よって行う。 

以下、材料の特性値について述べる。 

 

a)土粒子密度及び単位体積重量 

 亜鉛スラグ粒子は密度が大きいため、天然の砂よりも大きな単位体積重量を示す。概ね水砕品で

23.5kN/m3程度の値を有している。 

 利用に際しては、実際に使用する亜鉛スラグの性質をよく把握して適切な値を設定する必要がある。 

 

b)せん断強度 

 φd＝32°程度（Dr=60%の場合）の値を有している。本体工中詰材として用いるには十分な値を有して

いると考えられる。 

 

 本体工中詰材の環境安全品質の評価の際には、試験項目は溶出量、環境安全品質基準は港湾用途とし

てよい。 

  

2) ケーソン中詰材として利用する場合の設計 

亜鉛スラグをケーソン中詰材として利用する場合、既設の防波堤に使用することで、作用する水平波

力への耐力となる鉛直荷重の増加が可能となり、新設の防波堤に使用すれば、ケーソン本体の堤体幅を

小さくすることが可能となるケースもある。ただし、重量が大きい分、内部土圧も大きくなる。この内

部土圧の計算は、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に準じて行う。 

 亜鉛スラグをケーソン中詰材として利用する場合、これらのことを踏まえて、実際に使用する材料の

性質をよく把握し、適切に使用する必要がある。 
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3) セル及び二重矢板式構造物の中詰材として利用する場合の設計 

亜鉛スラグをセル及び二重矢板式構造物の中詰材として利用する場合には、重量の大きな材料を用い

た方が、せん断変形に対する安定性が重力式壁体としての安定性が高くなり有利となる場合が多い。但

し、中詰重量が大きい分セルや矢板の張力は大きくなる。 

また、せん断抵抗角の大きな材料を用いた場合にも、せん断変形に対する抵抗モーメントを高めるこ

とになり、経済的な設計を得ることができる場合が多い。 

内部土圧の計算は、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に準じて行う。 

 亜鉛スラグをケーソン中詰材として利用する場合、これらのことを踏まえて、実際に使用する材料の

性質をよく把握し、適切に使用する必要がある。 

 

 

3.16.4 関係法令 

 亜鉛スラグは産業副産物等に該当する。産業副産物等の法令上の取り扱いについては、「1.4.2 環

境安全の考え方」を参照のこと。 

 

 

3.16.5 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

亜鉛スラグを材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサイクル材料と

して利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当箇所を参照し、

検討を行う。 

亜鉛スラグは、ひ素と鉛の含有量が土壌基準より高い値となっている。そのため、用途は港湾用途に

限定される。通常再利用は想定されないが、もし再利用する場合は港湾用途に限定される。また、廃棄

する場合は廃棄物処理法に対応した処理が必要である。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.17 貝殻 

3.17.1 製造・供給 

（解説） 

(1) 製造方法 

1) カキ殻 

カキ殻は、カキ養殖により発生したカキ殻を主に破砕した後、建設資材として利用されている。

水質浄化材料としては、カキ殻をそのままの状態で活用することも可能である。 

 

2) ホタテ殻 

ホタテ殻については、ホタテの加工過程において原貝の洗浄、及びボイル加工処理を施した後に

脱殻した貝殻を原材料とし、コンクリート用細骨材の標準粒度を満足する状態に破砕したものを

「シェルサンド」として製造されている。 

 

(2) 供給・利用の状況 

1) カキ殻 

カキ殻は、広島県等のカキ収穫量の多い地域で大量に発生することになる。従来は飼料・肥料へ

の活用が主な処分法であったが、近年は建設資材としての有効利用も図られている。 
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出典）令和 2 年漁業･養殖業生産統計 

図 3.17.1 カキ収穫量の推移 
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注）収穫量がゼロまたは秘匿値である都道府県を除く。 

出典）令和 2 年漁業･養殖業生産統計 

図 3.17.2 都道府県別カキ収穫量（令和 2年） 

貝殻（カキ殻、ホタテ殻）は、主に破砕後、建設資材として供給されている。 
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2) ホタテ殻 

ホタテ貝の平成 20 年度における全国の生産量は約 53 万 t であり、その生産地域のほとんどは北

海道沿岸と青森県陸奥湾に限られている。 

ホタテ重量の約 50%が貝殻と考えられることから、ホタテ貝殻の年間生産量は約 27 万 t と推測さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾構造物へのシェルコンクリート適用ガイドライン（案）改訂版（平成 21 年 3 月、国土交通省東北地方整備局

仙台港湾空港技術調査事務所） 

図 3.17.3 ホタテの構成区分（数字は重量比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）平成 10～17 年度：港湾構造物へのシェルコンクリート適用ガイドライン（案）改訂版（平成 21 年 3 月、国土交通

省東北地方整備局仙台港湾空港技術調査事務所） 

平成 18～20 年度：平成 21 年度 青森港シェルコンクリート消波ブロック製作基礎調査報告書（平成 22 年 3 月、

日本国土開発株式会社） 

 

図 3.17.4 ホタテ生産量の推移 
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3.17.2 品質 

（解説） 

(1) カキ殻 

1) 物理・力学的性質 

カキ殻、カキ殻と砂の混合材、及び砂の室内土質試験結果の例を表 3.17.1 及び図 3.17.5 に示す。

これらの結果より、カキ殻の特徴として以下のものが挙げられる。 

・せん断抵抗角は砂と同程度かそれより大きい。 

・比重及び粒子密度は砂より小さい。 

・透水性は一般的な砂に比べて大きい。 

・CBRは一般的な砂と同程度である。 

・破砕されたカキ殻の粒度分布は、砂と同じ分布型である。 
 
 

表 3.17.1 カキ殻の室内試験結果（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）Dmax は、最大粒径を表す。 

出典）西塚登：SCP 工法におけるカキ殻の活用について、第 11 回港湾技術報告会報告概要集、（財）沿岸開発技術研

究センター、平成 6 年 

粉砕した貝殻（カキ殻、ホタテ殻）の品質について、室内試験等で把握されている。 
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注）Dmax は、最大粒径を表す。 

出典）西塚登：SCP 工法におけるカキ殻の活用について、第 11 回港湾技術報告会報告概要集、（財）沿岸開発技術研

究センター、平成 6 年 

図 3.17.5 カキ殻の粒度分布（例） 

 

2) 化学的性質 

カキ殻は炭酸カルシウムを主成分とし、数％の有機物等を含む 1)。 
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(2) ホタテ殻 

1) 物理・力学的性質 

サンドドレーン材として、ホタテ殻を 75mm 以下に粉砕し、ホタテ殻混合材の特性を比較したもの

を表 3.17.2に示す。この結果より、ホタテ殻の特徴として以下のものが挙げられる。 

・密度は砂と同程度である。 

・乾燥密度及び単位容積質量は砂より小さい。 

・粒子が大きいため、透水性は砂より大きい。 

 

表 3.17.2 ホタテ殻の室内試験結果（例） 
 

 
試 料 番 号 

（深 さ） 

購入砂 

ﾎﾀﾃ殻:砂 

0： 100 

混合材料① 

ﾎﾀﾃ殻:砂

30：70 

混合材料② 

ﾎﾀﾃ殻:砂 

50：50 

混合材料③ 

ﾎﾀﾃ殻:砂 

70：30 

ホタテ殻 

ﾎﾀﾃ殻:砂 

100：0 

一 般 

湿潤密度 ρｔ   g/cm3      

乾燥密度 ρd  g/cm3      

土粒子の密度 ρs g/cm3 2.672 2.676 2.680 2.684 2.709 

自然含水比 Wn  ％ 8.6 6.6 5.4 4.4 2.6 

間 隙 比 e      

飽 和 度 Sr  ％      

粒 度 

礫 分 2～75mm     ％ 39 50 61 66 92.6 

砂 分 75μm～2mm ％ 53 44 34 29 7.2 

シルト分 5～75μm ％ 4 6 5 5 0.2 

粘土分 5μm 未満  ％ 4     

均 等 係 数 Uc 15.2 17.5 18.3 25.4 3.4 

曲 率 係 数 Uc' 2.1 1.9 1.9 1.9 1.4 

最 大 粒 径   mm 9.5 26.5 26.5 37.5 37.5 

分 類 
分 類 名 

粘性土混じ

り礫質砂 

粘性土まじ

り砂質礫 

粘性土まじ

り砂質礫 

粒径幅の広

い砂質礫 

分級された

砂まじり礫 

分 類 記 号 (SG-Cs) (GS-Cs) (GS-Cs) (GWS) (GP-S) 

最大最小 
最大乾燥密度    g/cm3 1.457 1.398 1.451 1.412 1.291 

最小乾燥密度    g/cm3 1.164 1.086 1.153 1.130 0.987 

透 水 

試験方法 定水位法 定水位法 定水位法 定水位法 定水位法 

 

透水係数 k 

cm/s 

Dr=40% 2.18×10-1 2.67×10-1 1.74×10-1 2.60×10-1  

Dr=60% 1.02×10-1 2.53×10-1 1.10×10-1 1.82×10-1  

Dr=80% 9.76×10-2 1.40×10-1 7.73×10-2 1.73×10-1  

単位容積  

質量試験 

湿潤単位容積質量 kg/L 1.25 1.20 1.14 1.06 0.90 

含 水 比 ％ 8.3 6.3 5.3 4.1 2.8 

乾燥単位容積質量 kg/L 1.15 1.13 1.08 1.02 0.88 
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2) 化学的性質 

① 主成分 

ホタテ殻の主成分は炭酸カルシウムである。なお、炭酸カルシウムは結晶構造の違いによりカル

サイト、アラゴナイト、及びバテライトに分類されるが、破砕されたホタテ殻は、コンクリート用

石灰石微粉末の主成分と同じく、カルサイトである。 

 

② 有機不純物及び塩化物量 

ホタテの加工過程において、原貝の洗浄、及びボイル加工処理を経ていないホタテ貝殻を用いる

場合は、有機不純物及び塩化物量について要求性能を満足することを確認する必要がある。 

 

 

3.17.3 加工・改良技術 

ホタテ殻をシェルコンクリートとして利用するための加工・改良技術については、「港湾構造物へ

のシェルコンクリート適用ガイドライン（案）改訂版」を参照することができる。 

（解説） 

「港湾構造物へのシェルコンクリート適用ガイドライン（案）改訂版」（平成 21 年 3 月、仙台港

湾空港技術調査事務所）において、コンクリート用細骨材の標準粒度を満足する状態に破砕したホ

タテ殻（シェルサンド）を細骨材の一部に置換して製造するコンクリート（シェルコンクリート）

について、製造方法、耐久性、港湾構造物での適用性等が示されているので、参照されたい。 

 

 

3.17.4 適用用途 

(1) 概要 

貝殻をリサイクル材として利用する場合は、関係する基準類に準拠し、用途において定まる要求性

能を満たす材料を用いるものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、貝殻（カキ殻、ホタテ殻）を各用途に利用する場合の評価を

行った結果を表 3.17.3、表 3.17.4に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加

工・改良の必要性等）がある場合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 
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表 3.17.3 貝殻（カキ殻）の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材
△

(砂混合)
D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で用途として利
用可能であるが、課題等も挙げられている。
(p.3-17-12)
【主な内容】
・1)各種骨材実験等を実施し、ﾎﾀﾃ貝殻および
ｶｷ貝殻のｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材としての適性につい
て検討。ｶｷ貝殻置換率15～45％では、粒度分
布、密度、吸水率ともに基準を満たした。
・2)細骨材の利用として多量に用いることに
よって粗骨材と同様にｺﾝｸﾘｰﾄ強度が低下する
恐れがあることを指摘。

-

●利用実績なし

1)
2)

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 × E

●現段階では利用が難しいと考えられるも
の。
【主な内容】
・2)牡蠣殻を粗骨材として用いたﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ
(Oy-PoC)の圧縮強度は砕石ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄよりも
低く、透水性は牡蠣殻骨材の異方性の影響が
みられ、植生基盤への適用は可能。
・粗骨材として用いるには牡蠣殻全体の強度
が砕石と比較して小さすぎるため、ｺﾝｸﾘｰﾄ強
度低下の恐れが懸念。

-

●利用実績なし

2)

③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材
△

(砂混合)
D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・査読なしの研究論文等（講演資料等）に限
られている。
・3)4)5)に示す引用文献の精度に不確実性が
ある。【査読無し】

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・防波堤基礎(改良)工事（国交省） 3)

4)
5)

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑩ 裏込材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑭ 路床盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑮ 路盤材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

○
(浅場・干
潟,覆砂)

C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・ 6) ｶ ｷ殻が持つ様々な機能や有効性に着目
し、優れた底質改良材として実用化すること
を目的とした研究の成果として、底質改良材
としての効果などが立証されたことや、ｶｷ殻
堆積個所においてｺﾞｶｲ類の生息密度が周辺海
域に比べて格段に高いことなどが明らかにさ
れている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・護岸改良工事（国交省）

6)

⑱ その他
○

(水質浄化
材料)

C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・7)環境浄化への利用を目的とした研究開発
が行われている。
・8)横浜港内日本丸ﾄﾞｯｸの赤潮が発生しない
原因として、大量のｶｷによる水質浄化が起因
している。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・水質浄化実験（管理者）

7)
8)

出典)

1)他産業ﾘｻｲｸﾙ材料の利用技術に関する研究(土木研究所、平成18年3月)

2)牡蠣殻を骨材として利用したﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄの植栽能力に関する研究(科学研究費補助金研究成果報告書、平成21年6月)

3)ｶｷ殻混り砂の工学的特性について：橋立他第28回土質工学研究発表会,1992

4)ｶｷ殻混り砂の特性とｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙへの適用：第29回土質工学研究発表会,1994

5)SCP工法におけるｶｷ殻の活用について：西塚　第11回港湾技術報告会報告概要集,1994

6)水産系副産物(貝殻)の漁場造成事業への活用(水産工学、平成20年)

7)廃棄牡蠣殻の環境浄化への活性化研究(岩手県環境保健研究ｾﾝﾀｰ年報　第4号　平成16年度(2004))

8)日本丸ﾄﾞｯｸにおけるｶｷによる水質浄化(横浜市環境科学研究所報 第32 号 2008)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

 

 

 

 

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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表 3.17.4 貝殻（ホタテ殻）の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 ○＋

(砂混合)
B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)2)細粉砕したﾎﾀﾃ貝殻を山砂と混合して細
骨材としたｺﾝｸﾘｰﾄについて、その基本的性質
や適用性等の検討が行われ、適度な粒度に調
整すること、ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材として適用可能
な粒度分布を得ること、普通ｺﾝｸﾘｰﾄと遜色の
ない強度を得られることを確認。
・2)ホタテ貝殻を細骨材の一部に置換したコ
ンクリートを港湾構造物へ適用する際のガイ
ドライン（案）が整備されている。なお、置
換率の増加に伴いコンクリートのワーカビリ
ティが低下することが報告されており、施工
性を重視して置換率の上限率は50%に規定され
ている。
・3)使用済みホタテ貝殻粉砕物（マッシェル
パウダー）の基本特性、防波堤の胸壁コンク
リートの適用性について検討。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・ｹｰｿﾝ根固ﾌﾞﾛｯｸ製作（国交省）
・防波堤・胸壁コンクリート製作（国交
省）

1)
2)
3)

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材
○

(砂混合)
C

●標準材料に準ずる性能を有する。
・標準材料と同等、または利用実績や実証実
験などで確認され利用可能性の高いものと評
価。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・地盤改良工法検討調査（国交省）

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材
○

(砂混合)
C

●標準材料に準ずる性能を有する。
・標準材料と同等、または利用実績や実証実
験などで確認され利用可能性の高いものと評
価。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工法検討調査（国交
省）

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材
△

(砂混合)
D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で、用途の検討
が行われたことは確認できないが、公共工事
において利用実績があり、かつ利用面で汎用
性が高いと考えられる。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・漁港建設工事（国交省）

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ
△

（砂混合）
C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・4)5)6)ホタテ貝殻を細骨材として利用した
シェルコンクリートを消波ブロックに適用す
る場合の適用性、施工時の留意点等について
記載されている。また実証試験により、適用
性に問題が無いことが確認されている。

-

●利用実績なし

4)
5)
6)

⑩ 裏込材
△

(砂混合)
C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・7)破砕したﾎﾀﾃ貝殻を混合した砂について、
内部摩擦角を中心に検討した結果、ﾎﾀﾃ貝殻を
混合した砂を裏込材へ適用できることを確
認。

-

●利用実績なし

7)

⑪ 裏埋材
△

(砂混合)
C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・裏込材の技術資料、利用実績等を基に、利
用検討が可能と考えられる。

-

●利用実績なし

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑭ 路床盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑮ 路盤材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で、用途の検討
が行われたことは確認できないが、公共工事
において利用実績があり、かつ利用面で汎用
性が高いと考えられる。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・港湾建設工事（国交省）

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材

○
(As舗装骨
材、石粉混

合)

C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・8)ﾎﾀﾃ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物は、ﾏｰｼｬﾙ試験やﾎｲｰ
ﾙ試験などの全ての規格を満足することがで
き、耐流動性、すりへり抵抗性、凍結融解に
対する耐久性を有することを確認。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・道路試験施工（国交省）

8)

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

- -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
出典)

1)ﾎﾀﾃ貝殻のｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材への活用(仙台港湾空港技術調査事務所、平成18年)

2)港湾構造物へのｼｪﾙｺﾝｸﾘｰﾄ適用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案）改訂版（平成21年3月、仙台港湾空港技術調査事務所）

3)細骨材にホタテ貝殻を活用したコンクリートの海洋構造物への適用性について（第59回北海道開発技術研究発表会、平成28年2月）

4)平成21年度　青森港シェルコンクリート消波ブロック製作基礎調査報告書（日本国土開発株式会社）

5)平成22年度　青森港シェルコンクリート消波ブロック活用分析調査報告書（日本国土開発株式会社）

6)平成21年度補正（実施設計調査費）青森港沖館地区環境配慮型港内反射波対策実証実験報告書（国土交通省東北地方整備局青森港湾事務所）

7)水産系副産物(貝殻)の裏込材への有効利用に関する基礎的研究-ﾎﾀﾃ貝殻を混合した砂の内部摩擦角-(海洋開発論文集、平成16年6月)

8)ﾎﾀﾃ貝殻粉末のｱｽﾌｧﾙﾄ鋪装材としての適用性(北海道開発土木研究所月報、No598　2003年3月)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 
注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 



3-17-9 

(2) コンクリート用細骨材 

1) ホタテ殻 

細骨材のホタテ殻への置換率の増加に伴いコンクリートのワーカビリティが低下することが報告

されており、「港湾構造物へのシェルコンクリート適用ガイドライン（案）改訂版」では、置換率

の上限率は 50%に規定されている。したがって、砂を混合して利用し、利用するコンクリートの性

能に応じて、適切に置換率を設定する必要がある。 

また、ホタテ殻を港湾構造物に利用する場合は、「港湾構造物へのシェルコンクリート適用ガイ

ドライン（案）改訂版」に、ホタテ殻を利用したコンクリートの製造方法、耐久性、港湾構造物で

の適用性等についての記載があるため、参考とされたい。 

港湾構造物以外へのホタテ殻の利用については、利用に当たってのマニュアル類は整備されてい

ないことから、関連論文や利用実績等を参照し、必要に応じて室内試験や試験施工等により要求性

能を満足することを確認することが望ましい。 

【既存工事における検討事項】 

・室内試験により、ホタテ貝殻（シェルサンド）及びシェルコンクリートの物理・力学的性質を

確認した。（技術開発実証工事） 

 

 

(3) バーチカルドレーン及びサンドマット材 

1) ホタテ殻 

ホタテ殻のサンドドレーン材への適用検討については、ホタテ殻を最大粒径 75mm 以下に破砕した

材料をホタテ殻と砂の混合比を 3：7 の割合（重量比）で混合し、一連の室内試験を経て試験施工が

実施されている。この結果、主に以下の結果が得られている 1)2）。 

・ホタテ貝殻の破砕においては、生産性と最大粒径の管理が課題となり、これらの克服のためコ

ンクリート破砕機及び振動ふるいを使用する破砕方法とした。 

・室内試験結果から、透水性などの特性は、砂及び砂と破砕したホタテ貝殻の混合材料では同程

度であった。 

・粒径加積曲線の適用範囲を満足するホタテ貝殻と砂の混合率は 3：7（重量比）となった。 

・沈下傾向等の改良効果の比較確認までは至っていないが、打設後の調査ボーリング結果では、

施工時の振動による材料の粒子破壊（細粒化）も認められず、透水性においても室内試験と顕

著な差はない。 

これらの結果を参考とし、バーチカルドレーン及びサンドマット材としての利用可能性について

検討するとともに、利用する場合には要求性能を満たすことを確認する必要がある。 

利用に当たってのマニュアル類は整備されていないことから、利用実績等を参照し、必要に応じ

て室内試験や試験施工等により要求性能を満足することを確認することが望ましい。 

 

【参考文献】 

1) 西塚登：ホタテ貝殻を農業資材として利用するための調査について、農業土木北海道、第 23 号、

平成 12年 
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2) 西塚登：港湾における廃棄物埋立地の地盤環境に関する研究の動向、港湾技術振興会（講演会講

演概要）、平成 12年 

 

 

(4) サンドコンパクションパイル材 

1) ホタテ殻 

ホタテ殻のサンドコンパクションパイル材への適用検討については、ホタテ殻を最大粒径 75mm 以

下に破砕した材料をホタテ殻と砂の混合比を 1：2 の割合（体積比）で混合し、一連の室内試験を経

て試験施工が実施されている。この結果、主に以下の結果が得られている 1)2）。 

・破砕したホタテ貝殻は、砂とブレンドすることにより粒度分布の範囲を満足する結果となり砂

と同等な評価が得られた。 

・改良効果については、杭間・杭芯での調査結果により設計目標Ｎ値を満足し、かつ本施工での

事後調査結果と比較し、ほぼ同等の改良効果が得られていることが確認でき、SCP 中詰材料とし

ての適用が可能である。 

・ケーシング内におけるブレンド材の体積変化率 Rv’は砂に比べ約 10％程度大きくなり、砂を使

用した場合と同等の効果を得るためには、砂の使用量に対し 10％程度の割増しを考える必要が

ある。 

これらの結果を参考とし、サンドコンパクションパイル材としての利用可能性について検討する

とともに、利用する場合には要求性能を満たすことを確認する必要がある。 

利用に当たってのマニュアル類は整備されていないことから、利用実績等を参照し、必要に応じ

て室内試験や試験施工等により要求性能を満足することを確認することが望ましい。 

【既存工事における検討事項】 

・室内試験及び試験施工により、物理的性質（粒子密度、粒度分布、最大最小密度、含水比）・

力学的性質（透水、一面せん断、締固め、修正 CBR、N 値）について確認した。（防波堤基礎

工事） 

 

【参考文献】 

1) 西塚登：ホタテ貝殻を農業資材として利用するための調査について、農業土木北海道、第 23 号、

平成 12年 

2) 西塚登：港湾における廃棄物埋立地の地盤環境に関する研究の動向、港湾技術振興会（講演会講

演概要）、平成 12年 

 

 

(5) アスファルト舗装骨材 

1) ホタテ殻 

ホタテ殻を混合したアスファルト混合物は、マーシャル試験やホイール試験などの全ての規格を

満足することができ、耐流動性、すりへり抵抗性、凍結融解に対する耐久性を有することを確認さ

れたとする研究成果がある 1）。また、道路試験施工への利用実績がある。 
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これらの研究成果及び利用実績を基に、アスファルト舗装骨材としての利用可能性について検討

するとともに、利用する場合には要求性能を満たすことを確認する必要がある。 

利用に当たってのマニュアル類は整備されていないことから、研究成果、利用実績等を参照し、

必要に応じて室内試験や試験施工等により要求性能を満足することを確認することが望ましい。 

 

【参考文献】 

1) ホタテ貝殻粉末のアスファルト鋪装材としての適用性、北海道開発土木研究所月報、No.598、平

成 15年 3月 

 

 

(6) 浅場・干潟造成、覆砂材 

1) カキ殻 

カキ殻を底質改良材として実用化することを目的とした研究の成果として、底質改良材としての

効果などが立証されるとともに、ゴカイ類の生息密度が周辺海域に比べて格段に高いことなどが明

らかにされている 1）。また、護岸改良工事への利用実績がある。 

これらの研究成果や利用実績を基に、浅場・干潟造成材、覆砂材等としての利用可能性について

検討するとともに、利用する場合には要求性能を満たすことを確認する必要がある。 

利用に当たってのマニュアル類は整備されていないことから、利用実績等を参照し、必要に応じ

て室内試験や試験施工等により要求性能を満足することを確認することが望ましい。 

【既存工事における検討事項】 

・カキ殻を人工漁礁構造物として利用する場合、環境改善効果把握のためのモニタリングとして、

水質、底質、底生生物、付着生物、プランクトン、卵・稚仔及び魚介類調査を実施した。（護

岸改良工事） 

 

【参考文献】 

1) 鳥井正也：水産系副産物(貝殻)の漁場造成事業への活用、水産工学、平成 20年 

 

 

(7) その他（水質浄化材） 

1) カキ殻 

カキ殻を水質浄化材としての利用を目的とした研究開発が行われている 1）。また、水質浄化実験

の実施実績がある。 

これらの研究成果や利用実績を基に、水質浄化材としての利用可能性について検討するとともに、

利用する場合には要求性能を満たすことを確認する必要がある。 

水質浄化材として利用する場合、港湾施設への新たな機能付加を期待することができる利点があ

る。一方で、利用に当たってのマニュアル類は整備されていないことから、利用実績等を参照し、

必要に応じて室内試験や試験施工等により要求性能を満足することを確認することが望ましい。 
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【参考文献】 

1) 岩手県環境保健研究センター：廃棄牡蠣殻の環境浄化への活性化研究、岩手県環境保健研究セン

ター年報、第 4号、平成 16年度 

 

 

(8) 今後の検討を要する用途 

1) コンクリート用細骨材 

① カキ殻 

細骨材として多量に用いた場合、コンクリート強度が低下する恐れがあることが指摘されている

1）。骨材実験の結果、カキ殻置換率 15～45%において、粒度分布、密度、吸水率が基準を満たした事

例がある 2）。したがって、カキ殻をコンクリート用細骨材に用いる場合は、砂を混合して利用し、

利用するコンクリートの性能に応じて、適切に置換率を設定する必要がある。 

利用に当たってのマニュアル類は整備されていないことから、関連論文や利用実績等を参照し、

必要に応じて室内試験や試験施工等により要求性能を満足することを確認することが望ましい。 

 

【参考文献】 

1) 牡蠣殻を骨材として利用したポーラスコンクリートの植栽能力に関する研究、科学研究費補助金

研究成果報告書、平成 21年 6 月 

2)(独)土木研究所：他産業リサイクル材料の利用技術に関する研究、平成 18 年 3月 

 

 

2) サンドコンパクションパイル材 

① カキ殻 

工学的特性等に関する研究が実施されている状況である 1)2)3）。 

利用に当たってのマニュアル類は整備されていないことから、利用実績等を参照し、必要に応じ

て室内試験や試験施工等により要求性能を満足することを確認することが望ましい。 

 

【参考文献】 

1) 橋立洋一、福田定吉、奥村樹郎、小林正直：カキ殻混り砂の工学的特性について、第 28 回土質工

学研究会発表会、平成 4年 

2) 橋立洋一、福田定吉、奥村樹郎、小林正直：カキ殻混り砂の特性とサンドコンパクションパイル

への適用、第 29回土質工学研究会発表会、平成 6年 

3) 西塚登：SCP工法におけるカキ殻の活用について、第 11回港湾技術報告会報告概要集、平成 6年 

 

3) 中詰材 

① ホタテ殻 

漁港建設工事における実績があるが、利用に当たってのマニュアル類は整備されていない状況で

ある。したがって、利用実績、研究成果等を参考とし、中詰材としての利用可能性について検討す
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るとともに、利用する場合には、必要に応じて室内試験や試験施工等により要求性能を満足するこ

とを確認することが望ましい。 

【既存工事における検討事項】 

・湿潤飽和単位容積質量試験を行った結果、設計上の規格値(18.1kN/m3)を満たしていなかったた

め、混合する中詰砂の見直しを行った。（漁港建設工事） 

・縮小モデルによる室内試験沈下結果では、初期沈下はホタテ貝殻が砂の沈下を大きく上回り、

時間経過とともに沈下量が同様となる結果であった。初期沈下対策として 50mm 程度の余盛が

必要と判断された。（漁港建設工事） 

・関係自治体より、陸上に堆積した場合の景観や臭いについて懸念があったが、海上輸送し、そ

のまま海上投入することにより対応した。（漁港建設工事） 

 

4) 被覆石、根固・消波ブロック 

① ホタテ殻 

ホタテ殻を細骨材として利用したシェルコンクリートの消波ブロックへの適用については、適用

性や施工時の留意点等について検討するとともに、実証試験の実施により、適用性に問題がないこ

とを確認された実績 1)2)3）がある。これらの利用実績を参考とし、被覆石、根固・消波ブロックとし

ての利用可能性について検討するとともに、利用する場合には、必要に応じて室内試験や試験施工

等により要求性能を満足することを確認することが望ましい。 

 

【参考文献】 

1)日本国土開発株式会社：平成 21年度青森港シェルコンクリート消波ブロック製作基礎調査報告書 

2)日本国土開発株式会社：平成 22年度青森港シェルコンクリート消波ブロック活用分析調査報告書 

3)国土交通省東北地方整備局青森港湾事務所：平成 21 年度補正（実施設計調査費）青森港沖館地区

環境配慮型港内反射波対策実証実験報告書 

 

5) 裏込材 

① ホタテ殻 

破砕したホタテ貝殻を混合した砂について、せん断抵抗角を中心に検討した結果、裏込材へ適用

できることが確認された研究成果 1）がある。 

これらの情報を参考とし、裏込材としての利用可能性について検討するとともに、利用する場合

には、必要に応じて室内試験や試験施工等により要求性能を満足することを確認することが望まし

い。 

 

【参考文献】 

1)水産系副産物(貝殻)の裏込材への有効利用に関する基礎的研究-ホタテ貝殻を混合した砂の内部摩

擦角-、海洋開発論文集、平成 16年 6月 
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6) 裏埋材 

① ホタテ殻 

利用実績はみられないものの、裏込材へ適用できることが確認された研究成果 1）があることから、

要求性能の面から、裏埋材としての利用も可能と考えられる。 

これらの情報を参考とし、裏埋材としての利用可能性について検討するとともに、利用する場合

には、必要に応じて室内試験や試験施工等により要求性能を満足することを確認することが望まし

い。 

 

【参考文献】 

1)水産系副産物(貝殻)の裏込材への有効利用に関する基礎的研究-ホタテ貝殻を混合した砂の内部摩

擦角-、海洋開発論文集、平成 16年 6月 

 

7) 路盤材 

① ホタテ殻 

港湾建設工事において、ホタテ殻を路盤材に利用した実績がある。これらの利用実績等を基に、

路盤材としての利用可能性について検討するとともに、利用する場合には、必要に応じて室内試験

や試験施工等により要求性能を満足することを確認することが望ましい。 

【既存工事における検討事項】 

・室内試験により物理・力学的性質（粒度、含水比、最大乾燥密度、修正 CBR）が要求性能を満

足していることを確認した。（防波堤外一連工事） 

・材料に粉末状のものが混在しており、また若干の異臭を放っていたため、運搬中の飛散防止及

び異臭対策としてシート等で確実に覆うこととした。（防波堤外一連工事） 

 

 

3.17.5 関連法令 

貝殻（カキ殻、ホタテ殻）は産業副産物等に該当する。産業副産物等の法令上の取り扱いについては、

「1.4.2 環境安全の考え方」を参照のこと。 

 

 

3.17.6 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

貝殻（カキ殻、ホタテ殻）を材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリ

サイクル材料として利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当

箇所を参照し、検討を行う。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.18 エコスラグ 

3.18.1 製造・供給 

エコスラグは、主に一般廃棄物（都市ごみ）、下水汚泥またはそれらの焼却灰を約 1,200℃以上の

高温条件下で有機物を燃焼させるとともに、無機物を溶融した後に冷却してガラス質または結晶質の

固化物となった溶融スラグをいう。（一部、産業廃棄物を含むものもある。） 

（解説） 

(1) 製造方法 

1) 溶融方式 

エコスラグを製造する溶融炉の方式は表 3.18.1 に示すように、一般廃棄物である都市ごみを溶

融する炉と、下水汚泥を溶融する炉に分類できる。 

さらに一般廃棄物の溶融炉は、都市ごみを焼却した焼却灰を溶融する灰溶融炉と、都市ごみを直

接ガス化し溶融するガス化溶融炉に区分できる。 

灰溶融炉には、溶融熱源として電気を使用する電気式と、気体、液体燃料を使用する燃料燃焼式

とに分類される。電気式には、交流アーク式溶融炉、交流電気抵抗式溶融炉、プラズマ式溶融炉な

どがある。燃料燃焼式には、回転式表面溶融炉や放射式表面溶融炉などがある。 

ガス化溶融方式には、一体方式のシャフト炉式ガス化溶融炉と、分離方式のキルン式ガス化溶融

炉、流動床式ガス化溶融炉がある。 

下水汚泥溶融炉は、下水汚泥を焼却した焼却灰を溶融する灰溶融炉と、下水汚泥を直接溶融する

汚泥溶融炉に分類される。 
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表 3.18.1 溶融方式の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）道路用溶融スラグ品質管理及び設計施工マニュアル（改訂版）（（一社）日本産業機械工業会 エコスラグ利用普

及委員会） 
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灰溶融炉の例として、交流電気抵抗式の処理フローを図 3.18.1に示す。 

ガス化溶融炉の例として、シャフト炉式の処理フローを図 3.18.2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）（一社）日本産業機械工業会 エコスラグ利用普及委員会資料 

図 3.18.1 焼却炉＋灰溶融炉のフロー例（交流電気抵抗式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）（一社）日本産業機械工業会 エコスラグ利用普及委員会資料 

図 3.18.2 ガス化溶融炉のフロー例（シャフト炉式） 
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2) スラグの冷却方式 

エコスラグは、冷却の方式により水砕スラグと徐冷スラグに分類される。徐冷スラグには空冷ス

ラグも含む。 

水砕スラグは、溶融物を冷却水槽に直接落下させて急冷したガラス質のスラグであり、粒度は

2.5mm 以下の細かい粒子状のものとなる。なかには、噴射水により急冷固化、冷却水槽に落下させ

て製造する方式もある。 

冷却水に有害物質が濃縮されエコスラグ表面へ付着すると、エコスラグの有害物質溶出量及び含

有量を増加させる可能性があるため、冷却水の水質管理に留意する必要がある。 

徐冷スラグは、溶融物を搬送コンベヤもしくはモールドに受け、空気中で放冷または徐冷設備を

経由して冷却するもので、ガラス質または結晶質のスラグである。 

徐冷スラグは、空冷や徐冷設備が必要となり、これら設備の保守・点検が必要となる。 

図 3.18.3に水砕スラグ、図 3.18.4に徐冷スラグの写真を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）道路用溶融スラグ品質管理及び設計施工マニュアル（改訂版）（（一社）日本産業機械工業会 エコスラグ利用普

及委員会） 

図 3.18.3 水砕スラグ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        徐冷スラグ（単粒度）             徐冷スラグ（路盤材） 

図 3.18.4 徐冷スラグ 
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(2) 供給・利用の状況 

1) 供給地域 

令和 2 年度は一般廃棄物（都市ごみ）の溶融施設は全国で 213 施設、下水汚泥の溶融施設は全国

で 14施設であり、合計 227施設が稼働していた。 

一般廃棄物（都市ごみ）溶融施設の地区別の分布を図 3.18.5に示す。 

下水汚泥溶融施設の地区別の分布を図 3.18.6に示す。 
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出典）エコスラグ有効利用の現状とデータ集（2021 年度版）（令和 4 年 5 月、（一社）日本産業機械工業会 エ

コスラグ利用普及委員会） 

図 3.18.5 一般廃棄物溶融施設の地区別分布状況（令和 2年度） 

 

0 0
1

2

0

6

0 0
1

0 0

1

0

1

2

0 0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州

地区

施
設

数

灰溶融

汚泥直接溶融

 

出典）エコスラグ有効利用の現状とデータ集（2021 年度版）（令和 4 年 5 月、（一社）日本産業機械工業会 エ

コスラグ利用普及委員会） 

図 3.18.6 下水汚泥溶融施設の地区別分布状況（令和 2年度） 
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2) 生産量 

令和 2年度は全国で、一般廃棄物のエコスラグは 69.7万 t、下水汚泥スラグは 1.4万 tで、合計

71.1万 tのエコスラグが生産された。 

エコスラグの生産量は溶融施設・地域により差異がある。また、エコスラグの受渡は溶融施設内

で行われる場合が多い。エコスラグを利用する際は、利用可能量や受渡方法について、予め確認す

る必要がある。 

 

3) 生成量の推移 

エコスラグの生産量の推移を図 3.18.7に示す。 

近年は、年間 70万 t 前後で推移している。 
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出典）エコスラグ有効利用の現状とデータ集（2021 年度版）（令和 4 年 5 月、（一社）日本産業機械工業会 エ

コスラグ利用普及委員会） 

図 3.18.7 エコスラグ生産量の推移 

 

 

図 3.18.8 に都道府県別のエコスラグ生産量（令和 2 年度）を示す。年間 1 万 t 以上になってい

る都道府県は、1位の愛知県をはじめとして 20都府県であった。 
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出典）エコスラグ有効利用の現状とデータ集（2021 年度版）（令和 4 年 5 月、（一社）日本産業機械工業会 エ

コスラグ利用普及委員会） 

図 3.18.8 都道府県別のエコスラグ生産量（令和 2年度） 

 

 

4) 用途別利用量 

エコスラグの用途別の利用量を表 3.18.2に示す。 

令和 2（2020）年度は、全国で 71.1 万 t 生産されたエコスラグの内、約 90％にあたる 63.6 万 t

のエコスラグが有効利用された。 
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表 3.18.2 エコスラグの用途別利用量 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

利用量万 t 比率％ 利用量万 t 比率％ 利用量万 t 比率％ 利用量万 t 比率％ 

道路用骨材 22.37 32.5 23.06 36.5 23.00 35.5 19.91 31.3 

コンクリート用骨材 10.24 14.9 9.52 15.1 9.56 14.8 8.66 13.6 

地盤・土質改良材 7.21 10.5 2.49 3.9 3.15 4.9 2.19 3.4 

最終処分場の覆土 3.57 5.2 3.44 5.4 3.38 5.2 3.29 5.2 

管渠基礎材 4.52 6.6 4.45 7.0 4.56 7.0 3.17 5.0 

埋戻、盛土など 12.24 17.8 11.04 17.5 13.31 20.5 15.65 24.6 

凍上抑制材 0.38 0.6 0.28 0.4 0.28 0.4 0.26 0.4 

その他 8.21 11.9 8.96 14.2 7.54 11.6 10.48 16.5 

合計 68.74 100 63.24 100 64.78 100 63.61 100 

出典）エコスラグ有効利用の現状とデータ集（2021 年度版）（令和 4 年 5 月、（一社）日本産業機械工業会 エコスラ

グ利用普及委員会） 
 

図 3.18.9に令和 2（2020）年度に有効利用された 63.6万 tのエコスラグの利用用途を示す。 

31.3％が道路用骨材として利用されており、13.6％がコンクリート用骨材として利用された。 

その他には、地盤・土質改良材として 3.4％、埋戻、盛土に 24.6％利用された。 
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出典）エコスラグ有効利用の現状とデータ集（2021 年度版）（令和 4 年 5 月、（一社）日本産業機械工業会 エ

コスラグ利用普及委員会） 

図 3.18.9 エコスラグの利用用途（令和 2年度） 
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道路用骨材としての利用量の推移を図 3.18.10に示す。 

令和 2（2020）年度は、約 20万ｔのエコスラグが道路用骨材として利用された。 

25
24 24

22 23 23

20

0

5

10

15

20

25

30

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

有
効

利
用

量
（

万
t）

 

出典）エコスラグ有効利用の現状とデータ集(（一社）日本産業機械工業会 エコスラグ利用普及委員会）より作成 

図 3.18.10 エコスラグの道路用骨材としての利用量の推移 

 

コンクリート用骨材としての利用量の推移を図 3.18.11に示す。 

令和 2（2020）年度は、約 9万ｔのエコスラグがコンクリート用骨材として利用された。 
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出典）エコスラグ有効利用の現状とデータ集(（一社）日本産業機械工業会 エコスラグ利用普及委員会）より作成 

図 3.18.11 エコスラグのコンクリート用骨材としての利用量の推移 
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3.18.2 品質 

エコスラグの品質については、各種試験結果を参考とすることができる。 

（解説） 

(1) 物理・力学的性質 

1) 全般 

東京二十三区清掃一部事務組合では、複数の溶融施設が稼働している。各清掃工場の溶融スラグの

材料試験結果を、東京二十三区清掃一部事務組合公式ホームページで公表している。 

エコスラグの物理性状の一例として、表 3.18.3 に東京二十三区清掃一部事務組合の溶融スラグの

物理性状を示す。 

 

表 3.18.3 エコスラグの物理性状の一例 

絶乾密度 表乾密度 吸水率 安定性 粒形判定実績率 微粒分量
（洗い試験損失率）

g/cm3 g/cm3 ％ ％ ％ ％

2.79 2.80 0.29 1.0 54.8 1.2

2.898 2.918 0.694 1.73 63.2 2.8

2.89 2.90 0.21 0.3 55.2 4.0

2.98 2.99 0.12 0.1 56.3 2.5

2.85 2.86 0.16 2.1 56.2 2.8

2.95 2.96 0.07 0.2 56.5 1.5

3.07 3.07 0.04 0.6 57.3 2.7

JIS A 5031
コンクリート用
（MS5、MS2.5)

2.5 以上 ― 3.0 以下 10 以下 53 以上 7.0 以下

JIS A 5032
道路用

（FM-2.5)
― 2.45 以上 3.0 以下 ― ― ―

― 2.45 以上 3.0 以下 ― ― ―

多摩川

東京都建設局 土木材料仕様書
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用溶融ｽﾗｸﾞ

清掃工場

足立

板橋

葛飾

世田谷（ガス化）

世田谷

品川

 

出典）東京二十三区清掃一部事務組合公式ホームページ 

 

 

徐冷スラグを加工した石材(割ぐり石)の物性試験結果を、表 3.18.4 に示す。同表には参考まで

に、天然材の割ぐり石の基準(JIS A 5006)を併記した。徐冷スラグの割ぐり石と天然材のそれとを

比較すると、見掛比重はやや大きく、吸水率は小さいなどの特徴がある。また、JIS A 5006 の品質

基準では、その圧縮強さによって硬石・準硬石・軟石に区分されるが、徐冷スラグの割ぐり石は硬

石に区分される品質を有している。 
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表 3.18.4 徐冷スラグ(石材）の物性試験結果 

 

 

2) 外観 

コンクリート用細骨材やアスファルト舗装骨材に利用されるエコスラグは、水砕スラグが利用さ

れる。図 3.18.3に水砕スラグの写真を示す。 

捨石、中詰材、被覆石、根固・消波ブロック等に利用されるエコスラグは、徐冷スラグが利用さ

れる。図 3.18.12に徐冷スラグ（石材）の写真を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.18.12 徐冷スラグ(石材)の写真 

 

 

3) 粒度 

エコスラグの粒度は、原料（都市ごみまたは下水汚泥）による違いはないが、冷却方式（水砕また

は徐冷）と破砕工程の有無により異なる。 

エコスラグの粒度分布の一例として、表 3.18.5 に東京二十三区清掃一部事務組合の溶融スラグの

粒度を示す。 

種 別 
割ぐり石(徐冷スラグ) (参考基準) 

割ぐり石(天然材) 
JIS A 5006 200～150mm 150～50mm 

うすっぺら 0.90、0.87、0.61 0.76、0.88、0.86 厚さが幅の 1/2以下を除く 
細長 1.32、1.50、1.35 1.05、1.17、1.43 長さが幅の 3倍以上を除く 

見掛比重
（g/cm3） 

2.77 約 2.7～2.5 (参考値) 

吸水率（％） 0.07 5未満は硬石と判定(参考値) 
圧縮強さ
（N/cm2） 

11,101 4903.3以上で硬石と判定 
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表 3.18.5 エコスラグの粒度分布の一例 

9.5 mm 4.75 mm 2.36 mm 1.18 mm 0.6 mm 0.3 mm 0.15 mm 0.075 mm

100 99 93 51 19 6 2 1

100.0 100.0 99.7 83.0 39.7 15.1 6.4 3.0

100 100 100 87 45 20 8 3

100 100 94 63 34 15 9 2

100 100 98 75 41 20 9 3

100.0 99.9 98.7 67.9 32.7 17.2 8.2 5.4

100 100 100 82 40 17 7 3

MS5 100 90～100 80～100 50～90 25～65 10～35 2～15 ―

MS2.5 100 95～100 85～100 60～95 30～70 10～45 5～20 ―

JIS A 5032 FM-2.5 ― 100 85～100 ― ― ― ― 0～10

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用
溶融ｽﾗｸﾞ ― 100 85～100 ― ― ― ― 0～10

砂（しゃ断層用） ― 100 70～100 ― ― ― ― 0～4

砂（敷砂） ― 100 60～100 ― ― ― ― 0～8

砂（埋戻し用） ― 100 50～100 ― ― ― ― 0～10

品川

多摩川

JIS A 5031

東京都建設局
土木材料仕様書

ふるい分け試験通過質量百分率％

足立

板橋

葛飾

世田谷（ガス化）

世田谷

清掃工場

 

出典）東京二十三区清掃一部事務組合公式ホームページ 

 

都市ごみまたは下水汚泥を原料とする水砕スラグについて、破砕の有無による粒度分布測定結果

を図 3.18.13～図 3.18.15及び表 3.18.6に示す。 

水砕スラグは、破砕の有無に関らず、原料（都市ごみまたは下水汚泥）の違いによる粒度分布に

大きな差異は無い。破砕なしの場合（図 3.18.13、図 3.18.14）でも粒度分布は比較的均一で、粒

径 D50は 9割以上の試料で 0.7～2.5mmの範囲にある。破砕ありの場合は（図 3.18.15）、破砕なし

の場合に比べ粒度は若干細かくなるとともに分布は均一化され、粒径 D50は 9 割以上の試料で 0.5～

1.0mmの範囲となる。 

水砕スラグは、図 3.18.13～図 3.18.15に示したように破砕の有無によらずに、サンドコンパク

ションパイルに用いられた天然砂の粒度分布の実績範囲内にほぼ収まる。また、0.075mm以下の細

粒分は破砕なしでは 2～5％以下であり、バーチカルドレーン工法のように透水性を重視する土木材

料としては、細粒分が少ない点で優れた材料といえる。 

徐冷スラグの粒度は、冷却条件により大きく異なるため、一般的な粒度分布を示すことはできな

い。粒度分布の大部分が 10mmを超える場合もあれば、比較的水砕スラグに近い粒度分布の場合も

あるが、一般に徐冷スラグは水砕スラグより粗い粒度分布をもつ。そのため、徐冷スラグをサンド

コンパクション工法の砂代替材料として用いる場合には、破砕による粒度調整が必要である。 
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出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

図 3.18.13 エコスラグの粒度分布（都市ごみ、水砕スラグ、破砕なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

図 3.18.14 エコスラグの粒度分布（下水汚泥、水砕スラグ、破砕なし） 
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出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

図 3.18.15 エコスラグの粒度分布（都市ごみ・下水汚泥、水砕スラグ、破砕あり） 

 

表 3.18.6 エコスラグの粒度分布（水砕スラグ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

 

 

4) 密度 

エコスラグの粒子密度試験結果を図 3.18.16～図 3.18.19 及び表 3.18.7 に示す。なお、頻度と

は施設数を表している。 

エコスラグの粒子密度は平均 2.74 g/cm3で、全体の約 9割が 2.60～2.90 g/cm3の範囲にあり、

天然砂と同程度である。都市ごみスラグの場合は施設数も多く、2.75～2.77 g/cm3を中心とした正

規分布となっている。一方、下水汚泥スラグの場合は施設数が少ないこともあって分布はばらつい

ているが、粒子密度の平均値は都市ごみスラグとほぼ同じ 2.65～2.71 g/cm3である。同一材料で冷

却方式（水砕または徐冷）の違いによる粒子密度の平均値などに大きな差はない。 

通過質量百分率（％）

粒径（mm） 37.5 26.5 19 4.75 2.36 0.425 0.075

全データ 100 100～99.6 100～97.7 100～40.0 100～10.0 45.3～1.0 12.0～0.0

都市ごみ
破砕なし

100 100 100～97.7 100～40.0 99.7～10.0 27.2～1.0 4.8～0.0

下水汚泥
破砕なし

100 100～99.6 100～99.5 100～50.0 98.5～18.0 31.6～3.0 2.4～0.0

都市ごみ・下水汚泥
破砕あり

100 100 100 100～99.6 100～92.0 45.3～39.1 12.0～1.0
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出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

図 3.18.16 エコスラグの粒子密度試験結果（都市ごみ、水砕スラグ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

図 3.18.17 エコスラグの粒子密度試験結果（都市ごみ、徐冷スラグ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

図 3.18.18 エコスラグの粒子密度試験結果（下水汚泥、水砕スラグ） 
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出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

図 3.18.19 エコスラグの粒子密度試験結果（下水汚泥、徐冷スラグ） 

 

表 3.18.7 エコスラグの粒子密度試験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

 

5) 単位体積重量 

エコスラグと他の材料との単位体積重量を表 3.18.8に示す。 

乾燥状態でのエコスラグの単位体積重量は JIS A 1104に従い測定したもので、試料を比較的密

に詰めたときの値を表している。実測データから平均値は 16.8 kN/m3となり、天然砂と同等の乾燥

重量をもっている。このときの飽和湿潤単位体積重量を表 3.18.9及び表 3.18.10のデータを用い

て試算すると、おおむね 20.5 kN/m3の値となり、天然の砂または砂利と同等の値となる。 

（単位：g/cm3）

水砕スラグ 徐冷スラグ 水砕スラグ 徐冷スラグ

サンプル数 54 19 6 14 93

範　　囲 2.56～2.90 2.66～2.97 2.45～2.88 2.50～3.07 2.45～3.07

平　　均 2.75 2.77 2.65 2.71 2.74

標準偏差 0.08 0.10 0.14 0.17 0.11

都市ごみ 下水汚泥
全体



3-18-17 

 

表 3.18.8 エコスラグと他の材料との単位体積重量の比較 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

 

エコスラグの単位体積重量実測データとして、2ヶ所の施設で製造される都市ごみスラグについ

て、毎月の単位体積重量を測定した結果を図 3.18.20、図 3.18.21及び表 3.18.9に示す。単位体

積重量は JIS A 1104に従い測定したもので、試料を比較的密に詰めたときの値を表している。な

お、単位体積重量は表乾状態（吸水率 1％以下の水分を含む）での値である。単位体積重量の平均

は 16.8 kN/m3で、9割以上が平均値±1.0 kN/m3の範囲内にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

図 3.18.20 エコスラグの単位体積重量（A処理場：都市ごみ、水砕スラグ） 

 

単位体積重量(kN/m3) 

（単位：kN/m3）

製鋼スラグ

乾　燥 飽　和 乾　燥 飽　和
湿　潤

（含水比５％換算）

16.8 20.5 16.0 20.0 21.0～23.0

エコスラグ 天然の砂・砂利
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出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

図 3.18.21 エコスラグの単位体積重量（B処理場：都市ごみ、水砕スラグ） 

 

表 3.18.9 エコスラグ（都市ごみ、水砕スラグ）の単位体積重量 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

 

単位体積重量は測定時の試料の積み方により変わるが、最大乾燥密度と最小乾燥密度から求めた

重量の間の値となる。エコスラグの最大乾燥密度と最小乾燥密度の測定値を表 3.18.10に示すが、

これによればエコスラグの乾燥密度は 1.23～1.86 g/cm3（12.1～18.2 kN/m3）の範囲にある。なお、

この値は、都市ごみスラグを JIS A 1224「砂の最小密度・最大密度試験方法」に基づき、測定した

ものである。 

 

表 3.18.10 エコスラグ（都市ごみ、水砕スラグ）の最大乾燥密度、最小乾燥密度 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

 

 

単位体積重量(kN/m3) 

（単位：kN/m3）

A処理場 B処理場 両処理場

範　　　囲 15.6～17.6 15.9～17.6 15.6～17.6

平　　　均 16.7 16.8 16.8

標準偏差 0.48 0.45 0.45

（単位：g/cm3）

例１ 例２ 例３ 例４

最大乾燥密度 1.740 1.591 1.856 1.812

最小乾燥密度 1.382 1.232 1.392 1.381
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6) 透水性 

エコスラグの透水性は天然砂と同等と考えられる。 

 都市ごみ水砕スラグを対象とした室内試験では、透水係数は表 3.18.11に示すように 10-3～100cm/s

の範囲にある。これは天然の細砂・中砂と同等である。また、締固めによる破砕試験を実施した試料も

透水係数は、10-2cm/sのオーダーであった。間隙比が増加すると、図 3.18.22に示すように天然砂と同

様に透水係数が大きくなる傾向を示す。また、エコスラグの透水係数の室内試験結果と天然砂を対象と

して求められた 20％通過粒径 D20による Cregerの推計値と比較すると、表 3.18.12に示すように両者

はよく一致している。 

 下水汚泥スラグについては試験例がないが、水砕スラグの場合では、その粒径分布が同等であること

から都市ごみスラグと同等と考えられる。透水係数が重要な施工の場合は、透水試験を実施するものと

する。 

 

表 3.18.11透水係数（都市ごみ、水砕スラグ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

項　　　　　目 試料１ 試料２ 試料３ 試料４ 試料５ 試料６

乾燥密度ρd（g/cm3） 1.52 1.55 1.59 1.62 1.48 1.57

間隙比 e 0.814 0.779 0.734 0.702 0.949 0.838

透水係数 k（cm/s） 1.64×10-1 1.37×10-1 1.05×10-1 8.66×10-2 3.97×10-1 2.83×10-1

項　　　　　目 試料７ 試料８ 試料９＊ 試料１０ 試料１１ 試料１２

乾燥密度ρd（g/cm3） 1.66 1.75 ― 1.50 1.70 1.74

間隙比 e 0.738 0.649 ― 0.877 0.662 0.608

透水係数 k（cm/s） 1.84×10-1 1.23×10-1 2.47×10-2 2.20×10-1 5.99×10-2 5.76×10-2

項　　　　　目 試料１３ 試料１４ 試料１５ 試料１６

乾燥密度ρd（g/cm3） 1.79 1.81 1.84 1.86

間隙比 e 0.574 0.560 0.535 0.515

透水係数 k（cm/s） 5.96×10-2 5.02×10-2 3.41×10-2 2.79×10-2

*締固めによる破砕試験後
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出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

図 3.18.22 間隙比と透水係数の関係 

 

表 3.18.12 透水係数の試験結果と推計値（都市ごみ、水砕スラグ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

 

試料１７ 試料１８

1.75 1.73

0.672 0.616

7.16×10-3 2.03×10-2

D20（mm） 0.203 0.332

Creager推計値 8.9×10-3 2.7×10-2
透水係数k（cm/s）

透水係数 k（cm/s）

間隙比 e

乾燥密度ρd（g/cm3）

項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試料
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7) 水硬性 

一般に、エコスラグは水硬性がないものとしてよい。しかし、塩基度が高いスラグを用いる場合

は、試験を行って水硬性の有無を確認するものとする。 

エコスラグの長期的水浸状況下での水硬性の有無を確認するため、6ヶ月の長期安定性試験を実

施した。試験に用いたエコスラグは破砕なしで、細粒分 1％未満の試料とした。透水試験と強度試

験より評価した結果、この試験条件の材料に対しては水硬性を無視できることが分かった。 

試験に使用したエコスラグの化学成分、透水係数、強度試験の結果を次に示す。 

化学成分より、試験に用いたエコスラグの塩基度は 0.4～0.6である。 

 

表 3.18.13 水硬性試験に用いたエコスラグの化学成分 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

 

透水試験の結果、6ヶ月の海水浸せき後、透水係数の低下は認められなかった。 

 

表 3.18.14 透水試験結果 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

エコスラグA エコスラグB

浸水前 2.3×10-1 3.4×10-1

浸水後 2.5×10-1 3.4×10-1

項目　　　　　　　　　　　　　　　　試料

透水係数k（cm/s）

エコスラグA エコスラグB

都市ごみスラグ 下水汚泥スラグ

CaO（wt％） 25 9

SiO2（wt％） 41 22

Al2O3（wt％） 15 18

塩基度（CaO/SiO2比） 0.61 0.41

成分　　　　　　　　　試料
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強度試験の結果、6ヶ月の海水浸せき後、型枠を脱枠した際、型枠内のスラグは粒状体を保持し、

固化が認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

図 3.18.23 6ヶ月養生後の写真 

 

8) 静的せん断特性 

エコスラグのせん断抵抗角は 35°～45°であり、粘着力は無視できる。 

表 3.18.15及び図 3.18.24は、スラグの乾燥密度ρdと三軸圧縮試験によるせん断抵抗角φdの

関係を表したものである。ここに示すように、エコスラグのせん断抵抗角φdは密度の増加に伴い

大きくなる砂と同様の特性を備え、その値は 35°～45°の値を示している。また、粘着力は 10～

45kN/m2程度が確認されているが、無視できる。 

サンドコンパクションパイル工法により地盤改良された地盤強度は、打設された砂杭のせん断抵

抗角の値を用いて評価する。比較的密に詰めたエコスラグの乾燥状態の単位体積重量は 16.8kN/m3

であるから、これを密度換算すると 1.7g/cm3となり、この状態におけるせん断抵抗角φdは図 

3.18.24より、ほぼ 38°となる。 

 

表 3.18.15 三軸圧縮試験結果一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

ρd（g/cm3） 1.48 1.57 1.66 1.75

Cｄ（ｋN/m2） 11 11 13 24

φｄ（°） 34.9 36.1 38.5 39.7

ρd（g/cm3） 1.52 1.55 1.59 1.62

Cｄ（ｋN/m2） 31 33 34 35

φｄ（°） 35.5 35.6 36.8 37.5

ρd（g/cm3） 1.646 1.744 1.855

Cｄ（ｋN/m2） 12.8 23.6 24.1

φｄ（°） 35.9 39.9 44.9

ρd（g/cm3） 1.67 1.738 1.822

Cｄ（ｋN/m2） 19 22.9 46.7

φｄ（°） 37.4 40.4 44.9

都市ごみスラグC

都市ごみスラグD

都市ごみスラグA

都市ごみスラグB
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出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

図 3.18.24 乾燥密度とせん断抵抗角 

 

 

(2) 化学的性質 

1) 化学組成 

表 3.18.16にエコスラグの化学組成の分析結果の一例を示す。 

エコスラグは一般に、SiO2、CaO、Al2O3の 3成分を主成分とする酸化物である。 

 

表 3.18.16 エコスラグの化学組成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

 

2) 有害物質の溶出量 

エコスラグの環境安全性の一例として、表 3.18.17 に東京二十三区清掃一部事務組合の溶融スラグ

の溶出量試験結果を示す。表中の基準値は、東京二十三区清掃一部事務組合が溶融スラグの利用促進

等に関する方針で示している基準値である。 
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表 3.18.17 エコスラグの溶出量試験結果（一例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）東京二十三区清掃一部事務組合公式ホームページ 

 

 

3) 有害物質の含有量 

エコスラグの環境安全性の一例として、表 3.18.18 に東京二十三区清掃一部事務組合の溶融スラ

グの含有量試験結果を示す。表中の基準値は、東京二十三区清掃一部事務組合が溶融スラグの利用

促進等に関する方針で示している基準値である。 

カドミウム
（Cd)

鉛
（Pb)

六価クロム

（Cr6+）

砒素
（As）

総水銀
（Hg)

セレン
（Se）

ふっ素
（F)

ほう素
（B)

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

足立 <0.001 <0.005 <0.02 <0.001 <0.0005 <0.002 <0.1 <0.1

板橋 <0.001 <0.005 <0.02 <0.001 <0.0005 <0.002 <0.1 <0.1

葛飾 <0.001 <0.005 <0.02 <0.001 <0.0005 <0.002 <0.1 <0.1

世田谷
（ガス化）

<0.001 <0.005 <0.02 <0.001 <0.0005 <0.002 <0.1 <0.1

世田谷 <0.001 <0.005 <0.02 <0.001 <0.0005 <0.002 <0.1 <0.1

品川 <0.001 <0.005 <0.02 <0.001 <0.0005 <0.002 <0.1 <0.1

多摩川 <0.001 <0.005 <0.02 <0.001 <0.0005 <0.002 0.12 <0.1

基準値 0.01 以下 0.01 以下 0.05 以下 0.01 以下 0.0005 以下 0.01 以下 0.8 以下 1.0 以下

定量下限値 0.001 0.005 0.02 0.001 0.0005 0.002 0.1 0.1

分析項目
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表 3.18.18 エコスラグの含有量試験結果（一例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）東京二十三区清掃一部事務組合公式ホームページ 

 

 

4) 環境安全性の適合 

エコスラグの環境安全性の適合については、（一社）日本産業機械工業会エコスラグ利用普及委

員会が 2010 年度に実施したアンケート調査をもとに解析を行い、第 35 回全国都市清掃研究・事例

発表会で明石らが発表している。 

全国 178 施設から溶出量と含有量の測定結果の回答があり、溶出量と含有量ともに JIS A 5032

の基準を超過の事例は、Pbのみであった。表 3.18.19に環境安全性と適合率を示す。 

カドミウム
（Cd)

鉛
（Pb)

六価クロム

（Cr6+）

砒素
（As）

総水銀
（Hg)

セレン
（Se）

ふっ素
（F)

ほう素
（B)

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

足立 <0.3 21 <2 0.83 <0.02 <0.5 110 95

板橋 <0.3 55 <2 <0.5 <0.02 <0.5 94 120

葛飾 <0.3 5.9 <2 <0.5 <0.02 <0.5 110 28

世田谷
（ガス化）

<0.3 6.7 <2 <0.5 <0.02 <0.5 27 68

世田谷 <0.3 7.1 <2 <0.5 <0.02 <0.5 180 120

品川 <0.3 24 <2 <0.5 <0.02 <0.5 160 210

多摩川 <0.3 9.8 <2 0.97 <0.02 <0.5 84 100

基準値 150 以下 150 以下 250 以下 150 以下 15 以下 150 以下 4,000 以下 4,000 以下

定量下限値 0.3 3 2 0.5 0.02 0.5 5 10

分析項目
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表 3.18.19 エコスラグの環境安全性と適合率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）明石、坪井：溶融スラグの安全品質データの解析結果 第 35 回全国都市清掃研究・事例発表会講演論文集

188-190、2014.1 

 

Pb の溶出量の基準値超過は、178施設 2061 データのうち 7 施設 13 データで、適合率は 99.4％で

あった。Pb の含有量の基準値超過は、178 施設 1920 データのうち 5 施設 18 データで、適合率は

99.1％であった。溶出量と含有量の両方が基準値超過した施設は無かった。 

基準値を超過した施設でのエコスラグの管理状況を表 3.18.20に示す。 

 

表 3.18.20 基準値超過施設でのエコスラグ管理状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）明石、坪井：溶融スラグの安全品質データの解析結果 第 35 回全国都市清掃研究・事例発表会講演論文集

188-190、2014.1 

 

超過した 12 施設で合計 3.12 万ｔ/年を生産しており、この内の 9 施設 2.9 万 t/年は、全量を最

終処分または最終処分場覆土利用としている。残り 3 施設の 0.22 万 t/年の内 386t/年は最終処分

され、基準値合格の 1834t/年が有効利用（試験利用 91t/年、ストック 1743t/年）されている。 

環境安全性の検査結果に基づいた適切な品質管理が行われている事が確認された。 

分析項目 Cd Pb Cr6+ As T-Hg Se F B

データ総数 2052 2061 2053 2052 2034 2052 2015 2021

超過データ数 0 13 0 0 0 0 0 0

適合率（％） 100 99.4 100 100 100 100 100 100

分析項目 Cd Pb Cr6+ As T-Hg Se F B

データ総数 1843 1920 1840 1843 1839 1840 1914 1916

超過データ数 0 18 0 0 0 0 0 0

適合率（％） 100 99.1 100 100 100 100 100 100

溶出量試験結果

含有量試験結果

調査対象施設（178施設）のスラグ総生産量合計 76.1 万t/年 100 ％

超過施設（12施設）のスラグ生産量合計 3.12 万t/年 4.1 ％

全量最終処分又は最終処分覆土（9施設） 2.9 万t/年 3.8 ％

最終処分 0.0386 万t/年 0.05 ％

試験利用 0.0091 万t/年 0.01 ％

ストック 0.1743 万t/年 0.23 ％

部分利用施設（3施設）
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5) pH 

エコスラグを海水へ浸せきしたときの溶出液は、中性または弱アルカリ性を示し、エコスラグ利用

による周辺海域への pH上昇はほとんどない。 

エコスラグを純水に浸せきした場合、エコスラグから溶け出した微量のアルカリ成分によって、溶

出液の pHは中性または弱アルカリ性を示す。 

一方、海水の pHはもともと 8近辺であるため、エコスラグを海水に浸せきしても海水成分による

緩衝作用により、表 3.18.21 に示すとおり海水の pH は 9 以下を保った。また、海水の pH 上昇現象は、

施工後の短期的で、かつ、使用箇所の近傍だけに限られると推測されるため、周辺海域の pHの上昇

はほとんどない。 

 

表 3.18.21 人工海水を溶媒としたエコスラグの溶出試験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）港湾工事用エコスラグ利用手引書（（社）日本産業機械工業会、（財）沿岸技術研究センター） 

 

 

3.18.3 加工・改良技術 

エコスラグを道路用骨材に利用する場合、表層・基層用アスファルト混合物の配合設計は、「舗装施

工便覧」及び「舗装再生便覧」に示される方法と手順に準じる。 

（1）配合設計は、原則としてマーシャル安定度試験で行い、その手順は、「舗装施工便覧」6-3-2 配

合設計の手順及び「舗装再生便覧」2-4-3 再生加熱アスファルト混合物の配合設計の方法に従って

行う。 

（2）エコスラグを細骨材として利用する場合、混入量が増加するとマーシャル安定度、動的安定度、

及びはく離抵抗性が低下する傾向があることから、エコスラグの混入率は全骨材質量に対して安全

をみて全骨材質量の 10％以下としている例が多い。 

ただし、エコスラグを粗骨材として利用する場合は、これまでの実績確認または試験調査をして

利用する必要がある。 

 

試料 溶媒 重量体積比 pH

1 8.8（21.0℃）

0.2 8.7（21.0℃）

0.1 8.7（21.0℃）

1 8.6（21.0℃）

0.2 8.2（21.0℃）

0.1 8.1（21.0℃）

（注1）溶出試験の検液作成：環境庁告示第46号に準拠した。

　　　　人工海水溶出試験前ｐH値：7.8

（注2）重量体積比＝スラグ(g)／溶媒(ml)

スラグA 人工海水

スラグB 人工海水
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3.18.4 適用用途 

(1) 概要 

JIS が規定されているエコスラグをリサイクル材として利用する場合は、当該 JIS に適合したもの

を利用するものとする。 

JIS が規定されていないエコスラグをリサイクル材として利用する場合は、用途において必要とな

る要求性能を満たす材料を利用するものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、エコスラグを各用途に利用する場合の評価を行った結果を表 

3.18.22 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性等）がある場

合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 
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表 3.18.22 (1) エコスラグの適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)一般廃棄物、下水汚泥の焼却灰を溶融固
化したｺﾝｸﾘｰﾄ用溶融ｽﾗｸﾞ骨材への利用に関し
て、品質、試験方法、検査、表示、報告、ｺﾝｸ
ﾘｰﾄへの適用範囲などを規定。
・2)ｺﾝｸﾘｰﾄ用材として利用する場合の適用範
囲、評価試験方法などを規定。
・3)ごみ溶融スラグ細骨材を用いたコンク
リートの品質、コンクリート部材の設計に関
する一般事項等を記載。

b

●利用実績はあるが、限定される。（リ
サイクルポート推進協議会集計実績）

1)
2)
3)

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 △ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・1)一般廃棄物、下水汚泥の焼却灰を溶融固
化したｺﾝｸﾘｰﾄ用溶融ｽﾗｸﾞ骨材への利用に関し
て、品質、試験方法、検査、表示、報告、ｺﾝｸ
ﾘｰﾄへの適用範囲などを規定。
・2)ｺﾝｸﾘｰﾄ用材として利用する場合の適用範
囲、評価試験方法などを規定。

-

●利用実績なし

1)
2)

③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 △ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・4)ｴｺｽﾗｸﾞのﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工法の設計施工の方
針を記載。
・基本方針としてｴｺｽﾗｸﾞを天然砂と同等の粒
状材料として取り扱うこととされており、物
理的性質、力学的性質、化学的性質について
規定。
・手引書で取り扱うｴｺｽﾗｸﾞは、製造過程で適
切な品質管理及び保管がなされ、JISA5031又
はJISA5032で規定される有害物質の溶出量及
び含有量の基準を満足したものであることを
規定。

-

●利用実績なし

4)

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 ○
＋

B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・4)ｴｺｽﾗｸﾞのｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工法の設計施
工の方針を記載。
・基本方針としてｴｺｽﾗｸﾞを天然砂と同等の粒
状材料として取り扱うこととされており、物
理的性質、力学的性質、化学的性質について
規定。
・手引書で取り扱うｴｺｽﾗｸﾞは、製造過程で適
切な品質管理及び保管がなされ、JISA5031又
はJISA5032で規定される有害物質の溶出量及
び含有量の基準を満足したものであることを
規定。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・地盤改良工事（管理者、その他）

4)

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑦ 捨石 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で、用途の検討
が行われたことは確認できないが、公共工事
において利用実績があり、かつ利用面で汎用
性が高いと考えられる。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・河川災害復旧工事（管理者）
・水路環境整備工事（管理者）

⑧ 中詰材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で用途として利
用可能であるが、課題等も挙げられている。
(p.3-18-40)

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・護岸補修工事（管理者）

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で、用途の検討
が行われたことは確認できないが、公共工事
において利用実績があり、かつ利用面で汎用
性が高いと考えられる。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・河川改良工事及び橋梁改築工事（管理
者）

⑩ 裏込材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で、用途の検討
が行われたことは確認できないが、公共工事
において利用実績があり、かつ利用面で汎用
性が高いと考えられる。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・災害復旧工事（管理者）

1)JISA5031「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したｺﾝｸﾘｰﾄ用溶融ｽﾗｸﾞ骨材」(平成28年10月改正)

2)建設工事における他産業ﾘｻｲｸﾙ材料利用技術ﾏﾆｭｱﾙ(土木研究所、平成18年4月)

3)ごみ溶融スラグの構造用コンクリートへの活用－設計・施工試案－（平成25年6月、公益社団法人日本コンクリート工学会中国支部）

4)港湾工事用ｴｺｽﾗｸﾞ利用手引書(平成18年、(社)日本産業機械工業会、(財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ)

5)JISA5032「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した道路用溶融ｽﾗｸﾞ」(平成28年10月)

6)道路用溶融スラグ品質管理及び設計施工マニュアル（改訂版）（平成29年3月、(一社)日本産業機械工業会　エコスラグ利用普及委員会）

出典)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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表 3.18.22 (2) エコスラグの適用用途 

⑪ 裏埋材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で、用途の検討
が行われたことは確認できないが、公共工事
において利用実績があり、かつ利用面で汎用
性が高いと考えられる。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・災害復旧工事（管理者）

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で用途として利
用可能であるが、課題等も挙げられている。
(p.3-18-39)

-

●利用実績なし

⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑭ 路床盛土材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・5)一般の道路用材料としての加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物用骨材、路盤材及び盛土材などとして用
いる溶融ｽﾗｸ ﾞについて品質、試験方法、検
査、表示、報告などを規定。
・6)溶融スラグを用いた構築路床の施工につ
いて記載。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・道路改良工事（管理者）

5)
6)

⑮ 路盤材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・2)舗装の路盤材料として利用する場合の適
用範囲、評価試験方法などについて規定。
・5)一般の道路用材料としてのｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
用骨材、路盤材及び盛土材などとして用いる
溶融ｽﾗｸﾞについて品質、試験方法、検査、表
示、報告などを規定。
・6)溶融スラグを用いた上層・下層路盤の施
工について記載。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・国道維持補修工事（国交省）
・舗装工事（国交省） 2)

5)
6)

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材
◎

（As舗装
骨材）

A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
【主な内容】
・2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の表層および基層用骨材とし
て利用する場合の適用範囲、評価試験方法な
どについて規定。
・5)一般の道路用材料としてのｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
用骨材、路盤材及び盛土材などとして用いる
溶融ｽﾗｸﾞについて品質、試験方法、検査、表
示、報告などを規定。
・6)溶融スラグを用いた表層・基層の施工に
ついて記載。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・一般国道修繕工事（国交省）
・舗装工事（国交省）

2)
5)
6)

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

- -
●用途対象外

-
●利用実績なし

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

1)JISA5031「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したｺﾝｸﾘｰﾄ用溶融ｽﾗｸﾞ骨材」(平成28年10月改正)

2)建設工事における他産業ﾘｻｲｸﾙ材料利用技術ﾏﾆｭｱﾙ(土木研究所、平成18年4月)

3)ごみ溶融スラグの構造用コンクリートへの活用－設計・施工試案－（平成25年6月、公益社団法人日本コンクリート工学会中国支部）

4)港湾工事用ｴｺｽﾗｸﾞ利用手引書(平成18年、(社)日本産業機械工業会、(財)沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ)

5)JISA5032「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した道路用溶融ｽﾗｸﾞ」(平成28年10月)

6)道路用溶融スラグ品質管理及び設計施工マニュアル（改訂版）（平成29年3月、(一社)日本産業機械工業会　エコスラグ利用普及委員会）

出典)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(2) コンクリート用細骨材 

エコスラグをコンクリート用細骨材に利用する場合は、JIS A 5031「一般廃棄物、下水汚泥又は

それらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材」に適合したエコスラグを利用し、

用途に見合う所要の品質を満足するコンクリートである必要がある。細骨材の粒度による区分は表 

3.18.23 に示すように区分されており、物理的性質については、表 3.18.24 に適合する必要がある。

粒度は表 3.18.25 に適合し、粗粒率4は購入契約時に定められた粗粒率と比べ、±0.20 以上変化し

ないようにする必要がある。 

 

表 3.18.23 溶融スラグ細骨材の粒度による区分 

 

 

 

 

 

出典）JIS A 5031「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材」 

 

表 3.18.24 溶融スラグ細骨材の物理的性質 

試験項目 溶融スラグ細骨材 

絶乾密度 g/cm3 2.5 以上 

吸水率 ％ 3.0 以下 

安定性 ％ 10 以下 

粒径判定実績率 ％ 53 以上 

微粒分量 ％ 7.0 以下※ 

※コンクリートの表面がすりへり作用を受けるものは、5.0%以下とする。 

出典）JIS A 5031「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材」 

 

表 3.18.25 溶融スラグ細骨材の粒度 

 

 

 

 

 

 

 

出典）JIS A 5031「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材」 

 

 
4粗粒率：80 mm，40 mm，20 mm，10 mm，5 mm，2.5 mm，1.2 mm，0.6 mm，0.3 mm，及び 0.15 mm の網ふるいの一組を用

いて、ふるい分けを行った場合，各ふるいを通らない全部の試料の百分率の和を 100 で除した値であり、無次元で表さ

れる。 

区分 粒の大きさの範囲（mm） 記号

5mm溶融スラグ細骨材 5以下 MS5

2.5mm溶融スラグ細骨材 2.5以下 MS2.5

1.2mm溶融スラグ細骨材 1.2以下 MS1.2

5-0.3mm溶融スラグ細骨材 5～0.3 MS5-0.3

10 5 2.5 1.2 0.6 0.3 0.15

5mm溶融スラグ細骨材 100 90～100 80～100 50～90 25～65 10～35 2～15

2.5mm溶融スラグ細骨材 100 95～100 85～100 60～95 30～70 10～45 5～20

1.2mm溶融スラグ細骨材 － 100 95～100 80～100 35～80 15～50 10～30

5-0.3mm溶融スラグ細骨材 100 95～100 45～100 10～70 0～40 0～15 0～10

※ふるいの呼び寸法は、それぞれJIS Z 8801-1に規定するふるいの公称目開き9.5mm、4.75mm、2.36mm、1.18mm、

　 600μm、300μm及び150μmである。

区分

ふるいの呼び寸法※

ふるいを通るものの質量百分率（％）
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JIS A 5031 では、化学成分として、酸化カルシウム（CaO として）45.0％以下、全硫黄（S とし

て）2.0％以下、三酸化硫黄（SO3として）0.5％以下、金属鉄（Fe として）1.0％以下と規定されて

いる。塩化物量は NaClとして 0.04％以下でなければならないとされている。 

また、JIS A 5031 では有害物質の溶出量基準（表 3.18.26）及び含有量基準（表 3.18.27）が規

定されている。 

 

表 3.18.26 エコスラグの溶出量基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）JIS A 5031「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材」 

JIS A 5032「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した道路用溶融スラグ」 

※カドミウム：土壌の汚染に係る環境基準（溶出量基準）が 0.003mg/L 以下に見直され、令和 3 年 4 月に施行され

たため、留意が必要である。 

 六価クロム：令和 3 年 10 月より地下水の水質汚濁に係る環境基準が 0.02mg/L 以下に見直され、令和 4 年 4 月に

施行されたため、留意が必要である。 

 

表 3.18.27 エコスラグの含有量基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）JIS A 5031「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材」 

JIS A 5032「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した道路用溶融スラグ」 

※カドミウム：土壌の汚染に係る環境基準（溶出量基準）が 0.003mg/L 以下に見直され、令和 3 年 4 月に施行され

たため、留意が必要である。 

 六価クロム：令和 3 年 10 月より地下水の水質汚濁に係る環境基準が 0.02mg/L 以下に見直され、令和 4 年 4 月に

施行されたため、留意が必要である。 
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(3) サンドコンパクションパイル材 

エコスラグのサンドコンパクションパイル工法への利用については、平成 18 年に「港湾工事用

エコスラグ利用手引書」が発行されており、各基準類の補足資料として参考にすることができる。 

 

1) 設計の基本方針 

a.エコスラグの物理的性質、力学的性質は天然砂と同等とみなすことができ、エコスラグを天然

砂と同様の粒状材料として、砂質土地盤の締固め及び粘性土地盤の改良を目的とするサンドコ

ンパクションパイル工法に用いることができる。 

b.サンドコンパクションパイルの設計に関連する、エコスラグの粒度、密度、単位体積重量及び

せん断抵抗角は、以下の値を標準としてよい。この標準値は生産量が最も多い都市ごみ水砕ス

ラグを対象としており、それ以外のエコスラグを使用する場合は、個別に必要な試験をするか、

「港湾工事用エコスラグ利用手引書」を参考にして適切な値を用いることが必要である。 

・粒度：D50＝0.5～2.5mm 

・粒子密度：ρs＝2.74g/cm3 

・単位体積重量 

乾燥状態：γd＝16.8kN/m3 

飽和状態：γsat＝20.5kN/m3 

・透水係数：ｋ＝10-3～100cm/s 

・せん断抵抗角：φd＝38° 

・粘着力、水硬性は無視する。 

c.ここに記述する以外の設計上の詳細な項目については、砂と同等とみなし、「港湾の施設の技

術上の基準」に従って設計するものとする。 

 

2) 砂質土地盤を対象とする場合の設計 

砂質土地盤を対象としたサンドコンパクションパイル工法の設計では、対象地盤の特性及び施

工方法の特徴を十分に検討し、既往の施工実績または試験施工の結果も考慮して適切に行うもの

とする。 

サンドコンパクションパイル工法による砂質土地盤の締固め程度は、多くの要因に支配される

ため、締固め効果の予測を理論的な計算だけで行うことは困難であり、施工実績に基づくデータ

解析が必要である。また、試験施工を実施し、施工精度を向上させる配慮も必要である。 

 

3) 粘性土地盤を対象とする場合の設計 

エコスラグの物理的・力学的性質は天然砂と同等である。したがって、粘性土地盤を対象とす

るサンドコンパクションパイル工法にエコスラグを使用する場合、水硬性は無視するものとし、

天然砂と同様の扱いをする。 

改良地盤のせん断強度は、エコスラグを粒状材料として適切に設定するものとする。 
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4) 施工 

a.材料の貯蔵、運搬 

施工現場におけるエコスラグの貯蔵及び運搬は、一般に天然砂と同様に行ってよい。ただし、

野積みしたエコスラグに降雨がかかる場合は、溶出水の pH増加の可能性を考慮し、必要に応じ

て対策を講じるものとする。 

b.杭の造成 

エコスラグを用いたサンドコンパクションパイルの造成は、天然砂を用いた場合と同様に行っ

てよい。 

 

5) 環境安全品質 

エコスラグをサンドコンパクションパイル工法に利用する場合、JIS A 5031、JIS A 5032で規定さ

れている有害物質の溶出量か、「建設分野の規格への環境側面の導入に関する指針」の付属書Ⅰ「コ

ンクリート用スラグに環境安全品質及びその検査方法を導入するための指針」に示されている環境安

全品質基準（港湾用途に限る）（表 3.18.35）の溶出量を満足する必要がある。また、JIS A 5031、

JIS A 5032で規定されている有害物質の含有量を満足する必要がある。 

 

エコスラグのサンドコンパクションパイル工法への利用にあたっては、環境安全性、品質、経済性、

供給量等の条件を満たす必要がある。 

 

 

(4) 路床盛土材 

エコスラグを路床盛土材に利用する場合は、JIS A 5032「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの

焼却灰を溶融固化した道路用溶融スラグ」に適合したエコスラグを利用する必要がある。JIS A 

5032 では、溶融スラグ細骨材及びクラッシャラン溶融スラグの用途として路床が挙げられている。 

溶融スラグ細骨材の粒度を表 3.18.28に示す。 

 

表 3.18.28 溶融スラグ細骨材及びクラッシャラン溶融スラグの粒度 

種類 呼び名 

ふるいを通るものの質量分率 ％ 

JIS Z 8801-1 に規定する金属製網ふるいの公称目開き 

26.5mm 19mm 13.2mm 4.75mm 2.36mm 1.18mm 75μm 

溶融スラグ細骨材 FM-2.5 - - - 100 85～100 - 0～10 

クラッシャラン 

溶融スラグ 
CM-5 - - 100 85～100 - - 0～10 

出典）JIS A 5032「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した道路用溶融スラグ」 

エコスラグを路床盛土材として利用する場合、JIS A 5032 で有害物質の溶出量基準（表 

3.18.26）及び含有量基準（表 3.18.27）が規定されている。 

品質管理及び設計・施工に当たっては、「道路用溶融スラグ品質管理及び設計施工マニュアル

（改訂版）」（（一社）日本産業機械工業会 エコスラグ利用普及委員会）を参照することがで

きる。 
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(5) 路盤材 

エコスラグを路盤材に利用する場合は、JIS A 5032「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰

を溶融固化した道路用溶融スラグ」に適合したエコスラグを利用する必要がある。 

粒度調整溶融スラグ及びクラッシャラン溶融スラグの粒度を表 3.18.29に示す。 

表 3.18.29 粒度調整溶融スラグ及びクラッシャラン溶融スラグの粒度 

種類 呼び名 

ふるいを通るものの質量分率 ％ 

JIS Z 8801-1 に規定する金属製網ふるいの公称目開き 

53mm 37.5mm 31.5mm 26.5mm 19mm 13.2mm 4.75mm 2.36mm 425μm 75μm 

粒度調整 

溶融スラグ 

MM-40 100 95～100 - - 60～90 - 30～65 20～50 10～30 2～10 

MM-30 - 100 95～100 - 60～90 - 30～65 20～50 10～30 2～10 

MM-25 - - 100 95～100 - 55～85 30～65 20～50 10～30 2～10 

クラッシャ

ラン溶融ス

ラグ 

CM-40 100 95～100 - - 50～80 - 15～40 5～25 - - 

CM-30 - 100 95～100 - 55～85 - 15～45 5～30 - - 

CM-20 - - - 100 95～100 60～90 20～50 10～35 - - 

CM-5 - - - - - 100 85～100 - - 0～10 

※粒度調整溶融スラグは上層路盤用、クラッシャラン溶融スラグは下層路盤用等にそれぞれ利用する。 

出典）JIS A 5032「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した道路用溶融スラグ」 

 

粒度調整溶融スラグのすりへり減量は、50％以下である必要がある。 

粒度調整溶融スラグ及びクラッシャラン溶融スラグの修正 CBR は、受渡当事者間の協議によって

定めるものとする。 

水砕スラグの中で針状物を含むものや、ガラス片のように鋭い稜角に富むガラス質の徐冷スラグ

などは、運搬や施工などの作業における安全性の確保、扁平や亀裂の残存防止、締固め難さなどの

施工性の改善に配慮する必要がある。適切な破砕機（磨砕機）等によって粒度の調整を行うことは

スラグの針状物の除去や角取りに有効であることから、できるだけ破砕（磨砕）処理したスラグを

用いた方が良い。 

エコスラグを路盤材として利用する場合、JIS A 5032 で有害物質の溶出量基準（表 3.18.26）及

び含有量基準（表 3.18.27）が規定されている。 

エコスラグの路盤材への利用にあたっては、環境安全性、品質、経済性、供給量等の条件を満た

す必要がある。 

また、当然のことながら舗装に要求される性能を満足するために必要な品質を有していることが

不可欠である。さらに、この場合の環境安全性、品質は舗装材として再利用する際のことにも留意

する必要がある。 

品質管理及び設計・施工に当たっては、「道路用溶融スラグ品質管理及び設計施工マニュアル

（改訂版）」（（一社）日本産業機械工業会 エコスラグ利用普及委員会）を参照することができ

る。 

 

(6) アスファルト舗装骨材 

エコスラグをアスファルト舗装骨材に利用する場合は、JIS A 5032「一般廃棄物、下水汚泥又は

それらの焼却灰を溶融固化した道路用溶融スラグ」に適合したエコスラグを利用する必要がある。 

単粒度溶融スラグ及び溶融スラグ細骨材の粒度を表 3.18.30に示す。 
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表 3.18.30 単粒度溶融スラグ及び溶融スラグ細骨材の粒度 

 

 

 

 

 

 

 

※単粒度溶融スラグ及び溶融スラグ細骨材は加熱アスファルト混合物等に利用する。 
出典）JIS A 5032「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した道路用溶融スラグ」 

 

単粒度溶融スラグ及び溶融スラグ細骨材の表乾密度は、2.45g/cm3 以上で、ばらつきが少ない必

要がある。吸水率は、3.0％以下である必要がある。また、単粒度溶融スラグのすりへり減量は、

30％以下である必要がある。 

エコスラグのアスファルト舗装骨材への利用にあたっては、環境安全性、品質、経済性、供給量

等の条件を満たす必要がある。 

また、当然のことながら舗装に要求される性能を満足するために必要な品質を有していることが

不可欠である。さらに、この場合の環境安全性、品質は舗装材としての再利用する際のことにも留

意する必要がある。 

品質管理及び設計・施工に当たっては、「道路用溶融スラグ品質管理及び設計施工マニュアル

（改訂版）」（（一社）日本産業機械工業会 エコスラグ利用普及委員会）を参照することができ

る。 

 

 

(7) 今後の検討を要する用途 

1) コンクリート用粗骨材 

コンクリート用粗骨材には徐冷スラグが利用されるが、徐冷スラグの生産量は少ないため、利用

に当たって必要量が確保可能であることを確認する必要がある。 

エコスラグをコンクリート用粗骨材に利用する場合は、JIS A 5031「一般廃棄物、下水汚泥又は

それらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材」に適合したエコスラグを利用し、

用途に見合う所要の品質を満足するコンクリートを得る必要がある。 

粗骨材の粒度による区分は表 3.18.31 に示すように区分されており、物理的性質については、表 

3.18.32に適合する必要がある。粒度は表 3.18.33 に適合し、粗粒率5は購入契約時に定められた粗

粒率と比べ、±0.30以上変化しないようにする必要がある。 

 

 
5粗粒率：80 mm，40 mm，20 mm，10 mm，5 mm，2.5 mm，1.2 mm，0.6 mm，0.3 mm，及び 0.15 mm の網ふるいの一組を用

いて、ふるい分けを行った場合，各ふるいを通らない全部の試料の百分率の和を 100 で除した値であり、無次元で表さ

れる。 

26.5mm 19mm 13.2mm 4.75mm 2.36mm 1.18mm 75μm

SM-20 100 85～100 0～15 － － － －

SM-13 － 100 85～100 0～15 － － －

SM-5 － － 100 85～100 0～25 0～5 －

溶融スラグ細骨材
（水砕スラグ、徐冷スラグ）

FM-2.5 － － － 100 85～100 － 0～10

単粒度溶融スラグ
（徐冷スラグ）

種類 呼び名

ふるいを通るものの質量百分率（％）

JIS Z 8801-1に規定する金属製網ふるいの公称目開き
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表 3.18.31 溶融スラグ粗骨材の粒度による区分 

 

 

 

 

出典）JIS A 5031「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材」 

 

表 3.18.32 溶融スラグ粗骨材の物理的性質 

試験項目 溶融スラグ粗骨材 

絶乾密度 g/cm3 2.5 以上 

吸水率 ％ 3.0 以下 

安定性 ％ 12 以下 

粒径判定実績率 ％ 55 以上 

微粒分量 ％ 1.0 以下 

出典）JIS A 5031「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材」 

 

表 3.18.33 溶融スラグ粗骨材の粒度 

 

 

 

 

 

 

 

出典）JIS A 5031「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材」 

 

JIS A 5031 では、化学成分として、酸化カルシウム（CaO として）45.0％以下、全硫黄（S とし

て）2.0％以下、三酸化硫黄（SO3として）0.5％以下、金属鉄（Fe として）1.0％以下と規定されて

いる。塩化物量は NaClとして 0.04％以下でなければならないとされている。 

また、JIS A 5031 では有害物質の溶出量基準（表 3.18.34）及び含有量基準（表 3.18.35）が規

定されている。 

 

区分 粒の大きさの範囲（mm） 記号

溶融スラグ粗骨材2005 20～5 MG20－05

溶融スラグ粗骨材2015 20～15 MG20－15

溶融スラグ粗骨材1505 15～5 MG15－05

25 20 15 10 5 2.5

溶融スラグ粗骨材2005 100 90～100 － 20～55 0～10 0～5

溶融スラグ粗骨材2015 100 90～100 － 0～10 0～5 －

溶融スラグ粗骨材1505 － 100 90～100 40～70 0～15 0～5

※ふるいの呼び寸法は、それぞれJIS Z 8801-1に規定するふるいの公称目開き26.5mm、19mm、16mm、9.5mm、

　 4.75mm及び2.36mmである。

区分

ふるいの呼び寸法※

ふるいを通るものの質量百分率（％）
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表 3.18.34 エコスラグの溶出量基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）JIS A 5031「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材」 

JIS A 5032「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した道路用溶融スラグ」 

※カドミウム：土壌の汚染に係る環境基準（溶出量基準）が 0.003mg/L 以下に見直され、令和 3 年 4 月に施行され

たため、留意が必要である。 

 六価クロム：令和 3 年 10 月より地下水の水質汚濁に係る環境基準が 0.02mg/L 以下に見直され、令和 4 年 4 月に

施行されたため、留意が必要である。 

 

表 3.18.35 エコスラグの含有量基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）JIS A 5031「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材」 

JIS A 5032「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した道路用溶融スラグ」 

※カドミウム：土壌の汚染に係る環境基準（溶出量基準）が 0.003mg/L 以下に見直され、令和 3 年 4 月に施行され

たため、留意が必要である。 

 六価クロム：令和 3 年 10 月より地下水の水質汚濁に係る環境基準が 0.02mg/L 以下に見直され、令和 4 年 4 月に

施行されたため、留意が必要である。 

 

2) バーチカルドレーン及びサンドマット材 

エコスラグのバーチカルドレーン工法への利用については、平成 18 年に「港湾工事用エコスラ

グ利用手引書」が発行されており、各基準類の補足資料として参考にすることができる。 
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①設計の基本方針 

エコスラグを用いたバーチカルドレーン工法の設計においては、エコスラグを天然砂と同等の粒

状材料として扱うものとする。 

ここでは、エコスラグの利用対象を、地盤中に建て込むドレーンパイルの材料とする。ここに記

述する以外の設計上の詳細な項目については、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に従って設

計するものとする。 

 

②ドレーンパイルの設計 

ドレーンパイルに要求される機能は、排水性（透水性）であり、設計では、エコスラグを天然砂

と同等の粒状材料として扱ってよい。 

エコスラグの透水係数は、ｋ＝10-3～100cm/sの値をとる。 

 

③施工 

施工現場におけるエコスラグの貯蔵、運搬または杭の造成については、サンドコンパクション工

法の施工で述べたように、天然材料と同様に行うことができる。 

エコスラグのバーチカルドレーン工法への利用にあたっては、環境安全性、品質、経済性、供給

量等の条件を満たす必要がある。 

 

④環境安全品質 

エコスラグをバーチカルドレーン工法に利用する場合、JIS A 5031、JIS A 5032 で規定されてい

る有害物質の溶出量か、「建設分野の規格への環境側面の導入に関する指針」の付属書Ⅰ「コンク

リート用スラグに環境安全品質及びその検査方法を導入するための指針」に示されている環境安全

品質基準（港湾用途に限る）（表 3.18.36）の溶出量を満足する必要がある。また、JIS A 5031、

JIS A 5032で規定されている有害物質の含有量を満足する必要がある。 

 

表 3.18.36 環境安全品質基準（港湾用途に限る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「建設分野の規格への環境側面の導入に関する指針」の付属書Ⅰ「コンクリート用スラグに環境安全品質及び

その検査方法を導入するための指針」 

※カドミウム：土壌の汚染に係る環境基準（溶出量基準）が 0.003mg/L 以下に見直され、令和 3 年 4 月に施行された

め、留意が必要である。 

六価クロム：令和 3 年 10 月より地下水の水質汚濁に係る環境基準が 0.02mg/L 以下に見直され、令和 4 年 4 月に施

行されたため、留意が必要である。 
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3) 捨石、被覆石、根固・消波ブロック 

エコスラグを捨石、被覆石、根固・消波ブロックに利用する場合は、徐冷スラグを使用すること

になる。徐冷スラグの物理的性質、力学的性質は、天然の割ぐり石（石材）と同等とみなすことが

できる。よって設計、施工にあたっては、天然材と同様に行うことができる。 

徐冷スラグを捨石、被覆石、根固・消波ブロックに利用する場合、JIS A 5031、JIS A 5032 で規

定されている有害物質の溶出量か、「建設分野の規格への環境側面の導入に関する指針」の付属書

Ⅰ「コンクリート用スラグに環境安全品質及びその検査方法を導入するための指針」に示されてい

る環境安全品質基準（港湾用途に限る）（表 3.18.36）の溶出量を満足する必要がある。また、

JIS A 5031、JIS A 5032で規定されている有害物質の含有量を満足する必要がある。 

 

4) 中詰材 

エコスラグの物理的・力学的性質は天然材と同等である。したがって、エコスラグを中詰材とし

て利用する場合の設計、施工にあたっては、エコスラグを天然材と同等の材料として扱うものとす

る。 

徐冷スラグを中詰材に利用する場合、JIS A 5031、JIS A 5032 で規定されている有害物質の溶出

量か、「建設分野の規格への環境側面の導入に関する指針」の付属書Ⅰ「コンクリート用スラグに

環境安全品質及びその検査方法を導入するための指針」に示されている環境安全品質基準（港湾用

途に限る）（表 3.18.36）の溶出量を満足する必要がある。また、JIS A 5031、JIS A 5032 で規定

されている有害物質の含有量を満足する必要がある。 

用途としての利用可能性はあるが、適用技術に係る情報が十分集積されていないことから、必要

に応じて室内試験や試験施工等により要求性能を満足することを確認することが望ましい。 

 

5) 裏込材、裏埋材、盛土材、覆土材、載荷盛土材 

エコスラグの物理的・力学的性質は天然材と同等である。したがって、エコスラグを裏込材、裏

埋材、盛土材、覆土材、載荷盛土材として利用する場合の設計、施工にあたっては、エコスラグを

天然材と同等の材料として扱うものとする。 

用途としての利用可能性はあるが、適用技術に係る情報が十分集積されていないことから、必要

に応じて室内試験や試験施工等により要求性能を満足することを確認することが望ましい。 

 

 

3.18.5 関連法令 

エコスラグは、原料が一般廃棄物や下水汚泥であるため「廃棄物処理法」に規定する一般廃棄物、産

業廃棄物に該当することがあることから、利用にあたっては注意する必要がある。 

ただし「一般廃棄物の溶融固化物の再生利用の実施の促進について」（平成 10 年 3 月 26 日付け生衛

発第 508 号厚生省生活衛生局水道環境部長通知）で、「一般廃棄物の溶融固化物の再生利用に関する指

針」中の溶融固化物に関る目標基準に適合するものにつき、市町村が自ら発注した公共建設工事におい

て利用する場合は、当該利用は廃棄物の処分にあたらないとしている。 
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さらに平成 18（2006）年 7 月に JIS A 5031「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化

したコンクリート用溶融スラグ骨材」及び JIS A 5032「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶

融固化した道路用溶融スラグ」が制定されたことを受け、「一般廃棄物の溶融固化物の再生利用の実施

の促進について（通知）」（平成 19 年 9 月 28 日付け環廃対発第 070928001 号環境省大臣官房廃棄物・

リサイクル対策部長通知）で、「一般廃棄物の溶融固化物の再生利用に関する指針」中の溶融固化物に

関る目標基準を JIS A 5031、5032 に適合していることと見直し、市町村が自ら発注した公共建設工事

において利用する場合は、当該利用は廃棄物の処分にあたらないとした。 

また、JIS A 5031、5032 の有害物質の溶出量と含有量基準に適合し、有価物として販売している場合

は、廃棄物に該当しないと考えられる。 

利用について疑義が生じた場合は、「廃棄物処理法」の行政指導を行っている都道府県または市町村

の廃棄物担当部局、または「海洋汚染防止法」の行政指導を行っている海上保安部に確認を取る必要が

ある。 
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3.18.6 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

エコスラグを材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサイクル材料と

して利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当箇所を参照し、

検討を行う。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 

 

再生アスファルト混合物の配合において、追加する新規骨材に含むエコスラグの配合量を全骨材質量

の 10％以下に抑えることにより、繰り返し再生を行っても、再生混合物中の溶融スラグ配合量が 10％

以下となるように配慮する方法もある。 

表 3.18.37に再生利用時のスラグ配合率での増加抑制方法を示す。 

ケース 1 では、混合物全体に対してスラグ配合率一定量を加えていくと、スラグの量は蓄積されるが、 

ケース 2のとおり、新規骨材のみに対してスラグ配合率一定量を加えていくと、スラグの量は蓄積され

ない。 

 

表 3.18.37 再生利用時のスラグ配合率での増加抑制方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）道路用溶融スラグ品質管理及び設計施工マニュアル（改訂版）（（一社）日本産業機械工業会 エコスラグ利用普

及委員会） 
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3.19 破砕瓦 

3.19.1 製造・供給 

（解説） 

(1) 製造方法 

破砕瓦は、瓦工場より発生した規格外瓦を破砕し、利用用途に応じた粒度に調整を行ったもので

ある。瓦工場より発生した規格外瓦は、仮置き後、プラントにおいて破砕・粒度調整し、粒径ごと

に保管・出荷される。 

 

(2) 供給・利用の状況 

1) 供給地域 

愛知県、島根県、福井県等で供給実績がある。 

破砕瓦の産出地域（愛知県（三州瓦）、島根県（石州瓦）） 

 

2) 製造場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.19.1 製造場所（破砕瓦） 

 

3) 生産量 

平成 21 年度の愛知県陶器瓦工業組合におけるリサイクル資材（図 3.19.2：再生骨材 6,000t、土

木資材等 8,000t）としての販売量は約 14,000t であり、破砕瓦の原料となる規格外瓦は各瓦製造メ

ーカーによって組合に持ち込まれ工場で破砕されている。また、石州瓦工業組合(島根県)における

平成 25～26 年の破砕瓦の販売量（≒発生量）は表 3.19.1 に示すとおりであり、概ね年間 10,000t

であった。 

 

破砕瓦は、規格外瓦を破砕、粒度調整した後、建設資材として供給されている。 

愛知県（三州瓦） 

島根県（石州瓦） 
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瓦の再生材料

4.8万t, 73%

再生骨材等

0.6万t, 8%

土木資材等

0.8万t, 12%

その他

0.4万t, 
7%

 

出典）シャモット製品カタログ（愛知県陶器瓦工業組合） 

図 3.19.2 用途別販売量（平成 21年度実績、愛知県陶器瓦工業組合） 

 

表 3.19.1 石州瓦工業組合加盟生産者の破砕瓦発生量（≒販売量） 

生産者名・工場名 破砕瓦発生量 

A 社 H26 年／約 643t 

B 社 H26 年／約 2,259t 

C 社 H25 年／約 3,712t 

 a 工場 H26 年 8 月より 

D 社 b 工場 H25 年／2,792t 

 c 工場 H26 年／2,895t 

E 社 H26 年／20t 

F 社 H26 年／1,218t 

統計年度が揃っていないため、年間の発生量は不明。

概ね、年間約 10,000t の破砕瓦が発生。 

出典）粉砕規格外瓦を骨材として使用する構造用コンクリートの製造と供給に関する調査研究（平成 27 年 3 月、一般財

団法人 建材試験センター） 
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3.19.2 品質 

（解説） 

(1) 物理・力学的性質 1)2) 

破砕瓦は、不規則な空隙を有した層状の構造となっている。このような多孔質の構造により、吸

水性や保水性を高める効果があるとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）瓦の生産過程で発生する規格外瓦の有効利用に関する調査研究報告書（平成 21年 2 月、愛知県陶器瓦工業組合） 

図 3.19.3 破砕瓦の構造（電子顕微鏡による写真） 

 

港湾工事等への利活用を踏まえた技術資料として、「破砕瓦の利活用技術資料」（平成 29 年 3 月、

国土交通省中部地方整備局）がとりまとめられており、当資料では、粒径 0-20mm の材料を対象とし

ている。 

港湾工事等への利活用の観点から整理した破砕瓦の材料特性は表 3.19.2 に示すとおりである。ま

た、破砕瓦（粒径 0-20mm）の材料特性（参考値）は、表 3.19.3に示すとおりである。 

 

破砕瓦は、多孔質の構造を持つ材料であり、用途に応じ粒度調整して利用される。 
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表 3.19.2 港湾工事を想定した破砕瓦の主な材料特性 

項目 内容 

土圧特性 
・他の一般的な材料よりも軽量で、内部摩擦角が大きいため土圧低減材料とし

て有効。 

沈下特性 

・締固めが可能な気中施工の場合は沈下しないものと考えられる。 

・水中施工時の緩詰めの状態を想定した場合は、振動等の作用によって体積収

縮による沈下が生じる可能性がある。 

液状化特性 

・気中で締め固めた場合の液状化強度比 RL20 は 0.58 と大きいが、水中投入時

のゆるく堆積した状態を想定した場合、粒度の観点からは「液状化の可能性

がある」層が堆積する。 

その他 

・海域の濁り  

環境への影響は無いが、水中捲き出し時には海域の濁りが発生するため、

必要に応じて対応が必要。 

・材料分離性  

水中投入時には分級が発生し、材料分離する。 

・轍掘れの有無  

他の材料と比較して、車両通行による表層部分の轍掘れの影響は少ない。 

・粒子破砕の有無  

車両通行等による繰返し荷重が作用した場合でも、「粒子破砕はしない」

ものと考えられる。 

・荷重作用時の応力伝達  

標準的な材料と比較すると水平土圧は比較的小さい。一方、鉛直土圧は他

の材料と比較して荷重分散角が小さいために、やや大きくなる可能性があ

る。 

出典）破砕瓦の利活用技術資料（平成 29年 3 月、国土交通省中部地方整備局）より作成 
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表 3.19.3 破砕瓦（粒径 0-20mm）の材料特性（参考値） 

出典）破砕瓦の利活用技術資料（平成 29年 3 月、国土交通省中部地方整備局）より作成 

項目 内容 

物

理

特

性 

粒度分布 

礫質土と同様の粒度分布を示し、粒度分布の観点からは液状化の可能性は低い。 

＜H27 の粒度試験結果＞ 

・最大粒径：19mm、・60%粒径(D60)：9.03mm、・50%粒径(D50)：7.22mm、 

・30%粒径(D30)：3.84mm、・10%粒径(D10)：0.45mm、・均等係数(Uc)：20.22、・曲率係数(Uc')：3.7 

土粒子密度ρs(g/cm3) ρs=2.579(g/cm3)程度 

最小・最大間隙比 

emin、emax 
emin=0.611程度、 emax=1.049程度 

液性限界・塑性限界 非塑性(NP) 

すり減り減量(%) 28%程度 

スレ―キング率(%) 
0.1%程度(破砕瓦(10-30mm)の値) 

※必要に応じて、破砕瓦(0-20mm)のスレ―キング率を今後評価する必要がある。 

乾燥密度 ρd(g/cm3) 室内試験：ρd=1.444(g/cm3)程度、現場試験(締固め)：ρd=1.635(g/cm3)程度 

湿潤密度 ρt(g/cm3) 室内試験：ρt=1.495(g/cm3)程度、現場試験(締固め)：ρt=1.700(g/cm3)程度 

力

学

特

性 

締固め特性 最大乾燥密度：ρdmax=1.663(g/cm3)程度、最適含水比 wopt=13.9%程度 

透水係数 k(m/s) k=9.15×10-5(m/s)程度 

せん断強度定数 
内部摩擦角φ=44.6(°)程度、粘着力 c=55(kN/m2)程度 

※礫質土の性状であることから、設計では粘着力は考慮しないことが多い。 

設計 CBR 
設計 CBR=72.98%程度 

※H24～H27 の 4 カ年データの平均値 

安息角 気中安息角＝41(°)程度、水中安息角＝35(°)程度 

動

的

特

性 

液状化特性 軸ひずみ両振幅 DA=5%時における液状化強度比 RL20=0.580 程度 

沈下特性 

・気中部：締固めを実施できるため沈下の影響は少ない。また、繰返し車両通行による轍掘れの影響も

少ない。 

・水中部：水中投入による緩詰め状態では、振動等の作用により沈下が生じる可能性がある。 
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注）愛知県陶器瓦工業組合にて実施された H24～H27 の粒度試験結果を示したものである。 

出典）平成 27 年度破砕瓦の港湾工事等への適用性検討委員会（第１回（案））（平成 28年、前田健一、森河由紀弘） 

図 3.19.4 破砕瓦（粒径 0-20mm）の粒径分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）平成 27 年度破砕瓦の港湾工事等への適用性検討委員会（第１回（案））（平成 28年、前田健一、森河由紀弘） 

図 3.19.5 破砕瓦（粒径 0-20mm）の締固め特性 
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愛知県瓦工業組合が粒度調整して出荷している 0-10mm、10-30mm、0-30mm の破砕瓦を分析した結

果において、以下の物理・力学的性質が確認されている。 

 

表 3.19.4 破砕瓦の物理・力学的性質 

区分 破砕瓦 0-10mm 破砕瓦 10-30mm 破砕瓦 0-30mm 

物理的性質 

・初期の含水比は 3.4%
と小さく、土粒子密度
は一般的な無機質土と
同程度である。 

・粘土・シルト分が少な
く、砂質礫に相当す
る。 

・塑性指数(PI)は非塑性
(non-plastic) で あ
る。 

・すり減り減量は 35 以
下と道路用砕石の基準
値（JIS A 5001）を満
足しており、対摩耗性
に優れた材料である。 

・密度が小さい特性を活
かした軽量コンクリー
ト等への利用が考えら
れる（ただし、コンク
リート用材料として使
用するためには、破砕
瓦の JIS 化が必要）。 

・すり減り減量は 35 以
下と道路用砕石の基準
値（JIS A 5001）を満
足しており、対摩耗性
に優れた材料である。 

・粒度は、道路用砕石
(JIS A 5001)の C-30
の規格を満足してい
る。 

力学的性質 

・透水性は 10-3cm/sオー
ダーであり、圧縮しに
くい材料である。 

・強度特性は、設計及び
95%修正 CBR が 100%を
越え、せん断抵抗角は
39°である。 

・必要とされる性能によ
るが、土質材料として
利用が可能であり、土
粒子密度が小さい特性
を活かした軽量盛土へ
の流用などが考えられ
る。 

・95%修正 CBR は 63.5%
である。 

・舗装調査・試験法便覧
では、修正 CBR の概略
値は、砕石では 70%以
上、砂利・切込み砂利
では、20～60%と言わ
れており、破砕瓦 10-
30mm では同程度の結
果となった。 

・95%修正 CBR は 67.3%
であり、一般道路や高
速道路における下層路
盤の材料規定（修正
CBR：30％以上）を満
足することから、下層
路盤材として利用が可
能である。 

出典）瓦の生産過程で発生する規格外瓦の有効利用に関する調査研究報告書（平成 21年 2 月、愛知県陶器瓦工業組合） 

 

【参考文献】 

1) 愛知県陶器瓦工業組合：瓦の生産過程で発生する規格外瓦の有効利用に関する調査研究報告書、

平成 21年 2月 

2) 国土交通省中部地方整備局:破砕瓦の利活用技術資料、平成 29年 3月 
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(2) 化学的性質 1)2) 

1) 強熱減量 

愛知県瓦工業組合が粒度調整した 0-10mm、10-30mm、0-30mm の破砕瓦を分析した結果において、

いずれの試料についても 0.1%未満となっている。 

 

2) 有害物質の溶出量・含有量 

愛知県瓦工業組合が 0-10mm で粒度調整した破砕瓦を分析した結果において、土壌の汚染に係る環

境基準（46 号溶出試験）及び農用地基準に係る調査結果は、全ての項目において環境上の条件を満

足している。また、農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準の調査結果は、管

理基準以下である。 

愛知県瓦工業組合が細粒分を除去し 1-2mm で粒度調整した破砕瓦を分析した結果において、「産

業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準」に係る調査結果は、全ての項目において判定基準を満た

している。また、「水底土砂に係る判定基準」と「産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準」を

比べると、後者の基準の方が厳しくなっており、破砕瓦はその厳しい基準を満足しているため、

「水底土砂に係る判定基準」も満たすこととなる。以上のことから、破砕瓦は陸上及び海上で利用

する際の環境安全性を十分確保することが可能な材料である。なお、利用の際には、実際に利用す

る材料が利用先に適用される基準を満足することを確認する必要がある。環境安全性の確保の考え

方については、「1.4.2環境安全の考え方」を参照のこと。 
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表 3.19.5 土壌の汚染に係る環境基準（46号溶出試験）及び農用地基準の調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）瓦の生産過程で発生する規格外瓦の有効利用に関する調査研究報告書（平成 21年 2 月、愛知県陶器瓦工業組合） 
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表 3.19.6 重金属等の蓄積防止に係る管理基準の調査結果 

 

 

 

出典）瓦の生産過程で発生する規格外瓦の有効利用に関する調査研究報告書（平成 21年 2 月、愛知県陶器瓦工業組合） 

 

表 3.19.7 「土壌汚染対策法」に基づく含有量基準の調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）瓦の生産過程で発生する規格外瓦の有効利用に関する調査研究報告書（平成 21年 2 月、愛知県陶器瓦工業組合） 
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表 3.19.8 産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準の調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）瓦の生産過程で発生する規格外瓦の有効利用に関する調査研究報告書（平成 21年 2 月、愛知県陶器瓦工業組合） 

 

 

【参考文献】 

1) 愛知県陶器瓦工業組合：瓦の生産過程で発生する規格外瓦の有効利用に関する調査研究報告書、

平成 21年 2月 

2) 国土交通省中部地方整備局:破砕瓦の利活用技術資料、平成 29年 3月 
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3.19.3 加工・改良技術 

破砕瓦は、通常、製造工場において利用用途に応じた粒度に調整、出荷される。施工時の加工・

改良としては、水中投入時の濁り発生対策として、水洗いによる細粒分の除去及び粒度調整による

細粒分の除去、水中投入時の分級の発生対策として、粒度調整による細粒分の除去等が挙げられる。 

現場において粒度調整等の処理を行う場合は、試験施工等により、要求品質及び性能を満足でき

ることを十分確認することとする。 

 

 

3.19.4 適用用途 

(1) 概要 

破砕瓦をリサイクル材として利用する場合は、関係する基準類に準拠し、用途において定まる要求

性能を満たす材料を用いるものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、破砕瓦を各用途に利用する場合の評価を行った結果を表 

3.19.9 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性等）がある場

合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 
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表 3.19.9 破砕瓦の適用用途 

 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 ○ C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・2)瓦廃材を細骨材の一部と置換したコンク
リートを対象に実験を行った結果、所定のフ
レッシュ性状の確保は混和剤の調整で可能で
あり、置換率が大きくなると弾性係数が若干
低下する傾向を有するが、同一水セメント比
における圧縮強度は天然骨材を使用した場合
と同等もしくは事若干強度が増すことが明ら
かとなったとされている。【査読有り】

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・道路改築・改良工事（国交省、管理
者）
・区画整理事業（管理者）
・学校給食センター造成工事（管理者）

2)

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑩ 裏込材 〇＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)港湾工事等への利活用を踏まえ、材料特
性、環境影響、適用用途、施工方法、施工時
の留意点、標準材料との比較、活用事例等に
ついて記載。
・5)愛知県リサイクル資材評価制度「あいく
る」にて認定されており、粒径、内部摩擦角
について規格が定められている。
・6)室内模型試験より構造物の裏込材として
用いた場合の水平土圧低減効果について、検
討が行われている

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・港湾工事（実証実験）（国交省）

1)
5)
6)

⑪ 裏埋材
〇＋

(陸上施工)
B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)港湾工事等への利活用を踏まえ、材料特
性、環境影響、適用用途、施工方法、施工時
の留意点、標準材料との比較、活用事例等に
ついて記載。
・5)愛知県リサイクル資材評価制度「あいく
る」にて認定されており、粒径、内部摩擦角
について規格が定められている。
・6)室内模型試験より構造物の裏込め部背後
の裏埋め材として用いた場合の支持力につい
て、検討が行われている

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・港湾環境整備（護岸）工事（管理者）
・港湾工事（実証実験）（国交省）

1)
5)
6)

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 〇＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)港湾工事等への利活用を踏まえ、材料特
性、環境影響、適用用途、施工方法、施工時
の留意点、標準材料との比較、活用事例等に
ついて記載。
・3)粒度調整した破砕瓦(0～10mm)の力学特性
試験の結果より、必要とされる性能による
が、土質材料として利用が可能であり、密度
が小さい特性を活かした軽量盛土への流用な
どが考えられるとされている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・港湾工事（実証実験）（国交省）

1)
3)

⑬ 埋立材 〇＋ B

●利用マニュアル等が整備されている。
【主な内容】
・1)港湾工事等への利活用を踏まえ、材料特
性、環境影響、適用用途、施工方法、施工時
の留意点、標準材料との比較、活用事例等に
ついて記載。
・5)愛知県リサイクル資材評価制度「あいく
る」にて認定されており、粒径、内部摩擦角
について規格が定められている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・港湾工事（実証実験）（国交省）

1)
5)

⑭ 路床盛土材 ○ C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・4)5)愛知県リサイクル資材評価制度「あい
くる」にて認定されており、粒径、設計ＣＢ
Ｒについて規格が定められている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・道路改良工事（管理者）
・導管設置工事（その他機関）

4)
5)

⑮ 路盤材 ○ C

●標準材料に準ずる性能を有する。
【主な内容】
・3)粒度調整した破砕瓦(0～30mm)の力学特性
試験の結果、95%修正CBRが一般道路や高速道
路における下層路盤の材料規定を満足するこ
とから、下層路盤材として利用が可能とされ
ている。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・道路舗装工事（国交省、管理者）
・岸壁本体工事（国交省）
・道路改良工事（管理者）
・駐車場等工事（管理者）

3)

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材
△

（As舗装骨
材）

D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で、用途の検討
が行われたことは確認できないが、公共工事
において利用実績があり、かつ利用面で汎用
性が高いと考えられる。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・路面舗装工事（管理者）
・緑地整備工事（その他機関）

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

△ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等や技術資料等で、用途の検討
が行われたことは確認できないが、公共工事
において利用実績があり、かつ利用面で汎用
性が高いと考えられる。

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・干潟・浅場造成工事（管理者）

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

1)破砕瓦の利活用技術資料（平成29年3月、国土交通省中部地方整備局）

2)瓦廃材を細骨材として用いたコンクリートの物性（平成17年、コンクリート工学年次論文集）

3)瓦廃材を細骨材として用いたコンクリートの物性（平成18年、コンクリート工学年次論文集）

4)瓦廃材を細骨材として用いたコンクリートの物性（平成19年、コンクリート工学年次論文集）

5)愛知県リサイクル資材評価制度 あいくる材認定資材一覧（愛知県、令和4年12月28日時点）

6)森河由紀弘、佐藤智範、前田健一,篠田裕重：摩擦性や軽量性が高い破砕瓦の裏込め材や裏埋め材などとしての適用性に関する検討,土木学会論文集,Vol.79,No.5,2023

出典)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 
注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(2) コンクリート用細骨材 

破砕瓦をコンクリート用細骨材として用いる場合の物性についての研究論文として、上原らによ

る「瓦廃材を細骨材として用いたコンクリートの物性」1)（平成 17 年、コンクリート工学年次論文

集）等がある。この研究では、コンクリート細骨材の一部を三州瓦廃材と置換したコンクリートを

対象に実験を行い、その物性の把握が試みられている。実験の結果、所定のフレッシュ性状の確保

は混和材の調整で可能であり、置換率が大きくなると弾性係数が若干低下する傾向を有するが、同

一セメント比における圧縮強度は天然骨材を使用した場合と同等もしくは若干強度が増すことが明

らかとなったとされている。 

利用実績としては、道路改築・改良工事、区画整理事業、学校給食センター造成工事等がある。 

これらの品質に係る研究成果や利用実績を基に、製作したコンクリートの利用用途への利用可能

性について検討するとともに、利用する場合には要求性能を満たすことを確認する必要がある。 

利用に当たってのマニュアル類は整備されていないことから、関連論文や利用実績等を参照し、

必要に応じて室内試験や試験施工等により要求性能を満足することを確認することが望ましい。 

 

【参考文献】 

1) 上原匠、梅原秀哲、友竹博一、篠田泰宏：瓦廃材を細骨材として用いたコンクリートの物性、コ

ンクリート工学年次論文集、Vol.27、No.1、2005 

 

 

(3) 裏込材 

破砕瓦の利用については、平成 29年 3月に国土交通省中部地方整備局から「破砕瓦の利活用技

術資料」1)が発行されており、同技術資料を参考にすることができる。 

同技術資料において、裏込材として利用する場合の特性として、以下が挙げられている。 

・土圧低減材料として有効である 

・既往検討で「内部摩擦角＞安息角」となり、標準材料に準ずると考えられる 

・気中部では締固め施工が可能であり、沈下は生じないと考えられる 

・L1地震については、液状化は生じないと考えられる 

一方、留意事項として、以下が挙げられている。 

・土粒子の密度が小さく細粒分の沈降が遅いため、濁りが発生する 

・水中投入部については、沈下が生じる 

・必要に応じて水中部の分級時における液状化強度の変化について確認しておく必要がある 

その他、破砕瓦を構造物の裏込材として用いた場合の水平土圧低減効果について、室内模型試験

より検討が行われている 2）。 

利用に際しては、利用実績等を参照し、必要に応じて室内実験や試験施工等により要求性能を満

足することを確認することが望ましい。 
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【参考文献】 

1) 国土交通省中部地方整備局:破砕瓦の利活用技術資料、平成 29年 3月 

2）森河由紀弘、佐藤智範、前田健一、篠田裕重：摩擦性や軽量性が高い破砕瓦の裏込め材や裏埋

め材などとしての適用性に関する検討、土木学会論文集、Vol.79、No.5、2023 

 

 

(4) 裏埋材、埋立材 

破砕瓦の利用については、平成 29年 3月に国土交通省中部地方整備局から「破砕瓦の利活用技

術資料」1)が発行されているため、同技術資料を参考にすることができる。 

同技術資料において、裏埋材として利用する場合の特性として、以下が挙げられている。 

・土圧低減材料として有効である。 

・既往検討で「内部摩擦角＞安息角」となり、標準材料に準ずると考えられる。 

・気中部では締固め施工が可能であり、沈下は生じないと考えられる。 

・L1地震については、液状化は生じないと考えられる。 

一方、留意事項として、以下が挙げられている。 

・水中投入部については、沈下が生じる。 

・必要に応じて水中部の分級時における液状化強度の変化について確認しておく必要がある。 

その他、破砕瓦を構造物の裏込部背後の裏埋材として用いた場合の支持力について、室内模型試

験より検討が行われている。2） 

利用に際しては、利用実績等を参照し、必要に応じて室内実験や試験施工等により要求性能を満

足することを確認することが望ましい。 

利用実績としては、港湾環境整備（護岸）工事への利用実績がある。 

 

【参考文献】 

1) 国土交通省中部地方整備局:破砕瓦の利活用技術資料、平成 29年 3月 

2）森河由紀弘、佐藤智範、前田健一、篠田裕重：摩擦性や軽量性が高い破砕瓦の裏込め材や裏埋

め材などとしての適用性に関する検討、土木学会論文集、Vol.79、No.5、2023 

 

港湾・空港等の整備で使用する裏込材、裏埋材、埋立材として、愛知県リサイクル資材評価制

度「あいくる材」(令和 4 年 8 月)に認定されており、粒径及び内部摩擦角について規格が定めら

れている。 

 

表 3.19.10 愛知県リサイクル資材評価制度（あいくる）認定状況（令和 4年 12月末現在） 

資材名 三州瓦シャモット 

評価基準の区分 破砕瓦材 

再生資源 規格外瓦及び陶器類 

寸法・規格 粒径：0～20mm  内部摩擦角 35°以上 

用途 港湾・空港等の整備で使用する裏込材、裏埋材、埋立材 

工場の住所及び名称 
高浜市田戸町一丁目 1番地 1 

愛知県陶器瓦工業組合 シャモット工場 
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(5) 盛土材、覆土材、載荷盛土材 

破砕瓦の利用については、平成 29年 3月に国土交通省中部地方整備局から「破砕瓦の利活用技

術資料」1)が発行されており、同技術資料を参考にすることができる。 

同技術資料において、盛土材、覆土材、載荷盛土材として利用する場合の特性として、以下が

挙げられている。 

・土圧低減材料として有効である 

・既往検討で「内部摩擦角＞安息角」となり、標準材料に準ずると考えられる 

・気中部では締固め施工が可能であり、沈下は生じないと考えられる 

・締固め管理が容易である 

利用に際しては、利用実績等を参照し、必要に応じて室内実験や試験施工等により要求性能を満

足することを確認することが望ましい。 

 

【参考文献】 

1) 国土交通省中部地方整備局:破砕瓦の利活用技術資料、平成 29年 3月 

 

 

(6) 路床盛土材 

愛知県では、工事でリサイクル資材を採用するための評価制度「あいくる材」の再生路床材とし

て、平成 19年 8月に認定されており、粒径及び設計 CBRについて規格が定められている。また、

道路改良工事への利用実績がある。 

これらの品質に係る試験結果等を基に、路床盛土材としての利用可能性について検討し、個々の

工事において定まる要求性能を満たすことを十分確認した上で利用する必要がある。 

利用に当たってのマニュアル類は整備されていないことから、利用実績等を参照し、必要に応じ

て室内試験や試験施工等により要求性能を満足することを確認することが望ましい。 

 

表 3.19.11 愛知県リサイクル資材評価制度（あいくる）認定状況（令和 4年 12月末現在） 

資材名 三州瓦シャモット 

評価基準の区分 再生路床材 

再生資源 規格外瓦 

寸法・規格 粒径：0～20mm  設計 CBR20%以上 

用途 道路の路床材に使用（但し盛土型の路床を除く。） 

工場の住所及び名称 
高浜市田戸町一丁目 1番地 1 

愛知県陶器瓦工業組合 シャモット工場 

 

 

(7) 路盤材 

0～30mm に粒度調整した破砕瓦について、愛知県陶器瓦工業組合の力学的性質試験結果によると

「95%修正 CBR は 67.3%であり、一般道路や高速道路における下層路盤の材料規定（修正 CBR：30％

以上）を満足することから、下層路盤材として利用が可能である。」とされている。 

利用実績としては、道路舗装工事、道路改良工事、駐車場工事等がある。 
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これらの品質に係る試験結果等を基に、路盤材としての利用可能性について検討し、個々の工事

において定まる要求性能を満たすことを十分確認した上で利用する必要がある。 

利用に当たってのマニュアル類は整備されていないことから、利用実績等を参照し、必要に応じ

て室内試験や試験施工等により要求性能を満足することを確認することが望ましい。 

 

 

(8) 今後の検討を要する用途 

1) アスファルト舗装骨材 

路面舗装工事への利用実績があり、アスファルト舗装骨材、路面の着色剤としての利用は可能と

考えられる。 

利用に当たってのマニュアル類は整備されていないことから、利用実績等を参照し、必要に応じ

て室内試験や試験施工等により要求性能を満足することを確認することが望ましい。 

 

 

2) 藻場、浅場・干潟造成、覆砂材、人工砂浜等 

浅場・干潟造成工事への利用実績があり、浅場・干潟造成材としての利用は可能と考えられる。 

類似用途における検討事例を踏まえると、利用の際の留意事項として以下が挙げられる。 

・土粒子の密度が小さく細粒分の沈降が遅いため、濁りが発生する。 

・水中投入部については、沈下が生じる。 

利用に当たってのマニュアル類は整備されていないことから、利用実績等を参照し、必要に応じ

て室内試験や試験施工等により要求性能を満足することを確認することが望ましい。 

 

 

3.19.5 関連法令 

破砕瓦は産業副産物等に該当する。産業副産物等の法令上の取り扱いについては、「1.4.2 環境安

全の考え方」を参照のこと。 

 

 

3.19.6 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

破砕瓦を材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサイクル材料として

利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当箇所を参照し、検討

を行う。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.20 再生石膏粉 

3.20.1 製造・供給 

再生石膏粉とは、新築工事や解体工事現場等で排出された廃石膏ボードを石膏粉とボード用原紙に

破砕・分離するなどの中間処理を経て製造された石膏粉のことである。 

（解説） 

(1) 製造方法 

「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」（国立研究開発法人国立環境研究所、令和元

年 5 月）では、再生石膏粉は廃石膏ボードから中間処理を経て製造された石膏粉と定義されている。 

再生石膏粉には再生二水石膏粉（CaSO4・2H2O）、再生半水石膏粉（CaSO4・1/2H2O）、再生無水石

膏粉（CaSO4）の 3種類がある。 

廃石膏ボードから金属片や木片などの異物を除去し、ボード用原紙を分離して破砕した石膏粉は、

ふるい分け後既定の粒度に調整され再生二水石膏粉となる。また、焼成処理をして再生半水石膏粉

や再生無水石膏粉に再資源化し、固化材等に利用されている。 

 

 

 
出典）「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」（国立研究開発法人国立環境研究所、令和元年 5 月）  

図 3.20.1 再生石膏粉の基本的な製造方法 
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再生石膏粉を利用したリサイクル材料として、「Zeusシリーズ」が製造されている。 

 

Zeus シリーズは、廃石膏ボードを原材料とし乾燥処理により製造した再生半水石膏粉を使用した

石膏系固化材である。 

・Zeus100：再生半水石膏粉を 100%使用した改質剤 

・Zeus50 ：再生半水石膏粉（50%）＋高炉セメント（50%）を配合した半水石膏セメント複合系

固化材 

・Zeus40 ：再生半水石膏粉（40%）＋高炉セメント（60%）を配合した半水石膏セメント複合系

固化材 

 

 

  

出典）Zeus シリーズ（株式会社ニッソク神戸工場 HP、https://kobe-sekkou.com/zeus-series/） 

図 3.20.2 Zeusシリーズ（左図：Zeus100、右図：Zeus50） 

 

 

(2) 供給・利用の状況 

1) 供給地域 

① 再生石膏粉 

・再生二水石膏粉（CaSO4・2H2O）：全国どこでも入手可能 

・再生半水石膏粉（CaSO4・1/2H2O）：供給地域は限られているが全国で流通 

・再生無水石膏粉（CaSO4）：供給地域は限られているが全国で流通 

 

② 石膏系固化材（製品名：Zeusシリーズ） 

・供給地域：全国供給可能 

・供給方法：陸上輸送のみ 
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2) 製造所の立地場所 

① 廃石膏ボード処理施設 

廃石膏ボードをリサイクルしている事業所及び廃石膏ボードの処理を行う施設の立地状況は以下

のとおりである。 

 

表 3.20.1 廃石膏ボードをリサイクルしている事業所数（平成 28年） 

北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 

9 34 65 29 47 18 24 11 27 2 
出典）（一社）泥土リサイクル協会提供資料より作成  

 

 
出典）環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課（2011）平成 22 年度廃石膏ボードの再資源化促進に係

る実態調査報告書（平成 23年 3 月） 

図 3.20.3 廃石膏ボードの処理を行う施設の立地状況 

 

② 石膏系固化材（製品名：Zeusシリーズ） 

・兵庫県神戸市 

●施設の立地状況 

都道府県・政令市を対象としたアンケート結果より 
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3) 生産量・利用量 

① 廃石膏ボード 

石膏ボードは年間 400 万トン以上が生産使用されており、解体時に発生する廃石膏ボードの排出

量は今後、増加することが予想される。 

 
出典）「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」（国立研究開発法人国立環境研究所、令和元年 5 月）  

図 3.20.4 廃石膏ボード年間総排出量の長期予測 

 

平成 28年度の廃石膏ボードの排出量は 119万トンであり、リサイクル率は 72％であった。 

 

出典）「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」（国立研究開発法人国立環境研究所、令和元年 5 月）  

図 3.20.5 廃石膏ボード全量のマテリアルフロー（平成 28年度） 
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3.20.2 品質 

再生石膏粉の品質については、「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」（国立研究

開発法人国立環境研究所、令和元年 5 月）において、品質管理項目が記載されており、物性につ

いては粒度試験結果等を参考にできる。 

また、「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」（国立研究開発法人国立環境研究

所、令和元年 5 月）において、再生石膏粉を固化材・改質剤として使用した改質土の環境安全性

についての検査方法等が示されている。 

（解説） 

固化材等の製品の材料として製造される「再生石膏粉（二水、半水、無水）」については、出荷

先への品質保証に関するものとして「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」（国立研究

開発法人国立環境研究所、令和元年 5月）において、品質管理項目が記載されている。 

 

表 3.20.2 品質管理項目 

区分 品質管理項目 検査の目的 

自
主
検
査 

夾雑物の混入状況 
・解体系の廃石膏ボードには，針・鋲などの金属，剥離紙，木片，モルタ

ル，ロックウール等の夾雑物が混入する可能性がある． 

水分量（自由水量） ・再生石膏粉の基本的な特性の把握と保管状況の管理のために検査する． 

水分量（化合水量） 

・再生石膏粉の基本的な特性を把握するために検査する．なお，化合水量

を測定することで製品の原材料として掲げる石膏種（二水，半水，無

水）の概略的な含有量を把握することも可能である． 

最大粒径 
・再生石膏粉の基本的な特性として，製造工程（中間処理）で行われる

「破砕」及び「篩分け」設備の性能管理のために検査する． 

水素イオン指数（pH） 

・再生石膏粉の基本的な特性を把握するために検査する． 

・通常時から pH 値の変化により、夾雑物の混入等の品質の変化を把握する

ことができる． 

定
期
検
査 

夾雑物の定量 

・解体系の廃石膏ボードには，針・鋲などの金属，剥離紙，木片，モルタ

ル，ロックウール等の夾雑物が混入する可能性がある． 

・定期管理では，室内実験により，繊維分（主に紙分）と不溶解残渣の含

有量を検査する． 

石膏の種類 

・焼却処理によって製造される「再生半水石膏」及び「再生無水石膏」に

ついては，石膏の形態を把握して石膏の種類（半水，無水）を保証する

必要がある． 

水素イオン指数（pH） 

・再生石膏粉の基本的な特性を把握するために検査する． 

・通常時から pH 値の変化により、夾雑物の混入等の品質の変化を把握する

ことができる． 

重金属等（全含有量） 
・再生石膏粉の有害物質に対する品質を把握するために重金属等 8 項目※1)

の全含有量※2)を検査する． 

※1)重金属等 8項目：カドミウム，鉛，六価クロム，砒素，総水銀，セレン，ふっ素，ほう素 

※2)ここでいう含有量は，土壌汚染対策法の土壌含有量ではなく，全含有量（底質調査方法）である 

 

出典）「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」（国立研究開発法人国立環境研究所、令和元年 5 月） 
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(1) 物理・力学的性質 

1) 粒度分布 

再生二水石膏及び再生半水石膏の粒度分布の一例を図 3.20.6に示す。 

 
※JIS A 1204 に基づく、4.75㎜通過試料の粒度試験結果（ふるい分けのみ） 

出典）（一社）泥土リサイクル協会提供資料より作成 

図 3.20.6 再生二水石膏及び再生半水石膏の粒度分布の一例 
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2) 密度 

再生二水石膏、再生半水石膏及び無水石膏の密度の一例を図 3.20.7に示す。 

 

二水石膏 半水石膏 無水石膏 

範 囲 平均値 範 囲 平均値 範 囲 平均値 

2.30～2.34g/cm3 2.33g/cm3 2.61～2.62g/cm3 2.61g/cm3 2.70～2.97g/cm3 2.86g/cm3 

 

出典）（一社）泥土リサイクル協会提供資料より作成 

図 3.20.7 再生二水石膏、再生半水石膏及び無水石膏の密度の一例 

 

(2) 化学的性質 

1) 化学成分 

① 石膏系固化材（製品名：Zeusシリーズ） 

石膏系固化材（製品名：Zeusシリーズ）の成分表を表 3.20.3に示す。 

 

表 3.20.3 Zeusシリーズの成分表 

製品 成分 CaO SO3 SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 その他※ 

Zeus100 
割合

（％） 

43.3 50.9 1.2 ― ― ― 4.6 

Zeus50 50.9 43.3 12.2 4.6 1.9 1.1 3.7 

Zeus40 57.7 20.3 13.3 5.0 2.0 1.2 0.5 

※その他は 1%以下の成分である 

出典）Zeus シリーズ（株式会社ニッソク神戸工場 HP、https://kobe-sekkou.com/zeus-series/） 
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2) 環境安全性 

再生石膏粉を用いた固化材・改質剤を建設発生土の利用や建設汚泥の再生利用に用いる場合は、

固化又は改質後の土を対象として、表 3.20.5 及び表 3.20.6 に示す環境安全性（重金属等、硫化

水素ガスの発生）に関する測定結果が、利用用途の要求事項に適合していることの確認が必要とさ

れている。 

 

表 3.20.4 環境安全品質検査方法（重金属等）の概要 

利用形態 工種・用途 試験対象試料 試験方法 測定項目 養生期間 

固

化

材 

主材 

地盤改良 混合土 

H3 

環告 46 号 

水銀、鉛、カドミウム、 

六価クロム、砒素、セレン、 

ふっ素、ほう素 混合後 7～

28 日程度 

盛土材、 

覆土材、埋立材 
混合土 

路床、路盤材 混合土 

助剤 

地盤改良 混合土 

盛土材、 

覆土材、埋立材 
混合土 

路床、路盤材 混合土 

ソイルセメント 混合土 

流動化処理土 混合土 

セメント固化体 混合土 JIS K 0058-1 

水銀、鉛、カドミウム、 

六価クロム、砒素、セレン、 

ふっ素、ほう素 

改質剤 

（主材・助剤

共通） 

廃棄物混じり 

土等の土と廃棄

物の分別・分級 

分別土注） 
H3 

環告 46 号 

水銀、鉛、カドミウム、 

六価クロム、砒素、セレン、 

ふっ素、ほう素 混合直後 処分場以外への

運搬時の前処理 
改質土 

処分場への 

運搬時の前処理 
改質土 

S48 

環告 13 号 

水銀、鉛、カドミウム、 

六価クロム、ヒ素、セレン 

注）廃棄物等を除去した後の分別土をいう 

出典）「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」（国立研究開発法人国立環境研究所、令和元年 5 月） 
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表 3.20.5 環境安全品質基準（重金属等） 

項目 
一般用途溶出量基準注 1)

（mg/L） 

港湾用途溶出量基準注 2)

（mg/L） 

管理型処分場受入基準注 3) 

(mg/L) 

水銀（化合物を含む） 0.0005 以下 0.0015 以下 0.005 以下 

鉛（化合物を含む） 0.01 以下 0.03 以下 0.3 以下 

カドミウム 

（化合物を含む） 
0.01 以下 0.03 以下 0.09 以下 

六価クロム 

（化合物を含む） 
0.05 以下 0.15 以下 1.5 以下 

砒素（化合物を含む） 0.01 以下 0.03 以下 0.3 以下 

セレン（化合物を含む） 0.01 以下 0.03 以下 0.3 以下 

ふっ素（化合物を含む） 0.8 以下 15 以下 - 

ほう素（化合物を含む） 1 以下 20 以下 - 

試験方法 H3 環告 46 号 JIS K 0058-1 S48 環告 13 号 

参考とした基準等 土壌環境基準 

建設分野の規格への環境

側面の導入に関する指針

附属書 I 

金属等を含む産業廃棄物

に係る判定基準 

注 1）再利用が想定されない港湾施設の構造物を構成するセメント固化体、ならびに処分場運搬時の前処理としての改

質は対象としない 

注 2）再利用が想定されない港湾施設の構造物を構成するセメント固化体のみを対象とする 

注 3）管理型処分場受け入れ時の前処理としての改質の場合のみを対象とする 

出典）「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」（国立研究開発法人国立環境研究所、令和元年 5 月） 

 

※カドミウム：土壌の汚染に係る環境基準（溶出量基準）が 0.003mg/L 以下に見直され、令和 3 年 4 月に施行された

め、留意が必要である。 

六価クロム：令和 3 年 10 月より地下水の水質汚濁に係る環境基準が 0.02mg/L 以下に見直され、令和 4 年 4 月に施

行されたため、留意が必要である。 

 

表 3.20.6 硫化水素ガス発生ポテンシャル試験実施の判断 

 試験実施の判断 

懸濁液 pHが 9.5 以上 不要 

懸濁液 pHが 9.5 未満 

改質土を植生基盤として 

50cm 以浅に用いる場合 
不要 

上記以外の場合 必要 

出典）「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」（国立研究開発法人国立環境研究所、令和元年 5 月） 

 

① 石膏系固化材（製品名：Zeusシリーズ） 

石膏系固化材（製品名：Zeus シリーズ）に関する情報として、環境安全品質について重金属等の

含有量試験を実施し、計測結果は基準値を下回ることが確認されている。重金属等の含有量試験結

果を表 3.20.7に示す。 

なお、本製品の品質管理は「再生石膏粉の有効利用ガイドライン(第一版)」に準拠している。 
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表 3.20.7 Zeusシリーズの重金属等の含有量試験結果 

分析項目 単位 計測結果 計測下限値 参考(基準値) 分析方法 
水素イオン指数(pH) － 7.6 － － － 

含有量
試験 

総水銀 mg/kg 0.12 0.02 15 以下 

底 質 調 査 方 法 Ⅱ -
5.14.1.1 
硝酸-過マンガン酸カリ
ウム還流分解法 

カドミウム mg/kg 3 1 150 以下 
底質調査方法Ⅱ -5.1.3 
ICP 質量分析法 

鉛 mg/kg 13 0.5 150 以下 
底質調査方法Ⅱ -5.2.3 
ICP 質量分析法 

ヒ素 mg/kg 12 1 150 以下 
底質調査方法Ⅱ -5.9.3 
ICP 質量分析法 

六価クロム mg/kg 1 未満 1 250 以下 
底質調査方法Ⅱ-5.12.3  
ジフェニルカルバジド吸
光光度法 

シアン化合
物 

mg/kg 2 未満 － 50 以下 
底質調査方法Ⅱ-4.11.1  
4-ピリジンカルボン酸-
ピラゾロン吸光光度法 

ふっ素化合
物 

mg/kg 800 20 4,000 以下 

底 質 調 査 方 法 Ⅱ -
4.12.1.1 
ランタン-アリザリンコ
ンプレキソン吸光光度法 

ほう素 mg/kg 27 1 4,000 以下 
底質調査方法Ⅱ-5.13.2 
 ICP 質量分析法 

セレン mg/kg 2 1 150 以下 
底質調査方法Ⅱ-5.10.2 
 ICP 質量分析法 

※参考(基準値)は、土壌汚染対策法の含有量基準値。「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」では未設定。 

固化または改質後の土に対しては H3 環告 46 号、管理型処分場運搬時の前処理としての改質の場合は S48 環告 13 号

を摘要。 

出典）Zeus シリーズ（株式会社ニッソク神戸工場 HP、https://kobe-sekkou.com/zeus-series/） 

 

3.20.3 加工・改良技術 

再生石膏粉を用いた改良技術については、「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」（国

立研究開発法人国立環境研究所、令和元年 5月）を参照できる。 

（解説） 

「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」（国立研究開発法人国立環境研究所、令和元

年 5 月）では、再生石膏粉を用いた固化材・改質剤の地盤利用において、従来のセメント等の固化

材を用いる地盤固化改良・土質安定処理と基本的に同様な施工方法が適用でき、その施工管理・出

来形管理等も従来技術と同様であるとされている。 

従って、施工の基本的な考え方は施工対象に応じて施設別に定められた指針・基準類に基づくこ

と、施工管理の詳細は各種工法マニュアル等を参照することとしている。 

なお、再生石膏粉を建設発生土や浚渫土砂等の泥土に添加することで、以下のとおりハンドリン

グ性の向上が期待できる。 

・泥土に再生石膏粉を添加することで solid 分が増加するため含水比が低下し、ハンドリング性

が向上する 

・泥土に再生半水石膏粉を添加すると、半水石膏粉 1,000g に対して 186g の土中水を化合水とし

て取り込むため、含水比が低下してハンドリング性が向上する 

再生石膏粉を単味（又は、主材）として建設汚泥の改良等に用いた場合、地下水位や潮汐の変化

により改良部が地下水面以深となるような状況、又は、長期的に降雨に暴露される環境下では、再

泥化する可能性があり、留意する必要がある。 
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再生石膏粉の固化材・改質剤としての利用用途を表 3.20.8に示す。 

 

表 3.20.8 再生石膏粉の利用用途の詳細 

利用 

形態 
工種・用途 

使用

時姿 
想定 pH 石膏の機能 利点 欠点 

固

化

材 

主

材 

地盤改良 

粉体 

中性域 

(5.8≦ 

pH≦8.6) 

・無水石膏や半水石膏

の水和物である二水

石膏の結晶が生成す

ることで所定の力学

性能を発現する 

・pH が中性域(原土

が中性域である場

合) 

・重金属等の溶出挙

動に与える影響が

小さい(事前試験

により要確認) 

・セメントや石灰等に比べ

て力学性能向上は小さい 

・粉じん発生の可能性があ

る 

・結晶生成により膨張の可

能性がある 

・石膏の溶解により長期的

な力学性能低下の可能性

がある 

盛 土 材 、 覆 土

材、埋立材 

路床、路盤材 

助

剤 

地盤改良 

粉体

/ 

スラ

リー 

ア ル カ リ

性 

・エトリンガイト等の

セメント結晶鉱物の

生成促進により力学

性能が向上する 

・力学性能向上や速

硬性がある 

・ロームや粘土の改

質効果が高い 

・重金属等の溶出挙

動に与える影響が

小さい(事前試験

により要確認) 

・粉体利用時は粉じん発生

の可能性がある 

・結晶生成により膨張の可

能性がある 

盛 土 材 、 覆 土

材、埋立材 

路床、路盤材 

ソイルセメント 

流動化処理土 

セメント固化体 

改

質

剤 

主

材 

廃 棄 物 等 の 分

別・分級 

粉体 中性域 

・無水石膏や半水石膏

の水和反応による吸

水作用 

・pH が中性域 

(原土が中性域であ

る場合) 

・粉じん発生の可能性があ

る 

・固化により分別、分級が

困難になる可能性がある 

・固化により機械への付着

性が増加する可能性があ

る 

運搬時の前処理

(ハンドリング性

向上) 

助

剤 

廃 棄 物 等 の 分

別・分級 

粉体 
ア ル カ リ

性 

・無水石膏や半水石膏

の水和反応による吸

水作用と、エトリン

ガイト等セメント結

晶鉱物生成による力

学性能の向上と自由

水の減少 

・pH を大きく変動さ

せず、物理的吸水

作用(含水比低下)

により主材性能を

補助する作用があ

る 

・固化により分別、分級が

困難になる可能性がある 

・固化により機械への付着

性が増加する可能性があ

る 

運搬時の前処理

(ハンドリング性

向上) 

出典）「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」（国立研究開発法人国立環境研究所、令和元年 5 月）  

 

  
出典）「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」（国立研究開発法人国立環境研究所、令和元年 5 月） 

図 3.20.8 再生石膏粉を原料として用いた固化材・改質剤の利用事例 
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参考として再生石膏粉を利用したリサイクル材料に関する情報を次に示す。 

 

(1) 石膏系固化材（製品名：Zeusシリーズ） 

① Zeus100（再生半水石膏粉 100%） 

  特徴 

  ・周囲の水分を急速に吸収することで高含水の土砂等の処理時間を短縮できる 

  ・高含水土砂等の搬出能力の向上が期待できる 

  ・再生製品を利用することで環境負荷低減を図ることができる 

 

② Zeus50、Zeus40（再生半水石膏粉：高炉セメント＝50：50、40：60） 

  特徴 

  ・再生半水石膏粉の特徴である反応の速さにより短時間での運搬が可能(コーン指数 qc=200kN/㎡以

上) 

  ・高炉セメント仕様における六価クロム溶出量の低減(六価クロム対応型と同等) 

  ・軟弱土や浚渫土(底泥、有機質含有土)に対応し高強度の硬化反応が可能 

ため池底泥の配合試験結果（一軸圧縮強度）例を図 3.20.9 に示す。土質は表 3.20.9 に示すよ

うに細粒分（75μm 未満）が 85%以上の粘性土、強熱減量（有機質）8.3%であった（固化材は

Zeus50）。 

また、Zeus50、Zeus40 のフッ素化合物及び六価クロム化合物溶出試験結果を表 3.20.10 に示す。 

 

出典）Zeus シリーズ（株式会社ニッソク神戸工場 HP、https://kobe-sekkou.com/zeus-series/） 

図 3.20.9 固化材の添加量と圧縮強度の関係 
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表 3.20.9 対象土砂の物性値例 

 

出典）Zeus シリーズ（株式会社ニッソク神戸工場 HP、https://kobe-sekkou.com/zeus-series/） 

 

表 3.20.10 Zeus50、Zeus40のフッ素化合物及び六価クロム化合物溶出試験結果 

 

出典）Zeus シリーズ（株式会社ニッソク神戸工場 HP、https://kobe-sekkou.com/zeus-series/） 

 

 

3.20.4 適用用途 

(1) 概要 

再生石膏粉をリサイクル材として利用する場合は、「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一

版）」（国立研究開発法人国立環境研究所、令和元年 5 月）において要求される品質管理項目・基準

類に従い、利用するものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、再生石膏粉を各用途に利用する場合の評価を行った結果を表 

3.20.11 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性等）がある場

合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 

 

 

 

 

 

https://kobe-sekkou.com/zeus-series/
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表 3.20.11 再生石膏粉の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑥ 深層混合処理固化材 △ B

●利用マニュアル等が整備されている。
・1)2)利用用途として、深層混合処理固化材
が挙げられ、適用範囲、品質管理項目、検査
方法、配合試験、施工等について記載されて
いる

- ●利用実績なし
1)
2)

⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑩ 裏込材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 ○＋

（改良土）
B

●利用マニュアル等が整備されている。
・2)ガイドラインで固化材を用いた改良土の
利用用途として挙げられている

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・漁港施設機能強化工事（管理者）
・開発計画工事（その他）

2)

⑬ 埋立材
○＋

（改良土）
B

●利用マニュアル等が整備されている。
・2)ガイドラインで固化材を用いた改良土の
利用用途として挙げられている

b
●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・港浚渫工事（管理者）

2)

⑭ 路床盛土材
○＋

（改良土）
B

●利用マニュアル等が整備されている。
・2)ガイドラインで固化材を用いた改良土の
利用用途として挙げられている

b
●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・道路改良工事（管理者）

2)

⑮ 路盤材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材
△

（Asフィラー
材）

B

●利用マニュアル等が整備されている。
・2)利用用途として、Asフィラー材が挙げら
れ、適用範囲、品質管理項目、検査方法、配
合試験、施工等について記載されている

- ●利用実績なし 2)

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

- - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

2)再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）（国立研究開発法人国立環境研究所、令和元年5月）

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

出典)

1)リサイクル材料を多量に使用した地盤改良材の強度特性に基づくセメント系固化材混入比率による増進率に関する実験的研究
　（土木学会年次学術講演会講演概要集第69巻(2014年)）

 

 

(2) 盛土材、覆土材、載荷盛土材 

「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」において、再生石膏粉を固化材として用いた改

良土の適用用途として盛土材が示されている。 

盛土材として用いる現地発生土が低品質な場合、再生石膏粉を固化材として混合する安定処理によ

り、施工性を改善するとともに盛土の強度増加を図ることができる。 

 

(3) 埋立材 

「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」において、再生石膏粉を固化材として用いた改

良土の適用用途として埋立材が示されている。 

 

(4) 路床盛土材 

「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」において、再生石膏粉を固化材として用いた改

良土の適用用途として路床盛土材が示されている。 

道路土工では、基礎地盤や路床・路盤の改良、高含水比粘性土地盤のトラフィカビリティー確保の

ための改良に利用できる。 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(5) 今後の検討を要する用途 

1) 深層混合処理固化材、Asフィラー材 

深層混合処理固化材、As フィラー材としての適用については、「再生石膏粉の有効利用ガイドラ

イン（第一版）」を参考とすることができる。 

深層混合処理工法においては、固化材を地中に供給し、原位置の軟弱土と攪拌混合することによ

って、改良体を造成することができる。 

As フィラー材については、石粉の代替品として再生石膏粉をアスファルト混合物に添加すること

で、アスファルト混合物の見掛け粘度を高め、骨材として混合物の隙間を充填することができる。 

 

 

3.20.5 関係法令 

関連する法令及び指針については、「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」（国立研究

開発法人国立環境研究所、令和元年 5月）を参考とする。 

（解説） 

廃石膏ボードは産業副産物等に該当する。産業副産物等の法令上の取り扱いについては、「1.4.2 

環境安全の考え方」を参照のこと。 

なお、「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」では、ガイドライン策定並びに適用に際し

て関連する法令が示されている。 

再生石膏粉を用いたリサイクル材料を利用する場合は、上記ガイドラインに記載されている法令・基

準・条例等を参照して、必要な事項について確認する必要がある。 

 

 

3.20.6 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

再生石膏粉を材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサイクル材料と

して利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当箇所を参照し、

検討を行う。 

なお、再生石膏粉単味での利用は想定されないため、土壌や泥土等と混合する主材または助剤として

利用される。そのため、改修・撤去等により生じた当該材料をリサイクルまたは廃棄する場合には、母

材の性状に準拠した対応が必要となる。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.21 ガラス再生資材 

3.21.1 製造・供給 

ガラス再生資材は、ガラス瓶等を分別して細かく砕き粒度選別したものであり、骨材として利用さ

れている。また、砂状に破砕・造粒したガラス再生砂として、リサイクル製品が製造されている。 

（解説） 

(1) 製造方法 

「建設工事における他産業リサイクル材料利用技術マニュアル」（編著：(独)土木研究所、出版：

(株)大成出版社、平成 18 年 4 月）では、ガラスカレットはガラス瓶等を分別して細かく砕き粒度選

別したものと定義されている。 

但し、ガラスカレットは、廃ガラス（ガラスびん・ガラスくず等）を単純に破砕しただけのものを

示す場合があるため、ここでは、破砕・粒度選別、加工処理等を行ったリサイクル材料「ガラス再生

資材」と呼ぶこととする。 

 
出典）「建設工事における他産業リサイクル材料利用技術マニュアル」（編著：(独)土木研究所、出版：(株)大成出版社、

平成 18年 4 月） 

図 3.21.1 ガラス再生資材の製造フロー 

 

ここで、ガラス再生資材のうち、砂状に破砕・造粒したものを「ガラス再生砂」と定義する。 

ガラス再生砂を用いた自然砂の代替材料（土木資材）として、「サンドウエーブ G」、「クリスタ

ルストーン・サンド」といったリサイクル製品が製造されている。 

ガラス再生砂の製造方法の一例を図 3.21.2に示す。 

 

出典）リサイクルガラス造粒砂協会パンフレット 

図 3.21.2 ガラス再生砂（製品名：サンドウエーブ G）の製造フロー 
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(2) 供給・利用の状況 

1) 供給地域 

① ガラス再生砂（製品名：サンドウエーブ G） 

陸上輸送：製造工場近郊（片道約 50km以内） 

海上輸送：一部の製造会社で実績あり 

 

2) 製造所の立地場所 

① ガラス再生砂（製品名：サンドウエーブ G） 

千葉県銚子市、山口県下関市、愛知県知多郡東浦町、秋田県湯沢市 

② ガラス再生砂（製品名：クリスタルストーン・サンド） 

岩手県奥州市、茨城県常総市、北海道旭川市、大阪府南河内郡（千早赤阪村、河南町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3.21.3 ガラス再生砂の製造所の立地状況 

 

3) 生産量・利用量 

① ガラス再生砂（製品名：サンドウエーブ G） 

・ガラス搬入量：約 98,300t/年（一般廃棄物：83,000t、産業廃棄物：15,300t） 

         ※令和 3年度実績：製造会社 4社の合計 

・供給可能量 ：約 52,000m3/年（令和 3年度実績：製造会社 1社の一例） 

約 400～500m3/日（製造会社１社当たり） 

② ガラス再生砂（製品名：クリスタルストーン・サンド） 

・ガラス搬入量：12,747t/年（一般廃棄物：8,460t、産業廃棄物：4,287t） 

※令和 3年度実績：製造会社 1社の一例 

・利用量   ：13,882t/年 

※令和 3年度実績：製造会社 1社の一例 

 

山口県下関市 

大阪府南河内郡 

（千早赤阪村、河南町） 

愛知県知多郡東浦町 

北海道旭川市 

千葉県銚子市 

秋田県湯沢市 

岩手県奥州市 

茨城県常総市 
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・用途別利用量 

 

出典）藤野興業株式会社提供資料より作成 

図 3.21.4 クリスタルストーン・サンドの用途別利用量 

（製造会社 1社の一例、令和 3年度実績） 

 

 

3.21.2 品質 

ガラス再生資材の品質については、「建設工事における他産業リサイクル材料利用技術マニュア

ル」（編著：(独)土木研究所、出版：(株)大成出版社、平成 18 年 4 月）、「廃棄物のコンクリート

材料への再資源化研究委員会報告書」（(社)日本コンクリート工学協会、2003 年 6 月）より確認でき

る。 

また、ガラス再生砂のリサイクル製品における品質については、技術資料、試験結果から確認でき

る。 

（解説） 

(1) 物理・力学的性質 

ガラス再生資材の代表的な物性値を表 3.21.1に示す。 

 

表 3.21.1 ガラス再生資材の代表的な物性値 

項目 特性値 

密度 2.45～2.55（g/cm3）程度 

吸水率 0～0.3%程度 

粒度 砕石 5 号，6 号，7 号の粒径が多い 

すりへり量 40～50%程度 

安定性 0.2%程度 

出典）「建設工事における他産業リサイクル材料利用技術マニュアル」（編著：(独)土木研究所、出版：(株)大成出版社、

平成 18年 4 月） 

 

1) ガラス再生砂（製品名：サンドウエーブ G） 

サンドウエーブ G は、透水性が良く、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に示されている砂

層の「透水係数の概略値」と同等の透水係数を有しており、サンドコンパクションパイル材やバー

チカルドレーン材として適用できる。 
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① 粒度分布 

「サンドウエーブ G」（0～5mm）は、「砂柱の使用限界（カルフォルニア州示方書）」及び

「圧入砂の実用範囲」の両方に適合した粒度分布を持つ。 

 

  

出典）「リサイクルガラス造粒砂 サンドウエーブ G技術資料 2022年 4月版（ガラスリソーシング株式会社） 

図 3.21.5 「サンドウエーブ G」（0～5mm）の粒度分布 

 

② 力学特性 

「サンドウエーブ G」（0～5mm）の三軸圧縮試験の結果を表 3.21.2に示す。 

 

表 3.21.2 「サンドウエーブ G」（0～5mm）の三軸圧縮試験結果 

試験方法・項目 結果 

三軸圧縮試験実施乾燥密度 1.499g/cm3 

三軸圧縮試験実施間げき比 0.674 

せん断抵抗角φcd 38.6 度 

粘着力 Ccd 0kN/m2 

備考 最大乾燥密度(締固め試験) 1.660g/cm3(A-c 法) 

三軸圧縮試験実施密度締固め度 90% 

出典）「リサイクルガラス造粒砂 サンドウエーブ G技術資料 2022年 4月版（ガラスリソーシング株式会社） 



3-21-5 

 

③ 透水性 

サンドウエーブ Gの透水試験結果を表 3.21.3 に示す。 

 

表 3.21.3 透水試験結果 

試験対象土 A B 

透水係数 k(cm/s) 1.300×10-2 9.000×10-3 

供試体乾燥密度 1.500g/cm3 1.376g/cm3 

供試体間げき比 0.673 － 

供試体密度設定方法 

密度設定試験 

－定値 

締固め度 

＝90% 

締固め方法 

自然含水比 

モールド内径: 15cm 

ランマ―: 2.5kg 

突固め層数: 1 層 

1 層当たり突固め回数: 10 回 

※試料 A：サンドウエーブ G[粒径（0～5mm）]、試料 B：サンドウエーブ G[粒径（0～2mm）] 

参考）千葉県で産出される砂の透水係数は馬登:3.858×10-3 市宿:1.120×10-2以下 

出典）「リサイクルガラス造粒砂 サンドウエーブ G技術資料 2022年 4月版（ガラスリソーシング株式会社） 

 

④ 山砂との比較 

密度、最大乾燥密度、修正 CBRについては、山砂と同等の性質を持つ。 

 

表 3.21.4 サンドウエーブ Gと山砂の比較 

特性 サンドウェーブ G 山砂 

密度 (g/cm3) 2.501 2.679 

含水比 (%) 1.9 14.7 

粒度 (2mm パス比率%) 60 98 

最大乾燥密度 (g/cm3) 1.660 1.739 

最適含水比 (%) 2.6 16.8 

透水係数 (cm/s) 1.3×10-2 10-2～10-3 

吸水膨張比 (%) 0.0013 0.038 

修正 CBR (ρdmax×0.95) 17.7 16.3 

出典）「リサイクルガラス造粒砂 サンドウエーブ G技術資料 2022年 4月版（ガラスリソーシング株式会社） 
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2) ガラス再生砂（製品名：クリスタルストーン・サンド） 

クリスタルストーン・サンドの骨材の品質試験結果（微粒分量、密度、吸水率、ふるい分け）を

図 3.21.6に示す。 

 

 

出典）「クリスタルストーン・サンドの骨材の試験結果報告書」（藤野興業株式会社） 

図 3.21.6 クリスタルストーン・サンドの骨材の品質試験結果 

（微粒分量、密度、吸水率、ふるい分け）（製造会社 1社の一例）  

 

(2) 化学的性質 

1) 化学組成 

ガラス再生資材の原料となる廃ガラスはケイ素（シリコン）を多く含むため、ガラス再生資材を

骨材等に用いる場合にはアルカリシリカ反応の発生に注意する必要がある。 

廃ガラスの一般的な化学組成を表 3.21.5に示す。 

 

表 3.21.5 廃ガラスの化学組成 

化学成分（％） 

廃

ガ

ラ

ス 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O TiO2 P2O5 MnO 

70～75 2～3 0～1 10～13 0～1 0～1 12～16 1～2 0～0.1 0～0.1 0～0.1 

出典）「廃棄物のコンクリート材料への再資源化研究委員会報告書」（（社）日本コンクリート工学協会、2003 年 6

月） 
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2) 有害物質の溶出量・含有量 

廃ガラスからの重金属の溶出量試験結果は表 3.21.6 に示すとおりであり、土壌汚染に係る環境

基準値を下回っている。 

 

表 3.21.6 廃ガラスからの重金属の溶出量試験結果 

計量物質 単位 計量値 土壌環境基準 

水銀 mg/L <0.0005 ≦0.0005 

カドミウム mg/L <0.001 ≦0.01 

鉛 mg/L <0.005 ≦0.01 

ひ素 mg/L <0.001 ≦0.01 

六価クロム mg/L <0.01 ≦0.05 

セレン mg/L <0.002 ≦0.01 

出典）「廃棄物のコンクリート材料への再資源化研究委員会報告書」（（社）日本コンクリート工学協会、2003 年 6

月） 

 

リサイクル製品における有害物質の溶出量・含有量は、製造事業者による溶出量試験、含有量試

験の結果より確認でき、溶出量は土壌汚染に係る環境基準の基準値を、含有量は土壌汚染対策法の

基準値を下回る結果が得られている。 

 

表 3.21.7 クリスタルストーン・サンドの溶出量試験、含有量試験結果（製造会社 1社の一例） 
単位 分析結果 報告基準 基準 分析方法

クロロエチレン(塩化ビニルモノマー) mg/L 0.0002未満 0.0002 0.002以下 H9環告第10号付表(第2) ヘッドスペースGC-MS法

四塩化炭素 mg/L 0.0002未満 0.0002 0.002以下 JIS K 0125 5.2.1 ヘッドスペースGC-MS法

1,2-ジクロロエタン mg/L 0.0004未満 0.0004 0.004以下 JIS K 0125 5.2.1 ヘッドスペースGC-MS法

1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.002未満 0.002 0.1以下 JIS K 0125 5.2.1 ヘッドスペースGC-MS法

1,2-ジクロロエチレン(シス体＋トランス体) mg/L 0.004未満 0.004 0.04以下 計算による

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.004未満 0.004 0.04以下 JIS K 0125 5.2.1 ヘッドスペースGC-MS法

トランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.004未満 0.004 0.04以下 JIS K 0125 5.2.1 ヘッドスペースGC-MS法

1,3-ジクロロプロペン(シス体＋トランス体) mg/L 0.0002未満 0.0002 0.002以下 計算による

シス-1,3-ジクロロプロペン mg/L 0.0002未満 0.0002 0.002以下 JIS K 0125 5.2.1 ヘッドスペースGC-MS法

トランス-1,3-ジクロロプロペン mg/L 0.0002未満 0.0002 0.002以下 JIS K 0125 5.2.1 ヘッドスペースGC-MS法

ジクロロメタン mg/L 0.002未満 0.002 0.02以下 JIS K 0125 5.2.1 ヘッドスペースGC-MS法

テトラクロロエチレン mg/L 0.001未満 0.001 0.01以下 JIS K 0125 5.2.1 ヘッドスペースGC-MS法

1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.1未満 0.1 1以下 JIS K 0125 5.2.1 ヘッドスペースGC-MS法

1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.0006未満 0.0006 0.006以下 JIS K 0125 5.2.1 ヘッドスペースGC-MS法

トリクロロエチレン mg/L 0.001未満 0.001 0.01以下 JIS K 0125 5.2.1 ヘッドスペースGC-MS法

ベンゼン mg/L 0.001未満 0.001 0.01以下 JIS K 0125 5.2.1 ヘッドスペースGC-MS法

カドミウム及びその化合物 mg/L 0.0003未満 0.0003 0.003以下 JIS K 0102 55.4 ICP質量分析法

六価クロム化合物 mg/L 0.02未満 0.02 0.05以下 JIS K 0102 65.2.1 ジフェニルカルバジド吸光高度法

シアン化合物 mg/L 検出されず 0.1 検出されないこと S46環告第59号付表1 流れ分析法

水銀及びその化合物 mg/L 0.0005未満 0.0005 0.0005以下 S46環告第59号付表2 原子核吸光法

アルキル水銀化合物 mg/L 検出されず 0.0005 検出されないこと S46環告第59号付表3　GC法

セレン及びその化合物 mg/L 0.002未満 0.002 0.01以下 JIS K 0102 67.4 ICP質量分析法

鉛及びその化合物 mg/L 0.005未満 0.005 0.01以下 JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法

砒素及びその化合物 mg/L 0.005未満 0.005 0.01以下 JIS K 0102 61.4 ICP質量分析法

ふっ素及びその化合物 mg/L 0.16 0.08 0.8以下 JIS K 0102 34.4 流れ分析法(JIS K 0170-6 6.3.3)

ほう素及びその化合物 mg/L 0.02未満 0.02 1以下 JIS K 0102 47.4 ICP質量分析法

シマジン mg/L 0.0003未満 0.0003 0.003以下 S46環告第59号付表5(第1) 固相抽出GC-MS法

チオベンカルブ mg/L 0.002未満 0.002 0.02以下 S46環告第59号付表6(第1) 固相抽出GC-MS法

チウラム mg/L 0.0006未満 0.0006 0.006以下 S46環告第59号付表5 固相抽出 HPLC法

ポリ塩化ビフェニル mg/L 検出されず 0.0005 検出されないこと S46環告第59号付表4 GC法

有機りん化合物 mg/L 検出されず 0.1 検出されないこと S49環告第64号付表1 GC法

カドミウム及びその化合物 mg/kg 1未満 1 45以下 JIS K 0102 55.4 ICP質量分析法

六価クロム化合物 mg/kg 1未満 1 250以下 JIS K 0102 55.2.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法

シアン化合物 mg/kg 2未満 2 50以下 JIS K 0102 38.3 4 ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法

水銀及びその化合物 mg/kg 0.02未満 0.02 15以下 S46環告第59号付表2 原子吸光法

セレン及びその化合物 mg/kg 1未満 1 150以下 JIS K 0102 67.4 ICP質量分析法

鉛及びその化合物 mg/kg 1未満 1 150以下 JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法

砒素及びその化合物 mg/kg 1未満 1 150以下 JIS K 0102 61.4 ICP質量分析法

ふっ素及びその化合物 mg/kg 20未満 20 4,000以下 JIS K 0102 34.4 流れ分析法(JIS K 0170-6 6.3.3)

ほう素及びその化合物 mg/kg 1未満 1 4,000以下 JIS K 0102 47.4 ICP質量分析法

分析項目

溶

出

量

試

験

含

有

量

試

験

 
出典）「クリスタルストーン・サンドの溶出量試験、含有量試験結果報告書」（藤野興業株式会社） 
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3.21.3 適用用途 

(1) 概要 

ガラス再生資材をリサイクル材として利用する場合は、関係する基準類に準拠し、用途において定

まる要求性能を満たす材料を用いるものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、ガラス再生資材を各用途に利用する場合の評価を行った結果

を表 3.21.8 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性等）があ

る場合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項

等について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 
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表 3.21.8 ガラス再生資材の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 △ C
●標準材料に準ずる性能を有する。
・1)ガラス再生資材を用いる場合の配合例、
コンクリート特性等を記載

- ●利用実績なし 1)

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材
○

（再生砂）
C

●標準材料に準ずる性能を有する。
・2)製造方法、材料特性（粒度分布、力学特
性、溶出・含有試験結果）及び実施工での検
証結果について記載【自社基準】

b
●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・D滑走路建設工事（国交省）

2)

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材
○

（再生砂）
C

●標準材料に準ずる性能を有する。
・2)製造方法、材料特性（粒度分布、力学特
性、溶出・含有試験結果）及び実施工での検
証結果について記載【自社基準】

b
●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・埋立工事（地盤改良工）（管理者）

2)

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・マニュアル等で用途の検討が行われたこと
は確認できないが、公共工事で利用実績があ
る（防波堤根固工事）。

b
●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・防波堤根固工事（国交省）

⑩ 裏込材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 △ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・3)研究報告書で用途として挙げられている
が、劣化の可能性等の課題が挙げられている

- ●利用実績なし 3)

⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑭ 路床盛土材
△

（再生砂）
C

●標準材料に準ずる性能を有する。
・2)製造方法、材料特性（粒度分布、力学特
性、溶出・含有試験結果）及び実施工での検
証結果について記載【自社基準】

- ●利用実績なし 2)

⑮ 路盤材 ○＋ B
●利用マニュアル等が整備されている。
・4)ガラス再生資材を用いた路盤材の品質基
準、設計方法等について記載

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・道路改良工事（管理者）
・道路駐車帯地盤工事（その他）

4)

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材
○＋

（As舗装骨
材）

B
●利用マニュアル等が整備されている。
・4)ガラス再生資材を用いたアスファルト混
合物の品質基準、設計方法等について記載

b
●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・道路舗装工事（国交省）

4)

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

△
（再生砂）

C

●標準材料に準ずる性能を有する。
・2)製造方法、材料特性（粒度分布、力学特
性、溶出・含有試験結果）及び実施工での検
証結果について記載【自社基準】
・5)環境修復材料(海砂代替材料)としての利
用について、実証試験の実施により水質・生
物への影響を検討している
・6)環境修復材料(海砂代替材料)としての利
用について、環境省ETV実証事業より水質・生
物への影響が第三者委員会によって実証され
ている

c

●利用実績はあるが、課題がある。
【主な工事】
・実証試験（タイドプール）（その他）
・実証試験（人工干潟）（その他）

2)
5)
6)

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

1)廃棄物のコンクリート材料への再資源化研究委員会報告書（（社）日本コンクリート工学協会、2003年6月）

3)廃ガラスカレットの気泡混合軽量土への適用性について（第14回地盤改良シンポジウム論文集，pp.311-314，2020）

4)建設工事における他産業リサイクル材料利用技術マニュアル（編著：(独)土木研究所、出版：(株)大成出版社、平成18年4月）

6)令和4年度環境省ETV事業 140-2201 人工珪砂製造技術・人工珪砂（実証機関：株式会社MAcS、実証申請者：株式会社あさひ）

利用実績

出典)

2)リサイクルガラス造粒砂「サンドウエーブG」技術資料 2020年4月版（ガラスリソーシング株式会社）（ガラスリソーシング株式会社提供資料）

5)ガラス瓶等破砕材の環境修復材料としての活用に向けたタイドプール実証試験研究に関する業務委託 報告書（(一社)大阪湾環境再生研究・国際人材育成 コンソーシアム・
コア、実証試験研究委託者：藤野興業株式会社）

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(2) バーチカルドレーン及びサンドマット材（ガラス再生砂） 

ガラス再生砂のバーチカルドレーン及びサンドマット材としての利用については、「リサイクル

ガラス造粒砂 サンドウエーブ G 技術資料 2022 年 4 月版」等の技術資料を参考にすることができる。 

ガラス再生砂は、透水性が高いことからバーチカルドレーン及びサンドマット材として道路分野

では多くの実績があり、港湾・空港分野においても、滑走路建設工事（国土交通省東京空港整備事

務所）で利用された実績がある。 

 

【既存工事における検討事項】 

・沈下量は、砂とほとんど相違がみられず、間隙水圧についても、砂と同程度の結果が得られている。

（「放射 34号線」建設現場） 

 

 

 
出典）「リサイクルガラス造粒砂 サンドウエーブ G技術資料 2022年 4月版」（ガラスリソーシング株式会社） 

図 3.21.7 施工事例（東京都江東区有明地先「放射 34号線」建設現場） 
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(3) サンドコンパクションパイル材（ガラス再生砂） 

ガラス再生砂のサンドコンパクションパイル材としての利用については、「リサイクルガラス造

粒砂 サンドウエーブ G技術資料 2022年 4月版」等の技術資料を参考にすることができる。 

技術資料において、低振動・低騒音 SCP 工法（KS-EGG）にて杭径 700mm の SCP を試験的に造成し、

標準貫入試験を実施した結果を確認できる。 

【仕様】 現地盤：埋立地盤（砂）（打設前の N値を次図に記載） 

 砂杭材料：サンドウエーブ G（0～5mm） 

 砂杭形状：杭径 700mm、杭長 5.85m 

【結果】 「サンドウエーブ G」の使用により、地盤の改善が確認されている。 

 N 値は深度の増加とともに増加する傾向にあるが、最低で 12 回、最大で 19 回の値を得

た（図 3.21.8ガラス砂 N値 1）。 

 

 
出典）「リサイクルガラス造粒砂 サンドウエーブ G技術資料 2022年 4月版（ガラスリソーシング株式会社） 

図 3.21.8 標準貫入試験結果 
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【既存工事における検討事項】 

・山砂以上に透水性が高く、SCP部でもドレーン効果として必要な透水性を確保できる。 

・安定性からみて必要な地盤強度が得られている。（埋立工事） 

 

 

出典）「リサイクルガラス造粒砂 サンドウエーブ G技術資料 2022年 4月版（ガラスリソーシング株式会社） 

図 3.21.9 施工事例（南本牧埋立工事（E街区地盤改良工）現場） 



3-21-13 

(4) 路床盛土材（ガラス再生砂） 

ガラス再生砂の路床盛土材としての利用については、「リサイクルガラス造粒砂 サンドウエー

ブ G技術資料 2022年 4月版」等の技術資料を参考にすることができる。 

一般的な山砂とほぼ同等の性質を有しており、透水性が良く、かつ締固め特性として、明確なピ

ークが現れないため施工管理が容易で安定した品質が確保できるという特徴を有している。 

ガラス再生砂と山砂の設計 CBR の測定結果、間隙率と設計 CBR の関係を図 3.21.10 に示す。試験

結果より、山砂単体で設計 CBR 値は 20.4%、サンドウエーブ G 単体では 42.2%、混合割合が 7（サン

ドウエーブ G）：3（山砂）の状態で最大値 60.8%が得られている。 

また、修正 CBR については、試験結果より条件の厳しい高速道路の路床に適用可能とされる 5～

10％以上を満たすことが確認されている。（締固め度 90%：修正 CBR=12.7%、締固め度 95%：修正

CBR=17.7%） 

 

 
出典）「リサイクルガラス造粒砂 サンドウエーブ G技術資料 2022年 4月版（ガラスリソーシング株式会社） 

図 3.21.10 ガラス再生砂混合における設計 CBR、間隙率と設計 CBRの関係 

 

(5) 路盤材 

ガラス再生資材の路盤材としての利用については、「建設工事における他産業リサイクル材料利

用技術マニュアル」1）を参考にすることができる。 

 

①品質基準 

ガラス再生資材を用いた路盤材料の品質基準は、適用する道路舗装の種類に応じて「舗装設計

施工指針」、「舗装施工便覧」等の品質規格を準用する。1） 

②設計 

ガラス再生資材を用いた路盤の設計は、「舗装設計施工指針」に示される方法と手順に準ずる。1） 

③施工 

ガラス再生資材を用いた路盤の施工は、路盤工法に応じ「舗装設計施工指針」等に示される方

法と手順に準ずる。1） 

以下に、試験施工時（表 3.21.9参照）の調査結果で得られた結果を示す。 

・下層路盤材料へのガラス再生資材の混入率は、施工性・支持力等から判断して約 15%が適当

である。 
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・ガラス再生資材をセメント処理した材料は、施工性（特に転圧時）にやや難があるが、支持

力は確保できる 

・ガラス再生資材を遮断層に用いた場合、舗装の支持力が従来工法（CBR20%）に比べやや劣る 

・ガラス再生資材を埋戻し材に用いる場合、必要な施工性・支持力を得ることができる 

 

表 3.21.9 ガラス再生資材を使用した路盤の試験施工 

                           （cm） 

表・基層 
 

上層路盤 
 

下層路盤（砕石にガラス再生資材を混合） 
 

路床  

出典）「建設工事における他産業リサイクル材料利用技術マニュアル」（編著：(独)土木研究所、出版：(株)大成出版社、

平成 18年 4 月）及び「ガラスカレットの路盤材料および埋戻し材への適用」（第 23 回日本道路会議一般論文集、

平成 11年 10 月）を基に港湾局作成 

 

また、北海道のような積雪寒冷地の道路では、凍上による舗装の被害が発生するため、その対

策として路床土の一部を凍上しにくい材料で置換する置換工法がとられており、「凍上抑制層材

料」としてガラス再生資材が適用されている。2,3,4） 

 

 
出典）「ガラスカレットの凍上抑制層材料への適用性について」（寒地土木研究所月報, No.715, 2012 年 12 月） 

図 3.21.11 積雪寒冷地における舗装の凍上対策及びガラス再生資材の施工状況 

 

ガラス再生資材の路盤材（凍上抑制層材料）としての特徴は以下のとおりである。 

①凍結融解による支持力低下が少なく、凍結融解による耐久性が高い 

②溶出量試験や含有量試験により、環境安全性が確認されている 

③転圧作業などの品質管理においては、作業性が良く、少ない転圧で施工可能 

④凍結深度は、通常の切込み砕石より浅く、断熱効果がある 

⑤融解期の支持力は高く、後年においても路面状況は安定維持できる 

 

10 

15 

15 
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表 3.21.10 ガラス再生資材の路盤材（凍上抑制層材料）としての特長 

●溶出基準

ガラスカレット 切込み砕石 項目 溶出基準(mg/L) 測定値(mg/L) 判定

(0～5mm) (0～80mm) カドミウム及びその化合物 0.01以下 0.001未満 〇

% 0.7 14.3 六価クロム化合物 0.05以下 0.002未満 〇

シアン化合物 検出されないこと 不検出 〇

水銀及びその化合物 0.0005以下 0.0001未満 〇

アルキル水銀 検出されないこと 不検出 〇

セレン及びその化合物 0.01以下 0.001未満 〇

鉛及びその化合物 0.01以下 0.003未満 〇

硫黄及びその化合物 0.01以下 0.001未満 〇

フッ素及びその化合物 0.8以下 0.1未満 〇

ホウ素及びその化合物 1以下 0.1未満 〇

最大乾燥密度 項目 含有量基準(mg/L) 測定値(mg/L) 判定

ρdmax カドミウム及びその化合物 150以下 10未満 〇

最適含水比 六価クロム化合物 250以下 10未満 〇

wopt シアン化合物 50以下 5未満 〇

% 27.2 153.6 水銀及びその化合物 15以下 1未満 〇

% 22.8 89.5 セレン及びその化合物 150以下 10未満 〇

% 82 58.3 鉛及びその化合物 150以下 10未満 〇

凍上率 % 0.3 0.8 硫黄及びその化合物 150以下 10未満 〇

凍結様式 －
コンクリート状

凍結
コンクリート状

凍結
フッ素及びその化合物 4000以下 40未満 〇

凍上性の判定 － 非凍上性 非凍上性 ホウ素及びその化合物 4000以下 40未満 〇

試験名 単位

骨材の微粒分量試験

表乾密度 g/m3 2.49 2.56

絶乾密度

21.6
ロサンゼルス試験器による粗
骨材のすり減り試験

g/m3 2.49 2.50

絶乾密度 2.33

●含有量基準

g/m3 1.64 2.043

7.8

CBR試験

凍結融解後のCBR試験

CBR保存率

% 1.6 4.7

骨材の密度
吸水率試験

土の凍上試験
NEXCO試験方法

突固めによる
土の締固め試験

% 3.2

% 26.0

硝酸ナトリウムによる骨材の
安定性試験

% 0.19

 
※国立研究開発法人 寒地土木研究所及びコンス A・M・G 株式会社の共同研究の結果より 

出典）「ガラスカレット[商品名：クリスタル]」（コンス・A・M・G 株式会社 パンフレット） 

 

【参考文献】 

 1）「建設工事における他産業リサイクル材料利用技術マニュアル」（編著：(独)土木研究所、出

版：(株)大成出版社、平成 18年 4月） 

 2）「ガラスカレットの凍上抑制層材料への適用性について」（寒地土木研究所月報, No.715, 2012

年 12月） 

 3）「積雪寒冷地におけるガラスカレットの凍上抑制層への適用性に関する研究」（寒地土木研究所

月報, No.781, 2018 年 6月） 

 4）「平成 22 年度 リサイクル産業創出事業（ガラスカレットを利用した凍上抑制層材料の利用促進

事業） 報告書」（コンス・A・M・G株式会社、平成 23年 3月） 

 

 

(6) As舗装骨材 

ガラス再生資材の As 舗装骨材としての利用については、「建設工事における他産業リサイクル

材料利用技術マニュアル」1）を参考にすることができる。 

ガラス再生資材をアスファルト混合物の骨材として使用する場合の設計、施工に関する事項は以

下のとおりである。 

 

①品質基準 

ガラス再生資材を用いたアスファルト混合物の品質基準は、適用する道路舗装の種類に応じて

「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」等の品質規格を準用する。 

品質基準に定められた各品質項目の試験方法は、「舗装試験法便覧」に示されるそれぞれの方法

による。1） 
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  ②環境安全性 

ガラスは、環境安全面での有害性が少ない資材であるが、不純物が混ざっていたりする場合には有

害物質の溶出が懸念される。そのため、よく洗浄されたガラス再生資材を使用する必要がある。1） 

 

  ③利用技術 

代表的なガラス再生資材入りアスファルト混合物の性状例を表 3.21.11に示す。 

ガラス再生資材の混入率が大きくなるほど、剥離抵抗性（残留安定度）は小さくなる。したがっ

て、ガラス再生資材の混入率は 10%程度が上限である。これ以上の混入率では、アスファルト混合

物特性の所要基準値を満足できない場合がある。1） 

 

表 3.21.11 ガラス使用混合物の配合及び性状例 

配合種別 標準 A-1 A-2 B-1 B-2 

骨

材

配

合

比

率

(%) 

砕石 6 号 37.5 32.5 27.5 37.5 37.5 

砕石 7 号 20.0 15.0 10.0 20.0 20.0 

粗砂 32.0 32.0 32.0 20.0 10.0 

細砂 5.0 5.0 5.0 6.5 6.5 

石粉 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 

カレット 13.2～4.75 ㎜ － 5.0 10.0 － － 

カレット 4.75～2.36 ㎜ － 5.0 10.0 － － 

カレット 2.36mm 以下 － － － 10.0 20.0 

最適 As 量(%) 6.4 6.4 6.3 6.1 5.9 

マーシャル密度 (g/cm3) 2.338 2.342 2.322 2.344 2.341 

空隙率 (%) 4.5 3.7 4.1 4.1 3.9 

飽和度 (%) 76.2 79.6 77.5 77.0 77.3 

安定度 (kN) 11.5 12.1 10.3 10.9 9.4 

フロー値 (1/100cm) 30 30 27 29 26 

残留安定度 (%) 95.8 94.4 86.0 94.2 89.5 

動的安定度 (回/mm) 490 320 － 320 － 

すべり抵抗値 (BPN) 
研磨前 63 70 57 58 60 

研磨後 57 53 53 51 51 

反射率 (%) 
研磨前 5.19 4.83 5.11 5.33 4.99 

研磨後 4.98 4.89 5.12 4.92 4.67 

出典）「建設工事における他産業リサイクル材料利用技術マニュアル」（編著：(独)土木研究所、出版：(株)大成出版社、

平成 18年 4 月） 

 

供用後のガラス再生資材入りアスファルト舗装について、追跡調査を行った例を表 3.21.12 に

示す。 

路面観察では、供用２年以降にガラス骨材の若干の飛散が認められるが、路面の性状は一般舗

装（密粒）と大差ない。1） 
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表 3.21.12 供用後の路面性状例 

項目 
ガラスカレット入り舗装 密粒度アスファルト混合物(13) 

建設時 4 年後 建設時 4 年後 

縦断形状σ (mm) 1.8 1.97 － － 

横断形状  (mm) 1～2 2～4 － － 

すべり抵抗値（BPN） 58.4 60.7 62.0 64.0 

動摩擦係数 

(μ) 

20km/h 0.56 0.67 0.60 0.68 

40km/h 0.51 0.62 0.54 0.64 

60km/h 0.47 0.60 0.50 0.62 

出典）「建設工事における他産業リサイクル材料利用技術マニュアル」（編著：(独)土木研究所、出版：(株)大成出版社、

平成 18年 4 月） 

 
 

アスファルトプラントにおけるガラス再生資材の投入方法には、「間接加熱方式」と「直接加

熱方式」がある。その概要を表 3.21.13に示す。 

ガラス再生資材を使用した混合物は、ロードローラによる転圧作業時に、混合物中のカレット

が粉砕され細粒化する懸念がある。さらに、供用後の路面では走行車両によってガラス再生資材

が飛散することにも注意する必要がある。1） 

 

表 3.21.13 ガラス再生資材の投入方法 

種別 間接加熱方法 直接加熱方法 

投入方法 

カレットを常温のままミキサに計量投入

し、高温材との熱交換により加温乾燥させ

混合物とする。 

一般の骨材と一緒にドライヤを通して加熱乾燥さ

せて振動ふるいで分級したものを計量混合する。 

利点 

1)一般の混合物とカレット使用混合物との

製造切り替えが容易に行える。 

2)カレット投入量の管理を確実に行える。 

3)再生骨材の投入装置を利用できる。 

4)再生骨材投入装置を用いることにより、

都市型に多いサイロ式骨材貯蔵のプラン

トでも対応できる 

1)ドライヤを通して加熱乾燥するため多少含水比

が高くても支障ない。また、多量の投入にも対

応できる。 

2)振動ふるいにより分級されるので粒径の大きな

ガラス片はオーバーサイズとして除去される。 

3)コールドホッパ式骨材供給設備であればこれを

利用できる。 

欠点 

1)カレットの含水比が高い場合や多量の投

入には無理がある。 

2)カレットをミキサに直接投入するため、

粒径の大きいガラス片が混入していた場

合そのまま混合物に入ってしまう。 

1)一般混合物とカレット使用混合物との製造切り

替えを行う場合、ストックされた加熱骨材を完

全に抜取らなければならず、効率が悪い。 

2)カレット使用混合物の製造開始時は、投入量が

ばらつく可能性があり、これを防ぐためには安

定するまで加熱骨材を抜取ればよいが、この骨

材は一般用に使えない。 

出典）「建設工事における他産業リサイクル材料利用技術マニュアル」（編著：(独)土木研究所、出版：(株)大成出版社、

平成 18年 4 月） 

 

【参考文献】 

 1）「建設工事における他産業リサイクル材料利用技術マニュアル」（編著：(独)土木研究所、出

版：(株)大成出版社、平成 18年 4月） 
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(7) 今後の検討を要する用途 

1) コンクリート用細骨材 

ガラス再生資材を細骨材として用いる場合のコンクリートについては、「廃棄物のコンクリート

材料への再資源化研究委員会報告書」1）で整理されており、プレキャスト無筋コンクリート製品用

ガラス細骨材のガイドライン試案が作成されている。 

ガラス再生資材を細骨材として用いる場合のガラス再生資材以外の材料は、特殊な場合を除き、

通常のコンクリートに用いられる材料が用いられている。 

①セメント：多くは普通ポルトランドセメントが用いられているがアルカリ骨材反応の抑制を目

的として混合セメントの使用もみられる。 

②骨材  ：一般的な骨材が使用されており、ガラス再生資材と特殊骨材などを併用した実績は

あまりみられない。 

③混和材 ：アルカリシリカ反応抑制のための混和材の使用はいくつかの事例があり、高炉スラ

グ微粉末、フライアッシュ、ゼオライトなどが用いられている。 

④混和剤 ：目的とする配合に応じて、各種の混和剤が使用されている。 

 

ガラス再生資材を細骨材の一部として使用したコンクリートは、置換率の増加に伴って、ワーカ

ビリティーの改善や空気量の増加など特異な傾向を示すことが明らかにされている。ガラス再生資

材を細骨材の一部として使用したコンクリートの配合例を表 3.21.14に示す。 

 

表 3.21.14 ガラス再生資材を細骨材の一部として使用したコンクリートの配合例 

シリーズ 
置換率

(%) 

W/C 

(%) 

単位量(kg/m3) スランプ

(cm) 

空気量

(%) 水 セメント 砂 カレット 砕石 AE 助剤 

Ⅰ 

0 

60 

169 282 736 0 1,084 0.025 7.5 4.5 

5 169 282 697 37 1,084 0.025 9.0 5.0 

15 169 282 622 110 1,084 0.025 10.5 5.6 

30 159 265 518 226 1,108 0 6.0 4.2 

50 154 257 365 380 1,118 0 7.0 5.8 

Ⅱ 

0 

58 

209 360 769 0 884 0.005 18.5 3.9 

15 203 350 658 117 894 0.005 19.5 5.4 

30 190 328 518 226 977 0 16.0 6.6 

50 190 328 363 377 977 0 17.5 6.7 

※シリーズⅠ：土木用コンクリート、シリーズⅡ：建築用コンクリート 

出典）「廃棄物のコンクリート材料への再資源化研究委員会報告書」（（社）日本コンクリート工学協会、2003 年 6

月） 

 

ガラス再生資材を細・粗骨材の双方として利用したコンクリートの強度試験の結果より、ガラス

再生資材の置換率の増加に伴い圧縮強度が低下し、特に 50%以上の混入率で強度低下が著しいこと

が分かっている。一方、ガラス再生資材を置換率 50%以下で細骨材として利用した場合には、大き

な強度変化はみられていない。 

ガラス再生資材を用いたフレッシュコンクリート及び硬化コンクリートの特性については、表 

3.21.15のとおりである。 
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表 3.21.15 ガラス再生資材を用いたフレッシュコンクリート及び硬化コンクリートの特性 

種類 項目 特性 

フレッシュ

コンクリー

ト 

粘性 低下傾向あり 

ブリーディング 増加傾向あり 

空気量 増加傾向あり 

硬化コンク

リート 

圧縮強度 置換率の増加に伴って低下する 

引張・曲げ強度 圧縮強度と同様な傾向を示す 

凍結融解抵抗性 置換率の増加に伴って低下し、スケーリングを受けやすい 

出典）「廃棄物のコンクリート材料への再資源化研究委員会報告書」（（社）日本コンクリート工学協会、2003 年 6

月） 

 

また、図 3.21.12 に示すように、ガラス再生資材を大きな粒子サイズをもつ砂（約 0.150 ㎜から

4.75 ㎜）として、セメントの細骨材に使用する場合、使用率が高くなるにつれて大きな膨張を引き

起こすことがわかっている。2） 

細骨材としてガラス再生資材を 100％使用すると膨張は最大となり、ガラス量を減少させると膨

張も小さくなる。 

以上のように材料中のガラス相が ASRを起こし、コンクリートが膨張する可能性があるため、使

用の際には注意が必要である。 

 

※セメント中の細骨材としてのクリスタルストーン・サンドの使用率（0～100％） 

出典）「再生ガラス細骨材における粒子サイズの違いによる ASRとポゾラン活性の挙動解明」 

（芝浦工業大学、試験研究委託者：藤野興業株式会社） 

図 3.21.12 ガラス再生資材の ASR膨張（クリスタルストーン・サンドでの試験結果） 

 

【参考文献】 

 1）佐藤重悦, 加賀谷誠：細骨材のコンクリート用細骨材へのリサイクル利用に関する実験的研究, 

廃棄物のコンクリート材料への再資源化に関するシンポジウム論文集, pp.79-84, 2002 

 2）「再生ガラス細骨材における粒子サイズの違いによる ASR とポゾラン活性の挙動解明」（芝浦工

業大学、試験研究委託者：藤野興業株式会社） 
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2) 盛土材、覆土材、載荷盛土材 

ガラス再生資材の FCB（気泡混合軽量土）としての利用については、粗粒率 FM:1.7～2.6 程度以

下であれば、FCB のフロー値や一軸圧縮強さの基準値を満足し、適用可能であることが確認されて

いる。1） 

また、ガラス再生資材を用いた FCB のアルカリシリカ反応試験の結果、練上りからの材齢が 26

週における供試体の平均膨張率は 0.100%未満であり、無害であると判定されている。2) 

 

表 3.21.16 ASR試験に用いた供試体の配合仕様と実施条件 

 

出典）「廃ガラスカレットを用いた FCBの ASR試験について」（第 56回地盤工学研究発表会，12-3-5-08，2021） 

 

 
※case1～7 までの配合条件は表 3.21.16 に示すとおり 

※判定基準として、練上りからの材齢が 26 週における供試体の平均膨張率が 0.100%未満の場合は無害としている 

出典）「廃ガラスカレットを用いた FCBの ASR試験について」（第 56回地盤工学研究発表会，12-3-5-08，2021） 

図 3.21.13 ASR 試験結果  
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【参考文献】 

 1）廃ガラスカレットの気泡混合軽量土への適用性について（第 14 回地盤改良シンポジウム論文集，

pp.311-314，2020） 

 2）廃ガラスカレットを用いた FCBの ASR試験について（第 56 回地盤工学研究発表会，12-3-5-08，

2021） 

 

3) 被覆石、根固・消波ブロック 

防波堤根固工事での実績があり、ガラス再生資材を根固め用コンクリートブロックの細骨材とし

て利用することは可能と考えられる。 

利用にあたってのマニュアル類は整備されていないことから、利用実績等を参照し、必要に応じ

て室内試験や試験施工等により要求水準を満たすことを確認することが望ましい。 

【既存工事における検討事項】 

・コンクリートブロックの細骨材としての使用に際し、環境に対する安全性（水質汚濁に係る環

境基準）の試験の結果、全ての項目において環境基準以下であり安全であることを確認した。 

・ガラス再生資材を細骨材として使用するに当たって、事前に試験練りを実施しコンクリートの

強度を確認した。（防波堤根固工事） 

 

4) 藻場、浅場・干潟造成、覆砂材、人工砂浜等（ガラス再生砂） 

ガラス再生砂の干潟造成材、覆砂材としての利用について、実証試験の実施により、以下のこと

を確認しているとされている。1,2） 

【実証試験での検討事項】 

・試験区と対照区の間に種数と湿重量に大きな差がなく、天然砂を用いた対照区と同程度の幅広い

分類群にまたがる多様な底生生物が確認された。（北浜緑地護岸（人工干潟）：宮城県塩竃市）1） 

・基礎生産力の指標とした溶存酸素濃度の増加量は、試験区と対照区に大きな差がなく、付着生物

についても分析試験とベントフロー調査により、試験区と対照区に大きな差がなく、多種多様な

微細藻類の生息を確認できた。（北浜緑地護岸（人工干潟）：宮城県塩竃市）1） 

・試験区からの越流水で pH、全亜鉛について環境基準を上回るものがあったが、水底土砂判定基準

値、土壌汚染環境基準値を上回るものはなかった。また、水質調査結果より、水質への影響につ

いては、砂と差がないことが確認された。（堺浜（タイドプール）：大阪府堺市）2） 
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出典）「環境省 令和 4年度環境技術実証事業 資源循環技術領域 実証報告書 実証番号 140-2201」（実証機関：株式会

社 MAcS、実証対象技術名：人工珪砂製造技術・人工珪砂、実証申請者：株式会社あさひ） 

図 3.21.14 試験実施場所 1） 

 

 

 

出典）「環境省 令和 4年度環境技術実証事業 資源循環技術領域 実証報告書 実証番号 140-2201」（実証機関：株式会

社 MAcS、実証対象技術名：人工珪砂製造技術・人工珪砂、実証申請者：株式会社あさひ） 

図 3.21.15 左図：底生生物の種類数 右図：イタボガキ科・フジツボ科を除く底生生物湿重量 1） 
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出典）「環境省 令和 4年度環境技術実証事業 資源循環技術領域 実証報告書 実証番号 140-2201」（実証機関：株式会

社 MAcS、実証対象技術名：人工珪砂製造技術・人工珪砂、実証申請者：株式会社あさひ） 

図 3.21.16 溶存酸素濃度初期値を 0とした場合の基礎生産力推移(2021年 5月調査)1） 

 

これらの実証試験結果を参考とし、環境修復材（覆砂材）としての利用可能性について検討する

とともに、利用する場合には必要に応じて水質調査の実施等により、環境安全性を確認することが

望ましい。 

 

【参考文献】 

1）「環境省 令和 4 年度環境技術実証事 資源循環技術領域 実証報告書 実証番号 140-2201」（実

証機関：株式会社 MAcS、実証対象技術名：人工珪砂製造技術・人工珪砂、実証申請者：株式会社

あさひ） 

2）（（一社）大阪湾環境再生研究・国際人材育成コンソーシアム・コア、実証試験研究委託者：藤野

興業株式会社：ガラス瓶等破砕材の環境修復材料としての活用に向けたタイドプール実証試験研

究に関する委託業務 報告書、令和 3年 3月 

 

 

3.21.4 関係法令 

廃ガラスは産業副産物（ガラスくず）に該当する。産業副産物等の法令上の取り扱いについては、

「1.4.2 環境安全の考え方」を参照のこと。 

 



3-21-24 

3.21.5 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

ガラス再生資材を材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサイクル材

料として利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当箇所を参照

し、検討を行う。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 

 

なお、ガラス再生砂の取り扱いについては、以下のとおり産業廃棄物（ガラスくず）の取り扱いとは

異なる場合がある。 

・ガラス再生砂の再利用・廃棄にあたっては、建設リサイクル法に則り適切な処理を行うことを基本

とする。掘削の方法や場所、周辺の土砂の状況や混入率により掘削土の性能が異なるため、材料試

験を行い、使用できる場所に利用するのが望ましい。 

・ガラス再生砂の混合土砂は、「ガラスが混入している土砂＝廃棄物」でなく、再利用に必要な土質

性能を維持しており、利用後に即廃棄とはならない材料であるため、建設副産物として利用可能な

ものとされている。 
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3.22 ガラス発泡リサイクル資材 

3.22.1 製造・供給 

ガラス発泡リサイクル資材は、ガラス瓶など廃ガラスを粉砕・焼成発泡させることで製造される多

孔質で軽量なリサイクル材料である。 

（解説） 

(1) 製造方法 

ガラス発泡リサイクル資材は、ガラス瓶など廃ガラスを粉砕・焼成発泡させることで製造される

多孔質で軽量なリサイクル材料であり、JIS Z 7313 ガラス発泡リサイクル資材として規格化されて

いる。 

このうち、ガラス発泡資材事業協同組合ではガラス発泡リサイクル資材「スーパーソル」を製造

している。 

スーパーソルは、ガラス瓶から製造した軽量資材であり、ガラス瓶を粉砕して添加物を加え混合

し、混合物を焼成炉内で加熱することにより製造される。 

スーパーソルの製造方法を図 3.22.1に示す。 

 
出典）「ガラス発泡リサイクル資材 JIS Z 7313 軽量盛土材・スーパーソル 設計・施工マニュアル 第 1 版」 

（ガラス発泡資材事業協同組合、2020 年 11 月） 

図 3.22.1 スーパーソルの製造方法 
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(2) 供給・利用状況 

1) 供給地域 

① ガラス発泡リサイクル資材（製品名：スーパーソル） 

陸上輸送：製造所周辺 

海上輸送：船舶の運航状況との条件が合致すれば、全国に供給可能 

 

2) 製造所の立地場所 

① ガラス発泡リサイクル資材（製品名：スーパーソル） 

スーパーソルの製造工場は、14道府県に 15工場が立地している（2023年 5月現在）。 

 

出典）「ガラス発泡リサイクル資材 JIS Z 7313 軽量盛土材・スーパーソル 設計・施工マニュアル 第 1 版」 

（ガラス発泡資材事業協同組合、2020 年 11 月） 

図 3.22.2 スーパーソルの製造工場の立地状況 

 

3) 生産量・利用量 

① ガラス発泡リサイクル資材（製品名：スーパーソル） 

年間：90,000m3（15工場合計）  

 

 

 

 

14道県、15工場（2023年 5月現在） 
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3.22.2 品質 

ガラス発泡リサイクル資材は、JIS が規定されている。利用用途に応じて 1 種・2 種の品質性能が

規定されている。 

（解説） 

(1) 物理・力学的性質 

1) JIS Z 7313 ガラス発泡リサイクル資材 

「JIS Z 7313 ガラス発泡リサイクル資材」において、物理的性質（粒度、絶乾密度、吸水率、

せん断抵抗角、スレーキング指数）について、1種・2種の規定が定められている。 

1種：主に地盤材料として使用するガラス発泡リサイクル資材 

2種：主に造園・緑化材料として使用するガラス発泡リサイクル資材 

ガラス発泡リサイクル資材の物理的性質を表 3.22.1に示す。 

 

表 3.22.1 物理的性質 

項目 
種類 

1 種 2 種 

粒

度 

試料の最大粒径(mm) 75 53 26.5 9.5 0.0075 26.5 19 9.5 0.0075 

通過質量分率(%) 100 75～100 5～40 0～10 0～2 100 30～100 0.5～50 0～1 

絶乾密度 0.35mg/m3～0.50mg/m3 0.25mg/m3～0.50mg/m3 

吸水率 20%未満 20%以上 

せん断抵抗角 30°以上 － 

スレーキング指数 0 又は 1 0 又は 1 

注）物理的性質は、力学的性質を含むものとする 

出典）JIS Z 7313「ガラス発泡リサイクル資材」 

 

2) ガラス発泡リサイクル資材（製品名：スーパーソル） 

スーパーソルは JISに適合した製品（JIS Z 7313 ガラス発泡リサイクル資材）である。 

粒径 2～75mm の不定形な礫状の人工軽石であり、絶乾密度、吸水率等の違いから L1～L4 の規格

に分類される。 

スーパーソルの標準規格を表 3.22.2に示す。 

 

表 3.22.2 スーパーソルの標準規格 

 
※L1 は JIS Z 7313 で規定する 2 種、L2 は JIS Z 7313 で規定する 1 種に適合している 

出典）「スーパーソルの仕様・成分表」（ガラス発泡資材事業協同組合 HP、http://www.supersol.jp/supersol） 
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土木資材として適用されるスーパーソル L2、L4の設計定数を表 3.22.3に示す。 

 

表 3.22.3 スーパーソル L2、L4の設計定数 

規格 規格 

スーパーソル L2 スーパーソル L4 

単位体積重量 4.0kN/m3 単位体積重量 11kN/m3 

せん断抵抗角（φ） 

（内部摩擦角） 

JIS A 1210 の B 法による最

大乾燥密度 90%以上で締め

固めた場合 40° 

水中有効重量 2.5kN/m3 

内部摩擦角 42° 

粘着力（c） 0kN/m2 透水係数 1.2cm/sec 

出典）「軽量盛土材カタログ、リーフレット 水辺の軽量盛土 L4」（ガラス発泡資材事業協同組合）より作成 

 

 

(2) 化学的性質 

「JIS Z 7313 ガラス発泡リサイクル資材」において、環境安全品質の基準が設けられている。

試験方法については、JIS K 0058-1 第 1 部：溶出量試験方法、JIS K 0058-2 第 2 部：含有量試験

方法に基づき試験を行う。 

 

表 3.22.4 環境安全品質項目 

項目 溶出量 mg/L 含有量注）mg/kg 

カドミウム 0.01 以下 150 以下 

鉛 0.01 以下 150 以下 

六価クロム 0.05 以下 250 以下 

ひ素 0.01 以下 150 以下 

水銀 0.0005 以下 15 以下 

セレン 0.01 以下 150 以下 

ふっ素 0.8 以下 4,000 以下 

ほう素 1 以下 4,000 以下 

注）ここでいう含有量とは、同語が一般的に意味する“全含有量”とは異なることに注意する 

出典）JIS Z 7313「ガラス発泡リサイクル資材」 

※1 カドミウムについては、平成 23 年 10 月より地下水の水質汚濁に係る環境基準が 0.003mg/L 以下に改正

されたため、留意が必要である。 

※2 令和 3 年 10 月より公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係

る環境基準の六価クロムの基準値が 0.02mg/L 以下に改正されたため、留意が必要である。 
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3.22.3 適用用途 

(1) 概要 

ガラス発泡リサイクル資材を用いる場合は、JIS 及び関係するマニュアル等に準拠し、用途におい

て定まる要求性能を満たす材料を用いるものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、ガラス発泡リサイクル資材を各用途に利用する場合の評価を

行った結果を表 3.22.5 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要

性等）がある場合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項

等について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 

 

表 3.22.5 ガラス発泡リサイクル資材の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑩ 裏込材 ○ C
●標準材料に準ずる性能を有する。
・2）当該用途を想定した設計・施工マニュア
ルが整備されている【自社基準】

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・岸壁改良工事（管理者）
・岸壁災害復旧工事（管理者）
・護岸工事（管理者）

2)

⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
・1)JIS Z 7313の1種に該当し、物理的性質、
環境安全品質、試験方法が定められている
・2）当該用途を想定した設計・施工マニュア
ルが整備されている【自社基準】

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・道路整備工事（国交省）
・道路改良工事（国交省）

1)
2)

⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑭ 路床盛土材 ◎ A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
・1)JIS Z 7313の1種に該当し、物理的性質、
環境安全品質、試験方法が定められている
・2）当該用途を想定した設計・施工マニュア
ルが整備されている【自社基準】

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・橋梁上部工事（国交省）
・道路改良工事（国交省）

1)
2)

⑮ 路盤材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑰ 藻場、浅場・干潟造成、覆砂 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑱ その他
△

（水質浄化
材）

D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・3）浄化資材として、浄化効果・生物への影
響等について今後の検討を要する

-

●利用実績はあるが、情報の詳細が不
明。
【主な工事】
・伊勢えび生簀の濾過槽

3)

出典)

1)JISZ7313 ガラス発泡リサイクル資材（令和元年7月）

2)ガラス発泡リサイクル資材 JISZ7313 軽量盛土材・スーパーソル 設計・施工マニュアル　第1版.2020年11月（ガラス発泡資材事業協同組合）（ガラス発泡資材事業協同組
合提供資料）

3)浄化資材カタログ（ガラス発泡資材事業協同組合HP、　http://supersol.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/a780775ba1cbab981a896ad80d4fa2ae.pdf）

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

 

 

 

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(2) 裏込材 

ガラス発泡リサイクル資材を裏込材として利用する場合は、スーパーソル L2（単位体積重

量:4kN/㎥）が適用され、「ガラス発泡リサイクル資材 JIS Z 7313 軽量盛土材・スーパーソル 設

計・施工マニュアル 第 1版」を参照できる。 

軟弱地盤や不安定地盤上の擁壁（補強土壁）裏込材として、スーパーソル L2（単位体積重量：

4kN/m3）が適用される。効果としては、基礎地盤のすべり破壊に対する安全率や支持力に対する安

全率が大きく増加して、基礎地盤の改良なしで擁壁を構築できるなどのメリットが生じる。 

港湾・空港分野においては岸壁の裏込材として、単位体積重量の大きいスーパーソル L4（単位体

積重量：11kN/m3）が適用される。また、軽量盛土材（スーパーソル L2）についても、砕石等と混

合することで、岸壁の裏込材に利用できる。 

岸壁改良工事、護岸工事での利用実績があり、特に沖縄県では岸壁改良工事で多くの利用実績が

ある。 

 
出典）「施工事例：岸壁の裏込材に L4 を使用した事例」（ガラス発泡資材事業協同組合 HP、 

http://www.supersol.jp/archives/718） 

図 3.22.3 施工事例（名護漁港-4.5m岸壁改良工事） 

 

(3) 盛土材、覆土材、載荷盛土材 

ガラス発泡リサイクル資材を盛土材として利用する場合は、スーパーソル L2（単位体積重

量:4kN/㎥）が適用され、「ガラス発泡リサイクル資材 JIS Z 7313 軽量盛土材・スーパーソル 設

計・施工マニュアル 第 1版」を参照できる。 

盛土材として、スーパーソル L2（単位体積重量：4kN/m3）が適用される。効果としては通常の盛

土材に比較して沈下量が大きく減少（通常の盛土材の 1/5 程度）する。また、基礎地盤のすべり破

壊に対する安全率は大きく増加（通常の盛土材の 5 倍程度）する。その結果、基礎地盤の改良なし

で盛土を構築することができるなどのメリットが生じる。 

スーパーソルを軽量盛土材として使用する場合、スーパーソルのみで施工せず、スーパーソル L2

を砕石等と混合して単位体積重量を 4kN/m3以上とすることができる。 

スーパーソル L2 を軽量盛土材として使用する場合、盛土材の性質を土質試験により十分把握す

ることが重要である。 

盛土材としての土質試験方法を表 3.22.6に示す。 
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表 3.22.6 盛土材の土質試験 

項目 土質試験項目 試験法 備考 

物理的性質 

の試験 

土粒子の密度試験 JIS A 1202 

盛土材の分類及び

強度の推定 

含水比試験 JIS A 1203 

粒度試験 JIS A 1204 

液性限界・塑性限界試験 JIS A 1205 

力学的性能 

の試験 

突固めによる締固め試験 JIS A 1210 施工管理用資料 

三軸圧縮試験 地盤工学会基準 設計定数の測定 

耐久性試験 岩石のスレーキング試験 JGS 2124 ぜい弱岩に対して 

出典）「ガラス発泡リサイクル資材 JIS Z 7313 軽量盛土材・スーパーソル 設計・施工マニュアル 第 1 版」 

（ガラス発泡資材事業協同組合、2020 年 11 月） 

 

スーパーソル自体の土性を把握するためには、JIS Z 7313 で規定されている試験（粒度、絶乾密

度及び吸水率、せん断抵抗角、スレーキング指数）を行う。スーパーソルの土質試験項目及び試験

法を表 3.22.7に示す。 

 

表 3.22.7 スーパーソルの土質試験 

土質試験項目 試験法 備考 

突固めによる締固め試験 
JIS A 1210 B-b

法 

現場締固め管理値（最大乾燥

密度ρdmax，最適含水比 wopt） 

骨材の単位容積質量 JIS A 1104 ほぐした状態の質量 

含水比試験 JIS A 1203 現場での使用状態で試験 

出典）「ガラス発泡リサイクル資材 JIS Z 7313 軽量盛土材・スーパーソル 設計・施工マニュアル 第 1 版」 

（ガラス発泡資材事業協同組合、2020 年 11 月） 

 

 

(4) 路床盛土材 

ガラス発泡リサイクル資材を路床盛土材として利用する場合は、「ガラス発泡リサイクル資材 

JIS Z 7313 軽量盛土材・スーパーソル 設計・施工マニュアル 第 1版」を参照できる。 

スーパーソルの締固め管理基準値は表 3.22.8のとおり設定されている。 

 

表 3.22.8 スーパーソルの締固め管理基準値 

使用箇所 盛土 1 層の仕切り厚さ 締固め度 管理試験頻度 

路体 30cm 以下 
JIS A 1210 の B-b 法によ

る最大乾燥密度の 90%以上 

1000m3につき 

1 回以上 

路床 20cm 以下 JIS A 1210 の B-b 法によ

る最大乾燥密度の 95%以上 

500m3につき 

1 回以上 補強土壁 25cm 以下 

出典）「ガラス発泡リサイクル資材 JIS Z 7313 軽量盛土材・スーパーソル 設計・施工マニュアル 第 1 版」 

（ガラス発泡資材事業協同組合、2020 年 11 月） 

 

スーパーソルの粒径は現場搬入時には最大 75mm であるが、締固めにより細粒化し最大粒径は

37.5mm 以下となる。したがって、表 3.22.9 に示す試験法により品質規定方式による締固め管理を

行う。 
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表 3.22.9 締固め管理のために実施する試験 

試験名 具体的試験法 備考 

土の締固め試験(JIS A 1210) B-b 法 許容最大粒径 37.5mm 

現場密度試験 
砂置換法による土の密度試験 

(JIS A 1214) 

許容最大粒径 53mm 

試験孔の深さは 10～15cm 程度 

注）現場密度試験では，スーパーソル間の空隙が多いため，砂が試験孔より流出する恐れがある。そこで水置換

法と同じように，試験孔の上にビニールシートを敷設して試験を行う。 

 

出典）「ガラス発泡リサイクル資材 JIS Z 7313 軽量盛土材・スーパーソル 設計・施工マニュアル 第 1 版」 

（ガラス発泡資材事業協同組合、2020 年 11 月） 

 

締固め時の注意事項は以下のとおりである。 

①過転圧の防止 

スーパーソルの締固めにあたっては，締固め不足による不適切な施工を防ぐことや，過度な

締固めにより細粒化が進むことによる重量の増加を防ぐ必要がある。特に軽量盛土材であるス

ーパーソルは，適正な重量を確保するためには過転圧にならないように気を付ける必要がある。 

②転圧機械の選定 

スーパーソルの転圧機械には，1t 振動ローラ（有振動）もしくは 4t 振動ローラ（無振動）

が使用される場合が多い。路体ではこれらの転圧機械で 4～6 回程度転圧するのが一応の目安

となるが，施工前に試験施工を行い，締固め管理基準値を満足する転圧回数を決定する必要が

ある。 

 

  

出典）「スーパーソル適用事例：混合軽量土・サンドウィッチ式の事例」（ガラス発泡資材事業協同組合提供資料） 

図 3.22.4 施工事例（有明海沿岸道路 国道 444号整備工事） 
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(5) 今後の検討を要する用途 

1) その他（水質浄化） 

表面に微細な気泡が無数にあるため、有用微生物の棲みかとしての機能を有しており、水質浄化

材としての利用が考えられる。 

蓄養施設の浄化槽の水質浄化材としての利用実績はあるものの、浄化効果・生物への影響等の情

報は不明である。 

 

   
出典）「浄化資材カタログ」（ガラス発泡資材事業協同組合 HP、 

https://www.supersol.jp/wordpress/wp-content/themes/Matsuya%20wp_v02/images/catalog/catalog4.pdf） 

図 3.22.5 施工事例（生簀の海水ろ過） 

 

 

3.22.4 関係法令 

廃ガラスは産業副産物（ガラスくず）に該当する。産業副産物等の法令上の取り扱いについては、

「1.4.2 環境安全の考え方」を参照のこと。 

 

 

3.22.5 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

ガラス発泡リサイクル資材を材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリ

サイクル材料として利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当

箇所を参照し、検討を行う。 

なお、掘削した使用後のガラス発泡リサイクル資材を、残土として処分可能であるかについて調査し

た結果、地盤材料の工学的分類では細粒分まじり礫（GF）に分類され、これは第 2 種建設発生土に該当

する。建設発生土の法令上の取り扱いについては、「3.1 建設発生土」を参照のこと。 

また、再利用・廃棄を検討する際には、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要

となるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.23 ペーパースラッジ 

3.23.1 製造・供給 

ペーパースラッジは、古紙などから再生紙を製造する際、紙にならず排水中に流出した短繊維や無

機物を濃縮し、脱水したものである。ペーパースラッジを繊維質気泡モルタル用混和材として加工し

た製品が製造されている。 

（解説） 

(1) 製造方法 

ペーパースラッジは古紙などから再生紙を製造する際、紙にならず排水中に流出した短繊維や無

機物を濃縮し、脱水したものである。 

このうち、パルフォース共同企業体では、製紙工場から排出される副産物（ペーパースラッジ）

を原料（原材料 98%）とした繊維質気泡モルタル用混和材「パルフォース」を製造している。 

パルフォースの製造工程を図 3.23.1に示す。 

 

 

 

 

 
出典）パルフォースモルタル工法協会提供資料より作成 

図 3.23.1 パルフォースの製造工程 
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(2) 供給・利用の状況 

1) 供給地域 

① 繊維質気泡モルタル用混和材（製品名：パルフォース） 

全国：陸上輸送、海上輸送、航空輸送が可能 

 

2) 製造所の立地場所 

① 繊維質気泡モルタル用混和材（製品名：パルフォース） 

パルフォース共同企業体 製造工場（山形県新庄市） 

 

 

3) 生産量・利用量 

① ペーパースラッジ 

製紙業界から発生する産業廃棄物及び再資源化率の推移を図 3.23.2 に、製紙業界から発生する

産業廃棄物の内訳及び再資源化量の内訳を図 3.23.3に示す。 

製紙業界から年間 500 万トンの廃棄物が発生しており、発生する産業廃棄物のうち、ペーパース

ラッジの割合は 64.8%を占めていた（平成 30年度）。 

製紙業界から発生する産業廃棄物の再資源化率は 50％程度となっており、土木材料（骨材、路盤

材等）やセメント等に使用されていた（平成 30年度）。 
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出典）日本製紙連合会 HP、2019 年度「環境行動計画（廃棄物対策）」フォローアップ調査結果（2018 年度実績）より作

成  

図 3.23.2 製紙業界の産業廃棄物発生量（36社 103工場・事業所対象） 
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出典）日本製紙連合会 HP、2019 年度「環境行動計画（廃棄物対策）」フォローアップ調査結果（2018 年度実績）より

作成  

図 3.23.3 製紙業界からの産業廃棄物発生量と再資源化量の内訳（平成 30年度実績） 

 

 

② 繊維質気泡モルタル用混和材（製品名：パルフォース） 

生産量：約 110.0ｔ/年（令和 1～4年平均） 

利用量：約 113.0ｔ/年（令和 1～4年平均） 

 

 

出典）パルフォースモルタル工法協会提供資料 

図 3.23.4 ペーパースラッジ搬入量とパルフォース製造量 
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出典）パルフォースモルタル工法協会提供資料 

図 3.23.5 パルフォース利用量 

 

3.23.2 品質 

ペーパースラッジの品質については、北海道立工業試験場報告結果等で確認できる。 

繊維質気泡モルタル用混和材の環境安全性については、製造事業者で実施されている溶出試験報告

結果より確認できる。 

（解説） 

(1) 物理・力学的性質 

ペーパースラッジは水分を多く含んでおり、繊維質と無機填料の絡み合った緻密な構造を有して

いる。また、ペーパースラッジを乾燥・炭化させたペーパースラッジ炭化物については、化学組成

はペーパースラッジと概ね一致し、無数の空隙を有する構造をしている 1)。 

 

【参考文献】 

 1）「古紙スラッジのリサイクル」（北海道立工業試験場報告 No.298） （地独）北海道立総合研

究機構提供 

 

(2) 化学的性質 

1) 化学組成 

ペーパースラッジの組成及び化学組成を図 3.23.6に示す。 

 
出典）「古紙スラッジのリサイクル」（北海道立工業試験場報告 No.298） （地独）北海道立総合研究機構提供 

図 3.23.6 ペーパースラッジの組成及び化学組成 
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2) pH 

ペーパースラッジ炭化物の pHと炭化温度の関係を図 3.23.7に示す。 

 
出典）「古紙スラッジのリサイクル」（北海道立工業試験場報告 No.298） （地独）北海道立総合研究機構提供 

図 3.23.7 ペーパースラッジ炭化物の pHと炭化温度の関係 

 

 

3) 環境安全品質 

① ペーパースラッジ 

「産業廃棄物に含まれる金属等の検出方法（環境庁告示 87 号）」に基づく、ペーパースラッジ

の重金属溶出試験結果を表 3.23.1 に、ペーパースラッジ炭化物の重金属含有量を表 3.23.2 に示

す。なお、基準値の欄には「肥料取締法に基づく基準値」を示している。 

ペーパースラッジの重金属溶出試験結果及びペーパースラッジ炭化物の重金属含有量はともに肥

料の基準値を下回る結果が得られている。 

 

表 3.23.1 ペーパースラッジ（PS）の重金属溶出試験結果 

項目 
PS 

mg/L 

基準値 

mg/L 

カドミウム ＜0.005 ＜0.3 

鉛 ＜0.005 ＜0.3 

砒素 ＜0.005 ＜0.3 

六価クロム ＜0.04 ＜1.5 

シアン ＜0.01 ＜1 

有機リン ＜0.1 ＜1 

水銀 ＜0.0005 ＜0.005 

アルキル水銀 ＜0.0005 ND 

PCB ＜0.0005 ＜0.003 

出典）「古紙スラッジのリサイクル」（北海道立工業試験場報告 No.298） （地独）北海道立総合研究機構提供より作成 



3-23-6 

表 3.23.2 ペーパースラッジ（PS）炭化物の重金属含有量 

項目 
PS 

ppm 

PS 炭化物 

ppm 

基準値 

ppm 

カドミウム 1.27 0.71 ＜5 

鉛 19 27 － 

砒素 4.9 3.9 ＜50 

水銀 0.02 0.001 ＜2 

出典）「古紙スラッジのリサイクル」（北海道立工業試験場報告 No.298） （地独）北海道立総合研究機構提供より作成 

 

 

② 繊維質気泡モルタル用混和材（製品名：パルフォース） 

繊維質気泡モルタル用混和材（製品名：パルフォース）については、「土壌の汚染に係る環境基

準について（平成 3 年環境庁告示第 46 号）」の溶出量試験により基準値以下であることが確認さ

れている。 

 

表 3.23.3 パルフォースの溶出量試験報告結果 

 
注 1）結果の未満表示の数値は定量下限値を示す 

注 2）基準値の「検出されないこと」とは、法令で定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方

法の定量限界を下回ることをいう 

出典）溶出量試験報告書「パルフォース（PS 加工品）」（パルフォースモルタル工法協会提供資料） 
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3.23.3 適用用途 

(1) 概要 

ペーパースラッジをリサイクル材として利用する場合は、関係する基準類に準拠し、用途において

定まる要求性能を満たす材料を用いるものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、ペーパースラッジを各用途に利用する場合の評価を行った結

果を表 3.23.4 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性等）

がある場合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項

等について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 

 

表 3.23.4 ペーパースラッジの適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑩ 裏込材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑭ 路床盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑮ 路盤材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

- - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑱ その他
○

（充填材）
C

●標準材料に準ずる性能を有する。
・1)当該用途を想定した設計・施工マニュア
ルが整備されている【自社基準】
・2）新技術情報提供システム（NETIS）の技
術情報より、標準材料と同等以上の材料と判
断できる

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・河道整備工事（国交省）
・道路改良工事（管理者）
・トンネル空洞充填対策工事（その他）

1)
2)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

出典)

1)パルフォースモルタル工法説明資料 （パルフォースモルタル工法協会）

2）新技術情報提供システム（NETIS）（TH-040015-A）パルフォースモルタル工法  

 注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 



3-23-8 

(2) その他（充填材） 

ペーパースラッジを繊維質気泡モルタル用混和材として、充填材に利用する場合は、「パルフォ

ースモルタル工法技術資料」（パルフォースモルタル工法協会）を参照できる。 

パルフォースモルタルの特徴は以下のとおりである。 

 ・硬化後乾燥密度（0.85g/cm3）が水より軽い 

 ・硬化後の分離抵抗性に優れる（水がある場所にも打設可能） 

 ・硬化前・硬化後の体積変化が少ない 

 ・繊維の補強効果により耐久性が向上 

 

 

出典）パルフォースモルタル工法説明資料 （パルフォースモルタル工法協会） 

図 3.23.8 パルフォースモルタルの性状 
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パルフォースモルタルの標準の配合条件を表 3.23.5 に、標準配合における品質特性を表 3.23.6

に示す。 

 

表 3.23.5 パルフォースモルタルの配合条件 

 
出典）パルフォースモルタル工法技術資料 （パルフォースモルタル工法協会） 

 

表 3.23.6 各配合の標準特性 

 

出典）パルフォースモルタル工法技術資料 （パルフォースモルタル工法協会） 

 

配合①（分離抵抗性重視配合） 

最も分離抵抗性が高く、水中打設に適している。また、可塑状に近い性能を示すため限定注入

を求められる箇所へ適応できる。 

配合②（万能型配合） 

分離抵抗性、水に対する抵抗性、軽量性の物性バランスの良い配合である。 

配合③（流動性配合） 

フロー値が大きく自己流動性が高いので、自重による打設や長距離の充填打設に適している。

また、若干の水に対する抵抗力はあるが、水中打設は困難である。 

配合④（軽量性重視配合） 

軽量性に優れていて、浮力低減などを必要とするパイプインパイプの中込材などに適している。

但し湿潤密度（生比重）が 1.0g/cm3以下となるので、水に対する分離抵抗力は劣る。 

 

空隙充填材にパルフォースモルタルを使用した空隙充填工法（パルフォースモルタル工法）は、

以下のような施工用途で使用されている。 
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①残置管の内空充填 

上下水道管、ガス・電力・通信管、排水溝などの撤去不可能な残置構造物を充填閉塞できる。パ

ルフォースモルタルで充填を行うと、優れた分離抵抗性により悪条件でも水を押し出し完全な充填

閉塞が可能である。 

 

②パイプルーフ管の内空充填 

トンネル工事において、規定の土被りが確保できない場合や地山条件が悪い場合など、掘削時の

補助工法としてパイプルーフ工法を併用する。 

パイプルーフ工法とは、パイプ(鋼管)を本体構造物の外周に沿って等間隔にアーチ状または柱列

状に水平に打設し、ルーフや壁を作り、地上及び地下埋設物などの防護を目的とする補助工法であ

り、パルフォースモルタルを使用すれば地山の地下水等がある場合でも水を押し出し確実な充填が

可能である。 

 

③パイプインパイプ工法の中込充填 

既設、新設管の内部に強化プラスチック管などの内管を設置するパイプインパイプ工法では、外

管と内管の隙間を充填する必要がある。この充填材としては、内管に浮力を与えない軽量性と均一

に充填するための流動性が必要であり、パルフォースモルタルを使用すれば、軽量であるために浮

力が小さく、また流動性が優れているため、確実な充填が可能である。 

 

④水路補修工法の裏込充填 

既設水路や排水溝などの内面に FRP 板等を貼り付け、既存の流量を確保しながら既設構造物を改

修する工法がある。既設構造物と FRP 板の隙間を充填する必要があるが、この充填は流水があるこ

とが多いうえに隙間が狭く施工条件が悪い。パルフォースモルタルはこのような悪条件でも施工可

能である。 

 

⑤トンネル覆工の裏込充填及び構造物、床下充填 

トンネル覆工背面の地山は、地下水により侵食され空隙が発生する。この空隙への充填は地下水

が滞留しており、また無数に広がる地山亀裂への浸透も考えられる。 

パルフォースモルタルを使用することにより、水による希釈が少なく、充填不要な亀裂への目詰

効果により限定注入が可能である。 

 

 

3.23.4 関係法令 

ペーパースラッジは産業副産物（汚泥）に該当する。また、ペーパースラッジを空隙充填材として適

用するに当たって、コンクリート圧送作業終了後に発生する残コンは、廃棄物処理法で定める「コンク

リートくず」に該当する。 

産業副産物等の法令上の取り扱いについては、「1.4.2 環境安全の考え方」を参照のこと。 
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3.23.5 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

ペーパースラッジを材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサイクル

材料として利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当箇所を参

照し、検討を行う。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.24 ペーパースラッジ焼却灰（PS灰） 

3.24.1 製造・供給 

ペーパースラッジ焼却灰（PS 灰）は、製紙工場から発生するペーパースラッジ（PS）を焼却した際

に発生する焼却灰であり、PS灰系改質材としてリサイクル製品が製造されている。 

（解説） 

(1) 製造方法 

PS灰は製紙工場から発生する PSを焼却した際に発生する焼却灰のことである。 

このうち、PS 灰を利用したリサイクル材料として、「FT マッドキラー」、「ワトル」といった

リサイクル製品が製造されている。 

PS灰の発生フローを図 3.24.1に、PS灰の処理フローを図 3.24.2に示す。 

 

※日本製紙連合会資料より作成        

出典）平成 20 年度 ペーパースラッジ灰利用浚渫泥土リサイクル技術に関する調査報告書  

（（財）エンジニアリング振興協会、平成 21年 3 月） 

図 3.24.1 PS灰の発生フロー 

 

 

出典）株式会社フジタ提供資料より作成 

図 3.24.2 PS灰の処理フロー 
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(2) 供給・利用の状況 

1) 供給地域 

① PS灰系改質材（製品名：FTマッドキラー） 

供給場所：フレコンまたはバラで全国へ供給可能 

供給方法：トラックでの陸上輸送が主体である 

② PS灰系改質材（製品名：ワトル） 

供給場所：フレコンで全国へ供給可能。バラで関東圏へ供給可能 

供給方法：トラックでの陸上輸送が主体である 

 

2) 製造所の立地場所 

① PS灰系改質材（製品名：FTマッドキラー） 

製造場所：静岡県内を中心に製造している 

② PS灰系改質材（製品名：ワトル） 

製造場所：千葉県、愛媛県 

 

3) 生産量・利用量 

① PS灰系改質材（製品名：FTマッドキラー） 

年間、1～2万トンが有効利用され、令和 5年 3 月末時点で合計約 28万トンが利用されている。 

② PS灰系改質材（製品名：ワトル） 

年間、約 3.5 万トンが有効利用され、令和 5 年 3 月末時点で合計約 23 万トンが利用されている。 

 

 

3.24.2 品質 

PS 灰は無機多孔質で高い吸水性を有する材料であり、PS 灰系改質材としての品質性能等について

「無機系吸水性材料を用いた土の改質技術に関する手引き（暫定版－PS 灰系改質材編－）」（公益

社団法人地盤工学会関東支部 無機系吸水性材料を用いた土の改質技術の利活用に関する研究委員

会、2021年 3月 31日）より確認できる。 

（解説） 

PS 灰は製造工場によって、紙原料・焼却炉の形式が異なるため物理特性や強度変形物性が異なっ

てくるが、同一場所（工場）から発生する灰については、他の焼却灰と比較して安定的な品質のも

のが排出される傾向にある。 

 

(1) PS灰の品質 

1) 物理・力学的性質 

① 粒子密度 

PS灰系改質材の母材となる PS灰の粒子密度を表 3.24.1に示す。 
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表 3.24.1 PS灰の粒子密度 

項目 PS 灰 A PS 灰 B PS 灰 C PS 灰 D 

焼却炉 サイクロン炉 ストーカー炉 流動床炉 

分類 範囲 平均 範囲 平均 範囲 平均 範囲 平均 

粒子密度 

(g/cm3) 

2.59～

2.63 

2.61 2.29～

2.56 

2.42 2.64～

2.74 

2.67 2.65～

2.74 

2.66 

出典）「無機系吸水性材料を用いた土の改質技術に関する手引き（暫定版－PS 灰系改質材編－）」（（公社）地盤工

学会関東支部 無機系吸水性材料を用いた土の改質技術の利活用に関する研究委員会、2021 年 3 月 31 日） 

 

② 粒度 

PS灰及び PS灰系改質材の粒度の例を図 3.24.3に示す。 

 

 
出典）「無機系吸水性材料を用いた土の改質技術に関する手引き（暫定版－PS 灰系改質材編－）」（（公社）地盤工

学会関東支部 無機系吸水性材料を用いた土の改質技術の利活用に関する研究委員会、2021 年 3 月 31 日） 

図 3.24.3 PS灰及び PS灰系改質材の粒度の例 

 

2) 化学的性質 

PS 灰は処理方法によっては有害な成分が多く含まれる場合があり、焼却方法の選定や化学的成分

による選別が重要とされている 1）。 

PS灰の代表的な焼却炉型式として、サイクロン炉、ストーカー炉、流動床炉が挙げられる 2）。 

 

① 成分含有率、pH 

日本全国の製紙工場から採取した 88 種類の PS 灰について、その成分含有率を蛍光 X 線分析法で

求めた結果を表 3.24.2に示す。 
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表 3.24.2 PS灰（88種類）の成分含有率 

項目 
成分含有率(%) 

全 PS 灰(範囲) 平均値 標準偏差σ 

Al2O3 9.00～54.2 25.0 11.8 

SiO2 9.10～57.1 31.7 11.0 

CaO 2.30～60.3 22.7 17.0 

MgO 0.800～11.8 4.40 3.45 

Fe2O3 0.800～3.30 1.80 0.875 

出典）「無機系吸水性材料を用いた土の改質技術に関する手引き（暫定版－PS 灰系改質材編－）」（（公社）地盤工

学会関東支部 無機系吸水性材料を用いた土の改質技術の利活用に関する研究委員会、2021 年 3 月 31 日） 

 

 

PS灰の pHを土懸濁液の pH試験方法（JGS 0211）に準拠して求めた結果を表 3.24.3に示す。 

 

表 3.24.3 PS灰（88種類）の pH 

項目 全 PS 灰(範囲) 平均値 標準偏差σ 

pH 7.20～13.2 11.3 1.28 

出典）「無機系吸水性材料を用いた土の改質技術に関する手引き（暫定版－PS 灰系改質材編－）」（（公社）地盤工

学会関東支部 無機系吸水性材料を用いた土の改質技術の利活用に関する研究委員会、2021 年 3 月 31 日） 

 

【参考文献】 

 1）平成 20年度 ペーパースラッジ灰利用浚渫泥土リサイクル技術に関する調査報告書  

（（財）エンジニアリング振興協会、平成 21年 3月） 

 2）望月美登志：焼却方法が異なる各種 PS 灰の吸水性評価と泥土改質への適用性，土木学会論文集

C（地圏工学），Vol.75，No.2，pp.155-166，2019. 

 

 

(2) PS灰系改質土の品質 

1) 物理・力学的性質 

① コンシステンシー特性 

藤森粘土（液性限界 wL；57.0%，塑性限界 wP；28.1%，塑性指数 IP；28.9）に比較的粗粒の PS灰

系改質材を添加した場合の改質土のコンシステンシー特性（wL，wP，IP）と細粒分含有率 Fcの変

化を図 3.24.4に示す。 
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出典）無機系吸水性材料を用いた土の改質技術に関する手引き（暫定版－PS 灰系改質材編－）」（（公社）地盤工学

会関東支部 無機系吸水性材料を用いた土の改質技術の利活用に関する研究委員会、2021 年 3 月 31 日） 

図 3.24.4 粗粒状の PS灰系改質材により改質した粘土のコンシステンシー特性 

 

② 粒度特性 

PS灰系改質材の場合、改質土の粒度は原土と改質材の合成粒度として示すことができる。 

原土（浚渫泥土）と PS 灰系改質材の粒度及びその混合土（改質土）の合成粒度の例を図 3.24.5

に示す。 

 

出典）「無機系吸水性材料を用いた土の改質技術に関する手引き（暫定版－PS 灰系改質材編－）」（（公社）地盤工

学会関東支部 無機系吸水性材料を用いた土の改質技術の利活用に関する研究委員会、2021 年 3 月 31 日） 

図 3.24.5 原土（底泥土）、PS灰系改質材、改質土の粒度の例 

 

③ 力学特性 

a.コーン指数 

全国各地のさまざまな土に対して、1 種類の PS 灰系改質材で実施した配合試験の結果の一例を図 

3.24.6に示す 
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【砂質土】
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0

200

400

600

800

1000

1200

0 100 200 300 400 500 600

コ
ー

ン
指

数
(k

N
/㎡

)

添加量(kg/㎥)

佐賀県神埼市w=125%

和歌山県田辺市w=49%

岐阜県本巣市w=75%

長野県諏訪市w=201%

埼玉県蓮田市W=79%

第2種建設発生土

第3種建設発生土

第4種建設発生土

 

出典）株式会社フジタ提供資料 

図 3.24.6 PS 灰系改質材による各種地盤材料の改質効果の例 

 

b.三軸圧縮強度 

PS 灰系改質土の場合、同じ密度管理手法で締固めた原土よりも非排水せん断における過剰間隙水

圧の発生が抑制され、粘り強い強度特性を示す。 

 

      ※A：PS 系改質材の添加率 

出典）「無機系吸水性材料を用いた土の改質技術に関する手引き（暫定版－PS 灰系改質材編－）」（（公社）地盤工

学会関東支部 無機系吸水性材料を用いた土の改質技術の利活用に関する研究委員会、2021 年 3 月 31 日） 

図 3.24.7 PS 灰系改質材により改質した藤森粘土の三軸 試験結果  

 

2) 化学的性質 

① 生態系毒性試験 

「平成 20 年度 ペーパースラッジ灰利用浚渫泥土リサイクル技術に関する調査報告書」において、

生物系毒性試験の試験結果がとりまとめられている。 
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生態系毒性試験については、OECD が定めたテストガイドラインに準拠して甲殻類「ミジンコ急性

毒性試験及び繁殖試験」と魚類「ヒメダカ急性毒性試験」について実施されている。 

 

a.ミジンコ急性毒性試験及び繁殖試験 

【試験方法】 

・ミジンコ急性遊泳阻害試験（OECD テストガイドライン 202 又は化審法テストガイドラインに

準拠） 

・ミジンコ繁殖試験（OECDテストガイドラン 211に準拠） 

【試験結果】 

ミジンコによる繁殖試験の結果より、未改良泥土の状態では、繁殖阻害率が 60％になるところ

を改良することによってほぼ対照と同等の繁殖率まで改善できる。 

 

表 3.24.4 試験結果一覧表 

サンプル 

確認項目 

急性毒性 平均産仔数 標準偏差 親子体死亡率 

（％） 

繁殖阻害率 

（％） 

①コントロール（対照） なし 21.67 1.31 0 -------- 

②池の水のみ なし 3.00 0.41 60 86.15 

③泥土＋池の水 なし 9.40 1.64 0 56.62 

④改良泥土＋池の水 なし 19.80 1.66 0 8.62 

出典）平成 20 年度 ペーパースラッジ灰利用浚渫泥土リサイクル技術に関する調査報告書  

（（財）エンジニアリング振興協会、平成 21年 3 月） 

 

 
出典）平成 20 年度 ペーパースラッジ灰利用浚渫泥土リサイクル技術に関する調査報告書  

（（財）エンジニアリング振興協会、平成 21年 3 月） 

図 3.24.8 ミジンコの繁殖試験結果 

 

b.ヒメダカ急性毒性試験 

【試験方法】 

・魚類急性毒性試験（OECDテストガイドライン 203又は化審法テストガイドラインに準拠） 

・測定項目は各試験区のヒメダカの挙動を観測し、24及び 48、72、96時間の死亡数を記録 

・試験開始時間及び終了時の各区の試験水の pH、DO（溶存酸素濃度）を測定 

【試験結果】 

急性毒性試験結果より 96 時間後のヒメダカの死亡率は 0％であり、魚類急性毒性はないと考

えられる。 
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表 3.24.5 死亡率と pH及び DO 

魚数 pH DO(mg/L) 生存 pH DO(mg/L) 生存 pH DO(mg/L)

7.4 5.52 7.1 5.24

7.4 7.48 7.4 7.18

7.4 5.39 7.2 5.57

7.4 7.19 7.4 6.89

生存 pH DO(mg/L) 生存 pH DO(mg/L)

7.3 5.61 7.2 5.67

7.3 7.32

7.4 5.48 7.3 5.6

7.5 7.2
改良土 10 10

試験区
72時間 96時間

底泥土 10 10

改良土 10 7.6 7.14 10 10

試験区
開始時 24時間 48時間

底泥土 10 7.6 6.87 10 10

 

出典）平成 20 年度 ペーパースラッジ灰利用浚渫泥土リサイクル技術に関する調査報告書  

（（財）エンジニアリング振興協会、平成 21年 3 月） 

 

 

3.24.3 加工・改良技術 

PS 灰を使用した改質技術については、「無機系吸水性材料を用いた土の改質技術に関する手引き

（暫定版－PS 灰系改質材編－）」（公益社団法人地盤工学会関東支部 無機系吸水性材料を用いた土

の改質技術の利活用に関する研究委員会、2021年 3月 31日）を参照できる。 

PS 灰系改質材の場合、PS 灰粒子の多孔質性による物理的吸水を主に利用することにより、浚渫泥

土等を瞬時に改質して盛土材や埋立材等として使用できる。 

（解説） 

PS 灰系改質材の場合、改質材粒子が多孔質であるため、改質材を泥土に添加すると泥土中の自由

水分を改質材粒子の内部に拘束水として取り込む。すなわち、瞬時に物理的に吸水することで泥土

中の余剰水分が減少し、締固めが可能な改質土となる。さらに、高含水比で乾燥質量の小さい対象

泥土に PS 灰系改質材の中でも粒径の大きい細砂径の改質材を使用すると図 3.24.9 に示すとおり盛

土材として利用できない高含水浚渫泥土の粒度を調整できる。 

 
※（一社）泥土リサイクル協会資料より作成            

出典）「無機系吸水性材料を用いた土の改質技術に関する手引き（暫定版－PS 灰系改質材編－）」（（公社）地盤工

学会関東支部 無機系吸水性材料を用いた土の改質技術の利活用に関する研究委員会、2021 年 3 月 31 日） 

図 3.24.9 PS灰系改質材の対象土砂 
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この適用技術において、配合直後における吸水性能が低い改質材を使用すると（長期的な吸水性

能には優れていても）、改質材の添加量が多くなり、費用が著しく増大したりあるいは改質土量が

増大したりするので留意する必要がある。 

PS 灰系改質材を用いる場合、改質土の品質の評価を「締固めた土のコーン指数試験」で行うこと

を基本としている。ただし、コーン指数以外の品質評価が適用される土構造物もあり、PS 灰系改質

土の品質評価として、以下の 3項目に着目することがある。 

① コーン指数による品質評価 

② 締固めによる品質評価 

③ 強度定数などによる品質評価 

 

また、改良技術については、製造事業者によるパンフレットや技術資料等の情報を参考にできる。

改良技術の一例を次に示す。 

 

(1) PS灰系改質材（製品名：FTマッドキラー） 

FTマッドキラーの特性を表 3.24.6に示す。 

 

表 3.24.6 FTマッドキラーの特性 

真比重（g/cm3） かさ比重（g/cm3） 最大容水量（ml） 

2.4 0.7 112 

注）上記の値は、FT マッドキラーの代表値であり、保証値ではない。また、最大容水量とは、土壌の最大容水

量試験を参考に、FT マッドキラーで実施し、同材料 100g が保持できる水分の最大量である。 

出典）FT マッドキラー工法 パンフレット（株式会社フジタ）  

 

FTマッドキラーの特徴は以下のとおりである。 

・材料は無機多孔質で、吸水効果を主体とする物理的な改良 

・養生時間なしに、瞬時に改良 

・粘性土、砂質土、腐植土、改良土等すべての土質に対応可能 

・セメント系、石灰系固化材と比べて処理土の pHが低く、周辺環境への影響が少ない 

・処理土はくり返し利用できる 

・処理土に対して、追添加が可能で強度増加が図れる 

・ＦＴマッドキラーは、「土壌の汚染に係る環境基準について(平 3 環告 46、令 2 環告 44 最終

改正)」及び「ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準(平 11 環告 68、令 4 環告 89

最終改正)」を満たす 
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表 3.24.7 FTマッドキラーと一般的な泥土改質材の比較 

項目 FTマッドキラー 石灰系 セメント系 高分子系 石膏系

改良原理

吸収作用による物理的改
良。

消化吸水反応、硬化反
応により固化する化学
的改良。

水和反応、ポゾラン反
応等により固化する化
学的改良。

水分吸着、固定化、土
表面の被覆による物理
的改良。

水和反応により固化す
る化学的改良。

改良効果

瞬 時 改良 が可 能で 、 FT
マッドキラーが行き渡ら
ない部分も吸水作用によ
り 改 良効 果が 期待 でき
る。

養生期間が必要で、材
料が行き渡らない部分
も吸水作用による改良
効果が期待できる。

養生期間が必要で、材
料が行き渡らない部分
は固まらないため、改
良効果にむらが生じる
ことが懸念される。

瞬時改良が可能だが、
添加量が少ないため十
分な混 合が 必要 であ
る。

瞬時改良が可能で、土
中の水分を取り込み固
化する。

適用可能な土質

粘 性 土、 砂質 土、 腐食
土、および改良土等にも
適用可能である。

主に粘性土に適してお
り、有 機質 土の 場合
は、適用可能な専用の
材料を選択する必要が
ある。

主に砂質土に適してお
り、粘性土、有機質土
の場合は、適用可能な
専門の材料を選択する
必要がある。

粘性土、シルト質土の
泥土に適している。土
の含水比が高い場合に
は、注 意が 必要 であ
る。

粘性土、砂質土ともに
適用可能であるが、有
機質土の場合は注意が
必要である。

適用可能な
含水比

高含水比の土であっても
適切に添加することによ
り、改良効果が期待でき
る。

高含水比の土であって
も適切な材料と添加量
を設定することで、改
良効果が期待できる。
ただし、高い発熱温度
には注意を要する。

高含水比の土であって
も適切な材料と添加量
を設定することで十分
硬化し、改良効果が期
待できる。

砂質土の場合は含水比
50%前後、粘性土の場合
は120%前後までしか改
良効果 が期 待で きな
い。

高含水比の土であって
も適切な材料と添加量
を設定することで、改
良効果が期待できる。
ただし、効果が現れな
い場合は、他の固化材
との併用を検討する。

環境影響

標準的な使用範囲では中
性からアルカリ域で改良
ができ、周辺環境への影
響が少ない。

改良土のpHは強アルカ
リで、改良時は発熱に
注意を要する。

改良土のpHは強アルカ
リで、六価クロムの溶
出に注意を要する。

中性域で毒性がなく長
期間放置しても問題が
ない。

中性域で危険ではない
が、原料石膏の選定と
改良土の硫化物の影響
について注意が必要で
ある。

施工性

瞬時に改良できるため、
養生期間が必要ない。

養生期 間が 必要 であ
る。500kg以上の貯蔵・
取扱いは消防署等への
届出が必要である。

養生期 間が 必要 であ
る。

養生期 間は 必要 ない
が、処理土として強度
増が必要な場合は、別
途、固化材等を追加す
る。

短期の養生期間で利用
が可能である。

再利用

物 理 的な 改良 であ るた
め、再利用しても強度に
変化はない。

固結した改良土をほぐ
すと強度低下が懸念さ
れ、十分な締固めが必
要となる。

固結した改良土をほぐ
すと極端な強度低下が
懸念され、注意が必要
である。

物理的な改良であるた
め、再利用しても強度
に変化はない。

固結した改良土をほぐ
すと極端な強度低下が
懸念され、注意が必要
である。

 

出典）FT マッドキラー工法 パンフレット（株式会社フジタ）より作成 

 

 

(2) PS灰系改質材（製品名：ワトル） 

ワトルの特徴は以下のとおりである。 

・即時改質とその後のほぐし造粒による良質土化 

・従来の施工管理による築堤材や盛土材としての利用が可能 

・ほぐし造粒による改質土の中性化促進、及び重金属等の溶出抑制 

ワトルの適用範囲を以下に示す。 

・河川・湖沼・港湾の浚渫土を再利用する工事 

・シールドトンネル等から排出される泥土を改質する工事 等 

 

改質材として、ワトルを用いることで、軟弱な建設発生土を良質土に改質して利用することが可

能である。 
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出典）第 23 回国土技術開発賞優秀賞「吸水性泥土改質材と改質土の活用技術」 

（（一財）国土技術研究センター、https://www.jice.or.jp/review/awards/23rd） 

図 3.24.10 吸水性泥土改質材添加による改質イメージ 

 

 

 

出典）第 23 回国土技術開発賞優秀賞「吸水性泥土改質材と改質土の活用技術」 

（（一財）国土技術研究センター、https://www.jice.or.jp/review/awards/23rd） 

図 3.24.11 ほぐし造粒土の粒度改善特性        図 3.24.12 改質土の締固め特性 

 

 

3.24.4 適用用途 

(1) 概要 

PS 灰をリサイクル材として利用する場合は、関係する基準類に準拠し、用途において定まる要求性

能を満たす材料を用いるものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、PS 灰を各用途に利用する場合の評価を行った結果を表 3.24.8

に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性等）がある場合、評

価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 
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表 3.24.8 ペーパースラッジ焼却灰（PS灰）の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑩ 裏込材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材
◎

（改質土）
B

●利用マニュアル等が整備されている。
・1）公的機関によって技術に関する手引き
（暫定版）が作成されている
・2)3)4)材料についての品質性能について、
報告書、パンフレットによってとりまとめら
れている

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・地区改良工事（国交省）
・トンネル工事（国交省）
・砂防堰堤工事（国交省）

1)
2)
3)
4)

⑬ 埋立材 ○＋

（改質土）
B

●利用マニュアル等が整備されている。
・1）公的機関によって技術に関する手引き
（暫定版）が作成されている
・2)3)4)材料についての品質性能について、
報告書、パンフレットによってとりまとめら
れている

b
●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・港湾埋立工事（管理者）

1)
2)
3)
4)

⑭ 路床盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑮ 路盤材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

- - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

1)「無機系吸水性材料を用いた土の改質技術に関する手引き（暫定版－PS 灰系改質材編－）」 

  （（公社）地盤工学会関東支部 無機系吸水性材料を用いた土の改質技術の利活用に関する研究委員会、2021年3月31日）

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

出典)

2)平成20年度 ペーパースラッジ灰利用浚渫泥土リサイクル技術に関する調査報告書（（財）エンジニアリング振興協会、平成21年3月）

3)FTマッドキラー工法 パンフレット（株式会社フジタ）

4)第23回国土技術開発賞優秀賞「吸水性泥土改質材と改質土の活用技術」（（一財）国土技術研究センター、https://www.jice.or.jp/review/awards/23rd）  

 

 

 

(2) 盛土材、覆土材、載荷盛土材 

「無機系吸水性材料を用いた土の改質技術に関する手引き（暫定版－PS 灰系改質材編－）」に

おいて、PS灰系改質材を用いた改質土の適用用途として盛土材が示されている。 

高含水比の軟弱土を瞬時に改質し、路体盛土、仮設ヤードの築造等の盛土材として利用されてい

る。 

【既存工事における検討事項】 

・トンネル坑口前の路体箇所に軟弱土が厚く堆積していたため、土質改良が必要であった。軟弱土

に PS 灰系改質材を混合することで、瞬時に目標強度（qc＝500kN/m2）を確保することができ、路

体盛土として適用された。（トンネル工事） 

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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①対象土                   ②PS灰系改質材による改良状況 

   

 

③改質土の撒き出し状況            ④改質土の転圧状況 

   

 

⑤改質土の転圧完了 

 

出典）株式会社フジタ提供資料 

図 3.24.13 PS 灰系改質材による改質技術の適用例（盛土材：トンネル工事）  
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(3) 埋立材 

「無機系吸水性材料を用いた土の改質技術に関する手引き（暫定版－PS 灰系改質材編－）」に

おいて、PS灰系改質材を用いた改質土の適用用途として埋立材が示されている。 

 

 

3.24.5 関係法令 

PS 灰は産業副産物（燃えがら・ばいじん）に該当する。産業副産物等の法令上の取り扱いについては、

「1.4.2 環境安全の考え方」を参照のこと。 

 

 

3.24.6 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

PS 灰を材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサイクル材料として利

用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当箇所を参照し、検討を

行う。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重要と

なるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.25 古紙 

3.25.1 製造・供給 

古紙は、一度使用された紙あるいは製紙メーカーから出荷された後、再生利用する目的で回収され

た紙である。 

（解説） 

(1) 製造方法 

「建設工事における他産業リサイクル材料利用技術マニュアル」（編著：(独)土木研究所、出

版：(株)大成出版社、平成 18 年 4 月）では、古紙とは一度使用された紙あるいは製紙メーカーか

ら出荷された後、再生利用する目的で回収された紙と定義されており、未使用の紙でも不要となっ

て印刷、製本工場等から回収されれば古紙に含まれる。 

また、（公財）古紙再生促進センターが「古紙標準品質規格」を制定しており、新聞、段ボール、

雑誌、雑がみ、オフィスペーパーに対して、禁忌品（製紙材料とは無縁の異物等）の混入、水分の

許容水準等の規格を定めている。 

 

表 3.25.1 古紙の統計分類と主要銘柄 

No.
1 上白 製本・印刷工場、断裁所等より発生する印刷のない白色上質紙の裁落及び損紙

2 クリーム上白
製本・印刷工場、断裁所等より発生する印刷のないクリーム色上質紙の裁落及
び損紙

3 罫白
製本・印刷工場、断裁所等より発生する白色又はクリーム色上質紙の青罫・ト
ンボのある裁落及び損紙

4 特白 製本・印刷工場、断裁所等より発生する印刷のない中質紙の裁落及び損紙
5 中白 製本・印刷工場、断裁所等より発生する印刷のない更紙の裁落及び損紙
6 模造 墨印刷のある上質紙
7 色上 色刷りのある上質紙でアート紙を含む
8 ケント 製本・印刷工場等より発生する一部色刷りのある上質及びアート紙の裁落
9 白アート 製本・印刷工場等より発生する印刷のないアート紙の裁落及び損紙
10 チラシ 色刷りのある中質系コート紙等

11 飲料用パック
家庭等より発生する飲料用紙パック並びに紙パックの印刷・加工段階で発生す
る裁落及び損紙（アルミ付き紙パックを除く）

12 オフィスペーパー
オフィスより発生する紙及び紙製品で、主として製本していないバラの墨印
刷・色刷りのある印刷物、使用済みのコピー用紙を含んでいるもの

13 特上切 製本・印刷工場等より発生する色刷りのある中質紙の裁落

14
別上切
(マンガサイラク)

製本・印刷工場等より発生する色刷りのある更紙の裁落

15 中質反古 製本・印刷工場等より発生する印刷・色刷りのある中質紙、更紙の損紙
新 聞 16 新聞 家庭、会社及び官公庁等より発生する新聞（折込チラシを含む）及び残紙

雑 誌 17 雑誌
家庭、会社及び官公庁等より発生する雑誌、書籍及び返本・残本（印刷冊子を
含む）、取扱説明書、小冊子（パンフレット、カタログ、案内書などの本の形
をしたもの）を加えた「綴じられたもの」

18 切茶・無地茶
製袋工場等より発生する印刷・色刷りのない製袋及び封筒のクラフト紙の裁落
（切茶）及び損紙（無地茶）

19 雑袋 米麦袋等のクラフト紙の空袋

20 クラフト段ボール
クラフト段ボールの裁落及び改修されたクラフト段ボール箱（主に輸入品）、
板紙マルチパック等

21 段ボール 事業所、家庭、市中等より発生する段ボール
22 新段ボール 製函工場より発生する段ボールの裁落及び損紙
23 ワンプ 紙・板紙の包装紙
24 上台紙(地券) 紙器工場等より発生する白板紙、チップボール等の裁落及び打抜き
25 台紙(ボール) 事業所等より発生する使用済み紙箱

26 雑がみ
家庭より発生する紙・板紙及びその製品で、新聞・雑誌・段ボール・飲料用
パック以外の区分で回収されたもの

内容統計分類

上 白
カ ー ド

特白・中白
白 マ ニ ラ

模 造
色 上
(アート古
紙を含む )

切 符
中 更 反 古

茶模造紙
(洋段を含
む)

段 ボ ー ル

台 紙
地 券
ボ ー ル
込 新

主要銘柄

 

出典）古紙の統計分類と主要銘柄（（公財）古紙再生促進センター） 
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古紙を利用した繊維質系泥土改良材である「ボンファイバー」がリサイクル製品として製造され

ている。 

「ボンファイバー（農業農村整備民間技術情報データベース登録番号:0245）」は古紙類を原料

とした繊維質系泥土改良材であり、河川、港湾の浚渫土砂、建設汚泥等の高含水泥土の改質に使用

される。 

ボンファイバーの製造工程を図 3.25.1に示す。 

 
出典）株式会社森環境技術研究所提供資料 

図 3.25.1 ボンファイバーの製造工程 

 

 

(2) 供給・利用の状況 

1) 供給地域 

① 繊維質系泥土改良材（製品名：ボンファイバー） 

陸上輸送：沖縄を除く全国 

ボンファイバー荷姿の寸法：90cm×90cm×90cm 

重量：250kg/個 

運搬：10～15t車（平ボディ）にて 40個積み 

 

2) 製造所の立地場所 

① 繊維質系泥土改良材（製品名：ボンファイバー） 

製造工場：北海道北広島市、栃木県小山市、埼玉県朝霞市 

 

ボンファイバー出荷 
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3) 生産量・利用量 

① 古紙 

「令和 3 年度製紙向け以外の古紙利用製品に関する実態調査報告書」（（公財）古紙再生促進セ

ンター、令和 4 年 4 月）によると、令和 3 年における製紙以外の再利用のうち、汚水・汚泥脱水助

材、覆土代替材としての利用は 1,810ｔ（0.2％）であった。 

 

表 3.25.2 製紙向け以外の新規用途製品の種類別生産把握量の推移 

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

生産量 20,398 18,618 15,846 15,304 13,618 20,878 20,968 21,545 17,526 16,399

構成比 2.5 2.1 1.7 1.6 1.4 1.9 1.9 1.9 1.6 1.4

生産量 4,160 4,030 4,312 4,240 3,640 3,650 3,090 2,724 2,474 2,460

構成比 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2

生産量 11,765 12,538 12,803 12,790 11,587 10,675 11,042 13,127 13,444 14,073

構成比 1.4 1.4 1.3 1.4 1.2 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2

生産量 38,090 37,127 37,407 37,010 35,577 36,281 35,377 36,419 34,835 35,164

構成比 4.60 4.10 3.90 4.00 3.60 3.30 3.20 3.30 3.10 3.00

生産量 697,877 768,969 827,842 799,510 870,259 969,047 972,249 977,693 997,616 1,028,510

構成比 84.0 85.2 86.3 86.1 87.5 88.2 88.1 87.9 89.00 89.00

生産量 7,190 4,360 4,740 4,820 3,500 1,760 1,830 1,610 1,740 1,810

構成比 0.9 0.5 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2

生産量 46,000 47,700 44,900 43,600 44,100 44,000 46,700 46,260 41,124 44,747

構成比 5.5 5.3 4.7 4.7 4.4 4.0 4.2 4.2 3.7 3.9

生産量 5,548 9,198 10,999 11,564 12,371 12,666 12,159 12,296 12,372 12,466

構成比 0.7 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1

831,028 902,540 958,849 928,838 994,652 1,098,957 1,103,415 1,111,674 1,121,131 1,155,629

298,732 287,638 283,929 274,715 292,908 278,428 288,798 259,229 257,846 249,833

35.9 31.9 29.6 29.6 29.4 25.3 26.2 23.3 23.00 21.6

1.10 1.06 1.05 1.04 1.12 1.07 1.14 1.04 1.16 1.10

注1：ボードは、古紙ボード、熱圧成形材と内外装用壁材を対象とした
注2：その他は、緩衝材、建築資材、種子吹付養生材、吸油・吸液材、ノベルティグッズを対象とした
注3：古紙利用割合＝新規用途製品の古紙使用量÷国内紙・板紙消費量

単位：トン、％

製
品
品
種
名

ボード注1

その他注2

建材用フィラー

汚水・汚泥脱水助材、
覆土代替材

固形燃料(RPF)

パルプモールド

セルロースファイバー

敷料

　製品生産量計（トン）

　古紙使用量計（トン）

　古紙使用割合（％）

　古紙利用割合（％）注3

区分

 

出典）「令和 3 年度製紙向け以外の古紙利用製品に関する実態調査報告書」 

（（公財）古紙再生促進センター、令和 4 年 4 月） 

 

 

② 繊維質系泥土改良材（製品名：ボンファイバー） 

ボンファイバーを利用した地盤改良工法（ボンテラン工法）の採用実績は次のとおりである。 

総施工量：約 780,000m3 

施工件数：458件   （令和 4年 12月現在） 
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出典）ボンテラン工法採用実績（株式会社森環境技術研究所） 

図 3.25.2 ボンテラン工法採用実績（株式会社森環境技術研究所） 

 

 

3.25.2 品質 

古紙の基本性状については、「建設工事における他産業リサイクル材料利用技術マニュアル」（編

著：(独)土木研究所、出版：(株)大成出版社、平成 18年 4月）を参照できる。 

繊維質系泥土改良材（ボンファイバー）は、自社基準として水分、pH、吸水量について規格値が設

定されており、環境安全性については溶出試験結果より確認することができる。 

（解説） 

(1) 物理・力学的性質 

1) 古紙 

古紙の解繊方法には、湿式と乾式があるが、機械的に解繊する乾式方法で古紙から回収した繊維

の基本性状は表 3.25.3 に示すとおりであり、比重や平均繊維幅は一般的に使用されている植物繊

維とほぼ同程度となっている。 
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表 3.25.3 古紙の基本性状 

項目 単位 古紙 植物繊維 

密度 g/cm3 1.55 1.52 

最長繊維長 μm 600 5,000 

平均繊維長 μm 300 1,100 

平均繊維幅 μm 45 45 

出典）「建設工事における他産業リサイクル材料利用技術マニュアル」（編著：(独)土木研究所、出版：(株)大成出版社、

平成 18年 4 月） 

 

 

2) 繊維質系泥土改良材（製品名：ボンファイバー） 

ボンファイバーの品質規格については、リサイクル製品のパンフレットから確認できる。 

 

表 3.25.4 ボンファイバー品質規格（自社基準） 

項目 規格値 確認頻度 

水分 10%以下 

年 1 回 pH 6.0～8.0 

吸水量 3.5cc/g 以上 

土壌環境基準（環告 46 号）

溶出試験 28 項目 

全基準値 

満足すること 
年 1 回 

出典）繊維質系泥土改良材 ボンファイバー（株式会社森環境技術研究所） 

 

ボンファイバーに要求される品質は大きく吸水性とパルプ繊維の 2つに区分される。 

①吸水性 

高含水比の泥土に含まれる水分を吸水することで見かけの含水比を低下させ、即時運搬性に貢

献する。 

ボンファイバーは吸水性向上を目的として古紙の種別を選定し、ちぎるように裁断面を毛羽立

たせる特殊加工をしているため、ほぐれ易い形状となっている。 

②パルプ繊維 

繊維質物質が絡み合い、応力が繊維を解して分散されることで粘り強い性質を発揮する。さら

に、乾湿繰返し、凍結融解を受ける場所においても繊維が引っ張りに耐えるため、乾燥収縮に対

しクラックの発生や崩壊を起こさず、高い耐久性を有する。 

 

 

(2) 化学的性質 

1) 繊維質系泥土改良材（製品名：ボンファイバー） 

ボンファイバーの溶出量試験結果について表 3.25.5に示す。 
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表 3.25.5 ボンファイバーの溶出量試験結果 

番号 計量の項目 単位 計量の結果 基準値 定量下限値 計量の方法

1 カドミウム mg/L 0.0003未満 0.003以下 0.0003 JIS K 0102 55.4(2019)

2 全シアン mg/L 0.1未満 検出されないこと 0.1 S46環告第59号付表1(R5改正)

3 有機リン mg/L 0.1未満 検出されないこと 0.1 S49環告第64号付表1(R2改正)

4 鉛 mg/L 0.001未満 0.01以下 0.001 JIS K 0102 54.4(2019)

5 六価クロム mg/L 0.005未満 0.05以下 0.005 JIS K 0102 65.2.5(2019)

6 ひ素 mg/L 0.001未満 0.01以下 0.001 JIS K 0102 61.4(2019)

7 総水銀 mg/L 0.0005未満 0.0005以下 0.0005 S46環告第59号付表2(R5改正)

8 アルキル水銀 mg/L 0.0005未満 検出されないこと 0.0005 S46環告第59号付表3(R5改正)

9 PCB mg/L 0.0005未満 検出されないこと 0.0005 S46環告第59号付表4(R5改正)

10 ジクロロメタン mg/L 0.002未満 0.02以下 0.002 JIS K 0125 5.2(2016)

11 四塩化炭素 mg/L 0.0002未満 0.002以下 0.0002 JIS K 0125 5.2(2016)

12 クロロエチレン mg/L 0.0002未満 0.002以下 0.0002 H9環告第10号付表第2(R3改定)

13 1,2-ジクロロエタン mg/L 0.0004未満 0.004以下 0.0004 JIS K 0125 5.2(2016)

14 1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.01未満 0.1以下 0.01 JIS K 0125 5.2(2016)

15 1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.004未満 0.04以下 0.004 JIS K 0125 5.2(2016)

16 1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.1未満 1以下 0.1 JIS K 0125 5.2(2016)

17 1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.0006未満 0.006以下 0.0006 JIS K 0125 5.2(2016)

18 トリクロロエチレン mg/L 0.001未満 0.01以下 0.001 JIS K 0125 5.2(2016)

19 テトラクロロエチレン mg/L 0.001未満 0.01以下 0.001 JIS K 0125 5.2(2016)

20 1,3-ジクロロプロペン mg/L 0.0002未満 0.002以下 0.0002 JIS K 0125 5.2(2016)

21 チウラム mg/L 0.0006未満 0.006以下 0.0006 S46環告第59号付表5(R5改正)

22 シマジン mg/L 0.0003未満 0.003以下 0.0003 S46環告第59号付表6.1(R5改正)

23 チオベンカルブ mg/L 0.002未満 0.02以下 0.002 S46環告第59号付表6.1(R5改正)

24 ベンゼン mg/L 0.001未満 0.01以下 0.001 JIS K 0125 5.2(2016)

25 セレン mg/L 0.001未満 0.01以下 0.001 JIS K 0102 67.4(2016)

26 ふっ素 mg/L 0.08未満 0.8以下 0.08 JIS K 0102 34.4(2016)

27 ほう素 mg/L 0.1未満 1以下 0.1 JIS K 0102 47.4(2016)

28 1,4-ジオキサン mg/L 0.005未満 0.05以下 0.005 S46環告第59号付表8(R5改正)  

   ※溶出量の基準値は、土壌汚染に係る環境基準の基準値を示す 

出典）株式会社森環境技術研究所提供資料 

 

 

3.25.3 加工・改良技術 

泥土リサイクル技術「ボンテラン工法技術資料」（株式会社森環境技術研究所）において、古紙

（ボンファイバー）を用いた泥土（建設汚泥、浚渫土砂、軟弱土、ため池泥土）の改良方法がとりま

とめられており、品質性能・施工方法を確認することができる。 

（解説） 

(1) 繊維質系泥土改良材「ボンファイバー」による地盤改良工法「ボンテラン工法」 

ボンテラン工法は、ため池既設堤体掘削土と底泥土を原材料として堤体の改修・補強を目的に、

ため池近辺からの土質材料採取を不要とした自己完結型工法である。 

また、ボンテラン改良工法によって改良されたものは「ボンテラン改良土」と呼ばれ、極めて高

い蒸発速度を有しており、且つクラックの発生抑制・耐久性・耐浸食性及び耐震性を有しているこ

とから、高機能地盤材料としてため池改修のための人工築堤土として利用されている。 
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1) ボンテラン工法による改良土の品質区分と適用用途 

ボンテラン改良土を土質材料として利用する場合の品質区分はコーン指数を指標として、表 

3.25.6に示すとおりとなっている。 

 

表 3.25.6 建設汚泥処理土の土質材料としての品質区分と品質基準値 

基準値 

区分 

コーン指数※1,2 

qc(kN/m2) 
備考 

第 1 種処理土 － 固結強度が高く礫、砂状を呈するもの 

第 2 種処理土 800 以上  

第 3 種処理土 400 以上  

第 4 種処理土 200 以上  

※1：所定の方法でモールドに締め固めた試料に対し、コーンペネトロメーターで測定したコーン指数（表 3.25.7 参照） 

※2：スラリー化安定処理土の指標は、7 日後の一軸圧縮強さとする。 

出典）建設汚泥再生利用マニュアル（編著：(独)土木研究所、出版：(株)大成出版社、平成 20年 12月） 

 

表 3.25.7 建設汚泥処理土のコーン指数（qc）の試験方法 

供

試

体

の

作

成 

試料 処理土を一旦ときほぐし 9.5mm ふるいを通過させたもの※1 

モールド 内径 100±0.4mm 容量 1,000±12cm3 

ランマー 質量 2.5±0.01kg 

突き固め 
3 層に分けて突き固める。各層ごとに 30±0.15cm の高さから 25

回突き固める 

測

定 

コーンペネトロメーター 底面の断面積 3.24cm2 先端角度 30 度のもの 

貫入速度 約 1cm/s 

方法 
モールドをつけたまま、鉛直にコーンの先端を供試体上端部か

ら 5cm、7.5cm、10cm 貫入した時の貫入抵抗力を求める。 

計

算 

貫入抵抗力 
貫入量 5cm、7.5cm、10cmに対する貫入抵抗力を平均して、平均

貫入抵抗力を求める。 

コーン指数（qc） 平均貫入抵抗力をコーン先端の底面積 3.24cm2で除する。 

※1：JIS A 1228 の土質試験方法と異なるので注意 

出典）建設汚泥再生利用マニュアル（編著：(独)土木研究所、出版：(株)大成出版社、平成 20年 12月） 

 

ボンテラン改良土の利用用途は品質区分に基づき、表 3.25.8に示す適用用途を目安とする。 

なお、適用用途標準はあくまで目安であり、実際の施工に当たっては個々の利用用途によって詳

細に規定されている品質及び施工管理に関する基準に従い利用する必要がある。 
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表 3.25.8 ボンテラン改良土の適用用途標準 

 

出典）建設汚泥再生利用マニュアル（編著：(独)土木研究所、出版：(株)大成出版社、平成 20年 12月）より作成 
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2) 強度特性 

ボンテラン改良土及び安定処理土の一軸圧縮試験における圧縮応力と破壊ひずみの関係を図 

3.25.3 に示す。安定処理土の破壊ひずみが 2％以下であるのに対し、ボンテラン改良土の破壊ひず

みが 8％程度と非常に大きいことが確認されている。このことは、ボンテラン改良土は安定処理土

と比較して、破壊に至るまでのひずみ量が大きく、残留強度が大きい粘り強い性質であることを示

している。1） 
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ボンテラン改良土

（w＝100〔%〕，ボンファイバー添加量：50〔kg/m3〕，

セメント添加量：100〔kg/m3〕）

安定処理土
（w＝100〔%〕，セメント添加量：100〔kg/m3〕）

 

出典）高橋 弘，森 雅人：故紙を混ぜて建設汚泥をリサイクル－繊維質固化処理土の強度特性と施工事例－，建設の

機械化，No.651，pp.28-33，2004．5．より作成 

図 3.25.3 一軸圧縮試験における圧縮応力と圧縮ひずみの関係 

 

 

3) 引張強度 

ボンテラン改良土及び安定処理土の圧裂引張試験における圧縮荷重と圧縮変位の関係を図 

3.25.4に示す。ボンテラン改良土は安定処理土の 3～5倍、圧縮荷重が大きいことがわかる。 

このことは、安定処理土は明確な破壊面が見られ、固く脆い材質であることを示しているのに対

し、ボンテラン改良土は大きな変形に耐えて、破壊後もある程度の荷重に耐える粘り強い性質であ

ることを示している。2） 
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(w＝105〔%〕，ボンファイバー添加量：50〔kg/m3〕，

セメント添加量：100〔kg/m3〕)

安定処理土
(w＝105〔%〕，セメント添加量：100〔kg/m3〕)

 

出典）森 雅人：繊維質物質を用いた高含水比泥土の新しい再資源化工法に関する研究，東北大学，学位論文，第 2 章，

pp43-48 より作成 

図 3.25.4 圧裂引張試験における圧縮荷重と圧縮変位の関係 
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4) 液状化抵抗率 

液状化抵抗率（FL）が 1.0 以下の場合に液状化するものとみなされる。砂質土と砂質土に繊維質

系泥土改良材（ボンファイバー）を混合して改良したボンテラン改良土の液状化抵抗率を検討する

ため、「繰返し非排水三軸試験」を実施した結果を表 3.25.9 に示す。砂質土は FL＝0.52 であるの

に対し、ボンテラン改良土は FL＝4.25 であり砂質土の約 8 倍の液状化抵抗率(FL)が確認されている。 

 

表 3.25.9 砂質土とボンテラン改良土の液状化抵抗率 

砂質土 ボンテラン改良土

地表面加速度        [cm/s2] 200 200

　　　　液状化抵抗率 0.52 4.25

液状化判定 × ○

地層条件：GL-4mの場合，Z1=2.0，Z2=2.0[m]

    

  

  （ボンテラン）

  （砂質土）

    

    
8.17倍＝

 
出典）砂質土と砂質土を改良したボンテラン改良土の液状化抵抗率 FLの算定（株式会社森環境技術研究所提供資料） 

 

 

5) 長期安定性 

繊維質系泥土改良材（ボンファイバー）の主材料は新聞古紙であり、その主成分がセルロースで

あるため、改良土内の pH が 7.0 付近では微生物の働きにより分解してしまうが、pH9.5 以上の高ア

ルカリ環境では分解しないことが確認されている 3)。 

長期的な安定性を検証するために、人工降雨試験と酸性雨模擬試験が実施されており、施工時に

セメントや石灰等のアルカリ性固化材を均一に混合し、十分に転圧・養生をすることで、長期間分

解されないことが確認されている。3) 

 

 

6) 耐侵食性 

水中噴流試験装置を用いた実験で、ボンテラン改良土は砂質土に対しては約 10,000 倍、安定処

理土に対しては約 24倍という極めて高い耐侵食性を有していることが確認されている。4） 

 

※安定処理土：泥土にセメント系固化材を加え、混合したもの 

※ボンテラン改良土：泥土に繊維質系泥土改良材（ボンファイバー）及びセメント系固化材を加え、混合したもの 

出典）高橋弘，熊谷翔太，里見知昭：津波堆積物を用いて作成した放射能汚染土覆土材の耐侵食性に関する研究，実験

力学，Vol.13，No.4，pp.339-345，2013．12．より作成 

図 3.25.5 安定処理土とボンテラン改良土の侵食速度の比較 
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3.25.4 適用用途 

(1) 概要 

古紙をリサイクル材として利用する場合は、関係する基準類に準拠し、用途において定まる要求性

能を満たす材料を用いるものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、古紙を各用途に利用する場合の評価を行った結果を表 

3.25.10 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性等）がある場

合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 

 

表 3.25.10 古紙の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑩ 裏込材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 ○＋

（改良土）
C

●標準材料に準ずる性能を有する。
・1)2)古紙を用いた泥土改質材・改良土の技
術資料【自社基準】が整備されており、標準
材料に準ずる性能を確認できる。技術資料
で、改良土の利用用途として挙げられてい
る。

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・擁壁設置工事（国交省）
・トンネル工事（国交省）
・空港維持管理工事（管理者）
・港湾内浚渫工事（管理者）

1)
2)

⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑭ 路床盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑮ 路盤材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

- - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑱ その他

△
(コンク
リート型

枠)

B

●利用マニュアル等が整備されている。
・3)古紙を用いたコンクリート用型枠の管理
規格値及びコンクリート型枠の評価項目、試
験・調査方法を記載。

- ●利用実績なし 3)

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

出典)

1)ボンテラン工法技術資料（株式会社森環境技術研究所）

2)ボンテラン工法施工事例集（株式会社森環境技術研究所）

3)「建設工事における他産業リサイクル材料利用技術マニュアル」（土木研究所、平成18年4月）  

 

 

 

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(2) 盛土材、覆土材、載荷盛土材 

古紙を用いた繊維質系泥土改良材及び改良土の利用については、「ボンテラン工法技術資料」

（株式会社森環境技術研究所）等を参照できる。 

現地発生土に繊維質系泥土改良材とセメント及びセメント系固化材を添加・混合する際は、繊維

質系泥土改良材と固化材の色むらがなくなるまでよく撹拌することが必要である。 

繊維質系泥土改良材及び固化材の添加量は、事前に室内試験を実施することで決定する。繊維質

系泥土改良材の添加量は表 3.25.11 に示すとおり、泥土の含水比、含水率により設定されている。

目標強度（一軸圧縮試験、コーン指数試験）と六価クロム溶出試験を満足し、さらに経済的な配合

を選定する。 

 生成される改良土は、固化材と繊維が複雑に絡み合う土粒子間結合力、すなわち圧裂引張り試験

による引張り強さによりクラックが発生せず、乾湿繰返し及び凍結融解を受けても劣化しない極め

て高い耐久性が確認されている。 

 

表 3.25.11 泥土の含水比、含水率ごとの繊維質系泥土改良材（ボンファイバー）添加量 

泥土の含水比
𝑤〔％〕

泥土の含水率
𝜇〔％〕

ボンファイバー添加量

〔kg/m
3
〕

50 33.0 25
100 50.0 50
200 66.7 70
300 75.0 80
400 80.0 85
500 83.3 90  

出典）森 雅人，高橋 弘，他 5 名：古紙破砕物と高分子系改良剤を用いた新しい高含水比泥土リサイクル工法の提案

と繊維質固化処理土の強度特性，資源・素材学会誌「資源と素材」，Vol.119，No.4-5，pp.155-160，2003．よ

り作成 
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出典）「ボンテラン工法 施工事例」（株式会社森環境技術研究所提供資料） 

図 3.25.6 漁港浚渫の施工事例 

 

 

(3) 今後の検討を要する用途 

1) その他（コンクリート型枠） 

「建設工事における他産業リサイクル材料利用技術マニュアル」において、古紙を原材料として

製造されるパネルをコンクリート用型枠（古紙利用コンクリート型枠）として用いる場合の管理規

格値が表 3.25.12のとおり示されている。 

なお、利用実績が十分ではなく型枠の転用可能回数などが明らかになっていないため、力学特性、

耐久性の他、そり、表面の平滑度等について、事前に確認することが必要である。 

1.漁港浚渫状況 2.浚渫土砂の状況（w＝80％） 

3.改良状況 4.改良土の仮置き締固め状況 

5.改良土の再利用場所① 

（散策路の土系舗装材） 
6.改良土の再利用場所② 

（路肩盛土材） 
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表 3.25.12 古紙利用再生コンクリート型枠の管理規格値 

項目 単位 規格値 試験方法 

曲げ特性 

載荷点下のたわみ量 
mm 5.0 以下 

・JIS A 8652 金属製型枠パネル 

・供試体形状：長さ 1800×幅 900×高さ 72 

（板厚 12＋さん木 60）mm 

・載荷方法：2 点支持 2 点載荷、支間長 900mm、 

3 等分載荷、荷重 10kN/m 

吸水率 % 5.0 以下 JIS A 5905 繊維版 

吸水厚さ膨張率 % 1.0 以下 JIS A 5905 繊維版 

湿潤時曲げ強さ 1) N/mm2 13.0 以下 JIS A 5905 繊維版に準拠 

耐アルカリ性 － 軽微な変色のみ 2) JAS コンクリート用型枠用合板の日本農林水産規格 

1)侵漬時間は、20℃の水中に 3 時間 

2)軽微な変色のみであり、膨れ、はがれ、著しいつやの変化はない 

出典）「建設工事における他産業リサイクル材料利用技術マニュアル」（編著：(独)土木研究所、出版：(株)大成出版社、

平成 18年 4 月） 

 

 

3.25.5 関係法令 

古紙は、一般的には廃棄物処理法における廃棄物に該当しない。 

繊維質系泥土改良材としての利用において、セメント及びセメント系の固化物と併用する場合に

は、六価クロムの溶出に関して調査を実施する必要がある。 

（解説） 

古紙とは、通常、製紙原料として回収されたものを指し、「再生資源の利用の促進に関する法律（平

成 3 年 10 月 25 日施行）」運用通達（3 生局第 343 号平成 3 年 12 月 24 日通達）で、次のように定義さ

れている。 

 

「古紙」とは、紙、紙製品、書籍等その全部又は一部が紙である物品であって、一度使用され、又

は使用されずに収集されたもの又は廃棄されたもののうち、有用なものであって、紙の原材料として

利用することができるもの（収集された後に輸入されたものも含む。）又はその可能性があるものを

いう。 

ただし、紙製造業に属する事業を行う者（以下「紙製造事業者」という。）の工場又は事業場（以

下「工場等」という。）における製紙工程で生じるもの及び紙製造事業者の工場等において加工等を

行う場合（当該紙製造事業者が、製品を出荷する前に委託により、他の事業者に加工を行わせる場合

を含む。）に生じるものであって、商品として出荷されずに当該紙製造事業者により紙の原材料とし

て利用されるものは、古紙としては取り扱わない。 

 

繊維質系泥土改良材を用いた改良工法においては、セメント及びセメント系の固化材が併用される。

セメント及びセメント系の固化材で安定処理した改良土は、通達「『セメント及びセメント系固化材の

地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について』とその運用について」（平成 12

年 3 月 24 日付け、平成 13 年 4 月 20 日一部変更、建設省（現国土交通省））に基づき、六価クロムの

溶出に関して調査を実施する必要がある。 

法令上の取り扱いの詳細については、「1.4.2 環境安全の考え方」を参照のこと。 
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3.25.6 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

繊維質系泥土改良材を材料として用いた改良土を含む箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を

再びリサイクル材料として利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドライン

の該当箇所を参照し、検討を行う。 
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3.26 砕石微粉末 

3.26.1 製造・供給 

砕石微粉末は、砕石副産物として発生するものであり、乾式製造過程から発生する乾燥状砕石粉、

湿式製造過程から発生する脱水ケーキがある。 

このうち、脱水ケーキを粒状地盤材料として加工したリサイクル製品が製造されている。 

（解説） 

(1) 製造方法 

砕石・砕砂の乾式製造過程において、集塵機で捕集される集塵粉及びエアセパレーターで分級さ

れる微粒紛を乾燥状砕石粉、単粒度砕石や砕砂を湿式で製造する際に分級工程から発生する微粒紛

を脱水ケーキと呼ぶ。 

砕石微粉末の生産工程を図 3.26.1に示す。 

 

出典）「岩石資源及び副産物を利用した新規事業・リサイクル促進のための市場及び事業環境調査」（中国経済産業局、

平成 19年 3 月） 

図 3.26.1 砕石微粉末の生産工程（一例） 
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このうち、脱水ケーキを利用した粒状地盤材料「HC 複合路床材料」がリサイクル製品として製造

されている。 

HC 複合路床材料は、砕石製造過程で発生する砕石微粉末の脱水ケーキに生石灰を添加した混合材

料（以下、改良安定材と呼ぶ）と、岩石を採掘する際に発生する礫質土（以下、切込ずりと呼ぶ）

を 40-0mm でふるったものを、改良安定材：切込ずり＝約 20：80 の重量比で投入し、混合・製造し

た粒状地盤材料である。（新技術情報提供システム（NETIS）登録番号：QS-040018）。 

HC複合路床材料の製造工程を図 3.26.2に示す。 

 

 
出典）建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）報告書 建技審証第 2001 号「HC 複合路床材料」

（（一財）土木研究センター、2020 年 4 月） 

図 3.26.2 HC複合路床材料の製造工程 
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(2) 供給・利用の状況 

1) 供給地域 

① 粒状地盤材料（製品名：HC複合路床材料） 

供給可能地域：福岡県（一部）、佐賀県、大分県（一部）、長崎県（一部） 

供給方法：陸上輸送 

 

 

2) 製造所の立地場所 

① 粒状地盤材料（製品名：HC複合路床材料） 

福岡県朝倉市、佐賀県武雄市 

 

 

3) 生産量・利用量 

平成 15 年度の岩手県における主要砕石事業者の生産量のうち、副産物の発生量及び利用状況を

表 3.26.1に示す。 

 

表 3.26.1 岩手県の主要砕石事業者の副産物の発生量及び利用状況（平成 15年度） 

（単位 t、%）    

 砕石生産量

（A） 

副産物発生量(B) 
B/A 製造方法 副産物利用状況 

脱水ケーキ 砕石粉 

Ａ 171,000 14,400 － 8.4 湿式ﾌﾟﾚｽ 堆積場放置 

Ｂ 110,000 － 5,000 4.5 乾式 ｸﾗｼｬｰﾗﾝに混合 

Ｃ 69,100 － 15,176 22.0 乾式 ｸﾗｼｬｰﾗﾝに混合 

Ｄ 820,000 － 40,000 4.9 － ｸﾗｼｬｰﾗﾝに混合 

Ｅ 447,000 27,000 － 6.0 湿式ﾌﾟﾚｽ 生石灰と混合、現場埋め戻し 

Ｆ 369,000 3,000 － 0.8 湿式ﾌﾟﾚｽ 土質改良材 

Ｇ 1,048,000 － 11,600 1.1 － ｸﾗｼｬｰﾗﾝに混合 

Ｈ 235,000 6,300 － 2.7 湿式ﾌﾟﾚｽ 現場埋め戻し 

Ｉ 220,000 － 9,000 4.1 － ｸﾗｼｬｰﾗﾝに混合 

Ｊ 177,000 11,000 － 6.2 湿式ﾌﾟﾚｽ 現場埋め戻し 

合計 4,288,000 142,476 3.3 －  

出典）「岩石資源及び副産物を利用した新規事業・リサイクル促進のための市場及び事業環境調査」（中国経済産業局、

平成 19年 3 月） 
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① 粒状地盤材料（製品名：HC複合路床材料） 

HC複合路床材料の販売実績を図 3.26.3に示す。 

 

出典）才田砕石工業株式会社提供資料より作成 

図 3.26.3 HC複合路床材料の販売実績 

 

 

3.26.2 品質 

砕石微粉末の物理特性、環境有害物質の測定結果は、「岩石資源及び副産物を利用した新規事業・

リサイクル促進のための市場及び事業環境調査」（中国経済産業局、平成 19 年 3 月）より確認でき

る。 

また、砕石微粉末（乾燥状砕石粉）をコンクリート用細骨材として利用する場合は、JIS が規定さ

れており、砕石微粉末（脱水ケーキ）を利用した粒状地盤材料「HC 複合路床材料」については、「建

設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）報告書 建技審証第 2001 号「HC 複合路床

材料」」（（一財）土木研究センター）において品質が規定されている。 

（解説） 

(1) 物理・力学的性質 

1) 砕石微粉末 

砕石微粉末の物理特性を表 3.26.2に示す。 

 

表 3.26.2 砕石微粉末の物理特性 

母岩 砂岩 安山岩 粘板岩 凝灰岩 チャート かんらん岩 玄武岩 

土粒子の密度 

ρs(g/m3) 

2.61～

2.79 

2.64～

2.87 

2.67～

2.81 

2.73～

2.79 
2.70 2.69 2.73 

含水比(%) 
16.5～

30.6 

25.6～

35.2 

20.6～

33.1 

26.0～

28.1 
25.4 21.3 26.6 

粒度組成 砂分(%) 4.7～18.0 1.9～12.1 4.0～7.5 1.0～6.0 16.0 43.3 7.0 

シルト分(%) 
52.0～

84.2 

51.3～

68.0 

52.0～

76.1 
57.0 36.0 

56.7 

66.0 

粘土分(%) 4.4～41.0 
46.8～
23.0 

19.9～
40.5 

37.0～
42.0 

48.0 38.0 

液性限界 WL(%) 
31.5～
40.3 

32.8～
43.5 

26.0～
36.8 

34.9～
35.2 

31.1 24.2 36.4 

塑性限界 WP(%) 
21.5～
24.0 

22.7～
25.7 

18.4～
21.0 

20.8～
22.4 

17.9 15.2 25.1 

塑性指数 PI(%) 7.5～18.8 
10.1～
17.8 

18.4～
25.0 

12.8～
14.1 

13.2 9.0 11.3 

出典）「岩石資源及び副産物を利用した新規事業・リサイクル促進のための市場及び事業環境調査」（中国経済産業局、

平成 19年 3 月） 
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2) コンクリート用砕石粉 

JIS A 5041「コンクリート用砕石粉」では、工場で岩石を破砕して乾式で砕石及び砕砂を製造す

る際に同時に発生する石粉を原料として製造されるコンクリート用砕石粉について、品質規格を表 

3.26.3のように規定している。 

表 3.26.3 コンクリート用砕石粉の品質 

項目 規定値 

湿分 ％ 1.0 以下 

密度 g/cm3 2.5 以上 

フロー値比 ％ 90 以上 

活性度指数（材齢 28 日） ％ 60 以上 

150μm ふるい残分 ％ 5 以下 

出典）JIS A 5041「コンクリート用砕石粉」 

 

3) 粒状地盤材料（製品名：HC複合路床材料） 

HC 複合路床材料は「建設技術審査証明報告書 第 2001 号「HC 複合路床材料」」にて品質が規定

されている。 

改良安定材及び HC複合路床材料の標準配合を表 3.26.4、表 3.26.5に示す。 

 

表 3.26.4 改良安定材の使用材料と標準配合 

材料名 
改良安定材 

砕石微粉末 生石灰 

サイズ ― 3-0mm 

配合比（乾燥重量比） 95% 5% 

出典）建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）報告書 建技審証第 2001 号「HC 複合路床材料」

（（一財）土木研究センター、2020 年 4 月） 

 

表 3.26.5 HC複合路床材料の使用材料と標準配合 

材料名 改良安定材 切込ずり 確認頻度 

サイズ 20-0mm 40-0mm ― 

配合比（乾燥重量比） 20% 80% ― 

含水比 15±5% ― ロット単位、かつ 500m3毎 

出典）建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）報告書 建技審証第 2001 号「HC 複合路床材料」

（（一財）土木研究センター、2020 年 4 月） 

 

HC 複合路床材料の品質規格を表 3.26.6 に示す。また、切込ずりに使用する砕石基準を表 

3.26.7に、HC複合路床材料、切込ずり及び改良安定材の粒度範囲を図 3.26.4に示す。 

 

表 3.26.6 HC複合路床材料の規格 

確認項目 基準 試験方法 確認頻度 

強度特性 設計 CBR100%以上 JIS A 1211(E-b) ロット単位、かつ 500m3毎 

粒度特性 図 3.26.4 の赤線の範囲内 JIS A 1204 注 1) ロット単位、かつ 500m3毎 

含水比 最適含水比注 2) ±2% JIS A 1203 ロット単位、かつ 500m3毎 

注 1)JIS A 1204「土の粒度試験」に準じて「ふるい分け試験」を行うが、試料調整は粒子のすりつぶしは行わず、手のひらで軽

くほぐす程度とする。 

注 2)最適含水比の確認頻度は、1回／年、5,000m3毎もしくは岩種、岩級区分が変わった場合に行う。 

出典）建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）報告書 建技審証第 2001 号「HC 複合路床材料」

（（一財）土木研究センター、2020 年 4 月） 



3-26-6 

表 3.26.7 切込ずりに使用する砕石基準 

項目 
切込ずり 

基準値 
参考（道路用砕石） 確認頻度 

絶乾密度 g/cm3 2.50 以上 JIS A5001 参考 2.45 以上 

1 回／年 

（公的試験場） 

吸水率％ 3.0 以下 JIS A5001 参考 3.0 以下 

すり減り減量％ 20 以下 JIS A5001 参考(表層・基層) 30 以下 

損失率％ 10 以下 JIS A5001 参考(表層・基層) 12 以下 

岩石のスレーキン 

グ試験(JGS 2124) 

区分 0 

（ゼロ） 
― ― 原石変更時 

出典）建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）報告書 建技審証第 2001 号「HC 複合路床材料」

（（一財）土木研究センター、2020 年 4 月） 

 

 
出典）建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）報告書 建技審証第 2001 号「HC 複合路床材料」

（（一財）土木研究センター、2020 年 4 月） 

図 3.26.4 HC複合路床材料、切込ずり及び改良安定材の粒度範囲 

 

 

(2) 化学的性質 

1) 砕石微粉末 

砕石微粉末の環境有害物質の測定結果を表 3.26.8に示す。 
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表 3.26.8 砕石微粉末の環境有害物質測定結果 

 

出典）「岩石資源及び副産物を利用した新規事業・リサイクル促進のための市場及び事業環境調査」（中国経済産業局、

平成 19年 3 月） 

 

 

 

2) 粒状地盤材料（製品名：HC複合路床材料） 

原石（切込ずり）及び HC 複合路床材料において、溶出量試験、土壌含有量試験を実施した結果、

溶出量は土壌汚染に係る環境基準の基準値を、土壌含有量は土壌汚染対策法の基準値を下回る結果

が得られている。 

環境安全性を確認するために実施された試験項目及び頻度を表 3.26.9、溶出量試験結果を表 

3.26.10、土壌含有量試験結果を表 3.26.11に示す。 

 

表 3.26.9 環境安全に関する試験項目と頻度 

 確認項目 試験方法 確認頻度 

原石 

(切込ずり) 

溶出量試験 平成 3 年環境庁告示第 46 号に準ずる測定方法 1 回/年 

かつ 

5,000m3毎 土壌含有量試験 平成 15 年環境省告示第 19 号に準ずる測定方法 

HC 複合路床 

材料 

溶出量試験 平成 3 年環境庁告示第 46 号に準ずる測定方法 
1 回/年 

かつ 

5,000m3毎 土壌含有量試験 平成 15 年環境省告示第 19 号に準ずる測定方法 

出典）建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）報告書 建技審証第 2001 号「HC 複合路床材料」

（（一財）土木研究センター、2020 年 4 月） 
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表 3.26.10 HC複合路床材料の溶出量試験結果 

 

出典）建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）報告書 建技審証第 2001 号「HC 複合路床材料」

（（一財）土木研究センター、2020 年 4 月） 

 

表 3.26.11 HC複合路床材料の土壌含有量試験結果 

 
出典）建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）報告書 建技審証第 2001 号「HC 複合路床材料」

（（一財）土木研究センター、2020 年 4 月） 
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3.26.3 適用用途 

(1) 概要 

砕石微粉末を利用する場合は、JIS に適合したもの、建設技術審査証明報告書で規定されている品

質を満足する材料を用いるものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、砕石微粉末を各用途に利用する場合の評価を行った結果を 

表 3.26.12 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性等）

がある場合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項

等について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 

 

表 3.26.12 砕石微粉末の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材
△

（乾燥状砕
石粉）

A

●既に当該用途を想定した品質基準が設けら
れている。
・1)JIS A 5041において、品質規格が定めら
れている
・2)乾燥状砕石粉をコンクリート用細骨材と
して用いた場合の配合条件・強度発現、フ
レッシュ性状、耐久性、メチレンブルー吸着
量の影響などについて、試験結果に基づき検
討が行われている

- ●利用実績なし
1)
2)

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑩ 裏込材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし
⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材
△

（脱水ケー
キ）

C

●標準材料に準ずる性能を有する。
・3)報告書において、安定化処理装置による
改良後、盛土材としての利用についての記載
がある

- ●利用実績なし 3)

⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑭ 路床盛土材
○＋

（脱水ケー
キ）

B

●利用マニュアル等が整備されている。
・3)4)建設技術審査証明報告書により、材料
の品質性能・施工方法について確認すること
ができる

b

●利用実績はあるが、限定される。
【主な工事】
・交差点改良工事（国交省）
・自歩道設置工事（管理者）

3)
4)

⑮ 路盤材
△

（脱水ケー
キ）

C
●標準材料に準ずる性能を有する。
・3)報告書において、水硬性路盤材として、
利用用途についての記載がある

- ●利用実績なし 3)

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

△ D

●用途として利用可能であるが、課題等も挙
げられている。
・3)報告書において、海底修復資材としての
利用の検討が行われているが生物への影響等
について、今後検討を要する

- ●利用実績なし 3)

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

1）JIS A 5041「コンクリート用砕石粉」

2) 砕石粉を使用した砕石・砕砂コンクリートの性状（コンクリート工学，Vo1.46,No.11,2008.11）

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

出典)

3)「岩石資源及び副産物を利用した新規事業・リサイクル促進のための市場及び事業環境調査」（中国経済産業局、平成19年3月）

4）建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）報告書 建技審証第2001号「HC複合路床材料」（（一財）土木研究センター、2020年4月）  

 

 

 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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(2) 路床盛土材 

砕石微粉末（脱水ケーキ）を粒状地盤材料として路床盛土材に利用する場合、「建設技術審査証

明報告書 第 2001 号「HC 複合路床材料」」より物理特性、締固め・強度特性、耐久性、施工性等を

参照できる。 

 

1) 物理特性 

粒度試験により、路床材料に適した締固めやすい砂～礫の粒度組成を有していることが確認され

ている。 

 

表 3.26.13 HC複合路床材料の粒度組成 

細粒分
（％）

砂分
（％）

礫分
（％）

平均粒径
（mm）

均等係数
Uc

曲率係数
Uc’

範囲 5.2～12.9 11.1～36.2 55.4～84.2 2.8～12.0 23～207 0.8～5.6
平均 8.9 27.2 63.9 5.4 95.7 2.4  

出典）建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）報告書 建技審証第 2001 号「HC 複合路床材料」

（（一財）土木研究センター、2020 年 4 月） 

 

2) 締固め・強度特性 

締固め試験、室内 CBR 試験、現場密度試験及び FWD 試験より、十分な締固めが可能な路床材料で

あり、設計 CBR100%以上を確保できる性能を有していることが確認されている。 

 

表 3.26.14 HC複合路床材料の締固め試験結果 

最大乾燥密度

ρdmax(g/cm
3)

最適含水比

wopt(%)

O社　① 2.079 7.9
O社　② 2.131 8.8
O社　③ 2.124 9.6
O社　④ 2.040 9.3
O社　⑤ 2.138 8.2
O社　⑥ 2.137 8.4
O社　⑦ 1.983 11.4

O社平均 2.090 9.1
S社　① 1.934 10.3
S社　② 2.071 8.6
S社　③ 1.977 11.0
S社　④ 2.104 9.4
S社　⑤ 2.036 9.7
S社　⑥ 2.204 5.7
S社　⑦ 2.188 6.6

S社平均 2.073 8.8
まさ土 1.970 9.5  

出典）建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）報告書 建技審証第 2001 号「HC 複合路床材料」

（（一財）土木研究センター、2020 年 4 月） 

 

 

 



3-26-11 

3) 耐久性 

乾湿繰返し試験、岩石のスレーキング試験、路面性状調査、FWD 試験及び再掘削土の粒度試験に

より、長期にわたり性状に変化が少なく、交通荷重の繰返し載荷による累積圧縮沈下も少ない性能

を有していることが確認されている。 

施工後 4 年を経過した舗装では、路面のたわみ量は許容値以下に収まり、推定 CBR も 100％以上

を維持し、十分な強度特性を有することがわかっている。 

施工後 10 年を経過した舗装の路面性状を、MCI（維持管理指数：Maintenance Control Index）

で評価した結果、何れも「補修の必要なし」の判定となり路面性状は健全であった。 

 

 
出典）建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）概要書 建技審証第 2001 号「HC 複合路床材料」

（（一財）土木研究センター、2020 年 4 月） 

図 3.26.5 HC複合路床材料のたわみ層及び推定 CBR 

 

 

4) 施工性 

作業性試験、粉じん量調査及び再掘削性試験より、一般的な建設機械で施工が可能であり、発生

粉じん量が少なく、長時間経過後も過度に固化しない性能を有していることが確認されている。 

路床材料として一般的な「まさ土」に代わり「HC 複合路床材料」を適用した場合、設計舗装断面

（多層弾性理論）の路床厚さは大きく低減し、併せて掘削量、材料運搬量等を抑えることができる。 

 

 

出典）建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）概要書 建技審証第 2001 号「HC 複合路床材料」

（（一財）土木研究センター、2020 年 4 月） 

図 3.26.6 舗装断面の検討例 
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出典）建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）報告書 建技審証第 2001 号「HC 複合路床材料」

（（一財）土木研究センター、2020 年 4 月） 

図 3.26.7 HC複合路床材料の施工状況 

 

また、砕石微粉末（脱水ケーキ）の利用技術の開発や利用促進を目的として、砕石微粉末利用研

究会が設立されており、同研究会では、HC 複合路床材料の路床材料、路盤材料、防草材料、刃金土

としての性能の評価に関する調査研究や利用マニュアルの作成を行っている。1) 

 

【参考文献】 

 1）砕石微粉末利用研究会：HC 複合路床材料 配合設計・品質管理マニュアル ver.2（平成 28 年 2

月） 

 

 

(3) 今後の検討を要する用途 

1) コンクリート用細骨材 

砕石微粉末（乾燥状砕石粉）をコンクリート用細骨材として利用する場合は、JIS A 5041「コン

クリート用砕石粉」で規定されている品質を満足する必要がある。 

砕石微粉末（乾燥状砕石粉）を砕砂の一部に使用したコンクリートを対象に、①配（調）合条件、

強度発現性、②フレッシュ性状、③耐久性、④砕石微粉末（乾燥状砕石粉）のメチレンブルー吸着

量の影響について、試験結果に基づき検討がなされている。1） 

 

①配（調）合条件、強度発現性 

単位水量、細骨材率、AE 助剤の添加量等の調整は必要であるが、水セメント比（W/C）が 40%の

場合は砕石粉の使用率が 5%まで、W/C が 50%及び 60%の場合は砕石粉の使用率が 15%まで、所定のス

ランプ及び空気量を得ることができる。 

W/C によって強度発現性は異なり、W/C が 40%の場合は、砕石粉を使用したコンクリートの圧縮強

度は基準コンクリートを下回る結果となったが、W/C が 50%及び 60%の場合は、基準コンクリートを

下回る場合もあるが概ね同等以上の圧縮強度であった。 

材齢と圧縮強度の関係の一例を図 3.26.8に示す。 
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※基準コンクリート：砕石粉未使用コンクリート 

出典）真野孝次，辻幸和，友澤史紀,深松孝：砕石粉を使用した砕石・砕砂コンクリートの性状，コンクリート工学，

Vo1.46,No.11,2008.11 

図 3.26.8 材齢と圧縮強度の関係の一例 

 

②フレッシュ性状 

砕石粉を使用したコンクリートのスランプの経時変化量は、基準コンクリート(NP)と同程度また

はやや大きくなる傾向が認められた。なお、この傾向はスランプフロー及び空気量についても同様

であった。 

凝結時間については、砕石粉の種類及び使用率にかかわらず、始発時間、終結時間ともに基準コ

ンクリートと比較してほとんど変化は認められなかった。 

スランプの比の経時変化及び凝結試験結果の一例を図 3.26.9に示す。 

 

  

※NP：基準コンクリート（砕石粉未使用コンクリート） 

 A～I：原石の種類、75μm残分の値から区分された砕石粉の種類を示す 

出典）真野孝次，辻幸和，友澤史紀,深松孝：砕石粉を使用した砕石・砕砂コンクリートの性状，コンクリート工学，

Vo1.46,No.11,2008.11 

図 3.26.9 左図：スランプの比の経時変化の一例 右図：凝結試験結果の一例 
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③耐久性 

長さ変化（乾燥収縮）については、砕石粉の使用に伴って長さ変化率が増大する場合もあるが、

全般的には基準コンクリートと同程度である。 

凍結融解の繰り返しが 300 サイクル時の相対動弾性係数及び質量減少率は、砕石粉の種類や使用

率に関わらず基準コンクリートと同程度であった。 

促進中性化期間 6 か月における平均中性化深さは、砕石粉の種類及び使用率に関わらず、基準コ

ンクリートと同程度であった。 

砕石粉の使用に伴い、透水性は概ね低下する傾向がみられたが、砕石粉の使用及び使用率の増加

に伴い、拡散係数が低下する場合と増大する場合も確認された。 

乾燥期間 26週における長さ変化率及び促進中性化試験結果の一例を図 3.26.10に示す。 

  

※NP：基準コンクリート（砕石粉未使用コンクリート）、SP：粗粒度の砕砂を使用した基準コンクリート 

 A～I：原石の種類、75μm残分の値から区分された砕石粉の種類を示す 

出典）真野孝次，辻幸和，友澤史紀,深松孝：砕石粉を使用した砕石・砕砂コンクリートの性状，コンクリート工学，

Vo1.46,No.11,2008.11 

図 3.26.10 左図：乾燥期間 26週における長さ変化率の一例 右図：促進中性化試験結果の一例（W/C=60%） 

 

④砕石微粉末（乾燥状砕石粉）のメチレンブルー吸着量の影響メチレンブルー（MB）吸着量が圧

縮強度に及ぼす影響は認められず、コンクリートの圧縮強度はいずれの条件でも基準コンクリート

と同程度であった。 

MB吸着量と圧縮強度の関係を図 3.26.11に示す。 

 
※NP：基準コンクリート（砕石粉未使用コンクリート） 

 A～I：原石の種類、75μm残分の値から区分された砕石粉の種類を示す 

出典）真野孝次，辻幸和，友澤史紀,深松孝：砕石粉を使用した砕石・砕砂コンクリートの性状，コンクリート工学，

Vo1.46,No.11,2008.11 

図 3.26.11 MB吸着量と圧縮強度の関係 
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【参考文献】 

1）真野孝次，辻幸和，友澤史紀,深松孝：砕石粉を使用した砕石・砕砂コンクリートの性状，コン

クリート工学，Vo1.46,No.11,2008.11  

 

 

2) 盛土材、覆土材、載荷盛土材 

砕石微粉末（脱水ケーキ）はリサイクル機で安定化処理を行うことで、盛土材として利用できる。

「岩石資源及び副産物を利用した新規事業・リサイクル促進のための市場及び事業環境調査」によ

ると、リサイクル機で安定化処理を行った砕石微粉末（脱水ケーキ）は第 2 種処理土で基準とされ

ているコーン指数 800kN/m2 を十分にクリアし、処理土の適用用途標準に示されている用途には、ほ

とんど適用可能という結果が出ている。 

 

 

3) 路盤材 

砕石微粉末（脱水ケーキ）について、平成 9～11 年度に「砕石微粉末の資源化研究委員会」、

「砕石スラッジ資源化委員会」が有効利用に関する調査を行っている。強度や長期安定性に優れた

水硬性複合路盤材（脱水ケーキを生石灰等で安定処理し、クラッシャランに混合して造られる複合

路盤材）が開発されており、材料規格・製造マニュアル・配合設計方法がとりまとめられている。 

水硬性複合路盤材は従来の路盤材（クラッシャラン、再生クラッシャラン）と比較して、同等以

上の施工性、強度及び長期安定性に優れた特徴を有するとされている。 

 

表 3.26.15 水硬性複合路盤材の概要 

内容
原料 砕石微粉末（脱水ケーキ）　体積比25%、重量比20%

製品特長

・単粒度砕石や砕砂を湿式で製造する際に副産物として発生する砕石微粉末（脱
　水ケーキ）を生石灰等で安定処理したもの（安定処理砕石微粉末）をクラッ
　シャランまたは再生クラッシャランに混合することにより品質の安定を図った
　路盤材（HCC又はHCRC)。
・今後、粒度、粒形等のより高品質な砕石や砕砂の需要増に伴い、発生量の増加
　が予測され、廃棄物化されかねない砕石微粉末（脱水ケーキ）を有効利用し
　た新たなリサイクル理念に基づいて開発。
・安定処理砕石微粉末をクラッシャランまたは再生クラッシャランに混合するこ
　とにより従来の路盤材（クラッシャラン、再生クラッシャラン）と比較して、
　同等以上の施工性、強度及び長期安定性に優れた特性を有する。
・舗装道路の下層路盤材として適用。

環境基準 環境庁告示第46号：土壌の汚染に係る環境基準

公的評価
・グリーン購入法特定調達品目　砕石微粉末混入路盤材（水硬性複合路盤材）と
　してロングリストに掲載。
・NETISにKT-990484（水硬性複合路盤材）として登録。

販売条件
HCC及びHCRCともに持ち込み価格で建設物価の路盤材（クラッシャラン、再生ク
ラッシャラン）の単価の範囲内

主な施工事例
国土交通省
一般道路17号線（埼玉県蕨市錦町）、一般国道20号線（山梨県東山梨郡大和
町）、一般国道52号線（山梨県中巨摩群櫛形町）等  

出典）「岩石資源及び副産物を利用した新規事業・リサイクル促進のための市場及び事業環境調査」（中国経済産業局、

平成 19年 3 月） 
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4) 藻場、浅場・干潟造成、覆砂材、人工砂浜等 

砕石微粉末の利用用途として、覆砂材の代替材料について検討が行われているが、浚渫土、石炭

灰と比較して、海生生物の生息環境への影響に関するデータがない等、今後の検討を要する。 

 

 

3.26.4 関係法令 

砕石微粉末は産業副産物等に該当する。産業副産物等の法令上の取り扱いについては、「1.4.2 環

境安全の考え方」を参照のこと。 

 

 

3.26.5 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

砕石微粉末を材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサイクル材

料として利用または廃棄する場合は、発生する材料の種類に応じて、本ガイドラインの該当箇所を

参照し、検討を行う。 

また、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重

要となるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.27 粒調 Fe石灰路盤材 

3.27.1 製造・供給 

粒調 Fe 石灰路盤材は、砂礫土や用土（まさ土など）に骨材、Fe 石灰を混合し製造される路盤材で

ある。 

（解説） 

(1) 製造方法 

「土木工事設計要領 第Ⅲ編 道路編」（国土交通省九州地方整備局、令和 5 年 4 月）では、粒調

Fe 石灰路盤材は、用土（まさ土など）に再生骨材を 40%～60%混合したものや礫質土などに、5～7%

の Fe 石灰（消石灰と微粉酸化鉄の混合物）で処理した路盤材と定義されており、粒調 Fe 石灰路盤

材を用いた路盤工法を粒調 Fe石灰処理工法と称している。 

ここで、Fe 石灰とは、鉄の生産過程で副産される微粉酸化鉄と消石灰を主原料とする石灰系の土

質安定材である。 

なお、自然土に Fe 石灰を添加混合した処理土を Fe 石灰処理土と称し、Fe 石灰処理土を地盤上に

敷設転圧し安定処理層を構築する工法を Fe石灰工法と称している。 

 

 出典）株式会社エフイ石灰技術研究所 HP の情報より作成 

図 3.27.1 粒調 Fe石灰路盤材の製造方法 

 

(2) 供給・利用の状況 

1) 供給地域 

供給可能地域：九州地方 

日当り製造量（プラント 1基当り）：500m3 
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2) 製造所の立地場所 

粒調 Fe石灰路盤材の製造プラント（中間混合業者）は九州地方 7県に 42箇所ある。 

 

3) 生産量・利用量 

年間施工箇所：156箇所、年間施工面積：38万 m2（2021年実績） 
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出典）株式会社エフイ石灰技術研究所提供資料より作成 

図 3.27.2 粒調 Fe石灰処理工法の年間施工箇所及び施工面積 

 

 

3.27.2 品質 

粒調 Fe 石灰路盤材は、「土木工事設計要領 第Ⅲ編 道路編」（国土交通省九州地方整備局、令和 5

年 4月）において、品質規格が定められている。 

環境安全性については、製造事業者で実施されている含有量試験結果、溶出量試験結果より確認で

きる。 

（解説） 

(1) 物理・力学的性質 

粒調 Fe 石灰路盤材は、「土木工事設計要領 第Ⅲ編 道路編」（国土交通省九州地方整備局、令

和 5年 4月）において、品質規格が定められている。 

 

1) 粒度範囲 

本材料は、室内 CBR 試験、粒度試験などによって管理される。室内 CBR 試験では水浸養生 4 日に

おいて CBR値 100%～120%以上を満足するものとし、粒度範囲は以下を標準とする。 

 

表 3.27.1 粒調 Fe石灰路盤材の粒度範囲 

ふるい目 通過質量百分率(%) 

53.0mm 100 

37.5mm 95～100 

19.0mm 50～100 

2.36mm 20～60 

0.075mm 2～20 

許容最大粒径(mm) 40 

出典）「土木工事設計要領 第Ⅲ編 道路編」（国土交通省九州地方整備局、令和 5 年 4 月） 
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(2) 化学的性質 

1) 成分含有量 

Fe 石灰は微粉酸化鉄と消石灰を主原料とする石灰系の土質安定材であり、その成分含有量は、酸

化鉄 17％以上、消石灰 72％以上となっている。 

 

2) 環境安全性 

Fe石灰（土質安定材）の含有量試験を表 3.27.2に、溶出量試験の結果を表 3.27.3に示す 

 

表 3.27.2 Fe石灰（土質安定材）の含有量試験結果 

 

出典）Fe 石灰（土質安定材）の含有量試験結果（株式会社エフイ石灰技術研究所） 
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表 3.27.3 Fe石灰（土質安定材）の溶出量試験結果 

 

出典）Fe 石灰（土質安定材）の溶出量試験結果（株式会社エフイ石灰技術研究所） 

 

 

3.27.3 適用用途 

(1) 概要 

粒調 Fe 石灰路盤材を用いた施工方法については「土木工事設計要領 第Ⅲ編 道路編」（国土交通

省九州地方整備局、令和 5年 4月）に従うものとする。 

（解説） 

品質性能及び利用実績の両面から、粒調 Fe 石灰路盤材を各用途に利用する場合の評価を行った結

果を表 3.27.4 に示す。なお、利用に当たっての条件（用途、材料特性、加工・改良の必要性等）が

ある場合、評価の下に括弧書きで示している。 

次項以降で、評価が「◎」「○＋」「○」の用途について、適用方針、適用の利点及び留意事項等

について記述する。 

評価が「△」の用途は、利用可能性はあるが、既存資料からは判定できず今後の検討を要するも

のであり、「今後の検討を要する用途」として現状での技術的知見と今後の課題等について記述す

る。 
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表 3.27.4 粒調 Fe石灰路盤材の適用用途 

① ｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

② ｺﾝｸﾘｰﾄ用粗骨材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

③ 混和材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

④ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ及びｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑤ ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑥ 深層混合処理固化材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑦ 捨石 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑧ 中詰材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑨ 被覆石、根固・消波ﾌﾞﾛｯｸ - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑩ 裏込材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑪ 裏埋材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑫ 盛土材、覆土材、載荷盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑬ 埋立材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑭ 路床盛土材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑮ 路盤材 ◎ B

●利用マニュアル等が整備されている。
・1)国の定める「土木工事設計要領」におい
て、品質規格、適用範囲等が定められている
・ 2)県の定める「土木工事施工管理の手引
き」において、品質管理、単位体積重量試験
の規格値等が定められている
・3)粒調Fe石灰路盤材を用いたFe石灰工法の
設計要領【自社基準】が整備されている

a

●利用実績が多い、または汎用性が高
い。
【主な工事】
・道路改築工事（国交省）
・道路舗装工事（国交省）
・空港連絡道路（その他）

1)
2)
3)

⑯ As舗装骨材、Asﾌｨﾗｰ材 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑰
藻場、浅場・干潟造成、覆砂
材、人工砂浜等

- - ●用途対象外 - ●利用実績なし

⑱ その他 - - ●用途対象外 - ●利用実績なし

2)土木工事施工管理の手引き（福岡県 県土整備部、令和4年10月）

用　途 総合評価
評価の根拠 出

典品質性能 利用実績

出典)

1)土木工事設計要領 第Ⅲ編 道路編（国土交通省九州地方整備局、令和5年4月）

3)Fe石灰工法設計要領（株式会社エフイ石灰技術研究所）  

 

 

 

(2) 路盤材 

「土木工事設計要領 第Ⅲ編 道路編」（国土交通省九州地方整備局、令和 5 年 4 月）で定めるア

スファルト舗装の構造設計に関わる規定事項は以下のとおりである。 

 

1) 適用範囲 

粒調 Fe 石灰路盤材は、道路高さが制限され舗装厚を薄くする必要がある箇所や、地下水の影響

などにより路盤部以下の支持力低下が予想される箇所などで、設計 CBR3 以上の良質路床上や Fe 石

灰工法により構築された拘束層上に粒調 Fe石灰路盤材による路盤工を施工する場合に適用する。 

注）表中の【主な内容】は、品質性能について出典資料に記載されている主な内容をとりまとめたものである。 
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2) 舗装設計 

表 3.27.5 アスファルト舗装における各層の標準厚 

 

出典）「土木工事設計要領 第Ⅲ編 道路編」（国土交通省九州地方整備局、令和 5 年 4 月） 

 

表 3.27.6 舗装各層に用いる材料・工法の等値換算係数 

 

出典）「土木工事設計要領 第Ⅲ編 道路編」（国土交通省九州地方整備局、令和 5 年 4 月） 

 

表 3.27.7 舗装断面の一例(交通区分 N6、信頼度 90%、設計 CBR8、設計期間 20年の例) 

 

出典）「土木工事設計要領 第Ⅲ編 道路編」（国土交通省九州地方整備局、令和 5 年 4 月） 
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3) 留意事項 

・粒調 Fe石灰路盤材の１層の最小厚さは 10cmで最大厚さは 20cmとする。 

・粒調 Fe石灰路盤材の等値換算係数は、路上混合の場合 0.45、中央混合の場合 0.55とする。 

・粒調 Fe 石灰路盤材を使用する舗装構成を新規路床構築と併用して採用する場合は、Fe 石灰に

よる路床構築を標準とする。 

・粒調 Fe 石灰路盤材面での交通開放は原則として禁止し、保護層を兼ねた瀝青安定処理や粒調

砕石をその上に舗設して交通開放を行うことを条件とする。 

 

また、粒調 Fe 石灰路盤材の利用にあたっては、品質管理機関の定める「Fe 石灰工法設計要領」

等の情報を参考にできる。 

路盤材として用いる粒調 Fe 石灰路盤材の品質管理については、表 3.27.8 に基づき行うものする。 

 

表 3.27.8 粒調 Fe石灰路盤材の品質管理項目 

 

出典）「令和 4 年度版 Fe 石灰工法設計要領」（株式会社エフイ石灰技術研究所） 

 

リベースジョイント工法とは、粒調 Fe 石灰路盤材を路盤に用い、Fe 石灰処理土を拘束層に用いた

場合のサンドイッチ舗装工法断面の総称である（新技術情報提供システム（NETIS）登録番号：QS-

030004-VG）。 

なお、リベース工法とは拘束層を用いずに粒調 Fe石灰路盤材を路盤に適用する場合である。 
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※図中の粒調 Fe 処理材は、本節で定義する粒調 Fe石灰路盤材のことを指す。 

出典）「リベースジョイント®工法（リベース工法）の断面例」（株式会社エフイ石灰技術研究所 HP、

（http://www.felime.jp/contents/dokoni/douro/ribesu.html#ryuchofe） 

図 3.27.3 リベースジョイント工法、リベース工法の断面例 

 

道路分野では、九州地方を中心に道路の整備・維持管理を行う国道事務所で多くの利用実績があ

る。一例として、新北九州空港の連絡道路における事例を以下に示す。 

なお、海水の影響を直接受けるような箇所での利用実績はない。 

 

 

※図中の粒調 Fe 処理材は、本節で定義する粒調 Fe石灰路盤材のことを指す。 

出典）Fe 石灰工法 施工実績資料（株式会社エフイ石灰技術研究所） 

図 3.27.4 適用事例（新北九州空港連絡道路） 
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3.27.4 関係法令 

粒調 Fe 石灰路盤材は産業副産物（がれき類）に該当する。産業副産物等の法令上の取り扱いについ

ては、「1.4.2 環境安全の考え方」を参照のこと。 

 

 

3.27.5 施工後の再利用・廃棄の考え方 

施工後に再利用・廃棄を行う場合、発生する材料の種類に応じて検討を行うものとする。 

（解説） 

粒調 Fe 石灰路盤材を材料として用いた箇所の改修・撤去等により生じた建設副産物を再びリサ

イクル材料として利用または廃棄する場合は、「建設発生土利用技術マニュアル（第 4 版）」に示

す区分に準ずるものとする。建設発生土の利用については、「3.1 建設発生土」を参照のこと。 

なお、再利用・廃棄を検討する際に、使用したリサイクル材料の種類、品質及び量等の情報が重

要となるため、これらの情報を維持管理計画等に記載しておくことを標準とする。 
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3.28 災害廃棄物 

災害廃棄物の利用を検討する際は、「災害廃棄物から再生された復興資材の有効活用ガイドライ

ン」（平成 26 年 9 月、（公社）地盤工学会）を参照し、災害廃棄物の品質や関連する法令・指針等

について確認するとともに、利用用途、施工方法、モニタリング方法等について適切に設定するもの

とする。 

（解説） 

災害廃棄物の処理から得られた復興資材（災害廃棄物や津波堆積物の混合物を分離・選別して得

られた「分別土砂」や、コンクリートがらを破砕・選別して得られた「コンクリート再生砕石」

等）の活用に際し、関連法令・指針、品質評価、用途と活用方法、モニタリング等について示され

た「災害廃棄物から再生された復興資材の有効活用ガイドライン」が平成 26 年 9 月に（公社）地盤

工学会より発行されている。 

上記ガイドラインでは、復興資材の有効活用の範囲を「公共工事および公共工事に準ずる工事」

と規定し、品質管理については、標準材料や類似リサイクル材料に準じた方法を規定している。 

なお、一定濃度以上の放射性物質を含む資材に関しては、放射線被ばくの防止の観点を踏まえつ

つ、放射性物質の濃度レベルや用途・利用環境等を考慮した適切な管理を行うこととされている。

また、その他留意すべき事項として、分別土砂には除去しきれない木くず等の有機物が含まれてい

るものがあり、構造物等への有機物の長期的な影響は不明であることから、有機物量によっては利

用用途や地盤改良の適用等を考慮することとされている。 

災害廃棄物の利用を検討する際は、上記ガイドラインを参照し、災害廃棄物の品質や関連する法

令・指針等について確認し、利用用途、施工方法、モニタリング方法等について十分検討を行う必

要がある。 


